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以上から、本報告に添付している2つの作品について、やや詳しく解説を試みる。　　「コンクリートの水溜まり」（Dance with Water on Concrete）　　この回では、全体を通して人間の身体よりも水の表面を映像化することに撮影の焦点が絞られた。そこから鍋の水、コップの水、プールの水、水たまり、の4種類の 10分映像が切り取られた。この4本すべてに共通しているのは、「ダンス」を人間の身体の動きに限定して考えることなく、人間の身体と一体になって動き出す水の姿に焦点があてられている点である。　この最後の「水溜まり」では、人間の身体の動きが生み出す波紋と、風などの自然が生み出す波紋を対比的に描き出すことが撮影時に意識して行われている。水面の変化が十分に見えるように、照明の位置とカメラのアングルを工夫するとともに、参加者が画面から不在になってからは、人間の動きを除外するために、カメラをまったく動かさないように注意が払われている。 ［0:00 ～］冒頭は、空中に放り投げられた水が大きな水溜まりを打つところか
ら始まる。画面は水面だけに固定され、参加者の声だけが聞こえて、周囲の様子は分からない。［0:45～］やがてダンサーが水に満たされたコップを片手の甲に乗せて画面に登場し、しばらく水と戯れる。カメラもやや引きになって背後の建物までが映し出される。［1:50～］ダンサーがコップを乗せた右手を高くあげてポーズをとり、徐々に舞い始めた彼をカメラは追う。［2:10～］途中から彼の全身の動きすべてを撮影することを止め、足の繊細な動きがクローズアップされる。ダンサーの舞いの全体像よりも、飛んで来る水しぶき、足の動きによって生される出す水面の変化そのものを画面は捉えている。［4:40～］彼が腰を屈めてコップの水を水溜まりにゆっくりと注ぎ、水面に波紋が広がるなか、穏やかに画面から消えていく。［5:12～］彼が去った後も17秒ほど波紋が残り、やがて、水面に残されたボールを除いて、水面が鏡のように背後の建物を反射する。［5:40～］そのうち、終了の時刻になったためか、中に戻りましょうという声が聴こえ、地面に投げられたボー
ルなどが拾われながら、いくつもの足が水面に波紋を作っていく。［6:45～］参加者の一人が水面をそっと歩くその様子は水面を歩いているように見える。［7:30～］誰も画面から消えてしまい、声も遠ざかっていく。画面は、そのまま誰もいない水面に向けられたまま、最後まで数分が経過する。［9:30～］人気がなくなって鏡のように、建物の映像を反射する水面に、風が僅かな歪みをもたらす。 最後の 2分半のあいだ、視覚的な変化はほんの僅かである。にもかかわらず音声面では、ワークショップが一段落し、片づけて室内に戻る参加者の話し声が遠ざかる様子、車が脇を通過する音、遠くの道路の音などが記録されている。通常の映像記録編集の場合は、この2分半は不要な部分とみなされ、使用されることはまずないといってよいだろう。一つに、この10分間を切り取る方法を採用することによって、撮影現場で生じた出来事の予兆や余白や余韻を無理なく提示することができ、身体ワークショップ、パフォーマンスにとって重要な空気感や雰囲気というものを表現
することが可能になる。また、先に述べたように、このワークショップでは人間の身体の動きのみならず、身体の動きが発端となって物事がそれ自体で動いていく様子がダンスに見立てられることも、制作者のねらいであった。そのような趣旨からも、人気のなくなった水面と音に視聴者がじっくりつきあえる時間を残すことが選択されている。　「お香踊り」（Danc'incense）　煙をテーマにしたこの回のワークショップでは、蚊取り線香、線香、ドライアイスが使用された。撮影にあたっては、前回と同じく、豊かな煙の表情を捉えることに重きが置かれているが、水とは異なり煙の場合は身体とのダイレクトな相互作用が起こりにくいため、クローズアップを多用しながら、身体と煙のどちらをフレームに収めるのかをその都度選択することによって両者の関係が浮かび上がるように全体に工夫がされている。お香に火がつけられ消えるまでの舞い、水に浸されたドライアイスから吹き出す煙に魅せられて参加者が遊ぶ様子、ドライアイスから、蚊取り線香の煙へと移行して、
二人が踊り出す様子、この3つの場面がそれぞれ10分に切り取られた。　［0:00 ～］開始画面はクローズアップされた香立て。そこに差されたお香にマッチで火がつけられ、煙が立ち上る。［0:39 ～］上方より兎に象られた香立てのカバーがゆっくりと舞い降り、煙を吸ったり吐いたりする。［1:30 ～］兎を動かしていた手が画面に入り、画面がやや引いて、手がゆっくりと兎（カバー）を香立ての上に乗せる。［1:52 ～］兎から立ち上る煙を見つめる参加者が写された後、［1:56 ～］再び手が登場して、兎から煙が出て来る穴を閉じたり開いたりしながら煙と戯れる様子をクローズアップする。［3:00 ～］手が去り、今度は兎からゆっくり立ち上る煙の動きにあわせてカメラが動きだし、煙の形の変化と移動の様子を捉える。2度煙を追いかける動きがなされた後に、背後の椅子に焦点があわされ、ややぼやけた状態で兎から煙が立ち上る。［5:00 ～］兎の上方でゆるやかに舞い始めた手をカメラが追う。手は煙の動きに呼応しながら動いているようだが、煙は写されずに手だ
けをアップで捉える。［6:00 ～］手の動きが大きくなるに従い、肩が見えるまで画面は引き、立ち上がったダンサーの上半身があらわになる。［6:35 ～］やがてダンサーは全身を使って踊りだすが、画面はまだ上半身の動きだけを追い、ダンサーが凝視している煙を画面の外においている。［7:15 ～］全身が映し出され、ようやくダンサーと煙の双方の動きが見えるようになる。［7:30 ～］腰を屈めたダンサーは、いわば煙と一体となり、視覚上も完全に重なる。［8:33 ～］カメラ自体が移動し、照明が画面のなかに映り込み、逆光状態でダンスを捉える。煙は残り僅かとなり、ダンサーの動きもより緩慢になる。［9:48 ～］ダンサーの半身は香立ての置かれた箱の後ろに隠れ、ちょうど手足が箱から生えているように見えるようになる。　　実際には、あと1分ほどダンサーの動きは持続しているが、10分間の制約のために動きの途中で作品は終わっている。編集上の選択としては、冒頭の火をつける場面と兎を動かす場面の後からを開始点にすれば、この最後の1分も 10分
の枠内に含むことが可能であったが、お香の煙の誕生と消滅、ダンスの生成と終息という両方の観点から、この作品のように煙が立ち上る瞬間から両者がほぼ終息に向かう時点までを収めるという選択がなされることになった。上記の「水溜まり」作品とは逆に、動きの途中で映像が切られることで、慣性に従うように視聴者の想像のなかで動きが自由に展開していくことが映像の余韻として期待されている。　2.4 《Ten Minutes Project》今後に向けた課題　「からだトーク」映像記録公開で用いられたこの10分間切り取りの手法による作品制作を、筆者は《Ten Minutes Project》と名づけ、このワークショップ以外の映像記録にも応用し、すでに約半年で40本以上の10分映像がYouTube上に公開されている。編集にほとんど時間を要しないため、アップロードに関する手間さえ厭わなければ、「速報性」に優れ、多数のイベント開催にも対応可能な映像記録・公開方法であると考えられる。さらに、インターネット公開を利用する利点として、編集作業によって映像そ
のものに文字情報や声による解説を入れなくとも、解説文として文字による情報追加を事後的に行うことができる。さらにまた、この編集・公開方法を用いれば、過去の映像記録を（再）利用して新たに映像を制作することもできるだろう。この点からも、この10分間の切り取りは、編集されずに眠ったままである映像記録を、特別な技術を要さず手軽に一般に公開する方法として有効であると思われる。　他方、10分という枠組みは、あくまでも制作者の視点から選ばれたものであり、インターネットを経由した閲覧者によって、果たして10分という時間枠が長過ぎるのかどうか、まだ評価は定かではない。5分が妥当なのか、あるいは7分なのか、確かな根拠はない。実際に、筆者もいくつか5分間の切り取りを試作してみたところ、5分間の場合は出来事の一つの小さな単位や要素に絞り込むことになるため、ある部分だけを強調する目的の上では有用であるようにも思われる。その反面、出来事の変化が小さな単位に切り取られてしまうため、現場で持続していた空気
感や密度、より大きな流れを視聴者が直観的に捉えることが難しくなる。また、2時間程度のイベントを最大で30分から 40分ほどに映像作品化する場合、10分の切り取りであれば、3～ 4本程度を作成してさえおけば、あとは視聴者が時間に応じて1本、2本と選択して見るだけで十分であるが、例えば5分の切り取りを採用して6本～ 8本を作成するとなると、作成本数が多くなる上に、制作者、視聴者のいずれの側でも、何を選び、どの順序で見るべきかなどについて考慮せざるを得なくなり、制作した後になってから制作者、視聴者の双方にとって考えるべき点が多くなると予想される。つまり、10分間の選択は、そのなかに流れやコンテクストがある程度含まれているがゆえに、制作者が念入りに選択さえすれば、複雑な編集作業を介さずとも流れやコンテクストは視聴者に伝わりやすいといえる。　　最後に、この10分間無編集の切り取り法は、身体表現パフォーマンス、とくに即興を中心にその場で生み出されて、何が起こるか分からない種類の出来事を記録
するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
れている。そして、我々自身もそのような研究がどのように進められるのかを知りたいと考えており、さらに、そのような教育の一端に関わってきた。　本稿では、他分野と共同して進める力をつける高等教育機関の、特に大学院教育における取り組みを概観することを通して、我々がこの後、他分野の教育者・研究者と共同するために何が求められているのかを考察する。現在のところ、日本では大学院における共通教育が標準化されていない状況が見受けられるが、研究は進められている。その状況からも、我々自身が共通教育に携わる際に、どのような点に注意を向け、どのように取り組んでいけばよいかを検討していきたい。　2. 大学院における共通教育に向けた取り組み　本章では、大学院における共通教育への取り組みについて、各大学が紹介している各種資料やホームページ等の内容を中心にまとめた。まず、著者らが所属する大阪大学の取り組みを紹介し、次いで、関連する取り組みを進めている大学の中で、北海道大学、東北大学、九州大学の取り組みを、現時
点で手に入る資料をもとに紹介する。各大学の取り組みは、大学の目的及び大学院における共通教育の目的、大学院共通教育を実施する組織、共通科目の呼び名、開講科目について、表1にまとめた。　大学及び大学院の目的を概観する。いずれの大学も掲げている目的は、「国際性」であった。大阪大学は、「世界に伸びる」「世界を先導する」研究拠点となることを掲げており、東北大学の「世界水準の研究」、九州大学の「全世界で活躍する人材の輩出」という記載も、国際性を強調している。同時に、「地域に生き」「社会が求め社会から信頼される人間の形成」（大阪大学）も掲げられ、それを「デザイン力」として記している通り、地域社会との密接な繋がりや連携、協働、その方法論にも力点が置かれている。北海道大学の「実学の重視」、東北大学の「門戸開放」「実学重視」、あるいは九州大学の「日本の様々な分野において指導的な役割」を果たすこと等も、同様の志向性を示している。さらに、これらの支えとなる「教養」（大阪大学）、「全人教育」（北海道大学）、「人
間性」「社会性」（九州大学）も各大学が重視していた。異分野の大学院生同士が接触し、専門分野の知識や習慣を越えた教育が目指されている大学院共通教育は、これらの目的・目標を達成するための一つの方略としても設置されていると言っていいだろう。　次いで、いかなる組織でこの取り組みが行われているのかを見ていこう。大阪大学では、2004年に学部の共通教育を担う「大学教育実践センター」が設置されたのを機に、2005年には、「デザイン力」に重点を置いた大学院の共通教養教育を担う「コミュニケーションデザイン・センター」などが設立され、教員も配置されている。他方で、北海道大学には「大学院共通授業科目」は準備されているが、教員組織は持っていない。東北大学、九州大学は、文部科学省振興調整費などの助成を得て「大学院共通教育科目」を設置している現状にある。大学院共通教育の継続のためには、組織作りなどの課題が残されている。　開講科目は、表1に示したとおりである。教育目的に、国際性、教養、実学、デザイン力などが
掲げられていた通り、多彩な科目が準備されている。これらを多分野の大学院生が集まって受講できること自体が、異文化コミュニケーションの機会にもなると思われる。　共通教育科目の受講に際しては、いずれの大学も指導教員と相談をして選択するとされている。修了要件にこれらの科目を加えるか否かについても、各部局が決定している現状にあり、専門科目の履修や研究活動との調整が、課題になっていると思われる。また、授業評価についても、各大学が施行錯誤をしている最中である。　3. 学際研究を進めるにあたって何が必要か？　前章では、大学院の共通科目に対して、大阪大学を含め、4つの大学の現在の取り組みを紹介した。本章では、共同研究を進めるための「学際研究」のあり方に関して、それぞれの立場からこれまでを振り返りたい。伊藤は、工学をベースに、「ヒューマンインタフェース」と呼ばれる分野に関わり、研究を進めている。西村は、看護学の中でも、現象学を手がかりとして、実践の成り立ち方の分析を進めている。共同研究を進めるこ
とを通して考えてきた内容を踏まえ、それぞれの立場から「学際研究」に必要だと考えられることを述べる。　　（伊藤の立場から）　「CSCDに着任以来、私が関わってきた分野とは大きく異なる分野の人々の考え方やものの進め方に触れる機会をたくさん得てきた。私自身は、大学教員としてのキャリアとCSCD在籍期間がほとんど重なることから、工学分野の教員を体験する時期と、異なる分野の人の考え方に触れる時期が重なることとなった。その中で、現在進めている iFace を用いた共同研究は、これまで私が関わってきた学会や研究会での質疑応答、同じような研究アプローチをとる人から頂いたアドバイスを得た経験とは、大きく異なるものであった。　まず、研究を進める期間の長さが大きく異なる。西村さんと私が現在分析している対象に関して、iFace の利用実験を実施したのは、2009年の 3月である。それから1年後の 2010年 3月に、重点的に分析を進めた。現在の分析対象は、3件実施した利用実験の中の、1件のみである。もちろん、その間の期間に
何も進めなかったわけではないが、このように1つの対象を長期の期間に渡って研究対象とし続ける経験は、私にとって初めての経験であった。　次に、研究の意義やその位置づけである。通常、私が研究を進める際には、私自身は、採るべきアプローチをある枠の中で考えている。しかし、共同研究の中では、その枠を選択した理由を、強烈に考えなければいけなかった。なぜ、私はこのような方法を選択したのか、なぜ、私はこのような設計を行ったのか、なぜ、私はこのような画面構成にしたのか、それを直接問われたわけではないが、研究を進める際のディスカッションは、常にそのようなことを考えさせられる場となった。そして、普段私が研究を進める際に大前提としていることに対して、次々と、「本当にそれでよかったのか？」、「なぜそうしたのか？」と考え直さなくてはいけなくなった。私が学んできた研究の前提は、決してどのような場合にも、そして誰にとっても前提となるものではなく、見方をかえれば、間違っていることにすらなりうる、ということに思
いいたることになった。そして、それは、私が暗黙のうちに前提としてきたこととは、一体何なのか、ということでもあった。　そして、関わり方である。ともすれば、私がこれまで関わってきた分野の存在を否定されかねない価値観や、アプローチのあまりにも大きく異なる方法論に、私自身が関わっている研究分野の存在価値をどのように感じればよいのか、見失うことにもなりかねない。そのような時には、これまで研究を進めてきた考え方とは異なる思考を要求され、私が馴染んだ方法とは異なるので、どのように考えを進めればいいのかわからない時もあったように思う。異なる考え方の方に迎合したくなることすらあるかもしれない。そこで、私が馴染んでこなかった思考を進めるとともに、一方で、これまで私は私自身が関わってきた分野で何を学んできたのか、前を行く人が進めてきた方法を真似ることにどのような意味があったのか、を考えることになった。それは、私が何かの研究を進めてきたからこそ、得てきたものであったと思う。そして、それを考える
際に与えられた大きな刺激は、共同研究者である西村さんの言葉である。私が発した素朴な質問に、丁寧に回答してもらった言葉であり、大きく異なる視点をもちながら私が見ている対象を見つめ、それをまとめた原稿の中の言葉であった。それらがなければ、私は考えることをやめてしまったかもしれない、と、これまでの進め方を振り返って思う。　私自身の中で、何かを信じなければ、これまで研究を進めてくることはできなかった。そして、その中身が何であったかを言葉で理解してきたのではなく、進めていく中で身につけてきたように思う。それが運よく一生を通じて変わらないものである場合もあるかもしれないが、私の場合は、何度も振り返って、それが何であるかを考え直すことになるような気がしてきている。　西村さんとの共同研究を含め、いくつかの共同研究を進める中で気づきはじめたことがある。私は、決して共同研究者と同じ考え方にはならない。けれど、共同研究者との違いに気づくとき、私が関わっている問題のおもしろさに気づくことにつな
がる。共同研究者とのディスカッションは、相手と私の違いを確認する場であり、私自身の立ち位置を問い直す場である。そこで得た視点は、その研究に活かされるだけではなく、私が進めている他の研究にも影響している、と感じ始めている。　このようなことを強く感じ始めたのは、私が iFace を用いた共同研究に本気で取り組みはじめてからだと思う。スイッチがどこではいったのかは思い出せないし、少しずつ感じたから巻き込まれていったのか、どちらが先かは私自身もわからない。ただ、本気で取り組まなければ見えてこなかっただろうと思うことは、たくさんある。このような機会に運よくめぐり合えてよかった、と思う。　「『対話』とは、対立する話である」ということを伺う機会を得た1）が、同じを感じるのではなく、違いを確認し、同じものを見ていてもこんなにも異なるのか、ということ、そして、それでもそこにはどこか相通じるものがあるのかもしれないという予感、を感じる場。それから、そのような場に出会える偶然と、居続けることのできる必然。
さらに、それでも前に進もうとする力。それが、私にとっての「学際研究」のような気がし、「学際研究」に関わるために必要なものであるように思う。」　　（西村の立場から）　「CSCDに着任してから、多分野の研究者や実践家と議論したり、協働してプログラムを作ったり研究をしたりする機会が多くなった。とりわけ、本プロジェクトの共同研究者である伊藤さんとの取り組み（伊藤さんの研究室で開発された iFace というシステムを使う場面の相互行為分析）は、工学の前提や目的を知ると同時に、看護学を専門としつつ哲学を志向する私自身の前提と目的、それを自覚的に言葉にしていく機会になったように思う。前提が異なっているため、何らかの違いを感じるたびに、互いの前提から説明をしなければならなかったためだ。　私自身は医療現場、とりわけ看護実践の成り立ちを、現象学という現代思想を手がかりにして分析することを主な仕事にしてきたが、専門領域とは異なる事象を分析したことは初めてだった。具体的には、iFace 利用時の相互行為の部分的な分析
は可能であったが、全体の流れを見通すことのできる分析の視点がなかなか浮かんでこずに、何をポイントにして事象と関与すればいいのかに戸惑った。が、何度も伊藤さんと一緒に議論をしていくうちに、このシステムを作った彼らにとっての問題が見えてきた瞬間があった。そもそも、相互行為分析はその場に参加している人々にとっての問題、あるいはその人々があまり自覚せずに成し遂げている方法を探求する（西阪［1997］）。伊藤さんの話から iFace 開発者にとっての問題が見えてきたときに、私において分析の視点が開かれたのだ。具体的には、彼らは作ったモノを評価するという思考とその方法を課題としていることを知り、その課題を引き受けることができた。　またこの経験を通して、改めて次のことも実感した。事象の方が分析の視点を示してくれること、その示された分析の視点が方法を示していること、つまり、事象への関与も分析の視点の発見を促しており、それは自分自身の身体性と不可分であること。それは私の身体性というよりも、私自身が参加
していた事象に編み込まれた身体性、つまり分析しようとしていた事象に私自身も参加しつつ組み込まれている、それを手がかりにして分析していたことに改めて気づかされたのである。　こうした経験と気づきを通して、分野の垣根を越えた「学際研究」は、多分野の知識を得たり、専門性を越えた関心を持ったりすることに留まらず、研究に取り組む者自身が自らの前提や思考の枠組みを大きく揺さぶられ、それを変化させていく経験であると考えるようになった。つまり、「学際研究」に取り組んではじめて経験できることが異分野の知をつなぐ「土壌」2）を作ることになっているのであり、またこの土壌の生成は、異分野の知を受け入れつつ自らを改変させていく素地となっているのだ。他分野を見知らぬ「他」として排除せず、「他」を知るために自分自身も変わり、「他」を知りまた変わる。そのとき「他」は、既に「他」ではなくなっている。　心臓移植を受けた哲学者、ジャン =リュック・ナンシー［2000］は、他者の心臓を自身の身体に受け入れるために自身のア
イデンティティを、つまり免疫機能を低下させたことを、「それは患者を自分自身のよそ者にする」と記述する。「私が自分にとってよそ者になる」のである。心臓移植を要する場合、自らを排除してでもよそ者を受け入れなければ、生きることができない。しかしそれは、臓器移植のみに起こることではなく、「他」を受け入れること、そのことに直面する別の事態においても引き起こされる。その、壮絶な変化がよそ者を受け入れることなのだ。だが、今まさに、研究や教育においてもそれが必要とされている。　このように考えると、大学院の教養教育――CSCDの高度副プログラム、他大学の大学院共通授業科目、共通教育科目などでの学習は、主専攻に対する副専攻という制度上の意味合いに収まりきらない位置づけにあると言えるだろう。主専攻の横に併記される副専攻ではなく、既に自分の主専攻（アイデンティティ）をもっている大学院生にとって、他分野の前提や目的に触れることは、同時に自らの主専攻の枠組みを問われ、それを大きく揺さぶられる経験になる。
そもそも受講しようと（＝他に接しようと）思うこと自体が、自らを自らにとって「よそ者」にする準備を始めたことであり、そのとき既に副専攻は「副」にとどまらないものとして現前している。その意味でも、大学院での教養教育は、それを学び進めるなかで自らの前提となるある専門性を解体し、組み立てなおす装置となっているように思われる。それをいかに発動させ、解体し、再構築していくのかは、それへの関与の濃度にかかっている。学部と大学院の教養教育の目的が違うのは、こうした状況からも明白であろう。　しかし、私自身の大学院生の頃を振り返ると、やはり専門領域の学習で精一杯であった。その一つの理由は、修士課程で専門を看護学から臨床生理学に変えたために、看護学と共通する医学的知識はあったものの、新たに学ぶべきことがとても多く、追いつくのが精一杯だったためである。長いスパンで考えると、看護学を専門とする私自身にとっては、2年にわたって臨床生理学の世界に浸かることが、自らの前提を解体し、新たに組み立て直す機会
だったのかもしれない。その後、博士課程で再度それを揺さぶられることになるのだが。他方で今になって思うのは、看護学と臨床生理学の近さが、とりわけ「臨床」という、生きて生活する人の生にかかわるという意味での共通点が、私の前提をそれほど大きく揺さぶってはいなかったのかもしれないとも思う。今になっても、異分野の前提に出会ったときにその差異を強く感じるのは、この時期に多くの「他」に出会っていなかったためであろう。だからこそ、教員になった今でも、土俵づくりを継続して行っているのである。　では、高度教養教育（大学院教養・共通科目）を担当する教員として、何が備わっている必要があるのか？　これまでの議論から、「何か」を身に着けてから教育を開始する、とは考えないほうが良いように思う。共通科目であるCSCD科目には多分野から学生が集まってくる。その現状を加味すると、その「多」「異」と対話をすることを通して、つまり対立や差異をめぐったやり取りの中で教育実践は成り立ち、その実践や教育プログラムの開発
等を通して、私たち自身も育まれているのだ3）。この場自体が、教員の専門領域を越えた営みに既になっていると言える。ここで求められているのは、「他」と接しようとする意志であり、そのために、いつでも自らの前提を曝し組み換える準備をしていることであり、変化していく自分と、同時に変化していくかもしれない「他」である学生との緊張した関係を、丁寧になぞっていくことなのであろう。」　4. おわりに　本稿では、学際研究と教員の学びなおしという観点から、著者らの共同研究の経験を踏まえ、まず、大学院の共通教育に関して、大阪大学を含め、4つの大学の取り組み事例を紹介した。そして、著者らが共同研究を進める過程で気づいた内容をまとまた。これらの気づきは途上段階であり、今後、変わっていくものかもしれない。そのような研究を進めながら、著者らは高度教養教育にも関わっている。それゆえ、実際の教育プログラムに携わる経験は、自らの共同研究にも反映され、そこで気づく内容は、教育プログラムの構築に影響を与えることがあるか
もしれない。共同（学際）研究を進めることと、高度教養教育に携わることが循環をなし、それらを進める何らかの切り口が、今後、見えてくることを期待している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■演劇ワークショップ　vs　ヒューマンインタフェース学会／蓮行　伊藤京子　紙本明子／0. はじめに、の前に　次項の「1. はじめに」から始まる「防犯教育におけるインタフェースとしての演劇ワークショップ」という原稿を、ヒューマンインタフェース学会主催のヒューマンインタフェースシンポジウム2010に出し、学会でワークショップと対面発表を行ったのだが、新方式のタッチパネルや音声認識システムの紹介がされるブースの並ぶ中、完全なるアウェーであった。しかし、常日頃「演劇でコミュニケーションデザイン」を標榜する我々としては、そんな疎外感に怯むはずもなく、理系の研究者の多いヒューマンインタフェースシンポジウム参加者に「演劇ワークショッ
プ」に参加してもらったり、「え？何？演劇？」と訝りながら、対面発表で対面して下さった皆様から、いろいろと貴重なインスパイアをいただいた。基の原稿「防犯教育におけるインタフェースとしての演劇ワークショップ」をベースに、そんなインスパイアを混ぜ込みながら、越境的なレポートになれば、と願う。「越境」には、目的のはっきりしたものと、そうでないものがあると考える。前者は、例えば「子どものコミュニケーション能力の向上のために、教育と芸術の垣根を超えて、演劇ワークショップをやりましょう。」などとクリアに言えるものである。後者は、「武術と書道を組み合わせてみようと思うが、何のためと言われても困るし、そもそも面白いのかどうかも全く定かではない。」というような種類のものである。この原稿は、後者に当たる。芸術のジャンルでは、そういった「とにかく越境してみる」行為の中から、膨大な無駄とごく僅かな価値ある先進的芸術が生まれているが、この手法をアカデミックな場にも持ち込んで、無責任のそしりは敢えて覚悟し、
特に見通しの無い越境を企ててみた。　なお、ヒューマンインタフェース学会については、http://www.his.gr.jp/ を参照のこと。　また、ヒューマンインタフェースシンポジウム2010については、http://www.his.gr.jp/his2010/ を参照のこと。　ちなみに、http://www.his.gr.jp/his2010/#workshopに、我々が参加し発表したという動かぬ証拠がある。　さらに、明朝体フォントの部分が元の原稿で、ゴシック体の斜体の部分が、加筆部分である。明朝体フォントの部分だけ読むと、元の原稿が判読できるという仕組みになっている。全体的には極めて読みにくいと自分でも思うが、いわば「越境に伴うストレス」である。　あと、子ども向けの教育的な演劇ワークショップについては、蓮行がディレクションした「演劇で学ぼう」というインターネット教材がある。これも何かの参考になると思う。http://www.fringe-tp.net/kankyogeki/all/　1. はじめに　学校教育や企業研修の場で、「演劇ワークショップ」の取り組みが注目され始めている。本発表では、「子
どもの防犯教育」における演劇ワークショップの開発方法やその効果のポイント、情報技術を活用した展開方法、そして、それらの学術的な評価方法に関する、最新の知見について、紹介する。　2. 背景　2. 1 社会的背景　小中学校現場で、「防犯」は火急の問題である。しかし、特に公立の学校では、近年話題になっている「給食費未納問題」や「モンスターペアレンツ問題」に象徴されるように学級運営さえ厳しいという現実があり、防犯について十分な対策を講じる余力が現場にはない。また、子供たちを従来守ってきたと言われる地域コミュニティの防犯機能（世代間教育、地域内がほぼ顔見知りで侵入者の発見が容易、等）の衰弱等も子どもが犯罪に巻き込まれるリスクが上がっている大きな原因とされている。　さらには、いわゆる出会い系サイト、ネット詐欺等、新しいリスクも極めて大きくなっている。　教育の力によって、「子供が犯罪に巻き込まれるリスク」を下げようとした場合、やはり現実的には小学校や幼稚園、保育園、学童保育等、子供が集まって勉強
や共同生活をする場で使える、有効な方法論が望まれる。　学校現場の現実を考えれば、導入の為に学校や自治体に大きな初期投資的な負荷（制度変更や財政的負担）を強いず、比較的安価で継続でき、現場の教職員に大きな負荷をかけない（むしろ軽減する）ような方法論が必要である。私たちが取り組む演劇ワークショップの方法論は、上記の要求に対して高い水準で応えるものである。　2. 2 演劇ワークショップの概要　教育現場に於いて「ワークショップ」という言葉は、「参加型・体験型・双方向型学習」などと訳されることが多い。「演劇ワークショップ」とは、「演劇」の持つ教育力としての特性（表現力、異文化理解力、コミュニケーション力、グループワーク力等）を活用し、頭で理解するだけではなく、身体感覚や感動を伴うグループでの学びの共有を図る方法論である。　演劇に関する知見と技能を持ち、学校現場で演劇の指導とワークショップのファシリテーションを実施できる技能者を、特に「コミュニケーションティーチャー（以下：CT）と呼んでいる。
　CTは、特に演劇の技法を教える訳ではない。様々なテーマ、社会的問題を題材に（本件で言えば、「防犯」がテーマである）、子ども達と一緒に劇を「創作」するのである。CTという「外部の特殊な大人」と共に、「劇作り」を通すことでいかなる学びがあるのかは、以降で詳述していく。　翻って、今回の学会発表は、「ヒューマンインタフェースを研究する人たち」というかなり「偏った（ちょっとご本人達には失礼かもしれないが、間違っても社会における多数派ではない）大人」達と、「ヒューマンインタフェース研究の専門ではない、やっぱり偏った（演劇をやっている）大人」の異文化交流のような一面があった。「理系」とか「ヒューマンインタフェース研究者」というくくり方は無論、乱暴であるのだが、非常に異なった属性を持つ者（この場合、演劇の専門家）との境界では、そういう「十把一絡げ」は否応なく際立つことになる。が、越境コミュニケーションを図ろうとする場合は、「十把一絡げ」であることと、「一絡げの中にも当然様々な個性が存在すること」
を同時に認めなければならない。お互いが「インタフェースの人」「演劇の人」と距離を取る限りは何の価値ある交流も生まれないし、互いの個性を認め合うような時間も心の余裕も無いからである。属性が違いするぎる者同士を、限られた時間や様々な制約の中で、それでも具体的に有益な何らかの産物を生み出すような交流を成功させるツールとして、「演劇」は有効なのではないのか、というのが私達演劇人の持つ仮説である。　2. 3 演劇ワークショップに対する一般的誤解　「防犯教育のための演劇ワークショップ」と言うと、多くの場合、以下のように捉えられる。　「防犯に関する『正しい知識』へアクセスするためのインタフェースとして、「演劇」や「演劇ワークショップ」という楽しい手法を使えば、子どもの動機付けや理解の助けになるはずだ。」　しかし、これは全くの誤解である。私たちが提唱する演劇ワークショップの手法は、「正しい防犯知識へのアクセス」の為のインタフェースでは無い。　私たちは当然、知識の大切さは否定しない。例えば、「出かけると
きは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッ
ト（潜在的被害者）・抑止力のある監視者の不在」という3条件が揃ったとき、犯罪が起こる、とされている。私たちは「犯罪のターゲットとしての子ども」の、「実際力」の向上が、「犯罪の発生を抑止する」と考えている。　2.4 この論説の意義　この論説では、2.3 に上げたような「防犯知識へのアクセス型インタフェース」という誤解を解き、「知識、疑似体験、コミュニティーづくり、犯罪者を生み出さない社会包摂」等を含めた「防犯コンポーネント」へアクセスするインタフェースとしての「演劇ワークショップ」の説明と紹介を試みることを目的とする。　ちなみに、今回の学会では、上記のような「誤解」は、少なくとも顕在化はしてこなかった。対話した皆さんは、「誤解」するほどの「理解」が無いというか、「とにかくもう、演劇だなんて何が何だかさっぱりわからない」という感じであった。「誤解」が存在しない状態での説明というのは、「誤解を解く」というプロセスが不要な分、話は早いが、「結局、お互いの興味や利害が全く噛み合ない」という事も往々
にして起こる。今回、短時間で「興味」を喚起することの成功率は必ずしも高くは無かったが、「ヒューマンインタフェース工学に、演劇はすごく役に立ちそう」という一方的な興味は持つことができた。　3. 目的・意義・効果　3. 1 目的　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果を活かし、防犯に関する「知識」「身体感覚」「（疑似）体験」が個人の中で有機的にリンクした、高い実際力を持った子どもを育てることが、「防犯教育のための演劇ワークショップ」の第一義的な目的である。　このワークショップ手法を実践することで、周辺の大人への教育効果や、コミュニティ形成効果をもたらすことが、二義的な目的である。　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果、については、次節にて詳説する。　3. 2 プログラムの概要　本プログラムでは、小学校の授業のコマに、CTとしてプロの演劇人（俳優、演出家など）が入り、子どもたちと一緒に台本から作り上げ、最終日に演劇の発表会として、他学年の子どもたちや保護者、地域住民に鑑賞してもらう。　3. 3 養われ
る力、効果とその意義　3. 3. 1 知識と当事者意識　面白い演劇作品を作るには、リアリティが必要である。子ども達は「自分達が台本を作る」というクリエイティブな作業にワクワクしながら、「良い台本を作るために、正しい知識を！」と、高いモチベーションで、知識（本件では防犯の知識）を習得する。得た知識は、台本という形にアウトプットされ、さらにそれを練習でインプットされ、という複雑な過程を通して、活きた知識として頭と心身に定着する。　また、練習の過程では、大人であるCTに掴まれた腕を、子どもは「力では振りほどくことができない」と体験する（低学年の男子は、反撃を本気で考えている子も多い）。そういう「体感」を得ることで、「危険を感じたら、反撃するのではなく、逃げる」という知識が、実行に移せるようになる。　このような一連のプロセスを通じて、「犯罪が自分の身に起きてもおかしくない」という当事者意識と、「自分の行動が他者に影響する」と想像するきっかけを作る。　　これを、ヒューマンインタフェース工学に引き
つけて、例えばタッチパネル開発に応用してみる。「お年寄りも子どももストレス無く直感的に使えるタッチパネルを開発する」ことがミッションだとする。この場合、例えばある人数のお年寄りや、子どもにアンケートを取ったり、モニターになってもらったりして、そのニーズを探るというような事があるだろう。そういった調査が必要な事に、疑う余地はない。だが、得られる情報は限られている。　私たち演劇人なら、数人の子どもをデイケア施設に連れて行き、2名ほどのCTと、できればタッチパネル開発担当者も1名くらい入れて「病室の出入りやら何やらは全部タッチパネル化されている近未来の病院に、おばあちゃんをお見舞いに来たら、急に地震が！さあ君は、無事におばあちゃんと逃げ延びることができるか？！」というタイトルの、即興劇のゲームをやるだろう。CTはナースになったりドクターになったり、時には火になったり開かないドアになったりして、話を膨らませる。子どもは何とかおばあちゃんと逃げようとするだろうし、おばあちゃんは本当の
孫のような子ども達の無事を、心から願いながら行動する（そう持って行くのがCTのプロフェッションである）だろう。そういう、「あるシチュエーションの中で、無意識や感覚的に起こす行動」の抽出こそが、おそらく貴重であり、アンケート調査や、モニター使用だけではなかなか得られない情報なのである。　3. 3. 2 コミュニケーション力　現代の子ども達は、他者、特に見知らぬ大人と関わる機会が非常に少なくなっている。その為、悪意の大人が声をかけてきても、簡単に騙されてしまう、断ることができない、危険を感じても善意の大人に助けを求めることができない、という様々なリスクをはらんでいる。これは、コミュニケーション能力の不足による問題である。　このプログラムでは、CTという異質な大人との作業を通じ、文法の違う他者とのコミュニケーションに、子ども達が前向きに取り組むことができる。また、台本作りや練習を通じ、「悪意（それを隠した）の大人」との臨場感溢れるコミュニケーション、ネゴシエーションを体験できる。さらには、
普段接しているクラスメート達とも、これまでと違う切り口で、対話することになり、身近なコミュニティ形成についても、見直す機会となる。　これらの一連のワークで、子ども達は楽しみながら、知らず知らずのうちに、普段の学校では得られない様々なコミュニケーション体験をし、コミュニケーション力を身につけていく。　　理系の研究者について（安易に）言われがちな「コミュニケーション力に乏しい」という問題は、学生のうち（本当はもっと早いうち）からコミュニケーション力向上のトレーニングを積んでおかなければ、社会人として現場に出てから克服しようとしてもなかなか難しい。アマチュア劇団をやってみる、というのは荒療治としてはおすすめである。演劇は、短期か継続的にかは別として、創作のためのコミュニティを作らないと何も進まない、という宿命というか特性があるので、次項でも取り上げる「チームビルディング」の能力獲得／向上にもつながるものである。　3. 3. 3 チームワーキングと自尊感情の醸成　演劇は一人で作られるもの
ではなく、チーム全体が協力しあわなければ成立しないものである。社会におこるあらゆる問題もまた、一人一人の協力なしには解決できないものばかりである。子ども達は上演を通じて、まず目の前にいるお友達のことを思いやりながら、他者と恊働して問題を解決して行こうとする意識を、身に付けるきっかけをもつことができる。　また、舞台上で、自分に与えられた役割を最後までやり遂げるというのは、非常に高い負荷だが、それをやり遂げなければならないという責任感を学ぶ場でもあり、その達成感が、防犯意識の向上に不可欠と言われる「自尊感情」の醸成に大きく資する。　本番では、スポットライトと観客の拍手によってこれまでの苦労が報われ、自分たちの作業を極めて肯定的に総括することができる。　台本作り、練習、本番を通じて、「他者の尊重」「他者とのチームワーク」「自尊感情」という、子どもの防犯教育に必要不可欠な要素を、学ぶことができるのである。　3. 3. 4 大人の気付きの促進　また本プログラムでは、練習のプロセスや、発表を見る
ことにより、大人の気付きを促すことができる。　台本作りは、子どもが陥りやすい誤った情報（反撃を試みる等）を、どの程度の子どもが持っているのか、あるいは知識そのものが無かったり、意識が低かったりするのか、ということを教員や保護者がリアルタイムで知る貴重な機会である。　また、練習では、例えば集団で遊んでいたはずの子どもが、どういう要因でいつのまにか孤立し（孤立させられ）、連れ去りのリスクにつながるか、等のシチュエーションが、具体的に現出する。　本番では、それら浮上してきた要素を上演に盛り込み、観客となる大人達に対して、従来の教材よりも強いメッセージを、子ども達の身体表現を通じて、発することができる。　3. 3. 5 地域防犯コミュニティづくりの起点　イベントとして発表を見せることで、地域に共通意識を作る手がかりを提示し、地域防犯コミュニティづくりにつながる。大阪府枚方市では、防災減災イベントに演劇ワークショップと発表会を行い、地域の避難訓練のキラーコンテンツとして、地域防災コミュニティ
つくりに寄与している。この事例は、防犯に応用可能だと考えられる。　4. WS の方法紹介　4. 1 プログラムの内容　4. 1. 1 オープニングシーンの観劇　ワークショップに入る前に、CT（俳優）がイントロダクション部分を上演。　プロの俳優による迫力あるお芝居を目の前で見ることにより、CTへの求心力と、子ども参加意欲、学びの意欲、発表会へのモチベーションを喚起する。　4. 1. 2 コミュニケーションゲーム　具体的な演劇防犯ワークショップに入る前の、参加者同士のアイスブレイクを行う。　CTと子どもとのコミュニケーション環境を整えることを目的とし、共同作業でお芝居を創り上げることを意識できるようになる。　　今回は、ワークショップの時間にはこのコミュニケーションゲームをやった。今回は参加者が理系の研究者であることと、会場が学会全体の受付の真ん前で、いろいろな人が遠巻きにチラチラ見れる環境であったため、言いようのない緩く恥ずかしい時空であった。盛り上がらなかったのかというとそうでもなく、しかし周囲の遠巻きの
皆さんが「うわあ楽しそう、私も入りたい」と思っているとは到底思えない雰囲気であった。ゲームの内容については、ここでルールなどを示しても絶対に想像がつかないので、割愛。ゲームの後は、次の項で触れる「ディスカッション」必須のワークショップを実施した。　4. 1. 3 ディスカッション　台本づくりを目的として、「防犯」をテーマにディスカッション（意見交換）を行う。生徒たちの発言や体験を台本に取り入れることにより、台本づくりに主体的に参加することが可能となる。このようなプロセスを通すことで、子どもたちの普段の生活に近い、リアルな上演台本を作ることができる。チームのオリジナル性を高め、練習への興味を喚起することが可能となる。　　今回は「黄道12星座選手権」という、蓮行の定番の「簡易演劇ワークショップ」をやった。これはゼウス（今回は受付に居た快活そうなお兄さんにお願いした）に向けて、黄道12星座がそれぞれ自分の高貴さをアピールして、もっとも高貴な星座を選んでもらう、という文章の説明では絶対にわ
からないような内容である。どこかで何らかの形で体験していただくほかはない。定番の簡易演劇ワークショップには、他に「スマップ選手権」や「泡沫裁判所」などがあるが、いずれも文章で説明しても伝わりそうもないので、割愛する。　4. 1. 4 演技指導　子どもたちの個性を重視した配役を決め、実際の犯罪につながりそうな場面をシミュレーションしながら、演技指導を行う。　また演技指導の中で、セリフや動き等、児童が考えたものを取り入れる事により、主体的な創作活動の場を提供する。　これらのプロセスそのものが、子ども達が犯罪者と実際的コンタクトをする疑似体験となりうる。　4. 1. 5 繰り返しの練習　繰り返しの練習を行うことにより、「上達」する喜びを感じることが出来、　本番へのモチベーション高揚につながる。　また、途中経過の発表（リハーサルでの見せ合いっこ）よって、本番までの課題を感じてもらう。　4. 1. 6 本番　子ども達にとっては、これまでの学びの総仕上げのアウトプットとして、そして最も楽しい目標として、本番が上
演される。　必要に応じて、大人向けのシンポジウム等を併催し、学術情報の共有や、プログラムの質の向上のためのディスカッション、質疑応答等を行う。　4. 2 立命館小学校の場合　以下、2009年度の立命館小学校での社会実験の事例を基に、3章で紹介した目的、意義、効果との関連性を示しながら、実際の流れを紹介する。　・立命館小学校　日程：2月 9日　2月 16日　2月 23日　3月 2日　3月 9日　それぞれ基本2校時連続90分ずつ　場所：立命館小学校（京都市北区小山西上総町22番地）　対象：小学1年生（130名）　内容：2月 9日（火）1・2校時　児童とCTのコミュニケーション環境の土台を築く。児童へ「最終日に発表会を行う」という動機付けを行うため、上演する劇のオープニング部分をCTのみで上演、「続きを一緒につくろう」と提案する。クラスに分かれて、自己紹介・コミュニケーションゲーム・発声練習を行う。　2月 16日（火）1・2校時　ディスカッションを行いながら、台本づくり。台本の手直しをしながら、練習　防犯
ブザーの使い方を練習。　2月 23日（火）1・2・3・4校時　完成した台本をもとに練習。台本配布。　3月 2日（火）1・2校時　リハーサル上演会を実施。　他クラスの発表を観る事により、発表会への意欲を子供達にあたえる。　3月 9日（火）1・2校時　保護者向け鑑賞会「いかのおすし」登校編＆下校編上演。保護者約200名が観劇。終演後シンポジウムを実施。演劇ワークショップの5日間の流れと、効果についてディスカッションが行われた。　終了後、ワークショップ参加者の保護者，教員を対象にアンケート調査を実施した。　（パネリスト：蓮行（大阪大学）／武田信彦（うさぎママの安全教室）／吉川裕子（立命館小学校教諭）　4. 3 その他の取組例（保谷小学校の事例）　保谷小学校では、100名の子ども達に対し、2時間で有益な防犯ワークショップを、というリクエストを受けた。「演劇ワークショップを重ねて、発表会を行う」という形式は採らず、CTが主導で、演劇的要素やコミュニケーションゲーム的要素を、エッセンスとして子どもに体感し
てもらう、というコンテンツを開発・実施した。　『PTA親子防犯教室－あんぜんパワーアップセミナー』　日程：2010年 2月 13日 10:00 ～ 12:00　場所：西東京市立保谷小学校（東京都西東京市保谷町1-3-35）　内容：西東京市立保谷小学校PTAが主催するPTA親子防犯教室「あんぜんパワーアップセミナー」にてWSを実施した。　「防犯」を言葉だけではなく、『よくきく』『よくみる』『にげる』『つたえる』ことを、実際に子供たちが体験して表現することで学ぶワークショップを実施した。　5. 評価・結果・課題　5. 1 評価方法　子どもへのアンケート調査（選択式、記述式）、教員へのアンケート調査、発表会を見た保護者や一般の方へのアンケート調査などを、評価方法として想定している。　5. 2 現状での評価方法　現在は、子ども自身へのアンケート調査を行っている。　5. 3 実施概要　今回の評価・結果・課題に関して、 2007年大阪市立十三小学校にて行ったアンケートを題材とする。実施概要は以下のとおりである。　授業実践日時：2007年 10月 19
日／ 10月 23日／ 10月 26日／ 11月 26日／ 11月 30日　（演劇指導4日、発表1日）　場所：大阪市立十三小学校　対象：小学5年生（35名）　プログラム内容　1）劇団員（CT）のあいさつ　イントロ　－各メンバーの自己紹介と授業の流れを説明。　－アイスブレーク　・ストップ＆ウォーク　部屋内を自由に動き回り、合図とともにその状態で静止する。または、近くにいる人と小さな円を作る。　2）演劇の作成　－発声練習　－チーム名作り　－台本作り　・生徒たちが普段から気にしていることや危険を感じること、防犯のためにしていることなどを自由に意見して場面を作っていく。　3）本番に向けた稽古　－チームごとに台本作りであげた場面をせりふをつけて演じてみる（その際にも細かい言い回しなどを修正して台本を完成させる）。　－台本に沿って練習、リハーサルをおこなう。　4）本番の発表と振り返り　－CTから一言。それを受けて生徒からも一言ずつ述べる。　掲げる目標　1）実施主体のめざす教育効果　①演劇の楽しさを知る　②防犯
に対する意識を育む　③自信を育む　④チームワークを育む　⑤表現力を育む　2）学校側のニーズ　⑥表現力・プレゼンテーション力（相手にものごとを伝える力）を育む　5. 4 結果　アンケート結果は、以下のようなものである。　（2007年大阪市立十三小学校　対象：小学5年生　35名）　「防犯劇はおもしろかったですか？」という問いに　　　対する理由（抜粋）　・みんなが、笑ってくれたから。（喜んでくれたから）　・劇団の人が、楽しくしてくれたり、おもしろく、劇の練習ができた　・笑えるところがあった。おもしろい部分もあったから。　・みんなでとっても練習して、最後には、大成功だったから。　・とても迫力があったから　・全部、いろいろ工夫していたから。　・皆で、やって、協力ができたし劇団衛星さんが楽しく教えてくれたからです。　・自分もこうやって身を守らないといけないなぁ、と思ったから。　・やるのがおもしろかった　・いつもより本格的にやっていたから　・パクが、連れ去られるときに、本当のようにしていたから。　・
自分たちで防犯の大切さを低学年たちに教えられて笑える所もあったから　・劇の練習が、とてもおもしろくしてくれたから。セリフや動きを考えてくれたのをしてとても楽しかった。　『（質問1-1）「防犯劇」はおもしろかったですか？』については回答者全員がおもしろかったという前向きな回答を寄せている。　『（質問1-3）防犯劇のようなプログラムがあったら参加したいと思いますか？』については、わからない（4％）、無回答（19％）、あまり参加したくない（4％）を除く73％が参加意向を示しており、「目標①：演劇の楽しさを知る」は達成できたと考えられる。　「防犯に対しての行動」（抜粋）　・防犯ブザーを持っている。　・戸締りをしたりすること　・カギを開けるとき、人がいないかチェックする　・変な人を見たり危ないと思ったらすぐ逃げる　・家に入る時右左を見る。　・あやしげな人が後ろからきていないか？　・常に、登校、下校する時は周りを気にするようにしています。　・今まで、あんまり考えることがなかったけど、劇もしたし、ちょっ
とだけ、練習になったと思う。　・いやな気配がしたら、すぐに、その場に離れる。　・甘い話に乗らないで、人通りの多い道を通る。　・頭の後ろに目をつける。暗いところは通らないようにする。人目のあるところを通る。　・変な人に追いかけられたりすると大声を出す　・いかのおすしを意識するようになった。　『（質問2-1）防犯について以前よりも考えるようになりましたか？』についてはわからない（4％）変わらない（4%）を除く92％の児童が防犯への意識が高まったと考えられる。これより、「目標②：防犯に対する意識を育む」は達成できたといえる。　『（質問2-2）防犯について何か行動するようになりましたか？』については、これからしていく予定（19％）そして、変わらない（19％）と答えた児童に対し、今後どのように行動に結び付けられるかが課題である。　『（質問3-1）以前より大きな声で話せるようになりましたか？』については回答者全員が「そう思う」という前向きな回答を寄せている。「目標⑤・⑥：表現力・プレゼンテーション力（相
手にものごとを伝える力）を育む」については達成できていると考えられる。　『（質問3-2）以前と比べて「自信」がついたと思いますか？』については、そう思わない（4％）を除く96％の児童が、自信がついたと考えるようになった傾向が見られる。これにより、「目標③：自信を育む」をほぼ達成しているといえるが、そう思わない（4％）と答えた児童に対し、自信を育むための更なる工夫について検討の余地がある。　『（質問4-1）仲間（グループメンバー）の良いところや得意なことが、よくわかるようになりましたか？』および『（質問4-2）仲間（グループメンバー）と、よく協力することができるようになりましたか？』についてはグループで一つのものを作り上げる取組みを行ったが、前者の質問に対し変わらない（4％）、わからない（8％）、無回答（4％）後者の質問に対し、わからない（4％）という結果であった。「目標④：チームワーク力を育む」という教育効果をめざし、グループメンバーの良いところ・得意なことを互いに学び合うような取組みや、グ
ループワークの練習を取り入れるなど、更なる工夫について検討の余地がある。　5. 4 評価に関する課題　本件の評価に関する課題は、「演劇ワークショップが子どもの防犯教育に資する」という「科学的根拠」を明らかにする事が難しい、ということである。演劇ワークショップを行う前と後を比較して、担任の先生に感想を聞くと、感覚的には「明らかな効果がある」という回答を得ることができる。しかし、それを科学的、客観的に提示することは、非常に難しい。　犯罪そのものの件数の絶対数は当然少ないものなので、犯罪の件数が減った、という数字で、効果を計ることは適切ではない。　また、子どもの犯罪に対する耐性である「実際力」を計ることも、同様に困難を伴う。何をもって「未知なる人との適切なコミュニケーション／ネゴシエーション」とするか、の考察を深め、陳腐化しない計測方法の確立が急がれる。　また、演劇ワークショップによる「防犯地域づくり」や、「潜在的加害者を生み出さない」という効果まで含めて、総合的な評価をしようとすると、
調査対象や計測すべき要素が多岐に渡り、調査そのものが大変な上に、成果の全体像が把握しにくいという問題もある。　これらの問題の解消のために、「芸術の持つ力の計測・評価」や、「ワークショップ教育の持つ教育力の計測・評価」といった、関連分野の発展に期待するとともに、その新しい知見の有効な活用が必要とされる。　実際、対面発表でも「評価はどうするのか？」という質問があった。しかし、その問題は「芸術の持つ力をどう評価するのか？」という、極めて難しい命題に近いものがあり、拙速にやることは危険である。文化政策などのジャンルでも、なぜ芸術芸能を公的支援をするのか、という事への答えを導くために、「どう測定するのか、どう評価するのか」は、重要なのだが、そこに永遠に答えが出ないことにこそ、芸術の価値の本質があるのではないか、と漠然とだが常に感じている。　6. この後の展望と期待　「正しい防犯知識へのアクセス」型インタフェースの典型であるＥラーニング教材は、予めプログラムされた知識群を、子どもが100％理
解すればゴールである。　演劇ワークショップの手法を使えば、鑑賞する大人の気付きを促すなど、プログラムされた100％の情報以上の成果を、得ることも可能である。　現在、私たちのプロジェクトは、Ｅラーニング教材の良さと演劇ワークショップの良さの両方を活かすため、双方を有機的に連動させたプログラムを開発中である。　上記のＥラーニングの例などは「どういうインタフェースが、子どもにより大きな学びをもたらせるか」という正に直接的な「演劇」と「ヒューマンインタフェース工学」の接点となる。そういうごく具体的なレベルから、未来に向けた「芸術と工学」といったレベルまで、今回マッチングされた二者が画期的な化学反応を起こし続ける事を願い、努力していこうと考えている。　7. 最後に、大きなまとめとして　「謝辞」と「参考文献」の後にもってくる大きなまとめとしては、こういう多少胡散臭い試みを許容されるCSCDという「場」の良さに感謝しつつ、当初思っていたよりも、「越境」と「胡散臭さ」による果実が大きかったように
感じるなあ、という手前味噌な感想で、締めくくりとしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「現場力」ノオト（2010年・秋）／西村ユミ　西川勝　池田光穂　高橋綾　樫本直樹　本間直樹　安田伸行　小林恭／まえがき　現場には、はっきり意識しないままに埋め込まれていることが沢山ある。見逃してしまうかもしれない、気づき難い営みがある。既に知っているのに、それを言語化しようとすると言葉に詰まる実践もある。それらを丁寧に見つめ直したり、論点を整理し直したりすることで、はっきり見えなかったことが浮かび上がってくるかもしれない。また、現場を反省的に捉え直すために必要とされる視点や理論、概念がある。その吟味は、現場を別様の切り口から照らし出すことを可能にし、現場を見ることを学び直す視点を提供してくれるだろう。本稿は、「現場力研究会」1）での議論をもとに、こうした現場の営みや概念を、一人ひとりの参加者がじっくり
考えて綴った「ノオト」である。　これまでは「『現場力』研究術語集」として、『Communication-Design』の 0～ 2号に、幾つかの術語を著してきた。0号（西村他［2007］）では、「学習の場としての実践現場」「参加の概念」「私の実践コミュニティ」「「わざ」の習得」「アイデンティフィケーション（Identifi cation）」「メティス（策略知）」「表面の経験」「アクティブ・タッチ（Active Touch）」「協働的実践（Collaborative Practice）」の 9術語、1号（西村他［2008］）では、「問題にもとづく学習」「学習のコンテクストの学習」「活動の拡張としての学習」「経験の直接性に含み込まれた他者の経験」「道具を使う」「エージェンシー（Agency、行為者性）」「埋め込み（Embeddedness）」「改善（KAIZEN）活動」「協働システムと組織」の9術語の記述を試みた。2号（西村他［2009］）では、「反省的実践」「装置（dispositifs）」「状況に埋め込まれた行為」「インスクリプション（inscription）」「芸術パフォーマンスにおける即興」「当事者」「復興コミュニティビ
ジネス」「｢つたなさ｣ のテクノロジー」の8術語を提案した。これらの述語は、意味の固定を急いで提案したのではなく、具体的な現場で使用され再検討されて、それを通して現場の見え方や理解の切り口が別様に見えてくる可能性があると考えて著された。　本稿では、2008年度後半から2010年度前半の研究会における議論から編み出された、12編の気になる現場の事象や言葉、その論点を紹介する。この間私たちは、『省察的実践とは何か？』（ドナルド・ショーン）、『動く知フロネーシス』（塚本明子）、『ケア：その思想と実践』（上野千鶴子他編）、『いじめ：学級の人間学』（菅野盾樹）などを読み進めてきた。さらに、木村敏の「臨床哲学」、鶴見俊輔の「コミュニケーション」、Community-Based Participatory Research（CBPR）、研究会メンバーが携わっている具体的な現場での取り組み――犬島アート活動、介護現場の実践、認知症ケアの現場、看護実践とその経験等なども報告された。　またこの間には、新たなメンバーがたくさん加わり、具体的な現場の課
題や現場を見る視点が提案された。どれも現場では確かに見えている（経験されている）、けれども言葉にし難い重要な視点ばかりだ。こうした参加者一人ひとりの経験を見落とさずに拾い上げ、その経験に合ったスタイルでゆるやかに記述することを目指して、本稿から、「｢現場力｣ 研究術語集」を「現場力ノオト」に改名した。ここで取り上げた内容が、現場において使用され再検討され、新たな視点から現場を照らし出し、同時に現場に組み込まれていくことを期待する。　（西村ユミ）　1. 声の記述　20数年間、ぼくは看護記録や介護記録を書き続けてきた。しかし、肝心なことは書き損じてきた、という気持ちが強い。なにが書けなかったのか。ケアの証拠のために記録をしても、ケアを記述してこなかった。ケアの現場には、さまざまな声が交錯する。その声に促され、励まされ、問い詰められて、ケアは展開する。それなのに、記録においては、それぞれに異なる肌理をもったあの声､ この声は、どこにいったのか。ぼくに届いたはずの声の生気は、意味内容を固定す
る文字の羅列の隙間から蒸発してしまうのだ。　とりあえずケアをする立場としては、ケアされる人から「ありがとう」「ありがとうございました」という言葉を何度も聞く。しかし、それはほとんど記録されることはない。わずかに記録されても、読む者に何が伝わるのだろうか。諦めと気恥ずかしさが、届けられたはずの「ありがとう」をなかったものにしてしまう。ケアを成就させる「ありがとう」の声が記述できない。　声は、身体から発せられる。伏し目がちにつぶやく「ありがとう」、喘ぐ息をのむ「ありがとう」、眼を丸めての「ありがとう」、両手を振っての「ありがとう」、柔らかな口元からこぼれる「ありがとう」、あれこれ。　声には、手ざわりがある。かすれた声、張りのある声、しめった声、硬い声、冷たい声、煮えたぎる声、柔らかな声、鋭い声、震える声、あれこれ。　声は言葉を越境する。笑い声、泣き声、叫び声、鼻声、ためいき、あくび、あれこれ。　声は、人と人の間に響く。長すぎる沈黙を破る「ありがとう」、まっすぐに届けられる「ありがとう」、
ジグザグする「ありがとう」、行き場をなくした「ありがとう」、響き合う「ありがとう」、あれこれ。　その場限りで消えてしまう声、そのとき誰かに向けられた声は、たとえ録音しても再現できない。客観的再現を拒む本性を声は身にまとっている。それを何とかしたい。文章として容易には揺るがない形をあたえたいという欲望が、ケアする者の内側から噴き出してくる。声に呼ばれて、その声に共振した身体から、声を文字へと引きはがして、他者に提示したいという欲望である。　声を記述するというアポリアに、ケアの現場はどう応えていくのか。声の原初性としての呼びかけ、声は次の声を呼ぶばかりである。声を記述する際に失うことの大きさを自覚する道だけは開けている。身もだえする記述にこそ、声はふさわしい。　（西川勝）　2. 後知恵　阪神電車の武庫川駅を降りるとすぐに、ハゼの釣れるポイントがある。梅田の駅で買った釣り新聞を見て、ぼくは武庫川駅を手ぶらで降りた。急に予定を変更したのだ。　しばらく、釣りの様子を眺めていたが、ぼくは無性
にハゼ釣りがしたくなった。近くの釣り道具屋で、安物の竿とハゼ釣りの仕掛けとエサを買った。生まれて初めてハゼを釣るのである。店の主人は「はじめてでも大丈夫、ハゼはようさんおります。」といって、買ったばかりの竿に仕掛けをセットしてくれた。あとは、針にエサをつけて川に投げ込むだけであった。ぼくはイシゴカイを針先に引っかけて、釣りはじめた。何かが川の中のエサを突っつくような感覚が糸と竿を伝わって、ぼくの手のひらにやってくる。「これだ」と思い、急いで竿をあげるがハゼの姿はない。胸の鼓動をにあわせるように、何度も竿を引き上げるのだが、獲物はない。ハゼを針に掛けるタイミングが悪いのだろう。早くしたり遅くしたり、強くしたり弱くしたり、いろいろ工夫するが駄目だった。その日は、ハゼに惨敗であった。　数日後、ぼくは妻を同伴してハゼ釣りに再挑戦した。彼女は早速、近くにいた釣り人にハゼ釣りのコツを尋ねている。そして、ぼくに言った。「エサの長さが違うのよ。ちぎって短くしないと駄目みたい。」そうか、それ
でエサばかり取られていたんだ。まるで自分が秘技をひらめいたような気分になって、ぼくはエサを短くしてみた。あっという間に、小さなハゼが釣れた。嬉しかった。　これは「後知恵」に違いない。「後知恵」は、物事が終わってしまってから出てくる妙案をいう。つまり、この場合は、さんざん釣れなかった後で、エサが長すぎたことを、その原因として知るということである。しかし、最初から人に教えてもらって「先知恵」でハゼを釣っていたとしたら、自分の失敗について、こんなにも深く納得したであろうか。そうは思えない。愚かな者は、必要なときには智恵も出ずに、結果が出た後になってようやく「後知恵」に気づくという。しかし、本来、万能の先知恵を持っていない人間は、生きる現場の最中では、悲しいまでの試行錯誤を強いられる。この試練を無駄にしないためにも、愚者の愚者たる自覚を促しながら、この先の豊かな実りを約束する贈り物として「後知恵」を授かるのだ。考えてみれば、人間の文明や、社会の文化伝統の実質は、この「後知恵」の集
積と継承なのだ。　（西川勝）　3. 感情労働　感情労働（emotional labor）とは、相手（＝顧客）に対して特定の精神状態を創り出すために、労働者の感情を誘発したり、逆に抑圧したりすることが賃労働の職務課題になる、精神と感情の協調作業を基調とする「労働」のことである。やさしく言えば「お金儲けのために造り笑いや所作を雇用主から要求される労働」のことである。　この用語は、社会学者Ａ・Ｒ・ホックシールド［2000］によって最初に提唱された。感情労働の典型は、航空機における白人女性の客室乗務員の勤務様態であるが、現在では、ファストフードの販売担当者や企業のクレーム処理担当者など、さまざまな生活の局面で感情労働に従事する人たちを観察することができる。臨床ケアの専門家もまた対人交渉の相手が存在する前では感情労働を強いられる。しかしそれは専門家だけに限られた仕事だろうか？　未知の人を相手に交渉を始める誰もが作り笑いや所作をするように、私たちの日常生活の中でも「感情に関するワーク＝仕事（emotional 
work）」は、誰しもが身につけている作法のひとつである。ただし、ここで注意したいのは、議論の中心にあるのは無償の仕事ではなく、有償の労働との区分とそれらの間の差異の考察にある。　感情労働が理論的に提起するものは、労働力商品として感情を表出したり制御したりすることが労働者に要求されているがゆえに、日常生活の「普通」の感情表出が阻害（疎外でもある）される可能性があることである。これは、マルクスの疎外労働論が基調にあり、家族や友愛にもとづく親密圏において〈使用価値〉をもつ「感情」が、賃労働（＝働いて給料を得ること）において売り渡しの対象になる、つまり〈交換価値〉を持たされたままでよいのかという問題を提起する。　臨床ケアの実践の現場において感情労働はどのように考えられているか？　その議論の多くは、「現場力」の効用を説く人たちは感情労働を特定の職業や女性というジェンダーに関連づけられる、余計な介在物あるいは障害と理解していることである。他方、ミクロな相互作用に着目する社会学者であれば、
先のように人間の基本的行動のレパートリーである「感情に関するワーク」が強いられた「仕事」になることは憂慮すべき問題であるが、行為主体の感情の操作は、現場で人間関係を円滑に、かつ現場の協働を助けることもあり、それを安易に放棄すべきではないと助言するだろう。感情労働の議論を普遍的一般的である定言的な命題とするのではなく、そう呼ばれる臨床の現場に臨むより厚い記述が今求められている。　（池田光穂）　4. 状況的学習と最近接発達領域　ここでは、わかる（＝できる）ことを学習と定義してみよう。学習についての古典的理解は、外部表象化された〈知識〉や〈技能〉を学習者個人の内部に取り込むというメタファーでしばしば表現されてきた。例えば「計算のやり方を覚えた」「ろくろを上手に回すことができるようになった」という喩えなどがそれである。　それに対して、社会的活動に参与することを通して学ばれる知識と技能の習得のことを、状況的学習（situated learning）という。この学習は「協働の企て（joint enterprise）」の過程
の産物である。この用語と概念は、人工知能研究者ジーン・レイヴと人類学者エチエンヌ・ウェンガーの英文の同名の書籍『状況に埋め込まれた学習』［1991］によって提唱された。現場を成り立たせる構成主体によって状況的学習が成立するための場を実践コミュニティ（実践共同体）と呼ぶ。実践コミュニティでは、行為者がみんな（＝他者と自己）と共に恒常的に参与するため、それゆえ、これは私たちが理解する「現場」であると考えても、ほぼ差し支えない。　社会的活動に参加することの最たる経験とは、みんなで一緒におこなうことである。我々には（a）他者の助けなしにひとりで学習することと、（b）個人的に教えてもらわなくても、みんなとの共同作業のなかで学習することがある。後者（b）の状況の中には前者（a）の経験が含まれるために、みんなとの関係においてできる行為の水準あるいは領域（b－ a）があることがわかる。ロシアの心理学者レフ・ヴィゴツキー［2001］はこの領域を最近接発達領域（Zone of Proximal Development, ZPD）と
呼んだ。　ウィリアム・ハンクスが的確に指摘するように「学習を命題的知識の獲得と定義するのではなく、レイヴとウェンガーは学習を特定のタイプの社会的共同的参加という状況の中におく。学習にどのような認知過程と概念的構造が含まれるかを問うかわりに、彼らはどのような社会的関わり合いが学習の生起する適切な文脈を提供するのかを問う」た（ハンクス［1993:7］）。その意味では、この文脈はZPDとほぼ重なるとみてよい。　実践コミュニティのメンバーになることは「参加の概念」（池田［2007］）で説明され、状況的学習の場合、その過程の最初の段階を、正統的周辺参加（Legitimate Peripheral Participation, LPP）と呼ぶ。実践コミュニティへの参加は、状況的学習の深度によりＬＰＰから十全参加（full participation）に移行すると『状況に埋め込まれた学習』では主張されているが、それらの過程は、現場における行為者の「現場力」の習得と比較され、今後さらに検討される必要がある。　（池田光穂）　5. 障害を笑う（其の一）　笑芸をみてし
らぬ顔をしたり、眉をひそめたりする人間の内面生活は案外に空虚なものである。私なぞ、他人と関わる際にはいかに相手を笑わすかを考えること専らであるため、ろくに相手の話を聞いていないことなどしばしばである。私のこのさもしいまでの芸人根性を、人は関西出身者のそれと一笑に付すかもしれぬ。しかし私にとっては　　多くの関西人同様　　自分のそれがローカルなエトス扱いされることなぞ心外であり、むしろ普遍化可能な主義（ルビ：イズム）と呼んでいただきたいものだと考えている。　私は常々「障害を笑う」ことを主張し、時にはそうした笑芸（ルビ：パフォーマンス）を披露することもあるが、それを見るより前に「あなたは障害の当事者ではないのに、どうしてそれをしようとするのか」と聞く人がいる。どうやらこの人が当事者でないとみなす私が、障害をネタに笑いをとろうとすることは、不可解であるばかりか不謹慎だということらしい。逆に障害の当事者が笑芸を披露する際には「障害を持つ人のことは笑えない」という頑なな反応が観客の
なかに見られると聞く。障害を笑うことにまとい付く多くの障害、と韻を踏んでみたところで、それこそ、かのヴァレリイ氏も微笑すら浮かべまい。　こと障害をネタにしたものに関しては、その笑芸（ルビ：パフォーマンス）が実際に面白いかどうかという次元とは別のところで、笑えない、笑うべきではないと決されることがある。そしてその判断は、当事者であるかということに大きく関わっている。しかし、私には、障害を笑うという実践が行おうとしているのは、まさしくこの「誰が障害の当事者か」という問いを超えていくことではないかと思われる。　笑えない、笑うべきでないという人々が、戸惑い立ちすくみながらどんな風景を見ているのか私は知っている。彼らが目にしているのは、向こう岸に笑われる障害の当事者が、こちらの岸に笑われる人ではない、障害を持たない自分がおり、そしてその間にルビコンやイムジンに比せられる大河の横たわる光景である。舟を出したとて渡ることができるはずもなく、そもそもこの輩には渡る気もない。笑いの神、あ
るいは芸人が誘うのは、この川を渡ること、否、川に分断された二つの岸という空虚な仮象とは異なるもう一つの世界なのである。笑いとは、当事者の自嘲やへつらい、それが生み出す非当事者からの同情ではなく、それらを超えていこうとする情動の蠢きである。（続）　（高橋綾）　6. ともに考えることとパターナリズム　問題をかかえた人や何らかの現場とのかかわり、あるいは、そうした人や場にどのようにかかわればよいのかを考えるとき、いつも〈パターナリズム〉という言葉が頭をよぎる。　以前、エコツーリズムの調査のために、数回沖縄に行ったことがある（注）。エコツーリズムの実践を巡って、自然保護、観光振興、地域振興などの利害の対立する「生」の現場にかかわってみたかった。後からふり返ってみると、正直、問題の核にも入れなかったし、その人たちの間でどのように振る舞っていいのかがよくわからなかった。しかしながら、なんとなくだが「部外者もかかわっていいのだ」ということはわかった。ただ、そのかかわりを後押しする理屈が必要にも
感じた。そして、その理屈の一つがパターナリズムであるように思われる。　確かに、問題の中心にいるのは、問題をかかえた人であり、その当事者たちである。そして、そうした問題の現場に私たちのような部外者がかかわるのは、自分たちがかかわることが、その問題をよりよい方向に導くことができる、あるいはその役に立ちたいと考えるからだ。それゆえ、そうした人たちと問題を考える場面においては、彼らにとって最善の判断ができるよう、こちらの考えを差し挟んでいくことになる。しかし、ここには明らかにこちらの方が正しく思考でき、相手はできないという「みなし」が前提となってしまっている。では、どう考えればよいのか。　一般的に、パターナリズムは、相手の自律（自己決定）への介入・干渉を意味するために評判が悪く、相手が「まともでない」場合に限って、パターナリズムは許容できると言われる。確かに、明らかに誤った判断をしているのに、それは現場の人たちが決めたことだから、というのは単なる無責任である。その意味でパターナ
リズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明に
思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを
する。絶妙の均衡を保ちながら、片足を上げた一対の身体がつくり出す交尾のポーズ。　やがて、リズミカルな運動を描き出した音楽に誘われて、彼女は、いつのまにか立ち上がり、先ほどまで車椅子にいたのが嘘であるかのように、跳ねるように全身を解き放って踊っている。いつも彼女を縛りつけている重力が、そのときばかりは彼女に力を与え、水中の魚のように、空間の密度が彼女の身体を支えている。こうして、重度の知的障害をもつといわれる彼女の身体は、見たこともない表現世界に私たちを誘い込んでいく。　ダンサーである彼は、彼女を模倣しない。模倣は動きを凝固させてしまう。模倣よりもしなやかで、刺激よりはゆるやかな、身体の呼応。眼もよだれもすべてで表現する彼女に、彼は全身全霊をかけて応じなければいけない。彼はもはや身体運動のスペシャリストではなく、表出された魂の振幅をときに広げ、ときに狭める風のようだ。風が木を揺らすのではなく、木の全身の動きが風に道を空けるように。芸術は操るのではなく、あることをあるがまま
に存在させるのである。　（本間直樹）　8. 協働実践の組み換え　どのような仕事や暮らしにも、慣れ親しんだ場所を移らざるを得ないことが、幾度かは訪れる。その変化の経験は、それまで難なくできていたことを難しくする。がその困難が、これまでいかに仕事や暮らしという実践が成り立っていたのかに注意を向かわせ、はっきり自覚せずに行っていた実践に、ある輪郭を与えるかもしれないのだ。　例えば、看護師たちにも働く場所を変わる経験がある。彼らの声を聴き取ってみると、病棟を異動することは、それまでの習慣や自らの実践の仕方を大きく揺さぶられる経験であることが分かる。彼らは、急いで新たな場所に慣れなければならず、その場で求められる援助の仕方を習得しなければならず、さらに、新しい人間関係を作っていかなければならない。その課題に立ちすくみ、自らの非力に落ち込んだり、これまでの病棟とのやり方の違いに戸惑ったり、時に、苛立ったりもする。それまでは、うまく動くことができたのに、それができない。その難しさは、いかに
成り立っているのだろうか。　病棟を異動したばかりの頃は、実践の場に入り込めないばかりか、患者の状態をよく知らないことが彼らを戸惑わせ、場に入り込まないようにさせる。患者の移動や清拭などのごくごく簡単にできてしまいそうな、当たり前に行っていた援助でさえも、実際にやってみるとどうやっていいのかが分からない。いろいろめぐらしていく手がかりが見えないために、一人ひとりの患者の状態が意味を持って現われない。病棟の皆が暗黙に了解していることや状況を理解するための判断の流れを分かち持つことができない。自分が大切にしてきたことが実践できない。　これらを経験して分かるのは、病棟での実践は個々の看護師の技能に還元できるものではないことだ。自分の考えや動きは、患者の状態に応答しつつ、その応答でもある他のメンバーの判断や動きに促されて定まる。つまり看護実践は、患者の援助を柱として、病棟のメンバーとともに作り出されているものであり、メンバーの実践を継承して次に繋げていく「協働実践」として成り立っ
ている。各自のこだわりも、その中で生きている。さらに、病棟異動は、異動した者が新たな場の仕方を習得する機会に留まらず、病棟という現場が新たらしいメンバーを受け入れつつ、この「協働実践」を組み換えて新たな実践を作りだしていく機会でもある（西村［2011］）。「現場力」は、こうした力動性の生起そのもののとして記述され得る。　（西村ユミ）　9. 「引っかかり」の経験がもたらすもの　経験を積んだ看護師たちに実践を問うてみると、「引っかかり」続けたまま、数年経っても「重たくのしかかっている」「未解決な課題」とされる経験が語られることが多い。自分たちの思い込みで判断していないか、患者の話をしっかり聞けているのか、このタイミングでのこの判断で良かったのか等々。このような経験は、どの現場で活動する者にも、一つや二つは思い当たるだろう。この「引っかかり」は、私たちの経験にいかに組み込まれ、今の実践に関与しているのだろうか。　例えば、ある看護師は、ごくごく日常的に行っている患者の家族への依頼が、その家族を
怒らせ傷つけてしまったこと、そしてその怒りに自分自身も傷ついてしまったことを語った（西村［2007］）。別の看護師は、ある患者の担当としてその人を訪問するたびにじっくり話を聞き、苦しみの緩和に努めてきた。しかし、その苦しみに手が届かないまま、患者は亡くなってしまった（西村［2008］）。いずれも、語り手にとって、「ずっと自分の中で残っている」「辛い」経験である。　しかしこれらの経験は、単に、辛く消化できないこととして、彼らに重たくのしかかっているだけではない。前者はこれを語りつつ、自分たちにとっての当たり前の判断や日常の繰り返しにもなっているルーティンの実践のあり方を問い直そうとする。後者は、自分なりに精一杯援助をしたにもかかわらず、何もできていなかったかもしれない、もっと何かすることがあったのかもしれない、と自問し、今でも心残りでたまらないと言うが、他方でこの問い直しは、今かかわっている患者のケアにも組み込まれる。「ちゃんと（この患者の）話が聴けているのか」「一緒にこの場に居れてい
るのか」、と。つまり、過去の消化できていないように見える経験は、他の患者の今のケアに埋め込まれる可能性をもつ。　「引っかかり」は、しこりのように残り、何度も想起され、経験した者を辛い気持ちにさせる。が同時に、自らの実践を問い、他の可能性をめぐらし、現在や未来の実践に組み込まれて活かされてもいる。だから彼らは、そうした経験を「すごく変わるきっかけ」「自分のもと」とも意味づけるのだ。この問いは、解決が急がれていないからこそ「引っかかり」続け、ずっと考えられている。この「引っかかり」が、協働実践を介して他の看護師たちの実践にも分かち持たれているのであれば、一人の経験は、「現場」そのものの成り立ちに関与しているとも言える。　（西村ユミ）　10. 技術の答え　僕は介護の仕事をしている。僕の職場では、職員数人で「介護技術の勉強会」を開いており、それには外部の介護職の方も参加されている。　そこでは主に寝返り介助や立ち上がり介助、移乗介助などを教えているのだが、そこでよく聞かれる質問に「片麻痺で関
節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ
ること」と「伝えきれないこと」の狭間で、そこに潜む事柄がやけに気になる。こちらのやり方に一方的に相手をはめ込む思考では現場には留まれない、そんな思いが消えないのだ。　触るだけで「ギャーッ」と叫ぶ女性の抗う姿。願いを伝えきれない失語症男性の背中に滲むやりきれなさ。全身の痛みを訴える女性の強烈な拒み。夫の墓前で手を合わす老女の無言の涙…。　相手の身体から放たれる息づかいに既存の技術では近づけない。手持ちの技術が相手のふるまいによって崩される。逆に、相手のふるまいに合わせて新たに技術を創造しようとしてもその創造がどうしても追いつかず、それとは別に、相手の様相を前に理屈抜きで突き動かされる自分がいる。僕は、「技術」が簡単に揺さ振られる経験を確かにしている。　「技術」が人と人とのあいだに介在するものであるならば、介護技術は介護する者が併せ持つ「する技術」であるとともに、介護される者にとっての「される技術」でもあるはずだ。人と人がまみれるその接点で、想像が及ばない出来事のそのただ中で、「技
術」はどのような姿を見せるのか。そして、その可能性が、現場の「外」で伝達される「方法化された技術」に囚われない覚悟から生まれ、現場の「内」で「人の生きる様」として描かれるとするならば…。　介護技術の勉強会に「技術の答え」は見当たらない。そして僕はそれを未だ持ち得ないままでいる。　（安田伸行）　11. 木村敏の〈あいだ〉と絶対の他　ある国際会議の合間に、ガブリエル・マルセルと芝生に寝そべって語りあった時のことを木村は次のように回顧している。木村［2009a］は最初 〈Zwischen〉というドイツ語で自分の考えを説明しようとしていたが、マルセルは〈間柄〉という意味にうけとったのか話に乗ってこなかった。そこでふと〈Vorzwischen〉（あいだ以前）という表現に言い換えてみたらマルセルは大いに興味と共感を示してきたと。　このエピソードが示すように、木村の〈あいだ〉とは二つのものの間ではなく、それ以前の根源的「メタ・ノエシス原理」［2009b］として提起されたものだ。その根源的〈あいだ〉が、水平面では自己と
他者（患者）との〈あいだ〉として、垂直面では自己と自己の根拠との〈あいだ〉として、ふたつの〈あいだ〉が等根源的に生起してくる。他者との関係論が脚光をあびる今日、自己論を抜きにしては「絶対に駄目」という木村の現象学的精神病理学の立場がここ から生まれている。　ところで、この根源的〈あいだ〉はハタラキとしての「こと」であって「もの」ではない。しかしそれについて語ろうとするときどうしても「もの」化せざるをえない。自己と他者との根拠として何か第三の「もの」のような扱いとなるのが宿命といってよい。そのとき根源としての根拠は「絶対の他」と呼ばれ絶対者のような位地づけになる。「長安一片の月、万里相隔てて看る」の月の役割にあたる。他方、そのような根拠は、何「もの」でもない根拠、何「もの」でもない媒介だから、この局面で言えば月は消え去り、ストレートに自己にとっての他者（患者）が「絶対の他」となり、相互に「絶対の他」同士の関係となる。木村が「絶対の他」というとき、このような二局面があり、それは
西田幾多郎の「絶対の他」にもみられる二重性で、木村はそれをうけついでいるといえる。　木村の〈あいだ〉という思想は、自己と他者とを超越する絶対者を外にたてる（キリスト教的な）宗教と、自己と他者を「唯仏与仏」として絶対の関係ともみなしうる（大乗仏教的な）宗教という、形としては一見異質な宗教のあいだに通底するそのもとを掘り起こしたもので、諸宗教間の相互理解に有意義な視点をひらいている。それを木村は臨床治療の現場から自覚にもたらしたものだけに、具体的な人間関係の現場と宗教的次元との連関を解きほぐすに大変示唆的なものといえるだろう。　（小林恭）　12. 〈生命／人間的生／いのち〉と生命論的差異　教育の現場で悪質ないじめや自殺などの事件が発生するたびに、学校長、教育委員会のコメントには「いのちの大切さを教えることを徹底させたい」という言葉が現われる。子どもたちは、大人たちの現実の社会とひきくらべ、言葉のそらぞらしさを感じていよう。自分の子どもの自死という体験をへて高史明［1980］は現代を「い
のちの私物化、いのちの見失い」の時代と呼ぶ。教育責任者たちのコメントはむしろ「私たちこそいのちを見失っていて相すまぬことでした」とあるべきではないか。　上田閑照［2007］は〈生命／人間の文化的生／いのち〉という区別を提案し、現代を〈いのち〉へのセンスを見失ったことすら見失しない、文化的生のレベルが異常肥大をきたし歯止めのきかなくなった状態と表現する。上田が〈いのち〉ということばで指し示そうとすることを、木村敏［2005］は〈ゾーエー〉とよび、死ねばなくなるとみなされる生きものの生命〈ビオス〉との区別をたてる。それはケレーニーおよびヴァイツゼッカーから想を得たものという。木村は「生死の区別以前の生即死、死即生の潜勢態」［2009］とそれを言語化し、ビオスとゾーエーの区別を「生命論的差異」と名付けた。　彼の〈あいだ〉の概念の場合と同様、ここでも〈ゾーエー〉を語るにあたって、それが絶対的根拠なるものとして容易に「もの」化されてしまう危険がともなう。それをふせぐのは、「生命論的差異」を意
識対象としてのAと Bとの差異のごとく「もの」化しないことだろう。私がビオスあるいは単なる生存を〈いのち〉と取り違え、〈いのち〉を見失っていたという、身に滲みての反省的気付きのハタラキに即してのみ感得すべきもので、「差異」とはそのような動性でなければならない。上田は〈いのち〉を直接対象とする学問はあり得ないと言う。　現場に関する学（看護学、教育学 etc.）は、〈いのち・ゾーエー〉の問題（スピリチュアルという語でそれを扱おうとする場合もある）を安易に方法化したり体系化したりすべきではないだろう。その問題をあくまで学の外部のこととしたうえで、その外部に常に開かれた用意を保持するというスタンスが望ましいと、現在の筆者は考えている。なぜなら「見失っていた」という気付きと相即してはじめて〈いのち〉の自覚が成り立つとすれば、人間の文化的生の一環である学の立場は、何よりも「見失い」の自覚をつねに踏まえなければならないであろうから。　（小林恭）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■統合的参加型テクノロジーアセスメント手法の提案―再生医療に関する熟議キャラバン2010を題材にして―／山内保典／1. はじめに　本稿は「市民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイス組織の開発 :Deliberation and Cooperation between Citizens and Scientists（以下、DeCoCiS）」プロジェクト の一環として開発・実践された「統合的参加型テクノロジーアセスメント：Integrated participatory Technology Assessment（以下、IpTA）」の実践報告である。　1960 年代から欧米を中心に、潜在的に社会的・倫理的な問題や対立を生む可能性のある萌芽的（emergent）な科学技術を主たる対象として、テクノロジーアセスメント（以下、TA）が試みられてきた。TAとは、従来の枠組みでは扱うことが困難な技術に対し、将来のさまざまな社会的影響を独立不偏の立場から予見・評価することにより、新たな課題や対応の方向性を提示して、社会意思決定を支援していく活
動を指す（吉澤 ［2010］）。　その後、1980年代後半から90年代にかけて、主に欧州諸国で「参加型 TA」が発達した。それまでの TAは、アセスメントの対象となる科学技術に関連する専門家によって行われていた。しかし科学技術が社会に浸透するにつれて、科学技術に関する意思決定において、価値観や政治などを切り離せない問題が目立ち始めた。これらトランス・サイエンスと呼ばれる問題群は、科学によって問うことはできるが、科学によって答えることができないという特徴を持つ（小林［2007］）。科学の細分化が進んだこともあり、専門家と市民、あるいは異分野の専門家での意思疎通や価値観の共有ができておらず、こうした問題に対して特定の立場だけで判断を行なうと、判断をめぐって衝突が生まれる危険性がある。加えて、専門家を特定することすら困難な事例、科学知識の限界が無視できない事例、科学技術や専門家に対する信頼を揺らがせる事例、市民が持つ知識の方が有効である事例も蓄積してきた（Wynne［1996］など）。その中で TAに、科
学技術の影響を受ける「市民」も参加する参加型 TAの動きが生まれた。　TAが進展する中で、いくつかの課題も見え始めている。それらを克服するように、IpTAは設計されている。IpTAの特徴は「分散性」、「対称性」、「具体性（実行性）」にある。　「分散性」とは、会議の開催を容易化・多発化することで多様な論点を集約できるようにすることである。TAにおいて、多様な論点を集め、網羅性を高めるためには、多人数の参加が求められる。その一方で、熟議を行うためには、少人数での議論が有効である。この両者をいかに実現するのかが、手法の1つのポイントである。本手法では、昨年度までに開発した分散性の高い手法を用いた論点集約フェーズ（論点抽出ワークショップ）と、それに基づく少人数での議論のフェーズ（アジェンダ設定会議）を組み合わせて実現した。その詳細は、開発のコンセプトを示した2. 章および、制度設計に関する第3章（特に「論点抽出ワークショップ」）で紹介する。　「対称性」とは、対象となる科学技術の専門家（研究者や政策決
定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
ある。「キャラバン」という名前は、議論が次の場所へ、次の場所へと展開する様子をイメージしたものである。さらに、その経過をニュースレターで参加者に伝達することで、自分の意見が尊重されていることを実感することを可能にした。　もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。これは、従来型の TAと参加型 TAの統合ともいえる。これについては、専門家と非専門家の対称性、および、結果の具体性や実行性として、上述した通りである。　2.2 中関心層　IpTAの参加者として、焦点を当てたのが「中関心の市民」である（八木・平川［2008］）。　例えば、2.1 で触れた「コンセンサス会議」の市民参加者は、いくつかの土日を議論のために使うことを了承し、参加するために応募する。こうした科学技術政策や社会的議論に対する関心の高い市民層を、本稿では「高関心層」と呼ぶ。既存の参加型 TA手法は、主に高関心層に焦点を当てている。一方、サイエンスカフェが主に対象にしているのは、関心はあるが、数時間程度、都合が良い時に科
学技術の話題に触れたいという市民層である。本稿では、こうした市民層を「低関心層」と呼ぶ 。　それに対し IpTAでは「コンセンサス会議への参加は大変だが、サイエンスカフェでは物足りない」という中関心の市民のニーズを満たす参加の場を提供する。特に、その第一段階である「論点抽出ワークショップ」は、中関心層に焦点を当て開発された手法（八木［2009］）の応用である。　科学技術と社会の問題に関する公共コミュニケーションを社会に根付かせるというDeCoCiS の目標を達成するには、低関心層の市民を、段階的に社会問題の解決につながる議論の場へと橋渡しすることが重要である。中関心層向けの手法を開発することは、低関心層が公共コミュニケーションに参加する入口を提供することになるだろう。　なお専門家についても、一部の専門家は、現在すでに審議会等で、深く科学技術政策に関与している。その一方で「もっぱら研究現場におり、様々な制約のため審議会等に参加しない層」もいる。本来、研究環境を左右する、あるいは、科学研究
の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
議キャラバン2010 - 再生医療編 -」という IpTAを実践している。以下では「熟議キャラバン2010」を例に IpTAの全体設計を示す。ただし IpTAの全体設計は、実践を通して改善されるものであり、また、テーマの特性や人的・時間的・経済的制約によって、その都度調整されるものである。下記の全体設計は、あくまで1つの例であり、検討の対象であることを強調しておく。　IpTAの全体設計は、図1のとおりである。3つの段階に分かれており、第1段階は「論点抽出ワークショップ」、第2段階は「アジェンダ設定会議」、第3段階は「会議成果の利用」にあたる。この3段階を経て、多様な意見を収集し（第1段階）、「今、社会が考え・議論すべき問い」を設問化し（第2段階）、今後の研究開発や、関連する政策やルールの策定の際に考慮すべき事項として提言し、さらに社会的熟議の喚起を行う（第3段階）。　なお、熟議キャラバン2010の主催団体は、DeCoCiS 内の実行委員会である。大阪大学コミュニケーションデザイン・センターのメンバーが会議の設
計と運営を主に担当し、京都大学生命科学研究科加藤和人研究室のメンバーが、専門家への協力依頼、および配布資料等の専門的観点からのチェックを担当した。　3.2 論点抽出ワークショップ　本稿では論点抽出ワークショップの概略を示す。詳細に関しては別稿を予定しているため、それを参考されたい。論点抽出ワークショップは、20-21 年度にDeCoCiS の熟議型対話手法グループで開発した「議論促進カフェ手法」を用いたものである（八木［2009］）。具体的には、カードなどの道具や、ルールを導入することで、議論に不慣れな参加者をサポートし、役割や発言機会を提供し、お互いの意見を聴くように設計してある。　上述の通り、この段階が IpTAの分散性の要となる。マニュアルを作成し、専門家を必須としないことで、開催を容易化されている。こうすることで、ワークショップを多発化し、多様な論点を収集することが期待される。　論点抽出ワークショップは、1グループ5-7 名でのワークであり、付箋紙を利用した意見抽出を中心に、全体で約2時間の
ワークになる。基本的な流れは以下のとおりである。　1. オープニングタイム：趣旨説明など　2. アイスブレイク：自己紹介など　3. 情報提供：テーマとなる科学技術の紹介　4. グループ討議：付箋紙を用いた意見交換　5. 発表　6. 振り返り　熟議キャラバン2010では、対称性を担保するため、参加者の集め方の異なる2タイプのワークショップを開催した。1つは、現場の専門家や利害関係者など、特定の立場の意見を収集するための「属性指定」タイプである。もう1つは、中関心層の市民を主たるターゲットにした「属性非指定」タイプである。なお属性非指定タイプに、専門家が参加することは可能である。ただし、同一人物が繰り返し訪れたり、特定の意見を持つ団体が大挙して訪れたりした場合などは、引き継がれる内容が意図的に偏向する恐れがあるため、参加を断ることを原則としている 。　論点抽出ワークショップは積極的に出張開催をした。IpTAを運営するコストを下げるためには、主催団体以外が実施する論点抽出ワークショップを増やす必要がある。
それは同時に、公共コミュニケーションに関与する市民を増やし、論点の網羅性を高める効果もある。出張開催を行うことで、各地で熟議キャラバンの認知度を高め、次回以降の協力開催をしてくれる団体を確保する効果が期待される。この出張開催は分散性を高め、持続的な開催を行なう上で、必要なステップであったと考えている。なお、これら参加者や開催場所の具体については、後述する表1を参照されたい。　このワークショップから次のアジェンダ設定会議に引き継がれるのは、「最後の一枚シート」と呼ばれる、ワークの中で出された論点の中で、各自が最も重要と考える論点と、その理由を記入するシートに書き込まれた内容である。　3.3 アジェンダ設定会議　アジェンダ設定会議には、理系研究者・文系研究者・医療従事者など、再生医療に関して特別な立場を持つ人（ステークホルダー）と一般の市民が参加する。そこでは論点抽出ワークショップで収集された「最後の一枚シート」を整理し、「いま重要な問題」を設問の形で示すことで、社会が考え・議論
すべき議題（アジェンダ）を作成する。今回は、論点抽出ワークショップで180の論点 が集まり、それを基に6テーマ 24問程度の設問リストという形で「社会で議論すべき問い」を作ることを目的に設計された。　今年度の参加者は、非専門家9名と専門家9名（理系研究者、文系研究者、実務・利害関係者が各3名）の計18名であった。18名になった経緯は、5.2 節で触れる。彼らはさらに、市民3名と理系研究者、文系研究者、実務・利害関係者が各1名ずつ、計6名で構成された3つの班に分けられた。参加者には、自らの意見を言うことでなく、様々な人々の声から、社会が議論すべき問題を探り出し、社会に問える形にして提示すること、少数の声（問題提起）も大事にすることが求められた。アジェンダ設定会議は「班別」での議論と、18名全員で議論をする「全体」の議論を組み合わせて構成された。　アジェンダ設定会議は、主に3つのパートに分かれる。詳細な手続きは4章で触れるので、ここでは各パートの概観を示す。　3.3.1 テーマ分け　論点抽
出ワークショップで出てきた論点を整理して、アジェンダの設問を作る土台になる6つの「テーマ」を設定するのが第1部である。その作業は、論点抽出ワークショップで得られた論点を、すべてカード化し、そのカードを集約していく形で進められた。　まず班別でカードを読み、議論しながら、内容が似たもの同士で分類し「テーマ候補」を決めていく。次に、その結果として、各班から提案された複数のテーマ候補を、全体で議論し、整理して、6つのテーマを決定する。以降のパートでは、ここでつくられた各テーマから4問程度の設問が作られる。このように、すべてのカードをカバーする6つのテーマを念頭に置いて設問を作ることで、設問群の網羅性を高めることが狙いである。　3.3.2 テーマごとに設問案を作る　各班が2テーマを担当し、テーマに割り振られたカードの内容を把握し、「重要な争点」を探す。そして、この重要な争点をもとに設問案（問題文＋選択肢）をつくる。その後、全体議論で似た論点をまとめたり、それぞれの争点の違いを明確にした
りして、争点の重複を調整する。そして再び班別の議論に戻り、全体議論を踏まえて設問案を決定していく。　なお IpTAでは「社会で議論すべき問題」の設問案を作成するが、その社会で議論すべき問題について、以下のような点を強調した説明を行なった。　【社会で議論すべき問題とは】　・再生医療の研究開発、政策作り、利用において、現在または将来的に、立場や考え方、価値観の違いによって意見が分かれる問題であり、かつ、個人の選択に委ねきれず、社会的な合意が必要な問題。「個人の選択の問題か、社会的合意が必要な問題か」自体が、問題となることもある。　・立場で意見が分かれるのではなく、一人一人にとっても、選択に迷う問題。（例えば、メリットとデメリット（リスク）のバランス、利益とコストのバランス、複数の選択肢がある場合、各選択肢にプラス面とマイナス面がある場合など。）　【問題作成の目安】　・ジレンマやトレードオフを含むかどうか。ジレンマとは、相反する二つの選択肢の板ばさみになって、どちらとも決めかねる状態を指す。
この場合、どちらを選んでも不都合が生じる。トレードオフもジレンマの一つ。いわゆる「あちらを立てれば、こちらが立たず」という、同時には成立しない二律背反の関係を指す。例えば、技術の安全性とコストなどは、しばしばトレードオフの関係になる。　【問題を作成する際の注意】　・広く医療全般に共通する問題など、再生医療に固有な論点でなくても良い。　・多くの人があげている論点だけでなく、少数しかあげていないが重要だと考えられる論点は取り上げる。　・具体性を心がける。　3.3.3 アジェンダ（設問リスト）を決定する　各班で作成された設問案について、全体議論で検討を行い、6つのテーマごとに、各4設問程度が作成され、合計24問程度のアジェンダが決定される。ただし「熟議キャラバン2010」では時間が不足し、設問決定には至らず、実行委員会に判断が委ねられる設問も多くあった。　設問の形式に関して「問題文＋選択肢（最大5つくらい）で、1つの設問に小問が2～ 3含まれる形も可。選択肢のタイプは『はい／いいえ』、『～か、
～か、～か』といった多肢選択式（複数回答可）。『どこまで○○するか？』といった線引き問題も可。自由記述は不可」と教示された。なお設問の意図や背景知識などの説明が必要な場合は、メモするように教示した。　また全体議論で、反対意見や修正意見があった場合の対応として、少数が重要だと考える論点も尊重するため、多数決は極力避けるようにし、原則として、カードに立脚しており、かつ、担当班が重要だと判断して、全体にあげてきたものは削らない方針とした。また、ある立場にとって重要だと思われるが、別の立場では重要ではないこともあるため、採択する基準として、会議参加者全員の合意は必須としなかった。また医療の問題は繊細な問題であるため、倫理的問題等には十分配慮することも強調された。　4. 実践報告　4.1 論点抽出ワークショップ　4.1.1 開催一覧　4.1.2 参加者一覧　【性別】女性80名、男性95名、不明5名　【年齢】10代以下 24名、20代 42名、30代 35名、40代 17名、50代 13名、60代以上 12名、不明37名　【職業】
中高生24名、大学生・大学院生37名、大学教員23名、医療関係者22名、会社員20名、法律関係者9名、その他18名、不明27名　【再生医療関係者（自己申告による）】再生医療関係者41名、非関係者139名　論点抽出ワークショップの参加者には、熟議キャラバンの進捗を報告するニュースレターを配布した。2011年 2月現在、第4号まで発行した。ニュースレターを発行する目的は、参加者に対する説明責任を果たすため、社会的熟議および政策提言プロセスの参加者として尊重され、参加している実感をもってもらうためと、人的ネットワークを保持するためである。内容は、第1号がDeCoCiS や熟議キャラバンの概観、第2号が論点抽出ワークショップ概観、第3号がアジェンダ設定会議概観、第4号がアジェンダ設定会議の実施報告であった。第5号で決定したアジェンダを報告し、第6号で総括を行なう予定である。　4.1.3 結果　論点抽出ワークショップから出された論点は、小冊子（以後、論点冊子）にまとめ、DeCoCiS のウェブサイト（http://
decocis.net/news/000186.php）で公開している。また論点抽出ワークショップも開催概要を各回ウェブサイト（http://decocis.net/）で報告した。　4.2 アジェンダ設定会議　4.2.1 事前提供資料　アジェンダ設定会議に先立ち、参加者に対し、上述した論点冊子と再生医療ミニ事典を作成した。論点冊子は、参加者に会議前に読むことを依頼した。　再生医療ミニ事典は、熟議キャラバン2010のアジェンダ設定会議において、会議参加者の「論点抽出ワークショップで出された論点の理解」および「円滑な議論」の補助を目的に作成された。語句は「1. 論点抽出ワークショップ内、および、論点リストで言及された語句」と「2. 『文献』にある入門書や論文のレビューを行った結果、議論を円滑に行なうために必要と考えられた語句」を採択基準として、実行委員会が選択した。内容は、文献からの引用を原則とし、引用文献を明記した。語句は「生物学」関連、「医療」関連、倫理的・法的・社会的問題」関連の3つのパートに分けて掲載した。　4.2.2 参加者の選定　
専門家参加者9名と非専門家参加者9名は、下記のように集められた。いずれの参加者にも謝金が支払われた。　専門家参加者については、理系研究者3名、文系研究者3名、実務・利害関係者3名という枠を設け、実行委員会が人選し、依頼をした。理系研究者は、iPS 細胞研究、医療工学、再生医療に関する規制科学の専門家だった。文系研究者は、法哲学、科学ジャーナリスト、生命倫理学者だった。実務・利害関係者は、看護士、医療被害者団体関係者、障害NPO団体の関係者であった。　非専門家参加者は、7月中旬から8月中旬にかけて、インターネット上で公募を行なったが、条件 に合致する応募はなかった。そこでリクルートを行う会社の調査協力モニターから、下記の条件で、「先端科学技術について、2日間一般市民と専門家が討論するミーティング」というテーマで参加者を募った。　近畿2府 4県在住の20～ 60代男女で、以下の条件のものを除く　・医療関係従事者（医師・薬剤師・看護士・製薬メーカー勤務者・病院の経理担当等薬価の情報等に
詳しい人）　・医学部、歯学部、薬学部、理学部生物学科、農学部、獣医学部等在学者、出身者　・上記学問領域の研究機関勤務者　・医療、再生医療関係のNPO、ボランティア等の活動者　・官庁および準ずる団体の医療行政等の従事者　・小学校～高校の教諭、大学教授、准教授　4.2.3 スケジュール　以下に、熟議キャラバン2010におけるアジェンダ設定会議（2010年 9月 25日・26日開催・大阪大学スチューデントコモンズ）のスケジュールを示す。　各セッションの概要を以下に示す 。 　【セッション1・2】　セッション1・2は、班でのワークであり、連続して行われる。　セッション1は、Democs をヒントに設計した。具体的には、まず参加者に10枚ずつ論点カードが配られる 。各自、5分程度でカードを読み、「重要だ」と思われる3枚を選ぶ。選ぶ論点は、別種類のものにするよう教示された。次に選んだ3つのカードを手元に残して、残りの7枚を左隣の人に渡す（同時に右隣から7枚が渡される）。カード交換をする目的は、できるだけ多くのカー
ドの内容を思い出すこと、多様な論点をメンバー間で共有することである。その際、手元に残さなかったカードでも、気になったカードについては、手元にカード番号や簡単なメモを残しておくよう教示した。次に右隣から渡された7枚を含め、改めて10枚の論点カードについて、同じことを何回か行う。各自が最終的に残したカード3枚（各班6人なのでグループでは18枚）が「種カード」と呼ばれる。　セッション2は、論点抽出ワークショップをベースにしている。　第1段階では、18枚の種カードの論点で「似たもの合わせ」をして「基本テーマ」を作る。具体的には、論点を班内で共有するために、1人目が「種カード」の内容を発表し、「お皿」と呼ばれる色紙の上にカードをのせる。その際「重要だ」と考えた理由やポイントを付箋で添付する。次に、そのカードに似た種カードを持っている人が、それを読み上げ、同じお皿にのせる。その際、共通キーワードを付箋で貼る。共通キーワードは、班別ファシリテータが、カードを出した人やメンバーに「これら
のカードの論点に共通する言葉は、どんなのがありますか」と尋ねて引き出す。共通キーワードをつくる目的は、最後に各テーマに「見出し」をつけるのを助けるためである。似た種カードを持っている人がいなくなったら、2人目が一枚読み上げて、別のお皿にのせる。以後、種カードがお皿（お皿の数には制限なし。種カード1枚のお皿も可）に並ぶまで繰り返す。　第2段階では、種カード以外のカードを第1段階で作られた基本テーマに分類する。具体的には、残りのカードを各自黙読し、似た内容のカードがあるお皿にのせる。その際、合致するテーマがないカード、どれに置いて良いか迷うカードは「ペンディング（保留）」にする。なお、カードには「一番大事だと思うこと」と「その理由」が表裏に書かれている。もし表と裏で意見が異なる場合は、「理由」を重視するように教示した。なぜならば「大事だと思うこと」はワークショップで出てきた誰かの言葉であるのに対し、「理由」は書き手自身の言葉であり、書き手の思いがより色濃く反映していると考えられ
るからである。　ここまでのセッション1および第1・2段階は、最初から180名という全てのカードを分けるのは困難だったため、限られた枚数で基本となる分類を行なうために設定した。逆にいえば、カードの枚数が少なく、次の第3段階のように全てのカードを全員が読み上げで共有できるときは、省略することができる。　第3段階では、ペンディングしたカードを、班別ファシリテータが読み上げ、既存のテーマのいずれかに入れるか、新しいテーマを追加するかを、班での議論で決めていく。ここでは少数意見も大事にするために、分類しにくかったり、必ずしも代表的ではなかったりしても、できるかぎり論点を積極的に拾うように強調された。お皿の数は6～ 12枚程度ということにした。　第4段階では、付箋のキーワードを手かがりにカードの内容を確認して、それぞれのお皿に、そこに含まれる論点の全体を要約する「見出し」をつける。それをもってテーマ候補が完成する。見出しは、班別ファシリテータがメンバーに尋ねながら、言葉を引き出していき、
新聞の見出しのように文形式で書くように指示された。　【セッション3】　セッション3では、全体会議で、各班でつくったテーマ候補を整理し、アジェンダの設問案を考えるための「6つのテーマ」を決定する。セッション3の目的は統合なので、細かい違いにこだわりすぎず、大きな枠組みに、似たもの同士を束ねていくことが強調された。　手順はセッション2と同様に、論点抽出ワークショップをベースにしている。事前に班内でテーマ候補をメンバーに分配しておく。A班 1人目が、担当のテーマ候補の見出しとキーワードについて、全体に説明する。説明を受けて、他の班で「一緒にしてもよい」テーマ候補があれば、班内で同意を得た上で、全員の前で見出しとキーワードについて説明する。各班で一度に複数出すことも可能とする。全体会議で一緒にすることが認められれば、ひとまとめにし「大見出し」をつける 。一緒にできるものがなくなったら、B班 1人目のテーマに移り、以後すべてのテーマ候補が出そろうまで同じことを繰り返す。　次に大見出しが6
つになるよう最終調整を行なう。最終調整の1つの方法が「分割整理」である。これは各班から出されたテーマ候補が、複数の大見出しに当てはまる場合に用いられる。分割整理では、キーワードのレベルでテーマ候補を分割することを指す 。もう 1つは「統合整理」である。これは大見出し同士をさらに統合することを指す。最終調整後、大見出しを再度全体議論で確認し、6つのテーマを決定する。　その後、くじ引き等 で各班に 2テーマを割り振る。　【セッション4・5】　セッション4・5での班別議論を通して、班ごとに「社会で議論すべき問題」の設問案を作成する。まずセッション4では、担当するテーマに含まれるカード の内容を把握した上で、自由に議論をして「重要な争点」を探る。具体的には、まず担当テーマ外のカードをメンバーで分担して読み、テーマに関係しそうなカードをピックアップする。これは180枚のカードを、班内の誰かは必ず目を通すことを確実にし、また、複数の論点が書かれたため別のテーマに分類されたカードからも意見をくみ
取るためである 。続いて、各テーマ30分程度で「重要な争点」を探す。その際には、上述の追加カードと、割り振られたテーマ内のカードを読みながら、少なくとも4つは重要な争点を議論の中で探していく。その際、他班の人との意見交換も予定していたが、今回は時間の制約のため割愛した。　続くセッション5では、「重要な争点」をもとに、設問案（問題文＋選択肢）を、各テーマで少なくとも4つ作成した。具体的には、テーマごとに「争点」をメンバー間で分担し、問題文と選択肢の文案を作成し、それを班別の議論で検討していった。なお、難しそうな論点は2人で担当するなど、班別ファシリテータの判断で文案作成の担当は決められた。また文案作成時には、対応する論点、設問の意図や使途も明らかにするように求めた。　【セッション6・7】　セッション6では、各班から設問案を報告し、その後、設問案が重複しないように、全体会議で統合したり、差異を明確にしたりした。セッション7では、その結果を踏まえて、班別議論で最終設問案を作成する。
これらのセッションは、設問案に応じて時間や進め方を調整する必要があるため、ファシリテータの判断で適宜進行した。　【セッション8】　セッション8は、全体議論によって、アジェンダ（設問群）の決定を行う。このセッションも手法化することが困難であり、ファシリテータの判断で進められた。基本的には、設問ごとに議論を行い、全体で承認を行うという流れであった。　4.2.4 結果　熟議キャラバン2010では、時間が足りなかった。そのためアジェンダのいくつかの点について、参加者の意向に沿って、実行委員会が設問案を出し、その後、参加者用のメーリングリスト上で、実行委員会案を議論・承認することになった。下記は、アジェンダ設定会議で参加者から提出された論点である。なお言い回し等の統一のため、筆者が一部加筆した。最終決定版は　http://decocis.net/　で閲覧可能である。　「テーマ1：価値観とその多様性が脅かされている」　・再生医療を行うことについてどう考えるか　・再生医療を発展させるにあたり、どのような価値観の枠組
ですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グロー
バルなレベルでの再生医療の規制の必要性はあるか　・限られた医療資源の中で、国としての施策はどうあるべきか。社会的リスクという意味で、病気とか障害にする対処が、医療のみに偏重する危険性は無いだろうか　「テーマ4：医療格差と市場原理」　・経済的な面で、医療を受ける場合に、どのくらいまでのお金を払えるか　・患者が再生医療を受ける際の経済格差の是正ポイントはどこか　・社会的影響が大きい再生医療を市場経済メカニズムのもとで行うことに対する懸念があるが、開発後にどのような形で普及させるか　・開発された再生医療技術について、いかにして地域格差の是正を図るか　・保険適用の範囲をどのように設定するか。治療を受けやすくするため、税金負担の問題も含めて。保険適用の範囲を誰が決めるか　「テーマ5：再生医療の意義と達成に向けての方策」　・再生医療の使用目的は何か　・（自由診療への医師の偏重への懸念等に向けて）実現後の制度をどうすべきか　・人間以外を対象とした再生医療はどこまで認めるか　・研究者がモチベー
ションを保つために研究者の支援方法はどうあるべきなのか　・将来のベネフィットを考えて、どこが研究資金を負担するのが合理的か　「テーマ6：コミュニケーションの大切さ」　・どのようにして市民が議論に参加するか　・（再生医療の社会への）導入のルールはどのように決められるのか　・臨床の現場での患者と医師とのコミュニケーションをどうすべきか　・誰がどのように情報提供を行うのが望ましいか　・世論をまとめるに当たって、再生医療の導入段階では、どのようなレベルで議論が為されるべきか　5. 今後の展開と課題　5.1 アジェンダの利用　熟議キャラバンによって作成されたアジェンダは、以下のように使われる予定である。　1. 社会調査：再生医療に関する潜在的な対立の早期発見　2011年 2月現在、アジェンダを質問項目として、市民と研究者集団を対象にアンケート調査を実施している。この調査により、テーマとなっている科学技術に対する現時点での意見分布やその差異を把握・分析することができる。その分析結果も広く公開する。　2. 
社会提言：政策担当者や研究コミュニティに対する考慮すべき内容の提言　論点冊子、アジェンダ（参加者から補足が求められた事項についての情報も含む）、アンケート調査の結果に加え、それらから導き出される提言（実行委員会が作成）をセットにして、再生医療に関連する研究者と政策関係者に配布し、それぞれの場で意思決定を行なう際に、基礎資料として利用してもらうように働きかける。あわせて、アジェンダおよびアジェンダ作成プロセスについて、利害関係者も含む外部から評価を受ける。　3. 議論喚起：学校教育やサイエンスカフェ、市民会議に対し、議題を提供する　高校・大学・大学院での議論教育や科学技術と社会の関係に関する授業等において、議論を通じた学習をするためのツールとして利用できる教材を作成する。加えて、サイエンスカフェや、その他の市民参加型の会議で用いられるように公開する。将来的には、インターネット上で、議論された内容を相互に交換できる仕組みも構築したい。　5.2 今後、議論すべき点と課題　熟議キャラバン
2010は、研究開発プロジェクトの一環として実施されており、社会実験的な意味合いもある。そのため、今回の実践を批判的に検討し、明らかになった課題を列挙することを通して、次の改善につなげることが求められる。本稿では速報としての意味合いが強いため、個別の詳細な議論ではなく課題を列挙するにとどめる。　【TA活動として議論すべき点】　「再生医療の特殊性」　日本における再生医療は、他国と比べて特殊性を帯びている。その特殊性の1つは、日本人研究者が大きな貢献をした「iPS 細胞」がマスコミで大きく取り上げられ、研究費も重点的に出されているということである。幹細胞研究の中で iPS 細胞が特に高い注目を集めており、また代表的な研究者が臨床研修医だったというエピソードもあり、iPS 細胞研究は再生医療と結び付けて議論されることが多い。再生医療に関する議論においては、iPS 細胞以外の幹細胞の利用や、工学的な技術の応用などに対する注目が相対的に低い。またキリスト教を始めとした、宗教的な立場からの議論も目立たない。
　TAの対象として、再生医療は、社会的影響力が大きく、世界規模での競争と協力によって進む巨大科学であり、萌芽的で進展も著しい。21世紀の科学技術の代表格である。その点では、TAの対象として適切である。　しかし「医療」には TAになじまない性質も併せ持つ。たしかに医療技術は、潜在的には全ての人が対象となる可能性があり、倫理的にも、法律的にも、社会制度的にも、経済的にも議論をすべきことは多い。その一方で、医療は個別性が高い問題であり、特に再生医療以外に医療の選択肢がないという患者のケースでは、それが顕著である。再生医療が必要になるようなケースでの意思決定において、平時に健常者が考えた意見を考慮する必要性については意見が分かれる。その点で、医療に関して「社会的に議論すべき問いとは何か」を示すことは、当初想定していた以上に困難であった。　医療に限らず、TAで扱うのが望ましい技術やテーマと、そうでないものは存在する。その峻別について、今後、議論を重ねていくことが望まれる。　「萌芽的な科学
技術を扱う難しさ」　萌芽的な科学技術を巡る状況は、時々刻々と変わる。熟議キャラバン2010は、全体で約半年のイベントであったが、その半年の間にも研究ガイドラインが変更になったり、新たな研究成果が出たり、ES細胞の臨床試験が始まったり、めまぐるしい変化があった。仮に日本人研究者がノーベル賞を受賞していれば、世論は大きな影響を受け、アジェンダやそれに基づく社会調査の結果も異なるものになっただろう。萌芽的な技術はアジェンダの寿命が短く、まさに今ここで議論すべき問いが上がっているためスピードが求められる。　また萌芽的な研究は不確実性が大きい。再生医療とは何か、一体に何がどこまでできるのか、コストはどの程度かなど、設問を回答する際の前提が不確実で、立場によって提供する情報も異なり、過剰な期待や誤解に基づく不安も多い。不確実だからこそ TAの対象になるが、回答をする際に最低限必要な情報を公平に選択し、提供することは難しい。　「TAとしての質保証」　社会的影響の予見・評価、および課題発見や対応
策の提示を通した意思決定の支援を実現するには、論点を網羅することが鍵となる。IpTAは、論点抽出ワークショップを様々な属性の人を対象に、数多くこなすことで、網羅性を向上させる設計になっている。　その際、専門知にできるだけ頼らず、情報提供も社会流通している情報（新聞等）を基本とし、また市民の考えに沿ったボトムアップ型の TAを目指している。これは主催団体の人脈、関心、能力によらず、様々な科学技術について IpTAを実施するためでもある。　一方で、アジェンダ設定会議の参加者した専門家は、専門家の中で重要とされる論点の漏れを指摘していた。この問題は、将来的に論点抽出ワークショップが社会に根付き、様々な専門家もその段階から参加するようになれば解決され得る。しかし現状では、属性指定の論点抽出ワークショップにおける人選の充実が、現実的な対応となろう。網羅性に問題のある論点リストに基づく限り、アジェンダに責任が持てないという理由で、アジェンダ設定会議に参加することを拒む専門家も出てくると予想さ
れる 。　網羅性を高める別の方法として、シンポジウム等の開催が考えられる。今年度も2010年 7月に、シンポジウム「再生医療の社会科学」（STS Network Japan 主催）を開催した 。今回は、熟議キャラバンにおける位置づけが不明確であったが、次回以降は、このような機会を事前提供資料づくりと連動させたり、アジェンダ設定会議参加者への情報提供の機会にしたりするなどの工夫が可能であろう。　また市民が参加することの意義を重視するあまり、素人らしい設問を盛り込もうとしすぎる偏りも予想される。その際、現実と乖離した前提や、時には誤解に基づいた論点が強調されることもある。市民が現実と乖離した前提に基づき不安を感じている場合、その不安が存在するという事実を尊重し、それをアジェンダに入れるのか、あるいは、ミスリーディングになることを防ぐため、あくまで事実に即して排除するのか。どちらが TAの報告として有益なのかは、「現実と乖離しているという判断を誰がどう下せるのか」という問題も含めて、考えていく必要があろう。
　別の観点として、DeCoCiS における TAには、2.2 節で触れたように公共コミュニケーションに参加する文化を市民の間に広げ、社会に根付かせることの一端も担っている。その点で、TAに関与する経験を通した参加者の学びを評価し、さらに学びを促進するような工夫を盛り込み、学習の場としての TAの質保証も今後発展させていきたい。　【イベント設計に関して議論すべき点】　「全体の設計」　IpTAは、論点抽出ワークショップ（できるだけ多様な論点を収集する：拡散フェーズ）と、アジェンダ設定会議（社会で優先的に議論すべき論点を絞り込む：収束フェーズ）を組み合せ、全体として議論の幅と深さを担保するという構想である。拡散フェーズがなければ論点の網羅性に欠け、収束フェーズがなければ論点が散漫になる。アジェンダを、多様な意見を反映され、かつ、コンパクトなパッケージとするために、このような分散的な議論をつなぐ設計は有効だと考えている。　一方で、個々のイベント参加者にとって、十分な議論をしたという実感が得られにくく、
議論の意義が分かりづらい設計でもある。その点で、ニュースレター等による全体構造の説明や、議論の進捗報告で十分だったかは検討しなくてはならない。また時間配分においても、参加者の満足感よりも、主催者の都合を優先していた。今回は実験的意味合いが強いとはいえ、主催者視点が重視されていた感がある。　「話し合いの設計」　論点抽出ワークショップでは、意見があっても発言できない人を前提に、各自に役割を与えたり、付箋に書いた内容を発表する形で発言を促したりするなど、発言行為を均等化するための工夫がなされた。この場合、沈黙について「異論がない」のではなく、「発言ができない」という解釈が適用され、発話を促すように働きかけがなされた。　それに対し、アジェンダ設定会議では、意見があれば発言する人が前提にされた 。参加者に自由な発言機会を提供するため、ファシリテータによる発言回数のコントロールや均等化は行わず、意見を持つ人の発言を妨げたり、意見を持たない人に発言を強いたりすることはなかった。沈黙について
は「異論がない」（＝承認）という解釈が重んじられた。　この考え方の違いは、アジェンダ設定会議の全体会議の設計でより鮮明になる。今回の全体会議では、意見を持つ人が自由に発言し、全ての人に、即時に、そのまま伝えることを重視した。議論の透明性が高く、主催者による議論の誘導の危険性も抑えられる。一方で、複数人が同時に話すことができず、結果的に、発言行為に参加者間で大きな差が生じる可能性がある。議論に参加する責任が分散し、関心やモチベーションの維持も難しくなり、また、発言や分からない部分を問い直す行為に伴う心理的抵抗も高くなる。特に市民の中には、自分の担当外のテーマ、あるいは専門家同士による議論について、口を挟む能力が自分にあるのかを疑う人もいるだろう。　このように議論の方式には長短があり、今回の判断が妥当であったかは検討が必要である。実際に設計段階では、全体会議部分にも少人数議論を挟む案も検討された。設計段階で、このような議論があったことは、書き残す価値があるだろう。　さらに話し
合いの設計思想を、参加者にきちんと伝えたかという問題もある。自分の参加する話し合いの場が、どのような参加者像を前提として設計されているのか。そこでは、ある行為（例えば、沈黙）が、どのような意味を持つのか。こうした話し合いの前提は、参加者に明示される必要がある。　「アジェンダの位置づけ」　論点冊子は、個々の市民の大事だと思うことと、その理由が書かれている。市民の声を研究者や政策担当者に伝えるには、もっともストレートなアウトプットである。それに対し、アジェンダの位置づけは、いくつかの考え方がプロジェクト内にあった。　1つは、アジェンダを論点冊子の要約とする考え方である。論点冊子は情報量が多く、研究者や政策担当者が読む負担も大きい。しかし実行委員会が要約を作っては公平性に欠ける。そこで論点冊子の要約としてのアジェンダを、様々な立場の人が参加して作成する、という考え方である。この場合、アジェンダは論点冊子への誘導であり、主体は論点リストになる。この場合のアジェンダには、重要な論点を
漏らさず示すことが求められ、その並び順や言葉遣いは特に問題にはならない。今年度はこちらの考え方であった。　もう1つは、ステークホルダーと市民が一堂に会し、意思決定をする会議で、そのまま使える議題という位置づけである。この場合は、論点の内容だけでなく、表現の仕方や問いかける順番などの問い方も重要である。共有できる議題や設問群として、多くの人が公平だと感じ、使用できるものでなければならない。これを達成するには、参加者の人選、議論の設計（議論時間、全体議論と班別議論の関係など）などにも変更が求められる。　ここで問題になるのは、万が一、180の論点から大きくかけ離れたアジェンダや、全体のバランスを欠き、特定の論点が欠落したアジェンダが、アジェンダ設定会議の結果として作成された場合である。もし要約という位置づけを重視するのであれば、実行委員会の裁量で補足することが妥当かもしれない。しかし、主催者の恣意性を排除し、あくまで手続きに従うのであれば、アジェンダ設定会議参加者の意思を尊重し、
補足や削除は一切認めるべきではない。さらに、アジェンダの中に倫理的に問うことが許されないようなものが残ったとき、それを実行委員会の裁量で削除しても許されるのだろうか。この場合、削除するということは、参加者の意図を正面から否定することになる。しかし、倫理的な配慮を欠けば、アジェンダの社会的意義は大きく損なわれるだろう。このようにアジェンダの最終決定権を誰が持つのか、内容と手続きのどちらを重視するのかについては、今一度考える必要がある。　また、アジェンダ設定会議の参加者は、アジェンダのアウトプット先や使用目的の情報を求めた。例えば、自身の考えを深めるため、社会的意思決定のため、意識調査のためなど、アジェンダの目的によって項目が変わるという指摘である。このようにアウトプット先が決まらないと、アジェンダの決定ができないのは事実である。一方で、主催者にはどのような結果が出るのかの予測ができなかったため、アジェンダの内容が決まってから、適切なアウトプットを決めようという考えがあった 。
これは同時に、アウトプット先を明確に示すことによって、議論を制約してしまうことへの配慮でもあった。誘導や制約にならず、かつ、参加者の困惑を招かない教示の工夫が望まれる。　【会議運営に関して議論すべき点】　「情報提供」　一般的な TAでは、どの情報を、どのように提供するのかが鍵となるため、注意深く当該技術に関する情報提供が行なわれる。そのために、技術の専門家だけでなく、分かりやすく表現する専門家や、技術を巡る社会状況にも精通した人員も必要となる。それに対し、IpTAでは情報提供は新聞や書籍で手に入る程度の情報に限定し、説明も10分程度で済ませた。これは、参加の時間的コストを抑えながら議論する時間を確保すること、専門家を必須としないことで開催コストを抑えること、議論において実際の市民の知的状況を再現すること、を念頭においた手続きであった。　しかし、議論をするのに適切な質と量の情報提供だったのかという点は、意見が分かれる。実際、180の論点の中には、誤解に基づく議論、単に情報不足から生じ
た疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つに
まとめることを前提にした設計で、情報提供が異なっていたことは問題になりうる。　「ファシリテーション」　アジェンダ設定会議では、議論の自由度を重視し、3時間を越える全体議論の時間管理や議論の進行をチーフファシリテータに委ねた。ファシリテータの影響力が大きくなるため、結果を評価するためには、ファシリテーションに問題はなかったのかの検討が不可欠である。また手法としては、ファシリテータ個人の能力に依存したブラックボックスが大きく残るものとなった。　班別議論のファシリテーションは、基本方針を共有し、具体的な進め方は各ファシリテータに委ねた。それぞれの持ち味を生かし、グループの状況に柔軟に対応するには良い方法であった。しかし、そこでなされたワークが、同一の質のものであったかについては疑問が残る。班別ファシリテータ対象の聞き取り調査でも、その懸念が示された。　議論とは自由であるべきだという考え方もある。一方で議論を集約・比較し、すべてをまとめて1つの成果として社会に提案するために、ある
いは、手法をマニュアル化するために、一定のコントロールも必要だという考え方もある。今回は、前者を採用したが、ファシリテーションの在り方は、継続的な議論が求められよう。　【参加者に関して議論すべき点】　「論点抽出ワークショップの参加者数」　論点抽出ワークショップの参加者の質（市民と専門家のバランス、専門家の選択の仕方）もさることながら、その適切な人数の設定にも議論の余地がある。市民の意思決定への参加という観点からは、できる限り多くの参加者を募ることが望ましく、その方が論点の網羅性も向上すると考えられる。一方で、現在はアジェンダ設定会議参加者に、すべての論点を事前に読んで頂き、会議当日も目を通す仕組みにしているため、180という枚数は大きな負担であった。実際に個々の論点の持つ意味を読み込んだり、その解釈をめぐって議論したりすることが望まれるが、それ以前に読むことに時間が費やされた。論点を主催者で整理するということも可能だが、それでは主催者の恣意性を排除できない。そうなれば、論点を
整理するためのワークショップを別途開催するなど、会議設計を変える必要が出てくる。また参加人数を制限するのであれば、制限のポリシーを考える必要がある。　「アジェンダ設定会議参加者の役割」　アジェンダ設定会議の参加者は、論点抽出ワークショップ参加者との関係性においては、代議士という役割であった。そのため、明らかに欠けている論点に自身が気づいていても、それを加えることができないルールにした。一人の市民として、一つの論点を出す権利があると考えれば、このルールは問題である。その一方で、論点を選択し、問いに編集する権利があるアジェンダ設定会議参加者に、論点を出す権利まで与えれば、影響力が強くなりすぎるとも考えられる。例えば、18人の参加者が自分の論点を1つずつ問いにしたら、3分の 2以上がアジェンダ設定会議参加者の論点で占められることになる。この場合、論点抽出ワークショップの意義は著しく損なわれるだろう。　またアジェンダ設定会議の中では、同じ立場から招かれた複数人は「相互監視者」あるいは
「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの
質の向上を狙った設計をしている。全体議論でなされた注文を採択するか否かの判断も、担当班の責任で行えるようにするなど、各テーマの設問作りにおける担当班の権限を強く設定した。これは担当班の熟議を重視した設計であると同時に、従来型の TAに見られる、専門性の優位性に立脚とした設計ともいえよう。　一方、協働メンバーという考え方に沿った設計案では、他の班に割り当てられたテーマについて、混成グループで議論を行う機会などを積極的に設け、各人が割り当て以外のテーマについても早い段階から、意見を述べる機会を提供することが検討された。この場合、各班の権限より、全体議論での決定の権限を重視することになる。このことにより、仮に6人がグループダイナミクスによって偏った場合にも、止める手段を持つことになる。各人の全体への影響力が保証されるため、モチベーションを維持しやすく、アウトプットへの合意も得られやすいだろう。　参加者の人選に関して、主催団体の人脈や実績の乏しさにより、同じ組織や同じ人を起点とした
人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過
と共に関心も低下し、形式的なものにとどまった可能性もあり、批判は免れないであろう。　加えて、この実行委員会案の作成においては、各班で行なった議論を十分踏まえてないという批判が予想される。しかし適切な情報源を誰ができるのかを考えると、仮に班別ファシリテータが各班の議論を報告したら、結局、主催者側が編集した情報に基づいているという批判が出るだろう。なお班別ファシリテータによる報告の問題に関しては、すでに本番でも、最終セッションでの報告を班別ファシリテータが行なってしまっている。全体会議で透明性が確保されていたとはいえ、この点は批判に値するだろう。　「主催団体の運営」　熟議キャラバン2010では、その準備や開催に必要な人件費、物品購入費、旅費、謝金などは、DeCoCiS プロジェクトの経費から出された 。しかし、プロジェクト終了後に開催に関わる人材や資金を調達する見通しは明るくない。　論点抽出ワークショップに関しては、マニュアルを普及させ、実行委員会本体はコンサルタント的役割を強める一方で、
なされた議論を蓄積するルートを構築することで分散化を進める必要がある。その際に、インターネットの利用も検討すべきであろう。　熟議キャラバンの運営には、ファシリテーション能力、テーマに関する専門的知識、参加型 TAに関する知識、グループダイナミクスに関する知識、資金調達・イベントマネジメント能力、参加・協力を呼び掛ける人脈などが求められる。こうした人材を一か所に集めることは難しいため、社会に分散する人材をつなぐネットワークづくり、そしてチームとしての協働を助ける仕組みが必要である。一方で、そうした人々は、異なる価値観や利害を持つことも多く、チームの意思決定に時間がかかることもある。　その点で主催団体の組織体制を明確にすることが必要である。今回は、実行委員会、事務局などで兼任が多かった。そのため役割の切り分けが難しくなり、担当すべき仕事や権限、責任が不明確になった。それに伴い、意思決定の方法も一定にならなかった。主催団体の透明性が求められる TA機関としては大きな問題といえる。　
以上の議論すべき点は、設計理念の議論では必ずしも明確にならず、実践に向けて手法の詳細を詰める議論や実践の中でより鮮明になった。理念と実践を行き来しながら議論することで、ある実践が具現化している理念は何か、ある理念を具現化するにはどのような実践が必要なのかが問われたのである。その点で、このような議論すべき点や課題が多く見出されたことは、研究開発プロジェクトとしては収穫だと捉えたい。今後、転用可能な手法パッケージを作り、それを持続的に運営する組織のモデルを構築するため、建設的な批判やコメントを頂ければ幸いである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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関心層」とよぶ）が、テーマとなる科学技術について議論し、関心や懸念を可視化し，共有することを目的として開発された。　中関心層を対象とした熟議手法の開発にあたっては、①そのような人々はそもそも存在するのか、②存在するとすれば、どのような特質を備えた人々なのかを明らかにする必要がある。このような観点から行った先行研究［2008］では、科学技術の問題について具体的な行動を起こさないが「問題について考えたい」「議論したい」と感じている中関心層の存在が確認されている。またこれらの中関心層にあたる人々は、次のような特質を持つことも明らかとなっている。　① . 科学技術の問題に限らず、社会問題全般に対する関心が強い層であり、その全方位的な関心が科学技術の問題にも向いている人々である。　② . また情報源として、一般により客観性や正確性が高いとみなされる行政公報誌・職場関係などの「公的な情報」を選ぶ人々である。　③ . また、各種勉強会への参加、裁判の傍聴、新聞・雑誌等への投書・投稿という形態で、ある種
の市民活動への参加意識が高い、もしくはすでに参加している層である。　本手法開発ではこれらの層をターゲットとした「論点抽出カフェ（試行版）」を2008年夏～ 2010年春にかけて合計9回，88人の参加者を得て実施した。論点抽出カフェは、既往の参加型テクノロジーアセスメント手法や、まちづくり等のワークショップで用いられるラベルワーク（金城他，2004）の手法をベースに開発したものである。　本稿では、これらの試行を通じて開発した「論点抽出カフェ」マニュアルを紹介する。なお、本稿は、開発した手法の適用を希望する方々への参考資料とすることを、主な目的としていることを申し添える。　2. 「論点抽出カフェ」マニュアル【事前準備編】　2. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に事前準備に係る部分について記述する。　2. 1 誰が何をするのか 論点抽出カフェを企画・運営するスタッフには、ファシリテーター（議論の促進者）と事務局（ファシリテーターの補佐役）が必要である。ここでは、それぞれの役割
分担や注意事項について紹介する。　2. 1. 1 ファシリテーター（議論の促進者）　・最低1名必要。　・グループに1名ずついれば、より充実した議論を期待することができる。　・1人のファシリテーターで担当できるグループ数は2グループを目安とする（経験の少ないファシリテーターの場合には、1人 1グループが適切である）。　・ファシリテーターは次の要件を満たすことが望ましい。　・議論の到達目標を理解している。　・中立の立場で議事を進行できる。　・参加者の声をきちんと聴ける。　・発言者が一部の参加者に偏らないように進行できる。　・参加者の発言を「待つ」ことができる。　・発言しやすい雰囲気（明るさ、笑顔）がある。　・ファシリテーターの主な役割は、表1に示す通りである。　2. 1. 2 事務局　・最低2名必要。　・状況に応じて、ファシリテーターが事務局の仕事を一部兼ねる。事前の参加者対応をファシリテーターが担当する場合、当日の場づくりがスムーズになる効果も期待できる。　・事務局の主な役割は、表2に示す通り
である。　2. 1. 3 議論の情報提供者（テーマとなる科学技術の専門家）　・参加者や対象とするテーマにより、情報提供者として専門家を招聘するかどうかを検討する。　・論点抽出カフェは、非専門家同士が議論することを一番の目的とするため、専門知識の提供は短時間で行う。また、細部にわたる専門情報の提供は求められないため、専門知識を持ちすぎた人よりは、むしろ専門知識を持ちすぎない大学院生レベルの方が適切な場合もある。　・口頭の説明のみにするのか、配布資料を活用するのかなどを、専門家役の能力と、参加者の属性等に応じて検討する。参加者になじみやすいための配慮として、紙芝居を利用するなどの方法もある（後述）。　2. 2 いつ、どこで開催するか　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯が異なることに留意する。ここでは、それぞれの注意事項について紹介する。　2. 2. 1 開催時期、時間帯　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯は当然のことながら異なる。参加者の属性を設定した段階で、同様のイベントの経験者等に
事前ヒアリングを行い、詳細を検討する。　2. 2. 2 会場探し　想定する対象者によって、適切な会場も異なる。例えば、同じ地域に住んでいる人が参加者の場合は、なるべくその地域内で集まりやすい会場を探す必要がある。一方で広範囲から参加者が集まる場合は、なるべく大きな駅周辺で、駅からも歩いていける会場を探すことが適切である。　団体登録をすると無料もしくは割安で使用できる施設や、受付時期の制限（1カ月前からしか予約出来ない等）もあるため、事前の情報収集が必要となる。また、公共施設の他にも、民間施設喫茶店（コミュニティカフェなど）、商店街の空き店舗、スーパーのイベントスペース、学校の空きスペース等の活用も視野にいれた検討が必要となる。　会場選定の際のチェックポイントを参考までに以下に記す。　・最寄りの駅から近いか（できれば徒歩5分以内）。天候が悪くても参加しやすいか。　・広さは十分か。窓があるなど開放感があるか。　・使用料はいくらか。時間延長は可能か。　・ホワイトボードや黒板などがあるか（掲
示物を貼るため）。　・会場での飲食は可能か。また、飲食物の持ち込みは可能か。　・機材（プロジェクター、ビデオ等）の貸し出しはあるか。また、持ち込みは可能か。　・駐輪スペース、駐車場があるか。　・目印になる案内板があるか。　2. 2. 3 プログラムの検討　論点抽出カフェでは、2時間程度のプログラムに沿って議論を進める。このプログラムは表3に示す 7つのアクティビティで構成される。各アクティビティでの具体的な内容については、「3. 論点抽出カフェマニュアル【当日編】にて詳細を記すため、ここでは概要の紹介にとどめる。　表4に、手法開発の際にテーマとした「再生医療」について議論する場合のプログラム例を示す。このプログラムは、2時間（9:30 ～ 11:30）、参加者10～ 14名（5～ 7名× 2グループ）で開催したケースのプログラムである。　2. 4 備品　必要となる備品は、表5に示す通りである。　3. 「論点抽出カフェ」マニュアル【当日編】　3. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に当日の動きに係る部分について
記述する。　3. 1 開始前　3. 1. 1 受付設営・運営【事務局スタッフ1名が担当】　・受付は、少なくとも開始時間30分前には設置する。　・配布資料は、受付で配布か、一式セットにして会場のテーブルに配布するかのいずれかの方法を採用する。空間的に可能なら受付での配布が望ましい。　・参加者が来場したら…　・参加者はカフェへの期待もある反面、緊張感や不安を持ちながら来場される場合が少なくない。まずは、受付の対応が親切で安心感を与えるものであることが重要となる。　・スタッフの側から積極的に笑顔であいさつすることが望ましい。次に、参加者リストへの記入を促し、会場内に誘導する。　・配布資料や名札を受付で渡す場合は、一式セットにして封筒などに入れておき、混乱なく渡せるよう配慮する。　・個人情報保護のため、参加者名簿等を放置して受付を離れないよう留意する。　3. 1. 2 会場設営・運営【事務局スタッフとファシリテーター1名が担当】　・会場設営は、開始時間の1時間前を目処に開始する。　・まず、最初に会場案内
を掲示する。建物の入り口も含め、参加者にわかりやすい所に掲示することを心がける。　・文具類は、1テーブルごとにセットにして箱に入れて配布する。箱があった方が作業時に、文具が散乱せず、スムーズな進行につなげることが可能となる（図1）。　・ホワイトボードに今日のプログラムとラベルワークの手順を掲示する。ホワイトボードがない会場の場合には、模造紙に書いて壁に貼ってもよい（図2）。　・会場の雰囲気作りのためにお茶や甘いもの（飴玉、一口チョコなど）を準備する。開始までの時間はバックミュージックを流すなどの工夫をしてもよい。詳細は、参加者や会場の状況にあわせてカスタマイズする。　・参加者が会場内に入ったら…　・席がわからない参加者にはサポートする。座席が自由の場合は、その旨、口頭で伝える。　・着席されて一息つかれたころに、名札の記入をお願いする。　・スタッフは、時間に余裕があれば、ぜひ参加者と会話するように心がける。今日のワークショップについての不安や期待をきくことができると、今後進め
る上での有用な情報となる。　3. 2 論点抽出カフェ実施　3. 2. 1 オープニングタイム　① ワークショップの目的と進め方の共有　・ファシリテーターが、論点抽出カフェの目的とテーマを説明する。ファシリテーターとは別に主催者がいる場合には、主催者がこの役を担う。　・また、本ワークショップの中で参加者から出された意見が、今後どのように扱われるかについて説明する。　・写真（もしくはビデオ撮影）の取り扱いについてもここで説明を行い、了承を得る。撮影をされたくない人は事前に手を挙げてもらい、写らないように配慮する。　・ICレコーダーを使用する場合も、ここで説明を行い、了承を得る。　② スタッフ紹介　・ファシリテーターが自己紹介をした後、スタッフを紹介する。　・この時ファシリテーターは、参加者の表情に目を配り、全体としての雰囲気を把握するようにつとめる。　・事務局は、資料が参加者の手元にあるか、名札をつけているか、お茶はいきわたっているか等、事前の準備に抜け落ちがないかどうかを確認する。　3. 2. 2　
アイスブレイク　・アイスブレイクとは、初対面の参加者同士が議論等をする前に、心理的な負担感や抵抗感をなくすために行うコミュニケーション促進のためのグループワークのことである。アイスブレイクにはさまざまな手法（参考文献参照）がある。テーマや参加者に応じて適切な手法を選定する必要がある。　・基本的には、アイスブレイクを兼ねて、一人ずつ名前と居住地域や関心のある事柄などを含めて、自己紹介を行う。対象となるテーマに関する個人的な体験や関心を話すことで議論のきっかけとすることも可能となる。　3. 2. 3 テーマとなる科学技術に関する情報提供　①情報提供　・専門家（役）がこれから話し合うテーマについて、平易な言葉で分かりやすく説明する。　・「○○ということばを聞いたことがある人は、手をあげてみてください」のように、参加者と説明者が相互にやりとりするような場面を設けるとよい（図4）。　・専門家の招聘が困難な場合には、DVDを用いる、紙芝居（図5）を用いる等の工夫をして、平易な情報提供を心がける。
デジタル機器の活用は有用な反面、場所により仕様不可能な場合や、場の雰囲気を固くする場合もあるため、どのような資料を用いるかについては、会場の機材や、参加者の属性に応じて事前に検討する必要がある。　・ファシリテーターは、参加者が理解できているか、様子を観察し、必要に応じて自ら専門家役に質問をいれることにより説明を補う役目を担う。　②質疑応答　・状況を見ながら、参加者からの質問も受け付ける。　・ただし、原則は「正解を探すための議論ではなく、この問題について参加者がどう考えるのかを共有することが目的であること」を伝え、テーマとなる科学技術の詳細にまで質疑が及ばないように配慮する。　3. 2. 3 グループ討議　①進め方の説明【10分】　・本日の目的と進め方、ルールを確認する。主なルールは次の通りである。　・グループメンバーは、それぞれが対等な個人として意見を出すことができる。　・提示された意見（ポストイット）は、原則すべて活かす。　・グループメンバーの合意を得ながら進める（特定の人の意見
のみで進めない）。　・時間が限られているので、制限時間を守って作業する（急がせてしまうことへの了解も得る）。　・ルールは図6のように壁に掲示しても良い。　・次に、グループ内の自己紹介と係分担をする。係には「グループの進行役（名称例：親方・リーダー）」「必要な文房具を準備したり片付けたりする役（名称例：文具・リーダー補佐）」「時間配分を気にかけて時間内に作業が終わるように促す役（名称例：タイムキーパー）」などの他に、「他グループの状況を観察し、自らのグループの議論を活性化させる役（名称例：スパイ）」「お茶やお菓子を勧めたりして雰囲気作りを率先して行う役（名称例：ムード）」がある。　・グループ内の係の名称や種類は、参加者の属性によって判断する。例えば、場が「固め」の場合には、「親方」ではなく、「リーダー」という表現の方が適切であるように、係の内容や名称については、適宜調整する必要がある。1グループが5人以上になる場合には、スパイ係や文具係を複数用意するなどの対応を行う。　・反対に、1グルー
プが5人未満になる場合には、1人 2役とする、ムード・文具などの係を削除する等の調整を行う（親方、スパイ、タイムは必須とする）。　・全ての参加者が何らかの係を担うようにする。　②ポストイットに意見だし【5分】　・ファシリテーターは、ポストイットの書き方を説明する。主な説明内容は以下の通りである。　・2種類の意見（メリットとデメリット等）を、それぞれ異なる色のポストイットに書き出すように促す。例えば、桃色にはメリット、青色にはデメリット、など。　・テーマに対する自分なりの意見を書くように伝える。正しい、間違いがあるわけではない。自分が思うことを書いてほしいという旨を強調する。　・1枚のポストイットには1つのことだけ書く（後の作業で分類しやすくするため）。　・時間内に何枚書いてもよいことを伝える。　・可能な限り単語ではなく、主語・述語のある文章で書く。　・できれば、名前を右下に記名する（あとで分類するときに誰の意見かわかるようにするため。自分のイニシャルや頭文字でも良い）。　・全
体を見渡して、あまり筆が動いていないようであれば、すでに書いてあるポストイットを書いた方の了承を得て1枚読み上げて参考例として示す。書き始めは、時間がかかる（筆が進まない）ことも多いため、ファシリテーターが焦りすぎない様に注意する。　・個別に見て回り、抽象的な表現のポストイットには具体的に書くよう促す。例えば、「子育てにやさしい環境を望む」という場合、「『やさしい環境』　・というのは、例えばどんなことをイメージしていますか」等と声がけをする。　・ファシリテーターは極力声を出すことを控え、少しでも静寂な時間を確保する。　③ポストイットの紹介と整理【15分】　〈お皿出し〉　・参加者に好みの色用紙を6～ 8枚（お皿と呼ぶ）テーブルに並べてもらう。　〈似たものあわせ〉　・グループの中の誰かが、まず自分の書いたポストイットを1枚声に出して読み上げ、好きなお皿に載せる。　・他の人は、読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同
じお皿の上に貼り付け、模造紙上におく。（声に出して読むことで、個々の意見を共有し、また違いを議論するきっかけとする。）　・参加者が似た意見を出し切ったら、次の人が新しい意見を読み上げ、新しいお皿に載せる。　・また同じ様に読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同じお皿の上に貼り付け、模造紙上においていく。　・ファシリテーターは、この作業を全員の手持ちのポストイットがなくなるまで続けるよう誘導する。　・ひとつのお皿に一緒にするラベルは多くても3～ 4枚まで。5枚以上出た場合は、できるだけお皿を分割するように促す。　・共通のポストイットがない意見は重要である。このことを参加者に周知し、1枚で 1つのお皿にすることを促す。　・お皿出しの作業途中で、ポストイットには書いていない意見が出た場合には、発言した本人が追加で新しいポストイットを記入するように促す。　・参加者の自主性を尊重することが重要である一方で、作業時間が
不足する場合が多いため、「あと○分です！」のように少し締め切りを気にしてもらう工夫も必要となる。　・意味がわかりづらいポストイットがあれば、「どういう意味か」必ず聞くように促す。　・相手が意味を説明しているときに、横でポストイットに代筆し、見本例を示しながらポストイットの訂正を促すこともファシリテーターの重要な役割となる（以下、促しの例示）。　・「もう少し具体的に教えてください」　・聞きながら代筆　・「こういう風に書きなおしてみましたが、これで間違いないですか」　・違っていたら、「今おっしゃったことを、ぜひここに書いてください」と促す。　・5枚以上のっているお皿があれば、再検討を促す（以下、促しの例示）。　・「どれが最初に出されたポストイットですか」　・「どういう点が一緒でお皿にのせたんですか」　・「最初に出したラベルと一番意味内容が近いものを1枚選んでください。　・「それ以外は出した本人が引き取ってください」　〈タイトルづくり〉　・お皿ができあがったら、お皿をグループメンバーで均等に分
担する。　・各自、自分の手元に配られたお皿のラベルをよく読み、「似たものあわせ」されたラベルたちが集合して共通に「主張」していること）を、単語や句ではなく1つの文章で表現するようにファシリテーターは誘導する。タイトルの案は、お皿の上部の余白に参加者自らが、鉛筆で記入する。まだ、使用していない色のポストイットを下書きに利用することもできる。　・ラベルが1枚のお皿にも看板のようにタイトルをつけるように促す。　・案ができたら、グループメンバーと共有しながら、タイトルを確定していく。この時、以下のような観点で、議論を行うように参加者にアナウンスする。　・自分の意見は、本当にそのタイトルに合致しているか。他により近い意図を表現しているタイトルはないか。　・タイトルがつけにくい、もしくは、タイトルがあまりにも大括りになっているお皿は、無理矢理一緒にされている可能性があるので、細分化できないかどうか。　・逆に、似たようなタイトルがある場合には、同じお皿に載せることが可能かどうか。　・検
討の過程で出てきた新しい意見は、積極的にポストイットに記入し、新規の意見として加えて行くように促す。最終的にタイトルが確定したら、タイトルをマーカーできれいに清書するように参加者にアナウンスする。　・ファシリテーターは、抽象的なタイトルやキーワードのみのタイトルは、下書きの段階でチェックし、書きなおしを依頼する。その際は、「タイトルを読めば、中のポストイットを読まなくても意味が正確に伝わるように文章でつけてください」などのように声がけを行う。　④ポストイットを模造紙に整理【30分】　〈レイアウト〉　・模造紙の上にすべてのお皿をおくように促す。　・ファシリテーターは、ひとつの「物語」として図解できるように配置していくように促す。必要に応じて、「テーマ別分類」「時系列型」「対立軸型」等さまざまな方法があることをアナウンスする。　・ファシリテーターは、何度も何度もお皿を移動させて、みんなで考えるように促す（以下、促しの例示）。　・「タイトルの内容の意味が近いものは近く、遠いものは遠くに
配置しましょう」　・「できれば、ひとつの物語としてタイトルが流れるように配置できるとベストです。どういうふうに発表するかをイメージしてみてください。」　・「お皿の中でスタートとなるお皿はどれですか、次は、そして、最後はどのお皿になりますか、今の順番で矢印を入れてみると図解になりますよ」　・用紙の右下には「目録」4項目を入れるスペースをあけてレイアウトする。　・模造紙の上部10ｃｍを空けておき、テーマを書きいれるようアナウンスする。　・構造をよく考えて、これで良いと参加者が判断した場合には、お皿をセロテープ（もしくはのり）で固定する。　〈図解の目録〉　・模造紙のスペースに次の「目録」4項目を記入します。　・①今日の日付　②作成場所　③メンバーの名前　④ポストイットの枚数　⑤発表リハーサル【5分】　・3分程度で、自分たちの主張をわかりやすく発表してもらう。　・グループ内で（できれば「親方」以外の人）発表者を決め、簡単なリハーサルを行うように促す。　・発表者は図解の中身が一番わかっている
人がよいが、その人が独断で進めた雰囲気のグループの場合には、「○○さん、発表やってみませんか、メンバーからも補足できるので大丈夫ですよ」「発表者も2人までなら、大丈夫ですよ。ペアでやりませんか」等のようにファシリテーターから促すことも検討する。　3. 2. 4 発表　・各グループの内容を発表し内容を共有する（3～ 5分程度×グループ数）。　・発表者以外のメンバーから補足があれば発言してもらうよう促す。　3.2.5 クロージングタイム【20分】　①本日の議論を通じて、自らが一番重要と思うポストイット（もしくはお皿）を選んでもらい、改めて「一番重要と感じたこと」「その理由」を1枚（図 14最後の 1枚カード）に記入してもらう。　②参加者に今日の感想をフリートークでお願いしつつ、必要に応じてアンケートの記入を促す。　③主催者より本日のお礼、および今日抽出された論点の今後の活用方法等についてお知らせして、終了となる。　4. 終了後　4. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、終了後の動きに係る部分について記述
する。　4.1.1 撤収作業　•終了後は、まず、参加者の忘れ物がないか確認する。　•成果物は、貼り出した状態で全体だけでなくラベル一枚一枚が見える写真も併せて撮影をすると、後で記録を整理する際に役立つ場合が多い。また、成果物にポストイットを使用している場合ははがれる可能性があるため、セロテープでとめてから片付ける。　•文具品、ゴミなどの忘れものがないように片付けを行う。文具品は、片付けやすいように箱に入れておくと次回以降の利用においても便利となる。　•机やいすを移動させた場合は、原則、現状復帰する。　•ファシリテーターも一緒に撤収作業するが、参加者が残っていれば今日の感想をフランクに聞いたりすることも重要である。　4.1.2 当日のふりかえり　•会場をそのまま反省会の場として使用できれば効率的だが、少し雰囲気を変えたい場合は、近くの喫茶店などで反省会を行うのもひとつの方法である。　•まずは、参加者に書いてもらったアンケートを、事務局、ファシリテーターで回し読みする。スタッフ一人ひとりが以
下の観点から、率直な意見をのべ、ふりかえりを共有する。　•当日の事務局の動きで気づいたこと、改善した方がいいことはないか。　•当日のファシリテーターの動きで気づいたこと、改善した方がいいことはないか。　•プログラムの構成、議論の内容はどうだったか。　•参加者の声（立ち話などで得た情報）はないか。　•専門家の情報提供はどうだったか。　•託児環境はどうだったか。　•会場の環境はどうだったか。　5. 結びにかえて　以上に「論点抽出カフェ」の開発の背景および実施概略について記述した。なお冒頭でも述べた通り、本稿は開発された手法の参考資料とすることを目的としたものである。本文中でも再三記述したとおり、実施にあたっては、本マニュアルを基に、対象者や実施期間、対象とするテーマに応じたカスタマイズが必要であることを付記しておく。　科学技術に係る問題について参加型テクノロジーアセスメントを行う方々の参考となれば幸いである。なお、本手法の活用および改変は自由とするが、実施された場合にはその内容等に
ついてご一報いただければ幸いである。　謝辞　本手法は、科学技術振興機構 （JST） 社会技術研究開発センター （RISTEX） における「科学技術と人間」研究開発領域「科学技術と社会の相互作用」研究開発プログラムの「市民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイス組織の開発」研究開発プロジェクトの一環として行われたものです。　また、本手法の開発にあたっては、竹迫和代氏、水谷香織氏、赤松真矢子氏、安藤さち子氏より多大なるご協力をいただきました。改めてここに謝意を示す次第です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「からだトーク」あるいは身体表現ワークショップの映像記録化について／本間直樹　西村ユミ　佐久間新　玉地雅浩／0. はじめに　「からだトーク」は、私たちひとりひとりの身体が発している声に耳を傾け、ときにそれに言葉で応答する試みに対してつけられた名称である。本稿は、この身体表現ワークショップ「からだトーク」
の概要を企画者・ゲストのそれぞれから紹介するとともに、ワークショップ内容の映像記録化に焦点を当て、映像記録作品の解説を交えながら、撮影・編集・公開の方法に関して報告と検討を試みる。（なお、本稿で解説されている映像作品は、資料として添付されている。）　1. 「からだトーク」について　1.1 概要　／西村ユミ　　ぐっと引き寄せられ、ぐるぐる回り、ゆれながら解けていく‥‥。まだ私はそれを知らない。が、私でない何かが、知らぬ間に蠢き始めている。―その何かとしての「からだ」。湯気や水や風と、他者やモノや世界と、「からだ」は応じ始める。だから、そのつどの「からだ」の声にじっくり耳をすますと、普段は気づいていないが確かに始まっている「世界との対話」が響いてくるかもしれない。からだを解（ほど）くことで、世界との繋がり方が変わるかもしれない。　「からだトーク」は、この「世界との対話」「繋がり」としての感覚を、参加者と一緒に問い直すことを目指して企画された。カフェマスター及び企画は本間と西村が担当し、ゲス
トにジャワ舞踊家の佐久間新、理学療法士の玉地雅浩を迎え、2009年度から始められ現在に至る。実施に際しては、ラボカフェプログラムとオレンジカフェプログラムの一環として開催されている。そこでは、たくさんのダンスが生まれた。佐久間の「からだ」にちょっかいをかけられ、玉地の指にころがされて、それが実現する。本間による撮影が、それを歴史に変える。いま、私たちはそれをともに見る。表　「からだトーク」ラボカフェ（京阪中之島線「なにわ橋駅」）2009年 5月 01日　「からだの声に耳をすます」2009年 7月 23日　「日常の気になる動きを探そう」2009年 10月 14日　「日常の気になる動きコレクション2」オレンジカフェ（大阪大学豊中キャンパス「オレンジショップ」）2010年 1月 22日　「湯気ダンス」2010年 5月 24日　「水のダンス」2010年 7月 08日　「ケムに舞う」2010年 10月 28日　「風立ちぬ今は秋」　1.2 からだトークに参加して　／玉地雅浩　「からだトーク」におけるジャワ舞踊家の佐久間さんは、身体を動かしながら
考える際に一番難しいことを利用しているように思われる。そのことについて述べていく。　身体とじっくり付き合うことを通して、参加者全員で身体について考える、あるいは身体の営みを感じ取る。改めて身体に向かい合う中で気づくことを確かめようとすると、当然そのことを身体を通して行うことになる。しかし身体を使えば、課題や動きを提示した側が意図していない動きが生じたり、期待していた動きが出てこなかったりすることが高い確率で起こる。通例ホスト側としては、参加者が興味を持ち熱中してくれる内容や進行の順番を考えながら、そこで起こる反応や場の雰囲気をも予想しながら終了までの流れを計画していく。参加者の一体感や興味を損なわないための方策や、期待していない動きが出現した場合の対処方法まで準備する。期待している動きや反応を撮影したビデオや写真を用意することもある。つつがなく場を進行させるために必要なものとして準備するのである。　しかし、佐久間さんはこのような手法や進行方法をとらない。本人は綿密な計画
のもと意図的に利用しているのかどうかは周囲からは分からない。しかし、その場で生まれる参加者の身体を通したやり取りは、あくまでもそこに参加している人たちの身体とその場の特性を充分に踏まえた内容を生み出そうとする。　参加者がボソッとつぶやいた一言に言葉でさらに確認する場合もあれば、動いてみてその動きを相手に見せた上で確認することもある。参加者のソワソワした雰囲気や思わず動いてしまった身体に応じるように自らの動きを投げかけ、相手とのやりとりが始まる。きっかけはどこからでも、何時でも、何からでも始まる。一方的に自分の動きを見せ提示するだけではない。常に参加者を巻き込みながら現われたものに次々と接続しながら即興的に進んでいく。　その中に身をおけば参加者が恥ずかしい思いを持つ、その場に乗り切れないということは起こりにくい。そして一旦起こったやり取りはある収束点を迎えるまで、佐久間さんの身体が付き合う。そんな安心感がこの場にはある。　最後に「からだトーク」の特徴をもう一つ挙げておく。身
体を探索するには時間が要る。そして人や物と関わりながら自分でも感じたことのなかった身体を感じ、知るための状況を上手く作り出していく必要がある。佐久間さんは、日常生活で馴染みがあり、誰でも用意でき持ち運びも簡便な幾つかの道具を用意する。例えば、水を半分だけ入れたペットボトルや水をなみなみといれたコップを用意する。こんな簡単なものでも興味深い体験ができる。なみなみと水を注いだコップを手の甲の親指と人差し指の間にのせただけで支える、あるいは頭にのせたまま動いてみると、身体は次々と違った様相を表してくる。　そっと運ぶその姿勢や動き方は近所の塀の上を落ちないように歩いたり、砂場で作った山や川に両手ですくった水を運ぶようである。参加者がコップやペットボトルを身体にのせそっと動きまわる時、「いい大人がなにを馬鹿な」と言われそうなその動きに、昔みんなが遊んだその動きが立ち現われてくる。それは学校の帰り道、道端に落ちている棒を見つけたと同時に友達同士でチャンバラごっこを始めたあの感覚と同じ
である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ
の手法を用いれば、撮影や切り取りの質の違いは別にしても、紋切り型に陥らない個性的な映像制作を行うことができる。逆に言えば、短時間に切り取り編集するにはパターン化が避けられず、できごとがどんなに面白くても、単調な仕上がりに終わる危険性が十分にある。　反対に、この手法のデメリットとして、撮影に相当の負荷がかかることが指摘されよう。筆者の場合、肉眼でワークショップの進み方を十分に確認しながら、同時にカメラのモニターから目を離さずに、目の前で展開していく出来事のどの部分にフレームをあわせ、どのようにカメラを動かすのかに非常に神経を注いでいる。また、全体を俯瞰したショットのままでは、単調で退屈な映像に堕してしまうので、できるだけクローズアップを多用し、肉眼では捉えにくい細部の動きを捉えることに集中している。それと同時に、ダンサーの動きがフレームから外れてしまわないように、ダンサーの動きをほぼ予測しながら、ダンサーと一緒に動くという感覚をもって撮影をしている。この点に関しては、先に
述べた通り、ダンサー（被写体）との信頼関係、ダンサーの身体の動きのもつ特徴を適確に捉えことが不可欠となる。　ダンサーや参加者に緊張を強いないために、ある程度離れた距離から撮影が行われた。そのため今回の撮影にあたっては、離れたところから安定したクローズアップができるように、ほとんどの場合三脚が使用されている。撮影に不慣れな人であっても、三脚を使用することにより、10分間という時間が持続するあいだ、安定した映像を収めることが可能になると考えられる。　2.3 作品解説　公開された2010年度前半の10分映像は以下の通りである。YouTubeは世界中どこからも閲覧することができるので、タイトルや説明は英文で表記されている。　5月 24日｠｠｠｠ 「水のダンス」から　Dance with Water in Stewpot（鍋の水）　http://www.youtube.com/watch?v=5MZxdW5u04A　　　Dance with a Glass of Water（コップの水）http://www.youtube.com/watch?v=ABvEJ3DZXFI　　Dance with Water Pool（プールの水）　
http://www.youtube.com/watch?v=jo-ZYgIlc68　Dance with Water on Concrete（コンクリートの水溜まり）　http://www.youtube.com/watch?v=xyPqHOcsecs　　7月 8日｠｠｠｠ 「ケムに舞う」　Dancin'cense（お香踊り）　http://www.youtube.com/watch?v=C1zsolxK0RA　　Dry Dance Ice（ドライアイス）　http://www.youtube.com/watch?v=Pu2VcQMXDSM　　Smoke on the Ice（ドライアイス、蚊取り線香）　http://www.youtube.com/watch?v=qjLggZdBevw　　以上から、本報告に添付している2つの作品について、やや詳しく解説を試みる。　　「コンクリートの水溜まり」（Dance with Water on Concrete）　　この回では、全体を通して人間の身体よりも水の表面を映像化することに撮影の焦点が絞られた。そこから鍋の水、コップの水、プールの水、水たまり、の4種類の 10分映像が切り取られた。この4本すべてに共通しているのは、「ダンス」を人間の身体の動きに限定して考えることなく、人間の身体と一体に
なって動き出す水の姿に焦点があてられている点である。　この最後の「水溜まり」では、人間の身体の動きが生み出す波紋と、風などの自然が生み出す波紋を対比的に描き出すことが撮影時に意識して行われている。水面の変化が十分に見えるように、照明の位置とカメラのアングルを工夫するとともに、参加者が画面から不在になってからは、人間の動きを除外するために、カメラをまったく動かさないように注意が払われている。 ［0:00 ～］冒頭は、空中に放り投げられた水が大きな水溜まりを打つところから始まる。画面は水面だけに固定され、参加者の声だけが聞こえて、周囲の様子は分からない。［0:45～］やがてダンサーが水に満たされたコップを片手の甲に乗せて画面に登場し、しばらく水と戯れる。カメラもやや引きになって背後の建物までが映し出される。［1:50～］ダンサーがコップを乗せた右手を高くあげてポーズをとり、徐々に舞い始めた彼をカメラは追う。［2:10 ～］途中から彼の全身の動きすべてを撮影することを止め、足の繊細な動きがクローズ
アップされる。ダンサーの舞いの全体像よりも、飛んで来る水しぶき、足の動きによって生される出す水面の変化そのものを画面は捉えている。［4:40～］彼が腰を屈めてコップの水を水溜まりにゆっくりと注ぎ、水面に波紋が広がるなか、穏やかに画面から消えていく。［5:12～］彼が去った後も17秒ほど波紋が残り、やがて、水面に残されたボールを除いて、水面が鏡のように背後の建物を反射する。［5:40～］そのうち、終了の時刻になったためか、中に戻りましょうという声が聴こえ、地面に投げられたボールなどが拾われながら、いくつもの足が水面に波紋を作っていく。［6:45～］参加者の一人が水面をそっと歩くその様子は水面を歩いているように見える。［7:30～］誰も画面から消えてしまい、声も遠ざかっていく。画面は、そのまま誰もいない水面に向けられたまま、最後まで数分が経過する。［9:30～］人気がなくなって鏡のように、建物の映像を反射する水面に、風が僅かな歪みをもたらす。 最後の 2分半のあいだ、視覚的な変化はほんの僅かである。に
もかかわらず音声面では、ワークショップが一段落し、片づけて室内に戻る参加者の話し声が遠ざかる様子、車が脇を通過する音、遠くの道路の音などが記録されている。通常の映像記録編集の場合は、この2分半は不要な部分とみなされ、使用されることはまずないといってよいだろう。一つに、この10分間を切り取る方法を採用することによって、撮影現場で生じた出来事の予兆や余白や余韻を無理なく提示することができ、身体ワークショップ、パフォーマンスにとって重要な空気感や雰囲気というものを表現することが可能になる。また、先に述べたように、このワークショップでは人間の身体の動きのみならず、身体の動きが発端となって物事がそれ自体で動いていく様子がダンスに見立てられることも、制作者のねらいであった。そのような趣旨からも、人気のなくなった水面と音に視聴者がじっくりつきあえる時間を残すことが選択されている。　「お香踊り」（Danc'incense）　煙をテーマにしたこの回のワークショップでは、蚊取り線香、線香、ドライアイスが
使用された。撮影にあたっては、前回と同じく、豊かな煙の表情を捉えることに重きが置かれているが、水とは異なり煙の場合は身体とのダイレクトな相互作用が起こりにくいため、クローズアップを多用しながら、身体と煙のどちらをフレームに収めるのかをその都度選択することによって両者の関係が浮かび上がるように全体に工夫がされている。お香に火がつけられ消えるまでの舞い、水に浸されたドライアイスから吹き出す煙に魅せられて参加者が遊ぶ様子、ドライアイスから、蚊取り線香の煙へと移行して、二人が踊り出す様子、この3つの場面がそれぞれ10分に切り取られた。　［0:00 ～］開始画面はクローズアップされた香立て。そこに差されたお香にマッチで火がつけられ、煙が立ち上る。［0:39 ～］上方より兎に象られた香立てのカバーがゆっくりと舞い降り、煙を吸ったり吐いたりする。［1:30 ～］兎を動かしていた手が画面に入り、画面がやや引いて、手がゆっくりと兎（カバー）を香立ての上に乗せる。［1:52 ～］兎から立ち上る煙を見つめる参加者が
写された後、［1:56～］再び手が登場して、兎から煙が出て来る穴を閉じたり開いたりしながら煙と戯れる様子をクローズアップする。［3:00～］手が去り、今度は兎からゆっくり立ち上る煙の動きにあわせてカメラが動きだし、煙の形の変化と移動の様子を捉える。2度煙を追いかける動きがなされた後に、背後の椅子に焦点があわされ、ややぼやけた状態で兎から煙が立ち上る。［5:00～］兎の上方でゆるやかに舞い始めた手をカメラが追う。手は煙の動きに呼応しながら動いているようだが、煙は写されずに手だけをアップで捉える。［6:00～］手の動きが大きくなるに従い、肩が見えるまで画面は引き、立ち上がったダンサーの上半身があらわになる。［6:35～］やがてダンサーは全身を使って踊りだすが、画面はまだ上半身の動きだけを追い、ダンサーが凝視している煙を画面の外においている。［7:15～］全身が映し出され、ようやくダンサーと煙の双方の動きが見えるようになる。［7:30～］腰を屈めたダンサーは、いわば煙と一体となり、視覚上も完全に重なる。［8:33
～］カメラ自体が移動し、照明が画面のなかに映り込み、逆光状態でダンスを捉える。煙は残り僅かとなり、ダンサーの動きもより緩慢になる。［9:48～］ダンサーの半身は香立ての置かれた箱の後ろに隠れ、ちょうど手足が箱から生えているように見えるようになる。　　実際には、あと1分ほどダンサーの動きは持続しているが、10分間の制約のために動きの途中で作品は終わっている。編集上の選択としては、冒頭の火をつける場面と兎を動かす場面の後からを開始点にすれば、この最後の1分も 10分の枠内に含むことが可能であったが、お香の煙の誕生と消滅、ダンスの生成と終息という両方の観点から、この作品のように煙が立ち上る瞬間から両者がほぼ終息に向かう時点までを収めるという選択がなされることになった。上記の「水溜まり」作品とは逆に、動きの途中で映像が切られることで、慣性に従うように視聴者の想像のなかで動きが自由に展開していくことが映像の余韻として期待されている。　2.4 《Ten Minutes Project》今後に向けた課題　「からだトー
ク」映像記録公開で用いられたこの10分間切り取りの手法による作品制作を、筆者は《Ten Minutes Project》と名づけ、このワークショップ以外の映像記録にも応用し、すでに約半年で40本以上の10分映像がYouTube上に公開されている。編集にほとんど時間を要しないため、アップロードに関する手間さえ厭わなければ、「速報性」に優れ、多数のイベント開催にも対応可能な映像記録・公開方法であると考えられる。さらに、インターネット公開を利用する利点として、編集作業によって映像そのものに文字情報や声による解説を入れなくとも、解説文として文字による情報追加を事後的に行うことができる。さらにまた、この編集・公開方法を用いれば、過去の映像記録を（再）利用して新たに映像を制作することもできるだろう。この点からも、この10分間の切り取りは、編集されずに眠ったままである映像記録を、特別な技術を要さず手軽に一般に公開する方法として有効であると思われる。　他方、10分という枠組みは、あくまでも制作者の視点から選ばれ
たものであり、インターネットを経由した閲覧者によって、果たして10分という時間枠が長過ぎるのかどうか、まだ評価は定かではない。5分が妥当なのか、あるいは7分なのか、確かな根拠はない。実際に、筆者もいくつか5分間の切り取りを試作してみたところ、5分間の場合は出来事の一つの小さな単位や要素に絞り込むことになるため、ある部分だけを強調する目的の上では有用であるようにも思われる。その反面、出来事の変化が小さな単位に切り取られてしまうため、現場で持続していた空気感や密度、より大きな流れを視聴者が直観的に捉えることが難しくなる。また、2時間程度のイベントを最大で30分から 40分ほどに映像作品化する場合、10分の切り取りであれば、3～ 4本程度を作成してさえおけば、あとは視聴者が時間に応じて1本、2本と選択して見るだけで十分であるが、例えば5分の切り取りを採用して6本～ 8本を作成するとなると、作成本数が多くなる上に、制作者、視聴者のいずれの側でも、何を選び、どの順序で見るべきかなどについ
て考慮せざるを得なくなり、制作した後になってから制作者、視聴者の双方にとって考えるべき点が多くなると予想される。つまり、10分間の選択は、そのなかに流れやコンテクストがある程度含まれているがゆえに、制作者が念入りに選択さえすれば、複雑な編集作業を介さずとも流れやコンテクストは視聴者に伝わりやすいといえる。　　最後に、この10分間無編集の切り取り法は、身体表現パフォーマンス、とくに即興を中心にその場で生み出されて、何が起こるか分からない種類の出来事を記録するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。

のもと意図的に利用しているのかどうかは周囲からは分からない。しかし、その場で生まれる参加者の身体を通したやり取りは、あくまでもそこに参加している人たちの身体とその場の特性を充分に踏まえた内容を生み出そうとする。　参加者がボソッとつぶやいた一言に言葉でさらに確認する場合もあれば、動いてみてその動きを相手に見せた上で確認することもある。参加者のソワソワした雰囲気や思わず動いてしまった身体に応じるように自らの動きを投げかけ、相手とのやりとりが始まる。きっかけはどこからでも、何時でも、何からでも始まる。一方的に自分の動きを見せ提示するだけではない。常に参加者を巻き込みながら現われたものに次々と接続しながら即興的に進んでいく。　その中に身をおけば参加者が恥ずかしい思いを持つ、その場に乗り切れないということは起こりにくい。そして一旦起こったやり取りはある収束点を迎えるまで、佐久間さんの身体が付き合う。そんな安心感がこの場にはある。　最後に「からだトーク」の特徴をもう一つ挙げておく。身
体を探索するには時間が要る。そして人や物と関わりながら自分でも感じたことのなかった身体を感じ、知るための状況を上手く作り出していく必要がある。佐久間さんは、日常生活で馴染みがあり、誰でも用意でき持ち運びも簡便な幾つかの道具を用意する。例えば、水を半分だけ入れたペットボトルや水をなみなみといれたコップを用意する。こんな簡単なものでも興味深い体験ができる。なみなみと水を注いだコップを手の甲の親指と人差し指の間にのせただけで支える、あるいは頭にのせたまま動いてみると、身体は次々と違った様相を表してくる。　そっと運ぶその姿勢や動き方は近所の塀の上を落ちないように歩いたり、砂場で作った山や川に両手ですくった水を運ぶようである。参加者がコップやペットボトルを身体にのせそっと動きまわる時、「いい大人がなにを馬鹿な」と言われそうなその動きに、昔みんなが遊んだその動きが立ち現われてくる。それは学校の帰り道、道端に落ちている棒を見つけたと同時に友達同士でチャンバラごっこを始めたあの感覚と同じ
である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ
の手法を用いれば、撮影や切り取りの質の違いは別にしても、紋切り型に陥らない個性的な映像制作を行うことができる。逆に言えば、短時間に切り取り編集するにはパターン化が避けられず、できごとがどんなに面白くても、単調な仕上がりに終わる危険性が十分にある。　反対に、この手法のデメリットとして、撮影に相当の負荷がかかることが指摘されよう。筆者の場合、肉眼でワークショップの進み方を十分に確認しながら、同時にカメラのモニターから目を離さずに、目の前で展開していく出来事のどの部分にフレームをあわせ、どのようにカメラを動かすのかに非常に神経を注いでいる。また、全体を俯瞰したショットのままでは、単調で退屈な映像に堕してしまうので、できるだけクローズアップを多用し、肉眼では捉えにくい細部の動きを捉えることに集中している。それと同時に、ダンサーの動きがフレームから外れてしまわないように、ダンサーの動きをほぼ予測しながら、ダンサーと一緒に動くという感覚をもって撮影をしている。この点に関しては、先に
述べた通り、ダンサー（被写体）との信頼関係、ダンサーの身体の動きのもつ特徴を適確に捉えことが不可欠となる。　ダンサーや参加者に緊張を強いないために、ある程度離れた距離から撮影が行われた。そのため今回の撮影にあたっては、離れたところから安定したクローズアップができるように、ほとんどの場合三脚が使用されている。撮影に不慣れな人であっても、三脚を使用することにより、10分間という時間が持続するあいだ、安定した映像を収めることが可能になると考えられる。　2.3 作品解説　公開された2010年度前半の10分映像は以下の通りである。YouTubeは世界中どこからも閲覧することができるので、タイトルや説明は英文で表記されている。　5月 24日｠｠｠｠ 「水のダンス」から　Dance with Water in Stewpot（鍋の水）　http://www.youtube.com/watch?v=5MZxdW5u04A　　　Dance with a Glass of Water（コップの水）http://www.youtube.com/watch?v=ABvEJ3DZXFI　　Dance with Water Pool（プールの水）　
http://www.youtube.com/watch?v=jo-ZYgIlc68　Dance with Water on Concrete（コンクリートの水溜まり）　http://www.youtube.com/watch?v=xyPqHOcsecs　　7月 8日｠｠｠｠ 「ケムに舞う」　Dancin'cense（お香踊り）　http://www.youtube.com/watch?v=C1zsolxK0RA　　Dry Dance Ice（ドライアイス）　http://www.youtube.com/watch?v=Pu2VcQMXDSM　　Smoke on the Ice（ドライアイス、蚊取り線香）　http://www.youtube.com/watch?v=qjLggZdBevw　　以上から、本報告に添付している2つの作品について、やや詳しく解説を試みる。　　「コンクリートの水溜まり」（Dance with Water on Concrete）　　この回では、全体を通して人間の身体よりも水の表面を映像化することに撮影の焦点が絞られた。そこから鍋の水、コップの水、プールの水、水たまり、の4種類の 10分映像が切り取られた。この4本すべてに共通しているのは、「ダンス」を人間の身体の動きに限定して考えることなく、人間の身体と一体に
なって動き出す水の姿に焦点があてられている点である。　この最後の「水溜まり」では、人間の身体の動きが生み出す波紋と、風などの自然が生み出す波紋を対比的に描き出すことが撮影時に意識して行われている。水面の変化が十分に見えるように、照明の位置とカメラのアングルを工夫するとともに、参加者が画面から不在になってからは、人間の動きを除外するために、カメラをまったく動かさないように注意が払われている。 ［0:00 ～］冒頭は、空中に放り投げられた水が大きな水溜まりを打つところから始まる。画面は水面だけに固定され、参加者の声だけが聞こえて、周囲の様子は分からない。［0:45～］やがてダンサーが水に満たされたコップを片手の甲に乗せて画面に登場し、しばらく水と戯れる。カメラもやや引きになって背後の建物までが映し出される。［1:50～］ダンサーがコップを乗せた右手を高くあげてポーズをとり、徐々に舞い始めた彼をカメラは追う。［2:10 ～］途中から彼の全身の動きすべてを撮影することを止め、足の繊細な動きがクローズ
アップされる。ダンサーの舞いの全体像よりも、飛んで来る水しぶき、足の動きによって生される出す水面の変化そのものを画面は捉えている。［4:40～］彼が腰を屈めてコップの水を水溜まりにゆっくりと注ぎ、水面に波紋が広がるなか、穏やかに画面から消えていく。［5:12～］彼が去った後も17秒ほど波紋が残り、やがて、水面に残されたボールを除いて、水面が鏡のように背後の建物を反射する。［5:40～］そのうち、終了の時刻になったためか、中に戻りましょうという声が聴こえ、地面に投げられたボールなどが拾われながら、いくつもの足が水面に波紋を作っていく。［6:45～］参加者の一人が水面をそっと歩くその様子は水面を歩いているように見える。［7:30～］誰も画面から消えてしまい、声も遠ざかっていく。画面は、そのまま誰もいない水面に向けられたまま、最後まで数分が経過する。［9:30～］人気がなくなって鏡のように、建物の映像を反射する水面に、風が僅かな歪みをもたらす。 最後の 2分半のあいだ、視覚的な変化はほんの僅かである。に
もかかわらず音声面では、ワークショップが一段落し、片づけて室内に戻る参加者の話し声が遠ざかる様子、車が脇を通過する音、遠くの道路の音などが記録されている。通常の映像記録編集の場合は、この2分半は不要な部分とみなされ、使用されることはまずないといってよいだろう。一つに、この10分間を切り取る方法を採用することによって、撮影現場で生じた出来事の予兆や余白や余韻を無理なく提示することができ、身体ワークショップ、パフォーマンスにとって重要な空気感や雰囲気というものを表現することが可能になる。また、先に述べたように、このワークショップでは人間の身体の動きのみならず、身体の動きが発端となって物事がそれ自体で動いていく様子がダンスに見立てられることも、制作者のねらいであった。そのような趣旨からも、人気のなくなった水面と音に視聴者がじっくりつきあえる時間を残すことが選択されている。　「お香踊り」（Danc'incense）　煙をテーマにしたこの回のワークショップでは、蚊取り線香、線香、ドライアイスが
使用された。撮影にあたっては、前回と同じく、豊かな煙の表情を捉えることに重きが置かれているが、水とは異なり煙の場合は身体とのダイレクトな相互作用が起こりにくいため、クローズアップを多用しながら、身体と煙のどちらをフレームに収めるのかをその都度選択することによって両者の関係が浮かび上がるように全体に工夫がされている。お香に火がつけられ消えるまでの舞い、水に浸されたドライアイスから吹き出す煙に魅せられて参加者が遊ぶ様子、ドライアイスから、蚊取り線香の煙へと移行して、二人が踊り出す様子、この3つの場面がそれぞれ10分に切り取られた。　［0:00 ～］開始画面はクローズアップされた香立て。そこに差されたお香にマッチで火がつけられ、煙が立ち上る。［0:39 ～］上方より兎に象られた香立てのカバーがゆっくりと舞い降り、煙を吸ったり吐いたりする。［1:30 ～］兎を動かしていた手が画面に入り、画面がやや引いて、手がゆっくりと兎（カバー）を香立ての上に乗せる。［1:52 ～］兎から立ち上る煙を見つめる参加者が
写された後、［1:56～］再び手が登場して、兎から煙が出て来る穴を閉じたり開いたりしながら煙と戯れる様子をクローズアップする。［3:00～］手が去り、今度は兎からゆっくり立ち上る煙の動きにあわせてカメラが動きだし、煙の形の変化と移動の様子を捉える。2度煙を追いかける動きがなされた後に、背後の椅子に焦点があわされ、ややぼやけた状態で兎から煙が立ち上る。［5:00～］兎の上方でゆるやかに舞い始めた手をカメラが追う。手は煙の動きに呼応しながら動いているようだが、煙は写されずに手だけをアップで捉える。［6:00～］手の動きが大きくなるに従い、肩が見えるまで画面は引き、立ち上がったダンサーの上半身があらわになる。［6:35～］やがてダンサーは全身を使って踊りだすが、画面はまだ上半身の動きだけを追い、ダンサーが凝視している煙を画面の外においている。［7:15～］全身が映し出され、ようやくダンサーと煙の双方の動きが見えるようになる。［7:30～］腰を屈めたダンサーは、いわば煙と一体となり、視覚上も完全に重なる。［8:33
～］カメラ自体が移動し、照明が画面のなかに映り込み、逆光状態でダンスを捉える。煙は残り僅かとなり、ダンサーの動きもより緩慢になる。［9:48～］ダンサーの半身は香立ての置かれた箱の後ろに隠れ、ちょうど手足が箱から生えているように見えるようになる。　　実際には、あと1分ほどダンサーの動きは持続しているが、10分間の制約のために動きの途中で作品は終わっている。編集上の選択としては、冒頭の火をつける場面と兎を動かす場面の後からを開始点にすれば、この最後の1分も 10分の枠内に含むことが可能であったが、お香の煙の誕生と消滅、ダンスの生成と終息という両方の観点から、この作品のように煙が立ち上る瞬間から両者がほぼ終息に向かう時点までを収めるという選択がなされることになった。上記の「水溜まり」作品とは逆に、動きの途中で映像が切られることで、慣性に従うように視聴者の想像のなかで動きが自由に展開していくことが映像の余韻として期待されている。　2.4 《Ten Minutes Project》今後に向けた課題　「からだトー
ク」映像記録公開で用いられたこの10分間切り取りの手法による作品制作を、筆者は《Ten Minutes Project》と名づけ、このワークショップ以外の映像記録にも応用し、すでに約半年で40本以上の10分映像がYouTube上に公開されている。編集にほとんど時間を要しないため、アップロードに関する手間さえ厭わなければ、「速報性」に優れ、多数のイベント開催にも対応可能な映像記録・公開方法であると考えられる。さらに、インターネット公開を利用する利点として、編集作業によって映像そのものに文字情報や声による解説を入れなくとも、解説文として文字による情報追加を事後的に行うことができる。さらにまた、この編集・公開方法を用いれば、過去の映像記録を（再）利用して新たに映像を制作することもできるだろう。この点からも、この10分間の切り取りは、編集されずに眠ったままである映像記録を、特別な技術を要さず手軽に一般に公開する方法として有効であると思われる。　他方、10分という枠組みは、あくまでも制作者の視点から選ばれ
たものであり、インターネットを経由した閲覧者によって、果たして10分という時間枠が長過ぎるのかどうか、まだ評価は定かではない。5分が妥当なのか、あるいは7分なのか、確かな根拠はない。実際に、筆者もいくつか5分間の切り取りを試作してみたところ、5分間の場合は出来事の一つの小さな単位や要素に絞り込むことになるため、ある部分だけを強調する目的の上では有用であるようにも思われる。その反面、出来事の変化が小さな単位に切り取られてしまうため、現場で持続していた空気感や密度、より大きな流れを視聴者が直観的に捉えることが難しくなる。また、2時間程度のイベントを最大で30分から 40分ほどに映像作品化する場合、10分の切り取りであれば、3～ 4本程度を作成してさえおけば、あとは視聴者が時間に応じて1本、2本と選択して見るだけで十分であるが、例えば5分の切り取りを採用して6本～ 8本を作成するとなると、作成本数が多くなる上に、制作者、視聴者のいずれの側でも、何を選び、どの順序で見るべきかなどについ
て考慮せざるを得なくなり、制作した後になってから制作者、視聴者の双方にとって考えるべき点が多くなると予想される。つまり、10分間の選択は、そのなかに流れやコンテクストがある程度含まれているがゆえに、制作者が念入りに選択さえすれば、複雑な編集作業を介さずとも流れやコンテクストは視聴者に伝わりやすいといえる。　　最後に、この10分間無編集の切り取り法は、身体表現パフォーマンス、とくに即興を中心にその場で生み出されて、何が起こるか分からない種類の出来事を記録するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
れている。そして、我々自身もそのような研究がどのように進められるのかを知りたいと考えており、さらに、そのような教育の一端に関わってきた。　本稿では、他分野と共同して進める力をつける高等教育機関の、特に大学院教育における取り組みを概観することを通して、我々がこの後、他分野の教育者・研究者と共同するために何が求められているのかを考察する。現在のところ、日本では大学院における共通教育が標準化されていない状況が見受けられるが、研究は進められている。その状況からも、我々自身が共通教育に携わる際に、どのような点に注意を向け、どのように取り組んでいけばよいかを検討していきたい。　2. 大学院における共通教育に向けた取り組み　本章では、大学院における共通教育への取り組みについて、各大学が紹介している各種資料やホームページ等の内容を中心にまとめた。まず、著者らが所属する大阪大学の取り組みを紹介し、次いで、関連する取り組みを進めている大学の中で、北海道大学、東北大学、九州大学の取り組みを、現時
点で手に入る資料をもとに紹介する。各大学の取り組みは、大学の目的及び大学院における共通教育の目的、大学院共通教育を実施する組織、共通科目の呼び名、開講科目について、表1にまとめた。　大学及び大学院の目的を概観する。いずれの大学も掲げている目的は、「国際性」であった。大阪大学は、「世界に伸びる」「世界を先導する」研究拠点となることを掲げており、東北大学の「世界水準の研究」、九州大学の「全世界で活躍する人材の輩出」という記載も、国際性を強調している。同時に、「地域に生き」「社会が求め社会から信頼される人間の形成」（大阪大学）も掲げられ、それを「デザイン力」として記している通り、地域社会との密接な繋がりや連携、協働、その方法論にも力点が置かれている。北海道大学の「実学の重視」、東北大学の「門戸開放」「実学重視」、あるいは九州大学の「日本の様々な分野において指導的な役割」を果たすこと等も、同様の志向性を示している。さらに、これらの支えとなる「教養」（大阪大学）、「全人教育」（北海道大学）、「人
間性」「社会性」（九州大学）も各大学が重視していた。異分野の大学院生同士が接触し、専門分野の知識や習慣を越えた教育が目指されている大学院共通教育は、これらの目的・目標を達成するための一つの方略としても設置されていると言っていいだろう。　次いで、いかなる組織でこの取り組みが行われているのかを見ていこう。大阪大学では、2004年に学部の共通教育を担う「大学教育実践センター」が設置されたのを機に、2005年には、「デザイン力」に重点を置いた大学院の共通教養教育を担う「コミュニケーションデザイン・センター」などが設立され、教員も配置されている。他方で、北海道大学には「大学院共通授業科目」は準備されているが、教員組織は持っていない。東北大学、九州大学は、文部科学省振興調整費などの助成を得て「大学院共通教育科目」を設置している現状にある。大学院共通教育の継続のためには、組織作りなどの課題が残されている。　開講科目は、表1に示したとおりである。教育目的に、国際性、教養、実学、デザイン力などが
掲げられていた通り、多彩な科目が準備されている。これらを多分野の大学院生が集まって受講できること自体が、異文化コミュニケーションの機会にもなると思われる。　共通教育科目の受講に際しては、いずれの大学も指導教員と相談をして選択するとされている。修了要件にこれらの科目を加えるか否かについても、各部局が決定している現状にあり、専門科目の履修や研究活動との調整が、課題になっていると思われる。また、授業評価についても、各大学が施行錯誤をしている最中である。　3. 学際研究を進めるにあたって何が必要か？　前章では、大学院の共通科目に対して、大阪大学を含め、4つの大学の現在の取り組みを紹介した。本章では、共同研究を進めるための「学際研究」のあり方に関して、それぞれの立場からこれまでを振り返りたい。伊藤は、工学をベースに、「ヒューマンインタフェース」と呼ばれる分野に関わり、研究を進めている。西村は、看護学の中でも、現象学を手がかりとして、実践の成り立ち方の分析を進めている。共同研究を進めるこ掲げられていた通り、多彩な科目が準備されている。これらを多分野の大学院生が集まって受講できること自体が、異文化コミュニケーションの機会にもなると思われる。　共通教育科目の受講に際しては、いずれの大学も指導教員と相談をして選択するとされている。修了要件にこれらの科目を加えるか否かについても、各部局が決定している現状にあり、専門科目の履修や研究活動との調整が、課題になっていると思われる。また、授業評価についても、各大学が施行錯誤をしている最中である。　3. 学際研究を進めるにあたって何が必要か？　前章では、大学院の共通科目に対して、大阪大学を含め、4つの大学の現在の取り組みを紹介した。本章では、共同研究を進めるための「学際研究」のあり方に関して、それぞれの立場からこれまでを振り返りたい。伊藤は、工学をベースに、「ヒューマンインタフェース」と呼ばれる分野に関わり、研究を進めている。西村は、看護学の中でも、現象学を手がかりとして、実践の成り立ち方の分析を進めている。共同研究を進めるこ
とを通して考えてきた内容を踏まえ、それぞれの立場から「学際研究」に必要だと考えられることを述べる。　　（伊藤の立場から）　「CSCDに着任以来、私が関わってきた分野とは大きく異なる分野の人々の考え方やものの進め方に触れる機会をたくさん得てきた。私自身は、大学教員としてのキャリアとCSCD在籍期間がほとんど重なることから、工学分野の教員を体験する時期と、異なる分野の人の考え方に触れる時期が重なることとなった。その中で、現在進めている iFace を用いた共同研究は、これまで私が関わってきた学会や研究会での質疑応答、同じような研究アプローチをとる人から頂いたアドバイスを得た経験とは、大きく異なるものであった。　まず、研究を進める期間の長さが大きく異なる。西村さんと私が現在分析している対象に関して、iFace の利用実験を実施したのは、2009年の 3月である。それから1年後の 2010年 3月に、重点的に分析を進めた。現在の分析対象は、3件実施した利用実験の中の、1件のみである。もちろん、その間の期間に
何も進めなかったわけではないが、このように1つの対象を長期の期間に渡って研究対象とし続ける経験は、私にとって初めての経験であった。　次に、研究の意義やその位置づけである。通常、私が研究を進める際には、私自身は、採るべきアプローチをある枠の中で考えている。しかし、共同研究の中では、その枠を選択した理由を、強烈に考えなければいけなかった。なぜ、私はこのような方法を選択したのか、なぜ、私はこのような設計を行ったのか、なぜ、私はこのような画面構成にしたのか、それを直接問われたわけではないが、研究を進める際のディスカッションは、常にそのようなことを考えさせられる場となった。そして、普段私が研究を進める際に大前提としていることに対して、次々と、「本当にそれでよかったのか？」、「なぜそうしたのか？」と考え直さなくてはいけなくなった。私が学んできた研究の前提は、決してどのような場合にも、そして誰にとっても前提となるものではなく、見方をかえれば、間違っていることにすらなりうる、ということに思
いいたることになった。そして、それは、私が暗黙のうちに前提としてきたこととは、一体何なのか、ということでもあった。　そして、関わり方である。ともすれば、私がこれまで関わってきた分野の存在を否定されかねない価値観や、アプローチのあまりにも大きく異なる方法論に、私自身が関わっている研究分野の存在価値をどのように感じればよいのか、見失うことにもなりかねない。そのような時には、これまで研究を進めてきた考え方とは異なる思考を要求され、私が馴染んだ方法とは異なるので、どのように考えを進めればいいのかわからない時もあったように思う。異なる考え方の方に迎合したくなることすらあるかもしれない。そこで、私が馴染んでこなかった思考を進めるとともに、一方で、これまで私は私自身が関わってきた分野で何を学んできたのか、前を行く人が進めてきた方法を真似ることにどのような意味があったのか、を考えることになった。それは、私が何かの研究を進めてきたからこそ、得てきたものであったと思う。そして、それを考える
際に与えられた大きな刺激は、共同研究者である西村さんの言葉である。私が発した素朴な質問に、丁寧に回答してもらった言葉であり、大きく異なる視点をもちながら私が見ている対象を見つめ、それをまとめた原稿の中の言葉であった。それらがなければ、私は考えることをやめてしまったかもしれない、と、これまでの進め方を振り返って思う。　私自身の中で、何かを信じなければ、これまで研究を進めてくることはできなかった。そして、その中身が何であったかを言葉で理解してきたのではなく、進めていく中で身につけてきたように思う。それが運よく一生を通じて変わらないものである場合もあるかもしれないが、私の場合は、何度も振り返って、それが何であるかを考え直すことになるような気がしてきている。　西村さんとの共同研究を含め、いくつかの共同研究を進める中で気づきはじめたことがある。私は、決して共同研究者と同じ考え方にはならない。けれど、共同研究者との違いに気づくとき、私が関わっている問題のおもしろさに気づくことにつな際に与えられた大きな刺激は、共同研究者である西村さんの言葉である。私が発した素朴な質問に、丁寧に回答してもらった言葉であり、大きく異なる視点をもちながら私が見ている対象を見つめ、それをまとめた原稿の中の言葉であった。それらがなければ、私は考えることをやめてしまったかもしれない、と、これまでの進め方を振り返って思う。　私自身の中で、何かを信じなければ、これまで研究を進めてくることはできなかった。そして、その中身が何であったかを言葉で理解してきたのではなく、進めていく中で身につけてきたように思う。それが運よく一生を通じて変わらないものである場合もあるかもしれないが、私の場合は、何度も振り返って、それが何であるかを考え直すことになるような気がしてきている。　西村さんとの共同研究を含め、いくつかの共同研究を進める中で気づきはじめたことがある。私は、決して共同研究者と同じ考え方にはならない。けれど、共同研究者との違いに気づくとき、私が関わっている問題のおもしろさに気づくことにつな
がる。共同研究者とのディスカッションは、相手と私の違いを確認する場であり、私自身の立ち位置を問い直す場である。そこで得た視点は、その研究に活かされるだけではなく、私が進めている他の研究にも影響している、と感じ始めている。　このようなことを強く感じ始めたのは、私が iFace を用いた共同研究に本気で取り組みはじめてからだと思う。スイッチがどこではいったのかは思い出せないし、少しずつ感じたから巻き込まれていったのか、どちらが先かは私自身もわからない。ただ、本気で取り組まなければ見えてこなかっただろうと思うことは、たくさんある。このような機会に運よくめぐり合えてよかった、と思う。　「『対話』とは、対立する話である」ということを伺う機会を得た1）が、同じを感じるのではなく、違いを確認し、同じものを見ていてもこんなにも異なるのか、ということ、そして、それでもそこにはどこか相通じるものがあるのかもしれないという予感、を感じる場。それから、そのような場に出会える偶然と、居続けることのできる必然。
さらに、それでも前に進もうとする力。それが、私にとっての「学際研究」のような気がし、「学際研究」に関わるために必要なものであるように思う。」　　（西村の立場から）　「CSCDに着任してから、多分野の研究者や実践家と議論したり、協働してプログラムを作ったり研究をしたりする機会が多くなった。とりわけ、本プロジェクトの共同研究者である伊藤さんとの取り組み（伊藤さんの研究室で開発された iFace というシステムを使う場面の相互行為分析）は、工学の前提や目的を知ると同時に、看護学を専門としつつ哲学を志向する私自身の前提と目的、それを自覚的に言葉にしていく機会になったように思う。前提が異なっているため、何らかの違いを感じるたびに、互いの前提から説明をしなければならなかったためだ。　私自身は医療現場、とりわけ看護実践の成り立ちを、現象学という現代思想を手がかりにして分析することを主な仕事にしてきたが、専門領域とは異なる事象を分析したことは初めてだった。具体的には、iFace 利用時の相互行為の部分的な分析
は可能であったが、全体の流れを見通すことのできる分析の視点がなかなか浮かんでこずに、何をポイントにして事象と関与すればいいのかに戸惑った。が、何度も伊藤さんと一緒に議論をしていくうちに、このシステムを作った彼らにとっての問題が見えてきた瞬間があった。そもそも、相互行為分析はその場に参加している人々にとっての問題、あるいはその人々があまり自覚せずに成し遂げている方法を探求する（西阪［1997］）。伊藤さんの話から iFace 開発者にとっての問題が見えてきたときに、私において分析の視点が開かれたのだ。具体的には、彼らは作ったモノを評価するという思考とその方法を課題としていることを知り、その課題を引き受けることができた。　またこの経験を通して、改めて次のことも実感した。事象の方が分析の視点を示してくれること、その示された分析の視点が方法を示していること、つまり、事象への関与も分析の視点の発見を促しており、それは自分自身の身体性と不可分であること。それは私の身体性というよりも、私自身が参加
していた事象に編み込まれた身体性、つまり分析しようとしていた事象に私自身も参加しつつ組み込まれている、それを手がかりにして分析していたことに改めて気づかされたのである。　こうした経験と気づきを通して、分野の垣根を越えた「学際研究」は、多分野の知識を得たり、専門性を越えた関心を持ったりすることに留まらず、研究に取り組む者自身が自らの前提や思考の枠組みを大きく揺さぶられ、それを変化させていく経験であると考えるようになった。つまり、「学際研究」に取り組んではじめて経験できることが異分野の知をつなぐ「土壌」2）を作ることになっているのであり、またこの土壌の生成は、異分野の知を受け入れつつ自らを改変させていく素地となっているのだ。他分野を見知らぬ「他」として排除せず、「他」を知るために自分自身も変わり、「他」を知りまた変わる。そのとき「他」は、既に「他」ではなくなっている。　心臓移植を受けた哲学者、ジャン =リュック・ナンシー［2000］は、他者の心臓を自身の身体に受け入れるために自身のア
イデンティティを、つまり免疫機能を低下させたことを、「それは患者を自分自身のよそ者にする」と記述する。「私が自分にとってよそ者になる」のである。心臓移植を要する場合、自らを排除してでもよそ者を受け入れなければ、生きることができない。しかしそれは、臓器移植のみに起こることではなく、「他」を受け入れること、そのことに直面する別の事態においても引き起こされる。その、壮絶な変化がよそ者を受け入れることなのだ。だが、今まさに、研究や教育においてもそれが必要とされている。　このように考えると、大学院の教養教育――CSCDの高度副プログラム、他大学の大学院共通授業科目、共通教育科目などでの学習は、主専攻に対する副専攻という制度上の意味合いに収まりきらない位置づけにあると言えるだろう。主専攻の横に併記される副専攻ではなく、既に自分の主専攻（アイデンティティ）をもっている大学院生にとって、他分野の前提や目的に触れることは、同時に自らの主専攻の枠組みを問われ、それを大きく揺さぶられる経験になる。
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プ」に参加してもらったり、「え？何？演劇？」と訝りながら、対面発表で対面して下さった皆様から、いろいろと貴重なインスパイアをいただいた。基の原稿「防犯教育におけるインタフェースとしての演劇ワークショップ」をベースに、そんなインスパイアを混ぜ込みながら、越境的なレポートになれば、と願う。「越境」には、目的のはっきりしたものと、そうでないものがあると考える。前者は、例えば「子どものコミュニケーション能力の向上のために、教育と芸術の垣根を超えて、演劇ワークショップをやりましょう。」などとクリアに言えるものである。後者は、「武術と書道を組み合わせてみようと思うが、何のためと言われても困るし、そもそも面白いのかどうかも全く定かではない。」というような種類のものである。この原稿は、後者に当たる。芸術のジャンルでは、そういった「とにかく越境してみる」行為の中から、膨大な無駄とごく僅かな価値ある先進的芸術が生まれているが、この手法をアカデミックな場にも持ち込んで、無責任のそしりは敢えて覚悟し、
特に見通しの無い越境を企ててみた。　なお、ヒューマンインタフェース学会については、http://www.his.gr.jp/ を参照のこと。　また、ヒューマンインタフェースシンポジウム2010については、http://www.his.gr.jp/his2010/ を参照のこと。　ちなみに、http://www.his.gr.jp/his2010/#workshopに、我々が参加し発表したという動かぬ証拠がある。　さらに、明朝体フォントの部分が元の原稿で、ゴシック体の斜体の部分が、加筆部分である。明朝体フォントの部分だけ読むと、元の原稿が判読できるという仕組みになっている。全体的には極めて読みにくいと自分でも思うが、いわば「越境に伴うストレス」である。　あと、子ども向けの教育的な演劇ワークショップについては、蓮行がディレクションした「演劇で学ぼう」というインターネット教材がある。これも何かの参考になると思う。http://www.fringe-tp.net/kankyogeki/all/　1. はじめに　学校教育や企業研修の場で、「演劇ワークショップ」の取り組みが注目され始めている。本発表では、「子
どもの防犯教育」における演劇ワークショップの開発方法やその効果のポイント、情報技術を活用した展開方法、そして、それらの学術的な評価方法に関する、最新の知見について、紹介する。　2. 背景　2. 1 社会的背景　小中学校現場で、「防犯」は火急の問題である。しかし、特に公立の学校では、近年話題になっている「給食費未納問題」や「モンスターペアレンツ問題」に象徴されるように学級運営さえ厳しいという現実があり、防犯について十分な対策を講じる余力が現場にはない。また、子供たちを従来守ってきたと言われる地域コミュニティの防犯機能（世代間教育、地域内がほぼ顔見知りで侵入者の発見が容易、等）の衰弱等も子どもが犯罪に巻き込まれるリスクが上がっている大きな原因とされている。　さらには、いわゆる出会い系サイト、ネット詐欺等、新しいリスクも極めて大きくなっている。　教育の力によって、「子供が犯罪に巻き込まれるリスク」を下げようとした場合、やはり現実的には小学校や幼稚園、保育園、学童保育等、子供が集まって勉強
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や共同生活をする場で使える、有効な方法論が望まれる。　学校現場の現実を考えれば、導入の為に学校や自治体に大きな初期投資的な負荷（制度変更や財政的負担）を強いず、比較的安価で継続でき、現場の教職員に大きな負荷をかけない（むしろ軽減する）ような方法論が必要である。私たちが取り組む演劇ワークショップの方法論は、上記の要求に対して高い水準で応えるものである。　2. 2 演劇ワークショップの概要　教育現場に於いて「ワークショップ」という言葉は、「参加型・体験型・双方向型学習」などと訳されることが多い。「演劇ワークショップ」とは、「演劇」の持つ教育力としての特性（表現力、異文化理解力、コミュニケーション力、グループワーク力等）を活用し、頭で理解するだけではなく、身体感覚や感動を伴うグループでの学びの共有を図る方法論である。　演劇に関する知見と技能を持ち、学校現場で演劇の指導とワークショップのファシリテーションを実施できる技能者を、特に「コミュニケーションティーチャー（以下：CT）と呼んでいる。
　CTは、特に演劇の技法を教える訳ではない。様々なテーマ、社会的問題を題材に（本件で言えば、「防犯」がテーマである）、子ども達と一緒に劇を「創作」するのである。CTという「外部の特殊な大人」と共に、「劇作り」を通すことでいかなる学びがあるのかは、以降で詳述していく。　翻って、今回の学会発表は、「ヒューマンインタフェースを研究する人たち」というかなり「偏った（ちょっとご本人達には失礼かもしれないが、間違っても社会における多数派ではない）大人」達と、「ヒューマンインタフェース研究の専門ではない、やっぱり偏った（演劇をやっている）大人」の異文化交流のような一面があった。「理系」とか「ヒューマンインタフェース研究者」というくくり方は無論、乱暴であるのだが、非常に異なった属性を持つ者（この場合、演劇の専門家）との境界では、そういう「十把一絡げ」は否応なく際立つことになる。が、越境コミュニケーションを図ろうとする場合は、「十把一絡げ」であることと、「一絡げの中にも当然様々な個性が存在すること」　CTは、特に演劇の技法を教える訳ではない。様々なテーマ、社会的問題を題材に（本件で言えば、「防犯」がテーマである）、子ども達と一緒に劇を「創作」するのである。CTという「外部の特殊な大人」と共に、「劇作り」を通すことでいかなる学びがあるのかは、以降で詳述していく。　翻って、今回の学会発表は、「ヒューマンインタフェースを研究する人たち」というかなり「偏った（ちょっとご本人達には失礼かもしれないが、間違っても社会における多数派ではない）大人」達と、「ヒューマンインタフェース研究の専門ではない、やっぱり偏った（演劇をやっている）大人」の異文化交流のような一面があった。「理系」とか「ヒューマンインタフェース研究者」というくくり方は無論、乱暴であるのだが、非常に異なった属性を持つ者（この場合、演劇の専門家）との境界では、そういう「十把一絡げ」は否応なく際立つことになる。が、越境コミュニケーションを図ろうとする場合は、「十把一絡げ」であることと、「一絡げの中にも当然様々な個性が存在すること」
を同時に認めなければならない。お互いが「インタフェースの人」「演劇の人」と距離を取る限りは何の価値ある交流も生まれないし、互いの個性を認め合うような時間も心の余裕も無いからである。属性が違いするぎる者同士を、限られた時間や様々な制約の中で、それでも具体的に有益な何らかの産物を生み出すような交流を成功させるツールとして、「演劇」は有効なのではないのか、というのが私達演劇人の持つ仮説である。　2. 3 演劇ワークショップに対する一般的誤解　「防犯教育のための演劇ワークショップ」と言うと、多くの場合、以下のように捉えられる。　「防犯に関する『正しい知識』へアクセスするためのインタフェースとして、「演劇」や「演劇ワークショップ」という楽しい手法を使えば、子どもの動機付けや理解の助けになるはずだ。」　しかし、これは全くの誤解である。私たちが提唱する演劇ワークショップの手法は、「正しい防犯知識へのアクセス」の為のインタフェースでは無い。　私たちは当然、知識の大切さは否定しない。例えば、「出かけると
きは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッきは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッきは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッ
ト（潜在的被害者）・抑止力のある監視者の不在」という3条件が揃ったとき、犯罪が起こる、とされている。私たちは「犯罪のターゲットとしての子ども」の、「実際力」の向上が、「犯罪の発生を抑止する」と考えている。　2.4 この論説の意義　この論説では、2.3 に上げたような「防犯知識へのアクセス型インタフェース」という誤解を解き、「知識、疑似体験、コミュニティーづくり、犯罪者を生み出さない社会包摂」等を含めた「防犯コンポーネント」へアクセスするインタフェースとしての「演劇ワークショップ」の説明と紹介を試みることを目的とする。　ちなみに、今回の学会では、上記のような「誤解」は、少なくとも顕在化はしてこなかった。対話した皆さんは、「誤解」するほどの「理解」が無いというか、「とにかくもう、演劇だなんて何が何だかさっぱりわからない」という感じであった。「誤解」が存在しない状態での説明というのは、「誤解を解く」というプロセスが不要な分、話は早いが、「結局、お互いの興味や利害が全く噛み合ない」という事も往々
にして起こる。今回、短時間で「興味」を喚起することの成功率は必ずしも高くは無かったが、「ヒューマンインタフェース工学に、演劇はすごく役に立ちそう」という一方的な興味は持つことができた。　3. 目的・意義・効果　3. 1 目的　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果を活かし、防犯に関する「知識」「身体感覚」「（疑似）体験」が個人の中で有機的にリンクした、高い実際力を持った子どもを育てることが、「防犯教育のための演劇ワークショップ」の第一義的な目的である。　このワークショップ手法を実践することで、周辺の大人への教育効果や、コミュニティ形成効果をもたらすことが、二義的な目的である。　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果、については、次節にて詳説する。　3. 2 プログラムの概要　本プログラムでは、小学校の授業のコマに、CTとしてプロの演劇人（俳優、演出家など）が入り、子どもたちと一緒に台本から作り上げ、最終日に演劇の発表会として、他学年の子どもたちや保護者、地域住民に鑑賞してもらう。　3. 3 養われ
る力、効果とその意義　3. 3. 1 知識と当事者意識　面白い演劇作品を作るには、リアリティが必要である。子ども達は「自分達が台本を作る」というクリエイティブな作業にワクワクしながら、「良い台本を作るために、正しい知識を！」と、高いモチベーションで、知識（本件では防犯の知識）を習得する。得た知識は、台本という形にアウトプットされ、さらにそれを練習でインプットされ、という複雑な過程を通して、活きた知識として頭と心身に定着する。　また、練習の過程では、大人であるCTに掴まれた腕を、子どもは「力では振りほどくことができない」と体験する（低学年の男子は、反撃を本気で考えている子も多い）。そういう「体感」を得ることで、「危険を感じたら、反撃するのではなく、逃げる」という知識が、実行に移せるようになる。　このような一連のプロセスを通じて、「犯罪が自分の身に起きてもおかしくない」という当事者意識と、「自分の行動が他者に影響する」と想像するきっかけを作る。　　これを、ヒューマンインタフェース工学に引き

ではなく、チーム全体が協力しあわなければ成立しないものである。社会におこるあらゆる問題もまた、一人一人の協力なしには解決できないものばかりである。子ども達は上演を通じて、まず目の前にいるお友達のことを思いやりながら、他者と恊働して問題を解決して行こうとする意識を、身に付けるきっかけをもつことができる。　また、舞台上で、自分に与えられた役割を最後までやり遂げるというのは、非常に高い負荷だが、それをやり遂げなければならないという責任感を学ぶ場でもあり、その達成感が、防犯意識の向上に不可欠と言われる「自尊感情」の醸成に大きく資する。　本番では、スポットライトと観客の拍手によってこれまでの苦労が報われ、自分たちの作業を極めて肯定的に総括することができる。　台本作り、練習、本番を通じて、「他者の尊重」「他者とのチームワーク」「自尊感情」という、子どもの防犯教育に必要不可欠な要素を、学ぶことができるのである。　3. 3. 4 大人の気付きの促進　また本プログラムでは、練習のプロセスや、発表を見る
ことにより、大人の気付きを促すことができる。　台本作りは、子どもが陥りやすい誤った情報（反撃を試みる等）を、どの程度の子どもが持っているのか、あるいは知識そのものが無かったり、意識が低かったりするのか、ということを教員や保護者がリアルタイムで知る貴重な機会である。　また、練習では、例えば集団で遊んでいたはずの子どもが、どういう要因でいつのまにか孤立し（孤立させられ）、連れ去りのリスクにつながるか、等のシチュエーションが、具体的に現出する。　本番では、それら浮上してきた要素を上演に盛り込み、観客となる大人達に対して、従来の教材よりも強いメッセージを、子ども達の身体表現を通じて、発することができる。　3. 3. 5 地域防犯コミュニティづくりの起点　イベントとして発表を見せることで、地域に共通意識を作る手がかりを提示し、地域防犯コミュニティづくりにつながる。大阪府枚方市では、防災減災イベントに演劇ワークショップと発表会を行い、地域の避難訓練のキラーコンテンツとして、地域防災コミュニティ
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ことにより、大人の気付きを促すことができる。　台本作りは、子どもが陥りやすい誤った情報（反撃を試みる等）を、どの程度の子どもが持っているのか、あるいは知識そのものが無かったり、意識が低かったりするのか、ということを教員や保護者がリアルタイムで知る貴重な機会である。　また、練習では、例えば集団で遊んでいたはずの子どもが、どういう要因でいつのまにか孤立し（孤立させられ）、連れ去りのリスクにつながるか、等のシチュエーションが、具体的に現出する。　本番では、それら浮上してきた要素を上演に盛り込み、観客となる大人達に対して、従来の教材よりも強いメッセージを、子ども達の身体表現を通じて、発することができる。　3. 3. 5 地域防犯コミュニティづくりの起点　イベントとして発表を見せることで、地域に共通意識を作る手がかりを提示し、地域防犯コミュニティづくりにつながる。大阪府枚方市では、防災減災イベントに演劇ワークショップと発表会を行い、地域の避難訓練のキラーコンテンツとして、地域防災コミュニティ
つくりに寄与している。この事例は、防犯に応用可能だと考えられる。　4. WS の方法紹介　4. 1 プログラムの内容　4. 1. 1 オープニングシーンの観劇　ワークショップに入る前に、CT（俳優）がイントロダクション部分を上演。　プロの俳優による迫力あるお芝居を目の前で見ることにより、CTへの求心力と、子ども参加意欲、学びの意欲、発表会へのモチベーションを喚起する。　4. 1. 2 コミュニケーションゲーム　具体的な演劇防犯ワークショップに入る前の、参加者同士のアイスブレイクを行う。　CTと子どもとのコミュニケーション環境を整えることを目的とし、共同作業でお芝居を創り上げることを意識できるようになる。　　今回は、ワークショップの時間にはこのコミュニケーションゲームをやった。今回は参加者が理系の研究者であることと、会場が学会全体の受付の真ん前で、いろいろな人が遠巻きにチラチラ見れる環境であったため、言いようのない緩く恥ずかしい時空であった。盛り上がらなかったのかというとそうでもなく、しかし周囲の遠巻きのつくりに寄与している。この事例は、防犯に応用可能だと考えられる。　4. WS の方法紹介　4. 1 プログラムの内容　4. 1. 1 オープニングシーンの観劇　ワークショップに入る前に、CT（俳優）がイントロダクション部分を上演。　プロの俳優による迫力あるお芝居を目の前で見ることにより、CTへの求心力と、子ども参加意欲、学びの意欲、発表会へのモチベーションを喚起する。　4. 1. 2 コミュニケーションゲーム　具体的な演劇防犯ワークショップに入る前の、参加者同士のアイスブレイクを行う。　CTと子どもとのコミュニケーション環境を整えることを目的とし、共同作業でお芝居を創り上げることを意識できるようになる。　　今回は、ワークショップの時間にはこのコミュニケーションゲームをやった。今回は参加者が理系の研究者であることと、会場が学会全体の受付の真ん前で、いろいろな人が遠巻きにチラチラ見れる環境であったため、言いようのない緩く恥ずかしい時空であった。盛り上がらなかったのかというとそうでもなく、しかし周囲の遠巻きの
皆さんが「うわあ楽しそう、私も入りたい」と思っているとは到底思えない雰囲気であった。ゲームの内容については、ここでルールなどを示しても絶対に想像がつかないので、割愛。ゲームの後は、次の項で触れる「ディスカッション」必須のワークショップを実施した。　4. 1. 3 ディスカッション　台本づくりを目的として、「防犯」をテーマにディスカッション（意見交換）を行う。生徒たちの発言や体験を台本に取り入れることにより、台本づくりに主体的に参加することが可能となる。このようなプロセスを通すことで、子どもたちの普段の生活に近い、リアルな上演台本を作ることができる。チームのオリジナル性を高め、練習への興味を喚起することが可能となる。　　今回は「黄道12星座選手権」という、蓮行の定番の「簡易演劇ワークショップ」をやった。これはゼウス（今回は受付に居た快活そうなお兄さんにお願いした）に向けて、黄道12星座がそれぞれ自分の高貴さをアピールして、もっとも高貴な星座を選んでもらう、という文章の説明では絶対にわ皆さんが「うわあ楽しそう、私も入りたい」と思っているとは到底思えない雰囲気であった。ゲームの内容については、ここでルールなどを示しても絶対に想像がつかないので、割愛。ゲームの後は、次の項で触れる「ディスカッション」必須のワークショップを実施した。　4. 1. 3 ディスカッション　台本づくりを目的として、「防犯」をテーマにディスカッション（意見交換）を行う。生徒たちの発言や体験を台本に取り入れることにより、台本づくりに主体的に参加することが可能となる。このようなプロセスを通すことで、子どもたちの普段の生活に近い、リアルな上演台本を作ることができる。チームのオリジナル性を高め、練習への興味を喚起することが可能となる。　　今回は「黄道12星座選手権」という、蓮行の定番の「簡易演劇ワークショップ」をやった。これはゼウス（今回は受付に居た快活そうなお兄さんにお願いした）に向けて、黄道12星座がそれぞれ自分の高貴さをアピールして、もっとも高貴な星座を選んでもらう、という文章の説明では絶対にわ
からないような内容である。どこかで何らかの形で体験していただくほかはない。定番の簡易演劇ワークショップには、他に「スマップ選手権」や「泡沫裁判所」などがあるが、いずれも文章で説明しても伝わりそうもないので、割愛する。　4. 1. 4 演技指導　子どもたちの個性を重視した配役を決め、実際の犯罪につながりそうな場面をシミュレーションしながら、演技指導を行う。　また演技指導の中で、セリフや動き等、児童が考えたものを取り入れる事により、主体的な創作活動の場を提供する。　これらのプロセスそのものが、子ども達が犯罪者と実際的コンタクトをする疑似体験となりうる。　4. 1. 5 繰り返しの練習　繰り返しの練習を行うことにより、「上達」する喜びを感じることが出来、　本番へのモチベーション高揚につながる。　また、途中経過の発表（リハーサルでの見せ合いっこ）よって、本番までの課題を感じてもらう。　4. 1. 6 本番　子ども達にとっては、これまでの学びの総仕上げのアウトプットとして、そして最も楽しい目標として、本番が上
演される。　必要に応じて、大人向けのシンポジウム等を併催し、学術情報の共有や、プログラムの質の向上のためのディスカッション、質疑応答等を行う。　4. 2 立命館小学校の場合　以下、2009年度の立命館小学校での社会実験の事例を基に、3章で紹介した目的、意義、効果との関連性を示しながら、実際の流れを紹介する。　・立命館小学校　日程：2月 9日　2月 16日　2月 23日　3月 2日　3月 9日　それぞれ基本2校時連続90分ずつ　場所：立命館小学校（京都市北区小山西上総町22番地）　対象：小学1年生（130名）　内容：2月 9日（火）1・2校時　児童とCTのコミュニケーション環境の土台を築く。児童へ「最終日に発表会を行う」という動機付けを行うため、上演する劇のオープニング部分をCTのみで上演、「続きを一緒につくろう」と提案する。クラスに分かれて、自己紹介・コミュニケーションゲーム・発声練習を行う。　2月 16日（火）1・2校時　ディスカッションを行いながら、台本づくり。台本の手直しをしながら、練習　防犯演される。　必要に応じて、大人向けのシンポジウム等を併催し、学術情報の共有や、プログラムの質の向上のためのディスカッション、質疑応答等を行う。　4. 2 立命館小学校の場合　以下、2009年度の立命館小学校での社会実験の事例を基に、3章で紹介した目的、意義、効果との関連性を示しながら、実際の流れを紹介する。　・立命館小学校　日程：2月 9日　2月 16日　2月 23日　3月 2日　3月 9日　それぞれ基本2校時連続90分ずつ　場所：立命館小学校（京都市北区小山西上総町22番地）　対象：小学1年生（130名）　内容：2月 9日（火）1・2校時　児童とCTのコミュニケーション環境の土台を築く。児童へ「最終日に発表会を行う」という動機付けを行うため、上演する劇のオープニング部分をCTのみで上演、「続きを一緒につくろう」と提案する。クラスに分かれて、自己紹介・コミュニケーションゲーム・発声練習を行う。　2月 16日（火）1・2校時　ディスカッションを行いながら、台本づくり。台本の手直しをしながら、練習　防犯
ブザーの使い方を練習。　2月 23日（火）1・2・3・4校時　完成した台本をもとに練習。台本配布。　3月 2日（火）1・2校時　リハーサル上演会を実施。　他クラスの発表を観る事により、発表会への意欲を子供達にあたえる。　3月 9日（火）1・2校時　保護者向け鑑賞会「いかのおすし」登校編＆下校編上演。保護者約200名が観劇。終演後シンポジウムを実施。演劇ワークショップの5日間の流れと、効果についてディスカッションが行われた。　終了後、ワークショップ参加者の保護者，教員を対象にアンケート調査を実施した。　（パネリスト：蓮行（大阪大学）／武田信彦（うさぎママの安全教室）／吉川裕子（立命館小学校教諭）　4. 3 その他の取組例（保谷小学校の事例）　保谷小学校では、100名の子ども達に対し、2時間で有益な防犯ワークショップを、というリクエストを受けた。「演劇ワークショップを重ねて、発表会を行う」という形式は採らず、CTが主導で、演劇的要素やコミュニケーションゲーム的要素を、エッセンスとして子どもに体感しブザーの使い方を練習。　2月 23日（火）1・2・3・4校時　完成した台本をもとに練習。台本配布。　3月 2日（火）1・2校時　リハーサル上演会を実施。　他クラスの発表を観る事により、発表会への意欲を子供達にあたえる。　3月 9日（火）1・2校時　保護者向け鑑賞会「いかのおすし」登校編＆下校編上演。保護者約200名が観劇。終演後シンポジウムを実施。演劇ワークショップの5日間の流れと、効果についてディスカッションが行われた。　終了後、ワークショップ参加者の保護者，教員を対象にアンケート調査を実施した。　（パネリスト：蓮行（大阪大学）／武田信彦（うさぎママの安全教室）／吉川裕子（立命館小学校教諭）　4. 3 その他の取組例（保谷小学校の事例）　保谷小学校では、100名の子ども達に対し、2時間で有益な防犯ワークショップを、というリクエストを受けた。「演劇ワークショップを重ねて、発表会を行う」という形式は採らず、CTが主導で、演劇的要素やコミュニケーションゲーム的要素を、エッセンスとして子どもに体感し
てもらう、というコンテンツを開発・実施した。　『PTA親子防犯教室－あんぜんパワーアップセミナー』　日程：2010年 2月 13日 10:00 ～ 12:00　場所：西東京市立保谷小学校（東京都西東京市保谷町1-3-35）　内容：西東京市立保谷小学校PTAが主催するPTA親子防犯教室「あんぜんパワーアップセミナー」にてWSを実施した。　「防犯」を言葉だけではなく、『よくきく』『よくみる』『にげる』『つたえる』ことを、実際に子供たちが体験して表現することで学ぶワークショップを実施した。　5. 評価・結果・課題　5. 1 評価方法　子どもへのアンケート調査（選択式、記述式）、教員へのアンケート調査、発表会を見た保護者や一般の方へのアンケート調査などを、評価方法として想定している。　5. 2 現状での評価方法　現在は、子ども自身へのアンケート調査を行っている。　5. 3 実施概要　今回の評価・結果・課題に関して、 2007年大阪市立十三小学校にて行ったアンケートを題材とする。実施概要は以下のとおりである。　授業実践日時：2007年 10月 19てもらう、というコンテンツを開発・実施した。　『PTA親子防犯教室－あんぜんパワーアップセミナー』　日程：2010年 2月 13日 10:00 ～ 12:00　場所：西東京市立保谷小学校（東京都西東京市保谷町1-3-35）　内容：西東京市立保谷小学校PTAが主催するPTA親子防犯教室「あんぜんパワーアップセミナー」にてWSを実施した。　「防犯」を言葉だけではなく、『よくきく』『よくみる』『にげる』『つたえる』ことを、実際に子供たちが体験して表現することで学ぶワークショップを実施した。　5. 評価・結果・課題　5. 1 評価方法　子どもへのアンケート調査（選択式、記述式）、教員へのアンケート調査、発表会を見た保護者や一般の方へのアンケート調査などを、評価方法として想定している。　5. 2 現状での評価方法　現在は、子ども自身へのアンケート調査を行っている。　5. 3 実施概要　今回の評価・結果・課題に関して、 2007年大阪市立十三小学校にて行ったアンケートを題材とする。実施概要は以下のとおりである。　授業実践日時：2007年 10月 19
日／ 10月 23日／ 10月 26日／ 11月 26日／ 11月 30日　（演劇指導4日、発表1日）　場所：大阪市立十三小学校　対象：小学5年生（35名）　プログラム内容　1）劇団員（CT）のあいさつ　イントロ　－各メンバーの自己紹介と授業の流れを説明。　－アイスブレーク　・ストップ＆ウォーク　部屋内を自由に動き回り、合図とともにその状態で静止する。または、近くにいる人と小さな円を作る。　2）演劇の作成　－発声練習　－チーム名作り　－台本作り　・生徒たちが普段から気にしていることや危険を感じること、防犯のためにしていることなどを自由に意見して場面を作っていく。　3）本番に向けた稽古　－チームごとに台本作りであげた場面をせりふをつけて演じてみる（その際にも細かい言い回しなどを修正して台本を完成させる）。　－台本に沿って練習、リハーサルをおこなう。　4）本番の発表と振り返り　－CTから一言。それを受けて生徒からも一言ずつ述べる。　掲げる目標　1）実施主体のめざす教育効果　①演劇の楽しさを知る　②防犯
に対する意識を育む　③自信を育む　④チームワークを育む　⑤表現力を育む　2）学校側のニーズ　⑥表現力・プレゼンテーション力（相手にものごとを伝える力）を育む　5. 4 結果　アンケート結果は、以下のようなものである。　（2007年大阪市立十三小学校　対象：小学5年生　35名）　「防犯劇はおもしろかったですか？」という問いに　　　対する理由（抜粋）　・みんなが、笑ってくれたから。（喜んでくれたから）　・劇団の人が、楽しくしてくれたり、おもしろく、劇の練習ができた　・笑えるところがあった。おもしろい部分もあったから。　・みんなでとっても練習して、最後には、大成功だったから。　・とても迫力があったから　・全部、いろいろ工夫していたから。　・皆で、やって、協力ができたし劇団衛星さんが楽しく教えてくれたからです。　・自分もこうやって身を守らないといけないなぁ、と思ったから。　・やるのがおもしろかった　・いつもより本格的にやっていたから　・パクが、連れ去られるときに、本当のようにしていたから。　・
自分たちで防犯の大切さを低学年たちに教えられて笑える所もあったから　・劇の練習が、とてもおもしろくしてくれたから。セリフや動きを考えてくれたのをしてとても楽しかった。　『（質問1-1）「防犯劇」はおもしろかったですか？』については回答者全員がおもしろかったという前向きな回答を寄せている。　『（質問1-3）防犯劇のようなプログラムがあったら参加したいと思いますか？』については、わからない（4％）、無回答（19％）、あまり参加したくない（4％）を除く73％が参加意向を示しており、「目標①：演劇の楽しさを知る」は達成できたと考えられる。　「防犯に対しての行動」（抜粋）　・防犯ブザーを持っている。　・戸締りをしたりすること　・カギを開けるとき、人がいないかチェックする　・変な人を見たり危ないと思ったらすぐ逃げる　・家に入る時右左を見る。　・あやしげな人が後ろからきていないか？　・常に、登校、下校する時は周りを気にするようにしています。　・今まで、あんまり考えることがなかったけど、劇もしたし、ちょっ
とだけ、練習になったと思う。　・いやな気配がしたら、すぐに、その場に離れる。　・甘い話に乗らないで、人通りの多い道を通る。　・頭の後ろに目をつける。暗いところは通らないようにする。人目のあるところを通る。　・変な人に追いかけられたりすると大声を出す　・いかのおすしを意識するようになった。　『（質問2-1）防犯について以前よりも考えるようになりましたか？』についてはわからない（4％）変わらない（4%）を除く92％の児童が防犯への意識が高まったと考えられる。これより、「目標②：防犯に対する意識を育む」は達成できたといえる。　『（質問2-2）防犯について何か行動するようになりましたか？』については、これからしていく予定（19％）そして、変わらない（19％）と答えた児童に対し、今後どのように行動に結び付けられるかが課題である。　『（質問3-1）以前より大きな声で話せるようになりましたか？』については回答者全員が「そう思う」という前向きな回答を寄せている。「目標⑤・⑥：表現力・プレゼンテーション力（相とだけ、練習になったと思う。　・いやな気配がしたら、すぐに、その場に離れる。　・甘い話に乗らないで、人通りの多い道を通る。　・頭の後ろに目をつける。暗いところは通らないようにする。人目のあるところを通る。　・変な人に追いかけられたりすると大声を出す　・いかのおすしを意識するようになった。　『（質問2-1）防犯について以前よりも考えるようになりましたか？』についてはわからない（4％）変わらない（4%）を除く92％の児童が防犯への意識が高まったと考えられる。これより、「目標②：防犯に対する意識を育む」は達成できたといえる。　『（質問2-2）防犯について何か行動するようになりましたか？』については、これからしていく予定（19％）そして、変わらない（19％）と答えた児童に対し、今後どのように行動に結び付けられるかが課題である。　『（質問3-1）以前より大きな声で話せるようになりましたか？』については回答者全員が「そう思う」という前向きな回答を寄せている。「目標⑤・⑥：表現力・プレゼンテーション力（相
手にものごとを伝える力）を育む」については達成できていると考えられる。　『（質問3-2）以前と比べて「自信」がついたと思いますか？』については、そう思わない（4％）を除く96％の児童が、自信がついたと考えるようになった傾向が見られる。これにより、「目標③：自信を育む」をほぼ達成しているといえるが、そう思わない（4％）と答えた児童に対し、自信を育むための更なる工夫について検討の余地がある。　『（質問4-1）仲間（グループメンバー）の良いところや得意なことが、よくわかるようになりましたか？』および『（質問4-2）仲間（グループメンバー）と、よく協力することができるようになりましたか？』についてはグループで一つのものを作り上げる取組みを行ったが、前者の質問に対し変わらない（4％）、わからない（8％）、無回答（4％）後者の質問に対し、わからない（4％）という結果であった。「目標④：チームワーク力を育む」という教育効果をめざし、グループメンバーの良いところ・得意なことを互いに学び合うような取組みや、グ
ループワークの練習を取り入れるなど、更なる工夫について検討の余地がある。　5. 4 評価に関する課題　本件の評価に関する課題は、「演劇ワークショップが子どもの防犯教育に資する」という「科学的根拠」を明らかにする事が難しい、ということである。演劇ワークショップを行う前と後を比較して、担任の先生に感想を聞くと、感覚的には「明らかな効果がある」という回答を得ることができる。しかし、それを科学的、客観的に提示することは、非常に難しい。　犯罪そのものの件数の絶対数は当然少ないものなので、犯罪の件数が減った、という数字で、効果を計ることは適切ではない。　また、子どもの犯罪に対する耐性である「実際力」を計ることも、同様に困難を伴う。何をもって「未知なる人との適切なコミュニケーション／ネゴシエーション」とするか、の考察を深め、陳腐化しない計測方法の確立が急がれる。　また、演劇ワークショップによる「防犯地域づくり」や、「潜在的加害者を生み出さない」という効果まで含めて、総合的な評価をしようとすると、
調査対象や計測すべき要素が多岐に渡り、調査そのものが大変な上に、成果の全体像が把握しにくいという問題もある。　これらの問題の解消のために、「芸術の持つ力の計測・評価」や、「ワークショップ教育の持つ教育力の計測・評価」といった、関連分野の発展に期待するとともに、その新しい知見の有効な活用が必要とされる。　実際、対面発表でも「評価はどうするのか？」という質問があった。しかし、その問題は「芸術の持つ力をどう評価するのか？」という、極めて難しい命題に近いものがあり、拙速にやることは危険である。文化政策などのジャンルでも、なぜ芸術芸能を公的支援をするのか、という事への答えを導くために、「どう測定するのか、どう評価するのか」は、重要なのだが、そこに永遠に答えが出ないことにこそ、芸術の価値の本質があるのではないか、と漠然とだが常に感じている。　6. この後の展望と期待　「正しい防犯知識へのアクセス」型インタフェースの典型であるＥラーニング教材は、予めプログラムされた知識群を、子どもが100％理
解すればゴールである。　演劇ワークショップの手法を使えば、鑑賞する大人の気付きを促すなど、プログラムされた100％の情報以上の成果を、得ることも可能である。　現在、私たちのプロジェクトは、Ｅラーニング教材の良さと演劇ワークショップの良さの両方を活かすため、双方を有機的に連動させたプログラムを開発中である。　上記のＥラーニングの例などは「どういうインタフェースが、子どもにより大きな学びをもたらせるか」という正に直接的な「演劇」と「ヒューマンインタフェース工学」の接点となる。そういうごく具体的なレベルから、未来に向けた「芸術と工学」といったレベルまで、今回マッチングされた二者が画期的な化学反応を起こし続ける事を願い、努力していこうと考えている。　7. 最後に、大きなまとめとして　「謝辞」と「参考文献」の後にもってくる大きなまとめとしては、こういう多少胡散臭い試みを許容されるCSCDという「場」の良さに感謝しつつ、当初思っていたよりも、「越境」と「胡散臭さ」による果実が大きかったように
感じるなあ、という手前味噌な感想で、締めくくりとしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「現場力」ノオト（2010年・秋）／西村ユミ　西川勝　池田光穂　高橋綾　樫本直樹　本間直樹　安田伸行　小林恭／まえがき　現場には、はっきり意識しないままに埋め込まれていることが沢山ある。見逃してしまうかもしれない、気づき難い営みがある。既に知っているのに、それを言語化しようとすると言葉に詰まる実践もある。それらを丁寧に見つめ直したり、論点を整理し直したりすることで、はっきり見えなかったことが浮かび上がってくるかもしれない。また、現場を反省的に捉え直すために必要とされる視点や理論、概念がある。その吟味は、現場を別様の切り口から照らし出すことを可能にし、現場を見ることを学び直す視点を提供してくれるだろう。本稿は、「現場力研究会」1）での議論をもとに、こうした現場の営みや概念を、一人ひとりの参加者がじっくり
考えて綴った「ノオト」である。　これまでは「『現場力』研究術語集」として、『Communication-Design』の 0～ 2号に、幾つかの術語を著してきた。0号（西村他［2007］）では、「学習の場としての実践現場」「参加の概念」「私の実践コミュニティ」「「わざ」の習得」「アイデンティフィケーション（Identifi cation）」「メティス（策略知）」「表面の経験」「アクティブ・タッチ（Active Touch）」「協働的実践（Collaborative Practice）」の 9術語、1号（西村他［2008］）では、「問題にもとづく学習」「学習のコンテクストの学習」「活動の拡張としての学習」「経験の直接性に含み込まれた他者の経験」「道具を使う」「エージェンシー（Agency、行為者性）」「埋め込み（Embeddedness）」「改善（KAIZEN）活動」「協働システムと組織」の9術語の記述を試みた。2号（西村他［2009］）では、「反省的実践」「装置（dispositifs）」「状況に埋め込まれた行為」「インスクリプション（inscription）」「芸術パフォーマンスにおける即興」「当事者」「復興コミュニティビ考えて綴った「ノオト」である。　これまでは「『現場力』研究術語集」として、『Communication-Design』の 0～ 2号に、幾つかの術語を著してきた。0号（西村他［2007］）では、「学習の場としての実践現場」「参加の概念」「私の実践コミュニティ」「「わざ」の習得」「アイデンティフィケーション（Identifi cation）」「メティス（策略知）」「表面の経験」「アクティブ・タッチ（Active Touch）」「協働的実践（Collaborative Practice）」の 9術語、1号（西村他［2008］）では、「問題にもとづく学習」「学習のコンテクストの学習」「活動の拡張としての学習」「経験の直接性に含み込まれた他者の経験」「道具を使う」「エージェンシー（Agency、行為者性）」「埋め込み（Embeddedness）」「改善（KAIZEN）活動」「協働システムと組織」の9術語の記述を試みた。2号（西村他［2009］）では、「反省的実践」「装置（dispositifs）」「状況に埋め込まれた行為」「インスクリプション（inscription）」「芸術パフォーマンスにおける即興」「当事者」「復興コミュニティビ
ジネス」「｢つたなさ｣ のテクノロジー」の8術語を提案した。これらの述語は、意味の固定を急いで提案したのではなく、具体的な現場で使用され再検討されて、それを通して現場の見え方や理解の切り口が別様に見えてくる可能性があると考えて著された。　本稿では、2008年度後半から2010年度前半の研究会における議論から編み出された、12編の気になる現場の事象や言葉、その論点を紹介する。この間私たちは、『省察的実践とは何か？』（ドナルド・ショーン）、『動く知フロネーシス』（塚本明子）、『ケア：その思想と実践』（上野千鶴子他編）、『いじめ：学級の人間学』（菅野盾樹）などを読み進めてきた。さらに、木村敏の「臨床哲学」、鶴見俊輔の「コミュニケーション」、Community-Based Participatory Research（CBPR）、研究会メンバーが携わっている具体的な現場での取り組み――犬島アート活動、介護現場の実践、認知症ケアの現場、看護実践とその経験等なども報告された。　またこの間には、新たなメンバーがたくさん加わり、具体的な現場の課ジネス」「｢つたなさ｣ のテクノロジー」の8術語を提案した。これらの述語は、意味の固定を急いで提案したのではなく、具体的な現場で使用され再検討されて、それを通して現場の見え方や理解の切り口が別様に見えてくる可能性があると考えて著された。　本稿では、2008年度後半から2010年度前半の研究会における議論から編み出された、12編の気になる現場の事象や言葉、その論点を紹介する。この間私たちは、『省察的実践とは何か？』（ドナルド・ショーン）、『動く知フロネーシス』（塚本明子）、『ケア：その思想と実践』（上野千鶴子他編）、『いじめ：学級の人間学』（菅野盾樹）などを読み進めてきた。さらに、木村敏の「臨床哲学」、鶴見俊輔の「コミュニケーション」、Community-Based Participatory Research（CBPR）、研究会メンバーが携わっている具体的な現場での取り組み――犬島アート活動、介護現場の実践、認知症ケアの現場、看護実践とその経験等なども報告された。　またこの間には、新たなメンバーがたくさん加わり、具体的な現場の課
題や現場を見る視点が提案された。どれも現場では確かに見えている（経験されている）、けれども言葉にし難い重要な視点ばかりだ。こうした参加者一人ひとりの経験を見落とさずに拾い上げ、その経験に合ったスタイルでゆるやかに記述することを目指して、本稿から、「｢現場力｣ 研究術語集」を「現場力ノオト」に改名した。ここで取り上げた内容が、現場において使用され再検討され、新たな視点から現場を照らし出し、同時に現場に組み込まれていくことを期待する。　（西村ユミ）　1. 声の記述　20数年間、ぼくは看護記録や介護記録を書き続けてきた。しかし、肝心なことは書き損じてきた、という気持ちが強い。なにが書けなかったのか。ケアの証拠のために記録をしても、ケアを記述してこなかった。ケアの現場には、さまざまな声が交錯する。その声に促され、励まされ、問い詰められて、ケアは展開する。それなのに、記録においては、それぞれに異なる肌理をもったあの声､ この声は、どこにいったのか。ぼくに届いたはずの声の生気は、意味内容を固定す題や現場を見る視点が提案された。どれも現場では確かに見えている（経験されている）、けれども言葉にし難い重要な視点ばかりだ。こうした参加者一人ひとりの経験を見落とさずに拾い上げ、その経験に合ったスタイルでゆるやかに記述することを目指して、本稿から、「｢現場力｣ 研究術語集」を「現場力ノオト」に改名した。ここで取り上げた内容が、現場において使用され再検討され、新たな視点から現場を照らし出し、同時に現場に組み込まれていくことを期待する。　（西村ユミ）　1. 声の記述　20数年間、ぼくは看護記録や介護記録を書き続けてきた。しかし、肝心なことは書き損じてきた、という気持ちが強い。なにが書けなかったのか。ケアの証拠のために記録をしても、ケアを記述してこなかった。ケアの現場には、さまざまな声が交錯する。その声に促され、励まされ、問い詰められて、ケアは展開する。それなのに、記録においては、それぞれに異なる肌理をもったあの声､ この声は、どこにいったのか。ぼくに届いたはずの声の生気は、意味内容を固定す
る文字の羅列の隙間から蒸発してしまうのだ。　とりあえずケアをする立場としては、ケアされる人から「ありがとう」「ありがとうございました」という言葉を何度も聞く。しかし、それはほとんど記録されることはない。わずかに記録されても、読む者に何が伝わるのだろうか。諦めと気恥ずかしさが、届けられたはずの「ありがとう」をなかったものにしてしまう。ケアを成就させる「ありがとう」の声が記述できない。　声は、身体から発せられる。伏し目がちにつぶやく「ありがとう」、喘ぐ息をのむ「ありがとう」、眼を丸めての「ありがとう」、両手を振っての「ありがとう」、柔らかな口元からこぼれる「ありがとう」、あれこれ。　声には、手ざわりがある。かすれた声、張りのある声、しめった声、硬い声、冷たい声、煮えたぎる声、柔らかな声、鋭い声、震える声、あれこれ。　声は言葉を越境する。笑い声、泣き声、叫び声、鼻声、ためいき、あくび、あれこれ。　声は、人と人の間に響く。長すぎる沈黙を破る「ありがとう」、まっすぐに届けられる「ありがとう」、る文字の羅列の隙間から蒸発してしまうのだ。　とりあえずケアをする立場としては、ケアされる人から「ありがとう」「ありがとうございました」という言葉を何度も聞く。しかし、それはほとんど記録されることはない。わずかに記録されても、読む者に何が伝わるのだろうか。諦めと気恥ずかしさが、届けられたはずの「ありがとう」をなかったものにしてしまう。ケアを成就させる「ありがとう」の声が記述できない。　声は、身体から発せられる。伏し目がちにつぶやく「ありがとう」、喘ぐ息をのむ「ありがとう」、眼を丸めての「ありがとう」、両手を振っての「ありがとう」、柔らかな口元からこぼれる「ありがとう」、あれこれ。　声には、手ざわりがある。かすれた声、張りのある声、しめった声、硬い声、冷たい声、煮えたぎる声、柔らかな声、鋭い声、震える声、あれこれ。　声は言葉を越境する。笑い声、泣き声、叫び声、鼻声、ためいき、あくび、あれこれ。　声は、人と人の間に響く。長すぎる沈黙を破る「ありがとう」、まっすぐに届けられる「ありがとう」、
ジグザグする「ありがとう」、行き場をなくした「ありがとう」、響き合う「ありがとう」、あれこれ。　その場限りで消えてしまう声、そのとき誰かに向けられた声は、たとえ録音しても再現できない。客観的再現を拒む本性を声は身にまとっている。それを何とかしたい。文章として容易には揺るがない形をあたえたいという欲望が、ケアする者の内側から噴き出してくる。声に呼ばれて、その声に共振した身体から、声を文字へと引きはがして、他者に提示したいという欲望である。　声を記述するというアポリアに、ケアの現場はどう応えていくのか。声の原初性としての呼びかけ、声は次の声を呼ぶばかりである。声を記述する際に失うことの大きさを自覚する道だけは開けている。身もだえする記述にこそ、声はふさわしい。　（西川勝）　2. 後知恵　阪神電車の武庫川駅を降りるとすぐに、ハゼの釣れるポイントがある。梅田の駅で買った釣り新聞を見て、ぼくは武庫川駅を手ぶらで降りた。急に予定を変更したのだ。　しばらく、釣りの様子を眺めていたが、ぼくは無性
にハゼ釣りがしたくなった。近くの釣り道具屋で、安物の竿とハゼ釣りの仕掛けとエサを買った。生まれて初めてハゼを釣るのである。店の主人は「はじめてでも大丈夫、ハゼはようさんおります。」といって、買ったばかりの竿に仕掛けをセットしてくれた。あとは、針にエサをつけて川に投げ込むだけであった。ぼくはイシゴカイを針先に引っかけて、釣りはじめた。何かが川の中のエサを突っつくような感覚が糸と竿を伝わって、ぼくの手のひらにやってくる。「これだ」と思い、急いで竿をあげるがハゼの姿はない。胸の鼓動をにあわせるように、何度も竿を引き上げるのだが、獲物はない。ハゼを針に掛けるタイミングが悪いのだろう。早くしたり遅くしたり、強くしたり弱くしたり、いろいろ工夫するが駄目だった。その日は、ハゼに惨敗であった。　数日後、ぼくは妻を同伴してハゼ釣りに再挑戦した。彼女は早速、近くにいた釣り人にハゼ釣りのコツを尋ねている。そして、ぼくに言った。「エサの長さが違うのよ。ちぎって短くしないと駄目みたい。」そうか、それ
でエサばかり取られていたんだ。まるで自分が秘技をひらめいたような気分になって、ぼくはエサを短くしてみた。あっという間に、小さなハゼが釣れた。嬉しかった。　これは「後知恵」に違いない。「後知恵」は、物事が終わってしまってから出てくる妙案をいう。つまり、この場合は、さんざん釣れなかった後で、エサが長すぎたことを、その原因として知るということである。しかし、最初から人に教えてもらって「先知恵」でハゼを釣っていたとしたら、自分の失敗について、こんなにも深く納得したであろうか。そうは思えない。愚かな者は、必要なときには智恵も出ずに、結果が出た後になってようやく「後知恵」に気づくという。しかし、本来、万能の先知恵を持っていない人間は、生きる現場の最中では、悲しいまでの試行錯誤を強いられる。この試練を無駄にしないためにも、愚者の愚者たる自覚を促しながら、この先の豊かな実りを約束する贈り物として「後知恵」を授かるのだ。考えてみれば、人間の文明や、社会の文化伝統の実質は、この「後知恵」の集
積と継承なのだ。　（西川勝）　3. 感情労働　感情労働（emotional labor）とは、相手（＝顧客）に対して特定の精神状態を創り出すために、労働者の感情を誘発したり、逆に抑圧したりすることが賃労働の職務課題になる、精神と感情の協調作業を基調とする「労働」のことである。やさしく言えば「お金儲けのために造り笑いや所作を雇用主から要求される労働」のことである。　この用語は、社会学者Ａ・Ｒ・ホックシールド［2000］によって最初に提唱された。感情労働の典型は、航空機における白人女性の客室乗務員の勤務様態であるが、現在では、ファストフードの販売担当者や企業のクレーム処理担当者など、さまざまな生活の局面で感情労働に従事する人たちを観察することができる。臨床ケアの専門家もまた対人交渉の相手が存在する前では感情労働を強いられる。しかしそれは専門家だけに限られた仕事だろうか？　未知の人を相手に交渉を始める誰もが作り笑いや所作をするように、私たちの日常生活の中でも「感情に関するワーク＝仕事（emotional 
work）」は、誰しもが身につけている作法のひとつである。ただし、ここで注意したいのは、議論の中心にあるのは無償の仕事ではなく、有償の労働との区分とそれらの間の差異の考察にある。　感情労働が理論的に提起するものは、労働力商品として感情を表出したり制御したりすることが労働者に要求されているがゆえに、日常生活の「普通」の感情表出が阻害（疎外でもある）される可能性があることである。これは、マルクスの疎外労働論が基調にあり、家族や友愛にもとづく親密圏において〈使用価値〉をもつ「感情」が、賃労働（＝働いて給料を得ること）において売り渡しの対象になる、つまり〈交換価値〉を持たされたままでよいのかという問題を提起する。　臨床ケアの実践の現場において感情労働はどのように考えられているか？　その議論の多くは、「現場力」の効用を説く人たちは感情労働を特定の職業や女性というジェンダーに関連づけられる、余計な介在物あるいは障害と理解していることである。他方、ミクロな相互作用に着目する社会学者であれば、work）」は、誰しもが身につけている作法のひとつである。ただし、ここで注意したいのは、議論の中心にあるのは無償の仕事ではなく、有償の労働との区分とそれらの間の差異の考察にある。　感情労働が理論的に提起するものは、労働力商品として感情を表出したり制御したりすることが労働者に要求されているがゆえに、日常生活の「普通」の感情表出が阻害（疎外でもある）される可能性があることである。これは、マルクスの疎外労働論が基調にあり、家族や友愛にもとづく親密圏において〈使用価値〉をもつ「感情」が、賃労働（＝働いて給料を得ること）において売り渡しの対象になる、つまり〈交換価値〉を持たされたままでよいのかという問題を提起する。　臨床ケアの実践の現場において感情労働はどのように考えられているか？　その議論の多くは、「現場力」の効用を説く人たちは感情労働を特定の職業や女性というジェンダーに関連づけられる、余計な介在物あるいは障害と理解していることである。他方、ミクロな相互作用に着目する社会学者であれば、
先のように人間の基本的行動のレパートリーである「感情に関するワーク」が強いられた「仕事」になることは憂慮すべき問題であるが、行為主体の感情の操作は、現場で人間関係を円滑に、かつ現場の協働を助けることもあり、それを安易に放棄すべきではないと助言するだろう。感情労働の議論を普遍的一般的である定言的な命題とするのではなく、そう呼ばれる臨床の現場に臨むより厚い記述が今求められている。　（池田光穂）　4. 状況的学習と最近接発達領域　ここでは、わかる（＝できる）ことを学習と定義してみよう。学習についての古典的理解は、外部表象化された〈知識〉や〈技能〉を学習者個人の内部に取り込むというメタファーでしばしば表現されてきた。例えば「計算のやり方を覚えた」「ろくろを上手に回すことができるようになった」という喩えなどがそれである。　それに対して、社会的活動に参与することを通して学ばれる知識と技能の習得のことを、状況的学習（situated learning）という。この学習は「協働の企て（joint enterprise）」の過程
の産物である。この用語と概念は、人工知能研究者ジーン・レイヴと人類学者エチエンヌ・ウェンガーの英文の同名の書籍『状況に埋め込まれた学習』［1991］によって提唱された。現場を成り立たせる構成主体によって状況的学習が成立するための場を実践コミュニティ（実践共同体）と呼ぶ。実践コミュニティでは、行為者がみんな（＝他者と自己）と共に恒常的に参与するため、それゆえ、これは私たちが理解する「現場」であると考えても、ほぼ差し支えない。　社会的活動に参加することの最たる経験とは、みんなで一緒におこなうことである。我々には（a）他者の助けなしにひとりで学習することと、（b）個人的に教えてもらわなくても、みんなとの共同作業のなかで学習することがある。後者（b）の状況の中には前者（a）の経験が含まれるために、みんなとの関係においてできる行為の水準あるいは領域（b－ a）があることがわかる。ロシアの心理学者レフ・ヴィゴツキー［2001］はこの領域を最近接発達領域（Zone of Proximal Development, ZPD）と
呼んだ。　ウィリアム・ハンクスが的確に指摘するように「学習を命題的知識の獲得と定義するのではなく、レイヴとウェンガーは学習を特定のタイプの社会的共同的参加という状況の中におく。学習にどのような認知過程と概念的構造が含まれるかを問うかわりに、彼らはどのような社会的関わり合いが学習の生起する適切な文脈を提供するのかを問う」た（ハンクス［1993:7］）。その意味では、この文脈はZPDとほぼ重なるとみてよい。　実践コミュニティのメンバーになることは「参加の概念」（池田［2007］）で説明され、状況的学習の場合、その過程の最初の段階を、正統的周辺参加（Legitimate Peripheral Participation, LPP）と呼ぶ。実践コミュニティへの参加は、状況的学習の深度によりＬＰＰから十全参加（full participation）に移行すると『状況に埋め込まれた学習』では主張されているが、それらの過程は、現場における行為者の「現場力」の習得と比較され、今後さらに検討される必要がある。　（池田光穂）　5. 障害を笑う（其の一）　笑芸をみてし呼んだ。　ウィリアム・ハンクスが的確に指摘するように「学習を命題的知識の獲得と定義するのではなく、レイヴとウェンガーは学習を特定のタイプの社会的共同的参加という状況の中におく。学習にどのような認知過程と概念的構造が含まれるかを問うかわりに、彼らはどのような社会的関わり合いが学習の生起する適切な文脈を提供するのかを問う」た（ハンクス［1993:7］）。その意味では、この文脈はZPDとほぼ重なるとみてよい。　実践コミュニティのメンバーになることは「参加の概念」（池田［2007］）で説明され、状況的学習の場合、その過程の最初の段階を、正統的周辺参加（Legitimate Peripheral Participation, LPP）と呼ぶ。実践コミュニティへの参加は、状況的学習の深度によりＬＰＰから十全参加（full participation）に移行すると『状況に埋め込まれた学習』では主張されているが、それらの過程は、現場における行為者の「現場力」の習得と比較され、今後さらに検討される必要がある。　（池田光穂）　5. 障害を笑う（其の一）　笑芸をみてし
らぬ顔をしたり、眉をひそめたりする人間の内面生活は案外に空虚なものである。私なぞ、他人と関わる際にはいかに相手を笑わすかを考えること専らであるため、ろくに相手の話を聞いていないことなどしばしばである。私のこのさもしいまでの芸人根性を、人は関西出身者のそれと一笑に付すかもしれぬ。しかし私にとっては　　多くの関西人同様　　自分のそれがローカルなエトス扱いされることなぞ心外であり、むしろ普遍化可能な主義（ルビ：イズム）と呼んでいただきたいものだと考えている。　私は常々「障害を笑う」ことを主張し、時にはそうした笑芸（ルビ：パフォーマンス）を披露することもあるが、それを見るより前に「あなたは障害の当事者ではないのに、どうしてそれをしようとするのか」と聞く人がいる。どうやらこの人が当事者でないとみなす私が、障害をネタに笑いをとろうとすることは、不可解であるばかりか不謹慎だということらしい。逆に障害の当事者が笑芸を披露する際には「障害を持つ人のことは笑えない」という頑なな反応が観客の
なかに見られると聞く。障害を笑うことにまとい付く多くの障害、と韻を踏んでみたところで、それこそ、かのヴァレリイ氏も微笑すら浮かべまい。　こと障害をネタにしたものに関しては、その笑芸（ルビ：パフォーマンス）が実際に面白いかどうかという次元とは別のところで、笑えない、笑うべきではないと決されることがある。そしてその判断は、当事者であるかということに大きく関わっている。しかし、私には、障害を笑うという実践が行おうとしているのは、まさしくこの「誰が障害の当事者か」という問いを超えていくことではないかと思われる。　笑えない、笑うべきでないという人々が、戸惑い立ちすくみながらどんな風景を見ているのか私は知っている。彼らが目にしているのは、向こう岸に笑われる障害の当事者が、こちらの岸に笑われる人ではない、障害を持たない自分がおり、そしてその間にルビコンやイムジンに比せられる大河の横たわる光景である。舟を出したとて渡ることができるはずもなく、そもそもこの輩には渡る気もない。笑いの神、あ
るいは芸人が誘うのは、この川を渡ること、否、川に分断された二つの岸という空虚な仮象とは異なるもう一つの世界なのである。笑いとは、当事者の自嘲やへつらい、それが生み出す非当事者からの同情ではなく、それらを超えていこうとする情動の蠢きである。（続）　（高橋綾）　6. ともに考えることとパターナリズム　問題をかかえた人や何らかの現場とのかかわり、あるいは、そうした人や場にどのようにかかわればよいのかを考えるとき、いつも〈パターナリズム〉という言葉が頭をよぎる。　以前、エコツーリズムの調査のために、数回沖縄に行ったことがある（注）。エコツーリズムの実践を巡って、自然保護、観光振興、地域振興などの利害の対立する「生」の現場にかかわってみたかった。後からふり返ってみると、正直、問題の核にも入れなかったし、その人たちの間でどのように振る舞っていいのかがよくわからなかった。しかしながら、なんとなくだが「部外者もかかわっていいのだ」ということはわかった。ただ、そのかかわりを後押しする理屈が必要にも
感じた。そして、その理屈の一つがパターナリズムであるように思われる。　確かに、問題の中心にいるのは、問題をかかえた人であり、その当事者たちである。そして、そうした問題の現場に私たちのような部外者がかかわるのは、自分たちがかかわることが、その問題をよりよい方向に導くことができる、あるいはその役に立ちたいと考えるからだ。それゆえ、そうした人たちと問題を考える場面においては、彼らにとって最善の判断ができるよう、こちらの考えを差し挟んでいくことになる。しかし、ここには明らかにこちらの方が正しく思考でき、相手はできないという「みなし」が前提となってしまっている。では、どう考えればよいのか。　一般的に、パターナリズムは、相手の自律（自己決定）への介入・干渉を意味するために評判が悪く、相手が「まともでない」場合に限って、パターナリズムは許容できると言われる。確かに、明らかに誤った判断をしているのに、それは現場の人たちが決めたことだから、というのは単なる無責任である。その意味でパターナ感じた。そして、その理屈の一つがパターナリズムであるように思われる。　確かに、問題の中心にいるのは、問題をかかえた人であり、その当事者たちである。そして、そうした問題の現場に私たちのような部外者がかかわるのは、自分たちがかかわることが、その問題をよりよい方向に導くことができる、あるいはその役に立ちたいと考えるからだ。それゆえ、そうした人たちと問題を考える場面においては、彼らにとって最善の判断ができるよう、こちらの考えを差し挟んでいくことになる。しかし、ここには明らかにこちらの方が正しく思考でき、相手はできないという「みなし」が前提となってしまっている。では、どう考えればよいのか。　一般的に、パターナリズムは、相手の自律（自己決定）への介入・干渉を意味するために評判が悪く、相手が「まともでない」場合に限って、パターナリズムは許容できると言われる。確かに、明らかに誤った判断をしているのに、それは現場の人たちが決めたことだから、というのは単なる無責任である。その意味でパターナ
リズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明にリズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明にリズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明に
思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを
する。絶妙の均衡を保ちながら、片足を上げた一対の身体がつくり出す交尾のポーズ。　やがて、リズミカルな運動を描き出した音楽に誘われて、彼女は、いつのまにか立ち上がり、先ほどまで車椅子にいたのが嘘であるかのように、跳ねるように全身を解き放って踊っている。いつも彼女を縛りつけている重力が、そのときばかりは彼女に力を与え、水中の魚のように、空間の密度が彼女の身体を支えている。こうして、重度の知的障害をもつといわれる彼女の身体は、見たこともない表現世界に私たちを誘い込んでいく。　ダンサーである彼は、彼女を模倣しない。模倣は動きを凝固させてしまう。模倣よりもしなやかで、刺激よりはゆるやかな、身体の呼応。眼もよだれもすべてで表現する彼女に、彼は全身全霊をかけて応じなければいけない。彼はもはや身体運動のスペシャリストではなく、表出された魂の振幅をときに広げ、ときに狭める風のようだ。風が木を揺らすのではなく、木の全身の動きが風に道を空けるように。芸術は操るのではなく、あることをあるがままする。絶妙の均衡を保ちながら、片足を上げた一対の身体がつくり出す交尾のポーズ。　やがて、リズミカルな運動を描き出した音楽に誘われて、彼女は、いつのまにか立ち上がり、先ほどまで車椅子にいたのが嘘であるかのように、跳ねるように全身を解き放って踊っている。いつも彼女を縛りつけている重力が、そのときばかりは彼女に力を与え、水中の魚のように、空間の密度が彼女の身体を支えている。こうして、重度の知的障害をもつといわれる彼女の身体は、見たこともない表現世界に私たちを誘い込んでいく。　ダンサーである彼は、彼女を模倣しない。模倣は動きを凝固させてしまう。模倣よりもしなやかで、刺激よりはゆるやかな、身体の呼応。眼もよだれもすべてで表現する彼女に、彼は全身全霊をかけて応じなければいけない。彼はもはや身体運動のスペシャリストではなく、表出された魂の振幅をときに広げ、ときに狭める風のようだ。風が木を揺らすのではなく、木の全身の動きが風に道を空けるように。芸術は操るのではなく、あることをあるがまま
に存在させるのである。　（本間直樹）　8. 協働実践の組み換え　どのような仕事や暮らしにも、慣れ親しんだ場所を移らざるを得ないことが、幾度かは訪れる。その変化の経験は、それまで難なくできていたことを難しくする。がその困難が、これまでいかに仕事や暮らしという実践が成り立っていたのかに注意を向かわせ、はっきり自覚せずに行っていた実践に、ある輪郭を与えるかもしれないのだ。　例えば、看護師たちにも働く場所を変わる経験がある。彼らの声を聴き取ってみると、病棟を異動することは、それまでの習慣や自らの実践の仕方を大きく揺さぶられる経験であることが分かる。彼らは、急いで新たな場所に慣れなければならず、その場で求められる援助の仕方を習得しなければならず、さらに、新しい人間関係を作っていかなければならない。その課題に立ちすくみ、自らの非力に落ち込んだり、これまでの病棟とのやり方の違いに戸惑ったり、時に、苛立ったりもする。それまでは、うまく動くことができたのに、それができない。その難しさは、いかにに存在させるのである。　（本間直樹）　8. 協働実践の組み換え　どのような仕事や暮らしにも、慣れ親しんだ場所を移らざるを得ないことが、幾度かは訪れる。その変化の経験は、それまで難なくできていたことを難しくする。がその困難が、これまでいかに仕事や暮らしという実践が成り立っていたのかに注意を向かわせ、はっきり自覚せずに行っていた実践に、ある輪郭を与えるかもしれないのだ。　例えば、看護師たちにも働く場所を変わる経験がある。彼らの声を聴き取ってみると、病棟を異動することは、それまでの習慣や自らの実践の仕方を大きく揺さぶられる経験であることが分かる。彼らは、急いで新たな場所に慣れなければならず、その場で求められる援助の仕方を習得しなければならず、さらに、新しい人間関係を作っていかなければならない。その課題に立ちすくみ、自らの非力に落ち込んだり、これまでの病棟とのやり方の違いに戸惑ったり、時に、苛立ったりもする。それまでは、うまく動くことができたのに、それができない。その難しさは、いかに
成り立っているのだろうか。　病棟を異動したばかりの頃は、実践の場に入り込めないばかりか、患者の状態をよく知らないことが彼らを戸惑わせ、場に入り込まないようにさせる。患者の移動や清拭などのごくごく簡単にできてしまいそうな、当たり前に行っていた援助でさえも、実際にやってみるとどうやっていいのかが分からない。いろいろめぐらしていく手がかりが見えないために、一人ひとりの患者の状態が意味を持って現われない。病棟の皆が暗黙に了解していることや状況を理解するための判断の流れを分かち持つことができない。自分が大切にしてきたことが実践できない。　これらを経験して分かるのは、病棟での実践は個々の看護師の技能に還元できるものではないことだ。自分の考えや動きは、患者の状態に応答しつつ、その応答でもある他のメンバーの判断や動きに促されて定まる。つまり看護実践は、患者の援助を柱として、病棟のメンバーとともに作り出されているものであり、メンバーの実践を継承して次に繋げていく「協働実践」として成り立っ
ている。各自のこだわりも、その中で生きている。さらに、病棟異動は、異動した者が新たな場の仕方を習得する機会に留まらず、病棟という現場が新たらしいメンバーを受け入れつつ、この「協働実践」を組み換えて新たな実践を作りだしていく機会でもある（西村［2011］）。「現場力」は、こうした力動性の生起そのもののとして記述され得る。　（西村ユミ）　9. 「引っかかり」の経験がもたらすもの　経験を積んだ看護師たちに実践を問うてみると、「引っかかり」続けたまま、数年経っても「重たくのしかかっている」「未解決な課題」とされる経験が語られることが多い。自分たちの思い込みで判断していないか、患者の話をしっかり聞けているのか、このタイミングでのこの判断で良かったのか等々。このような経験は、どの現場で活動する者にも、一つや二つは思い当たるだろう。この「引っかかり」は、私たちの経験にいかに組み込まれ、今の実践に関与しているのだろうか。　例えば、ある看護師は、ごくごく日常的に行っている患者の家族への依頼が、その家族を
怒らせ傷つけてしまったこと、そしてその怒りに自分自身も傷ついてしまったことを語った（西村［2007］）。別の看護師は、ある患者の担当としてその人を訪問するたびにじっくり話を聞き、苦しみの緩和に努めてきた。しかし、その苦しみに手が届かないまま、患者は亡くなってしまった（西村［2008］）。いずれも、語り手にとって、「ずっと自分の中で残っている」「辛い」経験である。　しかしこれらの経験は、単に、辛く消化できないこととして、彼らに重たくのしかかっているだけではない。前者はこれを語りつつ、自分たちにとっての当たり前の判断や日常の繰り返しにもなっているルーティンの実践のあり方を問い直そうとする。後者は、自分なりに精一杯援助をしたにもかかわらず、何もできていなかったかもしれない、もっと何かすることがあったのかもしれない、と自問し、今でも心残りでたまらないと言うが、他方でこの問い直しは、今かかわっている患者のケアにも組み込まれる。「ちゃんと（この患者の）話が聴けているのか」「一緒にこの場に居れてい
ている。各自のこだわりも、その中で生きている。さらに、病棟異動は、異動した者が新たな場の仕方を習得する機会に留まらず、病棟という現場が新たらしいメンバーを受け入れつつ、この「協働実践」を組み換えて新たな実践を作りだしていく機会でもある（西村［2011］）。「現場力」は、こうした力動性の生起そのもののとして記述され得る。　（西村ユミ）　9. 「引っかかり」の経験がもたらすもの　経験を積んだ看護師たちに実践を問うてみると、「引っかかり」続けたまま、数年経っても「重たくのしかかっている」「未解決な課題」とされる経験が語られることが多い。自分たちの思い込みで判断していないか、患者の話をしっかり聞けているのか、このタイミングでのこの判断で良かったのか等々。このような経験は、どの現場で活動する者にも、一つや二つは思い当たるだろう。この「引っかかり」は、私たちの経験にいかに組み込まれ、今の実践に関与しているのだろうか。　例えば、ある看護師は、ごくごく日常的に行っている患者の家族への依頼が、その家族を
怒らせ傷つけてしまったこと、そしてその怒りに自分自身も傷ついてしまったことを語った（西村［2007］）。別の看護師は、ある患者の担当としてその人を訪問するたびにじっくり話を聞き、苦しみの緩和に努めてきた。しかし、その苦しみに手が届かないまま、患者は亡くなってしまった（西村［2008］）。いずれも、語り手にとって、「ずっと自分の中で残っている」「辛い」経験である。　しかしこれらの経験は、単に、辛く消化できないこととして、彼らに重たくのしかかっているだけではない。前者はこれを語りつつ、自分たちにとっての当たり前の判断や日常の繰り返しにもなっているルーティンの実践のあり方を問い直そうとする。後者は、自分なりに精一杯援助をしたにもかかわらず、何もできていなかったかもしれない、もっと何かすることがあったのかもしれない、と自問し、今でも心残りでたまらないと言うが、他方でこの問い直しは、今かかわっている患者のケアにも組み込まれる。「ちゃんと（この患者の）話が聴けているのか」「一緒にこの場に居れてい
るのか」、と。つまり、過去の消化できていないように見える経験は、他の患者の今のケアに埋め込まれる可能性をもつ。　「引っかかり」は、しこりのように残り、何度も想起され、経験した者を辛い気持ちにさせる。が同時に、自らの実践を問い、他の可能性をめぐらし、現在や未来の実践に組み込まれて活かされてもいる。だから彼らは、そうした経験を「すごく変わるきっかけ」「自分のもと」とも意味づけるのだ。この問いは、解決が急がれていないからこそ「引っかかり」続け、ずっと考えられている。この「引っかかり」が、協働実践を介して他の看護師たちの実践にも分かち持たれているのであれば、一人の経験は、「現場」そのものの成り立ちに関与しているとも言える。　（西村ユミ）　10. 技術の答え　僕は介護の仕事をしている。僕の職場では、職員数人で「介護技術の勉強会」を開いており、それには外部の介護職の方も参加されている。　そこでは主に寝返り介助や立ち上がり介助、移乗介助などを教えているのだが、そこでよく聞かれる質問に「片麻痺で関
節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ
ること」と「伝えきれないこと」の狭間で、そこに潜む事柄がやけに気になる。こちらのやり方に一方的に相手をはめ込む思考では現場には留まれない、そんな思いが消えないのだ。　触るだけで「ギャーッ」と叫ぶ女性の抗う姿。願いを伝えきれない失語症男性の背中に滲むやりきれなさ。全身の痛みを訴える女性の強烈な拒み。夫の墓前で手を合わす老女の無言の涙…。　相手の身体から放たれる息づかいに既存の技術では近づけない。手持ちの技術が相手のふるまいによって崩される。逆に、相手のふるまいに合わせて新たに技術を創造しようとしてもその創造がどうしても追いつかず、それとは別に、相手の様相を前に理屈抜きで突き動かされる自分がいる。僕は、「技術」が簡単に揺さ振られる経験を確かにしている。　「技術」が人と人とのあいだに介在するものであるならば、介護技術は介護する者が併せ持つ「する技術」であるとともに、介護される者にとっての「される技術」でもあるはずだ。人と人がまみれるその接点で、想像が及ばない出来事のそのただ中で、「技
術」はどのような姿を見せるのか。そして、その可能性が、現場の「外」で伝達される「方法化された技術」に囚われない覚悟から生まれ、現場の「内」で「人の生きる様」として描かれるとするならば…。　介護技術の勉強会に「技術の答え」は見当たらない。そして僕はそれを未だ持ち得ないままでいる。　（安田伸行）　11. 木村敏の〈あいだ〉と絶対の他　ある国際会議の合間に、ガブリエル・マルセルと芝生に寝そべって語りあった時のことを木村は次のように回顧している。木村［2009a］は最初 〈Zwischen〉というドイツ語で自分の考えを説明しようとしていたが、マルセルは〈間柄〉という意味にうけとったのか話に乗ってこなかった。そこでふと〈Vorzwischen〉（あいだ以前）という表現に言い換えてみたらマルセルは大いに興味と共感を示してきたと。　このエピソードが示すように、木村の〈あいだ〉とは二つのものの間ではなく、それ以前の根源的「メタ・ノエシス原理」［2009b］として提起されたものだ。その根源的〈あいだ〉が、水平面では自己と術」はどのような姿を見せるのか。そして、その可能性が、現場の「外」で伝達される「方法化された技術」に囚われない覚悟から生まれ、現場の「内」で「人の生きる様」として描かれるとするならば…。　介護技術の勉強会に「技術の答え」は見当たらない。そして僕はそれを未だ持ち得ないままでいる。　（安田伸行）　11. 木村敏の〈あいだ〉と絶対の他　ある国際会議の合間に、ガブリエル・マルセルと芝生に寝そべって語りあった時のことを木村は次のように回顧している。木村［2009a］は最初 〈Zwischen〉というドイツ語で自分の考えを説明しようとしていたが、マルセルは〈間柄〉という意味にうけとったのか話に乗ってこなかった。そこでふと〈Vorzwischen〉（あいだ以前）という表現に言い換えてみたらマルセルは大いに興味と共感を示してきたと。　このエピソードが示すように、木村の〈あいだ〉とは二つのものの間ではなく、それ以前の根源的「メタ・ノエシス原理」［2009b］として提起されたものだ。その根源的〈あいだ〉が、水平面では自己と
他者（患者）との〈あいだ〉として、垂直面では自己と自己の根拠との〈あいだ〉として、ふたつの〈あいだ〉が等根源的に生起してくる。他者との関係論が脚光をあびる今日、自己論を抜きにしては「絶対に駄目」という木村の現象学的精神病理学の立場がここ から生まれている。　ところで、この根源的〈あいだ〉はハタラキとしての「こと」であって「もの」ではない。しかしそれについて語ろうとするときどうしても「もの」化せざるをえない。自己と他者との根拠として何か第三の「もの」のような扱いとなるのが宿命といってよい。そのとき根源としての根拠は「絶対の他」と呼ばれ絶対者のような位地づけになる。「長安一片の月、万里相隔てて看る」の月の役割にあたる。他方、そのような根拠は、何「もの」でもない根拠、何「もの」でもない媒介だから、この局面で言えば月は消え去り、ストレートに自己にとっての他者（患者）が「絶対の他」となり、相互に「絶対の他」同士の関係となる。木村が「絶対の他」というとき、このような二局面があり、それは他者（患者）との〈あいだ〉として、垂直面では自己と自己の根拠との〈あいだ〉として、ふたつの〈あいだ〉が等根源的に生起してくる。他者との関係論が脚光をあびる今日、自己論を抜きにしては「絶対に駄目」という木村の現象学的精神病理学の立場がここ から生まれている。　ところで、この根源的〈あいだ〉はハタラキとしての「こと」であって「もの」ではない。しかしそれについて語ろうとするときどうしても「もの」化せざるをえない。自己と他者との根拠として何か第三の「もの」のような扱いとなるのが宿命といってよい。そのとき根源としての根拠は「絶対の他」と呼ばれ絶対者のような位地づけになる。「長安一片の月、万里相隔てて看る」の月の役割にあたる。他方、そのような根拠は、何「もの」でもない根拠、何「もの」でもない媒介だから、この局面で言えば月は消え去り、ストレートに自己にとっての他者（患者）が「絶対の他」となり、相互に「絶対の他」同士の関係となる。木村が「絶対の他」というとき、このような二局面があり、それは
西田幾多郎の「絶対の他」にもみられる二重性で、木村はそれをうけついでいるといえる。　木村の〈あいだ〉という思想は、自己と他者とを超越する絶対者を外にたてる（キリスト教的な）宗教と、自己と他者を「唯仏与仏」として絶対の関係ともみなしうる（大乗仏教的な）宗教という、形としては一見異質な宗教のあいだに通底するそのもとを掘り起こしたもので、諸宗教間の相互理解に有意義な視点をひらいている。それを木村は臨床治療の現場から自覚にもたらしたものだけに、具体的な人間関係の現場と宗教的次元との連関を解きほぐすに大変示唆的なものといえるだろう。　（小林恭）　12. 〈生命／人間的生／いのち〉と生命論的差異　教育の現場で悪質ないじめや自殺などの事件が発生するたびに、学校長、教育委員会のコメントには「いのちの大切さを教えることを徹底させたい」という言葉が現われる。子どもたちは、大人たちの現実の社会とひきくらべ、言葉のそらぞらしさを感じていよう。自分の子どもの自死という体験をへて高史明［1980］は現代を「い
のちの私物化、いのちの見失い」の時代と呼ぶ。教育責任者たちのコメントはむしろ「私たちこそいのちを見失っていて相すまぬことでした」とあるべきではないか。　上田閑照［2007］は〈生命／人間の文化的生／いのち〉という区別を提案し、現代を〈いのち〉へのセンスを見失ったことすら見失しない、文化的生のレベルが異常肥大をきたし歯止めのきかなくなった状態と表現する。上田が〈いのち〉ということばで指し示そうとすることを、木村敏［2005］は〈ゾーエー〉とよび、死ねばなくなるとみなされる生きものの生命〈ビオス〉との区別をたてる。それはケレーニーおよびヴァイツゼッカーから想を得たものという。木村は「生死の区別以前の生即死、死即生の潜勢態」［2009］とそれを言語化し、ビオスとゾーエーの区別を「生命論的差異」と名付けた。　彼の〈あいだ〉の概念の場合と同様、ここでも〈ゾーエー〉を語るにあたって、それが絶対的根拠なるものとして容易に「もの」化されてしまう危険がともなう。それをふせぐのは、「生命論的差異」を意
識対象としてのAと Bとの差異のごとく「もの」化しないことだろう。私がビオスあるいは単なる生存を〈いのち〉と取り違え、〈いのち〉を見失っていたという、身に滲みての反省的気付きのハタラキに即してのみ感得すべきもので、「差異」とはそのような動性でなければならない。上田は〈いのち〉を直接対象とする学問はあり得ないと言う。　現場に関する学（看護学、教育学 etc.）は、〈いのち・ゾーエー〉の問題（スピリチュアルという語でそれを扱おうとする場合もある）を安易に方法化したり体系化したりすべきではないだろう。その問題をあくまで学の外部のこととしたうえで、その外部に常に開かれた用意を保持するというスタンスが望ましいと、現在の筆者は考えている。なぜなら「見失っていた」という気付きと相即してはじめて〈いのち〉の自覚が成り立つとすれば、人間の文化的生の一環である学の立場は、何よりも「見失い」の自覚をつねに踏まえなければならないであろうから。　（小林恭）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ

である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ

学技術の影響を受ける「市民」も参加する参加型 TAの動きが生まれた。　TAが進展する中で、いくつかの課題も見え始めている。それらを克服するように、IpTAは設計されている。IpTAの特徴は「分散性」、「対称性」、「具体性（実行性）」にある。　「分散性」とは、会議の開催を容易化・多発化することで多様な論点を集約できるようにすることである。TAにおいて、多様な論点を集め、網羅性を高めるためには、多人数の参加が求められる。その一方で、熟議を行うためには、少人数での議論が有効である。この両者をいかに実現するのかが、手法の1つのポイントである。本手法では、昨年度までに開発した分散性の高い手法を用いた論点集約フェーズ（論点抽出ワークショップ）と、それに基づく少人数での議論のフェーズ（アジェンダ設定会議）を組み合わせて実現した。その詳細は、開発のコンセプトを示した2. 章および、制度設計に関する第3章（特に「論点抽出ワークショップ」）で紹介する。　「対称性」とは、対象となる科学技術の専門家（研究者や政策決
定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で

定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で

定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
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学技術の影響を受ける「市民」も参加する参加型 TAの動きが生まれた。　TAが進展する中で、いくつかの課題も見え始めている。それらを克服するように、IpTAは設計されている。IpTAの特徴は「分散性」、「対称性」、「具体性（実行性）」にある。　「分散性」とは、会議の開催を容易化・多発化することで多様な論点を集約できるようにすることである。TAにおいて、多様な論点を集め、網羅性を高めるためには、多人数の参加が求められる。その一方で、熟議を行うためには、少人数での議論が有効である。この両者をいかに実現するのかが、手法の1つのポイントである。本手法では、昨年度までに開発した分散性の高い手法を用いた論点集約フェーズ（論点抽出ワークショップ）と、それに基づく少人数での議論のフェーズ（アジェンダ設定会議）を組み合わせて実現した。その詳細は、開発のコンセプトを示した2. 章および、制度設計に関する第3章（特に「論点抽出ワークショップ」）で紹介する。　「対称性」とは、対象となる科学技術の専門家（研究者や政策決
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定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
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急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟

の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならなの将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
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の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならなの将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟

の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならなの将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
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急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
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に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
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これらのセッションは、設問案に応じて時間や進め方を調整する必要があるため、ファシリテータの判断で適宜進行した。　【セッション8】　セッション8は、全体議論によって、アジェンダ（設問群）の決定を行う。このセッションも手法化することが困難であり、ファシリテータの判断で進められた。基本的には、設問ごとに議論を行い、全体で承認を行うという流れであった。　4.2.4 結果　熟議キャラバン2010では、時間が足りなかった。そのためアジェンダのいくつかの点について、参加者の意向に沿って、実行委員会が設問案を出し、その後、参加者用のメーリングリスト上で、実行委員会案を議論・承認することになった。下記は、アジェンダ設定会議で参加者から提出された論点である。なお言い回し等の統一のため、筆者が一部加筆した。最終決定版は　http://decocis.net/　で閲覧可能である。　「テーマ1：価値観とその多様性が脅かされている」　・再生医療を行うことについてどう考えるか　・再生医療を発展させるにあたり、どのような価値観の枠組
ですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グローですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グロー
バルなレベルでの再生医療の規制の必要性はあるか　・限られた医療資源の中で、国としての施策はどうあるべきか。社会的リスクという意味で、病気とか障害にする対処が、医療のみに偏重する危険性は無いだろうか　「テーマ4：医療格差と市場原理」　・経済的な面で、医療を受ける場合に、どのくらいまでのお金を払えるか　・患者が再生医療を受ける際の経済格差の是正ポイントはどこか　・社会的影響が大きい再生医療を市場経済メカニズムのもとで行うことに対する懸念があるが、開発後にどのような形で普及させるか　・開発された再生医療技術について、いかにして地域格差の是正を図るか　・保険適用の範囲をどのように設定するか。治療を受けやすくするため、税金負担の問題も含めて。保険適用の範囲を誰が決めるか　「テーマ5：再生医療の意義と達成に向けての方策」　・再生医療の使用目的は何か　・（自由診療への医師の偏重への懸念等に向けて）実現後の制度をどうすべきか　・人間以外を対象とした再生医療はどこまで認めるか　・研究者がモチベー
ションを保つために研究者の支援方法はどうあるべきなのか　・将来のベネフィットを考えて、どこが研究資金を負担するのが合理的か　「テーマ6：コミュニケーションの大切さ」　・どのようにして市民が議論に参加するか　・（再生医療の社会への）導入のルールはどのように決められるのか　・臨床の現場での患者と医師とのコミュニケーションをどうすべきか　・誰がどのように情報提供を行うのが望ましいか　・世論をまとめるに当たって、再生医療の導入段階では、どのようなレベルで議論が為されるべきか　5. 今後の展開と課題　5.1 アジェンダの利用　熟議キャラバンによって作成されたアジェンダは、以下のように使われる予定である。　1. 社会調査：再生医療に関する潜在的な対立の早期発見　2011年 2月現在、アジェンダを質問項目として、市民と研究者集団を対象にアンケート調査を実施している。この調査により、テーマとなっている科学技術に対する現時点での意見分布やその差異を把握・分析することができる。その分析結果も広く公開する。　2. 

ですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グロー
バルなレベルでの再生医療の規制の必要性はあるか　・限られた医療資源の中で、国としての施策はどうあるべきか。社会的リスクという意味で、病気とか障害にする対処が、医療のみに偏重する危険性は無いだろうか　「テーマ4：医療格差と市場原理」　・経済的な面で、医療を受ける場合に、どのくらいまでのお金を払えるか　・患者が再生医療を受ける際の経済格差の是正ポイントはどこか　・社会的影響が大きい再生医療を市場経済メカニズムのもとで行うことに対する懸念があるが、開発後にどのような形で普及させるか　・開発された再生医療技術について、いかにして地域格差の是正を図るか　・保険適用の範囲をどのように設定するか。治療を受けやすくするため、税金負担の問題も含めて。保険適用の範囲を誰が決めるか　「テーマ5：再生医療の意義と達成に向けての方策」　・再生医療の使用目的は何か　・（自由診療への医師の偏重への懸念等に向けて）実現後の制度をどうすべきか　・人間以外を対象とした再生医療はどこまで認めるか　・研究者がモチベー
ションを保つために研究者の支援方法はどうあるべきなのか　・将来のベネフィットを考えて、どこが研究資金を負担するのが合理的か　「テーマ6：コミュニケーションの大切さ」　・どのようにして市民が議論に参加するか　・（再生医療の社会への）導入のルールはどのように決められるのか　・臨床の現場での患者と医師とのコミュニケーションをどうすべきか　・誰がどのように情報提供を行うのが望ましいか　・世論をまとめるに当たって、再生医療の導入段階では、どのようなレベルで議論が為されるべきか　5. 今後の展開と課題　5.1 アジェンダの利用　熟議キャラバンによって作成されたアジェンダは、以下のように使われる予定である。　1. 社会調査：再生医療に関する潜在的な対立の早期発見　2011年 2月現在、アジェンダを質問項目として、市民と研究者集団を対象にアンケート調査を実施している。この調査により、テーマとなっている科学技術に対する現時点での意見分布やその差異を把握・分析することができる。その分析結果も広く公開する。　2. ションを保つために研究者の支援方法はどうあるべきなのか　・将来のベネフィットを考えて、どこが研究資金を負担するのが合理的か　「テーマ6：コミュニケーションの大切さ」　・どのようにして市民が議論に参加するか　・（再生医療の社会への）導入のルールはどのように決められるのか　・臨床の現場での患者と医師とのコミュニケーションをどうすべきか　・誰がどのように情報提供を行うのが望ましいか　・世論をまとめるに当たって、再生医療の導入段階では、どのようなレベルで議論が為されるべきか　5. 今後の展開と課題　5.1 アジェンダの利用　熟議キャラバンによって作成されたアジェンダは、以下のように使われる予定である。　1. 社会調査：再生医療に関する潜在的な対立の早期発見　2011年 2月現在、アジェンダを質問項目として、市民と研究者集団を対象にアンケート調査を実施している。この調査により、テーマとなっている科学技術に対する現時点での意見分布やその差異を把握・分析することができる。その分析結果も広く公開する。　2. 
社会提言：政策担当者や研究コミュニティに対する考慮すべき内容の提言　論点冊子、アジェンダ（参加者から補足が求められた事項についての情報も含む）、アンケート調査の結果に加え、それらから導き出される提言（実行委員会が作成）をセットにして、再生医療に関連する研究者と政策関係者に配布し、それぞれの場で意思決定を行なう際に、基礎資料として利用してもらうように働きかける。あわせて、アジェンダおよびアジェンダ作成プロセスについて、利害関係者も含む外部から評価を受ける。　3. 議論喚起：学校教育やサイエンスカフェ、市民会議に対し、議題を提供する　高校・大学・大学院での議論教育や科学技術と社会の関係に関する授業等において、議論を通じた学習をするためのツールとして利用できる教材を作成する。加えて、サイエンスカフェや、その他の市民参加型の会議で用いられるように公開する。将来的には、インターネット上で、議論された内容を相互に交換できる仕組みも構築したい。　5.2 今後、議論すべき点と課題　熟議キャラバン
2010は、研究開発プロジェクトの一環として実施されており、社会実験的な意味合いもある。そのため、今回の実践を批判的に検討し、明らかになった課題を列挙することを通して、次の改善につなげることが求められる。本稿では速報としての意味合いが強いため、個別の詳細な議論ではなく課題を列挙するにとどめる。　【TA活動として議論すべき点】　「再生医療の特殊性」　日本における再生医療は、他国と比べて特殊性を帯びている。その特殊性の1つは、日本人研究者が大きな貢献をした「iPS 細胞」がマスコミで大きく取り上げられ、研究費も重点的に出されているということである。幹細胞研究の中で iPS 細胞が特に高い注目を集めており、また代表的な研究者が臨床研修医だったというエピソードもあり、iPS 細胞研究は再生医療と結び付けて議論されることが多い。再生医療に関する議論においては、iPS 細胞以外の幹細胞の利用や、工学的な技術の応用などに対する注目が相対的に低い。またキリスト教を始めとした、宗教的な立場からの議論も目立たない。2010は、研究開発プロジェクトの一環として実施されており、社会実験的な意味合いもある。そのため、今回の実践を批判的に検討し、明らかになった課題を列挙することを通して、次の改善につなげることが求められる。本稿では速報としての意味合いが強いため、個別の詳細な議論ではなく課題を列挙するにとどめる。　【TA活動として議論すべき点】　「再生医療の特殊性」　日本における再生医療は、他国と比べて特殊性を帯びている。その特殊性の1つは、日本人研究者が大きな貢献をした「iPS 細胞」がマスコミで大きく取り上げられ、研究費も重点的に出されているということである。幹細胞研究の中で iPS 細胞が特に高い注目を集めており、また代表的な研究者が臨床研修医だったというエピソードもあり、iPS 細胞研究は再生医療と結び付けて議論されることが多い。再生医療に関する議論においては、iPS 細胞以外の幹細胞の利用や、工学的な技術の応用などに対する注目が相対的に低い。またキリスト教を始めとした、宗教的な立場からの議論も目立たない。
　TAの対象として、再生医療は、社会的影響力が大きく、世界規模での競争と協力によって進む巨大科学であり、萌芽的で進展も著しい。21世紀の科学技術の代表格である。その点では、TAの対象として適切である。　しかし「医療」には TAになじまない性質も併せ持つ。たしかに医療技術は、潜在的には全ての人が対象となる可能性があり、倫理的にも、法律的にも、社会制度的にも、経済的にも議論をすべきことは多い。その一方で、医療は個別性が高い問題であり、特に再生医療以外に医療の選択肢がないという患者のケースでは、それが顕著である。再生医療が必要になるようなケースでの意思決定において、平時に健常者が考えた意見を考慮する必要性については意見が分かれる。その点で、医療に関して「社会的に議論すべき問いとは何か」を示すことは、当初想定していた以上に困難であった。　医療に限らず、TAで扱うのが望ましい技術やテーマと、そうでないものは存在する。その峻別について、今後、議論を重ねていくことが望まれる。　「萌芽的な科学
技術を扱う難しさ」　萌芽的な科学技術を巡る状況は、時々刻々と変わる。熟議キャラバン2010は、全体で約半年のイベントであったが、その半年の間にも研究ガイドラインが変更になったり、新たな研究成果が出たり、ES細胞の臨床試験が始まったり、めまぐるしい変化があった。仮に日本人研究者がノーベル賞を受賞していれば、世論は大きな影響を受け、アジェンダやそれに基づく社会調査の結果も異なるものになっただろう。萌芽的な技術はアジェンダの寿命が短く、まさに今ここで議論すべき問いが上がっているためスピードが求められる。　また萌芽的な研究は不確実性が大きい。再生医療とは何か、一体に何がどこまでできるのか、コストはどの程度かなど、設問を回答する際の前提が不確実で、立場によって提供する情報も異なり、過剰な期待や誤解に基づく不安も多い。不確実だからこそ TAの対象になるが、回答をする際に最低限必要な情報を公平に選択し、提供することは難しい。　「TAとしての質保証」　社会的影響の予見・評価、および課題発見や対応
策の提示を通した意思決定の支援を実現するには、論点を網羅することが鍵となる。IpTAは、論点抽出ワークショップを様々な属性の人を対象に、数多くこなすことで、網羅性を向上させる設計になっている。　その際、専門知にできるだけ頼らず、情報提供も社会流通している情報（新聞等）を基本とし、また市民の考えに沿ったボトムアップ型の TAを目指している。これは主催団体の人脈、関心、能力によらず、様々な科学技術について IpTAを実施するためでもある。　一方で、アジェンダ設定会議の参加者した専門家は、専門家の中で重要とされる論点の漏れを指摘していた。この問題は、将来的に論点抽出ワークショップが社会に根付き、様々な専門家もその段階から参加するようになれば解決され得る。しかし現状では、属性指定の論点抽出ワークショップにおける人選の充実が、現実的な対応となろう。網羅性に問題のある論点リストに基づく限り、アジェンダに責任が持てないという理由で、アジェンダ設定会議に参加することを拒む専門家も出てくると予想さ策の提示を通した意思決定の支援を実現するには、論点を網羅することが鍵となる。IpTAは、論点抽出ワークショップを様々な属性の人を対象に、数多くこなすことで、網羅性を向上させる設計になっている。　その際、専門知にできるだけ頼らず、情報提供も社会流通している情報（新聞等）を基本とし、また市民の考えに沿ったボトムアップ型の TAを目指している。これは主催団体の人脈、関心、能力によらず、様々な科学技術について IpTAを実施するためでもある。　一方で、アジェンダ設定会議の参加者した専門家は、専門家の中で重要とされる論点の漏れを指摘していた。この問題は、将来的に論点抽出ワークショップが社会に根付き、様々な専門家もその段階から参加するようになれば解決され得る。しかし現状では、属性指定の論点抽出ワークショップにおける人選の充実が、現実的な対応となろう。網羅性に問題のある論点リストに基づく限り、アジェンダに責任が持てないという理由で、アジェンダ設定会議に参加することを拒む専門家も出てくると予想さ
れる 。　網羅性を高める別の方法として、シンポジウム等の開催が考えられる。今年度も2010年 7月に、シンポジウム「再生医療の社会科学」（STS Network Japan 主催）を開催した 。今回は、熟議キャラバンにおける位置づけが不明確であったが、次回以降は、このような機会を事前提供資料づくりと連動させたり、アジェンダ設定会議参加者への情報提供の機会にしたりするなどの工夫が可能であろう。　また市民が参加することの意義を重視するあまり、素人らしい設問を盛り込もうとしすぎる偏りも予想される。その際、現実と乖離した前提や、時には誤解に基づいた論点が強調されることもある。市民が現実と乖離した前提に基づき不安を感じている場合、その不安が存在するという事実を尊重し、それをアジェンダに入れるのか、あるいは、ミスリーディングになることを防ぐため、あくまで事実に即して排除するのか。どちらが TAの報告として有益なのかは、「現実と乖離しているという判断を誰がどう下せるのか」という問題も含めて、考えていく必要があろう。れる 。　網羅性を高める別の方法として、シンポジウム等の開催が考えられる。今年度も2010年 7月に、シンポジウム「再生医療の社会科学」（STS Network Japan 主催）を開催した 。今回は、熟議キャラバンにおける位置づけが不明確であったが、次回以降は、このような機会を事前提供資料づくりと連動させたり、アジェンダ設定会議参加者への情報提供の機会にしたりするなどの工夫が可能であろう。　また市民が参加することの意義を重視するあまり、素人らしい設問を盛り込もうとしすぎる偏りも予想される。その際、現実と乖離した前提や、時には誤解に基づいた論点が強調されることもある。市民が現実と乖離した前提に基づき不安を感じている場合、その不安が存在するという事実を尊重し、それをアジェンダに入れるのか、あるいは、ミスリーディングになることを防ぐため、あくまで事実に即して排除するのか。どちらが TAの報告として有益なのかは、「現実と乖離しているという判断を誰がどう下せるのか」という問題も含めて、考えていく必要があろう。
　別の観点として、DeCoCiS における TAには、2.2 節で触れたように公共コミュニケーションに参加する文化を市民の間に広げ、社会に根付かせることの一端も担っている。その点で、TAに関与する経験を通した参加者の学びを評価し、さらに学びを促進するような工夫を盛り込み、学習の場としての TAの質保証も今後発展させていきたい。　【イベント設計に関して議論すべき点】　「全体の設計」　IpTAは、論点抽出ワークショップ（できるだけ多様な論点を収集する：拡散フェーズ）と、アジェンダ設定会議（社会で優先的に議論すべき論点を絞り込む：収束フェーズ）を組み合せ、全体として議論の幅と深さを担保するという構想である。拡散フェーズがなければ論点の網羅性に欠け、収束フェーズがなければ論点が散漫になる。アジェンダを、多様な意見を反映され、かつ、コンパクトなパッケージとするために、このような分散的な議論をつなぐ設計は有効だと考えている。　一方で、個々のイベント参加者にとって、十分な議論をしたという実感が得られにくく、　別の観点として、DeCoCiS における TAには、2.2 節で触れたように公共コミュニケーションに参加する文化を市民の間に広げ、社会に根付かせることの一端も担っている。その点で、TAに関与する経験を通した参加者の学びを評価し、さらに学びを促進するような工夫を盛り込み、学習の場としての TAの質保証も今後発展させていきたい。　【イベント設計に関して議論すべき点】　「全体の設計」　IpTAは、論点抽出ワークショップ（できるだけ多様な論点を収集する：拡散フェーズ）と、アジェンダ設定会議（社会で優先的に議論すべき論点を絞り込む：収束フェーズ）を組み合せ、全体として議論の幅と深さを担保するという構想である。拡散フェーズがなければ論点の網羅性に欠け、収束フェーズがなければ論点が散漫になる。アジェンダを、多様な意見を反映され、かつ、コンパクトなパッケージとするために、このような分散的な議論をつなぐ設計は有効だと考えている。　一方で、個々のイベント参加者にとって、十分な議論をしたという実感が得られにくく、
議論の意義が分かりづらい設計でもある。その点で、ニュースレター等による全体構造の説明や、議論の進捗報告で十分だったかは検討しなくてはならない。また時間配分においても、参加者の満足感よりも、主催者の都合を優先していた。今回は実験的意味合いが強いとはいえ、主催者視点が重視されていた感がある。　「話し合いの設計」　論点抽出ワークショップでは、意見があっても発言できない人を前提に、各自に役割を与えたり、付箋に書いた内容を発表する形で発言を促したりするなど、発言行為を均等化するための工夫がなされた。この場合、沈黙について「異論がない」のではなく、「発言ができない」という解釈が適用され、発話を促すように働きかけがなされた。　それに対し、アジェンダ設定会議では、意見があれば発言する人が前提にされた 。参加者に自由な発言機会を提供するため、ファシリテータによる発言回数のコントロールや均等化は行わず、意見を持つ人の発言を妨げたり、意見を持たない人に発言を強いたりすることはなかった。沈黙について

合いの設計思想を、参加者にきちんと伝えたかという問題もある。自分の参加する話し合いの場が、どのような参加者像を前提として設計されているのか。そこでは、ある行為（例えば、沈黙）が、どのような意味を持つのか。こうした話し合いの前提は、参加者に明示される必要がある。　「アジェンダの位置づけ」　論点冊子は、個々の市民の大事だと思うことと、その理由が書かれている。市民の声を研究者や政策担当者に伝えるには、もっともストレートなアウトプットである。それに対し、アジェンダの位置づけは、いくつかの考え方がプロジェクト内にあった。　1つは、アジェンダを論点冊子の要約とする考え方である。論点冊子は情報量が多く、研究者や政策担当者が読む負担も大きい。しかし実行委員会が要約を作っては公平性に欠ける。そこで論点冊子の要約としてのアジェンダを、様々な立場の人が参加して作成する、という考え方である。この場合、アジェンダは論点冊子への誘導であり、主体は論点リストになる。この場合のアジェンダには、重要な論点を
漏らさず示すことが求められ、その並び順や言葉遣いは特に問題にはならない。今年度はこちらの考え方であった。　もう1つは、ステークホルダーと市民が一堂に会し、意思決定をする会議で、そのまま使える議題という位置づけである。この場合は、論点の内容だけでなく、表現の仕方や問いかける順番などの問い方も重要である。共有できる議題や設問群として、多くの人が公平だと感じ、使用できるものでなければならない。これを達成するには、参加者の人選、議論の設計（議論時間、全体議論と班別議論の関係など）などにも変更が求められる。　ここで問題になるのは、万が一、180の論点から大きくかけ離れたアジェンダや、全体のバランスを欠き、特定の論点が欠落したアジェンダが、アジェンダ設定会議の結果として作成された場合である。もし要約という位置づけを重視するのであれば、実行委員会の裁量で補足することが妥当かもしれない。しかし、主催者の恣意性を排除し、あくまで手続きに従うのであれば、アジェンダ設定会議参加者の意思を尊重し、
補足や削除は一切認めるべきではない。さらに、アジェンダの中に倫理的に問うことが許されないようなものが残ったとき、それを実行委員会の裁量で削除しても許されるのだろうか。この場合、削除するということは、参加者の意図を正面から否定することになる。しかし、倫理的な配慮を欠けば、アジェンダの社会的意義は大きく損なわれるだろう。このようにアジェンダの最終決定権を誰が持つのか、内容と手続きのどちらを重視するのかについては、今一度考える必要がある。　また、アジェンダ設定会議の参加者は、アジェンダのアウトプット先や使用目的の情報を求めた。例えば、自身の考えを深めるため、社会的意思決定のため、意識調査のためなど、アジェンダの目的によって項目が変わるという指摘である。このようにアウトプット先が決まらないと、アジェンダの決定ができないのは事実である。一方で、主催者にはどのような結果が出るのかの予測ができなかったため、アジェンダの内容が決まってから、適切なアウトプットを決めようという考えがあった 。
これは同時に、アウトプット先を明確に示すことによって、議論を制約してしまうことへの配慮でもあった。誘導や制約にならず、かつ、参加者の困惑を招かない教示の工夫が望まれる。　【会議運営に関して議論すべき点】　「情報提供」　一般的な TAでは、どの情報を、どのように提供するのかが鍵となるため、注意深く当該技術に関する情報提供が行なわれる。そのために、技術の専門家だけでなく、分かりやすく表現する専門家や、技術を巡る社会状況にも精通した人員も必要となる。それに対し、IpTAでは情報提供は新聞や書籍で手に入る程度の情報に限定し、説明も10分程度で済ませた。これは、参加の時間的コストを抑えながら議論する時間を確保すること、専門家を必須としないことで開催コストを抑えること、議論において実際の市民の知的状況を再現すること、を念頭においた手続きであった。　しかし、議論をするのに適切な質と量の情報提供だったのかという点は、意見が分かれる。実際、180の論点の中には、誤解に基づく議論、単に情報不足から生じ
た疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つにた疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つに
まとめることを前提にした設計で、情報提供が異なっていたことは問題になりうる。　「ファシリテーション」　アジェンダ設定会議では、議論の自由度を重視し、3時間を越える全体議論の時間管理や議論の進行をチーフファシリテータに委ねた。ファシリテータの影響力が大きくなるため、結果を評価するためには、ファシリテーションに問題はなかったのかの検討が不可欠である。また手法としては、ファシリテータ個人の能力に依存したブラックボックスが大きく残るものとなった。　班別議論のファシリテーションは、基本方針を共有し、具体的な進め方は各ファシリテータに委ねた。それぞれの持ち味を生かし、グループの状況に柔軟に対応するには良い方法であった。しかし、そこでなされたワークが、同一の質のものであったかについては疑問が残る。班別ファシリテータ対象の聞き取り調査でも、その懸念が示された。　議論とは自由であるべきだという考え方もある。一方で議論を集約・比較し、すべてをまとめて1つの成果として社会に提案するために、ある
た疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つに
まとめることを前提にした設計で、情報提供が異なっていたことは問題になりうる。　「ファシリテーション」　アジェンダ設定会議では、議論の自由度を重視し、3時間を越える全体議論の時間管理や議論の進行をチーフファシリテータに委ねた。ファシリテータの影響力が大きくなるため、結果を評価するためには、ファシリテーションに問題はなかったのかの検討が不可欠である。また手法としては、ファシリテータ個人の能力に依存したブラックボックスが大きく残るものとなった。　班別議論のファシリテーションは、基本方針を共有し、具体的な進め方は各ファシリテータに委ねた。それぞれの持ち味を生かし、グループの状況に柔軟に対応するには良い方法であった。しかし、そこでなされたワークが、同一の質のものであったかについては疑問が残る。班別ファシリテータ対象の聞き取り調査でも、その懸念が示された。　議論とは自由であるべきだという考え方もある。一方で議論を集約・比較し、すべてをまとめて1つの成果として社会に提案するために、ある
いは、手法をマニュアル化するために、一定のコントロールも必要だという考え方もある。今回は、前者を採用したが、ファシリテーションの在り方は、継続的な議論が求められよう。　【参加者に関して議論すべき点】　「論点抽出ワークショップの参加者数」　論点抽出ワークショップの参加者の質（市民と専門家のバランス、専門家の選択の仕方）もさることながら、その適切な人数の設定にも議論の余地がある。市民の意思決定への参加という観点からは、できる限り多くの参加者を募ることが望ましく、その方が論点の網羅性も向上すると考えられる。一方で、現在はアジェンダ設定会議参加者に、すべての論点を事前に読んで頂き、会議当日も目を通す仕組みにしているため、180という枚数は大きな負担であった。実際に個々の論点の持つ意味を読み込んだり、その解釈をめぐって議論したりすることが望まれるが、それ以前に読むことに時間が費やされた。論点を主催者で整理するということも可能だが、それでは主催者の恣意性を排除できない。そうなれば、論点を
整理するためのワークショップを別途開催するなど、会議設計を変える必要が出てくる。また参加人数を制限するのであれば、制限のポリシーを考える必要がある。　「アジェンダ設定会議参加者の役割」　アジェンダ設定会議の参加者は、論点抽出ワークショップ参加者との関係性においては、代議士という役割であった。そのため、明らかに欠けている論点に自身が気づいていても、それを加えることができないルールにした。一人の市民として、一つの論点を出す権利があると考えれば、このルールは問題である。その一方で、論点を選択し、問いに編集する権利があるアジェンダ設定会議参加者に、論点を出す権利まで与えれば、影響力が強くなりすぎるとも考えられる。例えば、18人の参加者が自分の論点を1つずつ問いにしたら、3分の 2以上がアジェンダ設定会議参加者の論点で占められることになる。この場合、論点抽出ワークショップの意義は著しく損なわれるだろう。　またアジェンダ設定会議の中では、同じ立場から招かれた複数人は「相互監視者」あるいは整理するためのワークショップを別途開催するなど、会議設計を変える必要が出てくる。また参加人数を制限するのであれば、制限のポリシーを考える必要がある。　「アジェンダ設定会議参加者の役割」　アジェンダ設定会議の参加者は、論点抽出ワークショップ参加者との関係性においては、代議士という役割であった。そのため、明らかに欠けている論点に自身が気づいていても、それを加えることができないルールにした。一人の市民として、一つの論点を出す権利があると考えれば、このルールは問題である。その一方で、論点を選択し、問いに編集する権利があるアジェンダ設定会議参加者に、論点を出す権利まで与えれば、影響力が強くなりすぎるとも考えられる。例えば、18人の参加者が自分の論点を1つずつ問いにしたら、3分の 2以上がアジェンダ設定会議参加者の論点で占められることになる。この場合、論点抽出ワークショップの意義は著しく損なわれるだろう。　またアジェンダ設定会議の中では、同じ立場から招かれた複数人は「相互監視者」あるいは
「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの
質の向上を狙った設計をしている。全体議論でなされた注文を採択するか否かの判断も、担当班の責任で行えるようにするなど、各テーマの設問作りにおける担当班の権限を強く設定した。これは担当班の熟議を重視した設計であると同時に、従来型の TAに見られる、専門性の優位性に立脚とした設計ともいえよう。　一方、協働メンバーという考え方に沿った設計案では、他の班に割り当てられたテーマについて、混成グループで議論を行う機会などを積極的に設け、各人が割り当て以外のテーマについても早い段階から、意見を述べる機会を提供することが検討された。この場合、各班の権限より、全体議論での決定の権限を重視することになる。このことにより、仮に6人がグループダイナミクスによって偏った場合にも、止める手段を持つことになる。各人の全体への影響力が保証されるため、モチベーションを維持しやすく、アウトプットへの合意も得られやすいだろう。　参加者の人選に関して、主催団体の人脈や実績の乏しさにより、同じ組織や同じ人を起点とした
人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過
と共に関心も低下し、形式的なものにとどまった可能性もあり、批判は免れないであろう。　加えて、この実行委員会案の作成においては、各班で行なった議論を十分踏まえてないという批判が予想される。しかし適切な情報源を誰ができるのかを考えると、仮に班別ファシリテータが各班の議論を報告したら、結局、主催者側が編集した情報に基づいているという批判が出るだろう。なお班別ファシリテータによる報告の問題に関しては、すでに本番でも、最終セッションでの報告を班別ファシリテータが行なってしまっている。全体会議で透明性が確保されていたとはいえ、この点は批判に値するだろう。　「主催団体の運営」　熟議キャラバン2010では、その準備や開催に必要な人件費、物品購入費、旅費、謝金などは、DeCoCiS プロジェクトの経費から出された 。しかし、プロジェクト終了後に開催に関わる人材や資金を調達する見通しは明るくない。　論点抽出ワークショップに関しては、マニュアルを普及させ、実行委員会本体はコンサルタント的役割を強める一方で、
人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過

なされた議論を蓄積するルートを構築することで分散化を進める必要がある。その際に、インターネットの利用も検討すべきであろう。　熟議キャラバンの運営には、ファシリテーション能力、テーマに関する専門的知識、参加型 TAに関する知識、グループダイナミクスに関する知識、資金調達・イベントマネジメント能力、参加・協力を呼び掛ける人脈などが求められる。こうした人材を一か所に集めることは難しいため、社会に分散する人材をつなぐネットワークづくり、そしてチームとしての協働を助ける仕組みが必要である。一方で、そうした人々は、異なる価値観や利害を持つことも多く、チームの意思決定に時間がかかることもある。　その点で主催団体の組織体制を明確にすることが必要である。今回は、実行委員会、事務局などで兼任が多かった。そのため役割の切り分けが難しくなり、担当すべき仕事や権限、責任が不明確になった。それに伴い、意思決定の方法も一定にならなかった。主催団体の透明性が求められる TA機関としては大きな問題といえる。　
以上の議論すべき点は、設計理念の議論では必ずしも明確にならず、実践に向けて手法の詳細を詰める議論や実践の中でより鮮明になった。理念と実践を行き来しながら議論することで、ある実践が具現化している理念は何か、ある理念を具現化するにはどのような実践が必要なのかが問われたのである。その点で、このような議論すべき点や課題が多く見出されたことは、研究開発プロジェクトとしては収穫だと捉えたい。今後、転用可能な手法パッケージを作り、それを持続的に運営する組織のモデルを構築するため、建設的な批判やコメントを頂ければ幸いである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■科学技術に関するさまざまな論点を可視化する―科学技術に関する「論点抽出カフェ」の提案―／八木絵香　中川智絵／1. はじめに　本手法は、科学技術の問題について具体的な行動を起こさない場合でも、問題について考えたい、議論したいと感じている人々（本稿では「中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■科学技術に関するさまざまな論点を可視化する―科学技術に関する「論点抽出カフェ」の提案―／八木絵香　中川智絵／1. はじめに　本手法は、科学技術の問題について具体的な行動を起こさない場合でも、問題について考えたい、議論したいと感じている人々（本稿では「中
関心層」とよぶ）が、テーマとなる科学技術について議論し、関心や懸念を可視化し，共有することを目的として開発された。　中関心層を対象とした熟議手法の開発にあたっては、①そのような人々はそもそも存在するのか、②存在するとすれば、どのような特質を備えた人々なのかを明らかにする必要がある。このような観点から行った先行研究［2008］では、科学技術の問題について具体的な行動を起こさないが「問題について考えたい」「議論したい」と感じている中関心層の存在が確認されている。またこれらの中関心層にあたる人々は、次のような特質を持つことも明らかとなっている。　① . 科学技術の問題に限らず、社会問題全般に対する関心が強い層であり、その全方位的な関心が科学技術の問題にも向いている人々である。　② . また情報源として、一般により客観性や正確性が高いとみなされる行政公報誌・職場関係などの「公的な情報」を選ぶ人々である。　③ . また、各種勉強会への参加、裁判の傍聴、新聞・雑誌等への投書・投稿という形態で、ある種関心層」とよぶ）が、テーマとなる科学技術について議論し、関心や懸念を可視化し，共有することを目的として開発された。　中関心層を対象とした熟議手法の開発にあたっては、①そのような人々はそもそも存在するのか、②存在するとすれば、どのような特質を備えた人々なのかを明らかにする必要がある。このような観点から行った先行研究［2008］では、科学技術の問題について具体的な行動を起こさないが「問題について考えたい」「議論したい」と感じている中関心層の存在が確認されている。またこれらの中関心層にあたる人々は、次のような特質を持つことも明らかとなっている。　① . 科学技術の問題に限らず、社会問題全般に対する関心が強い層であり、その全方位的な関心が科学技術の問題にも向いている人々である。　② . また情報源として、一般により客観性や正確性が高いとみなされる行政公報誌・職場関係などの「公的な情報」を選ぶ人々である。　③ . また、各種勉強会への参加、裁判の傍聴、新聞・雑誌等への投書・投稿という形態で、ある種
の市民活動への参加意識が高い、もしくはすでに参加している層である。　本手法開発ではこれらの層をターゲットとした「論点抽出カフェ（試行版）」を2008年夏～ 2010年春にかけて合計9回，88人の参加者を得て実施した。論点抽出カフェは、既往の参加型テクノロジーアセスメント手法や、まちづくり等のワークショップで用いられるラベルワーク（金城他，2004）の手法をベースに開発したものである。　本稿では、これらの試行を通じて開発した「論点抽出カフェ」マニュアルを紹介する。なお、本稿は、開発した手法の適用を希望する方々への参考資料とすることを、主な目的としていることを申し添える。　2. 「論点抽出カフェ」マニュアル【事前準備編】　2. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に事前準備に係る部分について記述する。　2. 1 誰が何をするのか 論点抽出カフェを企画・運営するスタッフには、ファシリテーター（議論の促進者）と事務局（ファシリテーターの補佐役）が必要である。ここでは、それぞれの役割
分担や注意事項について紹介する。　2. 1. 1 ファシリテーター（議論の促進者）　・最低1名必要。　・グループに1名ずついれば、より充実した議論を期待することができる。　・1人のファシリテーターで担当できるグループ数は2グループを目安とする（経験の少ないファシリテーターの場合には、1人 1グループが適切である）。　・ファシリテーターは次の要件を満たすことが望ましい。　・議論の到達目標を理解している。　・中立の立場で議事を進行できる。　・参加者の声をきちんと聴ける。　・発言者が一部の参加者に偏らないように進行できる。　・参加者の発言を「待つ」ことができる。　・発言しやすい雰囲気（明るさ、笑顔）がある。　・ファシリテーターの主な役割は、表1に示す通りである。　2. 1. 2 事務局　・最低2名必要。　・状況に応じて、ファシリテーターが事務局の仕事を一部兼ねる。事前の参加者対応をファシリテーターが担当する場合、当日の場づくりがスムーズになる効果も期待できる。　・事務局の主な役割は、表2に示す通り
である。　2. 1. 3 議論の情報提供者（テーマとなる科学技術の専門家）　・参加者や対象とするテーマにより、情報提供者として専門家を招聘するかどうかを検討する。　・論点抽出カフェは、非専門家同士が議論することを一番の目的とするため、専門知識の提供は短時間で行う。また、細部にわたる専門情報の提供は求められないため、専門知識を持ちすぎた人よりは、むしろ専門知識を持ちすぎない大学院生レベルの方が適切な場合もある。　・口頭の説明のみにするのか、配布資料を活用するのかなどを、専門家役の能力と、参加者の属性等に応じて検討する。参加者になじみやすいための配慮として、紙芝居を利用するなどの方法もある（後述）。　2. 2 いつ、どこで開催するか　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯が異なることに留意する。ここでは、それぞれの注意事項について紹介する。　2. 2. 1 開催時期、時間帯　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯は当然のことながら異なる。参加者の属性を設定した段階で、同様のイベントの経験者等にである。　2. 1. 3 議論の情報提供者（テーマとなる科学技術の専門家）　・参加者や対象とするテーマにより、情報提供者として専門家を招聘するかどうかを検討する。　・論点抽出カフェは、非専門家同士が議論することを一番の目的とするため、専門知識の提供は短時間で行う。また、細部にわたる専門情報の提供は求められないため、専門知識を持ちすぎた人よりは、むしろ専門知識を持ちすぎない大学院生レベルの方が適切な場合もある。　・口頭の説明のみにするのか、配布資料を活用するのかなどを、専門家役の能力と、参加者の属性等に応じて検討する。参加者になじみやすいための配慮として、紙芝居を利用するなどの方法もある（後述）。　2. 2 いつ、どこで開催するか　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯が異なることに留意する。ここでは、それぞれの注意事項について紹介する。　2. 2. 1 開催時期、時間帯　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯は当然のことながら異なる。参加者の属性を設定した段階で、同様のイベントの経験者等に
事前ヒアリングを行い、詳細を検討する。　2. 2. 2 会場探し　想定する対象者によって、適切な会場も異なる。例えば、同じ地域に住んでいる人が参加者の場合は、なるべくその地域内で集まりやすい会場を探す必要がある。一方で広範囲から参加者が集まる場合は、なるべく大きな駅周辺で、駅からも歩いていける会場を探すことが適切である。　団体登録をすると無料もしくは割安で使用できる施設や、受付時期の制限（1カ月前からしか予約出来ない等）もあるため、事前の情報収集が必要となる。また、公共施設の他にも、民間施設喫茶店（コミュニティカフェなど）、商店街の空き店舗、スーパーのイベントスペース、学校の空きスペース等の活用も視野にいれた検討が必要となる。　会場選定の際のチェックポイントを参考までに以下に記す。　・最寄りの駅から近いか（できれば徒歩5分以内）。天候が悪くても参加しやすいか。　・広さは十分か。窓があるなど開放感があるか。　・使用料はいくらか。時間延長は可能か。　・ホワイトボードや黒板などがあるか（掲事前ヒアリングを行い、詳細を検討する。　2. 2. 2 会場探し　想定する対象者によって、適切な会場も異なる。例えば、同じ地域に住んでいる人が参加者の場合は、なるべくその地域内で集まりやすい会場を探す必要がある。一方で広範囲から参加者が集まる場合は、なるべく大きな駅周辺で、駅からも歩いていける会場を探すことが適切である。　団体登録をすると無料もしくは割安で使用できる施設や、受付時期の制限（1カ月前からしか予約出来ない等）もあるため、事前の情報収集が必要となる。また、公共施設の他にも、民間施設喫茶店（コミュニティカフェなど）、商店街の空き店舗、スーパーのイベントスペース、学校の空きスペース等の活用も視野にいれた検討が必要となる。　会場選定の際のチェックポイントを参考までに以下に記す。　・最寄りの駅から近いか（できれば徒歩5分以内）。天候が悪くても参加しやすいか。　・広さは十分か。窓があるなど開放感があるか。　・使用料はいくらか。時間延長は可能か。　・ホワイトボードや黒板などがあるか（掲
示物を貼るため）。　・会場での飲食は可能か。また、飲食物の持ち込みは可能か。　・機材（プロジェクター、ビデオ等）の貸し出しはあるか。また、持ち込みは可能か。　・駐輪スペース、駐車場があるか。　・目印になる案内板があるか。　2. 2. 3 プログラムの検討　論点抽出カフェでは、2時間程度のプログラムに沿って議論を進める。このプログラムは表3に示す 7つのアクティビティで構成される。各アクティビティでの具体的な内容については、「3. 論点抽出カフェマニュアル【当日編】にて詳細を記すため、ここでは概要の紹介にとどめる。　表4に、手法開発の際にテーマとした「再生医療」について議論する場合のプログラム例を示す。このプログラムは、2時間（9:30 ～ 11:30）、参加者10～ 14名（5～ 7名× 2グループ）で開催したケースのプログラムである。　2. 4 備品　必要となる備品は、表5に示す通りである。　3. 「論点抽出カフェ」マニュアル【当日編】　3. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に当日の動きに係る部分について
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するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
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である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
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私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、11私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、11現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制11了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん11作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、11どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ11共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ11
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デジタル機器の活用は有用な反面、場所により仕様不可能な場合や、場の雰囲気を固くする場合もあるため、どのような資料を用いるかについては、会場の機材や、参加者の属性に応じて事前に検討する必要がある。　・ファシリテーターは、参加者が理解できているか、様子を観察し、必要に応じて自ら専門家役に質問をいれることにより説明を補う役目を担う。　②質疑応答　・状況を見ながら、参加者からの質問も受け付ける。　・ただし、原則は「正解を探すための議論ではなく、この問題について参加者がどう考えるのかを共有することが目的であること」を伝え、テーマとなる科学技術の詳細にまで質疑が及ばないように配慮する。　3. 2. 3 グループ討議　①進め方の説明【10分】　・本日の目的と進め方、ルールを確認する。主なルールは次の通りである。　・グループメンバーは、それぞれが対等な個人として意見を出すことができる。　・提示された意見（ポストイット）は、原則すべて活かす。　・グループメンバーの合意を得ながら進める（特定の人の意見2
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デジタル機器の活用は有用な反面、場所により仕様不可能な場合や、場の雰囲気を固くする場合もあるため、どのような資料を用いるかについては、会場の機材や、参加者の属性に応じて事前に検討する必要がある。　・ファシリテーターは、参加者が理解できているか、様子を観察し、必要に応じて自ら専門家役に質問をいれることにより説明を補う役目を担う。　②質疑応答　・状況を見ながら、参加者からの質問も受け付ける。　・ただし、原則は「正解を探すための議論ではなく、この問題について参加者がどう考えるのかを共有することが目的であること」を伝え、テーマとなる科学技術の詳細にまで質疑が及ばないように配慮する。　3. 2. 3 グループ討議　①進め方の説明【10分】　・本日の目的と進め方、ルールを確認する。主なルールは次の通りである。　・グループメンバーは、それぞれが対等な個人として意見を出すことができる。　・提示された意見（ポストイット）は、原則すべて活かす。　・グループメンバーの合意を得ながら進める（特定の人の意見
のみで進めない）。　・時間が限られているので、制限時間を守って作業する（急がせてしまうことへの了解も得る）。　・ルールは図6のように壁に掲示しても良い。　・次に、グループ内の自己紹介と係分担をする。係には「グループの進行役（名称例：親方・リーダー）」「必要な文房具を準備したり片付けたりする役（名称例：文具・リーダー補佐）」「時間配分を気にかけて時間内に作業が終わるように促す役（名称例：タイムキーパー）」などの他に、「他グループの状況を観察し、自らのグループの議論を活性化させる役（名称例：スパイ）」「お茶やお菓子を勧めたりして雰囲気作りを率先して行う役（名称例：ムード）」がある。　・グループ内の係の名称や種類は、参加者の属性によって判断する。例えば、場が「固め」の場合には、「親方」ではなく、「リーダー」という表現の方が適切であるように、係の内容や名称については、適宜調整する必要がある。1グループが5人以上になる場合には、スパイ係や文具係を複数用意するなどの対応を行う。　・反対に、1グルー
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のみで進めない）。　・時間が限られているので、制限時間を守って作業する（急がせてしまうことへの了解も得る）。　・ルールは図6のように壁に掲示しても良い。　・次に、グループ内の自己紹介と係分担をする。係には「グループの進行役（名称例：親方・リーダー）」「必要な文房具を準備したり片付けたりする役（名称例：文具・リーダー補佐）」「時間配分を気にかけて時間内に作業が終わるように促す役（名称例：タイムキーパー）」などの他に、「他グループの状況を観察し、自らのグループの議論を活性化させる役（名称例：スパイ）」「お茶やお菓子を勧めたりして雰囲気作りを率先して行う役（名称例：ムード）」がある。　・グループ内の係の名称や種類は、参加者の属性によって判断する。例えば、場が「固め」の場合には、「親方」ではなく、「リーダー」という表現の方が適切であるように、係の内容や名称については、適宜調整する必要がある。1グループが5人以上になる場合には、スパイ係や文具係を複数用意するなどの対応を行う。　・反対に、1グルー
プが5人未満になる場合には、1人 2役とする、ムード・文具などの係を削除する等の調整を行う（親方、スパイ、タイムは必須とする）。　・全ての参加者が何らかの係を担うようにする。　②ポストイットに意見だし【5分】　・ファシリテーターは、ポストイットの書き方を説明する。主な説明内容は以下の通りである。　・2種類の意見（メリットとデメリット等）を、それぞれ異なる色のポストイットに書き出すように促す。例えば、桃色にはメリット、青色にはデメリット、など。　・テーマに対する自分なりの意見を書くように伝える。正しい、間違いがあるわけではない。自分が思うことを書いてほしいという旨を強調する。　・1枚のポストイットには1つのことだけ書く（後の作業で分類しやすくするため）。　・時間内に何枚書いてもよいことを伝える。　・可能な限り単語ではなく、主語・述語のある文章で書く。　・できれば、名前を右下に記名する（あとで分類するときに誰の意見かわかるようにするため。自分のイニシャルや頭文字でも良い）。　・全
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プが5人未満になる場合には、1人 2役とする、ムード・文具などの係を削除する等の調整を行う（親方、スパイ、タイムは必須とする）。　・全ての参加者が何らかの係を担うようにする。　②ポストイットに意見だし【5分】　・ファシリテーターは、ポストイットの書き方を説明する。主な説明内容は以下の通りである。　・2種類の意見（メリットとデメリット等）を、それぞれ異なる色のポストイットに書き出すように促す。例えば、桃色にはメリット、青色にはデメリット、など。　・テーマに対する自分なりの意見を書くように伝える。正しい、間違いがあるわけではない。自分が思うことを書いてほしいという旨を強調する。　・1枚のポストイットには1つのことだけ書く（後の作業で分類しやすくするため）。　・時間内に何枚書いてもよいことを伝える。　・可能な限り単語ではなく、主語・述語のある文章で書く。　・できれば、名前を右下に記名する（あとで分類するときに誰の意見かわかるようにするため。自分のイニシャルや頭文字でも良い）。　・全
体を見渡して、あまり筆が動いていないようであれば、すでに書いてあるポストイットを書いた方の了承を得て1枚読み上げて参考例として示す。書き始めは、時間がかかる（筆が進まない）ことも多いため、ファシリテーターが焦りすぎない様に注意する。　・個別に見て回り、抽象的な表現のポストイットには具体的に書くよう促す。例えば、「子育てにやさしい環境を望む」という場合、「『やさしい環境』　・というのは、例えばどんなことをイメージしていますか」等と声がけをする。　・ファシリテーターは極力声を出すことを控え、少しでも静寂な時間を確保する。　③ポストイットの紹介と整理【15分】　〈お皿出し〉　・参加者に好みの色用紙を6～ 8枚（お皿と呼ぶ）テーブルに並べてもらう。　〈似たものあわせ〉　・グループの中の誰かが、まず自分の書いたポストイットを1枚声に出して読み上げ、好きなお皿に載せる。　・他の人は、読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同
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体を見渡して、あまり筆が動いていないようであれば、すでに書いてあるポストイットを書いた方の了承を得て1枚読み上げて参考例として示す。書き始めは、時間がかかる（筆が進まない）ことも多いため、ファシリテーターが焦りすぎない様に注意する。　・個別に見て回り、抽象的な表現のポストイットには具体的に書くよう促す。例えば、「子育てにやさしい環境を望む」という場合、「『やさしい環境』　・というのは、例えばどんなことをイメージしていますか」等と声がけをする。　・ファシリテーターは極力声を出すことを控え、少しでも静寂な時間を確保する。　③ポストイットの紹介と整理【15分】　〈お皿出し〉　・参加者に好みの色用紙を6～ 8枚（お皿と呼ぶ）テーブルに並べてもらう。　〈似たものあわせ〉　・グループの中の誰かが、まず自分の書いたポストイットを1枚声に出して読み上げ、好きなお皿に載せる。　・他の人は、読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同
じお皿の上に貼り付け、模造紙上におく。（声に出して読むことで、個々の意見を共有し、また違いを議論するきっかけとする。）　・参加者が似た意見を出し切ったら、次の人が新しい意見を読み上げ、新しいお皿に載せる。　・また同じ様に読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同じお皿の上に貼り付け、模造紙上においていく。　・ファシリテーターは、この作業を全員の手持ちのポストイットがなくなるまで続けるよう誘導する。　・ひとつのお皿に一緒にするラベルは多くても3～ 4枚まで。5枚以上出た場合は、できるだけお皿を分割するように促す。　・共通のポストイットがない意見は重要である。このことを参加者に周知し、1枚で 1つのお皿にすることを促す。　・お皿出しの作業途中で、ポストイットには書いていない意見が出た場合には、発言した本人が追加で新しいポストイットを記入するように促す。　・参加者の自主性を尊重することが重要である一方で、作業時間が
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じお皿の上に貼り付け、模造紙上におく。（声に出して読むことで、個々の意見を共有し、また違いを議論するきっかけとする。）　・参加者が似た意見を出し切ったら、次の人が新しい意見を読み上げ、新しいお皿に載せる。　・また同じ様に読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同じお皿の上に貼り付け、模造紙上においていく。　・ファシリテーターは、この作業を全員の手持ちのポストイットがなくなるまで続けるよう誘導する。　・ひとつのお皿に一緒にするラベルは多くても3～ 4枚まで。5枚以上出た場合は、できるだけお皿を分割するように促す。　・共通のポストイットがない意見は重要である。このことを参加者に周知し、1枚で 1つのお皿にすることを促す。　・お皿出しの作業途中で、ポストイットには書いていない意見が出た場合には、発言した本人が追加で新しいポストイットを記入するように促す。　・参加者の自主性を尊重することが重要である一方で、作業時間が
不足する場合が多いため、「あと○分です！」のように少し締め切りを気にしてもらう工夫も必要となる。　・意味がわかりづらいポストイットがあれば、「どういう意味か」必ず聞くように促す。　・相手が意味を説明しているときに、横でポストイットに代筆し、見本例を示しながらポストイットの訂正を促すこともファシリテーターの重要な役割となる（以下、促しの例示）。　・「もう少し具体的に教えてください」　・聞きながら代筆　・「こういう風に書きなおしてみましたが、これで間違いないですか」　・違っていたら、「今おっしゃったことを、ぜひここに書いてください」と促す。　・5枚以上のっているお皿があれば、再検討を促す（以下、促しの例示）。　・「どれが最初に出されたポストイットですか」　・「どういう点が一緒でお皿にのせたんですか」　・「最初に出したラベルと一番意味内容が近いものを1枚選んでください。　・「それ以外は出した本人が引き取ってください」　〈タイトルづくり〉　・お皿ができあがったら、お皿をグループメンバーで均等に分

2
0
1
4不足する場合が多いため、「あと○分です！」のように少し締め切りを気にしてもらう工夫も必要となる。　・意味がわかりづらいポストイットがあれば、「どういう意味か」必ず聞くように促す。　・相手が意味を説明しているときに、横でポストイットに代筆し、見本例を示しながらポストイットの訂正を促すこともファシリテーターの重要な役割となる（以下、促しの例示）。　・「もう少し具体的に教えてください」　・聞きながら代筆　・「こういう風に書きなおしてみましたが、これで間違いないですか」　・違っていたら、「今おっしゃったことを、ぜひここに書いてください」と促す。　・5枚以上のっているお皿があれば、再検討を促す（以下、促しの例示）。　・「どれが最初に出されたポストイットですか」　・「どういう点が一緒でお皿にのせたんですか」　・「最初に出したラベルと一番意味内容が近いものを1枚選んでください。　・「それ以外は出した本人が引き取ってください」　〈タイトルづくり〉　・お皿ができあがったら、お皿をグループメンバーで均等に分
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【論文】

ケアの「人間化」のために Ⅰ
淀川キリスト教病院における、対話を取り入れた臨床倫理検討
会についての考察

高橋綾（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター：CSCD）
川崎唯史（大阪大学大学院文学研究科博士後期課程・日本学術振興会特別研究員DC）
本間直樹（大阪大学CSCD）

Thinking on Clinical Ethics through Dialogue among Medical 
Workers 
̶̶ Toward “Humanization” of Caring Ⅰ

Aya Takahashi （Center for the Study of Communication-Design: CSCD, Osaka University）
Tadashi Kawasaki （ Osaka University, Graduate School of Letters ／

Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science）
Naoki Homma （CSCD, Osaka University）

本稿では、大阪市内の病院において行われている臨床倫理に関する研修会での対話
を紹介、分析し、それが参加者にどのような変化をもたらしたかについての考察を行っ
た。この研修会の特色として、事例検討に続き、事例に関連する一般的なテーマにつ
いて、個人的な経験もまじえて語り合い、考える「倫理カフェ」という対話セッショ
ンを設けたことがある。それによって、参加者たちは医療者として自分たちが持って
いる前提や医療現場のルーティンを意識化することができた。さらに続く振り返りの
セッションでは、最初の事例に戻って考えながら、そうした前提やルーティンを人間
であるという視座からリフレームして、患者や家族の自然な生のあり方を受け入れる
ことや、変容していく社会のなかで求められる医療やケアの新しいあり方について考
えることが可能になっていると考えられた。さらに、筆者達は、ケアする人同士の対
話は、科学化・効率化する医療、ケアの中で疎外されている、ケアする人と患者の自
然な生についての語りを回復させ、ケアする人やケアのあり方そのものを「人間化」
することにつながるのではないかという展望を持つに至った。

　In this article, we would like to discuss the meaning of dialogues held in workshops 
on clinical ethics in a hospital in Osaka City. The workshops consist of 1) a clinical case 
examination, 2) a ‶philosophical cafe" on an ethical subject abstracted from the case, and 
3) a case re-examination dialogue from a broader perspective. After outlining the three 
workshops, we will analyze in detail two sets of workshops held in 2012-2013, considering 
how the participants have changed their attitudes toward the cases through the 
philosophical cafes and case re-examination dialogues. As we will see, in philosophical cafes 
they became aware of some assumptions they had as medical workers, and so perceived 
the case diff erently in the third workshop: for example, they came to accept the natural 
way of living of patients and their families and to put the socio-political situation of medical 
care in a critical perspective. In conclusion, we would off er the view that dialogues among 
medical workers can revive their narratives on lives of patients and of themselves and 
therefore ‶humanize" their caring practice under threat of effi  ciency and scientifi cation.

キーワード
臨床倫理、対話、ケアの人間化
Clinical Ethics, Dialogue, Humanization of Caring

 ケアの「人間化」のために Ⅰ 

1



はじめに

本稿の目的は、淀川キリスト教病院（大阪府大阪市）においてこの病院に勤務する看護

師・訪問看護師・医師・ソーシャルワーカーなどの医療従事者を対象に行われている「臨床

倫理検討会」（以下、「検討会」と略記）において導入された「倫理カフェ」「（事例）振り返

り」という対話型セッションについてその意義を考察することにある。

臨床倫理における事例検討については、その方法に関する研究はなされてきたが 1）、事例

検討を行うことを通して医療者の考えや実践にどのような変化が起こるかを検討する研究は

管見のかぎりまだなされていない。本稿は事例検討の新たな方法の試みを紹介するととも

に、検討会参加者の変容に着目することによって、事例検討の経験が医療者に与える影響を

も考察するものである。とはいえ、淀川キリスト教病院での検討会に対話型セッションが取

り入れられたのは、後述するように検討会を運営するコアメンバーから発せられた実践上の

要請に応じてのことであり、事例検討の方法をめぐる臨床倫理学の議論が先にあり、それを

適用したということではない。また、筆者らが検討会に参加・協力しているのも、臨床倫理

の専門家としてというよりも対話型セッションの進行役としてであり、初めから事例検討の

方法を検討・改善することを目的としていたわけではない。したがって本稿は、臨床倫理に

関する理論的な考察というよりも、対話セッションの試行とその進行という実践を経て、検

討会の意義を検討するという意味で、アクションリサーチ型研究の一端をなすと言える 2）。

対話型セッションを導入した検討会自体は2009年度から行われているが、2012年度から

は、事例検討を行った後、その事例に含まれる一般的な問いについて対話を行うという従来

の「検討会」の流れに加え、その後に、もう一度事例に立ち返り、その事例や患者、家族

に対する医療者の関わりを見直すという3セッション目が設けられている。本稿では、この

3つのセッション、特に、対話のセッションと対話の後のセッションの内容を詳しく検討す

ることによって、事例に基づいた対話を行うことで、どういった変化が参加者に起こったの

か、「検討会」における対話セッションの意義を明らかにすることを目的とする。

そこで以下では、淀川キリスト教病院の「臨床倫理検討会」と対話型セッションの導入の

経緯やその形態について紹介し、2012年度、2013年度に行われた「検討会」での対話につ

いて、記録を元に分析を加える。その上で「検討会」に対話セッションを取り入れることの

意義について考察を加える。
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1. 淀川キリスト教病院における「臨床倫理検討会」と対話セッションの導入
1.1  導入の経緯と2011年度までの検討会について

淀川キリスト教病院における「臨床倫理検討会」 3）は、病院に勤務する看護師、訪問看護

師、医師、ソーシャルワーカーなどの医療従事者たちが集まり 4）、各病棟であった倫理的な

対応や思考が求められる事例について分析、振り返りを行い、次の実践につなげるために行

われている院内の研修会の一つである。検討会には、毎回各病棟の看護師を中心に20-40人

程度が参加し、10人程度のグループに分かれて事例の検討や対話を行っている。この検討

会は、哲学対話を促進・支援する団体「カフェフィロ」 5）と病院の検討会コアメンバー 6）と

の協力によって開催されており、本稿執筆者である高橋や川崎などが進行役として対話に参

加している。カフェフィロのメンバーは単に対話の進行をするだけでなく、検討会の形式や

方法に関しても病院側のコアメンバーとともに話し合い、その意義や効果を検討し、改善の

提案も行っている。

この検討会に対話セッションが取り入れられるようになったのは2009年6月からである。

それ以前は現在も用いられている「臨床倫理検討シート」（後述）を用いた事例検討のみが

行われており、そこに倫理学の専門家 7）が同席して、コメントをするという形がとられてい

た。2009年度からは、検討会のコアメンバーから、事例検討だけではなく、参加者たちが

自分たちの考えを話し、聞き合う対話型セッションを取り入れたいという希望があったた

め、事例検討に続くものとして、カフェフィロメンバーが（倫理学の専門家という立場では

なく）対話を促進する進行役という形で参加する対話型セッションが、新たに「倫理カフェ」

写真1　検討会での対話の様子
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という名称で取り入れられることとなった 8）。

2009年度から2011年度までは、月に1回、2時間程度の検討会が年6回開催された。そこ

では、各病棟から出された対応が難しかった事例について、臨床倫理検討シートに基づき事

例の分析や対応の検討を行う回と、その事例から参加者が気になることを抽出し、それをよ

り一般的な問いの形にして対話を行う「倫理カフェ」の回の2セッションを1クールとして、

二ヶ月連続の検討会を計三回行った 9）。　

事例検討の後に対話型のセッションを取り入れたことで、参加者からは、「患者を取り巻

く社会的環境などに関する新たな視点を発見することや他人の意見を聞くことによって多く

の価値観に触れることができていた」という肯定的な評価もなされた半面、一般的なテーマ

について話し合う対話セッションだけで終わってしまうため、話し合われたことが具体的に

どのような臨床実践につながるのかが見えにくいという問題点も挙げられた。こうした意見

を踏まえて2012年度からは、検討会の構成が見直されることになった。

1.2   2012年度・2013年度の検討会

2011年度の報告書において、倫理カフェでの話し合いがどのように臨床に活かされてい

るかを評価しがたいという見解が出されたことを受け、2012年度からの検討会の方法が検

討された。運営担当の看護師たちとカフェフィロのメンバーとのミーティングでも、倫理カ

フェで一つのクールを終わらせてしまうと、対話した内容がうまく臨床での実践・思考に結

びつかないままで終わってしまう参加者もいるのではないかという意見があったことから、

倫理カフェで話したことをふまえ、もう一度最初の事例を見直して、話し合うという「振り

返り」のセッションを設定することが決まった 10）。そこで2012年度は、検討会を年6回開催

することに変わりはないものの、事例検討・倫理カフェ・（事例）振り返りの3セッション

で1クールを構成し、年に2クールを行うことにした。以下ではその3つのセッションにお

いてどのようなことが行われているのかを簡単に紹介する。

1.2.1　事例検討

最初に行う事例検討では、清水哲郎氏の主宰する「臨床倫理プロジェクト」によって作成

された「臨床倫理検討シート」を用いて、一つの事例を一時間ほどかけて検討する 11）。

事例はクールごとに異なる病棟から提供される。シートは「ステップ1」（本人プロフィー

ル・経過・分岐点）の欄が記入された状態で参加者にあらかじめ配布される。事例検討の場

では10名程度のグループに分かれ「ステップ2」（情報の整理と共有）と「ステップ3」（倫

理的な観点からの検討）の項目を話し合いながら記入していく。

ステップ3の倫理的観点としては、医療倫理の原則にもある（1）相手を人間として尊重

する（自律尊重）、（2）相手にできるかぎり大きな益をもたらす（与益・不加害）、（3）社会
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的視点で適切であるように（公平さ）、の三つが記入項目として挙げられており 12）、参加者

たちはこの三つの観点から事例について分析、考察する。

事例検討セッションではカフェフィロメンバーは進行せず、参加者の中で司会を決め、

シートの手順にしたがって考え、事例の分析を述べて行く。最後に各グループの検討内容

を全体で共有し、次回の倫理カフェで話したいテーマを募る。事例検討の終了後、コアメン

バーとカフェフィロの担当者で簡単なミーティングを行う。このミーティングにおいて、事

例検討の際に出た意見を参考にしながら、倫理カフェのテーマまたは問いを決定する。病院

のコアメンバーが作成した、事例検討の目標は次の四つである 13）。1）臨床で看護職が経験

するジレンマの状況を、倫理原則、理論、基準を用いて批判的に分析し、どのような倫理的

問題が包含されているかを明らかにする。2）看護職が体験する倫理的ジレンマの解決の糸

口を見出す力を習得する。3）実践での倫理問題に関する看護職の責任を認識する。4）倫理

的問題が生じた際には、他職種を交えた意見交換を行うことができる。

1.2.2　倫理カフェ

一ヶ月後、事例から抽出されたテーマで、対話セッションを行う。二番目のセッション

は、準備なしで気軽に参加し、色々なことを話してほしいという意図から「倫理カフェ」と

いう呼称が用いられている。倫理カフェにおいては、事例検討の際と同じグループで話し

合いがなされ、そこにカフェフィロメンバーが各グループに一人ずつ入り、対話の進行を行

う。最後に全体で行うまとめの際にも、進行役が話し合った内容をまとめて発表する。

前述の「臨床倫理検討シート」では、「ステップ3」に続き、問題解決や合意を行い、今

後の対応やケアについて話し合う「ステップ4」がアウトプットの段階として設定されてい

る 14）。 淀川キリスト教病院での検討会の特徴は、このアウトプットの段階に代わるものと

して、「倫理カフェ」（とそれに続く事例振り返り）という対話のフェーズを取り入れた点に

ある 15）。

倫理カフェで重視されている点としては、1）一つのテーマについて、自分の考えを明確

にし、他人の考えに向かい合い、共に考えを深める、ということと、2）医療者という立場

だけでなく一個人としてテーマを考え、問題の根本を見出すことができるようになる、とい

うことがある 16）。1）については、事例検討では時間的制約もあり、事例の整理・分析に関

心が向けられるため、参加者が意見を交換する時間は取りにくい。そのため、事例から発展

させる形で、事例や対象についての考察ではなく、それぞれが感じ、考えていることを話し

合える機会を倫理カフェという形で設けることにした。しかし、2）にあるように、倫理カ

フェは問題解決を目指す対話ではない。むしろ、取りうる治療の選択肢についての分析・考

察、解決策の模索ではなく、事例全体を通じて医療者が問題と感じていることは何か、他の

病棟の医療従事者とも共通して話し合える問題があるとすればそれは何かというかたちで、
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資料1　
淀川キリスト教病院で用いられている「臨床倫理検討シート」（臨床倫理プロジェクト［2013］）

〔ステップ2〕　情報の整理と共有【時点:　／選択の内容：　】

A　医療・介護情報と判断

2A-1 選択肢の枚挙とメリット・デメリットのアセスメント 2A-2 社会的視点から

2A-3 説明 家族に対して

B　本人･家族の意思と生活

2B-1本人の理解と意向 2B-2 家族の理解と意向

2B-3本人の生き方、価値観や人柄について（これらに関係するかもしれないエピソードなど）
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〔ステップ3〕　検討とオリエンテーション

3-0　問題となっていること・問題を感じていること

3-1　人として尊重することをめぐって 3-2　相手の益を目指すことをめぐって

3-3 社会的視点でのチェック 3-4 総合的検討と今後の対応の方針
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より一般的・根本的な問題を「発見」し、それについて話し合うことが目指される。また、

そのような根本的な問題について、医療や看護の前提をいったん括弧に入れ、一個人として

語り合うことで、患者の立場や社会的な視点から問題や事例を見ることができるようになる

ことを狙いとしている。

これらの目標を達成するために、話し合いの組織、進行の仕方として、重要なことは四つ

ある。

1）  参加者の能動的な参加、発言、意見交換を促すこと。事例検討のように手順にしたがって

分析項目を発表し、まとめるという形ではなく、進行役は問いに関連して、個々の参加者

が話したいと思う事、互いに気になることを問い合い、考えることができるように進行を

する。

2）  問いの設定は重要であり、倫理カフェのテーマや問いを決める際には、事例に含まれて

はいるが、事例から離れ、一般的な問題として考えることのできるもの、医療現場に限

定されないテーマや問いをあえて選ぶようにしている。

3）  実際の対話において、前回に検討した事例のことはいったん脇に置き、テーマまたは問

いに向き合うことから始めること。事例への言及が禁じられるわけではないが、参加者

は病院内外でのそれぞれの経験や考えたことから話し合い始めることが多い。進行役も

そうした発言を促す。医療従事者ではない進行役が自分の日常で経験したことを話すこ

とによって、参加者も医療者という立場を強く意識しないで話すようになることもある。

4）  全員が納得できる問いへの答えを探すのではなく、対話の中で考えを深めることを目指

して、時間がなくなるまで話し合うこと。倫理カフェでは合意形成ではなく、多様な観

点から考え、話し合いを通じた思考の深化を重視する。

1.2.3　振り返り 17）

振り返りの際も倫理カフェと同様にカフェフィロのメンバーがグループに一人ずつ進行役

として参加する。諸事情によりかなわないこともあるが、可能な限り倫理カフェと同じメン

バーで、振り返りセッションも対話ができるように調整している。また、振り返りを意味あ

るものにするため、倫理カフェで話し合われた内容についてまとめたものが振り返りの前に

参加者に配布されている。振り返りを開始する際にも、進行役が前月の倫理カフェの概略を

簡単に伝えることがある。

コアメンバーによって、振り返りについては、1）倫理カフェでの話し合いを踏まえて、

事例を再検討する、2）視野を広げることにより事例の見方についても差があることに気づ

く、という二つの目標が立てられている 18）。話の内容や進め方に関しては、事前にこれにつ

いて話し合わなければならないということは設定されておらず、各グループの参加者の関心

に応じて話が展開される。進行役は、倫理カフェの内容を踏まえ、改めて初めの事例を見直
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したときにどんなことを感じるか、気づきや発見はあるか、というようなことや、またこの

事例と同じような患者や家族に遭遇した場合どうすればよいのだろう、というようなことを

問いかけ、出てきたことから対話の流れや中心的テーマを臨機応変に作り出す。

以下に2012年度、2013年度の実施内容について紹介しておく 19）。

2012年度

開催月日 参加者数 内　　　　容

第1
クール

第1回
8月21日

31名
事例検討

「末期がん患者の高カロリー輸液の治療選択」

第2回
9月18日

32名
倫理カフェ

「相手を思いやることとは」

第3回
10月16日

28名
振り返り

「思いやり」の視点から検討

第2
クール

第4回
12月18日

24名
事例検討

「患者にDNR（蘇生措置拒否）の方針決定に参加してもらうか」

第5回
1月15日

18名
倫理カフェ

「人としてみるとは？人として見られるとは？」

第6回
2月12日

22名
振り返り

「人として」の視点から検討

2013年度

開催月日 参加者数 内　　　　容

第1
クール

第1回
6月18日

38名
事例検討

「病状理解と意向が十分に確認できない患者の治療の意思決定」

第2回
7月16日

39名
倫理カフェ

「意思って何？」

第3回
8月20日

34名
振り返り

「意思決定」の視点から検討

第2
クール

第4回
10月15日

38名
事例検討

「独居患者の治療選択」

第5回
11月9日

35名
倫理カフェ

「おひとりさまの人生の最後」

第6回
12月17日

33名
振り返り
倫理カフェの視点から検討
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2. 対話セッションを取り入れることでの参加者の考え、事例に対する態度はどう変化したか
本節では、以上の検討会の形式、進め方の紹介を踏まえ、2012年度の第1クールと、2013

年度の第2クールの内容を紹介するとともに、発言記録を分析し、事例への関わりの変化や

参加者の気づきとしてどのようなことが起こったかを検討していく。

各年度から一クールずつ取り上げるのは、年度毎に参加者がかなりの程度異なるにも関わ

らず、次節で述べるようにいずれの年度においても同様の変化が見られたことを示すためで

ある。2012年度の第1クールを取り上げるのは、医療現場によく見られる患者－家族関係の

問題を含んだ事例であり、典型的な事例を扱った検討会がどのような経過を辿るかを示すた

めである。2013年度の第2クールを取り上げるのは、事例に関して、単に医療実践の問題と

してではなく、政治的・社会的な側面をも視野に入れて話し合った場合にどのような変化が

見られるかを考察するためである。

本節の執筆にあたっては、進行役として参加した際の観察と、発言記録を読み返した際の

観察とを比較し、いずれにおいても際立っていた論点や意見を取り上げる。具体的には、複

数のグループで重要な論点として参加者に受け取られ、時間をかけて話し合われていたも

の、多くの発言の中で言及されたもの、その点をめぐって主張の重なりあるいは対立が見ら

れたものを重視して詳述する。執筆者間でも、検討会においてどこに強調点があったかを確

認して加筆・修正を行った。

ただし、以下で重視する論点の選定は、執筆者自身が進行役として検討会に参加していた

以上、純粋に客観的なものではありえない。むしろ、上述のように進行役は参加者の発言に

耳を傾けながら関心の集まっていると思われる論点を探っており、時にはそこに参加者の注

意を集めるために介入することもある。さらに、倫理カフェと事例振り返りのセッション終

了時の各グループのまとめとフィードバックも進行役が行っており、そこでも進行役から見

た対話の流れ・起伏を述べている。とはいえ、進行役を務める者は、対話の流れを支配した

り統御したりするのではなく、発言に応じて参加者の関心の所在や問題となっている論点を

見定めるよう努めており、対話の実践を通してそうした訓練を積んでもいる。

2.1   2012年度の対話の分析

2.1.1　事例検討

2012年度の第1回の事例検討では、末期がんの治療選択において、身体的負担も大きく効

果があまり期待できない治療を患者や家族が希望する場合、どのように対応し、治療を決定

するかということが問題になった。事例検討の分岐点（複数の治療方針のうちどちらを選
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ぶべきだったか、メリット・デメリットを挙げつつ検討する）としては、「末期がんの患者

に本人、家族が希望している、高カロリー輸液（身体的な負担の多い治療）を実施するかど

うか」が挙げられていた。しかし、参加者の多くは、治療の選択にも大きく影響を与えてい

る患者や家族の背景や状況、この女性患者の場合、家族（夫）の「頑張ってほしい」という

思いに応えようとするあまり、自分の思いを押さえて治療を続けようとしているのではない

か、ということを気にかけていた。そこから、患者が家族を思いやる気持ちと家族が患者を

思いやる気持ちとがすれ違っているのではないかという疑問が生まれたことを受け、第2回

目の倫理カフェのテーマが「相手を思いやることとは」に設定された。

2.1.2　倫理カフェ

第2回の倫理カフェでは、この事例を離れて一般的に「相手を思いやるということ」につ

いて経験談や意見が交わされた。記録によれば 20）、以下のような論点が複数のグループで挙

がっている。

1）相手を思いやったつもりでも、相手の望むことと合致していない場合は思いやりと言えるか

第1回の事例に関連するこの論点は、ほとんどのグループで様々な経験が出され、話がな

されている。どのグループでも、相手を思いやることは、自分の価値観の一方的な押しつけ

になってはいけない、という意見はありつつも、「思いやり」については目に見える利他的

な行為に限らず、その背景にある「思い」が重要であるという観点から、相手にあえて厳し

いことを言うことが思いやりになる場合もある、すぐにはそれに気づかなくても自分に余裕

ができれば、あるいは時間が経てば相手が自分を思いやってくれていたということに気づく

ことがある、思いやったかどうかについては表面的な結果（相手の望むことであったか、感

謝されたか）は関係ないのではないかというような意見が挙がっている。

2）思いやりとは「ベーシックな他人への気遣い」である？

1）のような話を踏まえて、いくつかのグループでは、「思いやっているということをこと

さら意識するのはうまくいっていない場合なのではないか」、「思いやりというのはそれほ

ど重大なものではなくもっと日頃自然に私たちがやっていること、『ベーシックな他人への

気遣い』のようなものではないか」「信頼関係がベースにあれば、思いやりは（多少表面的

な行き違いがあっても）存在している」という意見が挙がっている。参加者たちの中には、

「思いやり」は相互行為や利他的行為そのものではなく、それらを支えるような次元にある

もの、すなわち愛情や信頼によってなりたつケア的関係と結びついていると考えた人もいた

ようである。

3）看護師としての思いやりと、プライベートでの思いやりは違うのか

興味深いのはいくつかのグループで3）のような論点が話し合われていることである。こ

れについては2）で考えられたように、思いやりが私たちの相互行為全般を支える「ベー
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シックな他人への気遣い」であると考えられるとしたグループもあるものの、他のグループ

では「思いやりは愛情がなくても、プロ（看護師）としての知識や技術があれば成立するの

ではないか」という意見が述べられている。この見解の差が何によるものなのかは、倫理カ

フェではそれ以上話し合われていないが興味深いものではある 21）。

2.1.3　振り返り

こうした話し合いを踏まえて、第3回の振り返りセッションでは、事例関係者からこの患

者や家族についてのより踏み込んだ紹介や経過報告があった後で、もう一度事例について思

うこと、考えることを述べ合うことになった。事例検討や倫理カフェと比較する形で、振り

返りにおいてどのようなことが話し合われたかを列記、分析する。

1）  この家族の間には本当に思いのずれがあったのか？―死を間近にした患者、家族の気持

ちに寄り添う

記録によると 22）、ほとんどのグループが、患者と家族の間に思いのずれがあったか、とい

う点を中心に、本当にずれはあったのか、その場合どうすればよかったのか、ということを

話し合っている。思いにずれがあったかどうか、という点については、「倫理カフェの話し

合いをしてみて、患者にも家族にも、死を前にして『もっと生きたい、頑張ってほしい』と

いう気持ちと『もう死を受け入れなければならない、楽になりたい』という二つの相反する

思いが出てくるのは自然なことである、と気づいた」という意見があったことに象徴される

ように、患者も家族も死を前にしてこの二つの気持ちの間を揺れ動いており、そのことが

「ずれ」に見えたとしても、根底にはお互いに対する深い気遣いや愛情が存在していたと、

この家族の関係を捉えなおした参加者が多かったようである。他にも「二人で決めて頑張っ

てきたが、治療をやめたいということを知り、夫がショックを受けた。しかし、（患者は）

本当にしんどくなってから『（治療を）やめたい』という気持ちになったので、不一致の時

間はそんなに長くなかったのではないか。」「現状を受け入れるまでに時間がかかった。でも

二人はその中を生きていきたのだから、二人には必要な時間だった。」という意見も出てお

り、この患者と家族の関係を「思いのずれがあり、それを修復できなかった」という形で捉

えるのではなく、支え合って最期を迎えたのだと肯定的に見直し、受け入れるべきだと多く

の参加者たちは感じたようである。

2）医療者の対応、介入について

ただし、多くの参加者たちは、この事例を否定的な側面だけで語るべきではないというこ

とには同意しているものの、できれば患者と家族の気持ちの揺れを同期させ（あるいは違い

があることを双方が認めた上で）、最終的にはたがいに死を受け入れ、納得いく看取りへと

着地させたほうがよい、と考えているようであった。そのため、短期的な意思疎通や治療選

択のためではなく、看取りに至る長期的な視野の中で、医療者が個別に話を聞いて、それぞ
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れの意向を知ることや、家族で話し合える場づくりをサポートすること、夫婦の関係はどう

しても密になり、違いやずれを受け入れることができない場合もあるため、子どもなど他の

家族にも話し合いに加わってもらうこと、そうした話し合いも、意向のずれを確認し意思決

定するためというよりは、互いに思いやっているということを伝え合い、感じられるために

なされるべきではないかという意見が出ていた。また、医療職の経験からは、病状に応じて

患者の気持ちの変化があること、体調がしんどくなってくると相手を思いやることや思いや

りを受け取ることが難しくなることは予測できることから、そのことをあらかじめ家族に伝

えておき、患者が「これ以上頑張れないので、治療を中止したい」と伝えた場合には、「頑

張ってほしい」という家族の思いが拒絶されたわけではないということが理解できるよう

に、医療者は家族のショックをケアする必要がある、というような関わりの方向性も提示さ

れた。進行役としては、参加者たちが、患者の気持ちや家族の気持ちを自分のこととして考

えながら、患者と家族の関係を再記述しようとしており、また医療者としての関わりも見直

そうとしていた点が印象に残っている。

2.2   2013年度の対話の分析

2.2.1　事例検討

次に、2013年度の第2クールを例にとる。第1セッションの事例検討では、独居で老年の

患者の事例が取り上げられ、その治療選択が主な問題となった。事例検討の「分岐点」とし

ては、「長い間独り暮らしで親類と連絡が取れず、かつ認知症が進んでおり明確な意思表示

や治療方針の決定をすることが難しいと思われる患者に経管栄養や延命措置を施すかどう

か」という点が挙げられていた。このような場合、通常親族に連絡を取り、キーパーソンと

して患者本人に代わって治療方針の決定を行ってもらわざるをえないが、この患者の場合親

族には連絡が取れず、しかし栄養の摂取や急変時の治療行為については何らかの選択をせざ

るをえないという困難が生じていた。事例検討のなかでは、医療者が代理決定を行ってよい

のか、この患者にとっての最善とは何なのかについて話し合いがなされた。倫理カフェの

テーマとしては、こうしたケースは今後、高齢独居者が増えるなかで避けて通れないであろ

うということから、そうした高齢独居の進む社会における終末期のあり方について考えるた

めに「おひとりさまの人生の最期」が選ばれた。

2.2.2　倫理カフェ

倫理カフェにおいて話し合われたことは、主に三つの観点に集約することができる 23）。

1）自分自身の人生やその最期について考えることができた

自分の死はまだ先のことであまり考えられないと言う参加者もいた一方で、このテーマを

見て「他人事ではない」、「自分のことだ」と感じたと言う参加者、家族に依存せず自律した
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自分を保ちたいという理由で独居やグループホームを選択することを考え、準備していると

いう参加者も少なからず存在した。そうした参加者とともに考えることで、他の参加者も自

分自身の最期に思いを馳せることができただろう。このようにテーマに向き合うことによっ

て、独居老人の最期は、単に超高齢社会における医療の難題としてではなく、いずれ死を迎

える私たちにとって余所事ではない切実な問題として捉えられたように思われる。

2）一人で死ぬことについて考えを深められた

おひとりさまの最期に関する不安の多くは孤独死の暗いイメージに根ざしているが、家族

と暮らしているとしても、自分の死は他ならぬ自分のものであり、他の人とは共有も交替も

できないという点は動かない。いくつかのグループでは、このような死の代替不可能性とい

う側面に注目したことによって、独居でも家族がいても、最期となればあまり関係がないの

ではないか、という見方が出ていた。高齢者の独居に対しては、「さみしい」「家族に見捨て

られた」というような否定的なイメージがつきまとうが、自律した生き方としてポジティブ

に独居（あるいは家族以外の他人との生活）を選択する人もいるという意見もあったことか

ら、否定的なイメージを見直す契機となった。

3）これからの高齢化社会を見据えた看取りや医療制度のありかたについての意見が出された

独居の場合は早めにリヴィングウィルを書いておいたほうがよい（医療者としては確認し

ておいたほうがよい）という意見や、本人の意思不明時の代理決定をまずは親族に求める現

行のやり方がこれからは立ち行かなくなるだろうという予測を踏まえ、患者の意思がより尊

重されるように意思決定システムを変更していく必要があるという意見も出た。

2.2.3　振り返り

それでは、倫理カフェを受けて行なわれた事例の振り返りでは、どのようなことが話し合

われたのか。以下、事例検討や倫理カフェに内容と対比しつつ、三つの側面に注目してまと

める 24）。

1）患者や患者の意思／代理決定のありかたについて

事例検討では、身寄りと疎遠になった独居という状況は、自宅退院を難しくし、代理決定

も望み薄にする治療選択上の困難として捉えられていたが、振り返りでは、そうした状況も

含めてその人の生き方なのであり、医療者はその生き方を丁寧に汲んで治療を考える必要が

あるという見方が多くのグループで共有された。認知症についても、それによって患者は意

思が確認できない状態になっていると安易に判断するのではなく、認知症の患者でも、「こ

うしたい」という意思の全く無い人は存在せず、感情的な表出や身体的反応、これまでの生

活史のなかに表出されているその人の思いや生き方を汲み取ることが重要であるという意見

が多く出ていた。（これについては、2013年度の第1クールで「意思って何？」というテー

マで対話を行っていたことも影響していると考えられる。）
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また、代理決定のありかたについても、本人に治療選択ができないと見なされる場合、ど

んなに疎遠であってもまず親族に代理決定が求められる現状こそが問題であるという見方

や、医療者も、親族による代理決定にこだわらずに、親族以外にその人の生活や人となりを

知る人からも情報を得て患者をよりよく知ることが必要だとする意見が出た。

2）「積極的な医療行為をしない」という決定について

さらに、仮に医療者が代理決定の主体となりえるとしても、「積極的な医療行為をしない」

いう選択肢を（患者の意思である場合は別にして）医療者として取ることには心理的な抵抗

があり、難しいという率直な意見が出された。他方で余分な治療をして患者を苦しめないこ

とが最善なのではないかという意見もあった。通常、終末期の患者に積極的な医療行為（延

命措置）をするかどうかについては、することに対しても、しないことに対しても医療者は

倫理的な問題があると感じ、そこに葛藤や困難を感じることが多い 25）。今回の事例では医療

者の代理決定が問題になっていることから、この葛藤がより表面化して検討の対象になった

と言える。

3）代理決定における医療者の責任、医療者の価値観と社会的な価値観の擦り合わせについて

医療現場では、通常患者か家族が治療選択を行うため、医療者が代理決定をすることは、

大きな（法的）責任が問われる、また、それが負いきれない、代理決定することは恐いと感

じる参加者が多かった。これからの社会状況では、医療者がやむを得ず代理決定しなければ

ならないことが増えると予想されるため、その場合は、プライマリーナースなど特定の医療

者が悩み苦しまないために、情報をできるだけ沢山集め、また関係するスタッフで話し合っ

て確認した上で治療方針を決めるべきだということが複数のグループで話し合われた。ま

た、病院のトップが方針を決め、きちんと責任を負ってほしいという意見もあったが、責任

は大きいけれども、倫理委員会のようなトップダウンによる裁定を待つのではなく、現場の

医療者たちがじっくり話し合うことが重要だという意見もあった。

さらに、終末期に積極的な医療行為をしない、ということについては、公正な資源配分

やQOLの観点からも社会的には認知される事柄になっていることもあり、医療者も「治療」

から「看取り」へと価値観をシフトさせていくべきではないか、という意見や、高齢化や独

居の進む社会において、よりよい医療や看取りのシステムを構築していくためにも、医療者

の側だけでなく、患者や家族、社会的な価値観の成熟も必要である、というより大きな社会

的視点への言及も目立った。さらにカフェフィロの進行役がそれらをまとめる形で、医療現

場ではこれまで法的な行為の正当性や責任をベースに考えることが主流だったが、「看取り」

ということが重要になってくるとすれば、法的モデルでの「責任」だけではなく、患者、家

族、医療者の「納得」ということも同様に重視されるべきではないかということを投げかけ

て振り返りが閉じられた。
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3. 考察  ̶̶「臨床倫理検討会」に対話セッションを取り入れることの意義について
最後に2012年度と、2013年度の対話とその分析を踏まえ、臨床倫理検討会に対話セッショ

ンを取り入れることの意義について考察を加える。これまでの対話の分析から、筆者達は対

話セッションの意義として参加者たちが医療者として自分が持っている前提に気づくことが

でき、それをリフレームして柔軟に考えられるようになるという点があるのではないかと考え

る。その結果、臨床倫理における重要な観点として挙げられていた「相手を人間として尊重

する」「相手にできるかぎり大きな益をもたらす」「社会的視点で適切であるように」という

観点に関してもより深く考えることが可能になっているように思われる。以下ではこの点を

中心に考察し、また、さらに今後の展望として、医療者同士の対話が、ケアする人同士のエ

ンパワーメントとケアの「人間化」につながるのではないかということを述べて結びとする。

1）医療者自身が倫理的、対話的態度をとることができるようになる

1.で述べたことと重複するが、確認のため述べておくと、対話セッションは事例検討シー

トを用いた話し合いだけでは不十分な点があり、それを補うために設けられたものである。

検討シートセッションの限界として、時間の制約があることからもシートの空欄を埋めるだ

けで終わってしまう、事例の分岐点の設定にしても、医療的な視点（どの治療を選択する

か、そのメリット・デメリット）からなされるに留まってしまうことが多く、事例について

深く考えるところまでは及ばない、シートのなかに話し合いの枠組みがあらかじめ設定され

ているため、「話したいことを話す」というより、シートに沿って「話さなければならない

ことを話す」という受動的な参加になってしまいがちである、というような点があった。

そこで、倫理カフェ・振り返りという対話セッションは、形式を変えながら一つの事例に

ついて三ヶ月間連続で考えることによって、医療的視点以外も含めいろいろな角度から事例

についてじっくり考えることができ、さらに、進行役の助けによって、参加者たちが他人と

話し合うことや、共に考えることを、能動的、自律的に行うことができるようになるために

設けられた。対話の記録や感想からも、参加者の考えは深まり、同僚や他人と話し合うこと

に対する能動性が生まれていることが伺える。

清水は臨床倫理について「患者の個別的事情、家族の思いを加味して、この方にとって何

が大事かを考えていく」ことや、「患者・家族の意向は変り得る」ことに加えて「自分たち

医療チームの判断・評価も動く可能性を認めつつ、相手の言葉に耳を傾ける」ことが重要で

あると述べ 26）、そうした態度を現場で働く医療者たちがとることができるようになるために

臨床倫理事例検討シートを活用し、個別のケースについて考えることを勧めている。しか
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し、清水が挙げているような医療の臨床において必要になる倫理的態度は、優れて対話的な

ものであり、事例検討シートだけの話し合いでは、そうした態度を涵養することは難しいと

思われる 27）。淀川キリスト教病院の臨床倫理検討会の場合は、医療者同士が対話するなかで、

互いの差異に気づきながら、それでも自分たちで共に考え、能動的に考える場を作っていく

ことによって、医療者自身が対話的、倫理的態度をとることができるようになる学びの環境

を提供できていると言える。

2）医療者（としての自分、自分たち）が持っている前提に気づく

さらに、「倫理カフェ」の対話の特徴として、単なる事例に基づいた対話セッションでは

なく、事例に関係する一般的な問いについて語り合うということ、医療現場以外の日常の経

験からも問いについて考えるということをしているという点にある。そのことの意義はどこ

にあると言えるだろうか。

倫理カフェや振り返りのなかでは、しばしば個人としての自分と医療者としての自分の間

の開きについて言及がなされている。「プライベートでの思いやりと職業上の思いやりは同

じか、違うか」、「自分個人としては自律を大切にし、家族や医療者にそこまで頼りたくはな

いと思っているが、医療者としての自分は患者さんから頼られ、世話をすることは当たり前

だと感じていた」「延命治療をしないという選択を医療職としてすることは難しいと感じて

しまう」というように、参加者たちは、一個人として問いやテーマについて考えるうちに、

医療者としての自分（たち）が知らない間に持っている前提や価値観について気づきはじ

め、医療者（としての自分／自分たち）はどうしてもそう見てしまうが、その見方、考え方

と、医療現場以外の人々（医療者ではない個人としての自分や患者）の見方、考え方との間

に開きがあるのではないか、ということに目を向けている。

3）  医療者としての自分の見方、枠組みをリフレーミングして、患者（相手）や家族のあり

方を「自然なものとして」受け入れることができる

2）のことに意識が向いた結果、患者や事例の見方についても、倫理カフェの後では変化

が生じている。2.でも見たように、倫理カフェや振り返りのセッションでは、患者をそれま

での生活を背負った一人の個人として見ることができるようになり、患者と家族の関係につ

いても、それまでの関係を踏まえて長期的な観点で見る必要があること、患者と家族との関

係が固定的なものでなく、変わりゆくものであるということを踏まえてその姿を捉えられる

ようになっている。これは臨床倫理（検討シート）でも重視されている「相手を人間として

尊重する」という医療倫理の原則に適う態度であると言える。

しかし、それ以上に重要なこととして、対話セッションのなかでは、2）のように医療者

の見方、枠組みに気づいた上で、それをリフレーミングして患者や家族の姿をもう一度見直
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すということが起こっていると考えられる。2012年度の対話にもあるように、話し合いの

感想として「医療者の側からは問題と見えることも、患者や家族にとっては自然なことだっ

たのだ」という発言を筆者達はしばしば耳にした。

事例検討で挙げられたようなケース―思いのすれ違い、死を受け入れることができない

患者と家族、独居で介護者や代理決定者のいない認知症が疑われる患者―は、症状の経過

を予測することができ、適切な治療や対応を先回りして行っていきたい医療者にとっては、

それを阻むもの、「問題」と映る。しかしながら、それらのことが「問題」となるのは、「死

を迎える患者や家族は、その意思を一致させ、死を受け入れることが望ましい（のにそれが

できていない）」「患者が法的に有効な仕方で意思を示して治療選択をする、それができない

場合は親族に治療の選択をしてもらわなければならない（ができない）」という医療者の前

提から見ているからにすぎないとも言える。参加者が「それは自然なことだったのだ」とい

う言葉で表現しているのは、医療者（自分）の前提をリフレームすることさえできれば、そ

れらはそもそも「問題」ではなくなってしまう可能性がある、という気づきを意味している

のだと思われる。

筆者たちは医療者との対話を通して、上で述べたような、医療者の前提やルーティンを当

たり前のものとせずに、患者や家族の姿を見直し、受け入れるということは非常に重要であ

ると考えるようになった。医療者たちは常に「相手（患者）を人間として尊重する」という

ことが重要であると理解し、それを実行しようとしている。しかし、先に挙げたような医療

者の前提が自覚化され、患者も医療者もともに人間であるという視座からリフレームされな

い限り、「相手（患者）を人間として尊重する」はどこまでも医療者から見た「患者」の域

を超えることはない。「相手を人として尊重する」ということは、医療者の持つ前提が自覚

化され、それがリフレームできたところからもう一度相手や出来事を見直した時に初めて可

能になることであるはずである。

もちろん、ここで「問題ではなくなる」「自然なこととして受け入れる」とか、あるいは

「医療者の前提をリフレームする」ということで言われているのは、医療職としての対応を

何もしない、ということではない。むしろ、そういった見方ができて初めて、医療者の枠組

みに合わせて患者や家族の態度、気持ちをむりやり変えようとするのではなく、しかし、こ

れまでの医療者としての経験を本当の意味で生かしつつ、患者、家族の自然な変化にそって

寄り添う創造的なケアの可能性に気づくことができるという意味である。倫理カフェの後の

振り返りでは、事例の患者、家族へのケアはどうあるべきだったか、似たようなケースに対

するケアのありかたについても話がなされている。しかし、ここには単なる解決策の提示以

上のものが含まれていると思われる。すなわち、上のようなリフレーミングを経た上で、自

分たち医療職の持つ前提や考えを柔軟に問い直して、相手にとっての最善について考え、な

おかつ医療職の経験や専門的知識に照らし合わせても、最善かつ、納得いくケアのあり方を
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共同で考えることが行われているからである。

4）  現状の医療現場のルーティンや価値観をリフレームし、社会や社会的な価値観が大きく

変動するなかで、ケアや医療がどうあるべきかを考えることができる

2.2で紹介した2013年度の対話では、患者や家族に対してだけでなく、さらに大きな社会

的視点からケアや医療のあり方の展望が話し合われており、ここでも2）の医療者や医療現

場がどんな前提で動いているかを参加者たちが意識したことの影響が見てとれる。

臨床倫理検討シートにも「社会的視点で適切であるようにする」という項目はあるもの

の、そこではこの患者や家族が使うことのできる社会資源にはどのようなものがあるか、現

状の社会（医療）資源の状況に応じて医療やケアが公平に配分されているか、というよう

な、現状を鑑みたスタティックな分析がなされるに留まっている。

しかし、この対話セッションの中では、まず、医療者の側に「患者が意思決定できない場

合には親族の代理決定をどんな場合でも重視する」という手順へのこだわりや、「医療者と

して、終末期に積極的治療を行わないという選択をすることは難しい」という価値観が根強

く存在すること、それらの多くは法的枠組みにおける医療行為の正当性や医療者の責任とい

う考え方に由来していることが確認されている。その上で、そうした従来のルーティンや価

値観にこだわっていては、これから到来するであろう高齢独居社会、「治療」から「看取り」

へと人々の価値観がシフトしはじめている社会には対応できないということが指摘され、社

会や社会的価値観が変容していくなかで、将来的に医療やケアがどのように変わっていかな

ければならないのかにまで考えを及ばせてみることが可能になっている。

医療現場の中での妥当性だけでなく、社会的な観点から見た場合の医療行為の倫理的妥当

性について考えを及ばせることはもちろん重要なことではある。しかし、事例検討を見る限

り、医療者にとって社会というものは、患者と医療者の関係の外にある「第三のもの」とし

て捉えられがちであり、社会の目や法はそれを意識して医療行為をしなければならないも

の、「他律的」基準として現れることが多い印象がある。対話セッションでは、医療者とし

ての自分も、患者も共に社会に生きる存在であり、医療現場の価値観と社会的価値観は異な

ることはあるが、対立したり、一方が一方に従属するのではなく、協調して変化していくも

のであるという認識の上で、社会と社会に含み込まれた医療のあり方を現場の医療者一人一

人が主体的に考えられるようになっている。そのような態度は、参加者自身が指摘した通

り、社会や社会の価値観が大きく変容する現代においては、医療職に欠かせない態度である

と言えるだろう。
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結び

本論では、淀川キリスト教病院で行われている臨床倫理検討会、特に2012年度、2013年

度に行われた、事例検討につづき、倫理カフェ・振り返りという対話セッションを取り入れ

た検討会で話し合われたことを紹介、分析し、参加者たちのなかにどのような変化があった

かを考察した。

この検討会の特徴は、一般的なテーマで、参加者が医療現場以外の経験についても話し合

うという「倫理カフェ」と、それを受けて、もう一度事例に戻って話し合う振り返りの対話

セッションを設けたことである。倫理カフェでは、参加者たちは、医療者として自分がもっ

ている前提や価値観に気づき、そのことと、患者や自分の個人的な「普段の」感じ方のあい

だに開きがあるということに目を向けていた。その影響で、振り返りでは、医療者としての

前提や医療現場のルーティンをリフレームし、患者（相手）や家族のあり方を「自然なもの

として」受け入れることや、社会が大きく変動するなかで、ケアや医療がどうあるべきかを

考えることができるようになっていたという考察がなされた。

この対話セッションを取り入れた臨床倫理検討会というプロジェクトは、今後もケアワー

カーたちとの協働により、内容や形式を考慮し改善を加え、続いて行くものである。最後

に、今後の展望という意味でも、なぜ医療者としての前提や医療現場のルーティンをリフ

レームすることが必要なのか、そのことのもつ意味について考えておきたい。

通常、臨床倫理検討会は、医療者が直面している倫理的ジレンマについて話し合い、問題

点やそれに対する解決法を見いだすためになされるものである。しかし、筆者達は、そこに

対話セッションを取り入れることで、医療者（特に看護師が）自分たちのケアについて肯

定的に意味付けることができ、自信をもってケアを続けることができるという意味で、ケア

ワーカーのセルフケアや、エンパワーメントという新しい側面が付け加わるのではないかと

考えている。

佐藤登美、西村ユミらは、身体論的看護について述べた本のなかで、看護や医療が科学

化、効率化を目指して機能分化し、評価と管理の眼差しが医療行為のなかに浸透していく

なかで、ケアをする者たちは、身体性に象徴される、人間として自然な「普段の感じ方」を

脇へ措いていくことになっていると指摘している 28）。佐藤らが述べるように、看護の科学化

が、ケアする者とされる者をつないでいる身体性、患者やケアする者自身の「生きられるか

らだ」の自然な感覚を、解剖生理学－病理学的な、観察の対象としての人体へと切り縮めて

いるのだとすれば、倫理的な側面においては、法モデルの手続き論や法的なリスク管理を重

視する考え方が医療現場に浸透し、手続きや基準を当てはめて個々の事例や医療者の行動に

ついて考えることが当たり前となることで、ケアする人たちは、そうした枠におさまりきら

ない患者や、自分自身のありのままの生、自然な感じ方をそのまま受け入れることが難しく
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なっていると言えるのではないか。淀川キリスト教病院での対話セッションにおいて、見い

だされ、語りあうことによって共有されたのは、そうした評価や管理のまなざしをリフレー

ムしたところに見えてくる、患者と、ほかならぬ看護師自身の、自然な、普段の感じ方で

あったのではないかと筆者達は考えている。

死を受け入れられず、揺れる気持ちがすれちがってしまう患者や家族、親族や医療者に頼

ることを拒み、認知症をわずらっても独居を好む患者の生は、医療化された、評価や管理の

眼差しのもとでは否定的なものとして現れてくる。こうした患者の生やそこに含まれている

普段の感じ方を自然なものとして受け入れるためには―患者の身体に目を向けるために

は、それに呼応する自分の身体に目を向けなければならないのと同様―看護師自身が自

分の自然な普段の感じ方、生き方を語ること、対話のなかでそれを自分が受け入れ、他人に

よって受け入れられることが必要となる。

患者のあり方をそのままで受け入れる、尊重することは患者のためだけではない。佐藤

や西村らは、ケアする人たちが、自分や他人の「普通の感じ方」から切り離されていくこと

は、ケアする者のなかに「葛藤」 29）や「自己疎外」 30）、ケアの「不全感」 31）をもたらすと述べ

る。佐藤は、患者の「普通の感じ方」を受け入れることができない場合、ケアする側にも医

療的な見方と、患者の自然な思いに呼応してしまう看護師自身の感覚の間の「葛藤」が生じ

てくると述べている。あるいは、西村が指摘するように、私を感じるということが、他人と

ともにある私を感じることである以上、自分の自然な感じ方から疎外されるということは、

世界や他者との同調、シンパシーの感覚からも疎外されることにもつながる。身体性同様、

医療の枠組みに回収されない普通の人間の自然な思い、感じ方を大切にすることが、「“人の

ケア”という本質」 32）に関わることであるとするなら、こうしたことから疎外されたケアす

る人たちは、自らの実践に対し、根本的な揺らぎや不全感を感じることになるはずだ。

筆者達は、倫理カフェ・振り返りの対話セッションは、患者やケアする人自身の自然な思

いや、普段の感じ方について語り合い、それをピアの間で共有し、尊重しあうという経験に

なっており、そうした感じ方を損なわないケアのありかたを対話のなかで探していく試みで

もあったと考えている。それにより、参加者たちのなかには、自分たちのケアについて肯定

的に意味付けることができ、自信をもってケアを続けることができるようになった人もいる

のではないかと推測される。

本稿を出発点にしてこの研究が到達すべき最終地点は、ケアの営みをより大きな枠組みか

ら再考することにあるだろう。南米の教育哲学者パウロ・フレイレは、医療現場と並んで、

近代化のもう一つの象徴である教育現場でも、知識注入中心、評価や管理中心の制度のなか

で、人間の自然な生、能動的で主体的な生が疎外され、人間が単なる知識の入れモノとなっ

てしまっていると指摘している。フレイレによれば、それぞれの生について語り直す対話に

よって、人々はもう一度人間らしい、主体的な生を取り戻すことができる。筆者たちは、教
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育現場とパラレルに、科学化や効率化が進む医療現場においても、評価や管理の眼差しが浸

透し、そこに生きる人々の「普通の感じ方」、身体や感情を持って生を生きる「人間の現実

的存在」 33）の疎外が起こっていると言えるのではないかと考える。したがって、医療者、ケ

アする人同士の対話は、そうした評価と管理の眼差しによって疎外されているケアする人

と患者の自然な生についての語りを蘇らせ、科学化、効率化のなかで疎外されているケアす

る人やケアのあり方を「人間化」 34）することにつながるのではないかという展望を持ってい

る。今後はこの展望のもと、ケアする人たちと対話を行い、その成果を分析、考察していき

たい。

註

1）事例検討の方法としては、（1）ビーチャムとチルドレスの提唱した原則主義（いくつか

の倫理原則からなるセットを個別事例に適用することによって判断するもの）によるも

の（Beauchamp & Childress［2013］）、（2）ジョンセンらの決疑論的アプローチの具体的

な方法である「4分割法」（ジョンセン（他）［2006］）、（3）清水哲郎らが開発した「臨床

倫理検討システム」のツールである「検討シート」（後に詳しく紹介する）を用いるもの

（清水［2005］）、（4）浅井篤らの「ともに考えるための臨床倫理チェックリスト」を用い

るもの（浅井（他）［2009］）などが挙げられる。

2）アクションリサーチについては、矢守［2010］を参照のこと。

3）病院内で倫理的な対応が問題となる事例について検討するためのその他の方式としては、

院内の医療者だけでなく、病院外部から法律や倫理学の専門家を招いて行う「倫理委員

会」もある。「倫理委員会」が病院責任者と専門家による判断や裁定を現場に通達、適用

するためのものであるのに対して、「臨床倫理検討会」は医療実践の当事者である看護師

や医師たちが対応の難しかった事例や倫理的な困難を感じた事例について反省し、検討し

合うことによって、自ら倫理的に妥当な対応、態度をとることができるようになることを

狙いとしたものである。したがって、トップダウンの倫理ではなく、実践者が自ら考える

という意味で「臨床倫理」という言葉が用いられている。淀川キリスト教病院における臨

床倫理検討会も基本的にはこの「臨床倫理」的考え方に基づいている。「臨床倫理」とい

う考え方、アプローチについては清水［2009］および浅井・高橋［2012］を参照。

4）多職種の医療者が対象の研修であるものの、看護部主催の研修であるため、看護師の参

加者が主である。医師等の参加はそう多くない。

5）2005年発足。哲学カフェやネオ・ソクラティック・ダイアローグといった哲学プラク

ティスや子どもの哲学の実践をさまざまな場所で市民とともに行っている。これまでの活

動についてはカフェフィロ［2014］を参照。

6）検討会には訪問看護部門も含め各病棟から数十名の看護師が出席するが、そのうち十数
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名の看護師がコアメンバーとして、事例や倫理カフェのテーマの選択・参加者のグループ

分け・各検討会のまとめ・カフェフィロとの連絡などを担当している。

7）2008年度まではカフェフィロメンバーの西村高宏が担当していたが、2009年度以降は西

村の移動にともない、高橋がカフェフィロ側の担当者となった。それと同時に、対話形式

が取り入れられることになった。

8）倫理カフェがどのような手順で進められるかについては、1.2にて詳述する。

9）本稿の目的は2012年度以降の対話の分析のため、2009年度から2011年度までの検討会

の詳しい内容についてはここでは詳述しない。これについては、高橋・川崎［2014］を参

照のこと。またこの報告と内容の上で一部重複している部分がある。

10）この「三段」構成については、NSD（ネオ・ソクラティック・ダイアローグ）とい

う対話セッションを行った後のアウトプットとして具体的な問題に対する考えを話し合

う、という「対話コンポーネンツ」の方法を参考にした。この方法については本間・堀江

［2003］を参照。

11）臨床倫理プロジェクト［2013］（http://www.l.u-tokyo.ac.jp/dls/cleth/tools/tools.html 

2014年4月3日最終確認）参照。

12）臨床倫理プロジェクト［2013］および清水［2009：23-28］を参照。

13）以下、「2011年度臨床倫理検討会報告書」より引用。なお、以下で参照する検討会の

「報告書」は、各年度末にコアメンバーが病院に報告するために作成している文書であり、

一般には公開されていない。本稿での引用に関しては、コアメンバーに確認していただ

き、了承を得ている。後に参照する「まとめ」についても同様である。

14）ただし、ステップ4は検討シート作成者によっても絶対に必要なものではないとされて

いる。

15）あるいは、後で述べるように、検討シートを用いただけでは、それを機械的に埋めて行

くだけになりがちであり、この検討シートで本来意図されていることが達せられないた

め、対話セッションという参加型のフェーズを取り入れていれて、より深く事例に直面

し、考えられるようにしているとも言える。

16）前出「2011年度臨床倫理検討会報告書」にも倫理カフェの目標がそのように記されて

いる。

17）また後述するように、最後のセッションの呼称については、そこで何が起こっているか

を考察した上で、また、参加者が理解しやすく、参加や発言の仕方が分かりやすくなるよ

うに、検討・改善が必要であるが、ここではとりあえず「振り返り」としておく。

18）「2012年度臨床倫理検討会報告書」より引用。

19）「2012年度臨床倫理検討会報告書」および「2013年度臨床倫理検討会報告書」より引用。

20）「2012年度第2回臨床倫理検討会まとめ」に基づく。なお、以下で参照する検討会の「ま
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とめ」は、第二・第三セッションの最後に口頭で行う、進行役による各グループの話し合

いのまとめを基に、コアメンバーが後日作成し、検討会参加者およびカフェフィロメン

バーに配布しているものであり、一般には公開されていない。

21）この検討会への関わりを通じて、特に看護師という職種は、看護やケアという行為には

私たちがプライベートでなすケア的行為と通底しているところがありながら、それを職業

として行っているという自覚があるため、その線引きを意識せざるをえないことが多いと

いう印象を筆者らはもっている。この論点提示と見解の差はそれに由来するところが大き

いのではないかと推測している。

22）検討会コアメンバー作成の「2012年度第3回臨床倫理検討会まとめ」に基づく。

23）以下、検討会コアメンバー作成の「2013年度第5回臨床倫理検討会まとめ」に基づく。

24）以下、検討会コアメンバー作成の「2013年度第6回臨床倫理検討会まとめ」に基づく。

25）日本老年医学会［2012:3］（http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/jgs_ahn_

gl_2012.pdf）参照。

26）清水［2009：33-34］

27）検討シートを使った臨床倫理検討会を長い時間かけて、倫理学の専門家の同席や参加の

のもとで行うことが想定されているようであるが、病院内の研修として一度にそうした長

時間の検討会を持つことが難しいという実践上の制約にもよる。

28）佐藤・西村［2014］、特に第Ⅰ部（佐藤執筆）と第Ⅲ部（西村執筆）を参照。

29）佐藤・西村［2014：5］

30）佐藤・西村［2014：180］

31）佐藤・西村［2014：6］

32）佐藤・西村［2014：6］

33）佐藤・西村［2014：183］、また市川［1975：226］を参照。

34）フレイレ［2011］参照。また、周産期医療の分野では、妊娠、出産のプロセスが「（西

洋）医療化」され、産む女性の主体性や、それぞれの地域、文化に独自の出産のあり方

が疎外されることになっていることから、出産の社会的、文化的側面や、女性の身体の主

体的な関わりを取り戻すことを意味する「出産の人間化（ヒューマニゼーション）」を提

唱している人々が存在する。本論で用いられている「人間化」という言葉も、妊産婦（患

者）とケアワーカーというように対象こそ異なるものの、これらの考え方と同一線上にあ

るものであると言える。「出産の人間化（ヒューマニゼーション）」という考え方、実践に

ついては、ワーグナー［2002］参照。
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【論文】

「病院組織倫理」試論 
― 病院という場をどうデザインするか

服部俊子（大阪市立大学大学院看護学研究科）
大北全俊（大阪大学大学院医学系研究科）
牧一郎（市立池田病院小児科）
樫本直樹（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター：CSCD）

Rethinking Hospital Organization
̶̶ An essay on Organizational Ethics in Hospital

Toshiko HATTORI （Graduate School of Nursing, Osaka City University）
Taketoshi OKITA （Graduate School of Medicine, Osaka University）
Ichiro MAKI （Department of Pediatrics, Ikeda municipal hospital）
Naoki KASHIMOTO （Center for the Study of Communication-Design: CSCD, Osaka University）

医療現場では日々、研究・治療の実施に伴い倫理的問題が生じている。多くの病院
では、その問題に対応するために「倫理委員会」が、研究倫理／臨床倫理を現場で展
開するという目的で設置されている。しかし、この「倫理委員会」は、医療現場の倫
理的実践をサポートするシステムに寄与できているとは必ずしも言えない状況にある。
医療現場に生じる倫理的問題は組織の問題を孕むにもかかわらず、この「倫理委員会」
は個人の倫理に焦点をあてて検討するため、組織の次元にアプローチする手段として
は限界がある。本稿は、倫理的な臨床実践を実質的にサポートするためにも、病院と
いう医療組織の倫理――病院組織倫理――を、研究倫理／臨床倫理に隣接し、メソレ
ベルの現象に焦点をあてる一つの分野として展開する必要性があることを論じる。

　There has been much interest in medical ethics in Japan, an interest much more 
focused on patient care issues and on medical research. Though patient care (clinical) 
ethics cases and medical research ethics cases in clinical practice typically have 
hospital organizational implications, many of ethical issues in clinical practice is 
needed to address on an organizational research level. Our `Hospital Organization 
Ethics' study focuses on the ethical dimension of not on the macro-level phenomena 
but on the mezo-level phenomena, as the differing ethical perspectives of medical 
research ethics, patient care ethics. Organizational Ethics in Hospital must work 
to integrate /beyond these perspectives into a unified organization program that 
promotes and sustains a positive ethical climate/ environment within each particular 
hospital. 

キーワード
病院組織倫理、臨床倫理、倫理委員会
Organizational Ethics in Hospital, Clinical Ethics, Ethics committee
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1. はじめに
医療現場では日々、臨床研究や治療・ケアの実践に伴い倫理的問題が生じており、その問

題に対応するために多くの病院は「倫理委員会 1）」を、研究倫理／臨床倫理を現場で展開す

るという目的で設置している。しかし、この「倫理委員会」は、医療現場の倫理――特に臨

床倫理 2）――をサポートするシステムに寄与できているとは必ずしも言いがたい。なぜなら、

医療現場で生じる倫理的問題は組織的な問題を孕むことが多いが、「倫理委員会」における

アプローチでは、「わたしはどうすべきか」という個人倫理（Individual Ethics）に主に焦

点があたり「病院はどうすべきか」という組織レベル（Organizational Level）の視点を見

落としていることが多いからである。それゆえ、組織的な問題をも個人の問題に帰属させて

しまい、組織的な問題への対応という点で限界があるものと考える。

本稿は、病院という医療組織の倫理――病院組織倫理――を、研究倫理／臨床倫理に隣接

する一つの分野として展開する必要があると主張することを目的とする。以下では、（1）倫

理委員会と院内サポートシステムの現状を、米国および日本における医療組織の「倫理委

員会」制度と、倫理委員会制度に影響を及ぼした病院監査制度から説明する。次に、病院の

「倫理委員会」活動を二つの病院の活動記録から報告する。まず、（2）臨床倫理事例検討会

の参加記録をもとに、臨床倫理検討会の一例を報告する。そして、（3）倫理委員会を病院で

制度化した医師が、倫理委員会を制度化した体験から現状を報告する。最後に、（4）病院と

いう組織の倫理を倫理学的に考察することの可能性を考え、病院組織倫理の必要性を示し、

その青写真を描く。

2. 日本と米国の「倫理委員会」制度
現在、日本の病院の多くに設置されている「倫理委員会」は、米国の研究倫理／臨床倫理

という二つの分野の「倫理委員会」を参考にしている。まずはその倫理分野の特徴と制度を

概観する。

2.1  米国における二つ̶研究倫理／臨床倫理̶の倫理委員会

研究倫理（Research Ethics）は、被験者の人権や福祉が守られる研究の仕組みを考える

ために1970年代にバイオエシックスの一分野として発展した学際的な分野である。ニュル

ンベルク綱領（1947年）や世界医師会ヘルシンキ宣言（1964年）において、研究の利益よ
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り被験者の福祉を優先させる原則が採択されたにもかかわらず、米国では非人道的な人体実

験が組織的な関与のもと、数多く実施されていたことが世間の明るみに出た。1974年、連

邦議会は「全米研究規制法」を制定し、第三者による審査制度として、被験者保護のための

国家委員会の設置や、病院や研究施設などのそれぞれの組織に対して、施設内審査委員会

（Institutional Review Board、IRB）の設置など、非人道的な人体実験を規制するための取

り組みを義務づけた。研究所や病院などの各組織はIRBを設置し監視体制を整備した 3）。米

国での研究倫理の「倫理委員会」制度は連邦から、委員会の構造的側面――研究倫理規準・

規則、委員会構成・手続き――と実質的側面――機能や運営方法――の具体的指令という外

的規制によって整備されたのである。

一方、臨床倫理（Clinical Ethics）は、米国の公民権運動を契機に1960年代に登場したバ

イオエシックスへの批判から誕生した分野である。バイオエシックスは、「医療・バイオテ

クノロジー・行動科学などにおいて生じてきた、生命（人間、動物、生態系）への人為的介

入に関する倫理的諸問題について、さまざまな学問分野（生物学、医学、行動科学、法学、

哲学、文学、歴史学、社会学、心理学、人類学、経済学、経営学など）の研究者やジャー

ナリストおよび、市民が集まって、学際的に議論する研究分野」［土屋2006:520］とされる。

バイオエシックスの倫理学的方法論として、状況の具体的判断に向けて、自律尊重，善行、

無危害、公正の原則にもとづき演繹的に推論を行なうという原則主義が確立された。しか

し、原則主義は論点整理に役立つが、対立する諸原則のうちどの原則を優先すべきかには答

えられず、具体的な解答を見いだすことには限界があった。そこで（主に）医療者から、医

療現場に根ざした倫理学的方法論が必要だとの声があがり、1980年代中頃より、ケアの倫

理、ナラティブ倫理、徳倫理などの原則主義に批判的な方法論が誕生した。しかし、それら

も原則主義を補う理論にとどまり、臨床の倫理的問題を解決するものではなかった。このよ

うな現状をふまえ、臨床倫理は、倫理研究者たちと医療者の共同作業により、日常の臨床に

生じる倫理的問題を認識／分析／解決しようとする試みから誕生した分野である。1970年

代後半にはすでに（病院が自主的に設置した）倫理委員会で、医療者と倫理研究者たちが倫

理的問題を検討する活動をはじめており、徐々に臨床倫理が医療現場に広まっていった。タ

スキギー事件の発覚 4）やクインラン事件 5）などにより人々に医療や研究の意思決定への関心

を持たせたことや、クインラン事件の判決で、患者の意思決定事例が法廷にのぼらないよう

各病院で患者の意思決定支援制度の整備が勧められたこと、医療現場の倫理的問題への対応

を模索する医療者のニーズなどが、臨床倫理の誕生と広がりを後押しした［ジョンセン・

ジェイムトン2003:262-283、品川1998:324-334］。

1983年、「医療および生物医学・行動科学研究における倫理問題を研究するための大統領

委員会」は病院に患者の意思決定支援の制度整備を提言した。この提言は当初、実験的な要

素が大きいとされたが、各病院は臨床の倫理的問題を検討する倫理委員会（病院内倫理委
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員会Hospital Ethics Committee　以下HEC 6））を、臨床倫理を展開する倫理委員会として

設置し、2000年頃には病院の約93%に設置された［Fox and Myers and Robert A. 2007:13-

25］。

臨床倫理の「倫理委員会」であるHECは病院に自主的に設置され、一方、研究倫理の「倫

理委員会」であるIRBは、外的規制により各組織に設置され、それぞれの委員会が機能する

ことで医療組織における倫理委員会制度は整備されていった。

2.2  日本の「倫理委員会」

日本で最初の倫理委員会は、1982年徳島大学医学部に体外受精胚移植の臨床応用の是非

を検討するために設置された。それに引き続き倫理委員会は、1992年までにすべての大学

医学部・医科大学に自主的に設置された。この動きは、1988年に倫理委員会間の情報交換

を目的として発足した「大学医学部医科大学倫理委員会連絡懇談会 （現、医学系大学倫理委

員会連絡会議）」に大きな影響を及ぼされたとされる 7）。その後、倫理委員会の設置は研究

所／研究所附属病院、一般の病院まで広がっていった。日本の倫理委員会は研究倫理と臨床

倫理を一手に担うものとして、外的規制がない中、自主的に設置されていった。

1990年、旧厚生省の「医薬品の臨床試験の実施に関する省令」（Good Clinical Practice、

以下GCP）が施行され、治験審査委員会の設置が勧告された。外的規制がかけられ、各組

織は治験審査を行う治験審査委員会をIRBという名称で（以下、和製IRB）設置し、倫理委

員会が治験をのぞく臨床研究審査とHECの役割を担うことになった。和製IRBにはGCPが

適用され、米国のIRBと同様、GCP遵守を監視する委員会として整備された。他方治験を

のぞく臨床研究は2001年から倫理指針が策定され［厚生労働省オンライン 8）］、研究審査と

研究認可後の監視まで病院の倫理委員会の役割と示された。

病院の「倫理委員会」を、臨床研究審査、治験審査、臨床倫理という3つの役割に応じた

設置の推進役の一つに病院機能評価がある。病院機能評価は、1995 年に旧厚生省の外郭団

体として設立された機構による病院監査事業であり、2年から4年ごとに評価項目を変更し

ている。事業開始当初、倫理に関する評価項目は職業倫理だけだったが、2005年には臨床

研究、治験、臨床倫理の3つが設定され、それぞれの倫理委員会で審査／検討する評価項目

も示された。機能評価の認定病院は全体の4分の1であり、病床数にすると日本の全病床の

半数とされ、病院の「倫理委員会」 制度に影響を及ぼすだろう 9）。

「倫理委員会」の中でもHECの推進役となったのは、日本看護協会が1994年に発足させ

た専門看護師認定制度と、2006年に策定した「臨床倫理委員会の設置と活用に関する指針」

と言えよう。専門看護師には「個人、家族及び集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛

藤の解決をはかる（倫理調整）」の役割があり、専門看護師は所属する病院で、全看護師を

対象にした（HEC機能の）倫理コンサルテーションや倫理教育を行っている。また、2006
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年に策定した「臨床倫理委員会の設置とその活用に関する指針」は病院のHEC設置とHEC

機能の臨床倫理事例検討の方法を示した指針であると思われる 10）。日本看護協会は病院の看

護部に大きな影響力をもつ。

以上が「倫理委員会」制度の概要である。しかしながら制度が整備された当初から委員会

はその機能を果たすにあたり限界があったと言える。2002年時点で、倫理委員会は人的・

経済的な資源が絶対的に不足する中、遵守すべき倫理的規準も整備されていない臨床研究の

審査体制の構築と、倫理的検討の方法もよくわからない臨床倫理を展開する体制の構築など

も要求されることになり、過度な業務負担を負わされ機能不全に陥っているため、現場で

実質的に機能するような具体的な配慮がなされなければならない、という指摘がすでになさ

れている［赤林2002:277-288］。2013年には研究倫理審査会が実質的に機能していなかった

実態が指摘され 11）、また倫理委員会とは別組織としてHECを設置している率も高くはなく、

実際に機能できていないことが示唆され［一家2013:23-30］、総じて「倫理委員会」の機能

不全が改善したとは言えない状況にある。どうすれば病院が倫理委員会を制度化し機能させ

られるかは、今後も引き続き検討を要する課題であると思われる。

こうした課題を考えていくためにも、次章では、看護部主導で臨床倫理事例会を設置した

病院の検討会記録から、病院の「倫理委員会」活動の現状を報告する。

3. 医療現場に生じる組織的な問題
3.1  臨床倫理事例検討会について

臨床倫理は一定のプロセスを経て事例を検討することをその主な方法としている［浅井

2012:1-21、清水・伊坂2005:177-184］。そして、検討するにあたり、関係者が顔を合わせ

て「検討会」と名付けて定期的な場を設定する試みも広がりつつあり［福岡ほか2010:1170-

1175、宮坂ほか2009:28-31］、先に述べた「倫理の制度化」の一躍を担っている。本章では、

大北自身が講師あるいはファシリテーターとして関わった「臨床倫理事例検討会」を通し

て、医療現場の倫理的問題にいかに組織的な問題が絡んでいるのか、その一例を示したいと

考えている。

3.2  検討会の進め方と戸惑い

大北が主に関わっているのはある民間のA病院 12）で行われている検討会である。日本看

護協会から提示された指針 13）を一つのきっかけにして看護部主導で始められ、現在に至る

まで5年以上にわたり継続されている。開始された翌年には看護部から病院全体の職員を対

象とするものに拡大され、医師をはじめ会によっては医療ソーシャルワーカーや理学療法士
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等の参加もあったが、参加者の多くは看護師である。2ヶ月に1回の頻度で年に6回開催さ

れ、1回につき90分をかけひとつの事例について検討する。参加は自由で、これまでの傾向

としては事例を提供した病棟のスタッフが主に参加し検討を行う。検討会は「シート」と呼

ばれるものに基づきながらすすめられる。臨床倫理では医療実践に即した検討が求められる

ため、ケース・バイ・ケースの検討とならざるを得ない。それゆえ、それぞれの検討が「場

当たり的」に行われるのではなく、「倫理的」な検討がなされているということを担保する

ために、臨床倫理の実践の適切なプロセスについて議論がなされてきた［浅井2012:25］。そ

のプロセスを眼に見える形にしたものが「シート」である。

よく知られたものとしては、A. R. ジョンセンらが開発した「四分割表」［ジョンセンほ

か2006:13］、清水哲郎らが開発した「臨床倫理検討シート 14）」が挙げられる。四分割表は

「医学的適応medical indications」「患者の意向 patient preferences」「QOL quality of life」

「周囲の状況 contextual features」という項目に別れており、ビーチャムらが提唱するバイ

オエシックスの四原則に一定の配慮がなされるよう工夫されている。清水らの臨床倫理検討

シートは、四原則をより整理した三原則――人間尊重、与益、社会的視点――に配慮できる

よう項目を設定し、さらに日本の現状にあわせて患者と家族それぞれとのコミュニケーショ

ンのあり方を整理できるようより詳細な項目を設定している。筆者自身もこれらのシート、

なかでも清水らの「臨床倫理検討シート」を主に使用してこれまで検討会に関わってきた。

はじめに事例について時系列に即した概要のみ用意し、検討会の場で関係者の話を受けな

がら大北が進行をつとめつつ同時に書記としてシートの記入を行っている。シートへの記入

はプロジェクターで投影しながら参加者の確認のうえで行っている。シートに記入しながら

検討を進めることで、その都度事例は異なるものであっても、配慮するべき倫理的な事項の

見落としを避けつつ、ある程度安定した仕方で検討を進めることができる。

しかしながら、事例検討会をはじめた当初、シートを埋めていく過程であることに戸惑っ

た。それは、シートが職種など立場の違いによる見え方や行動、考え方の相違を整理するよ

うには設計されていない、ということだった。医療者と患者／家族の立場の違いは整理でき

るように設計されているが、医療者については一枚岩のものとして記入せざるを得ない。し

かし、実際の検討の過程の多くの時間は、各参加者のそれぞれの立場から提示される証言や

考えをまず列挙し、それらをつきあわせて順番に全員で共有していくことに費やされる。医

師や看護師、理学療法士といった職種の違いによって、患者とのコミュニケーション内容は

当然ながら異なる。同じ看護師であっても、例えば患者が急性期病棟からリハビリや療養型

の病床に移動した場合などは、それぞれの患者の様子についての記述は異なる。また、同じ

病棟の看護師同士であっても、管理者の立場である師長と担当ナースとでは患者の様子につ

いての記述が異なるだけではなく、微妙な対立を示す場合――師長としては担当ナース個人

の工夫や判断によりゆだねたいというニュアンスのことを発言するが、担当ナースとしては
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管理者である師長に全体としての方針を定めてほしいと要求する場合など――もある。

以下、医療者相互の異なる立場の突き合わせが求められる「事例」を提示することで、医

療現場の倫理の検討の場でどのように組織的な事柄が関わっているのか示したい 15）。

3.3  事例検討会の検討

3.3.1　複数の関係者が集まってはじめて「事例」が形成されるということ

【課題事例01】入院している患者を自宅で介護することを家族は強く希望していた。A病院

に入院するまで、また入院をしてからも他の病院へ患者を受診させ、そのために患者は疲

労、また薬剤の飲みあわせで危険な場合があった。また、患者には認知症の症状あった。

　患者の意思を明確にすることが難しい中、家族の意向通り退院の手続きを進めてもい

いか否かということを主な問いとして検討が始められた。この事例検討は振り返りの検

討会であり、結果としては退院をするまでに患者本人は亡くなっていた。必ずしも患者

本人と家族との意向が乖離しているとまではいえず、家族も患者の見舞いなど世話をす

ることに熱心であり、家族の意向通りに退院の手続きをすすめても問題はなかったので

はないか、ということを検討するために事例として挙げられた。はじめは患者が亡くな

るまで主に関わっていた病棟のスタッフから患者の様子、家族の様子などその詳細が話

された。かなり衰弱の進んでいた患者の安全を思うと、家族はその熱心さゆえにかえっ

て患者を危険にさらす懸念はあったものの、予後のことなどを考えて自宅での看取りを

すすめてもよかったのではないかという予見のもと検討はすすめられた。その過程で、

別の病棟のスタッフがこれまでと異なる患者とその家族の様子について話しはじめた。

患者は、同じ病院内の別の病棟に入院していたことがあるのだが、そのとき、家族がか

なり強く暴言ともいえるような言葉を患者に投げつけている様子を目撃したことがある

というものだ。この証言は、事例を提供した病棟スタッフもこれまで知ることはなく、

驚いていた。

　結果、この事例については、患者の意思表示が不明確ななか、患者の保護という視点

から退院手続きを進めなかったという判断でよかったのではないかということになった。

改めてこの事例検討について考察すると、認知症など本人の意思表示が不明確な場合は、

なるべく多くの関係者による情報共有のもと患者をとりまく世界をより詳細にすることで患

者の最善の利益についての判断が可能になると考えられる 16）。しかし、同時に、日々の医療

実践の中で病棟を超えた情報共有は難しいものと考えられる。合理的な医療を目指して、病

棟内で医療が完結して行えるような体制を病棟ごとに作っているのが、医療組織構造であっ
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て、言い換えれば、組織構造が、病棟を超えた情報共有を困難にしているとも言える。

3.3.2　暴力をふるう患者に対して「誰が」対応すべきかということ

【課題事例02】ある障碍により感情のコントロールが利かず、なにかの拍子に激高すること

のある患者がいた。その患者に看護師が暴力をふるわれ、口のところに軽い怪我をした。こ

れまでも、よく暴力を振るうような行為があり、その度に担当ナースは暴力を避けながら対

応していた。

　障碍があるとはいえ暴力をふるう患者に看護師としてどのように接するべきかという

問いに基づいて検討会が始められた。はじめのうち、担当ナースなど事例に関わってい

たスタッフは「患者の右側ではなくて左側に立てば暴力はふるわれにくい」というよう

な話をしていたが、次第に今回が初めての暴力事象ではなく数ヶ月前にも別の看護師が

暴力を振るわれていたこと、そのときに病院として具体的な対策がとられないまま今回

の暴力事象が起こり、それが検討会に出されたということが分かった。暴力事象につい

てしかるべき対応をする委員会――安全に関する委員会――が存在し、またそこに報告

していたにもかかわらず、病院として何らかの対応がなされなかったのはなぜか、と

いったそのシステムの問題に検討のポイントは移った。事例を提示した病棟のスタッフ

が困惑し、また不満にも思っていたのは、患者に対する接し方と同時に、病院の管理の

あり方でもあることが明らかになった。暴力をふるわれるリスクを抱えているスタッフ

とその安全に気を配りながら病院としてなかなか対応してくれないことに病棟師長は苛

立ちを感じていると表明したことに対し、管理者の立場にある医師は再度報告を促し

た。結果、そういったシステムに何らかの問題があるということ――報告手続きが複雑

である等――を参加者で共有した後、別途しかるべき場でシステムについて検討され

るべきこと、そしてそういったシステムの問題と合わせて患者への対応を考えていくこ

と、となった。

このように、事例検討会に事例が提示されるに至る組織的なシステムに主な問題があった

のだが、問いとしては倫理的な仕方で記述されることがある。むしろ、スタッフだけではな

く師長――他の病棟の師長も含む――そして病院の安全管理の責任を担う立場の医師が同席

して初めて、組織的な問題として記述されるに至ったのかもしれない。

また、この事例のように患者になんらかの「問題行動」がある場合 17）――例えば認知症

でナースコールを頻回に押し続ける、転倒のリスクがあるが一人で動こうとする、他の患者

に何らかの迷惑をかけるなど――、状況認識とともにとりうる選択肢を検討するためには、
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病室の変更等、環境の変更を必要とする場合も多い。そのため管理者の立場にいる病院関係

者が検討会の場に参加することは不可欠である。そして、このような事例において個々のス

タッフの対応のみでは限界があることは明らかだと思われる。

3.4  事例検討会の可能性と限界

以上より、複数の関係者が参加することによってはじめて事例の記述が可能になるという

こと、また倫理的とされている事例を形成しているものの中に、組織的な事柄が抜きがたく

入り込んでいること、それゆえ対応についても、個人レベルではなく組織レベルの対応が求

められることが示唆されている。

医療現場での倫理的な問題に対しては組織的な取り組みが必要であること、また検討会そ

のものがそのような組織的な取り組みであることはこれまでにも指摘されている 18）。このよ

うに、事例を検討する場が病院の中に設定され、そこで医療者が倫理的に問題ありと考える

事例を提示し、検討が行われるということ自体、医療現場における倫理的な問題への組織的

な取り組みとして十分に意義あることだろう。そこは、職種や部署、そして管理者とスタッ

フが組織横断的に、定期的に参加する場であり、一つの事例を参加者によって明確にし、共

有し、そして今後の方針を検討する場である。つまり臨床倫理事例検討会は、事例として提

示された医療者と患者の間で生じた何らかの問題が、組織の問題であるということを明確に

しかつ組織的に共有する場としての可能性を持つものと言える。

しかしながら、臨床倫理事例検討会を続けていると、よく検討するべき「事例が出ない」

ということが起きる。検討会の日程は決められているのだが、それまでに各病棟などに検討

会に出す事例はないか検討会の担当者が呼びかけるのだが、なかなか事例が提示されないと

いうことがある。

その要因としては、いろいろなものが考えられる。まず、そもそも自身が直面している事

態を「倫理的な」問題と認識していないため倫理検討会に出すべき事例だと気づいていない

可能性があげられる。また特に終わった事例について振り返る場合など、実際に行った自ら

の判断と実践を後から参加者によって「裁かれる」ことに怖さと強い抵抗を感じるというこ

とも耳にすることがある。これらもそれぞれ検討するべき課題であるが、中でも「事例の出

しにくさ」には、そもそも組織的な問題も関係しているのではないかと思われる。検討会で

は、ある程度日々の「職場」の人間関係をつまびらかにすることを余儀なくされる。少しで

も円滑な人間関係を維持するために、なるべく明らかにすることなくやり過ごすことで対処

してきたものを、わざわざ関係する当事者自身によってつまびらかにせざるをえない。医師

と看護師との、管理者とスタッフとの、またスタッフ同士の見方や価値観の違いなど、擦り

合わせが容易ではない相互のコンフリクトを、わざわざ明確にすることで、より相互の人間

関係をぎくしゃくとさせるリスクを検討会ははらんでいる。つまり、事例を組織的な問題と
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して明らかにし共有するという臨床倫理事例検討会の可能性そのものが、検討会自体の運営

を難しくさせてもいるということである。病院の内部で、まさに組織的な取り組みとして臨

床倫理事例検討会などが営まれる以上、そこは自由で対等な発話が保証される場とは言いが

たい。上下の、そして横の、複雑な人間関係の中で実施されざるをえない。それゆえに、そ

う安易に事例を提示することも、またたとえ提示されたとしても思うままに発言をするとい

うことにも限界がある。

しかしながら、そのような組織の内部で検討がなされるからこそ、その検討の過程とその

帰結は実効性をもつとも言える。全く別の場で、しがらみのないもの同士で議論が活発にな

されたとしてもその過程と帰結を現場に還元することはまた別の課題を生むだけであるだろ

う。

このような限界を抱えながら検討会を維持し、その可能性を追求していくためには、何ら

かの組織的な位置づけや工夫が必要となってくるだろう。

次章は、病院の「倫理委員会」活動の現状としてHECを制度化した医師の体験から報告

する。

4. 病院の「倫理委員会」制度化の一例
4.1  市立池田病院の「倫理委員会」制度

市立池田病院は大阪府の北西、兵庫県との境に位置し、一般病床364床、20診療科を持つ

急性期病院である。2000年に、病院機能評価の受審対策として、治験審査委員会と、医療

行為と自主研究等の倫理に関する審査を行う倫理委員会を設置し、2006年に、倫理委員会

の下部組織として倫理症例検討部会を設置した。

4.2  倫理委員会の制度化

病院機能評価の受審対策として倫理委員会が設置された当初、委員会業務は、規約や委員

名簿の整備が中心で、審議事項としては薬品の適応外使用の審査などであった。牧は、2004

年まで一委員として委員会に参加していたが、当時は、開催頻度も少なく、委員としての自

覚があまりなかったため、委員会が形式的な運営であることにあまり疑問をもたなかった。

しかし、倫理委員長になり、外部委員を含めてメンバー4名が交代となった頃より、「この

ままの運営ではいけないだろう」というぼんやりとした思いが生じた。多くの委員も「倫理

とは何か」「倫理委員会で何をすべきなのか」を改めて勉強しなければと漠然と考えるよう

になっていた。そこで、倫理委員会の事務局 19）に相談し、彼女らが中心となって隔月開催

だった委員会を毎月開催に変更し、「患者の権利」を見直すことと、倫理原則などの勉強を
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開始することを倫理委員会に提案した。委員会の了承を得たのち、委員は議論を重ねながら

「患者の権利と義務」を約6ヶ月かけて作成した。また、つながりのあったMRM（Medical 

Risk Management）たちとともに、他院のマニュアルや臨床倫理関係の著書、ウェブサイ

トを参考にし、議論をしながら「職員倫理規定」、「市立池田病院の臨床倫理原則」「代表的

な臨床問題への対応」「インフォームドコンセントを実施するにあたって」などの原案を作

成した。そして、倫理委員会で約1年をかけてすべての原案を議論しながら整理し「市立池

田病院倫理基準」としてまとめた。

4.3  倫理症例検討部会の制度化

倫理委員会で勉強を進めていると 20）、臨床倫理では「四分割表」を用いた論点整理法を用

いると情報が共有されやすいこと、多くの立場の人の意見を聞いて自分の考えをまとめるこ

と、安易に結論を出さないことなどが多職種協同の倫理的検討に重要だとわかり、その検

討を続けることが患者や家族に対応する職員の倫理的姿勢につながることもわかった。当

院でも病院職員が日常の倫理的問題を事例検討できる、また、倫理事例検討法や倫理的姿

勢を学ぶことができる機会を設けるために、2006年に「倫理症例検討部会」（Ethics Case 

Conference、以下、ECC）を設立した。

当初、検討部会委員が事例検討の初心者だったので、検討部会は他院の報告例などを題材

にした事例検討の勉強を手探りで行う場となった。同時に、院外講師を招いて倫理研修会の

開催、マニュアル類の整備、所属部署に事例提供の呼びかけなど、病院全体に対する働きか

けも行ったが、実際には相談事例が約半年間なく、ECCの運営が困難な時期が続いた。

しかし2008年に倫理的思考教育を受けた総合内科・家庭医療志向の医師、専門看護師・

認定看護師や、倫理に興味を持つ病院職員が新たにECC委員に加入したことや「臨床倫理

セミナー 21）」に一部のECC委員と委員以外の多くの看護師が参加し勉強する機会を得たこ

と、さらに、専門看護師が倫理調整を行う中で看護師に対する倫理教育を始めたことが、

倫理事例検討法や検討の重要性の認識を、ECC 内部から病院全体に看護師を中心に拡げ

ることになった。そして、ECCへの相談事例が増えた。ECC本来の倫理事例検討が実施さ

れ、ECCが倫理的思考法を学ぶ場となっていった。ECC活動は2008年を転機に機能しはじ

めたのである。さらにECCは「倫理的思考を診療現場に拡げる」ことをあらたな目標に掲

げ、病棟で多職種が協同して倫理事例検討ができるように、2012年以降はECCが病棟に出

向き事例検討のサポートを始めた。「倫理」という言葉に抵抗を感じる職員もあることから

サポート活動に関しては「倫理」という言葉を用いないように心がけた。また、院内の横断

的専門チーム（栄養サポートチーム、緩和ケアチーム、高齢者サポートチームなど）と共同

で合同勉強会を立ち上げ、院内事例の報告会や検討会、講演も開催した。今では、相談事例

が増え、さらに事例を見ると、病棟で多職種が協同して倫理的問題を検討したが解決できな
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かったのでECCに助言や提案を求めるといった内容になっており、ECCが押し進めた「病

棟で多職種が協同して倫理事例検討をする」ことが定着してきているようである。ECCと

してはこの傾向を持続していけるような取り組みと事例検討の質を高めていくことが今後の

課題である。

4.4  「倫理委員会」制度化を振り返って

当院のHECに相当する倫理委員会制度は10年以上の歳月がかかり、ようやく実質的に機

能しはじめたように思われる。これほどまでに長い歳月の紆余曲折を経るとは想像すらしな

かった。委員会の存続が危ぶまれた時期もあり、委員会運営に自信がないままであったが、

同じ悩みや疑問をもつ職員が少数であっても集まり、それが違う集団ともつながり、問題を

共有しながら細々でも話し合うことができたので「倫理委員会」活動が軌道にのることがで

きたと考える。

倫理委員会は、委員や複数の委員以外のメンバーが「倫理委員会は何をすべきか」「倫理

とは何か」などを勉強したり話し合いながら、「市立池田病院倫理基準」を作成した。その

プロセスは、ガイドラインやマニュアルなどの作成（構造的側面の整備）途中で生じた疑問

をなおざりにせず話し合いを続けてきたプロセスでもあった。このことが、結果的に、構造

的側面と実質的側面を整備することにつながったのではないだろうか。

一方、ECCは、相談事例がなく委員会活動が停滞した時期が数年間あったが、ECCで「倫

理事例検討するとはどういうことか」「ECCは何をすべきか」などを議論したり勉強したり

しながら、マニュアルの作成などを行った。その時期、本来の相談事例を検討する活動はで

きず開催を継続するための材料を提供することに精一杯だったが、そもそもECCは多職種

で構成された委員会であり、ECCで一つのテーマについて話し合うことが委員にとって多

職種協同で検討する場にはなっていたのかもしれない。

「ECCをどうしたらいいか」という根本的な課題を、立場が異なる者たちと模索したこと

は、検討の困難さと検討することの意義を体験する機会となり、委員に自覚されなくても倫

理事例検討が病院に必要だという実感やニーズを（委員全員ではないだろうが、一部には確

実に）もたらしたように思える 22）。2008年に倫理的思考教育を受けた職員の加入は倫理事

例検討方法の形式的知識をもたらしECC内部に化学反応をおこした。倫理事例検討技法の

知識を実践に活用することができるようになったことで、すでに病院内にあったニーズを取

り込むことができ、ECCが実質的に機能しはじめた。そして、ECC活動がECC内部から外

部の病院全体に向けて広がり始めたことで倫理相談事例も増えた。倫理事例検討という本来

のECC活動が停滞した時期もあったが、その時期は、ECCが機能するために必要な準備期

間だったと言えるかもしれない。

倫理は個人の「プロフェッショナリズム」の態度であり、倫理的問題はプロフェッショナ
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リズムの欠如の結果ととらえていたので、HECのような話し合う場が現場に必要だとわか

らなかった。しかし、ほかの職員も含め多くが倫理は個人の問題という認識をもっていたこ

とがかえって、なぜHECのような委員会が必要かを立ち止まって考えさせたようにも思わ

れる。そして、倫理委員会を実質的に機能させられたのは、委員会の整備段階から、分業す

る小集団内部で生じる疑問や問題をすくいあげ全体でそれを共有し対応していけるような、

集団枠を超えたコミュニケーションを意図せずともできていたからかもしれない。集団内部

に閉ざさない多職種協同のコミュニケーションを継続させる取り組みが今後の課題であると

言える。

5. 臨床現場の倫理的実践をサポートするために
さて、ここまで2つの報告を見てきたが、これらの報告はこの論文の主題でもある「組織

を対象とした倫理」の必要性を明らかにしているように思われる。というのも、検討会に事

例としてあがってくる問題をみるかぎり、個々の医療者がそうした問題に直面するに至った

背景には管理やシステムといった病院の組織的な問題が含まれており、その問題解決を単純

に個人の行為のみにゆだねることはできず、そもそも直面しているその事態を組織的な問題

として認識していない可能性もあるからである。

この二つの病院に限らず、医療現場の倫理的問題に対処するために、倫理委員会や検討会

の設置、研修等が行われている。ただ、そうした取り組みから聞かれるのは、結局は参加者

が一部に限られうまく機能しない、効果があがらないといった声や、根づかない倫理観を

嘆く声である。こうした声の背景に目を向けてみるならば、「病院」ということで「病院ス

タッフ」ということがイメージされており、病院の個々のスタッフが医療現場で倫理的問題

に出くわした際に、各自で倫理的な観点から判断できる「資質」（知識、感性などを含む）

を身につけることが、結果としてよりよい病院につながる、という前提が見えてくる。つま

り、前章の最後にも触れたように、倫理的問題とは個人のプロフェッショナリズムすなわち

専門職性の欠如で生じる問題なので、各自が専門職者として批判的に考え、実践する個人に

なりさえすれば問題は解決するという考えが念頭に置かれていると言える。

しかしながら、そもそも、病院で働く医療スタッフはあくまでも
0 0 0 0 0

組織の一員であるし、さ

らにその組織になじむこと、つまりは病院の方針に従うことが求められ、その組織の中で彼

／彼女らは、さまざまな役割や複雑な人間関係の下に置かれる。そうした状況の中で、その

状況から身をはがし、一個人として批判的に考えるということは難しく、そうした判断を下

す権限があるかどうかも怪しいと言える。にもかかわらず、一専門職者の倫理観や判断能力

の問題に落とし込んでしまうことが、個々の医療スタッフをとりまく現実とのあいだにズレ
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を生じさせているように思われる。

以下では、このズレを少しでも埋め、病院がよりよい方向に変わっていくためにも、あら

ためて病院組織とはどのようなものなのかについて概観した後、個人ではなく病院組織を対

象とする必要性、さらには臨床現場の倫理的実践をサポートすることを目的とした組織を対

象とした倫理について考えてみたい。

5.1  病院組織とは

繰り返しになるが、医療現場での倫理的問題に直面するスタッフは病院という組織の中に

属している。

病院組織を定義するのは難しいが、ごく簡単にいうと、病院とは多様な医療専門職と事務

をはじめとする非専門職とが複合した組織である。一般的に、「組織」とは、①特定の明確

な目標をもつこと、②目標を実現するために、地位と役割の分化がすすんでいること、　③

その結果、非人格的な主体としてみなされること、という3つの特徴をもち 23）、この特徴を

あてはめるならば、病院とは患者の疾病や疾患に対して最前の医療・看護・ケアを提供す

るという「目標達成のための協同の形式」であり、個々の専門職としての役割のシステムに

よって形成されている。ここで注意が必要なのは、組織という見地から見れば、組織を構成

している具体的なその人が問題なのではなく、その役割こそが重要であるという点である。

病院の組織形態とは、病院長を頂点にしたピラミッド型の組織図で表すことができ、そこ

にはヒエラルキーが存在し、そのコミュニケーションはトップダウン的性格をもつことにな

る。もちろん、病院組織は、一般的な営利組織と比べ、ヒエラルキーにおける階層数が少な

く、ヨコに広がるフラットな組織形態をしており、いわゆる古典的な官僚制モデルが想定

するような管理や統制の働きは弱いのかもしれない［田尾1998:51］。しかしながら、「合理

的に組織を管理運営するために、人間的な要素を排除すること」［桑田・田尾2010:158］と

いう官僚制システムがもつ本質的側面、すなわち、組織におかれた人間の行動が、管理者

によって定められた規則に従う役割行動となってしまうこと〈没人格性〉、その役割行動を、

強制や強要という形ではなく、（あたかも）自発的に受け入れる〈自発的服従〉という形を

とってしまうこと 24）という側面は無視できないと思われる。

また経営の観点から見れば、病院組織とは、企業のような営利組織ではないが、赤字を出

してはいけない組織でもある。周知のように、病院を取りまく現状は、コストや採算性と

いった経済効率性の向上、あるいは（過度とも言える）安全性への配慮など、さまざまな社

会的な要求が向けられ、こうしたものがある程度、個々の患者に対する医療行為の内容や質

を規定してくるという状況がある［霜田2004:91-93］。

こうした組織という形態そのものがもつ特性、および組織の管理・経営という観点、そし

て雇用関係という点からみても、病院で働く個々のスタッフは組織の一員として振る舞う

 Rethinking Hospital Organization

40



ことが求められ、病院の考え方・やり方に従うことが求められる。こうした要求が、「専門

職としてすべきこと」と「自分のよいと思うこと」とのズレや「組織の論理」と「現場の論

理」のズレを生みだすことがある。例えば、「私はこうした方がよいと思うが上司が許して

くれない」「私が何かを言ったところで結局は何も変わらない」という想い、また、こんな

権力関係、人間関係の中では話しづらい、話せない、ということが次第に話さない
0 0 0 0

となって

いく。そして、徐々に組織や専門職としての地位が求める役割を引き受け、その期待に自ら

応えていくこととなる。その意味でも、個人と組織は不可分の関係にあり、個人の行為は組

織のあり方に強く左右されるのである。

5.2  組織を対象とした倫理の必要性

こうした状況にもかかわらず、医療現場におけるさまざまな取り組み、あるいは医療現

場や臨床実践にかかわろうとしてきた倫理学（医療倫理、臨床倫理、医療専門職倫理など）

は、これまであまりにも（倫理的）問題に対峙する「個人」、そしてその個人の「ふるまい」

「資質」に焦点を当てすぎてきたように思う。しかし、先にも言及したように、個人と組織

は不可分の関係にあり、個人の行為は組織のあり方に強く左右されるのであり、チャンブリ

スもいうように、問題を「難しいジレンマ」という枠組みにはめることは、倫理を個人化し

「そもそもこの問題を生み出した構造的特性から我々の目を逸らすことになる」［チャンブリ

ス2002:126-127］。

つまり、病院内あるいは臨床で生じる倫理的問題は、実際には病院の組織的構造や、他の

集団との関係を孕んでおり、個人で解決できる問題はそう多くはない。彼が別の箇所で指摘

しているように、倫理的な問題は人々の考え方を変えても解決できるわけではないのである

［チャンブリス2002:159］。個人の意思決定の背後にあるものとしての「組織」、その問題を

生み出した「組織」に目をむけず、ただ個人を変えようとしても、それは問題の本質を見逃

すことになってしまう。こうした彼の指摘に共感するかどうかは別にしても、また彼が看護

師を念頭に議論をしていることを差し引いたとしても、やはりこれまで医療現場にかかわろ

うとしてきた倫理学が「個人」に偏りすぎていたことに変わりはないであろう。もちろん、

個人ではなく、医療を取りまく制度や政策、医療と社会との関係なども問題にされてきては

いる。例えば、専門職集団の対話やコミュニケーションの必要性や問題を抱えた際に相談で

きるようなサポート体制を整える必要性、あるいは社会における病院の役割といった観点で

ある。

しかし、個人のふるまいや意思決定の背景にある「組織」、あるいは対話やコミュニケー

ションがおこなわれる「場」としての「環境」や「関係性」も問題にされるべきである。そ

れは、個人レベルを「ミクロ」、そして制度や社会レベルを「マクロ」と表現するならば、

その間の「メソ」レベルにある問題である。ここで断っておくが、筆者たちはいわゆる個人
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倫理を、あるいは制度・社会を問題にすることを否定したいわけでは決してなく、あくまで

「組織」という視点がこれまで見落とされてきたということを指摘する必要があると考えて

いる。つまり、個人をどう変えるかだけではなく、その個人と切り離すことのできないもの

としての組織、言い換えれば、その組織の中における個人のふるまい
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を対象とした倫理を考

えないと臨床実践に寄り添うことはできないのではないかということである。

6. 病院組織倫理の青写真：病院の場のデザインについて
臨床現場での取り組みをサポートするためにも、そして実質的に機能させるためにも、次

の二つの観点、すなわち、a）学問的なアプローチの方向性を示すことと、それをb）病院

内に定着させることは重要である。本稿をしめくくるにあたり暫定的なものではあるが、病

院組織倫理の青写真を最後に描いておきたい。

まずa）については、これまで臨床現場や臨床実践にかかわってきた医療専門職倫理や臨

床倫理のように、個人を対象とするだけでは不十分であるだろう。また、ビジネス倫理など

でよく見られるように、企業の経営トップの資質を問題にする、あるいは、企業を道徳的

な主体とみなし、そのふるまいを問題とする 25）という方向性も考えられるが、こうした考

え方は、参考にはなるものの、企業のふるまいを一個人や一主体の問題に還元しているとい

う点で個人倫理の枠を出るものではないであろう。つまり、病院組織倫理は、組織を自明視

し、個人や病院組織という主体にとって制約となる規範とその根拠を考え、「わたしはどう

すべきか」という次元に働きかけるだけでは不十分であり、「病院はどうすべきか」という

次元で考える必要性があると思われる。

その点をふまえ、次にb）について考えると、おそらく、組織を対象とするとは、「個人」

ではなく
0 0 0 0

「組織」を問題にするというように、組織と個人を二分法で考え、どちらかを優先

して考えることではないであろう。というのも、組織は自明なもの
0 0

としてあるのではなく、

絶えず変化するものでもあるからである。組織の構成要因でもあり、組織と不可分の関係に

ある個々人は、当然ながら、組織の方針や自らの置かれている環境の影響を受ける。しか

し、個人は組織（環境、関係）に影響を与えることもできる。病院組織が変わることで、そ

こで働くスタッフが変わり、そのことがスタッフ間の関係、ならびにスタッフと病院との関

係が変わる、そして……というように、ゆっくりと持続的に回っていくプロセスとして「組

織」を捉え直す必要があるように思われる。

実のところ、牧の報告にあった市立池田病院での取り組みは、この組織の捉え方の不十分

さに気づき、組織として変わり始めている例なのかもしれない。以前はどちらかというと職

員の「倫理教育」に力を入れていたが、そうした個人の倫理教育に加えて、ECCが病棟に
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出向くなど組織として臨床現場に「対話の場」を作ることにより現場のスタッフの行動を変

容させ、そのことが組織と個人との関係を変えていく、そういうプロセスがつくられはじめ

ているように見える。

また大北が指摘したように、事例を検討する場が病院の中につくられ、そこで医療者が倫

理的に問題ありと考える事例を提示し、上下の、そして横の、複雑な人間関係のなかで検討

が行われるということ自体が医療現場における倫理的問題への組織的な取り組みとして十分

に意義のあることであり、その検討の過程と帰結は実効性をもつといえる。

もっとも、池田市立病院では牧が指摘するように「集団内部に閉ざさない多職種協同の

コミュニケーションを継続させる」という課題を抱えており、また大北のかかわるA病院

では組織的な取り組みであるがゆえに事例を検討会に提示することに困難があった。それゆ

え、こうした臨床現場の取り組みを後押しする病院組織倫理が求められるのであり、またそ

れは、病院の中における権力関係・人間関係や役割行動のなかに埋もれた規範を問い直すこ

とをサポートするようなものとなるであろう。病院組織倫理は現状の病院という組織のなか

で、臨床実践にかかわりつつ、個人と個人とのあいだ、個人と集団とのあいだ、そして集

団と集団とのあいだにアプローチし、少しでも専門職内に閉じない、トップダウンではない

「環境」あるいは「関係性」をどうすればつくっていけるのか、言い換えれば、病院という

「場」をどうデザインしていくのか、という課題とも密接に関連した倫理でもある。

本稿の目的は、病院という医療組織の倫理――病院組織倫理――を、研究倫理／臨床倫理

に隣接する一つの分野として展開することの必要性を論じるところにあった。そして本稿で

取り上げた二つの病院に限らず、臨床現場における倫理実践をサポートし、実質的に機能さ

せるためにも、暫定的ではあるが、二つの観点から病院組織倫理の青写真を示した。

今後は、病院の中における権力関係・人間関係や役割行動のなかに埋もれた規範を、その

病院に属する人たちが、その組織の中で問い直し、病院組織の変容を促していくような営み

をサポートしていくためにも、病院職員と協働で、病院組織倫理のより具体的なアプローチ

について考えていきたい。

註

1）病院の「倫理委員会」は、病院内で生じる倫理的問題を検討／解決／予防するために話し

合う――議論や対話、審議などコミュニケーション型は議論する内容に対応する――場で

あり、外部監査の傾向、設置主体である組織（病院や教育／研究機関、官庁など）のニー

ズ、倫理的問題が生じる領域――臨床研究や医療・ケアなど行為の種類――に対応する形

で、役割や目的が、最終的にその組織によって与えられる。そのため、倫理委員会の設置

数や種類、位置づけなど病院組織によって異なるようである。本稿では、分野や設置主体

に限らず、倫理的問題に対応するために設置する委員会すべてを「倫理委員会」と記す。
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2）1章で詳説するが、病院の研究倫理分野の倫理委員会は国や官庁からの倫理規準を遵守

しているかという監視が主な役割で、委員会運営の裁量は病院にはほとんどない。だが臨

床倫理分野の委員会は、病院のニーズや状況に応じて設置／運営が可能で病院に裁量があ

る。それゆえ、医療現場の倫理サポートを病院の文脈で検討するときには臨床倫理を展開

することに特に焦点があたる。しかし、そのことは医療現場で研究倫理の問題がないとい

うことではない。

3）研究倫理とIRBの制度化については田代「2006:95-115」、赤林［2002:277-290］を参照の

こと。

4）1934-72年にかけてアラバマ州タスキギーで、黒人男性約600人を対象に米国連邦政府公

衆衛生局（PHS）が行った梅毒研究。内部告発を受けたマスコミが医学における人体実験

の事実を、1972年に報道した。1973年に政府の調査委員会報告書が提出され1974年に国

家研究法が成立した。この事件については、［香川 2000:172-174］、［米本1988:94-95］を

参照のこと。

5）タスキギー事件が世間を騒がせたばかりの時期である1976 年に、ニュージャージー州最

高裁判決で、不可逆的昏睡となったカレン・クインランの生命維持のための人工呼吸器を

必ずしも本人の望んだ医療ではないという家族の訴えが認められた事件。それ以後、「医

療および生物医学・行動科学研究における倫理問題を研究するための大統領委員会（US 

President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical 

Research）」や米国医師会（American Medical Association）が、治療の差し控えや中止、

患者の治療を拒否する権利、代理判断と意思決定能力の是非など様々な問題を取り扱う体

制を病院に求めた。この事件については、［香川2006:118-119］を参照のこと。

6）HEC の役割は、倫理事案の相談・審議・助言・提言（倫理相談・コンサルテーション）、

院内指針の策定および評価、院内教育の3つとされる。［オーリシオ2007:2814-2820］

7）赤林によれば、この時期にこのような全国連携組織が成立した背景には、1980年代に医

学部・医科大学で倫理委員会設置音ニーズが認識されたが、審議方法などの運営方針や他

大学の作成しているガイドラインなどについて十分な情報が各大学になかったことが挙げ

られる。この組織は、行政からの財政的な支援も受けず、自主的に設置・運営している、

という点で世界的にみても特徴的である。［赤林2001:700-703］

8）倫理指針については厚生労働省「厚生労働科学研究に関する指針」のウェブサイトを参

照のこと。

9）病院機能評価の評価項目については病院機能評価ウェブサイトを参照のこと。

10）専門看護制度や指針に関しては、日本看護協会のウェブサイト（ただし、「臨床倫理委

員会の設置とその活用に関する指針」は会員だけ閲覧可能）を参照のこと。

11）ディオバン（高血圧治療薬）事件を受けて厚生労働省がたちあげた検討会は、2013年
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9月に提出した「高血圧症治療薬の臨床研究事案を踏まえた対応及び再発防止策について

（中間とりまとめ）」で、「倫理審査委員会による審査がなされているが、なんら歯止めと

なっていないこと。その記録も残されていない」と審査委員会が機能していなかったこと

を指摘した。

12）患者など関係者の特定を避けるためここではA病院と匿名で記述する。

13）日本看護協会　前掲註10参照

14）臨床倫理プロジェクトのウェブサイトを参照のこと。

15）以下の事例については、人物が特定されないよう論旨に影響ない範囲で一部内容を変更

している。

16）もっともこの事例の検討会では患者の家族は参加しておらず、情報と意見の偏りは否め

ない。

17）「問題行動」について、実は医療者側のほうにこそ問題があったにも関わらず、その問

題を指摘する患者が「クレーマー」として問題化された事例もあった。もっとも、問題が

患者ではなく医療者側にあったということも、検討会の場で明らかになった。

18）例えば、身体拘束をめぐる倫理的な課題にいかに取り組むべきかと言ったことについ

て、それは組織的な課題であると日本看護協会は指摘している。［日本看護協会ウェブサ

イト「認知症の術後患者を抑制・拘束せずに安楽に過ごさせるための看護師の挑戦」］［宮

坂ほか2009:23］

19）事務局が臨床研究管理部にあり、薬剤師資格を持つ3名のCRCが事務局業務を行って

いた。彼女達が研究倫理や臨床倫理に関する知識をもっていたので知恵をもらえた。

20）ネット上で見ることができる臨床倫理に関するウェブサイトである、清水哲郎「臨床倫

理プロジェクト」、白浜雅司「臨床倫理の症例検討と山村の診療所の医師の日常を伝える

ページ」を参考にした。

21）清水哲郎が主宰する臨床倫理プロジェクト活動の一環で臨床倫理検討シートによる事例

検討の研修会のこと。

22）委員全員とはいかないが、実際に多くの委員の言動や表情に変化があった（複数の人が

口を揃える）。委員会活動とこの変化について、あらためて検証する機会を設けたい。

23）「組織organization」というのは人と人とのつながりを示す一つの形式であり、人が集

まればできる「集団group」とは異なる。集団での役割は、子どもの遊び仲間における

「ガキ大将」や「お調子者」というように、一人一人の個性との関連が強く、また流動的

であるのに対し、組織においては、役割が人為的に編成され、地位として明確化・固定さ

れ、特定の人物（個性）と切り離されている点に特徴がある。なお、「組織」と「集団」

の特徴に関する理解、また「官僚制」のもつ問題に関する説明においては、以下に上げる

野村の文献に多くを負っている。［野村1998:312-316］。
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24）ウェーバーは「支配」とは、「或る内容の命令を下した場合、特定の人々の服従が得ら

れる可能性を指す」として、支配の成立にとって、服従する側の意志を重要視している。

［ウェーバー1972:86］

25） 例えば、1970-80年代に展開された「モラルエージェンシー論争」。P.Frenchの「企業

はモラルパーソンである」という問題提起を巡って論争が展開された。詳しくは、［宮坂

2009:15-48］を参照のこと。
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1. 世界トップレベル研究拠点プログラムとアウトリーチ
世界トップレベル研究拠点（World Premier International Research; WPI）はその名が示

すとおり、研究面で世界トップクラスであるばかりでなく、研究所の体制が世界標準であ

ることが総合科学技術会議の提言により求められてきた（内閣府［2006］）。WPIは2007年

に開始され10年間はその活動が保証されているが、10年間の活動の審査次第でその後の5

年間の延長が認められる（図1）。すなわち、2017年までに世界中に「目に見える研究拠点」

としての存在感であることを示さないかぎりプロジェクトは潰えるのである。 

一方で、研究者自らが行う研究紹介活動、いわゆるアウトリーチが叫ばれて久しい。WPI

においてアウトリーチを担ってきたのが各研究拠点のアウトリーチ担当者である。特に研究

者と一般市民･学生が近い距離で率直な意見交換をする双方向的イベントにおける企画を重

視し実行してきた。具体的には、イベント開催において研究者がプレゼンに集中できるため

【実践報告】

誰のためのアウトリーチか？
～世界トップレベル研究拠点における実践から～

坂野上淳（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）

Who should we be reaching out to?
̶Practice from WPI̶

Jun Sakanoue （Immunology Frontier Research Center: WPI-IFReC, Osaka University）

多額の予算を用いたプロジェクト研究の現場では、アウトリーチ活動が科学好きの
一般市民を満足させ、未来の科学者を夢見る高校生に希望を与えても、必ずしもプロ
ジェクトへの高い評価には結びつかない。われわれは誰に向かってどのようにアウト
リーチすればいいのか？巨大研究プロジェクトの代表といえる「世界トップレベル研
究拠点」を例に考えたい。

　In the research projects running with a huge budget, outreach eff orts do not lead 
to receiving a high evaluation despite providing a feeling of satisfaction to general 
citizens who like scientifi c topics and high school students who desire to be scientists. 
This report discusses ‶For whom and how should we work on research outreach 
goals?", taking WPI, a typical big research project as an example.

キーワード
世界トップレベル研究拠点、アウトリーチ、政策決定者
WPI, outreach, decision-maker
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の開催に関わるあらゆる準備である（坂野上［2012］）。

WPIがこうした活動に力を注いできたのには以下に示す政府の科学技術政策と深い関係

がある。2006-2010年度の『第3期科学技術基本計画』（内閣府［2006］）において「研究者

等と国民が互いに対話しながら、国民のニーズを研究者等が共有するための双方向コミュニ

ケーション活動であるアウトリーチ活動を推進する」とある。実際に、公的資金の配分を受

けた大型プロジェクト（CRESTなど）では、研究者自身のアウトリーチ活動が半ば義務化

されてきた。2007年にWPIがIFReC含む5拠点で発足し、その後3回にわたる事業仕分け

（第一回：2009年11月、第二回：2010年4-5月、第三回：2010年10月）が行われた。

アウトリーチ担当者設置が各WPI拠点に設置されたのは2010年3月である。この時期か

ら想像できることだが、第一回の事業仕分けにおいて、文部科学省WPI担当官が仕分け人

から追求されたことに起因している。その結果、専門家以外にWPIの存在意義を示すこと

がWPIそのものの存続に関わると判断されたのである。こうして生まれたWPIアウトリー

チ担当官は、研究者と一般市民をつなぐ双方向的なイベントを数々開催してきた。キーワー

ドは「納税者への説明責任」であり、多額な国家プロジェクトであるWPIはその説明責任

も大きいということである。その最たる目的は10年プロジェクトのWPIの予算を削らせな

いこと、さらに5年延長（計15年）の予算を勝ち獲ることである。

2. WPI のアウトリーチとその対象者
個々のアウトリーチ活動の対象者は比較的明確である。われわれがその一環として定着

させたサイエンスカフェのシリーズでは、「科学好きのシニア層」であり納税者の中心とい

えるだろう。また、WPI拠点が持ち回りで主催してきた科学イベント「Science Talk Live」

はこれから進学を目指す高校生向けのもの、同じくWPI合同で参加した「サイエンスアゴ

図1　WPIプロジェクトの発足から継続期間
10年経過した時点での2017年の審査に合格すれば5年間の延長がある。さらに5年経過
した2022年以降は大阪大学の資金による運営となる。

2007 2017     2022

最初の 10年

大阪大学による継続？

延長 5年
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ラ」は、科学の裾野を広げるための主に子供向けのイベントである。さらに、WPIはアメ

リカ科学振興協会（American Association for the Advancement of Science; AAAS）の年

次大会に日本館の一部として出展した。こうした一見雑多に見えるイベントの主催･参加も

WPIの世間における認知度、さらに日本の科学技術政策の中での価値を上げプロジェクト

の延長を勝ち取るためのものだ。いわば、アウトリーチの「顧客」は目の前のイベントのお

客さんたちであると同時にWPIの研究者ともいえるのだ。

しかし、WPIの存続はつまるところ予算の確保の問題、日本の科学技術行政の問題であ

る。ということは、アウトリーチの「真の顧客」は、WPIの予算を獲り続けるのに影響の

大きな層である。したがって、われわれは、政策決定者（decision-maker）とは誰なのかを

見極める必要がある。

WPI予算は財務省から文科省に配分される予算の中から捻出される。文科省が概算要求

した額が満額降りてくるわけではないので、要求が減らされないためには文科省内での

WPI優先度が上位に位置することが望ましい。つまり、彼ら文科省職員にWPIの意義をア

ピールすることが、WPI予算の枠を安定化させる。

図2　WPIプロジェクトの評価と予算配分のスキーム
まず各拠点が作業部会とプログラム委員会に評価され、プログラム自体が文科省内で検討され、
財務省向け概算要求に乗せられる。

アウトリーチ次第？

IFReC への評価（WPI 作業部会）IFReC への評価（WPI 作業部会）

WPI 各拠点への相対評価（WPIプログラム委員会）WPI 各拠点への相対評価（WPIプログラム委員会）

WPI プログラム自体への評価（文科省内）WPI プログラム自体への評価（文科省内）

文科省への予算配分（財務省→ 文科省）文科省への予算配分（財務省→ 文科省）

予算の要求（文科省→ 財務省）予算の要求（文科省→ 財務省）

このことから、アウトリーチの対象は予算の要求を作る文科省の職員ともいえるのだ。そ

のためには、「目に見える成果」をいかに確保するかがポイントだ。筆者にとって、2011年

の内閣府主催「科学技術フェスタ」で出会った高校生が2013年春に阪大に入学し、現在免

疫学を学ぶ一歩を踏み出したことは何より「目に見える成果」であったと自負している。こ

れだけなら、阪大の顧客を確保したに過ぎないが、この体験談を文科省のWPI担当職員に

話すとことのほか喜ばれる。「目に見える成果（＝学生）」を獲得したことにより、自分の関

わったプロジェクトの意義を霞ヶ関で説明しやすくなるという。
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こうした考えを推し進めると、「Science Talk Live!」 や 「SSH大会」で出会った高校生、

サイエンスカフェ常連のサラリーマン、さらに「AAAS年次総会」に参加した北米ジャー

ナリスト･一般市民は目の前の顧客として尊重するものの、WPI予算の獲得のためにはそ

れだけでは充分ではない。アウトリーチを目に見える成果として報告し、文科省内ひいて

は日本におけるWPIの存在感を示すことで予算が確保される。平たく言えば「日本のため

にこんなに頑張っています」という文科省内へのアピールが必要なのだ。その典型例とし

てAAAS大会参加後の文部科学省の省内向け週刊誌『文教ニュース』（文部科学省［2012］）

への掲載をあげる。

図3　WPIのAAASへの参加を伝える『週刊文教ニュース』 
（無断転載・複写不可）

1ページを使ってWPIの海外アウトリーチ活動を紹介しており、文科省内
でWPIの認知･存在感上昇に貢献した。

『文教ニュース』自体はモノクロの自費出版風で大変地味なものだが、文科省と全国の大

学の事務室にはまんべんなく行き渡る。そこで、2012年2月にWPIとして初めて参加した

際は「海外で日本の教育･研究環境をアピールするWPIのアウトリーチ部隊」が紹介され、

文科省内部でのWPI認知･評価が高まったと言われている。そのような評価から概算要求で

のWPI予算の優先に結びつくのがわれわれの望むべき姿である。

WPIのアウトリーチ活動の対象者を考える際には、こうした表面からは見えにくい政策

決定者（decision-maker）を意識しての活動が必須であろう（表1）。彼らに「アウトリー

チしたことをアピールすること」で次に繋げるのだ。

もちろん、これは数多い時限研究プロジェクトの中でも、大きな国家予算が投入され、か

つ10年以上と期間が長い WPIに特有であることは否めない。見直しする間もなく3年間で

終わる一般研究プロジェクトでは、サイエンスカフェを科学者と市民が純粋に楽しむ姿も多
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く見られる。しかし、将来にわたる恒久的な存在に関して、大学･研究機関レベルにおいて

も安穏とはできないだろう。免疫学の世界においても、理化学研究所 免疫･アレルギー科

学総合研究センターが予算規模縮小により2013年から統合生命医科学研究センターに併合

されたのは記憶に新しい。国が関与する研究所再編の動きの中で、「認知される努力を怠っ

た功罪」が各地で表面化する日も遠くはないかもしれない。

3. アウトリーチの意外な対象者
個々の活動におけるアウトリーチ対象者は比較的明確であるが、対象者として忘れてはな

らないのが、自らのホスト機関、IFReCの場合は大阪大学そのものの存在だ（表1）。WPI

研究拠点は英語を公用語とするなど各大学においてマイノリティとしての扱いを受けがち

だ。「あそこは阪大の普通の部局とは違う」といった言葉も聞かれる。だからといって、学

内でIFReCとWPIの認知度つまり大阪大学の看板分野を周知することを怠ると、大学自身

にとってもマイナスとなる。一例を挙げると「本当に強い大学」というウェブ上に公開され

たランキングがある。「財務力」「教育力」「就職力」の三項目において、順位をつけたもの

だ。このランキング2009年版において、大阪大学は東京大学、慶應大学に次いで3位にラ

ンクされた。これ以外の上位校も概ね受験偏差値の高い「難関名門校」に一致する。とこ

ろが、進学校の進学指導担当教諭によるアンケートに基づいた「高校からの評価が高い大

学」ランキングにおいては、1位 京大100ポイント、2位 東北大97ポイントに対し、阪大は

38ポイントで10位と低迷した。「高校からの評価」は実際に入学した生徒の感想に基づくそ

うで、やや古いものの「本当に強い大学」とセットで提示されたら「阪大は入試が難しいだ

表1　WPIアウトリーチイベントの対象者
目の前の対象者（イベントの客）以外にIFReC とWPIプログラムの地位向上に結びつく「陰の対象者」とも
呼ぶべき存在がある。

イベント 主催 対象者 陰の対象者（期待される効果）

サイエンスカフェ IFReC 一般市民 大阪大学（学内でのIFReC評価）

Science Talk Live! WPI 合同 中高生 文部科学省（予算作成時のWPI優先度）

スーパーサイエンス
ハイスクール全国大会

JST
高校生

文部科学省（予算作成時のWPI優先度）

文部科学省 大阪大学（学内でのIFReC評価）

全米科学者会議 
（AAAS） 総会

AAAS
北米市民

文部科学省（予算作成時のWPI優先度）
ジャーナリスト

WPI 成果集
（リーフレット）

JSPS
一般市民

文部科学省（予算請求時の説明責任）

文部科学省 財務省（予算作成時の文科省配分）
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けでつまらない大学」という印象を高校生･予備校生に与えかねない。その結果、良質な受

験生が集まらず、将来は阪大の質さえも落とす危険性がある。アウトリーチ対象者として自

分の所属する大学そのものをあげたのはそのためである。つまり、IFReCが外部から評価

されるためには阪大内部での評価を上げなければだめなのだ。大学内部へのアウトリーチに

よって、在学生やスタッフに自分たちの大学の強み･魅力を知らせることが満足度向上に繋

がり、それらがアンケートなどを通じて受験生に伝われば、将来の学生の質の維持･向上に

有効ではなかろうか。

現在大阪大学は、研究分野での世界ランキング10位以内を目標にしている。つまり研究

力で東大を越えようとも取れるが、現実問題として被引用数で世界第7位（一本当たりの換

算では世界第1位）の免疫学分野（トムソンロイター［2013］）以外では容易でない目標設

定だ。しかし、阪大の免疫学、東北大の材料科学（いずれも各WPI拠点に対応）のように、

得意分野を絞ることにより、各大学の存在価値を高められるとも考えられる。つまり、「そ

の分野でトップレベルの研究がしたければ、私たちの大学へ来い」という受験生、研究者へ

の誘い方である。己の得意分野を知り、目的を絞って設定し、アウトリーチ対象に働きかけ

ることは、WPIに限らず生き残りのための普遍的なテーマであろう。

「顧客を選び満足感を向上させ、その評判を不特定多数に届ける」という一連の行為は民

間企業の宣伝部の仕事に他ならない気もする。私たち研究機関のアウトリーチ担当官は「ア

ウトリーチ＝宣伝活動」と割り切る覚悟もいるだろう。
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1. 「コミュニケーションティーチング」という語と取り組みの沿革
筆者が2003年から取り組んできた、演劇の教育力を用いた教育学習支援プログラム群を

「コミュニケーションティーチング」と呼んでいる。まずこの語がどのように生まれ、使わ

れてきたのかの沿革を示す。（以下、肩書きは当時のものである。）

2003年 1月

筆者が宇治市立小倉小学校にて糸井登（教諭）と藤川大祐（千葉大学准教授）との共同で演

劇を小学校の算数に取り入れる「演劇で算数」の試みを開始。

2005年 8月

松下電器（現パナソニック）のCSRプログラムとして、パナソニックわくわく体験ディス

カバリー「演劇で環境問題」を実施。

2006年 10月

宇治市立平盛小学校で「演劇で防災」を実施。

ここまでは自分たちの活動のことを、単に「演劇ワークショップ」と呼んでいた。

2005年 4月～2006年 3月

筆者が、文化庁「平成18年度新進芸術家国内研修制度研修員」として、平田オリザに師事

したことがきっかけで、これまで実施していた「演劇ワークショップ」を指す言葉として、

【研究ノート】

「コミュニケーションティーチング」の定義に関する
研究ノート

蓮行（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター：CSCD）

Research note about the defi nition of ‶Communication Teaching"

Rengyou （Center for the Study of Communication-Design: CSCD, Osaka University）

「コミュニケーションティーチング」という語の成り立ちと、取り組みの沿革から始
まり、コミュニケーションティーチングの内容と特長を、「演劇【で】【を】【から】」
という助詞に着目したアプローチ、「参加者」からのアプローチ、「発表会」からのア
プローチで説明する。続いては「演劇【から】」のアプローチをさらに深め、今後の展
望と共にまとめる。

キーワード
演劇ワークショップ、教育、学習
Theatrical workshop, education, learning
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平田の命名である「コミュニケーションティーチング」の語を使うようになる。「コミュニ

ケーションティーチング」という語は「ドラマティーチング」という語からの連想から生み

出された造語である。「演劇ワークショップ」は、非常に広い意味を指す言葉で、教育的プ

ログラムから、観客参加型の公演形態のものまで含まれてしまうので、教育プログラムとし

て実施するものについて、「コミュニケーションティーチング」と呼び始めた。また、その

プログラムを講師として主導する者を「コミュニケーションティーチャー」と呼び始めた。

2007年 6月

京都芸術センターにて実施した「コミュニケーションティーチングについて」（メインス

ピーカー：平田オリザ（青年団・大阪大学教授）、ゲストスピーカー：池田修（京都橘大学

准教授）／糸井登（宇治市立平盛小学校教諭）／梶原剛（まつやまアーツマネジメント）、

ナビゲーター：蓮行（劇団衛星）

関連事業＝平田オリザによる実演授業。同日昼に、平盛小学校にて「対話劇を作ろう」の授

業）というシンポジウムで対外的に初めてその名称を使用している。

2007年 10月

これまでのコミュニケーションティーチングの色々なテーマで実施して来たものを、「演劇

で学ぼう！」シリーズとして再編。「環境編」、「防災編」、に加え、パナソニックわくわく体

験ディスカバリーにて「演劇で学ぼう・防犯編」をスタート。

2007年 11月

岡山県立大学「現代GPシンポジウム」にて「演劇でコミュニケーションを学ぼう」という

ワークショップを実施。

2008年 4月～現在

文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の一環として「コミュニケーション

ティーチング演劇演習」を、岡山県立大学保健福祉学部向けに通年科目として開講。翌年か

らは全学向けの夏期集中科目として開講。

2008年 5月～

札幌・滋賀・愛媛・広島・東京・福岡・三重で「演劇で学ぼう！」シリーズを実施。以降、

全国的に展開。

2009年 10月

平成21年度地域力再生プロジェクト（京都府による補助金事業）として、京都府宇治市で

「コミュニケーションティーチングによる地域力再生事業」を実施。「演劇で地域のことを学

ぼう」プログラムをスタート。発表会に合わせてシンポジウムを実施し、前出の平田オリザ

糸井登に加え、池田修、北川達夫（元外交官）、蓮行での議論を行った。（有限会社カヤ「明

日の教室DVDシリーズ♯5」として収録）
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2010年 4月～現在

大阪大学コミュニケーションデザイン科目「パフォーミングアーツの世界」にて、コミュニ

ケーションティーチングを導入、実施。

2010年 10月～2012年 9月

独立行政法人科学技術振興機構（JST）・社会技術開発センター「犯罪からの子どもの安全」

領域において、平田オリザを研究代表とする「演劇WSをコアとした地域防犯ネットワーク

構築プロジェクト」を実施、防犯コミュニケーションティーチャーの育成に取り組んだ。

2011年 3月

平成22年度京都府地域力再生事業として「地域密着型コミュニケーションティーチャー養

成事業」に取り組み、地域人材資源としてのコミュニケーションティーチャーの育成に取り

組んだ。

2011年 4月

四国学院大学身体表現と舞台芸術マネジメント科目「身体表現ワークショップ」開講。この

先攻では目指せるキャリアとして、「プロの俳優、舞台監督、演出家、劇作家、舞台芸術家、

都市の劇場・地域の公共ホールのスタッフ、企画制作会社、文化財団、NPO、教員、保育

士、社会福祉の分野の施設、一般企業」を挙げていて、演劇等の舞台芸術関係以外の業種へ

の就職も想定した科目設計となっている。

2012年 4月

天理医療大「芸術と生命実践演習」開講。看護士と臨床検査技師を目指す大学生に、演劇を

教える。大学生は半期の演習を経て、近隣から大学のイベントに招かれた子どもたちに向け

て、演劇を上演する。

同年4月～2013年 3月

独立行政法人環境再生保全機構・地球環境基金助成事業「演劇ワークショップのノウハウを

生かした『小学校教育における環境教育プログラム』の講師育成プロジェクト」にて、環境

コミュニケーションティーチャーの育成に取り組んだ。

2013年

「交渉教育のための要素理論の研究　よりよき実践に向けて」（科研費）（野村美明/大阪大

学大学院国際公共政策研究科）に、研究分担者として参画。小学生に直接民主制を体験させ

るコミュニケーションティーチング教材「件の宣言・小学生向け」の開発に取り組む。

2014年

「演劇ワークショップを用いた糖尿病医療者教育プログラムの開発普及と有効性の検証」（科

研費）に、研究分担者として参画。

2014年 7月

阪大病院で開催される平成26年度国公私立大学附属病院医療安全セミナー（「大学病院で
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行う科学的な医療安全」を目指して毎年実施されている）内で、「演劇で医療安全コミュニ

ケーションデザイン」を実施。

2. コミュニケーションティーチングの内容、特徴
筆者がプログラムディレクションしたコミュニケーションティーチングのプログラム「演

劇で学ぼう」シリーズには、いくつかの特徴が挙げられる。前項で紹介した「演劇で学ぼ

う」シリーズと、その他のコミュニケーションティーチングの実践とを対比しながら、論を

進める。

2.1  演劇【で】、演劇【を】、演劇【から】

「演劇で学ぼう」シリーズでは、目的は「演劇を上手く上演する事」とは設定されない。

あくまで「環境」や「防災」といった「テーマ」を深く、多角的に、複雑に学ぶ手段として

「演劇」を用いている。その意味を込めて、シリーズのタイトルは「演劇【で】学ぼう」と

なっている。

これに対し、2011年から四国学院大学で開講している講義「身体表現ワークショップ」

は、舞台演劇人を目指す学生向けであるため、本義的な「演劇【を】教える・学ぶ」という

内容である。一方で、実は大阪大で開講されている「パフォーミングアーツの世界」も天理

医療大で開講されている「芸術と生命実践演習」も、同じく「演劇【を】教える・学ぶ」と

いう内容になっている。四国学院大では、卒業生の中でプロの演劇人になれる者はごくわ

ずかである、という前提から、他の職種でも通用する社会人を育成する必要があるが、演

劇【を】学ぶ事によって、社会の広いテーマに目を向け、それを咀嚼し、さらに自分たちの

チームで共有した上で、第三者に伝えられる形でまとめ直すという、高度なトレーニングを

重ねることになる。これが、一般社会の他の業種で通用する人材の土台づくりになると考え

られる。

演劇【で】学んだり、演劇【を】学んだりするうちに、演劇【から】学んだり、様々な知

見を抽出することができる。これについては、第3項で改めて述べる。

2.2  参加者と、その参加の仕方

演劇で学ぼうシリーズは、プロの舞台俳優や演出家であるコミュニケーションティー

チャーが、子ども（大人が参加することもある）と共同創作を行い、最終的には「共演する

形で上演を行う」というスタイルを取る。参加者が高校生以上の場合などは、最終的にはコ
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ミュニケーションティーチャーが共演せず、参加者のみで上演する場合もある。

参加者は、コミュニケーションティーチャーをファシリテーターとして、「環境」や「防災」

といったその時々のテーマでディスカッションを行い、台本を作る作業から参画していく。

2.3  発表会

コミュニケーションティーチングの現状での中心的なプログラムである「演劇で学ぼう」

シリーズでは、「演劇の社会的本能仮説」に基づき、「発表会」を重視するという考え方に

立っている。

「演劇の社会的本能仮説」とは、「人間には表現欲求があり、とりわけ、演劇という形でア

ウトプットしたいという『社会的本能』がある。」というものである。この仮説の実証は困

難ではあるが、複数の保育園でヒアリングした所、「子どもは誰も教えなくても、自然発生

的に『ごっこ遊び』を始める。逆に言えば、『ごっこ遊び』をしない子供はいない」という

保育士の方々の回答を得ており、有力な手がかりと考えている。

演劇の発表が本能に基づくものと仮定すると、その発表には非常に強い「内発的な動機」

が発生するということになる。学習の動機付け、の難しさは様々な場面で語られるが、コ

ミュニケーションティーチングの場合、発表会を設定する、という事そのものが、非常に強

い「内発的動機付け」となるという、大きな特長がある。

ただし、発表会をする、という目的意識が強くなりすぎると、「とにかく、発表を形にす

るために、プロセスにおける合意形成がおろそかになる」、「内容を深化させる事より、笑い

を取ることに走りがちになる」などのリスクがこれまで指摘されている。

3. 演劇【から】抽出できる知見とは？
「演劇で〇〇」シリーズは、実に多岐に渡る「○○」を入れることが可能である。第1項

の「沿革」で示したものを含め、実績としては「演劇で算数」、「演劇で環境」、「演劇で数

学」、「演劇で防犯」、「演劇で防災」、「演劇で地域を知ろう」、「演劇で食育」、「演劇で交通安

全」、「演劇でキャリア教育」、「演劇で交渉教育」と、実に様々なものが挙げられる。具体的

な構想としては、「演劇で医療者教育」、「演劇で司法リテラシー」、「演劇で語学（日本語教

育を含む）」と行ったもののプログラム化が進んでいる。

演劇【で】何かのテーマに取り組む、という時の、共通する特徴は、

（1） 登場人物を設定する（例：桃太郎と養祖父母と犬と猿と雉と鬼）　

（2） 場を設定する（例：昔々あるところに、そして鬼が島へ）

（3） それらが巻き起こす「事件」を、ストーリーとして整える（例：お伴を連れて、鬼退治した）
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（4） それをまとめたものを、身体表現を含めた形で発表する

ということである。「演劇で算数」であれば、

（1） 登場人物を設定する…見習い悪魔のデビーと、小学生のあきちゃん、お助け天使　

（2） 場を設定する…悪魔小学校の校外学習で、一般の街にやって来た

（3） それらが巻き起こす「事件」を、ストーリーとして整える…デビーのいたずら魔法で、

八百屋さんの野菜が全て四辺形に変えられてしまったが、あきちゃんがお助け天使（子

ども達）の助けを借りて、その面積を求め（それで魔法が解ける）、野菜を元に戻す

（4） それをまとめたものを、身体表現を含めた形で発表する…授業参観で、親御さんに見て

もらう

という風に、具体的に記述できる。

上記の（1）から（4）のフレームを使えば、「演劇をやりたいという社会的本能」の力を

利用して、高いモチベーションで、複雑な創作作業に、集団で取り組むことができる、とい

うのが、演劇の取り組み【から】得た仮説である。学校教育であれば、主要教科と体育や美

術などの実技教科、学活やクラブを含め全てのシーンでの応用が可能だろうし、「数学と体

育」というような越境型の学習にも役立つと考えている。また、国際的な異文化理解や、デ

モクラシー教育とも非常に親和性が高い。また、これらの「演劇の持つ力」は子ども対象の

みでなく、あらゆる人間を対象に発揮されると考えられるので、生涯学習、地域教育と呼ば

れる様々な教育・学習シーンに、応用と実装が可能であろう。

子どものうちから、教科を分けて学習するが、それが生活感覚や身体性と一致して統合す

るという体験を持つ機会は少ない。これが「算数なんて、何の役に立つかわからない」とい

う感覚を生む。演劇は、「何かを表現したい」という本能をコアに、「感性と知性と身体性を

統合しようという振る舞い」を、老若男女を問わず起こさせる。細分化された「知」を、一

個の身体内で統合させる力があると考えられる。そして、個々の内側で統合された「知」

が、上演に向かう中で人と人の間で更に複雑に統合され、「上演」という形で世に出され、

観客の喝采を浴びて報われ、強い成功体験がフィードバックされる。

このように演劇は、まず各個人の内部での、そしてそれを経てチームでの「統合知」を創

ることに非常に効果が高いのではないか、という仮説を持っている。

これらの仮説群が、「演劇【から】」得た知見であり、教育分野以外の、マーケティングや

政治といった様々なジャンルに応用可能だろうと考えている。ここに挙げた仮説はほんの一

部であるし、「科学的手法で明らかにする」ということには向かない種類の仮説もあるが、

既存の知見を動員して、一部でも科学的に実証することが、急務であると考えている。
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4. 今後の展望と、この研究ノートのまとめ
演劇の専門家が、コミュニケーションティーチャーの能力を身に付け、教育現場に参画

していく（筆者の実践がこれにあたる）パターンと、すでに教育実践に関わっている実践者

（教員、防災士、警察官等）が、コミュニケーションティーチングの能力を身につけていく

パターンが想定されるが、現状ではまず前者の考え方に立った人材育成のカリキュラムの研

究開発が先行して進んでいる。

今後は、科学的な手法を用いてコミュニケーションティーチングの効果を測定し、それら

を前提とした（公・民を問わない）教育政策としての有用性を教育経済学的な見地からも明

らかにしつつ、社会実装に結びつく様研究をすすめていく計画である。

 「コミュニケーションティーチング」の定義に関する研究ノート 

61



Communication-Design（コミュニケーションデザイン・センター紀要）

投稿規程

1.　投稿者の資格
● 投稿者のうち少なくとも１名は、大阪大学の教員・研究員、および学生を含むこととする。
● ただし、Communication-Design 編集担当（以下、編集担当）が承認または原稿執筆を依
頼したものについてはこの限りではない。

2.　投稿内容・種類
2.1　投稿内容

● 投稿原稿の内容は自由であるが、広義のコミュニケーションデザインの概念・実践・教育
方法の開発に寄与するものを対象とする。

● 原稿の対象は、論文、実践報告、研究ノートとする。
2.2　種類
2.2.1　論文（査読あり）

● 当該分野における新しい研究・開発の成果の記述で、研究の対象、方法、あるいは結果に
独創性、創造性があり、かつ明確で価値のある結果や事実を含む。

2.2.2　実践報告（査読なし i ）
● 実践報告には下記のような内容を含む。

○ 教育、および社学連携等の実践報告
○ 技術報告（設備・装置・ソフトウエアなどの設計・試験・運用・評価などの新しい経験や
その結果の報告で、実用的価値のあるもの）

● なお、実践報告については、テキスト以外（画像・音声・映像等）を中心とした形式の投
稿も可能とする。ただしその場合であっても、その背景や著者の意図に関する記述（1000
文字以上）を含むこととする。

2.2.3　研究ノート（査読なし i ）
● 上記のカテゴリに当てはまらない原稿（下記の例示を参照）。

○ 短報（速報）：今後論文にまとめる予定の試論、又は速報的なもの。
○ 資料：論文のスタイルに収まりにくいもの。委員会・研究会が集約した意見・報告書など。
○ 編集者への手紙（letter to editor）：論文に対する意見、編集に対する意見など。
○ 書評：書物に対する評。
○ その他

● なお、実践報告については、テキスト以外（画像・音声・映像等）を中心とした形式の投
稿も可能とする。ただしその場合であっても、その背景や著者の意図に関する記述（1000
文字以上）を含むこととする。

3.　投稿原稿の作成及び提出
3.1　原稿の様式

● 原稿の様式は、別紙執筆要綱 iiによる。なお、編集担当において表記等をあらためること
がある。

3.2　受理日
● 投稿原稿が編集担当に到着した日付をもって原稿の受理日とする。

3.3　内容
● 投稿原稿の内容は、原則として他の書籍・雑誌において未発表でかつ査読中でないものと
する。
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4.　査読手続き
4.1　査読の対象となる原稿

● 論文とする。
● 実践報告および研究ノートについては、編集の観点から修正を依頼する場合がある。

4.2　査読者の選出等
● 投稿された原稿について、編集担当が 2名の査読者を選出し、別紙の査読要領にしたがっ
て査読を行う。

4.3　投稿原稿の採否
● 査読の結果に基づいて編集担当が決定し、投稿者に通知する。

4.4　原稿の修正
● 査読照会事項について原稿の修正を行う場合は、旧原稿と査読所見に対する回答書を添え
て、編集担当が指定した期間内に書類一式を再提出する。

● 著者校正は 1 回とし、再校以降は編集担当が担当する。

5.　著者校正
● 著者校正は 1回とし、再校以降は編集担当が担当する。
● なお、マルチメディアの投稿原稿等については、配信上の加工が必要とされる場合、編集
担当と著者との間で事前に協議することがある。

6.　媒体
● Communication-Design は、大阪大学学術情報庫（OUKA）を利用したオンラインジャー
ナルの形態で公開することを原則とする。

7.　著作権
● 本誌に掲載された内容については、投稿者に著作権があるものとする。
● また本誌は電子版も発行し、原稿は原則として大阪大学学術情報庫OUKA に PDF ファイ
ル又はその他の形式で掲載するため、著者はこれについての著作権上の複製権及び公衆送
信権をコミュニケーションデザイン・センターに対して許諾することとする（これに掲載
することを許諾しない場合は投稿時に申請するものとする）。

● また投稿において著作権者の存在する写真、図版、資料を引用する場合には、投稿者が責
任をもって許可を得ておくこと。

附則
● この規程の改正は、2011 年 9月から施行する。

i 査読なしの場合でも、編集の観点から、原稿の改訂等を編集担当より依頼する場合がある。
ii 執筆要綱及びその他の書類は次のURL を参照のこと。http://cscd.osaka-u.ac.jp/data/orangebook/
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以上から、本報告に添付している2つの作品について、やや詳しく解説を試みる。　　「コンクリートの水溜まり」（Dance with Water on Concrete）　　この回では、全体を通して人間の身体よりも水の表面を映像化することに撮影の焦点が絞られた。そこから鍋の水、コップの水、プールの水、水たまり、の4種類の 10分映像が切り取られた。この4本すべてに共通しているのは、「ダンス」を人間の身体の動きに限定して考えることなく、人間の身体と一体になって動き出す水の姿に焦点があてられている点である。　この最後の「水溜まり」では、人間の身体の動きが生み出す波紋と、風などの自然が生み出す波紋を対比的に描き出すことが撮影時に意識して行われている。水面の変化が十分に見えるように、照明の位置とカメラのアングルを工夫するとともに、参加者が画面から不在になってからは、人間の動きを除外するために、カメラをまったく動かさないように注意が払われている。 ［0:00 ～］冒頭は、空中に放り投げられた水が大きな水溜まりを打つところか
ら始まる。画面は水面だけに固定され、参加者の声だけが聞こえて、周囲の様子は分からない。［0:45～］やがてダンサーが水に満たされたコップを片手の甲に乗せて画面に登場し、しばらく水と戯れる。カメラもやや引きになって背後の建物までが映し出される。［1:50～］ダンサーがコップを乗せた右手を高くあげてポーズをとり、徐々に舞い始めた彼をカメラは追う。［2:10～］途中から彼の全身の動きすべてを撮影することを止め、足の繊細な動きがクローズアップされる。ダンサーの舞いの全体像よりも、飛んで来る水しぶき、足の動きによって生される出す水面の変化そのものを画面は捉えている。［4:40～］彼が腰を屈めてコップの水を水溜まりにゆっくりと注ぎ、水面に波紋が広がるなか、穏やかに画面から消えていく。［5:12～］彼が去った後も17秒ほど波紋が残り、やがて、水面に残されたボールを除いて、水面が鏡のように背後の建物を反射する。［5:40～］そのうち、終了の時刻になったためか、中に戻りましょうという声が聴こえ、地面に投げられたボー
ルなどが拾われながら、いくつもの足が水面に波紋を作っていく。［6:45～］参加者の一人が水面をそっと歩くその様子は水面を歩いているように見える。［7:30～］誰も画面から消えてしまい、声も遠ざかっていく。画面は、そのまま誰もいない水面に向けられたまま、最後まで数分が経過する。［9:30～］人気がなくなって鏡のように、建物の映像を反射する水面に、風が僅かな歪みをもたらす。 最後の 2分半のあいだ、視覚的な変化はほんの僅かである。にもかかわらず音声面では、ワークショップが一段落し、片づけて室内に戻る参加者の話し声が遠ざかる様子、車が脇を通過する音、遠くの道路の音などが記録されている。通常の映像記録編集の場合は、この2分半は不要な部分とみなされ、使用されることはまずないといってよいだろう。一つに、この10分間を切り取る方法を採用することによって、撮影現場で生じた出来事の予兆や余白や余韻を無理なく提示することができ、身体ワークショップ、パフォーマンスにとって重要な空気感や雰囲気というものを表現
することが可能になる。また、先に述べたように、このワークショップでは人間の身体の動きのみならず、身体の動きが発端となって物事がそれ自体で動いていく様子がダンスに見立てられることも、制作者のねらいであった。そのような趣旨からも、人気のなくなった水面と音に視聴者がじっくりつきあえる時間を残すことが選択されている。　「お香踊り」（Danc'incense）　煙をテーマにしたこの回のワークショップでは、蚊取り線香、線香、ドライアイスが使用された。撮影にあたっては、前回と同じく、豊かな煙の表情を捉えることに重きが置かれているが、水とは異なり煙の場合は身体とのダイレクトな相互作用が起こりにくいため、クローズアップを多用しながら、身体と煙のどちらをフレームに収めるのかをその都度選択することによって両者の関係が浮かび上がるように全体に工夫がされている。お香に火がつけられ消えるまでの舞い、水に浸されたドライアイスから吹き出す煙に魅せられて参加者が遊ぶ様子、ドライアイスから、蚊取り線香の煙へと移行して、
二人が踊り出す様子、この3つの場面がそれぞれ10分に切り取られた。　［0:00 ～］開始画面はクローズアップされた香立て。そこに差されたお香にマッチで火がつけられ、煙が立ち上る。［0:39 ～］上方より兎に象られた香立てのカバーがゆっくりと舞い降り、煙を吸ったり吐いたりする。［1:30 ～］兎を動かしていた手が画面に入り、画面がやや引いて、手がゆっくりと兎（カバー）を香立ての上に乗せる。［1:52 ～］兎から立ち上る煙を見つめる参加者が写された後、［1:56 ～］再び手が登場して、兎から煙が出て来る穴を閉じたり開いたりしながら煙と戯れる様子をクローズアップする。［3:00 ～］手が去り、今度は兎からゆっくり立ち上る煙の動きにあわせてカメラが動きだし、煙の形の変化と移動の様子を捉える。2度煙を追いかける動きがなされた後に、背後の椅子に焦点があわされ、ややぼやけた状態で兎から煙が立ち上る。［5:00 ～］兎の上方でゆるやかに舞い始めた手をカメラが追う。手は煙の動きに呼応しながら動いているようだが、煙は写されずに手だ
けをアップで捉える。［6:00 ～］手の動きが大きくなるに従い、肩が見えるまで画面は引き、立ち上がったダンサーの上半身があらわになる。［6:35 ～］やがてダンサーは全身を使って踊りだすが、画面はまだ上半身の動きだけを追い、ダンサーが凝視している煙を画面の外においている。［7:15 ～］全身が映し出され、ようやくダンサーと煙の双方の動きが見えるようになる。［7:30 ～］腰を屈めたダンサーは、いわば煙と一体となり、視覚上も完全に重なる。［8:33 ～］カメラ自体が移動し、照明が画面のなかに映り込み、逆光状態でダンスを捉える。煙は残り僅かとなり、ダンサーの動きもより緩慢になる。［9:48 ～］ダンサーの半身は香立ての置かれた箱の後ろに隠れ、ちょうど手足が箱から生えているように見えるようになる。　　実際には、あと1分ほどダンサーの動きは持続しているが、10分間の制約のために動きの途中で作品は終わっている。編集上の選択としては、冒頭の火をつける場面と兎を動かす場面の後からを開始点にすれば、この最後の1分も 10分
の枠内に含むことが可能であったが、お香の煙の誕生と消滅、ダンスの生成と終息という両方の観点から、この作品のように煙が立ち上る瞬間から両者がほぼ終息に向かう時点までを収めるという選択がなされることになった。上記の「水溜まり」作品とは逆に、動きの途中で映像が切られることで、慣性に従うように視聴者の想像のなかで動きが自由に展開していくことが映像の余韻として期待されている。　2.4 《Ten Minutes Project》今後に向けた課題　「からだトーク」映像記録公開で用いられたこの10分間切り取りの手法による作品制作を、筆者は《Ten Minutes Project》と名づけ、このワークショップ以外の映像記録にも応用し、すでに約半年で40本以上の10分映像がYouTube上に公開されている。編集にほとんど時間を要しないため、アップロードに関する手間さえ厭わなければ、「速報性」に優れ、多数のイベント開催にも対応可能な映像記録・公開方法であると考えられる。さらに、インターネット公開を利用する利点として、編集作業によって映像そ
のものに文字情報や声による解説を入れなくとも、解説文として文字による情報追加を事後的に行うことができる。さらにまた、この編集・公開方法を用いれば、過去の映像記録を（再）利用して新たに映像を制作することもできるだろう。この点からも、この10分間の切り取りは、編集されずに眠ったままである映像記録を、特別な技術を要さず手軽に一般に公開する方法として有効であると思われる。　他方、10分という枠組みは、あくまでも制作者の視点から選ばれたものであり、インターネットを経由した閲覧者によって、果たして10分という時間枠が長過ぎるのかどうか、まだ評価は定かではない。5分が妥当なのか、あるいは7分なのか、確かな根拠はない。実際に、筆者もいくつか5分間の切り取りを試作してみたところ、5分間の場合は出来事の一つの小さな単位や要素に絞り込むことになるため、ある部分だけを強調する目的の上では有用であるようにも思われる。その反面、出来事の変化が小さな単位に切り取られてしまうため、現場で持続していた空気
感や密度、より大きな流れを視聴者が直観的に捉えることが難しくなる。また、2時間程度のイベントを最大で30分から 40分ほどに映像作品化する場合、10分の切り取りであれば、3～ 4本程度を作成してさえおけば、あとは視聴者が時間に応じて1本、2本と選択して見るだけで十分であるが、例えば5分の切り取りを採用して6本～ 8本を作成するとなると、作成本数が多くなる上に、制作者、視聴者のいずれの側でも、何を選び、どの順序で見るべきかなどについて考慮せざるを得なくなり、制作した後になってから制作者、視聴者の双方にとって考えるべき点が多くなると予想される。つまり、10分間の選択は、そのなかに流れやコンテクストがある程度含まれているがゆえに、制作者が念入りに選択さえすれば、複雑な編集作業を介さずとも流れやコンテクストは視聴者に伝わりやすいといえる。　　最後に、この10分間無編集の切り取り法は、身体表現パフォーマンス、とくに即興を中心にその場で生み出されて、何が起こるか分からない種類の出来事を記録
するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
れている。そして、我々自身もそのような研究がどのように進められるのかを知りたいと考えており、さらに、そのような教育の一端に関わってきた。　本稿では、他分野と共同して進める力をつける高等教育機関の、特に大学院教育における取り組みを概観することを通して、我々がこの後、他分野の教育者・研究者と共同するために何が求められているのかを考察する。現在のところ、日本では大学院における共通教育が標準化されていない状況が見受けられるが、研究は進められている。その状況からも、我々自身が共通教育に携わる際に、どのような点に注意を向け、どのように取り組んでいけばよいかを検討していきたい。　2. 大学院における共通教育に向けた取り組み　本章では、大学院における共通教育への取り組みについて、各大学が紹介している各種資料やホームページ等の内容を中心にまとめた。まず、著者らが所属する大阪大学の取り組みを紹介し、次いで、関連する取り組みを進めている大学の中で、北海道大学、東北大学、九州大学の取り組みを、現時
点で手に入る資料をもとに紹介する。各大学の取り組みは、大学の目的及び大学院における共通教育の目的、大学院共通教育を実施する組織、共通科目の呼び名、開講科目について、表1にまとめた。　大学及び大学院の目的を概観する。いずれの大学も掲げている目的は、「国際性」であった。大阪大学は、「世界に伸びる」「世界を先導する」研究拠点となることを掲げており、東北大学の「世界水準の研究」、九州大学の「全世界で活躍する人材の輩出」という記載も、国際性を強調している。同時に、「地域に生き」「社会が求め社会から信頼される人間の形成」（大阪大学）も掲げられ、それを「デザイン力」として記している通り、地域社会との密接な繋がりや連携、協働、その方法論にも力点が置かれている。北海道大学の「実学の重視」、東北大学の「門戸開放」「実学重視」、あるいは九州大学の「日本の様々な分野において指導的な役割」を果たすこと等も、同様の志向性を示している。さらに、これらの支えとなる「教養」（大阪大学）、「全人教育」（北海道大学）、「人
間性」「社会性」（九州大学）も各大学が重視していた。異分野の大学院生同士が接触し、専門分野の知識や習慣を越えた教育が目指されている大学院共通教育は、これらの目的・目標を達成するための一つの方略としても設置されていると言っていいだろう。　次いで、いかなる組織でこの取り組みが行われているのかを見ていこう。大阪大学では、2004年に学部の共通教育を担う「大学教育実践センター」が設置されたのを機に、2005年には、「デザイン力」に重点を置いた大学院の共通教養教育を担う「コミュニケーションデザイン・センター」などが設立され、教員も配置されている。他方で、北海道大学には「大学院共通授業科目」は準備されているが、教員組織は持っていない。東北大学、九州大学は、文部科学省振興調整費などの助成を得て「大学院共通教育科目」を設置している現状にある。大学院共通教育の継続のためには、組織作りなどの課題が残されている。　開講科目は、表1に示したとおりである。教育目的に、国際性、教養、実学、デザイン力などが
掲げられていた通り、多彩な科目が準備されている。これらを多分野の大学院生が集まって受講できること自体が、異文化コミュニケーションの機会にもなると思われる。　共通教育科目の受講に際しては、いずれの大学も指導教員と相談をして選択するとされている。修了要件にこれらの科目を加えるか否かについても、各部局が決定している現状にあり、専門科目の履修や研究活動との調整が、課題になっていると思われる。また、授業評価についても、各大学が施行錯誤をしている最中である。　3. 学際研究を進めるにあたって何が必要か？　前章では、大学院の共通科目に対して、大阪大学を含め、4つの大学の現在の取り組みを紹介した。本章では、共同研究を進めるための「学際研究」のあり方に関して、それぞれの立場からこれまでを振り返りたい。伊藤は、工学をベースに、「ヒューマンインタフェース」と呼ばれる分野に関わり、研究を進めている。西村は、看護学の中でも、現象学を手がかりとして、実践の成り立ち方の分析を進めている。共同研究を進めるこ
とを通して考えてきた内容を踏まえ、それぞれの立場から「学際研究」に必要だと考えられることを述べる。　　（伊藤の立場から）　「CSCDに着任以来、私が関わってきた分野とは大きく異なる分野の人々の考え方やものの進め方に触れる機会をたくさん得てきた。私自身は、大学教員としてのキャリアとCSCD在籍期間がほとんど重なることから、工学分野の教員を体験する時期と、異なる分野の人の考え方に触れる時期が重なることとなった。その中で、現在進めている iFace を用いた共同研究は、これまで私が関わってきた学会や研究会での質疑応答、同じような研究アプローチをとる人から頂いたアドバイスを得た経験とは、大きく異なるものであった。　まず、研究を進める期間の長さが大きく異なる。西村さんと私が現在分析している対象に関して、iFace の利用実験を実施したのは、2009年の 3月である。それから1年後の 2010年 3月に、重点的に分析を進めた。現在の分析対象は、3件実施した利用実験の中の、1件のみである。もちろん、その間の期間に
何も進めなかったわけではないが、このように1つの対象を長期の期間に渡って研究対象とし続ける経験は、私にとって初めての経験であった。　次に、研究の意義やその位置づけである。通常、私が研究を進める際には、私自身は、採るべきアプローチをある枠の中で考えている。しかし、共同研究の中では、その枠を選択した理由を、強烈に考えなければいけなかった。なぜ、私はこのような方法を選択したのか、なぜ、私はこのような設計を行ったのか、なぜ、私はこのような画面構成にしたのか、それを直接問われたわけではないが、研究を進める際のディスカッションは、常にそのようなことを考えさせられる場となった。そして、普段私が研究を進める際に大前提としていることに対して、次々と、「本当にそれでよかったのか？」、「なぜそうしたのか？」と考え直さなくてはいけなくなった。私が学んできた研究の前提は、決してどのような場合にも、そして誰にとっても前提となるものではなく、見方をかえれば、間違っていることにすらなりうる、ということに思
いいたることになった。そして、それは、私が暗黙のうちに前提としてきたこととは、一体何なのか、ということでもあった。　そして、関わり方である。ともすれば、私がこれまで関わってきた分野の存在を否定されかねない価値観や、アプローチのあまりにも大きく異なる方法論に、私自身が関わっている研究分野の存在価値をどのように感じればよいのか、見失うことにもなりかねない。そのような時には、これまで研究を進めてきた考え方とは異なる思考を要求され、私が馴染んだ方法とは異なるので、どのように考えを進めればいいのかわからない時もあったように思う。異なる考え方の方に迎合したくなることすらあるかもしれない。そこで、私が馴染んでこなかった思考を進めるとともに、一方で、これまで私は私自身が関わってきた分野で何を学んできたのか、前を行く人が進めてきた方法を真似ることにどのような意味があったのか、を考えることになった。それは、私が何かの研究を進めてきたからこそ、得てきたものであったと思う。そして、それを考える
際に与えられた大きな刺激は、共同研究者である西村さんの言葉である。私が発した素朴な質問に、丁寧に回答してもらった言葉であり、大きく異なる視点をもちながら私が見ている対象を見つめ、それをまとめた原稿の中の言葉であった。それらがなければ、私は考えることをやめてしまったかもしれない、と、これまでの進め方を振り返って思う。　私自身の中で、何かを信じなければ、これまで研究を進めてくることはできなかった。そして、その中身が何であったかを言葉で理解してきたのではなく、進めていく中で身につけてきたように思う。それが運よく一生を通じて変わらないものである場合もあるかもしれないが、私の場合は、何度も振り返って、それが何であるかを考え直すことになるような気がしてきている。　西村さんとの共同研究を含め、いくつかの共同研究を進める中で気づきはじめたことがある。私は、決して共同研究者と同じ考え方にはならない。けれど、共同研究者との違いに気づくとき、私が関わっている問題のおもしろさに気づくことにつな
がる。共同研究者とのディスカッションは、相手と私の違いを確認する場であり、私自身の立ち位置を問い直す場である。そこで得た視点は、その研究に活かされるだけではなく、私が進めている他の研究にも影響している、と感じ始めている。　このようなことを強く感じ始めたのは、私が iFace を用いた共同研究に本気で取り組みはじめてからだと思う。スイッチがどこではいったのかは思い出せないし、少しずつ感じたから巻き込まれていったのか、どちらが先かは私自身もわからない。ただ、本気で取り組まなければ見えてこなかっただろうと思うことは、たくさんある。このような機会に運よくめぐり合えてよかった、と思う。　「『対話』とは、対立する話である」ということを伺う機会を得た1）が、同じを感じるのではなく、違いを確認し、同じものを見ていてもこんなにも異なるのか、ということ、そして、それでもそこにはどこか相通じるものがあるのかもしれないという予感、を感じる場。それから、そのような場に出会える偶然と、居続けることのできる必然。
さらに、それでも前に進もうとする力。それが、私にとっての「学際研究」のような気がし、「学際研究」に関わるために必要なものであるように思う。」　　（西村の立場から）　「CSCDに着任してから、多分野の研究者や実践家と議論したり、協働してプログラムを作ったり研究をしたりする機会が多くなった。とりわけ、本プロジェクトの共同研究者である伊藤さんとの取り組み（伊藤さんの研究室で開発された iFace というシステムを使う場面の相互行為分析）は、工学の前提や目的を知ると同時に、看護学を専門としつつ哲学を志向する私自身の前提と目的、それを自覚的に言葉にしていく機会になったように思う。前提が異なっているため、何らかの違いを感じるたびに、互いの前提から説明をしなければならなかったためだ。　私自身は医療現場、とりわけ看護実践の成り立ちを、現象学という現代思想を手がかりにして分析することを主な仕事にしてきたが、専門領域とは異なる事象を分析したことは初めてだった。具体的には、iFace 利用時の相互行為の部分的な分析
は可能であったが、全体の流れを見通すことのできる分析の視点がなかなか浮かんでこずに、何をポイントにして事象と関与すればいいのかに戸惑った。が、何度も伊藤さんと一緒に議論をしていくうちに、このシステムを作った彼らにとっての問題が見えてきた瞬間があった。そもそも、相互行為分析はその場に参加している人々にとっての問題、あるいはその人々があまり自覚せずに成し遂げている方法を探求する（西阪［1997］）。伊藤さんの話から iFace 開発者にとっての問題が見えてきたときに、私において分析の視点が開かれたのだ。具体的には、彼らは作ったモノを評価するという思考とその方法を課題としていることを知り、その課題を引き受けることができた。　またこの経験を通して、改めて次のことも実感した。事象の方が分析の視点を示してくれること、その示された分析の視点が方法を示していること、つまり、事象への関与も分析の視点の発見を促しており、それは自分自身の身体性と不可分であること。それは私の身体性というよりも、私自身が参加
していた事象に編み込まれた身体性、つまり分析しようとしていた事象に私自身も参加しつつ組み込まれている、それを手がかりにして分析していたことに改めて気づかされたのである。　こうした経験と気づきを通して、分野の垣根を越えた「学際研究」は、多分野の知識を得たり、専門性を越えた関心を持ったりすることに留まらず、研究に取り組む者自身が自らの前提や思考の枠組みを大きく揺さぶられ、それを変化させていく経験であると考えるようになった。つまり、「学際研究」に取り組んではじめて経験できることが異分野の知をつなぐ「土壌」2）を作ることになっているのであり、またこの土壌の生成は、異分野の知を受け入れつつ自らを改変させていく素地となっているのだ。他分野を見知らぬ「他」として排除せず、「他」を知るために自分自身も変わり、「他」を知りまた変わる。そのとき「他」は、既に「他」ではなくなっている。　心臓移植を受けた哲学者、ジャン =リュック・ナンシー［2000］は、他者の心臓を自身の身体に受け入れるために自身のア
イデンティティを、つまり免疫機能を低下させたことを、「それは患者を自分自身のよそ者にする」と記述する。「私が自分にとってよそ者になる」のである。心臓移植を要する場合、自らを排除してでもよそ者を受け入れなければ、生きることができない。しかしそれは、臓器移植のみに起こることではなく、「他」を受け入れること、そのことに直面する別の事態においても引き起こされる。その、壮絶な変化がよそ者を受け入れることなのだ。だが、今まさに、研究や教育においてもそれが必要とされている。　このように考えると、大学院の教養教育――CSCDの高度副プログラム、他大学の大学院共通授業科目、共通教育科目などでの学習は、主専攻に対する副専攻という制度上の意味合いに収まりきらない位置づけにあると言えるだろう。主専攻の横に併記される副専攻ではなく、既に自分の主専攻（アイデンティティ）をもっている大学院生にとって、他分野の前提や目的に触れることは、同時に自らの主専攻の枠組みを問われ、それを大きく揺さぶられる経験になる。
そもそも受講しようと（＝他に接しようと）思うこと自体が、自らを自らにとって「よそ者」にする準備を始めたことであり、そのとき既に副専攻は「副」にとどまらないものとして現前している。その意味でも、大学院での教養教育は、それを学び進めるなかで自らの前提となるある専門性を解体し、組み立てなおす装置となっているように思われる。それをいかに発動させ、解体し、再構築していくのかは、それへの関与の濃度にかかっている。学部と大学院の教養教育の目的が違うのは、こうした状況からも明白であろう。　しかし、私自身の大学院生の頃を振り返ると、やはり専門領域の学習で精一杯であった。その一つの理由は、修士課程で専門を看護学から臨床生理学に変えたために、看護学と共通する医学的知識はあったものの、新たに学ぶべきことがとても多く、追いつくのが精一杯だったためである。長いスパンで考えると、看護学を専門とする私自身にとっては、2年にわたって臨床生理学の世界に浸かることが、自らの前提を解体し、新たに組み立て直す機会
だったのかもしれない。その後、博士課程で再度それを揺さぶられることになるのだが。他方で今になって思うのは、看護学と臨床生理学の近さが、とりわけ「臨床」という、生きて生活する人の生にかかわるという意味での共通点が、私の前提をそれほど大きく揺さぶってはいなかったのかもしれないとも思う。今になっても、異分野の前提に出会ったときにその差異を強く感じるのは、この時期に多くの「他」に出会っていなかったためであろう。だからこそ、教員になった今でも、土俵づくりを継続して行っているのである。　では、高度教養教育（大学院教養・共通科目）を担当する教員として、何が備わっている必要があるのか？　これまでの議論から、「何か」を身に着けてから教育を開始する、とは考えないほうが良いように思う。共通科目であるCSCD科目には多分野から学生が集まってくる。その現状を加味すると、その「多」「異」と対話をすることを通して、つまり対立や差異をめぐったやり取りの中で教育実践は成り立ち、その実践や教育プログラムの開発
等を通して、私たち自身も育まれているのだ3）。この場自体が、教員の専門領域を越えた営みに既になっていると言える。ここで求められているのは、「他」と接しようとする意志であり、そのために、いつでも自らの前提を曝し組み換える準備をしていることであり、変化していく自分と、同時に変化していくかもしれない「他」である学生との緊張した関係を、丁寧になぞっていくことなのであろう。」　4. おわりに　本稿では、学際研究と教員の学びなおしという観点から、著者らの共同研究の経験を踏まえ、まず、大学院の共通教育に関して、大阪大学を含め、4つの大学の取り組み事例を紹介した。そして、著者らが共同研究を進める過程で気づいた内容をまとまた。これらの気づきは途上段階であり、今後、変わっていくものかもしれない。そのような研究を進めながら、著者らは高度教養教育にも関わっている。それゆえ、実際の教育プログラムに携わる経験は、自らの共同研究にも反映され、そこで気づく内容は、教育プログラムの構築に影響を与えることがあるか
もしれない。共同（学際）研究を進めることと、高度教養教育に携わることが循環をなし、それらを進める何らかの切り口が、今後、見えてくることを期待している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■演劇ワークショップ　vs　ヒューマンインタフェース学会／蓮行　伊藤京子　紙本明子／0. はじめに、の前に　次項の「1. はじめに」から始まる「防犯教育におけるインタフェースとしての演劇ワークショップ」という原稿を、ヒューマンインタフェース学会主催のヒューマンインタフェースシンポジウム2010に出し、学会でワークショップと対面発表を行ったのだが、新方式のタッチパネルや音声認識システムの紹介がされるブースの並ぶ中、完全なるアウェーであった。しかし、常日頃「演劇でコミュニケーションデザイン」を標榜する我々としては、そんな疎外感に怯むはずもなく、理系の研究者の多いヒューマンインタフェースシンポジウム参加者に「演劇ワークショッ
プ」に参加してもらったり、「え？何？演劇？」と訝りながら、対面発表で対面して下さった皆様から、いろいろと貴重なインスパイアをいただいた。基の原稿「防犯教育におけるインタフェースとしての演劇ワークショップ」をベースに、そんなインスパイアを混ぜ込みながら、越境的なレポートになれば、と願う。「越境」には、目的のはっきりしたものと、そうでないものがあると考える。前者は、例えば「子どものコミュニケーション能力の向上のために、教育と芸術の垣根を超えて、演劇ワークショップをやりましょう。」などとクリアに言えるものである。後者は、「武術と書道を組み合わせてみようと思うが、何のためと言われても困るし、そもそも面白いのかどうかも全く定かではない。」というような種類のものである。この原稿は、後者に当たる。芸術のジャンルでは、そういった「とにかく越境してみる」行為の中から、膨大な無駄とごく僅かな価値ある先進的芸術が生まれているが、この手法をアカデミックな場にも持ち込んで、無責任のそしりは敢えて覚悟し、
特に見通しの無い越境を企ててみた。　なお、ヒューマンインタフェース学会については、http://www.his.gr.jp/ を参照のこと。　また、ヒューマンインタフェースシンポジウム2010については、http://www.his.gr.jp/his2010/ を参照のこと。　ちなみに、http://www.his.gr.jp/his2010/#workshopに、我々が参加し発表したという動かぬ証拠がある。　さらに、明朝体フォントの部分が元の原稿で、ゴシック体の斜体の部分が、加筆部分である。明朝体フォントの部分だけ読むと、元の原稿が判読できるという仕組みになっている。全体的には極めて読みにくいと自分でも思うが、いわば「越境に伴うストレス」である。　あと、子ども向けの教育的な演劇ワークショップについては、蓮行がディレクションした「演劇で学ぼう」というインターネット教材がある。これも何かの参考になると思う。http://www.fringe-tp.net/kankyogeki/all/　1. はじめに　学校教育や企業研修の場で、「演劇ワークショップ」の取り組みが注目され始めている。本発表では、「子
どもの防犯教育」における演劇ワークショップの開発方法やその効果のポイント、情報技術を活用した展開方法、そして、それらの学術的な評価方法に関する、最新の知見について、紹介する。　2. 背景　2. 1 社会的背景　小中学校現場で、「防犯」は火急の問題である。しかし、特に公立の学校では、近年話題になっている「給食費未納問題」や「モンスターペアレンツ問題」に象徴されるように学級運営さえ厳しいという現実があり、防犯について十分な対策を講じる余力が現場にはない。また、子供たちを従来守ってきたと言われる地域コミュニティの防犯機能（世代間教育、地域内がほぼ顔見知りで侵入者の発見が容易、等）の衰弱等も子どもが犯罪に巻き込まれるリスクが上がっている大きな原因とされている。　さらには、いわゆる出会い系サイト、ネット詐欺等、新しいリスクも極めて大きくなっている。　教育の力によって、「子供が犯罪に巻き込まれるリスク」を下げようとした場合、やはり現実的には小学校や幼稚園、保育園、学童保育等、子供が集まって勉強
や共同生活をする場で使える、有効な方法論が望まれる。　学校現場の現実を考えれば、導入の為に学校や自治体に大きな初期投資的な負荷（制度変更や財政的負担）を強いず、比較的安価で継続でき、現場の教職員に大きな負荷をかけない（むしろ軽減する）ような方法論が必要である。私たちが取り組む演劇ワークショップの方法論は、上記の要求に対して高い水準で応えるものである。　2. 2 演劇ワークショップの概要　教育現場に於いて「ワークショップ」という言葉は、「参加型・体験型・双方向型学習」などと訳されることが多い。「演劇ワークショップ」とは、「演劇」の持つ教育力としての特性（表現力、異文化理解力、コミュニケーション力、グループワーク力等）を活用し、頭で理解するだけではなく、身体感覚や感動を伴うグループでの学びの共有を図る方法論である。　演劇に関する知見と技能を持ち、学校現場で演劇の指導とワークショップのファシリテーションを実施できる技能者を、特に「コミュニケーションティーチャー（以下：CT）と呼んでいる。
　CTは、特に演劇の技法を教える訳ではない。様々なテーマ、社会的問題を題材に（本件で言えば、「防犯」がテーマである）、子ども達と一緒に劇を「創作」するのである。CTという「外部の特殊な大人」と共に、「劇作り」を通すことでいかなる学びがあるのかは、以降で詳述していく。　翻って、今回の学会発表は、「ヒューマンインタフェースを研究する人たち」というかなり「偏った（ちょっとご本人達には失礼かもしれないが、間違っても社会における多数派ではない）大人」達と、「ヒューマンインタフェース研究の専門ではない、やっぱり偏った（演劇をやっている）大人」の異文化交流のような一面があった。「理系」とか「ヒューマンインタフェース研究者」というくくり方は無論、乱暴であるのだが、非常に異なった属性を持つ者（この場合、演劇の専門家）との境界では、そういう「十把一絡げ」は否応なく際立つことになる。が、越境コミュニケーションを図ろうとする場合は、「十把一絡げ」であることと、「一絡げの中にも当然様々な個性が存在すること」
を同時に認めなければならない。お互いが「インタフェースの人」「演劇の人」と距離を取る限りは何の価値ある交流も生まれないし、互いの個性を認め合うような時間も心の余裕も無いからである。属性が違いするぎる者同士を、限られた時間や様々な制約の中で、それでも具体的に有益な何らかの産物を生み出すような交流を成功させるツールとして、「演劇」は有効なのではないのか、というのが私達演劇人の持つ仮説である。　2. 3 演劇ワークショップに対する一般的誤解　「防犯教育のための演劇ワークショップ」と言うと、多くの場合、以下のように捉えられる。　「防犯に関する『正しい知識』へアクセスするためのインタフェースとして、「演劇」や「演劇ワークショップ」という楽しい手法を使えば、子どもの動機付けや理解の助けになるはずだ。」　しかし、これは全くの誤解である。私たちが提唱する演劇ワークショップの手法は、「正しい防犯知識へのアクセス」の為のインタフェースでは無い。　私たちは当然、知識の大切さは否定しない。例えば、「出かけると
きは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッ
ト（潜在的被害者）・抑止力のある監視者の不在」という3条件が揃ったとき、犯罪が起こる、とされている。私たちは「犯罪のターゲットとしての子ども」の、「実際力」の向上が、「犯罪の発生を抑止する」と考えている。　2.4 この論説の意義　この論説では、2.3 に上げたような「防犯知識へのアクセス型インタフェース」という誤解を解き、「知識、疑似体験、コミュニティーづくり、犯罪者を生み出さない社会包摂」等を含めた「防犯コンポーネント」へアクセスするインタフェースとしての「演劇ワークショップ」の説明と紹介を試みることを目的とする。　ちなみに、今回の学会では、上記のような「誤解」は、少なくとも顕在化はしてこなかった。対話した皆さんは、「誤解」するほどの「理解」が無いというか、「とにかくもう、演劇だなんて何が何だかさっぱりわからない」という感じであった。「誤解」が存在しない状態での説明というのは、「誤解を解く」というプロセスが不要な分、話は早いが、「結局、お互いの興味や利害が全く噛み合ない」という事も往々
にして起こる。今回、短時間で「興味」を喚起することの成功率は必ずしも高くは無かったが、「ヒューマンインタフェース工学に、演劇はすごく役に立ちそう」という一方的な興味は持つことができた。　3. 目的・意義・効果　3. 1 目的　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果を活かし、防犯に関する「知識」「身体感覚」「（疑似）体験」が個人の中で有機的にリンクした、高い実際力を持った子どもを育てることが、「防犯教育のための演劇ワークショップ」の第一義的な目的である。　このワークショップ手法を実践することで、周辺の大人への教育効果や、コミュニティ形成効果をもたらすことが、二義的な目的である。　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果、については、次節にて詳説する。　3. 2 プログラムの概要　本プログラムでは、小学校の授業のコマに、CTとしてプロの演劇人（俳優、演出家など）が入り、子どもたちと一緒に台本から作り上げ、最終日に演劇の発表会として、他学年の子どもたちや保護者、地域住民に鑑賞してもらう。　3. 3 養われ
る力、効果とその意義　3. 3. 1 知識と当事者意識　面白い演劇作品を作るには、リアリティが必要である。子ども達は「自分達が台本を作る」というクリエイティブな作業にワクワクしながら、「良い台本を作るために、正しい知識を！」と、高いモチベーションで、知識（本件では防犯の知識）を習得する。得た知識は、台本という形にアウトプットされ、さらにそれを練習でインプットされ、という複雑な過程を通して、活きた知識として頭と心身に定着する。　また、練習の過程では、大人であるCTに掴まれた腕を、子どもは「力では振りほどくことができない」と体験する（低学年の男子は、反撃を本気で考えている子も多い）。そういう「体感」を得ることで、「危険を感じたら、反撃するのではなく、逃げる」という知識が、実行に移せるようになる。　このような一連のプロセスを通じて、「犯罪が自分の身に起きてもおかしくない」という当事者意識と、「自分の行動が他者に影響する」と想像するきっかけを作る。　　これを、ヒューマンインタフェース工学に引き
つけて、例えばタッチパネル開発に応用してみる。「お年寄りも子どももストレス無く直感的に使えるタッチパネルを開発する」ことがミッションだとする。この場合、例えばある人数のお年寄りや、子どもにアンケートを取ったり、モニターになってもらったりして、そのニーズを探るというような事があるだろう。そういった調査が必要な事に、疑う余地はない。だが、得られる情報は限られている。　私たち演劇人なら、数人の子どもをデイケア施設に連れて行き、2名ほどのCTと、できればタッチパネル開発担当者も1名くらい入れて「病室の出入りやら何やらは全部タッチパネル化されている近未来の病院に、おばあちゃんをお見舞いに来たら、急に地震が！さあ君は、無事におばあちゃんと逃げ延びることができるか？！」というタイトルの、即興劇のゲームをやるだろう。CTはナースになったりドクターになったり、時には火になったり開かないドアになったりして、話を膨らませる。子どもは何とかおばあちゃんと逃げようとするだろうし、おばあちゃんは本当の
孫のような子ども達の無事を、心から願いながら行動する（そう持って行くのがCTのプロフェッションである）だろう。そういう、「あるシチュエーションの中で、無意識や感覚的に起こす行動」の抽出こそが、おそらく貴重であり、アンケート調査や、モニター使用だけではなかなか得られない情報なのである。　3. 3. 2 コミュニケーション力　現代の子ども達は、他者、特に見知らぬ大人と関わる機会が非常に少なくなっている。その為、悪意の大人が声をかけてきても、簡単に騙されてしまう、断ることができない、危険を感じても善意の大人に助けを求めることができない、という様々なリスクをはらんでいる。これは、コミュニケーション能力の不足による問題である。　このプログラムでは、CTという異質な大人との作業を通じ、文法の違う他者とのコミュニケーションに、子ども達が前向きに取り組むことができる。また、台本作りや練習を通じ、「悪意（それを隠した）の大人」との臨場感溢れるコミュニケーション、ネゴシエーションを体験できる。さらには、
普段接しているクラスメート達とも、これまでと違う切り口で、対話することになり、身近なコミュニティ形成についても、見直す機会となる。　これらの一連のワークで、子ども達は楽しみながら、知らず知らずのうちに、普段の学校では得られない様々なコミュニケーション体験をし、コミュニケーション力を身につけていく。　　理系の研究者について（安易に）言われがちな「コミュニケーション力に乏しい」という問題は、学生のうち（本当はもっと早いうち）からコミュニケーション力向上のトレーニングを積んでおかなければ、社会人として現場に出てから克服しようとしてもなかなか難しい。アマチュア劇団をやってみる、というのは荒療治としてはおすすめである。演劇は、短期か継続的にかは別として、創作のためのコミュニティを作らないと何も進まない、という宿命というか特性があるので、次項でも取り上げる「チームビルディング」の能力獲得／向上にもつながるものである。　3. 3. 3 チームワーキングと自尊感情の醸成　演劇は一人で作られるもの
ではなく、チーム全体が協力しあわなければ成立しないものである。社会におこるあらゆる問題もまた、一人一人の協力なしには解決できないものばかりである。子ども達は上演を通じて、まず目の前にいるお友達のことを思いやりながら、他者と恊働して問題を解決して行こうとする意識を、身に付けるきっかけをもつことができる。　また、舞台上で、自分に与えられた役割を最後までやり遂げるというのは、非常に高い負荷だが、それをやり遂げなければならないという責任感を学ぶ場でもあり、その達成感が、防犯意識の向上に不可欠と言われる「自尊感情」の醸成に大きく資する。　本番では、スポットライトと観客の拍手によってこれまでの苦労が報われ、自分たちの作業を極めて肯定的に総括することができる。　台本作り、練習、本番を通じて、「他者の尊重」「他者とのチームワーク」「自尊感情」という、子どもの防犯教育に必要不可欠な要素を、学ぶことができるのである。　3. 3. 4 大人の気付きの促進　また本プログラムでは、練習のプロセスや、発表を見る
ことにより、大人の気付きを促すことができる。　台本作りは、子どもが陥りやすい誤った情報（反撃を試みる等）を、どの程度の子どもが持っているのか、あるいは知識そのものが無かったり、意識が低かったりするのか、ということを教員や保護者がリアルタイムで知る貴重な機会である。　また、練習では、例えば集団で遊んでいたはずの子どもが、どういう要因でいつのまにか孤立し（孤立させられ）、連れ去りのリスクにつながるか、等のシチュエーションが、具体的に現出する。　本番では、それら浮上してきた要素を上演に盛り込み、観客となる大人達に対して、従来の教材よりも強いメッセージを、子ども達の身体表現を通じて、発することができる。　3. 3. 5 地域防犯コミュニティづくりの起点　イベントとして発表を見せることで、地域に共通意識を作る手がかりを提示し、地域防犯コミュニティづくりにつながる。大阪府枚方市では、防災減災イベントに演劇ワークショップと発表会を行い、地域の避難訓練のキラーコンテンツとして、地域防災コミュニティ
つくりに寄与している。この事例は、防犯に応用可能だと考えられる。　4. WS の方法紹介　4. 1 プログラムの内容　4. 1. 1 オープニングシーンの観劇　ワークショップに入る前に、CT（俳優）がイントロダクション部分を上演。　プロの俳優による迫力あるお芝居を目の前で見ることにより、CTへの求心力と、子ども参加意欲、学びの意欲、発表会へのモチベーションを喚起する。　4. 1. 2 コミュニケーションゲーム　具体的な演劇防犯ワークショップに入る前の、参加者同士のアイスブレイクを行う。　CTと子どもとのコミュニケーション環境を整えることを目的とし、共同作業でお芝居を創り上げることを意識できるようになる。　　今回は、ワークショップの時間にはこのコミュニケーションゲームをやった。今回は参加者が理系の研究者であることと、会場が学会全体の受付の真ん前で、いろいろな人が遠巻きにチラチラ見れる環境であったため、言いようのない緩く恥ずかしい時空であった。盛り上がらなかったのかというとそうでもなく、しかし周囲の遠巻きの
皆さんが「うわあ楽しそう、私も入りたい」と思っているとは到底思えない雰囲気であった。ゲームの内容については、ここでルールなどを示しても絶対に想像がつかないので、割愛。ゲームの後は、次の項で触れる「ディスカッション」必須のワークショップを実施した。　4. 1. 3 ディスカッション　台本づくりを目的として、「防犯」をテーマにディスカッション（意見交換）を行う。生徒たちの発言や体験を台本に取り入れることにより、台本づくりに主体的に参加することが可能となる。このようなプロセスを通すことで、子どもたちの普段の生活に近い、リアルな上演台本を作ることができる。チームのオリジナル性を高め、練習への興味を喚起することが可能となる。　　今回は「黄道12星座選手権」という、蓮行の定番の「簡易演劇ワークショップ」をやった。これはゼウス（今回は受付に居た快活そうなお兄さんにお願いした）に向けて、黄道12星座がそれぞれ自分の高貴さをアピールして、もっとも高貴な星座を選んでもらう、という文章の説明では絶対にわ
からないような内容である。どこかで何らかの形で体験していただくほかはない。定番の簡易演劇ワークショップには、他に「スマップ選手権」や「泡沫裁判所」などがあるが、いずれも文章で説明しても伝わりそうもないので、割愛する。　4. 1. 4 演技指導　子どもたちの個性を重視した配役を決め、実際の犯罪につながりそうな場面をシミュレーションしながら、演技指導を行う。　また演技指導の中で、セリフや動き等、児童が考えたものを取り入れる事により、主体的な創作活動の場を提供する。　これらのプロセスそのものが、子ども達が犯罪者と実際的コンタクトをする疑似体験となりうる。　4. 1. 5 繰り返しの練習　繰り返しの練習を行うことにより、「上達」する喜びを感じることが出来、　本番へのモチベーション高揚につながる。　また、途中経過の発表（リハーサルでの見せ合いっこ）よって、本番までの課題を感じてもらう。　4. 1. 6 本番　子ども達にとっては、これまでの学びの総仕上げのアウトプットとして、そして最も楽しい目標として、本番が上
演される。　必要に応じて、大人向けのシンポジウム等を併催し、学術情報の共有や、プログラムの質の向上のためのディスカッション、質疑応答等を行う。　4. 2 立命館小学校の場合　以下、2009年度の立命館小学校での社会実験の事例を基に、3章で紹介した目的、意義、効果との関連性を示しながら、実際の流れを紹介する。　・立命館小学校　日程：2月 9日　2月 16日　2月 23日　3月 2日　3月 9日　それぞれ基本2校時連続90分ずつ　場所：立命館小学校（京都市北区小山西上総町22番地）　対象：小学1年生（130名）　内容：2月 9日（火）1・2校時　児童とCTのコミュニケーション環境の土台を築く。児童へ「最終日に発表会を行う」という動機付けを行うため、上演する劇のオープニング部分をCTのみで上演、「続きを一緒につくろう」と提案する。クラスに分かれて、自己紹介・コミュニケーションゲーム・発声練習を行う。　2月 16日（火）1・2校時　ディスカッションを行いながら、台本づくり。台本の手直しをしながら、練習　防犯
ブザーの使い方を練習。　2月 23日（火）1・2・3・4校時　完成した台本をもとに練習。台本配布。　3月 2日（火）1・2校時　リハーサル上演会を実施。　他クラスの発表を観る事により、発表会への意欲を子供達にあたえる。　3月 9日（火）1・2校時　保護者向け鑑賞会「いかのおすし」登校編＆下校編上演。保護者約200名が観劇。終演後シンポジウムを実施。演劇ワークショップの5日間の流れと、効果についてディスカッションが行われた。　終了後、ワークショップ参加者の保護者，教員を対象にアンケート調査を実施した。　（パネリスト：蓮行（大阪大学）／武田信彦（うさぎママの安全教室）／吉川裕子（立命館小学校教諭）　4. 3 その他の取組例（保谷小学校の事例）　保谷小学校では、100名の子ども達に対し、2時間で有益な防犯ワークショップを、というリクエストを受けた。「演劇ワークショップを重ねて、発表会を行う」という形式は採らず、CTが主導で、演劇的要素やコミュニケーションゲーム的要素を、エッセンスとして子どもに体感し
てもらう、というコンテンツを開発・実施した。　『PTA親子防犯教室－あんぜんパワーアップセミナー』　日程：2010年 2月 13日 10:00 ～ 12:00　場所：西東京市立保谷小学校（東京都西東京市保谷町1-3-35）　内容：西東京市立保谷小学校PTAが主催するPTA親子防犯教室「あんぜんパワーアップセミナー」にてWSを実施した。　「防犯」を言葉だけではなく、『よくきく』『よくみる』『にげる』『つたえる』ことを、実際に子供たちが体験して表現することで学ぶワークショップを実施した。　5. 評価・結果・課題　5. 1 評価方法　子どもへのアンケート調査（選択式、記述式）、教員へのアンケート調査、発表会を見た保護者や一般の方へのアンケート調査などを、評価方法として想定している。　5. 2 現状での評価方法　現在は、子ども自身へのアンケート調査を行っている。　5. 3 実施概要　今回の評価・結果・課題に関して、 2007年大阪市立十三小学校にて行ったアンケートを題材とする。実施概要は以下のとおりである。　授業実践日時：2007年 10月 19
日／ 10月 23日／ 10月 26日／ 11月 26日／ 11月 30日　（演劇指導4日、発表1日）　場所：大阪市立十三小学校　対象：小学5年生（35名）　プログラム内容　1）劇団員（CT）のあいさつ　イントロ　－各メンバーの自己紹介と授業の流れを説明。　－アイスブレーク　・ストップ＆ウォーク　部屋内を自由に動き回り、合図とともにその状態で静止する。または、近くにいる人と小さな円を作る。　2）演劇の作成　－発声練習　－チーム名作り　－台本作り　・生徒たちが普段から気にしていることや危険を感じること、防犯のためにしていることなどを自由に意見して場面を作っていく。　3）本番に向けた稽古　－チームごとに台本作りであげた場面をせりふをつけて演じてみる（その際にも細かい言い回しなどを修正して台本を完成させる）。　－台本に沿って練習、リハーサルをおこなう。　4）本番の発表と振り返り　－CTから一言。それを受けて生徒からも一言ずつ述べる。　掲げる目標　1）実施主体のめざす教育効果　①演劇の楽しさを知る　②防犯
に対する意識を育む　③自信を育む　④チームワークを育む　⑤表現力を育む　2）学校側のニーズ　⑥表現力・プレゼンテーション力（相手にものごとを伝える力）を育む　5. 4 結果　アンケート結果は、以下のようなものである。　（2007年大阪市立十三小学校　対象：小学5年生　35名）　「防犯劇はおもしろかったですか？」という問いに　　　対する理由（抜粋）　・みんなが、笑ってくれたから。（喜んでくれたから）　・劇団の人が、楽しくしてくれたり、おもしろく、劇の練習ができた　・笑えるところがあった。おもしろい部分もあったから。　・みんなでとっても練習して、最後には、大成功だったから。　・とても迫力があったから　・全部、いろいろ工夫していたから。　・皆で、やって、協力ができたし劇団衛星さんが楽しく教えてくれたからです。　・自分もこうやって身を守らないといけないなぁ、と思ったから。　・やるのがおもしろかった　・いつもより本格的にやっていたから　・パクが、連れ去られるときに、本当のようにしていたから。　・
自分たちで防犯の大切さを低学年たちに教えられて笑える所もあったから　・劇の練習が、とてもおもしろくしてくれたから。セリフや動きを考えてくれたのをしてとても楽しかった。　『（質問1-1）「防犯劇」はおもしろかったですか？』については回答者全員がおもしろかったという前向きな回答を寄せている。　『（質問1-3）防犯劇のようなプログラムがあったら参加したいと思いますか？』については、わからない（4％）、無回答（19％）、あまり参加したくない（4％）を除く73％が参加意向を示しており、「目標①：演劇の楽しさを知る」は達成できたと考えられる。　「防犯に対しての行動」（抜粋）　・防犯ブザーを持っている。　・戸締りをしたりすること　・カギを開けるとき、人がいないかチェックする　・変な人を見たり危ないと思ったらすぐ逃げる　・家に入る時右左を見る。　・あやしげな人が後ろからきていないか？　・常に、登校、下校する時は周りを気にするようにしています。　・今まで、あんまり考えることがなかったけど、劇もしたし、ちょっ
とだけ、練習になったと思う。　・いやな気配がしたら、すぐに、その場に離れる。　・甘い話に乗らないで、人通りの多い道を通る。　・頭の後ろに目をつける。暗いところは通らないようにする。人目のあるところを通る。　・変な人に追いかけられたりすると大声を出す　・いかのおすしを意識するようになった。　『（質問2-1）防犯について以前よりも考えるようになりましたか？』についてはわからない（4％）変わらない（4%）を除く92％の児童が防犯への意識が高まったと考えられる。これより、「目標②：防犯に対する意識を育む」は達成できたといえる。　『（質問2-2）防犯について何か行動するようになりましたか？』については、これからしていく予定（19％）そして、変わらない（19％）と答えた児童に対し、今後どのように行動に結び付けられるかが課題である。　『（質問3-1）以前より大きな声で話せるようになりましたか？』については回答者全員が「そう思う」という前向きな回答を寄せている。「目標⑤・⑥：表現力・プレゼンテーション力（相
手にものごとを伝える力）を育む」については達成できていると考えられる。　『（質問3-2）以前と比べて「自信」がついたと思いますか？』については、そう思わない（4％）を除く96％の児童が、自信がついたと考えるようになった傾向が見られる。これにより、「目標③：自信を育む」をほぼ達成しているといえるが、そう思わない（4％）と答えた児童に対し、自信を育むための更なる工夫について検討の余地がある。　『（質問4-1）仲間（グループメンバー）の良いところや得意なことが、よくわかるようになりましたか？』および『（質問4-2）仲間（グループメンバー）と、よく協力することができるようになりましたか？』についてはグループで一つのものを作り上げる取組みを行ったが、前者の質問に対し変わらない（4％）、わからない（8％）、無回答（4％）後者の質問に対し、わからない（4％）という結果であった。「目標④：チームワーク力を育む」という教育効果をめざし、グループメンバーの良いところ・得意なことを互いに学び合うような取組みや、グ
ループワークの練習を取り入れるなど、更なる工夫について検討の余地がある。　5. 4 評価に関する課題　本件の評価に関する課題は、「演劇ワークショップが子どもの防犯教育に資する」という「科学的根拠」を明らかにする事が難しい、ということである。演劇ワークショップを行う前と後を比較して、担任の先生に感想を聞くと、感覚的には「明らかな効果がある」という回答を得ることができる。しかし、それを科学的、客観的に提示することは、非常に難しい。　犯罪そのものの件数の絶対数は当然少ないものなので、犯罪の件数が減った、という数字で、効果を計ることは適切ではない。　また、子どもの犯罪に対する耐性である「実際力」を計ることも、同様に困難を伴う。何をもって「未知なる人との適切なコミュニケーション／ネゴシエーション」とするか、の考察を深め、陳腐化しない計測方法の確立が急がれる。　また、演劇ワークショップによる「防犯地域づくり」や、「潜在的加害者を生み出さない」という効果まで含めて、総合的な評価をしようとすると、
調査対象や計測すべき要素が多岐に渡り、調査そのものが大変な上に、成果の全体像が把握しにくいという問題もある。　これらの問題の解消のために、「芸術の持つ力の計測・評価」や、「ワークショップ教育の持つ教育力の計測・評価」といった、関連分野の発展に期待するとともに、その新しい知見の有効な活用が必要とされる。　実際、対面発表でも「評価はどうするのか？」という質問があった。しかし、その問題は「芸術の持つ力をどう評価するのか？」という、極めて難しい命題に近いものがあり、拙速にやることは危険である。文化政策などのジャンルでも、なぜ芸術芸能を公的支援をするのか、という事への答えを導くために、「どう測定するのか、どう評価するのか」は、重要なのだが、そこに永遠に答えが出ないことにこそ、芸術の価値の本質があるのではないか、と漠然とだが常に感じている。　6. この後の展望と期待　「正しい防犯知識へのアクセス」型インタフェースの典型であるＥラーニング教材は、予めプログラムされた知識群を、子どもが100％理
解すればゴールである。　演劇ワークショップの手法を使えば、鑑賞する大人の気付きを促すなど、プログラムされた100％の情報以上の成果を、得ることも可能である。　現在、私たちのプロジェクトは、Ｅラーニング教材の良さと演劇ワークショップの良さの両方を活かすため、双方を有機的に連動させたプログラムを開発中である。　上記のＥラーニングの例などは「どういうインタフェースが、子どもにより大きな学びをもたらせるか」という正に直接的な「演劇」と「ヒューマンインタフェース工学」の接点となる。そういうごく具体的なレベルから、未来に向けた「芸術と工学」といったレベルまで、今回マッチングされた二者が画期的な化学反応を起こし続ける事を願い、努力していこうと考えている。　7. 最後に、大きなまとめとして　「謝辞」と「参考文献」の後にもってくる大きなまとめとしては、こういう多少胡散臭い試みを許容されるCSCDという「場」の良さに感謝しつつ、当初思っていたよりも、「越境」と「胡散臭さ」による果実が大きかったように
感じるなあ、という手前味噌な感想で、締めくくりとしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「現場力」ノオト（2010年・秋）／西村ユミ　西川勝　池田光穂　高橋綾　樫本直樹　本間直樹　安田伸行　小林恭／まえがき　現場には、はっきり意識しないままに埋め込まれていることが沢山ある。見逃してしまうかもしれない、気づき難い営みがある。既に知っているのに、それを言語化しようとすると言葉に詰まる実践もある。それらを丁寧に見つめ直したり、論点を整理し直したりすることで、はっきり見えなかったことが浮かび上がってくるかもしれない。また、現場を反省的に捉え直すために必要とされる視点や理論、概念がある。その吟味は、現場を別様の切り口から照らし出すことを可能にし、現場を見ることを学び直す視点を提供してくれるだろう。本稿は、「現場力研究会」1）での議論をもとに、こうした現場の営みや概念を、一人ひとりの参加者がじっくり
考えて綴った「ノオト」である。　これまでは「『現場力』研究術語集」として、『Communication-Design』の 0～ 2号に、幾つかの術語を著してきた。0号（西村他［2007］）では、「学習の場としての実践現場」「参加の概念」「私の実践コミュニティ」「「わざ」の習得」「アイデンティフィケーション（Identifi cation）」「メティス（策略知）」「表面の経験」「アクティブ・タッチ（Active Touch）」「協働的実践（Collaborative Practice）」の 9術語、1号（西村他［2008］）では、「問題にもとづく学習」「学習のコンテクストの学習」「活動の拡張としての学習」「経験の直接性に含み込まれた他者の経験」「道具を使う」「エージェンシー（Agency、行為者性）」「埋め込み（Embeddedness）」「改善（KAIZEN）活動」「協働システムと組織」の9術語の記述を試みた。2号（西村他［2009］）では、「反省的実践」「装置（dispositifs）」「状況に埋め込まれた行為」「インスクリプション（inscription）」「芸術パフォーマンスにおける即興」「当事者」「復興コミュニティビ
ジネス」「｢つたなさ｣ のテクノロジー」の8術語を提案した。これらの述語は、意味の固定を急いで提案したのではなく、具体的な現場で使用され再検討されて、それを通して現場の見え方や理解の切り口が別様に見えてくる可能性があると考えて著された。　本稿では、2008年度後半から2010年度前半の研究会における議論から編み出された、12編の気になる現場の事象や言葉、その論点を紹介する。この間私たちは、『省察的実践とは何か？』（ドナルド・ショーン）、『動く知フロネーシス』（塚本明子）、『ケア：その思想と実践』（上野千鶴子他編）、『いじめ：学級の人間学』（菅野盾樹）などを読み進めてきた。さらに、木村敏の「臨床哲学」、鶴見俊輔の「コミュニケーション」、Community-Based Participatory Research（CBPR）、研究会メンバーが携わっている具体的な現場での取り組み――犬島アート活動、介護現場の実践、認知症ケアの現場、看護実践とその経験等なども報告された。　またこの間には、新たなメンバーがたくさん加わり、具体的な現場の課
題や現場を見る視点が提案された。どれも現場では確かに見えている（経験されている）、けれども言葉にし難い重要な視点ばかりだ。こうした参加者一人ひとりの経験を見落とさずに拾い上げ、その経験に合ったスタイルでゆるやかに記述することを目指して、本稿から、「｢現場力｣ 研究術語集」を「現場力ノオト」に改名した。ここで取り上げた内容が、現場において使用され再検討され、新たな視点から現場を照らし出し、同時に現場に組み込まれていくことを期待する。　（西村ユミ）　1. 声の記述　20数年間、ぼくは看護記録や介護記録を書き続けてきた。しかし、肝心なことは書き損じてきた、という気持ちが強い。なにが書けなかったのか。ケアの証拠のために記録をしても、ケアを記述してこなかった。ケアの現場には、さまざまな声が交錯する。その声に促され、励まされ、問い詰められて、ケアは展開する。それなのに、記録においては、それぞれに異なる肌理をもったあの声､ この声は、どこにいったのか。ぼくに届いたはずの声の生気は、意味内容を固定す
る文字の羅列の隙間から蒸発してしまうのだ。　とりあえずケアをする立場としては、ケアされる人から「ありがとう」「ありがとうございました」という言葉を何度も聞く。しかし、それはほとんど記録されることはない。わずかに記録されても、読む者に何が伝わるのだろうか。諦めと気恥ずかしさが、届けられたはずの「ありがとう」をなかったものにしてしまう。ケアを成就させる「ありがとう」の声が記述できない。　声は、身体から発せられる。伏し目がちにつぶやく「ありがとう」、喘ぐ息をのむ「ありがとう」、眼を丸めての「ありがとう」、両手を振っての「ありがとう」、柔らかな口元からこぼれる「ありがとう」、あれこれ。　声には、手ざわりがある。かすれた声、張りのある声、しめった声、硬い声、冷たい声、煮えたぎる声、柔らかな声、鋭い声、震える声、あれこれ。　声は言葉を越境する。笑い声、泣き声、叫び声、鼻声、ためいき、あくび、あれこれ。　声は、人と人の間に響く。長すぎる沈黙を破る「ありがとう」、まっすぐに届けられる「ありがとう」、
ジグザグする「ありがとう」、行き場をなくした「ありがとう」、響き合う「ありがとう」、あれこれ。　その場限りで消えてしまう声、そのとき誰かに向けられた声は、たとえ録音しても再現できない。客観的再現を拒む本性を声は身にまとっている。それを何とかしたい。文章として容易には揺るがない形をあたえたいという欲望が、ケアする者の内側から噴き出してくる。声に呼ばれて、その声に共振した身体から、声を文字へと引きはがして、他者に提示したいという欲望である。　声を記述するというアポリアに、ケアの現場はどう応えていくのか。声の原初性としての呼びかけ、声は次の声を呼ぶばかりである。声を記述する際に失うことの大きさを自覚する道だけは開けている。身もだえする記述にこそ、声はふさわしい。　（西川勝）　2. 後知恵　阪神電車の武庫川駅を降りるとすぐに、ハゼの釣れるポイントがある。梅田の駅で買った釣り新聞を見て、ぼくは武庫川駅を手ぶらで降りた。急に予定を変更したのだ。　しばらく、釣りの様子を眺めていたが、ぼくは無性
にハゼ釣りがしたくなった。近くの釣り道具屋で、安物の竿とハゼ釣りの仕掛けとエサを買った。生まれて初めてハゼを釣るのである。店の主人は「はじめてでも大丈夫、ハゼはようさんおります。」といって、買ったばかりの竿に仕掛けをセットしてくれた。あとは、針にエサをつけて川に投げ込むだけであった。ぼくはイシゴカイを針先に引っかけて、釣りはじめた。何かが川の中のエサを突っつくような感覚が糸と竿を伝わって、ぼくの手のひらにやってくる。「これだ」と思い、急いで竿をあげるがハゼの姿はない。胸の鼓動をにあわせるように、何度も竿を引き上げるのだが、獲物はない。ハゼを針に掛けるタイミングが悪いのだろう。早くしたり遅くしたり、強くしたり弱くしたり、いろいろ工夫するが駄目だった。その日は、ハゼに惨敗であった。　数日後、ぼくは妻を同伴してハゼ釣りに再挑戦した。彼女は早速、近くにいた釣り人にハゼ釣りのコツを尋ねている。そして、ぼくに言った。「エサの長さが違うのよ。ちぎって短くしないと駄目みたい。」そうか、それ
でエサばかり取られていたんだ。まるで自分が秘技をひらめいたような気分になって、ぼくはエサを短くしてみた。あっという間に、小さなハゼが釣れた。嬉しかった。　これは「後知恵」に違いない。「後知恵」は、物事が終わってしまってから出てくる妙案をいう。つまり、この場合は、さんざん釣れなかった後で、エサが長すぎたことを、その原因として知るということである。しかし、最初から人に教えてもらって「先知恵」でハゼを釣っていたとしたら、自分の失敗について、こんなにも深く納得したであろうか。そうは思えない。愚かな者は、必要なときには智恵も出ずに、結果が出た後になってようやく「後知恵」に気づくという。しかし、本来、万能の先知恵を持っていない人間は、生きる現場の最中では、悲しいまでの試行錯誤を強いられる。この試練を無駄にしないためにも、愚者の愚者たる自覚を促しながら、この先の豊かな実りを約束する贈り物として「後知恵」を授かるのだ。考えてみれば、人間の文明や、社会の文化伝統の実質は、この「後知恵」の集
積と継承なのだ。　（西川勝）　3. 感情労働　感情労働（emotional labor）とは、相手（＝顧客）に対して特定の精神状態を創り出すために、労働者の感情を誘発したり、逆に抑圧したりすることが賃労働の職務課題になる、精神と感情の協調作業を基調とする「労働」のことである。やさしく言えば「お金儲けのために造り笑いや所作を雇用主から要求される労働」のことである。　この用語は、社会学者Ａ・Ｒ・ホックシールド［2000］によって最初に提唱された。感情労働の典型は、航空機における白人女性の客室乗務員の勤務様態であるが、現在では、ファストフードの販売担当者や企業のクレーム処理担当者など、さまざまな生活の局面で感情労働に従事する人たちを観察することができる。臨床ケアの専門家もまた対人交渉の相手が存在する前では感情労働を強いられる。しかしそれは専門家だけに限られた仕事だろうか？　未知の人を相手に交渉を始める誰もが作り笑いや所作をするように、私たちの日常生活の中でも「感情に関するワーク＝仕事（emotional 
work）」は、誰しもが身につけている作法のひとつである。ただし、ここで注意したいのは、議論の中心にあるのは無償の仕事ではなく、有償の労働との区分とそれらの間の差異の考察にある。　感情労働が理論的に提起するものは、労働力商品として感情を表出したり制御したりすることが労働者に要求されているがゆえに、日常生活の「普通」の感情表出が阻害（疎外でもある）される可能性があることである。これは、マルクスの疎外労働論が基調にあり、家族や友愛にもとづく親密圏において〈使用価値〉をもつ「感情」が、賃労働（＝働いて給料を得ること）において売り渡しの対象になる、つまり〈交換価値〉を持たされたままでよいのかという問題を提起する。　臨床ケアの実践の現場において感情労働はどのように考えられているか？　その議論の多くは、「現場力」の効用を説く人たちは感情労働を特定の職業や女性というジェンダーに関連づけられる、余計な介在物あるいは障害と理解していることである。他方、ミクロな相互作用に着目する社会学者であれば、
先のように人間の基本的行動のレパートリーである「感情に関するワーク」が強いられた「仕事」になることは憂慮すべき問題であるが、行為主体の感情の操作は、現場で人間関係を円滑に、かつ現場の協働を助けることもあり、それを安易に放棄すべきではないと助言するだろう。感情労働の議論を普遍的一般的である定言的な命題とするのではなく、そう呼ばれる臨床の現場に臨むより厚い記述が今求められている。　（池田光穂）　4. 状況的学習と最近接発達領域　ここでは、わかる（＝できる）ことを学習と定義してみよう。学習についての古典的理解は、外部表象化された〈知識〉や〈技能〉を学習者個人の内部に取り込むというメタファーでしばしば表現されてきた。例えば「計算のやり方を覚えた」「ろくろを上手に回すことができるようになった」という喩えなどがそれである。　それに対して、社会的活動に参与することを通して学ばれる知識と技能の習得のことを、状況的学習（situated learning）という。この学習は「協働の企て（joint enterprise）」の過程
の産物である。この用語と概念は、人工知能研究者ジーン・レイヴと人類学者エチエンヌ・ウェンガーの英文の同名の書籍『状況に埋め込まれた学習』［1991］によって提唱された。現場を成り立たせる構成主体によって状況的学習が成立するための場を実践コミュニティ（実践共同体）と呼ぶ。実践コミュニティでは、行為者がみんな（＝他者と自己）と共に恒常的に参与するため、それゆえ、これは私たちが理解する「現場」であると考えても、ほぼ差し支えない。　社会的活動に参加することの最たる経験とは、みんなで一緒におこなうことである。我々には（a）他者の助けなしにひとりで学習することと、（b）個人的に教えてもらわなくても、みんなとの共同作業のなかで学習することがある。後者（b）の状況の中には前者（a）の経験が含まれるために、みんなとの関係においてできる行為の水準あるいは領域（b－ a）があることがわかる。ロシアの心理学者レフ・ヴィゴツキー［2001］はこの領域を最近接発達領域（Zone of Proximal Development, ZPD）と
呼んだ。　ウィリアム・ハンクスが的確に指摘するように「学習を命題的知識の獲得と定義するのではなく、レイヴとウェンガーは学習を特定のタイプの社会的共同的参加という状況の中におく。学習にどのような認知過程と概念的構造が含まれるかを問うかわりに、彼らはどのような社会的関わり合いが学習の生起する適切な文脈を提供するのかを問う」た（ハンクス［1993:7］）。その意味では、この文脈はZPDとほぼ重なるとみてよい。　実践コミュニティのメンバーになることは「参加の概念」（池田［2007］）で説明され、状況的学習の場合、その過程の最初の段階を、正統的周辺参加（Legitimate Peripheral Participation, LPP）と呼ぶ。実践コミュニティへの参加は、状況的学習の深度によりＬＰＰから十全参加（full participation）に移行すると『状況に埋め込まれた学習』では主張されているが、それらの過程は、現場における行為者の「現場力」の習得と比較され、今後さらに検討される必要がある。　（池田光穂）　5. 障害を笑う（其の一）　笑芸をみてし
らぬ顔をしたり、眉をひそめたりする人間の内面生活は案外に空虚なものである。私なぞ、他人と関わる際にはいかに相手を笑わすかを考えること専らであるため、ろくに相手の話を聞いていないことなどしばしばである。私のこのさもしいまでの芸人根性を、人は関西出身者のそれと一笑に付すかもしれぬ。しかし私にとっては　　多くの関西人同様　　自分のそれがローカルなエトス扱いされることなぞ心外であり、むしろ普遍化可能な主義（ルビ：イズム）と呼んでいただきたいものだと考えている。　私は常々「障害を笑う」ことを主張し、時にはそうした笑芸（ルビ：パフォーマンス）を披露することもあるが、それを見るより前に「あなたは障害の当事者ではないのに、どうしてそれをしようとするのか」と聞く人がいる。どうやらこの人が当事者でないとみなす私が、障害をネタに笑いをとろうとすることは、不可解であるばかりか不謹慎だということらしい。逆に障害の当事者が笑芸を披露する際には「障害を持つ人のことは笑えない」という頑なな反応が観客の
なかに見られると聞く。障害を笑うことにまとい付く多くの障害、と韻を踏んでみたところで、それこそ、かのヴァレリイ氏も微笑すら浮かべまい。　こと障害をネタにしたものに関しては、その笑芸（ルビ：パフォーマンス）が実際に面白いかどうかという次元とは別のところで、笑えない、笑うべきではないと決されることがある。そしてその判断は、当事者であるかということに大きく関わっている。しかし、私には、障害を笑うという実践が行おうとしているのは、まさしくこの「誰が障害の当事者か」という問いを超えていくことではないかと思われる。　笑えない、笑うべきでないという人々が、戸惑い立ちすくみながらどんな風景を見ているのか私は知っている。彼らが目にしているのは、向こう岸に笑われる障害の当事者が、こちらの岸に笑われる人ではない、障害を持たない自分がおり、そしてその間にルビコンやイムジンに比せられる大河の横たわる光景である。舟を出したとて渡ることができるはずもなく、そもそもこの輩には渡る気もない。笑いの神、あ
るいは芸人が誘うのは、この川を渡ること、否、川に分断された二つの岸という空虚な仮象とは異なるもう一つの世界なのである。笑いとは、当事者の自嘲やへつらい、それが生み出す非当事者からの同情ではなく、それらを超えていこうとする情動の蠢きである。（続）　（高橋綾）　6. ともに考えることとパターナリズム　問題をかかえた人や何らかの現場とのかかわり、あるいは、そうした人や場にどのようにかかわればよいのかを考えるとき、いつも〈パターナリズム〉という言葉が頭をよぎる。　以前、エコツーリズムの調査のために、数回沖縄に行ったことがある（注）。エコツーリズムの実践を巡って、自然保護、観光振興、地域振興などの利害の対立する「生」の現場にかかわってみたかった。後からふり返ってみると、正直、問題の核にも入れなかったし、その人たちの間でどのように振る舞っていいのかがよくわからなかった。しかしながら、なんとなくだが「部外者もかかわっていいのだ」ということはわかった。ただ、そのかかわりを後押しする理屈が必要にも
感じた。そして、その理屈の一つがパターナリズムであるように思われる。　確かに、問題の中心にいるのは、問題をかかえた人であり、その当事者たちである。そして、そうした問題の現場に私たちのような部外者がかかわるのは、自分たちがかかわることが、その問題をよりよい方向に導くことができる、あるいはその役に立ちたいと考えるからだ。それゆえ、そうした人たちと問題を考える場面においては、彼らにとって最善の判断ができるよう、こちらの考えを差し挟んでいくことになる。しかし、ここには明らかにこちらの方が正しく思考でき、相手はできないという「みなし」が前提となってしまっている。では、どう考えればよいのか。　一般的に、パターナリズムは、相手の自律（自己決定）への介入・干渉を意味するために評判が悪く、相手が「まともでない」場合に限って、パターナリズムは許容できると言われる。確かに、明らかに誤った判断をしているのに、それは現場の人たちが決めたことだから、というのは単なる無責任である。その意味でパターナ
リズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明に
思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを
する。絶妙の均衡を保ちながら、片足を上げた一対の身体がつくり出す交尾のポーズ。　やがて、リズミカルな運動を描き出した音楽に誘われて、彼女は、いつのまにか立ち上がり、先ほどまで車椅子にいたのが嘘であるかのように、跳ねるように全身を解き放って踊っている。いつも彼女を縛りつけている重力が、そのときばかりは彼女に力を与え、水中の魚のように、空間の密度が彼女の身体を支えている。こうして、重度の知的障害をもつといわれる彼女の身体は、見たこともない表現世界に私たちを誘い込んでいく。　ダンサーである彼は、彼女を模倣しない。模倣は動きを凝固させてしまう。模倣よりもしなやかで、刺激よりはゆるやかな、身体の呼応。眼もよだれもすべてで表現する彼女に、彼は全身全霊をかけて応じなければいけない。彼はもはや身体運動のスペシャリストではなく、表出された魂の振幅をときに広げ、ときに狭める風のようだ。風が木を揺らすのではなく、木の全身の動きが風に道を空けるように。芸術は操るのではなく、あることをあるがまま
に存在させるのである。　（本間直樹）　8. 協働実践の組み換え　どのような仕事や暮らしにも、慣れ親しんだ場所を移らざるを得ないことが、幾度かは訪れる。その変化の経験は、それまで難なくできていたことを難しくする。がその困難が、これまでいかに仕事や暮らしという実践が成り立っていたのかに注意を向かわせ、はっきり自覚せずに行っていた実践に、ある輪郭を与えるかもしれないのだ。　例えば、看護師たちにも働く場所を変わる経験がある。彼らの声を聴き取ってみると、病棟を異動することは、それまでの習慣や自らの実践の仕方を大きく揺さぶられる経験であることが分かる。彼らは、急いで新たな場所に慣れなければならず、その場で求められる援助の仕方を習得しなければならず、さらに、新しい人間関係を作っていかなければならない。その課題に立ちすくみ、自らの非力に落ち込んだり、これまでの病棟とのやり方の違いに戸惑ったり、時に、苛立ったりもする。それまでは、うまく動くことができたのに、それができない。その難しさは、いかに
成り立っているのだろうか。　病棟を異動したばかりの頃は、実践の場に入り込めないばかりか、患者の状態をよく知らないことが彼らを戸惑わせ、場に入り込まないようにさせる。患者の移動や清拭などのごくごく簡単にできてしまいそうな、当たり前に行っていた援助でさえも、実際にやってみるとどうやっていいのかが分からない。いろいろめぐらしていく手がかりが見えないために、一人ひとりの患者の状態が意味を持って現われない。病棟の皆が暗黙に了解していることや状況を理解するための判断の流れを分かち持つことができない。自分が大切にしてきたことが実践できない。　これらを経験して分かるのは、病棟での実践は個々の看護師の技能に還元できるものではないことだ。自分の考えや動きは、患者の状態に応答しつつ、その応答でもある他のメンバーの判断や動きに促されて定まる。つまり看護実践は、患者の援助を柱として、病棟のメンバーとともに作り出されているものであり、メンバーの実践を継承して次に繋げていく「協働実践」として成り立っ
ている。各自のこだわりも、その中で生きている。さらに、病棟異動は、異動した者が新たな場の仕方を習得する機会に留まらず、病棟という現場が新たらしいメンバーを受け入れつつ、この「協働実践」を組み換えて新たな実践を作りだしていく機会でもある（西村［2011］）。「現場力」は、こうした力動性の生起そのもののとして記述され得る。　（西村ユミ）　9. 「引っかかり」の経験がもたらすもの　経験を積んだ看護師たちに実践を問うてみると、「引っかかり」続けたまま、数年経っても「重たくのしかかっている」「未解決な課題」とされる経験が語られることが多い。自分たちの思い込みで判断していないか、患者の話をしっかり聞けているのか、このタイミングでのこの判断で良かったのか等々。このような経験は、どの現場で活動する者にも、一つや二つは思い当たるだろう。この「引っかかり」は、私たちの経験にいかに組み込まれ、今の実践に関与しているのだろうか。　例えば、ある看護師は、ごくごく日常的に行っている患者の家族への依頼が、その家族を
怒らせ傷つけてしまったこと、そしてその怒りに自分自身も傷ついてしまったことを語った（西村［2007］）。別の看護師は、ある患者の担当としてその人を訪問するたびにじっくり話を聞き、苦しみの緩和に努めてきた。しかし、その苦しみに手が届かないまま、患者は亡くなってしまった（西村［2008］）。いずれも、語り手にとって、「ずっと自分の中で残っている」「辛い」経験である。　しかしこれらの経験は、単に、辛く消化できないこととして、彼らに重たくのしかかっているだけではない。前者はこれを語りつつ、自分たちにとっての当たり前の判断や日常の繰り返しにもなっているルーティンの実践のあり方を問い直そうとする。後者は、自分なりに精一杯援助をしたにもかかわらず、何もできていなかったかもしれない、もっと何かすることがあったのかもしれない、と自問し、今でも心残りでたまらないと言うが、他方でこの問い直しは、今かかわっている患者のケアにも組み込まれる。「ちゃんと（この患者の）話が聴けているのか」「一緒にこの場に居れてい
るのか」、と。つまり、過去の消化できていないように見える経験は、他の患者の今のケアに埋め込まれる可能性をもつ。　「引っかかり」は、しこりのように残り、何度も想起され、経験した者を辛い気持ちにさせる。が同時に、自らの実践を問い、他の可能性をめぐらし、現在や未来の実践に組み込まれて活かされてもいる。だから彼らは、そうした経験を「すごく変わるきっかけ」「自分のもと」とも意味づけるのだ。この問いは、解決が急がれていないからこそ「引っかかり」続け、ずっと考えられている。この「引っかかり」が、協働実践を介して他の看護師たちの実践にも分かち持たれているのであれば、一人の経験は、「現場」そのものの成り立ちに関与しているとも言える。　（西村ユミ）　10. 技術の答え　僕は介護の仕事をしている。僕の職場では、職員数人で「介護技術の勉強会」を開いており、それには外部の介護職の方も参加されている。　そこでは主に寝返り介助や立ち上がり介助、移乗介助などを教えているのだが、そこでよく聞かれる質問に「片麻痺で関
節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ
ること」と「伝えきれないこと」の狭間で、そこに潜む事柄がやけに気になる。こちらのやり方に一方的に相手をはめ込む思考では現場には留まれない、そんな思いが消えないのだ。　触るだけで「ギャーッ」と叫ぶ女性の抗う姿。願いを伝えきれない失語症男性の背中に滲むやりきれなさ。全身の痛みを訴える女性の強烈な拒み。夫の墓前で手を合わす老女の無言の涙…。　相手の身体から放たれる息づかいに既存の技術では近づけない。手持ちの技術が相手のふるまいによって崩される。逆に、相手のふるまいに合わせて新たに技術を創造しようとしてもその創造がどうしても追いつかず、それとは別に、相手の様相を前に理屈抜きで突き動かされる自分がいる。僕は、「技術」が簡単に揺さ振られる経験を確かにしている。　「技術」が人と人とのあいだに介在するものであるならば、介護技術は介護する者が併せ持つ「する技術」であるとともに、介護される者にとっての「される技術」でもあるはずだ。人と人がまみれるその接点で、想像が及ばない出来事のそのただ中で、「技
術」はどのような姿を見せるのか。そして、その可能性が、現場の「外」で伝達される「方法化された技術」に囚われない覚悟から生まれ、現場の「内」で「人の生きる様」として描かれるとするならば…。　介護技術の勉強会に「技術の答え」は見当たらない。そして僕はそれを未だ持ち得ないままでいる。　（安田伸行）　11. 木村敏の〈あいだ〉と絶対の他　ある国際会議の合間に、ガブリエル・マルセルと芝生に寝そべって語りあった時のことを木村は次のように回顧している。木村［2009a］は最初 〈Zwischen〉というドイツ語で自分の考えを説明しようとしていたが、マルセルは〈間柄〉という意味にうけとったのか話に乗ってこなかった。そこでふと〈Vorzwischen〉（あいだ以前）という表現に言い換えてみたらマルセルは大いに興味と共感を示してきたと。　このエピソードが示すように、木村の〈あいだ〉とは二つのものの間ではなく、それ以前の根源的「メタ・ノエシス原理」［2009b］として提起されたものだ。その根源的〈あいだ〉が、水平面では自己と
他者（患者）との〈あいだ〉として、垂直面では自己と自己の根拠との〈あいだ〉として、ふたつの〈あいだ〉が等根源的に生起してくる。他者との関係論が脚光をあびる今日、自己論を抜きにしては「絶対に駄目」という木村の現象学的精神病理学の立場がここ から生まれている。　ところで、この根源的〈あいだ〉はハタラキとしての「こと」であって「もの」ではない。しかしそれについて語ろうとするときどうしても「もの」化せざるをえない。自己と他者との根拠として何か第三の「もの」のような扱いとなるのが宿命といってよい。そのとき根源としての根拠は「絶対の他」と呼ばれ絶対者のような位地づけになる。「長安一片の月、万里相隔てて看る」の月の役割にあたる。他方、そのような根拠は、何「もの」でもない根拠、何「もの」でもない媒介だから、この局面で言えば月は消え去り、ストレートに自己にとっての他者（患者）が「絶対の他」となり、相互に「絶対の他」同士の関係となる。木村が「絶対の他」というとき、このような二局面があり、それは
西田幾多郎の「絶対の他」にもみられる二重性で、木村はそれをうけついでいるといえる。　木村の〈あいだ〉という思想は、自己と他者とを超越する絶対者を外にたてる（キリスト教的な）宗教と、自己と他者を「唯仏与仏」として絶対の関係ともみなしうる（大乗仏教的な）宗教という、形としては一見異質な宗教のあいだに通底するそのもとを掘り起こしたもので、諸宗教間の相互理解に有意義な視点をひらいている。それを木村は臨床治療の現場から自覚にもたらしたものだけに、具体的な人間関係の現場と宗教的次元との連関を解きほぐすに大変示唆的なものといえるだろう。　（小林恭）　12. 〈生命／人間的生／いのち〉と生命論的差異　教育の現場で悪質ないじめや自殺などの事件が発生するたびに、学校長、教育委員会のコメントには「いのちの大切さを教えることを徹底させたい」という言葉が現われる。子どもたちは、大人たちの現実の社会とひきくらべ、言葉のそらぞらしさを感じていよう。自分の子どもの自死という体験をへて高史明［1980］は現代を「い
のちの私物化、いのちの見失い」の時代と呼ぶ。教育責任者たちのコメントはむしろ「私たちこそいのちを見失っていて相すまぬことでした」とあるべきではないか。　上田閑照［2007］は〈生命／人間の文化的生／いのち〉という区別を提案し、現代を〈いのち〉へのセンスを見失ったことすら見失しない、文化的生のレベルが異常肥大をきたし歯止めのきかなくなった状態と表現する。上田が〈いのち〉ということばで指し示そうとすることを、木村敏［2005］は〈ゾーエー〉とよび、死ねばなくなるとみなされる生きものの生命〈ビオス〉との区別をたてる。それはケレーニーおよびヴァイツゼッカーから想を得たものという。木村は「生死の区別以前の生即死、死即生の潜勢態」［2009］とそれを言語化し、ビオスとゾーエーの区別を「生命論的差異」と名付けた。　彼の〈あいだ〉の概念の場合と同様、ここでも〈ゾーエー〉を語るにあたって、それが絶対的根拠なるものとして容易に「もの」化されてしまう危険がともなう。それをふせぐのは、「生命論的差異」を意
識対象としてのAと Bとの差異のごとく「もの」化しないことだろう。私がビオスあるいは単なる生存を〈いのち〉と取り違え、〈いのち〉を見失っていたという、身に滲みての反省的気付きのハタラキに即してのみ感得すべきもので、「差異」とはそのような動性でなければならない。上田は〈いのち〉を直接対象とする学問はあり得ないと言う。　現場に関する学（看護学、教育学 etc.）は、〈いのち・ゾーエー〉の問題（スピリチュアルという語でそれを扱おうとする場合もある）を安易に方法化したり体系化したりすべきではないだろう。その問題をあくまで学の外部のこととしたうえで、その外部に常に開かれた用意を保持するというスタンスが望ましいと、現在の筆者は考えている。なぜなら「見失っていた」という気付きと相即してはじめて〈いのち〉の自覚が成り立つとすれば、人間の文化的生の一環である学の立場は、何よりも「見失い」の自覚をつねに踏まえなければならないであろうから。　（小林恭）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■統合的参加型テクノロジーアセスメント手法の提案―再生医療に関する熟議キャラバン2010を題材にして―／山内保典／1. はじめに　本稿は「市民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイス組織の開発 :Deliberation and Cooperation between Citizens and Scientists（以下、DeCoCiS）」プロジェクト の一環として開発・実践された「統合的参加型テクノロジーアセスメント：Integrated participatory Technology Assessment（以下、IpTA）」の実践報告である。　1960 年代から欧米を中心に、潜在的に社会的・倫理的な問題や対立を生む可能性のある萌芽的（emergent）な科学技術を主たる対象として、テクノロジーアセスメント（以下、TA）が試みられてきた。TAとは、従来の枠組みでは扱うことが困難な技術に対し、将来のさまざまな社会的影響を独立不偏の立場から予見・評価することにより、新たな課題や対応の方向性を提示して、社会意思決定を支援していく活
動を指す（吉澤 ［2010］）。　その後、1980年代後半から90年代にかけて、主に欧州諸国で「参加型 TA」が発達した。それまでの TAは、アセスメントの対象となる科学技術に関連する専門家によって行われていた。しかし科学技術が社会に浸透するにつれて、科学技術に関する意思決定において、価値観や政治などを切り離せない問題が目立ち始めた。これらトランス・サイエンスと呼ばれる問題群は、科学によって問うことはできるが、科学によって答えることができないという特徴を持つ（小林［2007］）。科学の細分化が進んだこともあり、専門家と市民、あるいは異分野の専門家での意思疎通や価値観の共有ができておらず、こうした問題に対して特定の立場だけで判断を行なうと、判断をめぐって衝突が生まれる危険性がある。加えて、専門家を特定することすら困難な事例、科学知識の限界が無視できない事例、科学技術や専門家に対する信頼を揺らがせる事例、市民が持つ知識の方が有効である事例も蓄積してきた（Wynne［1996］など）。その中で TAに、科
学技術の影響を受ける「市民」も参加する参加型 TAの動きが生まれた。　TAが進展する中で、いくつかの課題も見え始めている。それらを克服するように、IpTAは設計されている。IpTAの特徴は「分散性」、「対称性」、「具体性（実行性）」にある。　「分散性」とは、会議の開催を容易化・多発化することで多様な論点を集約できるようにすることである。TAにおいて、多様な論点を集め、網羅性を高めるためには、多人数の参加が求められる。その一方で、熟議を行うためには、少人数での議論が有効である。この両者をいかに実現するのかが、手法の1つのポイントである。本手法では、昨年度までに開発した分散性の高い手法を用いた論点集約フェーズ（論点抽出ワークショップ）と、それに基づく少人数での議論のフェーズ（アジェンダ設定会議）を組み合わせて実現した。その詳細は、開発のコンセプトを示した2. 章および、制度設計に関する第3章（特に「論点抽出ワークショップ」）で紹介する。　「対称性」とは、対象となる科学技術の専門家（研究者や政策決
定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
ある。「キャラバン」という名前は、議論が次の場所へ、次の場所へと展開する様子をイメージしたものである。さらに、その経過をニュースレターで参加者に伝達することで、自分の意見が尊重されていることを実感することを可能にした。　もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。これは、従来型の TAと参加型 TAの統合ともいえる。これについては、専門家と非専門家の対称性、および、結果の具体性や実行性として、上述した通りである。　2.2 中関心層　IpTAの参加者として、焦点を当てたのが「中関心の市民」である（八木・平川［2008］）。　例えば、2.1 で触れた「コンセンサス会議」の市民参加者は、いくつかの土日を議論のために使うことを了承し、参加するために応募する。こうした科学技術政策や社会的議論に対する関心の高い市民層を、本稿では「高関心層」と呼ぶ。既存の参加型 TA手法は、主に高関心層に焦点を当てている。一方、サイエンスカフェが主に対象にしているのは、関心はあるが、数時間程度、都合が良い時に科
学技術の話題に触れたいという市民層である。本稿では、こうした市民層を「低関心層」と呼ぶ 。　それに対し IpTAでは「コンセンサス会議への参加は大変だが、サイエンスカフェでは物足りない」という中関心の市民のニーズを満たす参加の場を提供する。特に、その第一段階である「論点抽出ワークショップ」は、中関心層に焦点を当て開発された手法（八木［2009］）の応用である。　科学技術と社会の問題に関する公共コミュニケーションを社会に根付かせるというDeCoCiS の目標を達成するには、低関心層の市民を、段階的に社会問題の解決につながる議論の場へと橋渡しすることが重要である。中関心層向けの手法を開発することは、低関心層が公共コミュニケーションに参加する入口を提供することになるだろう。　なお専門家についても、一部の専門家は、現在すでに審議会等で、深く科学技術政策に関与している。その一方で「もっぱら研究現場におり、様々な制約のため審議会等に参加しない層」もいる。本来、研究環境を左右する、あるいは、科学研究
の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
議キャラバン2010 - 再生医療編 -」という IpTAを実践している。以下では「熟議キャラバン2010」を例に IpTAの全体設計を示す。ただし IpTAの全体設計は、実践を通して改善されるものであり、また、テーマの特性や人的・時間的・経済的制約によって、その都度調整されるものである。下記の全体設計は、あくまで1つの例であり、検討の対象であることを強調しておく。　IpTAの全体設計は、図1のとおりである。3つの段階に分かれており、第1段階は「論点抽出ワークショップ」、第2段階は「アジェンダ設定会議」、第3段階は「会議成果の利用」にあたる。この3段階を経て、多様な意見を収集し（第1段階）、「今、社会が考え・議論すべき問い」を設問化し（第2段階）、今後の研究開発や、関連する政策やルールの策定の際に考慮すべき事項として提言し、さらに社会的熟議の喚起を行う（第3段階）。　なお、熟議キャラバン2010の主催団体は、DeCoCiS 内の実行委員会である。大阪大学コミュニケーションデザイン・センターのメンバーが会議の設
計と運営を主に担当し、京都大学生命科学研究科加藤和人研究室のメンバーが、専門家への協力依頼、および配布資料等の専門的観点からのチェックを担当した。　3.2 論点抽出ワークショップ　本稿では論点抽出ワークショップの概略を示す。詳細に関しては別稿を予定しているため、それを参考されたい。論点抽出ワークショップは、20-21 年度にDeCoCiS の熟議型対話手法グループで開発した「議論促進カフェ手法」を用いたものである（八木［2009］）。具体的には、カードなどの道具や、ルールを導入することで、議論に不慣れな参加者をサポートし、役割や発言機会を提供し、お互いの意見を聴くように設計してある。　上述の通り、この段階が IpTAの分散性の要となる。マニュアルを作成し、専門家を必須としないことで、開催を容易化されている。こうすることで、ワークショップを多発化し、多様な論点を収集することが期待される。　論点抽出ワークショップは、1グループ5-7 名でのワークであり、付箋紙を利用した意見抽出を中心に、全体で約2時間の
ワークになる。基本的な流れは以下のとおりである。　1. オープニングタイム：趣旨説明など　2. アイスブレイク：自己紹介など　3. 情報提供：テーマとなる科学技術の紹介　4. グループ討議：付箋紙を用いた意見交換　5. 発表　6. 振り返り　熟議キャラバン2010では、対称性を担保するため、参加者の集め方の異なる2タイプのワークショップを開催した。1つは、現場の専門家や利害関係者など、特定の立場の意見を収集するための「属性指定」タイプである。もう1つは、中関心層の市民を主たるターゲットにした「属性非指定」タイプである。なお属性非指定タイプに、専門家が参加することは可能である。ただし、同一人物が繰り返し訪れたり、特定の意見を持つ団体が大挙して訪れたりした場合などは、引き継がれる内容が意図的に偏向する恐れがあるため、参加を断ることを原則としている 。　論点抽出ワークショップは積極的に出張開催をした。IpTAを運営するコストを下げるためには、主催団体以外が実施する論点抽出ワークショップを増やす必要がある。
それは同時に、公共コミュニケーションに関与する市民を増やし、論点の網羅性を高める効果もある。出張開催を行うことで、各地で熟議キャラバンの認知度を高め、次回以降の協力開催をしてくれる団体を確保する効果が期待される。この出張開催は分散性を高め、持続的な開催を行なう上で、必要なステップであったと考えている。なお、これら参加者や開催場所の具体については、後述する表1を参照されたい。　このワークショップから次のアジェンダ設定会議に引き継がれるのは、「最後の一枚シート」と呼ばれる、ワークの中で出された論点の中で、各自が最も重要と考える論点と、その理由を記入するシートに書き込まれた内容である。　3.3 アジェンダ設定会議　アジェンダ設定会議には、理系研究者・文系研究者・医療従事者など、再生医療に関して特別な立場を持つ人（ステークホルダー）と一般の市民が参加する。そこでは論点抽出ワークショップで収集された「最後の一枚シート」を整理し、「いま重要な問題」を設問の形で示すことで、社会が考え・議論
すべき議題（アジェンダ）を作成する。今回は、論点抽出ワークショップで180の論点 が集まり、それを基に6テーマ 24問程度の設問リストという形で「社会で議論すべき問い」を作ることを目的に設計された。　今年度の参加者は、非専門家9名と専門家9名（理系研究者、文系研究者、実務・利害関係者が各3名）の計18名であった。18名になった経緯は、5.2 節で触れる。彼らはさらに、市民3名と理系研究者、文系研究者、実務・利害関係者が各1名ずつ、計6名で構成された3つの班に分けられた。参加者には、自らの意見を言うことでなく、様々な人々の声から、社会が議論すべき問題を探り出し、社会に問える形にして提示すること、少数の声（問題提起）も大事にすることが求められた。アジェンダ設定会議は「班別」での議論と、18名全員で議論をする「全体」の議論を組み合わせて構成された。　アジェンダ設定会議は、主に3つのパートに分かれる。詳細な手続きは4章で触れるので、ここでは各パートの概観を示す。　3.3.1 テーマ分け　論点抽
出ワークショップで出てきた論点を整理して、アジェンダの設問を作る土台になる6つの「テーマ」を設定するのが第1部である。その作業は、論点抽出ワークショップで得られた論点を、すべてカード化し、そのカードを集約していく形で進められた。　まず班別でカードを読み、議論しながら、内容が似たもの同士で分類し「テーマ候補」を決めていく。次に、その結果として、各班から提案された複数のテーマ候補を、全体で議論し、整理して、6つのテーマを決定する。以降のパートでは、ここでつくられた各テーマから4問程度の設問が作られる。このように、すべてのカードをカバーする6つのテーマを念頭に置いて設問を作ることで、設問群の網羅性を高めることが狙いである。　3.3.2 テーマごとに設問案を作る　各班が2テーマを担当し、テーマに割り振られたカードの内容を把握し、「重要な争点」を探す。そして、この重要な争点をもとに設問案（問題文＋選択肢）をつくる。その後、全体議論で似た論点をまとめたり、それぞれの争点の違いを明確にした
りして、争点の重複を調整する。そして再び班別の議論に戻り、全体議論を踏まえて設問案を決定していく。　なお IpTAでは「社会で議論すべき問題」の設問案を作成するが、その社会で議論すべき問題について、以下のような点を強調した説明を行なった。　【社会で議論すべき問題とは】　・再生医療の研究開発、政策作り、利用において、現在または将来的に、立場や考え方、価値観の違いによって意見が分かれる問題であり、かつ、個人の選択に委ねきれず、社会的な合意が必要な問題。「個人の選択の問題か、社会的合意が必要な問題か」自体が、問題となることもある。　・立場で意見が分かれるのではなく、一人一人にとっても、選択に迷う問題。（例えば、メリットとデメリット（リスク）のバランス、利益とコストのバランス、複数の選択肢がある場合、各選択肢にプラス面とマイナス面がある場合など。）　【問題作成の目安】　・ジレンマやトレードオフを含むかどうか。ジレンマとは、相反する二つの選択肢の板ばさみになって、どちらとも決めかねる状態を指す。
この場合、どちらを選んでも不都合が生じる。トレードオフもジレンマの一つ。いわゆる「あちらを立てれば、こちらが立たず」という、同時には成立しない二律背反の関係を指す。例えば、技術の安全性とコストなどは、しばしばトレードオフの関係になる。　【問題を作成する際の注意】　・広く医療全般に共通する問題など、再生医療に固有な論点でなくても良い。　・多くの人があげている論点だけでなく、少数しかあげていないが重要だと考えられる論点は取り上げる。　・具体性を心がける。　3.3.3 アジェンダ（設問リスト）を決定する　各班で作成された設問案について、全体議論で検討を行い、6つのテーマごとに、各4設問程度が作成され、合計24問程度のアジェンダが決定される。ただし「熟議キャラバン2010」では時間が不足し、設問決定には至らず、実行委員会に判断が委ねられる設問も多くあった。　設問の形式に関して「問題文＋選択肢（最大5つくらい）で、1つの設問に小問が2～ 3含まれる形も可。選択肢のタイプは『はい／いいえ』、『～か、
～か、～か』といった多肢選択式（複数回答可）。『どこまで○○するか？』といった線引き問題も可。自由記述は不可」と教示された。なお設問の意図や背景知識などの説明が必要な場合は、メモするように教示した。　また全体議論で、反対意見や修正意見があった場合の対応として、少数が重要だと考える論点も尊重するため、多数決は極力避けるようにし、原則として、カードに立脚しており、かつ、担当班が重要だと判断して、全体にあげてきたものは削らない方針とした。また、ある立場にとって重要だと思われるが、別の立場では重要ではないこともあるため、採択する基準として、会議参加者全員の合意は必須としなかった。また医療の問題は繊細な問題であるため、倫理的問題等には十分配慮することも強調された。　4. 実践報告　4.1 論点抽出ワークショップ　4.1.1 開催一覧　4.1.2 参加者一覧　【性別】女性80名、男性95名、不明5名　【年齢】10代以下 24名、20代 42名、30代 35名、40代 17名、50代 13名、60代以上 12名、不明37名　【職業】
中高生24名、大学生・大学院生37名、大学教員23名、医療関係者22名、会社員20名、法律関係者9名、その他18名、不明27名　【再生医療関係者（自己申告による）】再生医療関係者41名、非関係者139名　論点抽出ワークショップの参加者には、熟議キャラバンの進捗を報告するニュースレターを配布した。2011年 2月現在、第4号まで発行した。ニュースレターを発行する目的は、参加者に対する説明責任を果たすため、社会的熟議および政策提言プロセスの参加者として尊重され、参加している実感をもってもらうためと、人的ネットワークを保持するためである。内容は、第1号がDeCoCiS や熟議キャラバンの概観、第2号が論点抽出ワークショップ概観、第3号がアジェンダ設定会議概観、第4号がアジェンダ設定会議の実施報告であった。第5号で決定したアジェンダを報告し、第6号で総括を行なう予定である。　4.1.3 結果　論点抽出ワークショップから出された論点は、小冊子（以後、論点冊子）にまとめ、DeCoCiS のウェブサイト（http://
decocis.net/news/000186.php）で公開している。また論点抽出ワークショップも開催概要を各回ウェブサイト（http://decocis.net/）で報告した。　4.2 アジェンダ設定会議　4.2.1 事前提供資料　アジェンダ設定会議に先立ち、参加者に対し、上述した論点冊子と再生医療ミニ事典を作成した。論点冊子は、参加者に会議前に読むことを依頼した。　再生医療ミニ事典は、熟議キャラバン2010のアジェンダ設定会議において、会議参加者の「論点抽出ワークショップで出された論点の理解」および「円滑な議論」の補助を目的に作成された。語句は「1. 論点抽出ワークショップ内、および、論点リストで言及された語句」と「2. 『文献』にある入門書や論文のレビューを行った結果、議論を円滑に行なうために必要と考えられた語句」を採択基準として、実行委員会が選択した。内容は、文献からの引用を原則とし、引用文献を明記した。語句は「生物学」関連、「医療」関連、倫理的・法的・社会的問題」関連の3つのパートに分けて掲載した。　4.2.2 参加者の選定　
専門家参加者9名と非専門家参加者9名は、下記のように集められた。いずれの参加者にも謝金が支払われた。　専門家参加者については、理系研究者3名、文系研究者3名、実務・利害関係者3名という枠を設け、実行委員会が人選し、依頼をした。理系研究者は、iPS 細胞研究、医療工学、再生医療に関する規制科学の専門家だった。文系研究者は、法哲学、科学ジャーナリスト、生命倫理学者だった。実務・利害関係者は、看護士、医療被害者団体関係者、障害NPO団体の関係者であった。　非専門家参加者は、7月中旬から8月中旬にかけて、インターネット上で公募を行なったが、条件 に合致する応募はなかった。そこでリクルートを行う会社の調査協力モニターから、下記の条件で、「先端科学技術について、2日間一般市民と専門家が討論するミーティング」というテーマで参加者を募った。　近畿2府 4県在住の20～ 60代男女で、以下の条件のものを除く　・医療関係従事者（医師・薬剤師・看護士・製薬メーカー勤務者・病院の経理担当等薬価の情報等に
詳しい人）　・医学部、歯学部、薬学部、理学部生物学科、農学部、獣医学部等在学者、出身者　・上記学問領域の研究機関勤務者　・医療、再生医療関係のNPO、ボランティア等の活動者　・官庁および準ずる団体の医療行政等の従事者　・小学校～高校の教諭、大学教授、准教授　4.2.3 スケジュール　以下に、熟議キャラバン2010におけるアジェンダ設定会議（2010年 9月 25日・26日開催・大阪大学スチューデントコモンズ）のスケジュールを示す。　各セッションの概要を以下に示す 。 　【セッション1・2】　セッション1・2は、班でのワークであり、連続して行われる。　セッション1は、Democs をヒントに設計した。具体的には、まず参加者に10枚ずつ論点カードが配られる 。各自、5分程度でカードを読み、「重要だ」と思われる3枚を選ぶ。選ぶ論点は、別種類のものにするよう教示された。次に選んだ3つのカードを手元に残して、残りの7枚を左隣の人に渡す（同時に右隣から7枚が渡される）。カード交換をする目的は、できるだけ多くのカー
ドの内容を思い出すこと、多様な論点をメンバー間で共有することである。その際、手元に残さなかったカードでも、気になったカードについては、手元にカード番号や簡単なメモを残しておくよう教示した。次に右隣から渡された7枚を含め、改めて10枚の論点カードについて、同じことを何回か行う。各自が最終的に残したカード3枚（各班6人なのでグループでは18枚）が「種カード」と呼ばれる。　セッション2は、論点抽出ワークショップをベースにしている。　第1段階では、18枚の種カードの論点で「似たもの合わせ」をして「基本テーマ」を作る。具体的には、論点を班内で共有するために、1人目が「種カード」の内容を発表し、「お皿」と呼ばれる色紙の上にカードをのせる。その際「重要だ」と考えた理由やポイントを付箋で添付する。次に、そのカードに似た種カードを持っている人が、それを読み上げ、同じお皿にのせる。その際、共通キーワードを付箋で貼る。共通キーワードは、班別ファシリテータが、カードを出した人やメンバーに「これら
のカードの論点に共通する言葉は、どんなのがありますか」と尋ねて引き出す。共通キーワードをつくる目的は、最後に各テーマに「見出し」をつけるのを助けるためである。似た種カードを持っている人がいなくなったら、2人目が一枚読み上げて、別のお皿にのせる。以後、種カードがお皿（お皿の数には制限なし。種カード1枚のお皿も可）に並ぶまで繰り返す。　第2段階では、種カード以外のカードを第1段階で作られた基本テーマに分類する。具体的には、残りのカードを各自黙読し、似た内容のカードがあるお皿にのせる。その際、合致するテーマがないカード、どれに置いて良いか迷うカードは「ペンディング（保留）」にする。なお、カードには「一番大事だと思うこと」と「その理由」が表裏に書かれている。もし表と裏で意見が異なる場合は、「理由」を重視するように教示した。なぜならば「大事だと思うこと」はワークショップで出てきた誰かの言葉であるのに対し、「理由」は書き手自身の言葉であり、書き手の思いがより色濃く反映していると考えられ
るからである。　ここまでのセッション1および第1・2段階は、最初から180名という全てのカードを分けるのは困難だったため、限られた枚数で基本となる分類を行なうために設定した。逆にいえば、カードの枚数が少なく、次の第3段階のように全てのカードを全員が読み上げで共有できるときは、省略することができる。　第3段階では、ペンディングしたカードを、班別ファシリテータが読み上げ、既存のテーマのいずれかに入れるか、新しいテーマを追加するかを、班での議論で決めていく。ここでは少数意見も大事にするために、分類しにくかったり、必ずしも代表的ではなかったりしても、できるかぎり論点を積極的に拾うように強調された。お皿の数は6～ 12枚程度ということにした。　第4段階では、付箋のキーワードを手かがりにカードの内容を確認して、それぞれのお皿に、そこに含まれる論点の全体を要約する「見出し」をつける。それをもってテーマ候補が完成する。見出しは、班別ファシリテータがメンバーに尋ねながら、言葉を引き出していき、
新聞の見出しのように文形式で書くように指示された。　【セッション3】　セッション3では、全体会議で、各班でつくったテーマ候補を整理し、アジェンダの設問案を考えるための「6つのテーマ」を決定する。セッション3の目的は統合なので、細かい違いにこだわりすぎず、大きな枠組みに、似たもの同士を束ねていくことが強調された。　手順はセッション2と同様に、論点抽出ワークショップをベースにしている。事前に班内でテーマ候補をメンバーに分配しておく。A班 1人目が、担当のテーマ候補の見出しとキーワードについて、全体に説明する。説明を受けて、他の班で「一緒にしてもよい」テーマ候補があれば、班内で同意を得た上で、全員の前で見出しとキーワードについて説明する。各班で一度に複数出すことも可能とする。全体会議で一緒にすることが認められれば、ひとまとめにし「大見出し」をつける 。一緒にできるものがなくなったら、B班 1人目のテーマに移り、以後すべてのテーマ候補が出そろうまで同じことを繰り返す。　次に大見出しが6
つになるよう最終調整を行なう。最終調整の1つの方法が「分割整理」である。これは各班から出されたテーマ候補が、複数の大見出しに当てはまる場合に用いられる。分割整理では、キーワードのレベルでテーマ候補を分割することを指す 。もう 1つは「統合整理」である。これは大見出し同士をさらに統合することを指す。最終調整後、大見出しを再度全体議論で確認し、6つのテーマを決定する。　その後、くじ引き等 で各班に 2テーマを割り振る。　【セッション4・5】　セッション4・5での班別議論を通して、班ごとに「社会で議論すべき問題」の設問案を作成する。まずセッション4では、担当するテーマに含まれるカード の内容を把握した上で、自由に議論をして「重要な争点」を探る。具体的には、まず担当テーマ外のカードをメンバーで分担して読み、テーマに関係しそうなカードをピックアップする。これは180枚のカードを、班内の誰かは必ず目を通すことを確実にし、また、複数の論点が書かれたため別のテーマに分類されたカードからも意見をくみ
取るためである 。続いて、各テーマ30分程度で「重要な争点」を探す。その際には、上述の追加カードと、割り振られたテーマ内のカードを読みながら、少なくとも4つは重要な争点を議論の中で探していく。その際、他班の人との意見交換も予定していたが、今回は時間の制約のため割愛した。　続くセッション5では、「重要な争点」をもとに、設問案（問題文＋選択肢）を、各テーマで少なくとも4つ作成した。具体的には、テーマごとに「争点」をメンバー間で分担し、問題文と選択肢の文案を作成し、それを班別の議論で検討していった。なお、難しそうな論点は2人で担当するなど、班別ファシリテータの判断で文案作成の担当は決められた。また文案作成時には、対応する論点、設問の意図や使途も明らかにするように求めた。　【セッション6・7】　セッション6では、各班から設問案を報告し、その後、設問案が重複しないように、全体会議で統合したり、差異を明確にしたりした。セッション7では、その結果を踏まえて、班別議論で最終設問案を作成する。
これらのセッションは、設問案に応じて時間や進め方を調整する必要があるため、ファシリテータの判断で適宜進行した。　【セッション8】　セッション8は、全体議論によって、アジェンダ（設問群）の決定を行う。このセッションも手法化することが困難であり、ファシリテータの判断で進められた。基本的には、設問ごとに議論を行い、全体で承認を行うという流れであった。　4.2.4 結果　熟議キャラバン2010では、時間が足りなかった。そのためアジェンダのいくつかの点について、参加者の意向に沿って、実行委員会が設問案を出し、その後、参加者用のメーリングリスト上で、実行委員会案を議論・承認することになった。下記は、アジェンダ設定会議で参加者から提出された論点である。なお言い回し等の統一のため、筆者が一部加筆した。最終決定版は　http://decocis.net/　で閲覧可能である。　「テーマ1：価値観とその多様性が脅かされている」　・再生医療を行うことについてどう考えるか　・再生医療を発展させるにあたり、どのような価値観の枠組
ですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グロー
バルなレベルでの再生医療の規制の必要性はあるか　・限られた医療資源の中で、国としての施策はどうあるべきか。社会的リスクという意味で、病気とか障害にする対処が、医療のみに偏重する危険性は無いだろうか　「テーマ4：医療格差と市場原理」　・経済的な面で、医療を受ける場合に、どのくらいまでのお金を払えるか　・患者が再生医療を受ける際の経済格差の是正ポイントはどこか　・社会的影響が大きい再生医療を市場経済メカニズムのもとで行うことに対する懸念があるが、開発後にどのような形で普及させるか　・開発された再生医療技術について、いかにして地域格差の是正を図るか　・保険適用の範囲をどのように設定するか。治療を受けやすくするため、税金負担の問題も含めて。保険適用の範囲を誰が決めるか　「テーマ5：再生医療の意義と達成に向けての方策」　・再生医療の使用目的は何か　・（自由診療への医師の偏重への懸念等に向けて）実現後の制度をどうすべきか　・人間以外を対象とした再生医療はどこまで認めるか　・研究者がモチベー
ションを保つために研究者の支援方法はどうあるべきなのか　・将来のベネフィットを考えて、どこが研究資金を負担するのが合理的か　「テーマ6：コミュニケーションの大切さ」　・どのようにして市民が議論に参加するか　・（再生医療の社会への）導入のルールはどのように決められるのか　・臨床の現場での患者と医師とのコミュニケーションをどうすべきか　・誰がどのように情報提供を行うのが望ましいか　・世論をまとめるに当たって、再生医療の導入段階では、どのようなレベルで議論が為されるべきか　5. 今後の展開と課題　5.1 アジェンダの利用　熟議キャラバンによって作成されたアジェンダは、以下のように使われる予定である。　1. 社会調査：再生医療に関する潜在的な対立の早期発見　2011年 2月現在、アジェンダを質問項目として、市民と研究者集団を対象にアンケート調査を実施している。この調査により、テーマとなっている科学技術に対する現時点での意見分布やその差異を把握・分析することができる。その分析結果も広く公開する。　2. 
社会提言：政策担当者や研究コミュニティに対する考慮すべき内容の提言　論点冊子、アジェンダ（参加者から補足が求められた事項についての情報も含む）、アンケート調査の結果に加え、それらから導き出される提言（実行委員会が作成）をセットにして、再生医療に関連する研究者と政策関係者に配布し、それぞれの場で意思決定を行なう際に、基礎資料として利用してもらうように働きかける。あわせて、アジェンダおよびアジェンダ作成プロセスについて、利害関係者も含む外部から評価を受ける。　3. 議論喚起：学校教育やサイエンスカフェ、市民会議に対し、議題を提供する　高校・大学・大学院での議論教育や科学技術と社会の関係に関する授業等において、議論を通じた学習をするためのツールとして利用できる教材を作成する。加えて、サイエンスカフェや、その他の市民参加型の会議で用いられるように公開する。将来的には、インターネット上で、議論された内容を相互に交換できる仕組みも構築したい。　5.2 今後、議論すべき点と課題　熟議キャラバン
2010は、研究開発プロジェクトの一環として実施されており、社会実験的な意味合いもある。そのため、今回の実践を批判的に検討し、明らかになった課題を列挙することを通して、次の改善につなげることが求められる。本稿では速報としての意味合いが強いため、個別の詳細な議論ではなく課題を列挙するにとどめる。　【TA活動として議論すべき点】　「再生医療の特殊性」　日本における再生医療は、他国と比べて特殊性を帯びている。その特殊性の1つは、日本人研究者が大きな貢献をした「iPS 細胞」がマスコミで大きく取り上げられ、研究費も重点的に出されているということである。幹細胞研究の中で iPS 細胞が特に高い注目を集めており、また代表的な研究者が臨床研修医だったというエピソードもあり、iPS 細胞研究は再生医療と結び付けて議論されることが多い。再生医療に関する議論においては、iPS 細胞以外の幹細胞の利用や、工学的な技術の応用などに対する注目が相対的に低い。またキリスト教を始めとした、宗教的な立場からの議論も目立たない。
　TAの対象として、再生医療は、社会的影響力が大きく、世界規模での競争と協力によって進む巨大科学であり、萌芽的で進展も著しい。21世紀の科学技術の代表格である。その点では、TAの対象として適切である。　しかし「医療」には TAになじまない性質も併せ持つ。たしかに医療技術は、潜在的には全ての人が対象となる可能性があり、倫理的にも、法律的にも、社会制度的にも、経済的にも議論をすべきことは多い。その一方で、医療は個別性が高い問題であり、特に再生医療以外に医療の選択肢がないという患者のケースでは、それが顕著である。再生医療が必要になるようなケースでの意思決定において、平時に健常者が考えた意見を考慮する必要性については意見が分かれる。その点で、医療に関して「社会的に議論すべき問いとは何か」を示すことは、当初想定していた以上に困難であった。　医療に限らず、TAで扱うのが望ましい技術やテーマと、そうでないものは存在する。その峻別について、今後、議論を重ねていくことが望まれる。　「萌芽的な科学
技術を扱う難しさ」　萌芽的な科学技術を巡る状況は、時々刻々と変わる。熟議キャラバン2010は、全体で約半年のイベントであったが、その半年の間にも研究ガイドラインが変更になったり、新たな研究成果が出たり、ES細胞の臨床試験が始まったり、めまぐるしい変化があった。仮に日本人研究者がノーベル賞を受賞していれば、世論は大きな影響を受け、アジェンダやそれに基づく社会調査の結果も異なるものになっただろう。萌芽的な技術はアジェンダの寿命が短く、まさに今ここで議論すべき問いが上がっているためスピードが求められる。　また萌芽的な研究は不確実性が大きい。再生医療とは何か、一体に何がどこまでできるのか、コストはどの程度かなど、設問を回答する際の前提が不確実で、立場によって提供する情報も異なり、過剰な期待や誤解に基づく不安も多い。不確実だからこそ TAの対象になるが、回答をする際に最低限必要な情報を公平に選択し、提供することは難しい。　「TAとしての質保証」　社会的影響の予見・評価、および課題発見や対応
策の提示を通した意思決定の支援を実現するには、論点を網羅することが鍵となる。IpTAは、論点抽出ワークショップを様々な属性の人を対象に、数多くこなすことで、網羅性を向上させる設計になっている。　その際、専門知にできるだけ頼らず、情報提供も社会流通している情報（新聞等）を基本とし、また市民の考えに沿ったボトムアップ型の TAを目指している。これは主催団体の人脈、関心、能力によらず、様々な科学技術について IpTAを実施するためでもある。　一方で、アジェンダ設定会議の参加者した専門家は、専門家の中で重要とされる論点の漏れを指摘していた。この問題は、将来的に論点抽出ワークショップが社会に根付き、様々な専門家もその段階から参加するようになれば解決され得る。しかし現状では、属性指定の論点抽出ワークショップにおける人選の充実が、現実的な対応となろう。網羅性に問題のある論点リストに基づく限り、アジェンダに責任が持てないという理由で、アジェンダ設定会議に参加することを拒む専門家も出てくると予想さ
れる 。　網羅性を高める別の方法として、シンポジウム等の開催が考えられる。今年度も2010年 7月に、シンポジウム「再生医療の社会科学」（STS Network Japan 主催）を開催した 。今回は、熟議キャラバンにおける位置づけが不明確であったが、次回以降は、このような機会を事前提供資料づくりと連動させたり、アジェンダ設定会議参加者への情報提供の機会にしたりするなどの工夫が可能であろう。　また市民が参加することの意義を重視するあまり、素人らしい設問を盛り込もうとしすぎる偏りも予想される。その際、現実と乖離した前提や、時には誤解に基づいた論点が強調されることもある。市民が現実と乖離した前提に基づき不安を感じている場合、その不安が存在するという事実を尊重し、それをアジェンダに入れるのか、あるいは、ミスリーディングになることを防ぐため、あくまで事実に即して排除するのか。どちらが TAの報告として有益なのかは、「現実と乖離しているという判断を誰がどう下せるのか」という問題も含めて、考えていく必要があろう。
　別の観点として、DeCoCiS における TAには、2.2 節で触れたように公共コミュニケーションに参加する文化を市民の間に広げ、社会に根付かせることの一端も担っている。その点で、TAに関与する経験を通した参加者の学びを評価し、さらに学びを促進するような工夫を盛り込み、学習の場としての TAの質保証も今後発展させていきたい。　【イベント設計に関して議論すべき点】　「全体の設計」　IpTAは、論点抽出ワークショップ（できるだけ多様な論点を収集する：拡散フェーズ）と、アジェンダ設定会議（社会で優先的に議論すべき論点を絞り込む：収束フェーズ）を組み合せ、全体として議論の幅と深さを担保するという構想である。拡散フェーズがなければ論点の網羅性に欠け、収束フェーズがなければ論点が散漫になる。アジェンダを、多様な意見を反映され、かつ、コンパクトなパッケージとするために、このような分散的な議論をつなぐ設計は有効だと考えている。　一方で、個々のイベント参加者にとって、十分な議論をしたという実感が得られにくく、
議論の意義が分かりづらい設計でもある。その点で、ニュースレター等による全体構造の説明や、議論の進捗報告で十分だったかは検討しなくてはならない。また時間配分においても、参加者の満足感よりも、主催者の都合を優先していた。今回は実験的意味合いが強いとはいえ、主催者視点が重視されていた感がある。　「話し合いの設計」　論点抽出ワークショップでは、意見があっても発言できない人を前提に、各自に役割を与えたり、付箋に書いた内容を発表する形で発言を促したりするなど、発言行為を均等化するための工夫がなされた。この場合、沈黙について「異論がない」のではなく、「発言ができない」という解釈が適用され、発話を促すように働きかけがなされた。　それに対し、アジェンダ設定会議では、意見があれば発言する人が前提にされた 。参加者に自由な発言機会を提供するため、ファシリテータによる発言回数のコントロールや均等化は行わず、意見を持つ人の発言を妨げたり、意見を持たない人に発言を強いたりすることはなかった。沈黙について
は「異論がない」（＝承認）という解釈が重んじられた。　この考え方の違いは、アジェンダ設定会議の全体会議の設計でより鮮明になる。今回の全体会議では、意見を持つ人が自由に発言し、全ての人に、即時に、そのまま伝えることを重視した。議論の透明性が高く、主催者による議論の誘導の危険性も抑えられる。一方で、複数人が同時に話すことができず、結果的に、発言行為に参加者間で大きな差が生じる可能性がある。議論に参加する責任が分散し、関心やモチベーションの維持も難しくなり、また、発言や分からない部分を問い直す行為に伴う心理的抵抗も高くなる。特に市民の中には、自分の担当外のテーマ、あるいは専門家同士による議論について、口を挟む能力が自分にあるのかを疑う人もいるだろう。　このように議論の方式には長短があり、今回の判断が妥当であったかは検討が必要である。実際に設計段階では、全体会議部分にも少人数議論を挟む案も検討された。設計段階で、このような議論があったことは、書き残す価値があるだろう。　さらに話し
合いの設計思想を、参加者にきちんと伝えたかという問題もある。自分の参加する話し合いの場が、どのような参加者像を前提として設計されているのか。そこでは、ある行為（例えば、沈黙）が、どのような意味を持つのか。こうした話し合いの前提は、参加者に明示される必要がある。　「アジェンダの位置づけ」　論点冊子は、個々の市民の大事だと思うことと、その理由が書かれている。市民の声を研究者や政策担当者に伝えるには、もっともストレートなアウトプットである。それに対し、アジェンダの位置づけは、いくつかの考え方がプロジェクト内にあった。　1つは、アジェンダを論点冊子の要約とする考え方である。論点冊子は情報量が多く、研究者や政策担当者が読む負担も大きい。しかし実行委員会が要約を作っては公平性に欠ける。そこで論点冊子の要約としてのアジェンダを、様々な立場の人が参加して作成する、という考え方である。この場合、アジェンダは論点冊子への誘導であり、主体は論点リストになる。この場合のアジェンダには、重要な論点を
漏らさず示すことが求められ、その並び順や言葉遣いは特に問題にはならない。今年度はこちらの考え方であった。　もう1つは、ステークホルダーと市民が一堂に会し、意思決定をする会議で、そのまま使える議題という位置づけである。この場合は、論点の内容だけでなく、表現の仕方や問いかける順番などの問い方も重要である。共有できる議題や設問群として、多くの人が公平だと感じ、使用できるものでなければならない。これを達成するには、参加者の人選、議論の設計（議論時間、全体議論と班別議論の関係など）などにも変更が求められる。　ここで問題になるのは、万が一、180の論点から大きくかけ離れたアジェンダや、全体のバランスを欠き、特定の論点が欠落したアジェンダが、アジェンダ設定会議の結果として作成された場合である。もし要約という位置づけを重視するのであれば、実行委員会の裁量で補足することが妥当かもしれない。しかし、主催者の恣意性を排除し、あくまで手続きに従うのであれば、アジェンダ設定会議参加者の意思を尊重し、
補足や削除は一切認めるべきではない。さらに、アジェンダの中に倫理的に問うことが許されないようなものが残ったとき、それを実行委員会の裁量で削除しても許されるのだろうか。この場合、削除するということは、参加者の意図を正面から否定することになる。しかし、倫理的な配慮を欠けば、アジェンダの社会的意義は大きく損なわれるだろう。このようにアジェンダの最終決定権を誰が持つのか、内容と手続きのどちらを重視するのかについては、今一度考える必要がある。　また、アジェンダ設定会議の参加者は、アジェンダのアウトプット先や使用目的の情報を求めた。例えば、自身の考えを深めるため、社会的意思決定のため、意識調査のためなど、アジェンダの目的によって項目が変わるという指摘である。このようにアウトプット先が決まらないと、アジェンダの決定ができないのは事実である。一方で、主催者にはどのような結果が出るのかの予測ができなかったため、アジェンダの内容が決まってから、適切なアウトプットを決めようという考えがあった 。
これは同時に、アウトプット先を明確に示すことによって、議論を制約してしまうことへの配慮でもあった。誘導や制約にならず、かつ、参加者の困惑を招かない教示の工夫が望まれる。　【会議運営に関して議論すべき点】　「情報提供」　一般的な TAでは、どの情報を、どのように提供するのかが鍵となるため、注意深く当該技術に関する情報提供が行なわれる。そのために、技術の専門家だけでなく、分かりやすく表現する専門家や、技術を巡る社会状況にも精通した人員も必要となる。それに対し、IpTAでは情報提供は新聞や書籍で手に入る程度の情報に限定し、説明も10分程度で済ませた。これは、参加の時間的コストを抑えながら議論する時間を確保すること、専門家を必須としないことで開催コストを抑えること、議論において実際の市民の知的状況を再現すること、を念頭においた手続きであった。　しかし、議論をするのに適切な質と量の情報提供だったのかという点は、意見が分かれる。実際、180の論点の中には、誤解に基づく議論、単に情報不足から生じ
た疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つに
まとめることを前提にした設計で、情報提供が異なっていたことは問題になりうる。　「ファシリテーション」　アジェンダ設定会議では、議論の自由度を重視し、3時間を越える全体議論の時間管理や議論の進行をチーフファシリテータに委ねた。ファシリテータの影響力が大きくなるため、結果を評価するためには、ファシリテーションに問題はなかったのかの検討が不可欠である。また手法としては、ファシリテータ個人の能力に依存したブラックボックスが大きく残るものとなった。　班別議論のファシリテーションは、基本方針を共有し、具体的な進め方は各ファシリテータに委ねた。それぞれの持ち味を生かし、グループの状況に柔軟に対応するには良い方法であった。しかし、そこでなされたワークが、同一の質のものであったかについては疑問が残る。班別ファシリテータ対象の聞き取り調査でも、その懸念が示された。　議論とは自由であるべきだという考え方もある。一方で議論を集約・比較し、すべてをまとめて1つの成果として社会に提案するために、ある
いは、手法をマニュアル化するために、一定のコントロールも必要だという考え方もある。今回は、前者を採用したが、ファシリテーションの在り方は、継続的な議論が求められよう。　【参加者に関して議論すべき点】　「論点抽出ワークショップの参加者数」　論点抽出ワークショップの参加者の質（市民と専門家のバランス、専門家の選択の仕方）もさることながら、その適切な人数の設定にも議論の余地がある。市民の意思決定への参加という観点からは、できる限り多くの参加者を募ることが望ましく、その方が論点の網羅性も向上すると考えられる。一方で、現在はアジェンダ設定会議参加者に、すべての論点を事前に読んで頂き、会議当日も目を通す仕組みにしているため、180という枚数は大きな負担であった。実際に個々の論点の持つ意味を読み込んだり、その解釈をめぐって議論したりすることが望まれるが、それ以前に読むことに時間が費やされた。論点を主催者で整理するということも可能だが、それでは主催者の恣意性を排除できない。そうなれば、論点を
整理するためのワークショップを別途開催するなど、会議設計を変える必要が出てくる。また参加人数を制限するのであれば、制限のポリシーを考える必要がある。　「アジェンダ設定会議参加者の役割」　アジェンダ設定会議の参加者は、論点抽出ワークショップ参加者との関係性においては、代議士という役割であった。そのため、明らかに欠けている論点に自身が気づいていても、それを加えることができないルールにした。一人の市民として、一つの論点を出す権利があると考えれば、このルールは問題である。その一方で、論点を選択し、問いに編集する権利があるアジェンダ設定会議参加者に、論点を出す権利まで与えれば、影響力が強くなりすぎるとも考えられる。例えば、18人の参加者が自分の論点を1つずつ問いにしたら、3分の 2以上がアジェンダ設定会議参加者の論点で占められることになる。この場合、論点抽出ワークショップの意義は著しく損なわれるだろう。　またアジェンダ設定会議の中では、同じ立場から招かれた複数人は「相互監視者」あるいは
「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの
質の向上を狙った設計をしている。全体議論でなされた注文を採択するか否かの判断も、担当班の責任で行えるようにするなど、各テーマの設問作りにおける担当班の権限を強く設定した。これは担当班の熟議を重視した設計であると同時に、従来型の TAに見られる、専門性の優位性に立脚とした設計ともいえよう。　一方、協働メンバーという考え方に沿った設計案では、他の班に割り当てられたテーマについて、混成グループで議論を行う機会などを積極的に設け、各人が割り当て以外のテーマについても早い段階から、意見を述べる機会を提供することが検討された。この場合、各班の権限より、全体議論での決定の権限を重視することになる。このことにより、仮に6人がグループダイナミクスによって偏った場合にも、止める手段を持つことになる。各人の全体への影響力が保証されるため、モチベーションを維持しやすく、アウトプットへの合意も得られやすいだろう。　参加者の人選に関して、主催団体の人脈や実績の乏しさにより、同じ組織や同じ人を起点とした
人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過
と共に関心も低下し、形式的なものにとどまった可能性もあり、批判は免れないであろう。　加えて、この実行委員会案の作成においては、各班で行なった議論を十分踏まえてないという批判が予想される。しかし適切な情報源を誰ができるのかを考えると、仮に班別ファシリテータが各班の議論を報告したら、結局、主催者側が編集した情報に基づいているという批判が出るだろう。なお班別ファシリテータによる報告の問題に関しては、すでに本番でも、最終セッションでの報告を班別ファシリテータが行なってしまっている。全体会議で透明性が確保されていたとはいえ、この点は批判に値するだろう。　「主催団体の運営」　熟議キャラバン2010では、その準備や開催に必要な人件費、物品購入費、旅費、謝金などは、DeCoCiS プロジェクトの経費から出された 。しかし、プロジェクト終了後に開催に関わる人材や資金を調達する見通しは明るくない。　論点抽出ワークショップに関しては、マニュアルを普及させ、実行委員会本体はコンサルタント的役割を強める一方で、
なされた議論を蓄積するルートを構築することで分散化を進める必要がある。その際に、インターネットの利用も検討すべきであろう。　熟議キャラバンの運営には、ファシリテーション能力、テーマに関する専門的知識、参加型 TAに関する知識、グループダイナミクスに関する知識、資金調達・イベントマネジメント能力、参加・協力を呼び掛ける人脈などが求められる。こうした人材を一か所に集めることは難しいため、社会に分散する人材をつなぐネットワークづくり、そしてチームとしての協働を助ける仕組みが必要である。一方で、そうした人々は、異なる価値観や利害を持つことも多く、チームの意思決定に時間がかかることもある。　その点で主催団体の組織体制を明確にすることが必要である。今回は、実行委員会、事務局などで兼任が多かった。そのため役割の切り分けが難しくなり、担当すべき仕事や権限、責任が不明確になった。それに伴い、意思決定の方法も一定にならなかった。主催団体の透明性が求められる TA機関としては大きな問題といえる。　
以上の議論すべき点は、設計理念の議論では必ずしも明確にならず、実践に向けて手法の詳細を詰める議論や実践の中でより鮮明になった。理念と実践を行き来しながら議論することで、ある実践が具現化している理念は何か、ある理念を具現化するにはどのような実践が必要なのかが問われたのである。その点で、このような議論すべき点や課題が多く見出されたことは、研究開発プロジェクトとしては収穫だと捉えたい。今後、転用可能な手法パッケージを作り、それを持続的に運営する組織のモデルを構築するため、建設的な批判やコメントを頂ければ幸いである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■科学技術に関するさまざまな論点を可視化する―科学技術に関する「論点抽出カフェ」の提案―／八木絵香　中川智絵／1. はじめに　本手法は、科学技術の問題について具体的な行動を起こさない場合でも、問題について考えたい、議論したいと感じている人々（本稿では「中
関心層」とよぶ）が、テーマとなる科学技術について議論し、関心や懸念を可視化し，共有することを目的として開発された。　中関心層を対象とした熟議手法の開発にあたっては、①そのような人々はそもそも存在するのか、②存在するとすれば、どのような特質を備えた人々なのかを明らかにする必要がある。このような観点から行った先行研究［2008］では、科学技術の問題について具体的な行動を起こさないが「問題について考えたい」「議論したい」と感じている中関心層の存在が確認されている。またこれらの中関心層にあたる人々は、次のような特質を持つことも明らかとなっている。　① . 科学技術の問題に限らず、社会問題全般に対する関心が強い層であり、その全方位的な関心が科学技術の問題にも向いている人々である。　② . また情報源として、一般により客観性や正確性が高いとみなされる行政公報誌・職場関係などの「公的な情報」を選ぶ人々である。　③ . また、各種勉強会への参加、裁判の傍聴、新聞・雑誌等への投書・投稿という形態で、ある種
の市民活動への参加意識が高い、もしくはすでに参加している層である。　本手法開発ではこれらの層をターゲットとした「論点抽出カフェ（試行版）」を2008年夏～ 2010年春にかけて合計9回，88人の参加者を得て実施した。論点抽出カフェは、既往の参加型テクノロジーアセスメント手法や、まちづくり等のワークショップで用いられるラベルワーク（金城他，2004）の手法をベースに開発したものである。　本稿では、これらの試行を通じて開発した「論点抽出カフェ」マニュアルを紹介する。なお、本稿は、開発した手法の適用を希望する方々への参考資料とすることを、主な目的としていることを申し添える。　2. 「論点抽出カフェ」マニュアル【事前準備編】　2. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に事前準備に係る部分について記述する。　2. 1 誰が何をするのか 論点抽出カフェを企画・運営するスタッフには、ファシリテーター（議論の促進者）と事務局（ファシリテーターの補佐役）が必要である。ここでは、それぞれの役割
分担や注意事項について紹介する。　2. 1. 1 ファシリテーター（議論の促進者）　・最低1名必要。　・グループに1名ずついれば、より充実した議論を期待することができる。　・1人のファシリテーターで担当できるグループ数は2グループを目安とする（経験の少ないファシリテーターの場合には、1人 1グループが適切である）。　・ファシリテーターは次の要件を満たすことが望ましい。　・議論の到達目標を理解している。　・中立の立場で議事を進行できる。　・参加者の声をきちんと聴ける。　・発言者が一部の参加者に偏らないように進行できる。　・参加者の発言を「待つ」ことができる。　・発言しやすい雰囲気（明るさ、笑顔）がある。　・ファシリテーターの主な役割は、表1に示す通りである。　2. 1. 2 事務局　・最低2名必要。　・状況に応じて、ファシリテーターが事務局の仕事を一部兼ねる。事前の参加者対応をファシリテーターが担当する場合、当日の場づくりがスムーズになる効果も期待できる。　・事務局の主な役割は、表2に示す通り
である。　2. 1. 3 議論の情報提供者（テーマとなる科学技術の専門家）　・参加者や対象とするテーマにより、情報提供者として専門家を招聘するかどうかを検討する。　・論点抽出カフェは、非専門家同士が議論することを一番の目的とするため、専門知識の提供は短時間で行う。また、細部にわたる専門情報の提供は求められないため、専門知識を持ちすぎた人よりは、むしろ専門知識を持ちすぎない大学院生レベルの方が適切な場合もある。　・口頭の説明のみにするのか、配布資料を活用するのかなどを、専門家役の能力と、参加者の属性等に応じて検討する。参加者になじみやすいための配慮として、紙芝居を利用するなどの方法もある（後述）。　2. 2 いつ、どこで開催するか　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯が異なることに留意する。ここでは、それぞれの注意事項について紹介する。　2. 2. 1 開催時期、時間帯　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯は当然のことながら異なる。参加者の属性を設定した段階で、同様のイベントの経験者等に
事前ヒアリングを行い、詳細を検討する。　2. 2. 2 会場探し　想定する対象者によって、適切な会場も異なる。例えば、同じ地域に住んでいる人が参加者の場合は、なるべくその地域内で集まりやすい会場を探す必要がある。一方で広範囲から参加者が集まる場合は、なるべく大きな駅周辺で、駅からも歩いていける会場を探すことが適切である。　団体登録をすると無料もしくは割安で使用できる施設や、受付時期の制限（1カ月前からしか予約出来ない等）もあるため、事前の情報収集が必要となる。また、公共施設の他にも、民間施設喫茶店（コミュニティカフェなど）、商店街の空き店舗、スーパーのイベントスペース、学校の空きスペース等の活用も視野にいれた検討が必要となる。　会場選定の際のチェックポイントを参考までに以下に記す。　・最寄りの駅から近いか（できれば徒歩5分以内）。天候が悪くても参加しやすいか。　・広さは十分か。窓があるなど開放感があるか。　・使用料はいくらか。時間延長は可能か。　・ホワイトボードや黒板などがあるか（掲
示物を貼るため）。　・会場での飲食は可能か。また、飲食物の持ち込みは可能か。　・機材（プロジェクター、ビデオ等）の貸し出しはあるか。また、持ち込みは可能か。　・駐輪スペース、駐車場があるか。　・目印になる案内板があるか。　2. 2. 3 プログラムの検討　論点抽出カフェでは、2時間程度のプログラムに沿って議論を進める。このプログラムは表3に示す 7つのアクティビティで構成される。各アクティビティでの具体的な内容については、「3. 論点抽出カフェマニュアル【当日編】にて詳細を記すため、ここでは概要の紹介にとどめる。　表4に、手法開発の際にテーマとした「再生医療」について議論する場合のプログラム例を示す。このプログラムは、2時間（9:30 ～ 11:30）、参加者10～ 14名（5～ 7名× 2グループ）で開催したケースのプログラムである。　2. 4 備品　必要となる備品は、表5に示す通りである。　3. 「論点抽出カフェ」マニュアル【当日編】　3. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に当日の動きに係る部分について
記述する。　3. 1 開始前　3. 1. 1 受付設営・運営【事務局スタッフ1名が担当】　・受付は、少なくとも開始時間30分前には設置する。　・配布資料は、受付で配布か、一式セットにして会場のテーブルに配布するかのいずれかの方法を採用する。空間的に可能なら受付での配布が望ましい。　・参加者が来場したら…　・参加者はカフェへの期待もある反面、緊張感や不安を持ちながら来場される場合が少なくない。まずは、受付の対応が親切で安心感を与えるものであることが重要となる。　・スタッフの側から積極的に笑顔であいさつすることが望ましい。次に、参加者リストへの記入を促し、会場内に誘導する。　・配布資料や名札を受付で渡す場合は、一式セットにして封筒などに入れておき、混乱なく渡せるよう配慮する。　・個人情報保護のため、参加者名簿等を放置して受付を離れないよう留意する。　3. 1. 2 会場設営・運営【事務局スタッフとファシリテーター1名が担当】　・会場設営は、開始時間の1時間前を目処に開始する。　・まず、最初に会場案内
を掲示する。建物の入り口も含め、参加者にわかりやすい所に掲示することを心がける。　・文具類は、1テーブルごとにセットにして箱に入れて配布する。箱があった方が作業時に、文具が散乱せず、スムーズな進行につなげることが可能となる（図1）。　・ホワイトボードに今日のプログラムとラベルワークの手順を掲示する。ホワイトボードがない会場の場合には、模造紙に書いて壁に貼ってもよい（図2）。　・会場の雰囲気作りのためにお茶や甘いもの（飴玉、一口チョコなど）を準備する。開始までの時間はバックミュージックを流すなどの工夫をしてもよい。詳細は、参加者や会場の状況にあわせてカスタマイズする。　・参加者が会場内に入ったら…　・席がわからない参加者にはサポートする。座席が自由の場合は、その旨、口頭で伝える。　・着席されて一息つかれたころに、名札の記入をお願いする。　・スタッフは、時間に余裕があれば、ぜひ参加者と会話するように心がける。今日のワークショップについての不安や期待をきくことができると、今後進め
る上での有用な情報となる。　3. 2 論点抽出カフェ実施　3. 2. 1 オープニングタイム　① ワークショップの目的と進め方の共有　・ファシリテーターが、論点抽出カフェの目的とテーマを説明する。ファシリテーターとは別に主催者がいる場合には、主催者がこの役を担う。　・また、本ワークショップの中で参加者から出された意見が、今後どのように扱われるかについて説明する。　・写真（もしくはビデオ撮影）の取り扱いについてもここで説明を行い、了承を得る。撮影をされたくない人は事前に手を挙げてもらい、写らないように配慮する。　・ICレコーダーを使用する場合も、ここで説明を行い、了承を得る。　② スタッフ紹介　・ファシリテーターが自己紹介をした後、スタッフを紹介する。　・この時ファシリテーターは、参加者の表情に目を配り、全体としての雰囲気を把握するようにつとめる。　・事務局は、資料が参加者の手元にあるか、名札をつけているか、お茶はいきわたっているか等、事前の準備に抜け落ちがないかどうかを確認する。　3. 2. 2　
アイスブレイク　・アイスブレイクとは、初対面の参加者同士が議論等をする前に、心理的な負担感や抵抗感をなくすために行うコミュニケーション促進のためのグループワークのことである。アイスブレイクにはさまざまな手法（参考文献参照）がある。テーマや参加者に応じて適切な手法を選定する必要がある。　・基本的には、アイスブレイクを兼ねて、一人ずつ名前と居住地域や関心のある事柄などを含めて、自己紹介を行う。対象となるテーマに関する個人的な体験や関心を話すことで議論のきっかけとすることも可能となる。　3. 2. 3 テーマとなる科学技術に関する情報提供　①情報提供　・専門家（役）がこれから話し合うテーマについて、平易な言葉で分かりやすく説明する。　・「○○ということばを聞いたことがある人は、手をあげてみてください」のように、参加者と説明者が相互にやりとりするような場面を設けるとよい（図4）。　・専門家の招聘が困難な場合には、DVDを用いる、紙芝居（図5）を用いる等の工夫をして、平易な情報提供を心がける。
デジタル機器の活用は有用な反面、場所により仕様不可能な場合や、場の雰囲気を固くする場合もあるため、どのような資料を用いるかについては、会場の機材や、参加者の属性に応じて事前に検討する必要がある。　・ファシリテーターは、参加者が理解できているか、様子を観察し、必要に応じて自ら専門家役に質問をいれることにより説明を補う役目を担う。　②質疑応答　・状況を見ながら、参加者からの質問も受け付ける。　・ただし、原則は「正解を探すための議論ではなく、この問題について参加者がどう考えるのかを共有することが目的であること」を伝え、テーマとなる科学技術の詳細にまで質疑が及ばないように配慮する。　3. 2. 3 グループ討議　①進め方の説明【10分】　・本日の目的と進め方、ルールを確認する。主なルールは次の通りである。　・グループメンバーは、それぞれが対等な個人として意見を出すことができる。　・提示された意見（ポストイット）は、原則すべて活かす。　・グループメンバーの合意を得ながら進める（特定の人の意見
のみで進めない）。　・時間が限られているので、制限時間を守って作業する（急がせてしまうことへの了解も得る）。　・ルールは図6のように壁に掲示しても良い。　・次に、グループ内の自己紹介と係分担をする。係には「グループの進行役（名称例：親方・リーダー）」「必要な文房具を準備したり片付けたりする役（名称例：文具・リーダー補佐）」「時間配分を気にかけて時間内に作業が終わるように促す役（名称例：タイムキーパー）」などの他に、「他グループの状況を観察し、自らのグループの議論を活性化させる役（名称例：スパイ）」「お茶やお菓子を勧めたりして雰囲気作りを率先して行う役（名称例：ムード）」がある。　・グループ内の係の名称や種類は、参加者の属性によって判断する。例えば、場が「固め」の場合には、「親方」ではなく、「リーダー」という表現の方が適切であるように、係の内容や名称については、適宜調整する必要がある。1グループが5人以上になる場合には、スパイ係や文具係を複数用意するなどの対応を行う。　・反対に、1グルー
プが5人未満になる場合には、1人 2役とする、ムード・文具などの係を削除する等の調整を行う（親方、スパイ、タイムは必須とする）。　・全ての参加者が何らかの係を担うようにする。　②ポストイットに意見だし【5分】　・ファシリテーターは、ポストイットの書き方を説明する。主な説明内容は以下の通りである。　・2種類の意見（メリットとデメリット等）を、それぞれ異なる色のポストイットに書き出すように促す。例えば、桃色にはメリット、青色にはデメリット、など。　・テーマに対する自分なりの意見を書くように伝える。正しい、間違いがあるわけではない。自分が思うことを書いてほしいという旨を強調する。　・1枚のポストイットには1つのことだけ書く（後の作業で分類しやすくするため）。　・時間内に何枚書いてもよいことを伝える。　・可能な限り単語ではなく、主語・述語のある文章で書く。　・できれば、名前を右下に記名する（あとで分類するときに誰の意見かわかるようにするため。自分のイニシャルや頭文字でも良い）。　・全
体を見渡して、あまり筆が動いていないようであれば、すでに書いてあるポストイットを書いた方の了承を得て1枚読み上げて参考例として示す。書き始めは、時間がかかる（筆が進まない）ことも多いため、ファシリテーターが焦りすぎない様に注意する。　・個別に見て回り、抽象的な表現のポストイットには具体的に書くよう促す。例えば、「子育てにやさしい環境を望む」という場合、「『やさしい環境』　・というのは、例えばどんなことをイメージしていますか」等と声がけをする。　・ファシリテーターは極力声を出すことを控え、少しでも静寂な時間を確保する。　③ポストイットの紹介と整理【15分】　〈お皿出し〉　・参加者に好みの色用紙を6～ 8枚（お皿と呼ぶ）テーブルに並べてもらう。　〈似たものあわせ〉　・グループの中の誰かが、まず自分の書いたポストイットを1枚声に出して読み上げ、好きなお皿に載せる。　・他の人は、読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同
じお皿の上に貼り付け、模造紙上におく。（声に出して読むことで、個々の意見を共有し、また違いを議論するきっかけとする。）　・参加者が似た意見を出し切ったら、次の人が新しい意見を読み上げ、新しいお皿に載せる。　・また同じ様に読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同じお皿の上に貼り付け、模造紙上においていく。　・ファシリテーターは、この作業を全員の手持ちのポストイットがなくなるまで続けるよう誘導する。　・ひとつのお皿に一緒にするラベルは多くても3～ 4枚まで。5枚以上出た場合は、できるだけお皿を分割するように促す。　・共通のポストイットがない意見は重要である。このことを参加者に周知し、1枚で 1つのお皿にすることを促す。　・お皿出しの作業途中で、ポストイットには書いていない意見が出た場合には、発言した本人が追加で新しいポストイットを記入するように促す。　・参加者の自主性を尊重することが重要である一方で、作業時間が
不足する場合が多いため、「あと○分です！」のように少し締め切りを気にしてもらう工夫も必要となる。　・意味がわかりづらいポストイットがあれば、「どういう意味か」必ず聞くように促す。　・相手が意味を説明しているときに、横でポストイットに代筆し、見本例を示しながらポストイットの訂正を促すこともファシリテーターの重要な役割となる（以下、促しの例示）。　・「もう少し具体的に教えてください」　・聞きながら代筆　・「こういう風に書きなおしてみましたが、これで間違いないですか」　・違っていたら、「今おっしゃったことを、ぜひここに書いてください」と促す。　・5枚以上のっているお皿があれば、再検討を促す（以下、促しの例示）。　・「どれが最初に出されたポストイットですか」　・「どういう点が一緒でお皿にのせたんですか」　・「最初に出したラベルと一番意味内容が近いものを1枚選んでください。　・「それ以外は出した本人が引き取ってください」　〈タイトルづくり〉　・お皿ができあがったら、お皿をグループメンバーで均等に分
担する。　・各自、自分の手元に配られたお皿のラベルをよく読み、「似たものあわせ」されたラベルたちが集合して共通に「主張」していること）を、単語や句ではなく1つの文章で表現するようにファシリテーターは誘導する。タイトルの案は、お皿の上部の余白に参加者自らが、鉛筆で記入する。まだ、使用していない色のポストイットを下書きに利用することもできる。　・ラベルが1枚のお皿にも看板のようにタイトルをつけるように促す。　・案ができたら、グループメンバーと共有しながら、タイトルを確定していく。この時、以下のような観点で、議論を行うように参加者にアナウンスする。　・自分の意見は、本当にそのタイトルに合致しているか。他により近い意図を表現しているタイトルはないか。　・タイトルがつけにくい、もしくは、タイトルがあまりにも大括りになっているお皿は、無理矢理一緒にされている可能性があるので、細分化できないかどうか。　・逆に、似たようなタイトルがある場合には、同じお皿に載せることが可能かどうか。　・検
討の過程で出てきた新しい意見は、積極的にポストイットに記入し、新規の意見として加えて行くように促す。最終的にタイトルが確定したら、タイトルをマーカーできれいに清書するように参加者にアナウンスする。　・ファシリテーターは、抽象的なタイトルやキーワードのみのタイトルは、下書きの段階でチェックし、書きなおしを依頼する。その際は、「タイトルを読めば、中のポストイットを読まなくても意味が正確に伝わるように文章でつけてください」などのように声がけを行う。　④ポストイットを模造紙に整理【30分】　〈レイアウト〉　・模造紙の上にすべてのお皿をおくように促す。　・ファシリテーターは、ひとつの「物語」として図解できるように配置していくように促す。必要に応じて、「テーマ別分類」「時系列型」「対立軸型」等さまざまな方法があることをアナウンスする。　・ファシリテーターは、何度も何度もお皿を移動させて、みんなで考えるように促す（以下、促しの例示）。　・「タイトルの内容の意味が近いものは近く、遠いものは遠くに
配置しましょう」　・「できれば、ひとつの物語としてタイトルが流れるように配置できるとベストです。どういうふうに発表するかをイメージしてみてください。」　・「お皿の中でスタートとなるお皿はどれですか、次は、そして、最後はどのお皿になりますか、今の順番で矢印を入れてみると図解になりますよ」　・用紙の右下には「目録」4項目を入れるスペースをあけてレイアウトする。　・模造紙の上部10ｃｍを空けておき、テーマを書きいれるようアナウンスする。　・構造をよく考えて、これで良いと参加者が判断した場合には、お皿をセロテープ（もしくはのり）で固定する。　〈図解の目録〉　・模造紙のスペースに次の「目録」4項目を記入します。　・①今日の日付　②作成場所　③メンバーの名前　④ポストイットの枚数　⑤発表リハーサル【5分】　・3分程度で、自分たちの主張をわかりやすく発表してもらう。　・グループ内で（できれば「親方」以外の人）発表者を決め、簡単なリハーサルを行うように促す。　・発表者は図解の中身が一番わかっている
人がよいが、その人が独断で進めた雰囲気のグループの場合には、「○○さん、発表やってみませんか、メンバーからも補足できるので大丈夫ですよ」「発表者も2人までなら、大丈夫ですよ。ペアでやりませんか」等のようにファシリテーターから促すことも検討する。　3. 2. 4 発表　・各グループの内容を発表し内容を共有する（3～ 5分程度×グループ数）。　・発表者以外のメンバーから補足があれば発言してもらうよう促す。　3.2.5 クロージングタイム【20分】　①本日の議論を通じて、自らが一番重要と思うポストイット（もしくはお皿）を選んでもらい、改めて「一番重要と感じたこと」「その理由」を1枚（図 14最後の 1枚カード）に記入してもらう。　②参加者に今日の感想をフリートークでお願いしつつ、必要に応じてアンケートの記入を促す。　③主催者より本日のお礼、および今日抽出された論点の今後の活用方法等についてお知らせして、終了となる。　4. 終了後　4. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、終了後の動きに係る部分について記述
する。　4.1.1 撤収作業　•終了後は、まず、参加者の忘れ物がないか確認する。　•成果物は、貼り出した状態で全体だけでなくラベル一枚一枚が見える写真も併せて撮影をすると、後で記録を整理する際に役立つ場合が多い。また、成果物にポストイットを使用している場合ははがれる可能性があるため、セロテープでとめてから片付ける。　•文具品、ゴミなどの忘れものがないように片付けを行う。文具品は、片付けやすいように箱に入れておくと次回以降の利用においても便利となる。　•机やいすを移動させた場合は、原則、現状復帰する。　•ファシリテーターも一緒に撤収作業するが、参加者が残っていれば今日の感想をフランクに聞いたりすることも重要である。　4.1.2 当日のふりかえり　•会場をそのまま反省会の場として使用できれば効率的だが、少し雰囲気を変えたい場合は、近くの喫茶店などで反省会を行うのもひとつの方法である。　•まずは、参加者に書いてもらったアンケートを、事務局、ファシリテーターで回し読みする。スタッフ一人ひとりが以
下の観点から、率直な意見をのべ、ふりかえりを共有する。　•当日の事務局の動きで気づいたこと、改善した方がいいことはないか。　•当日のファシリテーターの動きで気づいたこと、改善した方がいいことはないか。　•プログラムの構成、議論の内容はどうだったか。　•参加者の声（立ち話などで得た情報）はないか。　•専門家の情報提供はどうだったか。　•託児環境はどうだったか。　•会場の環境はどうだったか。　5. 結びにかえて　以上に「論点抽出カフェ」の開発の背景および実施概略について記述した。なお冒頭でも述べた通り、本稿は開発された手法の参考資料とすることを目的としたものである。本文中でも再三記述したとおり、実施にあたっては、本マニュアルを基に、対象者や実施期間、対象とするテーマに応じたカスタマイズが必要であることを付記しておく。　科学技術に係る問題について参加型テクノロジーアセスメントを行う方々の参考となれば幸いである。なお、本手法の活用および改変は自由とするが、実施された場合にはその内容等に
ついてご一報いただければ幸いである。　謝辞　本手法は、科学技術振興機構 （JST） 社会技術研究開発センター （RISTEX） における「科学技術と人間」研究開発領域「科学技術と社会の相互作用」研究開発プログラムの「市民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイス組織の開発」研究開発プロジェクトの一環として行われたものです。　また、本手法の開発にあたっては、竹迫和代氏、水谷香織氏、赤松真矢子氏、安藤さち子氏より多大なるご協力をいただきました。改めてここに謝意を示す次第です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「からだトーク」あるいは身体表現ワークショップの映像記録化について／本間直樹　西村ユミ　佐久間新　玉地雅浩／0. はじめに　「からだトーク」は、私たちひとりひとりの身体が発している声に耳を傾け、ときにそれに言葉で応答する試みに対してつけられた名称である。本稿は、この身体表現ワークショップ「からだトーク」
の概要を企画者・ゲストのそれぞれから紹介するとともに、ワークショップ内容の映像記録化に焦点を当て、映像記録作品の解説を交えながら、撮影・編集・公開の方法に関して報告と検討を試みる。（なお、本稿で解説されている映像作品は、資料として添付されている。）　1. 「からだトーク」について　1.1 概要　／西村ユミ　　ぐっと引き寄せられ、ぐるぐる回り、ゆれながら解けていく‥‥。まだ私はそれを知らない。が、私でない何かが、知らぬ間に蠢き始めている。―その何かとしての「からだ」。湯気や水や風と、他者やモノや世界と、「からだ」は応じ始める。だから、そのつどの「からだ」の声にじっくり耳をすますと、普段は気づいていないが確かに始まっている「世界との対話」が響いてくるかもしれない。からだを解（ほど）くことで、世界との繋がり方が変わるかもしれない。　「からだトーク」は、この「世界との対話」「繋がり」としての感覚を、参加者と一緒に問い直すことを目指して企画された。カフェマスター及び企画は本間と西村が担当し、ゲス
トにジャワ舞踊家の佐久間新、理学療法士の玉地雅浩を迎え、2009年度から始められ現在に至る。実施に際しては、ラボカフェプログラムとオレンジカフェプログラムの一環として開催されている。そこでは、たくさんのダンスが生まれた。佐久間の「からだ」にちょっかいをかけられ、玉地の指にころがされて、それが実現する。本間による撮影が、それを歴史に変える。いま、私たちはそれをともに見る。表　「からだトーク」ラボカフェ（京阪中之島線「なにわ橋駅」）2009年 5月 01日　「からだの声に耳をすます」2009年 7月 23日　「日常の気になる動きを探そう」2009年 10月 14日　「日常の気になる動きコレクション2」オレンジカフェ（大阪大学豊中キャンパス「オレンジショップ」）2010年 1月 22日　「湯気ダンス」2010年 5月 24日　「水のダンス」2010年 7月 08日　「ケムに舞う」2010年 10月 28日　「風立ちぬ今は秋」　1.2 からだトークに参加して　／玉地雅浩　「からだトーク」におけるジャワ舞踊家の佐久間さんは、身体を動かしながら
考える際に一番難しいことを利用しているように思われる。そのことについて述べていく。　身体とじっくり付き合うことを通して、参加者全員で身体について考える、あるいは身体の営みを感じ取る。改めて身体に向かい合う中で気づくことを確かめようとすると、当然そのことを身体を通して行うことになる。しかし身体を使えば、課題や動きを提示した側が意図していない動きが生じたり、期待していた動きが出てこなかったりすることが高い確率で起こる。通例ホスト側としては、参加者が興味を持ち熱中してくれる内容や進行の順番を考えながら、そこで起こる反応や場の雰囲気をも予想しながら終了までの流れを計画していく。参加者の一体感や興味を損なわないための方策や、期待していない動きが出現した場合の対処方法まで準備する。期待している動きや反応を撮影したビデオや写真を用意することもある。つつがなく場を進行させるために必要なものとして準備するのである。　しかし、佐久間さんはこのような手法や進行方法をとらない。本人は綿密な計画
のもと意図的に利用しているのかどうかは周囲からは分からない。しかし、その場で生まれる参加者の身体を通したやり取りは、あくまでもそこに参加している人たちの身体とその場の特性を充分に踏まえた内容を生み出そうとする。　参加者がボソッとつぶやいた一言に言葉でさらに確認する場合もあれば、動いてみてその動きを相手に見せた上で確認することもある。参加者のソワソワした雰囲気や思わず動いてしまった身体に応じるように自らの動きを投げかけ、相手とのやりとりが始まる。きっかけはどこからでも、何時でも、何からでも始まる。一方的に自分の動きを見せ提示するだけではない。常に参加者を巻き込みながら現われたものに次々と接続しながら即興的に進んでいく。　その中に身をおけば参加者が恥ずかしい思いを持つ、その場に乗り切れないということは起こりにくい。そして一旦起こったやり取りはある収束点を迎えるまで、佐久間さんの身体が付き合う。そんな安心感がこの場にはある。　最後に「からだトーク」の特徴をもう一つ挙げておく。身
体を探索するには時間が要る。そして人や物と関わりながら自分でも感じたことのなかった身体を感じ、知るための状況を上手く作り出していく必要がある。佐久間さんは、日常生活で馴染みがあり、誰でも用意でき持ち運びも簡便な幾つかの道具を用意する。例えば、水を半分だけ入れたペットボトルや水をなみなみといれたコップを用意する。こんな簡単なものでも興味深い体験ができる。なみなみと水を注いだコップを手の甲の親指と人差し指の間にのせただけで支える、あるいは頭にのせたまま動いてみると、身体は次々と違った様相を表してくる。　そっと運ぶその姿勢や動き方は近所の塀の上を落ちないように歩いたり、砂場で作った山や川に両手ですくった水を運ぶようである。参加者がコップやペットボトルを身体にのせそっと動きまわる時、「いい大人がなにを馬鹿な」と言われそうなその動きに、昔みんなが遊んだその動きが立ち現われてくる。それは学校の帰り道、道端に落ちている棒を見つけたと同時に友達同士でチャンバラごっこを始めたあの感覚と同じ
である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ
の手法を用いれば、撮影や切り取りの質の違いは別にしても、紋切り型に陥らない個性的な映像制作を行うことができる。逆に言えば、短時間に切り取り編集するにはパターン化が避けられず、できごとがどんなに面白くても、単調な仕上がりに終わる危険性が十分にある。　反対に、この手法のデメリットとして、撮影に相当の負荷がかかることが指摘されよう。筆者の場合、肉眼でワークショップの進み方を十分に確認しながら、同時にカメラのモニターから目を離さずに、目の前で展開していく出来事のどの部分にフレームをあわせ、どのようにカメラを動かすのかに非常に神経を注いでいる。また、全体を俯瞰したショットのままでは、単調で退屈な映像に堕してしまうので、できるだけクローズアップを多用し、肉眼では捉えにくい細部の動きを捉えることに集中している。それと同時に、ダンサーの動きがフレームから外れてしまわないように、ダンサーの動きをほぼ予測しながら、ダンサーと一緒に動くという感覚をもって撮影をしている。この点に関しては、先に
述べた通り、ダンサー（被写体）との信頼関係、ダンサーの身体の動きのもつ特徴を適確に捉えことが不可欠となる。　ダンサーや参加者に緊張を強いないために、ある程度離れた距離から撮影が行われた。そのため今回の撮影にあたっては、離れたところから安定したクローズアップができるように、ほとんどの場合三脚が使用されている。撮影に不慣れな人であっても、三脚を使用することにより、10分間という時間が持続するあいだ、安定した映像を収めることが可能になると考えられる。　2.3 作品解説　公開された2010年度前半の10分映像は以下の通りである。YouTubeは世界中どこからも閲覧することができるので、タイトルや説明は英文で表記されている。　5月 24日｠｠｠｠ 「水のダンス」から　Dance with Water in Stewpot（鍋の水）　http://www.youtube.com/watch?v=5MZxdW5u04A　　　Dance with a Glass of Water（コップの水）http://www.youtube.com/watch?v=ABvEJ3DZXFI　　Dance with Water Pool（プールの水）　
http://www.youtube.com/watch?v=jo-ZYgIlc68　Dance with Water on Concrete（コンクリートの水溜まり）　http://www.youtube.com/watch?v=xyPqHOcsecs　　7月 8日｠｠｠｠ 「ケムに舞う」　Dancin'cense（お香踊り）　http://www.youtube.com/watch?v=C1zsolxK0RA　　Dry Dance Ice（ドライアイス）　http://www.youtube.com/watch?v=Pu2VcQMXDSM　　Smoke on the Ice（ドライアイス、蚊取り線香）　http://www.youtube.com/watch?v=qjLggZdBevw　　以上から、本報告に添付している2つの作品について、やや詳しく解説を試みる。　　「コンクリートの水溜まり」（Dance with Water on Concrete）　　この回では、全体を通して人間の身体よりも水の表面を映像化することに撮影の焦点が絞られた。そこから鍋の水、コップの水、プールの水、水たまり、の4種類の 10分映像が切り取られた。この4本すべてに共通しているのは、「ダンス」を人間の身体の動きに限定して考えることなく、人間の身体と一体に
なって動き出す水の姿に焦点があてられている点である。　この最後の「水溜まり」では、人間の身体の動きが生み出す波紋と、風などの自然が生み出す波紋を対比的に描き出すことが撮影時に意識して行われている。水面の変化が十分に見えるように、照明の位置とカメラのアングルを工夫するとともに、参加者が画面から不在になってからは、人間の動きを除外するために、カメラをまったく動かさないように注意が払われている。 ［0:00 ～］冒頭は、空中に放り投げられた水が大きな水溜まりを打つところから始まる。画面は水面だけに固定され、参加者の声だけが聞こえて、周囲の様子は分からない。［0:45～］やがてダンサーが水に満たされたコップを片手の甲に乗せて画面に登場し、しばらく水と戯れる。カメラもやや引きになって背後の建物までが映し出される。［1:50～］ダンサーがコップを乗せた右手を高くあげてポーズをとり、徐々に舞い始めた彼をカメラは追う。［2:10 ～］途中から彼の全身の動きすべてを撮影することを止め、足の繊細な動きがクローズ
アップされる。ダンサーの舞いの全体像よりも、飛んで来る水しぶき、足の動きによって生される出す水面の変化そのものを画面は捉えている。［4:40～］彼が腰を屈めてコップの水を水溜まりにゆっくりと注ぎ、水面に波紋が広がるなか、穏やかに画面から消えていく。［5:12～］彼が去った後も17秒ほど波紋が残り、やがて、水面に残されたボールを除いて、水面が鏡のように背後の建物を反射する。［5:40～］そのうち、終了の時刻になったためか、中に戻りましょうという声が聴こえ、地面に投げられたボールなどが拾われながら、いくつもの足が水面に波紋を作っていく。［6:45～］参加者の一人が水面をそっと歩くその様子は水面を歩いているように見える。［7:30～］誰も画面から消えてしまい、声も遠ざかっていく。画面は、そのまま誰もいない水面に向けられたまま、最後まで数分が経過する。［9:30～］人気がなくなって鏡のように、建物の映像を反射する水面に、風が僅かな歪みをもたらす。 最後の 2分半のあいだ、視覚的な変化はほんの僅かである。に
もかかわらず音声面では、ワークショップが一段落し、片づけて室内に戻る参加者の話し声が遠ざかる様子、車が脇を通過する音、遠くの道路の音などが記録されている。通常の映像記録編集の場合は、この2分半は不要な部分とみなされ、使用されることはまずないといってよいだろう。一つに、この10分間を切り取る方法を採用することによって、撮影現場で生じた出来事の予兆や余白や余韻を無理なく提示することができ、身体ワークショップ、パフォーマンスにとって重要な空気感や雰囲気というものを表現することが可能になる。また、先に述べたように、このワークショップでは人間の身体の動きのみならず、身体の動きが発端となって物事がそれ自体で動いていく様子がダンスに見立てられることも、制作者のねらいであった。そのような趣旨からも、人気のなくなった水面と音に視聴者がじっくりつきあえる時間を残すことが選択されている。　「お香踊り」（Danc'incense）　煙をテーマにしたこの回のワークショップでは、蚊取り線香、線香、ドライアイスが
使用された。撮影にあたっては、前回と同じく、豊かな煙の表情を捉えることに重きが置かれているが、水とは異なり煙の場合は身体とのダイレクトな相互作用が起こりにくいため、クローズアップを多用しながら、身体と煙のどちらをフレームに収めるのかをその都度選択することによって両者の関係が浮かび上がるように全体に工夫がされている。お香に火がつけられ消えるまでの舞い、水に浸されたドライアイスから吹き出す煙に魅せられて参加者が遊ぶ様子、ドライアイスから、蚊取り線香の煙へと移行して、二人が踊り出す様子、この3つの場面がそれぞれ10分に切り取られた。　［0:00 ～］開始画面はクローズアップされた香立て。そこに差されたお香にマッチで火がつけられ、煙が立ち上る。［0:39 ～］上方より兎に象られた香立てのカバーがゆっくりと舞い降り、煙を吸ったり吐いたりする。［1:30 ～］兎を動かしていた手が画面に入り、画面がやや引いて、手がゆっくりと兎（カバー）を香立ての上に乗せる。［1:52 ～］兎から立ち上る煙を見つめる参加者が
写された後、［1:56～］再び手が登場して、兎から煙が出て来る穴を閉じたり開いたりしながら煙と戯れる様子をクローズアップする。［3:00～］手が去り、今度は兎からゆっくり立ち上る煙の動きにあわせてカメラが動きだし、煙の形の変化と移動の様子を捉える。2度煙を追いかける動きがなされた後に、背後の椅子に焦点があわされ、ややぼやけた状態で兎から煙が立ち上る。［5:00～］兎の上方でゆるやかに舞い始めた手をカメラが追う。手は煙の動きに呼応しながら動いているようだが、煙は写されずに手だけをアップで捉える。［6:00～］手の動きが大きくなるに従い、肩が見えるまで画面は引き、立ち上がったダンサーの上半身があらわになる。［6:35～］やがてダンサーは全身を使って踊りだすが、画面はまだ上半身の動きだけを追い、ダンサーが凝視している煙を画面の外においている。［7:15～］全身が映し出され、ようやくダンサーと煙の双方の動きが見えるようになる。［7:30～］腰を屈めたダンサーは、いわば煙と一体となり、視覚上も完全に重なる。［8:33
～］カメラ自体が移動し、照明が画面のなかに映り込み、逆光状態でダンスを捉える。煙は残り僅かとなり、ダンサーの動きもより緩慢になる。［9:48～］ダンサーの半身は香立ての置かれた箱の後ろに隠れ、ちょうど手足が箱から生えているように見えるようになる。　　実際には、あと1分ほどダンサーの動きは持続しているが、10分間の制約のために動きの途中で作品は終わっている。編集上の選択としては、冒頭の火をつける場面と兎を動かす場面の後からを開始点にすれば、この最後の1分も 10分の枠内に含むことが可能であったが、お香の煙の誕生と消滅、ダンスの生成と終息という両方の観点から、この作品のように煙が立ち上る瞬間から両者がほぼ終息に向かう時点までを収めるという選択がなされることになった。上記の「水溜まり」作品とは逆に、動きの途中で映像が切られることで、慣性に従うように視聴者の想像のなかで動きが自由に展開していくことが映像の余韻として期待されている。　2.4 《Ten Minutes Project》今後に向けた課題　「からだトー
ク」映像記録公開で用いられたこの10分間切り取りの手法による作品制作を、筆者は《Ten Minutes Project》と名づけ、このワークショップ以外の映像記録にも応用し、すでに約半年で40本以上の10分映像がYouTube上に公開されている。編集にほとんど時間を要しないため、アップロードに関する手間さえ厭わなければ、「速報性」に優れ、多数のイベント開催にも対応可能な映像記録・公開方法であると考えられる。さらに、インターネット公開を利用する利点として、編集作業によって映像そのものに文字情報や声による解説を入れなくとも、解説文として文字による情報追加を事後的に行うことができる。さらにまた、この編集・公開方法を用いれば、過去の映像記録を（再）利用して新たに映像を制作することもできるだろう。この点からも、この10分間の切り取りは、編集されずに眠ったままである映像記録を、特別な技術を要さず手軽に一般に公開する方法として有効であると思われる。　他方、10分という枠組みは、あくまでも制作者の視点から選ばれ
たものであり、インターネットを経由した閲覧者によって、果たして10分という時間枠が長過ぎるのかどうか、まだ評価は定かではない。5分が妥当なのか、あるいは7分なのか、確かな根拠はない。実際に、筆者もいくつか5分間の切り取りを試作してみたところ、5分間の場合は出来事の一つの小さな単位や要素に絞り込むことになるため、ある部分だけを強調する目的の上では有用であるようにも思われる。その反面、出来事の変化が小さな単位に切り取られてしまうため、現場で持続していた空気感や密度、より大きな流れを視聴者が直観的に捉えることが難しくなる。また、2時間程度のイベントを最大で30分から 40分ほどに映像作品化する場合、10分の切り取りであれば、3～ 4本程度を作成してさえおけば、あとは視聴者が時間に応じて1本、2本と選択して見るだけで十分であるが、例えば5分の切り取りを採用して6本～ 8本を作成するとなると、作成本数が多くなる上に、制作者、視聴者のいずれの側でも、何を選び、どの順序で見るべきかなどについ
て考慮せざるを得なくなり、制作した後になってから制作者、視聴者の双方にとって考えるべき点が多くなると予想される。つまり、10分間の選択は、そのなかに流れやコンテクストがある程度含まれているがゆえに、制作者が念入りに選択さえすれば、複雑な編集作業を介さずとも流れやコンテクストは視聴者に伝わりやすいといえる。　　最後に、この10分間無編集の切り取り法は、身体表現パフォーマンス、とくに即興を中心にその場で生み出されて、何が起こるか分からない種類の出来事を記録するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。

のもと意図的に利用しているのかどうかは周囲からは分からない。しかし、その場で生まれる参加者の身体を通したやり取りは、あくまでもそこに参加している人たちの身体とその場の特性を充分に踏まえた内容を生み出そうとする。　参加者がボソッとつぶやいた一言に言葉でさらに確認する場合もあれば、動いてみてその動きを相手に見せた上で確認することもある。参加者のソワソワした雰囲気や思わず動いてしまった身体に応じるように自らの動きを投げかけ、相手とのやりとりが始まる。きっかけはどこからでも、何時でも、何からでも始まる。一方的に自分の動きを見せ提示するだけではない。常に参加者を巻き込みながら現われたものに次々と接続しながら即興的に進んでいく。　その中に身をおけば参加者が恥ずかしい思いを持つ、その場に乗り切れないということは起こりにくい。そして一旦起こったやり取りはある収束点を迎えるまで、佐久間さんの身体が付き合う。そんな安心感がこの場にはある。　最後に「からだトーク」の特徴をもう一つ挙げておく。身
体を探索するには時間が要る。そして人や物と関わりながら自分でも感じたことのなかった身体を感じ、知るための状況を上手く作り出していく必要がある。佐久間さんは、日常生活で馴染みがあり、誰でも用意でき持ち運びも簡便な幾つかの道具を用意する。例えば、水を半分だけ入れたペットボトルや水をなみなみといれたコップを用意する。こんな簡単なものでも興味深い体験ができる。なみなみと水を注いだコップを手の甲の親指と人差し指の間にのせただけで支える、あるいは頭にのせたまま動いてみると、身体は次々と違った様相を表してくる。　そっと運ぶその姿勢や動き方は近所の塀の上を落ちないように歩いたり、砂場で作った山や川に両手ですくった水を運ぶようである。参加者がコップやペットボトルを身体にのせそっと動きまわる時、「いい大人がなにを馬鹿な」と言われそうなその動きに、昔みんなが遊んだその動きが立ち現われてくる。それは学校の帰り道、道端に落ちている棒を見つけたと同時に友達同士でチャンバラごっこを始めたあの感覚と同じ
である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ
の手法を用いれば、撮影や切り取りの質の違いは別にしても、紋切り型に陥らない個性的な映像制作を行うことができる。逆に言えば、短時間に切り取り編集するにはパターン化が避けられず、できごとがどんなに面白くても、単調な仕上がりに終わる危険性が十分にある。　反対に、この手法のデメリットとして、撮影に相当の負荷がかかることが指摘されよう。筆者の場合、肉眼でワークショップの進み方を十分に確認しながら、同時にカメラのモニターから目を離さずに、目の前で展開していく出来事のどの部分にフレームをあわせ、どのようにカメラを動かすのかに非常に神経を注いでいる。また、全体を俯瞰したショットのままでは、単調で退屈な映像に堕してしまうので、できるだけクローズアップを多用し、肉眼では捉えにくい細部の動きを捉えることに集中している。それと同時に、ダンサーの動きがフレームから外れてしまわないように、ダンサーの動きをほぼ予測しながら、ダンサーと一緒に動くという感覚をもって撮影をしている。この点に関しては、先に
述べた通り、ダンサー（被写体）との信頼関係、ダンサーの身体の動きのもつ特徴を適確に捉えことが不可欠となる。　ダンサーや参加者に緊張を強いないために、ある程度離れた距離から撮影が行われた。そのため今回の撮影にあたっては、離れたところから安定したクローズアップができるように、ほとんどの場合三脚が使用されている。撮影に不慣れな人であっても、三脚を使用することにより、10分間という時間が持続するあいだ、安定した映像を収めることが可能になると考えられる。　2.3 作品解説　公開された2010年度前半の10分映像は以下の通りである。YouTubeは世界中どこからも閲覧することができるので、タイトルや説明は英文で表記されている。　5月 24日｠｠｠｠ 「水のダンス」から　Dance with Water in Stewpot（鍋の水）　http://www.youtube.com/watch?v=5MZxdW5u04A　　　Dance with a Glass of Water（コップの水）http://www.youtube.com/watch?v=ABvEJ3DZXFI　　Dance with Water Pool（プールの水）　
http://www.youtube.com/watch?v=jo-ZYgIlc68　Dance with Water on Concrete（コンクリートの水溜まり）　http://www.youtube.com/watch?v=xyPqHOcsecs　　7月 8日｠｠｠｠ 「ケムに舞う」　Dancin'cense（お香踊り）　http://www.youtube.com/watch?v=C1zsolxK0RA　　Dry Dance Ice（ドライアイス）　http://www.youtube.com/watch?v=Pu2VcQMXDSM　　Smoke on the Ice（ドライアイス、蚊取り線香）　http://www.youtube.com/watch?v=qjLggZdBevw　　以上から、本報告に添付している2つの作品について、やや詳しく解説を試みる。　　「コンクリートの水溜まり」（Dance with Water on Concrete）　　この回では、全体を通して人間の身体よりも水の表面を映像化することに撮影の焦点が絞られた。そこから鍋の水、コップの水、プールの水、水たまり、の4種類の 10分映像が切り取られた。この4本すべてに共通しているのは、「ダンス」を人間の身体の動きに限定して考えることなく、人間の身体と一体に
なって動き出す水の姿に焦点があてられている点である。　この最後の「水溜まり」では、人間の身体の動きが生み出す波紋と、風などの自然が生み出す波紋を対比的に描き出すことが撮影時に意識して行われている。水面の変化が十分に見えるように、照明の位置とカメラのアングルを工夫するとともに、参加者が画面から不在になってからは、人間の動きを除外するために、カメラをまったく動かさないように注意が払われている。 ［0:00 ～］冒頭は、空中に放り投げられた水が大きな水溜まりを打つところから始まる。画面は水面だけに固定され、参加者の声だけが聞こえて、周囲の様子は分からない。［0:45～］やがてダンサーが水に満たされたコップを片手の甲に乗せて画面に登場し、しばらく水と戯れる。カメラもやや引きになって背後の建物までが映し出される。［1:50～］ダンサーがコップを乗せた右手を高くあげてポーズをとり、徐々に舞い始めた彼をカメラは追う。［2:10 ～］途中から彼の全身の動きすべてを撮影することを止め、足の繊細な動きがクローズ
アップされる。ダンサーの舞いの全体像よりも、飛んで来る水しぶき、足の動きによって生される出す水面の変化そのものを画面は捉えている。［4:40～］彼が腰を屈めてコップの水を水溜まりにゆっくりと注ぎ、水面に波紋が広がるなか、穏やかに画面から消えていく。［5:12～］彼が去った後も17秒ほど波紋が残り、やがて、水面に残されたボールを除いて、水面が鏡のように背後の建物を反射する。［5:40～］そのうち、終了の時刻になったためか、中に戻りましょうという声が聴こえ、地面に投げられたボールなどが拾われながら、いくつもの足が水面に波紋を作っていく。［6:45～］参加者の一人が水面をそっと歩くその様子は水面を歩いているように見える。［7:30～］誰も画面から消えてしまい、声も遠ざかっていく。画面は、そのまま誰もいない水面に向けられたまま、最後まで数分が経過する。［9:30～］人気がなくなって鏡のように、建物の映像を反射する水面に、風が僅かな歪みをもたらす。 最後の 2分半のあいだ、視覚的な変化はほんの僅かである。に
もかかわらず音声面では、ワークショップが一段落し、片づけて室内に戻る参加者の話し声が遠ざかる様子、車が脇を通過する音、遠くの道路の音などが記録されている。通常の映像記録編集の場合は、この2分半は不要な部分とみなされ、使用されることはまずないといってよいだろう。一つに、この10分間を切り取る方法を採用することによって、撮影現場で生じた出来事の予兆や余白や余韻を無理なく提示することができ、身体ワークショップ、パフォーマンスにとって重要な空気感や雰囲気というものを表現することが可能になる。また、先に述べたように、このワークショップでは人間の身体の動きのみならず、身体の動きが発端となって物事がそれ自体で動いていく様子がダンスに見立てられることも、制作者のねらいであった。そのような趣旨からも、人気のなくなった水面と音に視聴者がじっくりつきあえる時間を残すことが選択されている。　「お香踊り」（Danc'incense）　煙をテーマにしたこの回のワークショップでは、蚊取り線香、線香、ドライアイスが
使用された。撮影にあたっては、前回と同じく、豊かな煙の表情を捉えることに重きが置かれているが、水とは異なり煙の場合は身体とのダイレクトな相互作用が起こりにくいため、クローズアップを多用しながら、身体と煙のどちらをフレームに収めるのかをその都度選択することによって両者の関係が浮かび上がるように全体に工夫がされている。お香に火がつけられ消えるまでの舞い、水に浸されたドライアイスから吹き出す煙に魅せられて参加者が遊ぶ様子、ドライアイスから、蚊取り線香の煙へと移行して、二人が踊り出す様子、この3つの場面がそれぞれ10分に切り取られた。　［0:00 ～］開始画面はクローズアップされた香立て。そこに差されたお香にマッチで火がつけられ、煙が立ち上る。［0:39 ～］上方より兎に象られた香立てのカバーがゆっくりと舞い降り、煙を吸ったり吐いたりする。［1:30 ～］兎を動かしていた手が画面に入り、画面がやや引いて、手がゆっくりと兎（カバー）を香立ての上に乗せる。［1:52 ～］兎から立ち上る煙を見つめる参加者が
写された後、［1:56～］再び手が登場して、兎から煙が出て来る穴を閉じたり開いたりしながら煙と戯れる様子をクローズアップする。［3:00～］手が去り、今度は兎からゆっくり立ち上る煙の動きにあわせてカメラが動きだし、煙の形の変化と移動の様子を捉える。2度煙を追いかける動きがなされた後に、背後の椅子に焦点があわされ、ややぼやけた状態で兎から煙が立ち上る。［5:00～］兎の上方でゆるやかに舞い始めた手をカメラが追う。手は煙の動きに呼応しながら動いているようだが、煙は写されずに手だけをアップで捉える。［6:00～］手の動きが大きくなるに従い、肩が見えるまで画面は引き、立ち上がったダンサーの上半身があらわになる。［6:35～］やがてダンサーは全身を使って踊りだすが、画面はまだ上半身の動きだけを追い、ダンサーが凝視している煙を画面の外においている。［7:15～］全身が映し出され、ようやくダンサーと煙の双方の動きが見えるようになる。［7:30～］腰を屈めたダンサーは、いわば煙と一体となり、視覚上も完全に重なる。［8:33
～］カメラ自体が移動し、照明が画面のなかに映り込み、逆光状態でダンスを捉える。煙は残り僅かとなり、ダンサーの動きもより緩慢になる。［9:48～］ダンサーの半身は香立ての置かれた箱の後ろに隠れ、ちょうど手足が箱から生えているように見えるようになる。　　実際には、あと1分ほどダンサーの動きは持続しているが、10分間の制約のために動きの途中で作品は終わっている。編集上の選択としては、冒頭の火をつける場面と兎を動かす場面の後からを開始点にすれば、この最後の1分も 10分の枠内に含むことが可能であったが、お香の煙の誕生と消滅、ダンスの生成と終息という両方の観点から、この作品のように煙が立ち上る瞬間から両者がほぼ終息に向かう時点までを収めるという選択がなされることになった。上記の「水溜まり」作品とは逆に、動きの途中で映像が切られることで、慣性に従うように視聴者の想像のなかで動きが自由に展開していくことが映像の余韻として期待されている。　2.4 《Ten Minutes Project》今後に向けた課題　「からだトー
ク」映像記録公開で用いられたこの10分間切り取りの手法による作品制作を、筆者は《Ten Minutes Project》と名づけ、このワークショップ以外の映像記録にも応用し、すでに約半年で40本以上の10分映像がYouTube上に公開されている。編集にほとんど時間を要しないため、アップロードに関する手間さえ厭わなければ、「速報性」に優れ、多数のイベント開催にも対応可能な映像記録・公開方法であると考えられる。さらに、インターネット公開を利用する利点として、編集作業によって映像そのものに文字情報や声による解説を入れなくとも、解説文として文字による情報追加を事後的に行うことができる。さらにまた、この編集・公開方法を用いれば、過去の映像記録を（再）利用して新たに映像を制作することもできるだろう。この点からも、この10分間の切り取りは、編集されずに眠ったままである映像記録を、特別な技術を要さず手軽に一般に公開する方法として有効であると思われる。　他方、10分という枠組みは、あくまでも制作者の視点から選ばれ
たものであり、インターネットを経由した閲覧者によって、果たして10分という時間枠が長過ぎるのかどうか、まだ評価は定かではない。5分が妥当なのか、あるいは7分なのか、確かな根拠はない。実際に、筆者もいくつか5分間の切り取りを試作してみたところ、5分間の場合は出来事の一つの小さな単位や要素に絞り込むことになるため、ある部分だけを強調する目的の上では有用であるようにも思われる。その反面、出来事の変化が小さな単位に切り取られてしまうため、現場で持続していた空気感や密度、より大きな流れを視聴者が直観的に捉えることが難しくなる。また、2時間程度のイベントを最大で30分から 40分ほどに映像作品化する場合、10分の切り取りであれば、3～ 4本程度を作成してさえおけば、あとは視聴者が時間に応じて1本、2本と選択して見るだけで十分であるが、例えば5分の切り取りを採用して6本～ 8本を作成するとなると、作成本数が多くなる上に、制作者、視聴者のいずれの側でも、何を選び、どの順序で見るべきかなどについ
て考慮せざるを得なくなり、制作した後になってから制作者、視聴者の双方にとって考えるべき点が多くなると予想される。つまり、10分間の選択は、そのなかに流れやコンテクストがある程度含まれているがゆえに、制作者が念入りに選択さえすれば、複雑な編集作業を介さずとも流れやコンテクストは視聴者に伝わりやすいといえる。　　最後に、この10分間無編集の切り取り法は、身体表現パフォーマンス、とくに即興を中心にその場で生み出されて、何が起こるか分からない種類の出来事を記録するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。
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に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
れている。そして、我々自身もそのような研究がどのように進められるのかを知りたいと考えており、さらに、そのような教育の一端に関わってきた。　本稿では、他分野と共同して進める力をつける高等教育機関の、特に大学院教育における取り組みを概観することを通して、我々がこの後、他分野の教育者・研究者と共同するために何が求められているのかを考察する。現在のところ、日本では大学院における共通教育が標準化されていない状況が見受けられるが、研究は進められている。その状況からも、我々自身が共通教育に携わる際に、どのような点に注意を向け、どのように取り組んでいけばよいかを検討していきたい。　2. 大学院における共通教育に向けた取り組み　本章では、大学院における共通教育への取り組みについて、各大学が紹介している各種資料やホームページ等の内容を中心にまとめた。まず、著者らが所属する大阪大学の取り組みを紹介し、次いで、関連する取り組みを進めている大学の中で、北海道大学、東北大学、九州大学の取り組みを、現時
点で手に入る資料をもとに紹介する。各大学の取り組みは、大学の目的及び大学院における共通教育の目的、大学院共通教育を実施する組織、共通科目の呼び名、開講科目について、表1にまとめた。　大学及び大学院の目的を概観する。いずれの大学も掲げている目的は、「国際性」であった。大阪大学は、「世界に伸びる」「世界を先導する」研究拠点となることを掲げており、東北大学の「世界水準の研究」、九州大学の「全世界で活躍する人材の輩出」という記載も、国際性を強調している。同時に、「地域に生き」「社会が求め社会から信頼される人間の形成」（大阪大学）も掲げられ、それを「デザイン力」として記している通り、地域社会との密接な繋がりや連携、協働、その方法論にも力点が置かれている。北海道大学の「実学の重視」、東北大学の「門戸開放」「実学重視」、あるいは九州大学の「日本の様々な分野において指導的な役割」を果たすこと等も、同様の志向性を示している。さらに、これらの支えとなる「教養」（大阪大学）、「全人教育」（北海道大学）、「人
間性」「社会性」（九州大学）も各大学が重視していた。異分野の大学院生同士が接触し、専門分野の知識や習慣を越えた教育が目指されている大学院共通教育は、これらの目的・目標を達成するための一つの方略としても設置されていると言っていいだろう。　次いで、いかなる組織でこの取り組みが行われているのかを見ていこう。大阪大学では、2004年に学部の共通教育を担う「大学教育実践センター」が設置されたのを機に、2005年には、「デザイン力」に重点を置いた大学院の共通教養教育を担う「コミュニケーションデザイン・センター」などが設立され、教員も配置されている。他方で、北海道大学には「大学院共通授業科目」は準備されているが、教員組織は持っていない。東北大学、九州大学は、文部科学省振興調整費などの助成を得て「大学院共通教育科目」を設置している現状にある。大学院共通教育の継続のためには、組織作りなどの課題が残されている。　開講科目は、表1に示したとおりである。教育目的に、国際性、教養、実学、デザイン力などが
掲げられていた通り、多彩な科目が準備されている。これらを多分野の大学院生が集まって受講できること自体が、異文化コミュニケーションの機会にもなると思われる。　共通教育科目の受講に際しては、いずれの大学も指導教員と相談をして選択するとされている。修了要件にこれらの科目を加えるか否かについても、各部局が決定している現状にあり、専門科目の履修や研究活動との調整が、課題になっていると思われる。また、授業評価についても、各大学が施行錯誤をしている最中である。　3. 学際研究を進めるにあたって何が必要か？　前章では、大学院の共通科目に対して、大阪大学を含め、4つの大学の現在の取り組みを紹介した。本章では、共同研究を進めるための「学際研究」のあり方に関して、それぞれの立場からこれまでを振り返りたい。伊藤は、工学をベースに、「ヒューマンインタフェース」と呼ばれる分野に関わり、研究を進めている。西村は、看護学の中でも、現象学を手がかりとして、実践の成り立ち方の分析を進めている。共同研究を進めるこ掲げられていた通り、多彩な科目が準備されている。これらを多分野の大学院生が集まって受講できること自体が、異文化コミュニケーションの機会にもなると思われる。　共通教育科目の受講に際しては、いずれの大学も指導教員と相談をして選択するとされている。修了要件にこれらの科目を加えるか否かについても、各部局が決定している現状にあり、専門科目の履修や研究活動との調整が、課題になっていると思われる。また、授業評価についても、各大学が施行錯誤をしている最中である。　3. 学際研究を進めるにあたって何が必要か？　前章では、大学院の共通科目に対して、大阪大学を含め、4つの大学の現在の取り組みを紹介した。本章では、共同研究を進めるための「学際研究」のあり方に関して、それぞれの立場からこれまでを振り返りたい。伊藤は、工学をベースに、「ヒューマンインタフェース」と呼ばれる分野に関わり、研究を進めている。西村は、看護学の中でも、現象学を手がかりとして、実践の成り立ち方の分析を進めている。共同研究を進めるこ
とを通して考えてきた内容を踏まえ、それぞれの立場から「学際研究」に必要だと考えられることを述べる。　　（伊藤の立場から）　「CSCDに着任以来、私が関わってきた分野とは大きく異なる分野の人々の考え方やものの進め方に触れる機会をたくさん得てきた。私自身は、大学教員としてのキャリアとCSCD在籍期間がほとんど重なることから、工学分野の教員を体験する時期と、異なる分野の人の考え方に触れる時期が重なることとなった。その中で、現在進めている iFace を用いた共同研究は、これまで私が関わってきた学会や研究会での質疑応答、同じような研究アプローチをとる人から頂いたアドバイスを得た経験とは、大きく異なるものであった。　まず、研究を進める期間の長さが大きく異なる。西村さんと私が現在分析している対象に関して、iFace の利用実験を実施したのは、2009年の 3月である。それから1年後の 2010年 3月に、重点的に分析を進めた。現在の分析対象は、3件実施した利用実験の中の、1件のみである。もちろん、その間の期間に
何も進めなかったわけではないが、このように1つの対象を長期の期間に渡って研究対象とし続ける経験は、私にとって初めての経験であった。　次に、研究の意義やその位置づけである。通常、私が研究を進める際には、私自身は、採るべきアプローチをある枠の中で考えている。しかし、共同研究の中では、その枠を選択した理由を、強烈に考えなければいけなかった。なぜ、私はこのような方法を選択したのか、なぜ、私はこのような設計を行ったのか、なぜ、私はこのような画面構成にしたのか、それを直接問われたわけではないが、研究を進める際のディスカッションは、常にそのようなことを考えさせられる場となった。そして、普段私が研究を進める際に大前提としていることに対して、次々と、「本当にそれでよかったのか？」、「なぜそうしたのか？」と考え直さなくてはいけなくなった。私が学んできた研究の前提は、決してどのような場合にも、そして誰にとっても前提となるものではなく、見方をかえれば、間違っていることにすらなりうる、ということに思
いいたることになった。そして、それは、私が暗黙のうちに前提としてきたこととは、一体何なのか、ということでもあった。　そして、関わり方である。ともすれば、私がこれまで関わってきた分野の存在を否定されかねない価値観や、アプローチのあまりにも大きく異なる方法論に、私自身が関わっている研究分野の存在価値をどのように感じればよいのか、見失うことにもなりかねない。そのような時には、これまで研究を進めてきた考え方とは異なる思考を要求され、私が馴染んだ方法とは異なるので、どのように考えを進めればいいのかわからない時もあったように思う。異なる考え方の方に迎合したくなることすらあるかもしれない。そこで、私が馴染んでこなかった思考を進めるとともに、一方で、これまで私は私自身が関わってきた分野で何を学んできたのか、前を行く人が進めてきた方法を真似ることにどのような意味があったのか、を考えることになった。それは、私が何かの研究を進めてきたからこそ、得てきたものであったと思う。そして、それを考える
際に与えられた大きな刺激は、共同研究者である西村さんの言葉である。私が発した素朴な質問に、丁寧に回答してもらった言葉であり、大きく異なる視点をもちながら私が見ている対象を見つめ、それをまとめた原稿の中の言葉であった。それらがなければ、私は考えることをやめてしまったかもしれない、と、これまでの進め方を振り返って思う。　私自身の中で、何かを信じなければ、これまで研究を進めてくることはできなかった。そして、その中身が何であったかを言葉で理解してきたのではなく、進めていく中で身につけてきたように思う。それが運よく一生を通じて変わらないものである場合もあるかもしれないが、私の場合は、何度も振り返って、それが何であるかを考え直すことになるような気がしてきている。　西村さんとの共同研究を含め、いくつかの共同研究を進める中で気づきはじめたことがある。私は、決して共同研究者と同じ考え方にはならない。けれど、共同研究者との違いに気づくとき、私が関わっている問題のおもしろさに気づくことにつな際に与えられた大きな刺激は、共同研究者である西村さんの言葉である。私が発した素朴な質問に、丁寧に回答してもらった言葉であり、大きく異なる視点をもちながら私が見ている対象を見つめ、それをまとめた原稿の中の言葉であった。それらがなければ、私は考えることをやめてしまったかもしれない、と、これまでの進め方を振り返って思う。　私自身の中で、何かを信じなければ、これまで研究を進めてくることはできなかった。そして、その中身が何であったかを言葉で理解してきたのではなく、進めていく中で身につけてきたように思う。それが運よく一生を通じて変わらないものである場合もあるかもしれないが、私の場合は、何度も振り返って、それが何であるかを考え直すことになるような気がしてきている。　西村さんとの共同研究を含め、いくつかの共同研究を進める中で気づきはじめたことがある。私は、決して共同研究者と同じ考え方にはならない。けれど、共同研究者との違いに気づくとき、私が関わっている問題のおもしろさに気づくことにつな
がる。共同研究者とのディスカッションは、相手と私の違いを確認する場であり、私自身の立ち位置を問い直す場である。そこで得た視点は、その研究に活かされるだけではなく、私が進めている他の研究にも影響している、と感じ始めている。　このようなことを強く感じ始めたのは、私が iFace を用いた共同研究に本気で取り組みはじめてからだと思う。スイッチがどこではいったのかは思い出せないし、少しずつ感じたから巻き込まれていったのか、どちらが先かは私自身もわからない。ただ、本気で取り組まなければ見えてこなかっただろうと思うことは、たくさんある。このような機会に運よくめぐり合えてよかった、と思う。　「『対話』とは、対立する話である」ということを伺う機会を得た1）が、同じを感じるのではなく、違いを確認し、同じものを見ていてもこんなにも異なるのか、ということ、そして、それでもそこにはどこか相通じるものがあるのかもしれないという予感、を感じる場。それから、そのような場に出会える偶然と、居続けることのできる必然。
さらに、それでも前に進もうとする力。それが、私にとっての「学際研究」のような気がし、「学際研究」に関わるために必要なものであるように思う。」　　（西村の立場から）　「CSCDに着任してから、多分野の研究者や実践家と議論したり、協働してプログラムを作ったり研究をしたりする機会が多くなった。とりわけ、本プロジェクトの共同研究者である伊藤さんとの取り組み（伊藤さんの研究室で開発された iFace というシステムを使う場面の相互行為分析）は、工学の前提や目的を知ると同時に、看護学を専門としつつ哲学を志向する私自身の前提と目的、それを自覚的に言葉にしていく機会になったように思う。前提が異なっているため、何らかの違いを感じるたびに、互いの前提から説明をしなければならなかったためだ。　私自身は医療現場、とりわけ看護実践の成り立ちを、現象学という現代思想を手がかりにして分析することを主な仕事にしてきたが、専門領域とは異なる事象を分析したことは初めてだった。具体的には、iFace 利用時の相互行為の部分的な分析
は可能であったが、全体の流れを見通すことのできる分析の視点がなかなか浮かんでこずに、何をポイントにして事象と関与すればいいのかに戸惑った。が、何度も伊藤さんと一緒に議論をしていくうちに、このシステムを作った彼らにとっての問題が見えてきた瞬間があった。そもそも、相互行為分析はその場に参加している人々にとっての問題、あるいはその人々があまり自覚せずに成し遂げている方法を探求する（西阪［1997］）。伊藤さんの話から iFace 開発者にとっての問題が見えてきたときに、私において分析の視点が開かれたのだ。具体的には、彼らは作ったモノを評価するという思考とその方法を課題としていることを知り、その課題を引き受けることができた。　またこの経験を通して、改めて次のことも実感した。事象の方が分析の視点を示してくれること、その示された分析の視点が方法を示していること、つまり、事象への関与も分析の視点の発見を促しており、それは自分自身の身体性と不可分であること。それは私の身体性というよりも、私自身が参加
していた事象に編み込まれた身体性、つまり分析しようとしていた事象に私自身も参加しつつ組み込まれている、それを手がかりにして分析していたことに改めて気づかされたのである。　こうした経験と気づきを通して、分野の垣根を越えた「学際研究」は、多分野の知識を得たり、専門性を越えた関心を持ったりすることに留まらず、研究に取り組む者自身が自らの前提や思考の枠組みを大きく揺さぶられ、それを変化させていく経験であると考えるようになった。つまり、「学際研究」に取り組んではじめて経験できることが異分野の知をつなぐ「土壌」2）を作ることになっているのであり、またこの土壌の生成は、異分野の知を受け入れつつ自らを改変させていく素地となっているのだ。他分野を見知らぬ「他」として排除せず、「他」を知るために自分自身も変わり、「他」を知りまた変わる。そのとき「他」は、既に「他」ではなくなっている。　心臓移植を受けた哲学者、ジャン =リュック・ナンシー［2000］は、他者の心臓を自身の身体に受け入れるために自身のア
イデンティティを、つまり免疫機能を低下させたことを、「それは患者を自分自身のよそ者にする」と記述する。「私が自分にとってよそ者になる」のである。心臓移植を要する場合、自らを排除してでもよそ者を受け入れなければ、生きることができない。しかしそれは、臓器移植のみに起こることではなく、「他」を受け入れること、そのことに直面する別の事態においても引き起こされる。その、壮絶な変化がよそ者を受け入れることなのだ。だが、今まさに、研究や教育においてもそれが必要とされている。　このように考えると、大学院の教養教育――CSCDの高度副プログラム、他大学の大学院共通授業科目、共通教育科目などでの学習は、主専攻に対する副専攻という制度上の意味合いに収まりきらない位置づけにあると言えるだろう。主専攻の横に併記される副専攻ではなく、既に自分の主専攻（アイデンティティ）をもっている大学院生にとって、他分野の前提や目的に触れることは、同時に自らの主専攻の枠組みを問われ、それを大きく揺さぶられる経験になる。
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プ」に参加してもらったり、「え？何？演劇？」と訝りながら、対面発表で対面して下さった皆様から、いろいろと貴重なインスパイアをいただいた。基の原稿「防犯教育におけるインタフェースとしての演劇ワークショップ」をベースに、そんなインスパイアを混ぜ込みながら、越境的なレポートになれば、と願う。「越境」には、目的のはっきりしたものと、そうでないものがあると考える。前者は、例えば「子どものコミュニケーション能力の向上のために、教育と芸術の垣根を超えて、演劇ワークショップをやりましょう。」などとクリアに言えるものである。後者は、「武術と書道を組み合わせてみようと思うが、何のためと言われても困るし、そもそも面白いのかどうかも全く定かではない。」というような種類のものである。この原稿は、後者に当たる。芸術のジャンルでは、そういった「とにかく越境してみる」行為の中から、膨大な無駄とごく僅かな価値ある先進的芸術が生まれているが、この手法をアカデミックな場にも持ち込んで、無責任のそしりは敢えて覚悟し、
特に見通しの無い越境を企ててみた。　なお、ヒューマンインタフェース学会については、http://www.his.gr.jp/ を参照のこと。　また、ヒューマンインタフェースシンポジウム2010については、http://www.his.gr.jp/his2010/ を参照のこと。　ちなみに、http://www.his.gr.jp/his2010/#workshopに、我々が参加し発表したという動かぬ証拠がある。　さらに、明朝体フォントの部分が元の原稿で、ゴシック体の斜体の部分が、加筆部分である。明朝体フォントの部分だけ読むと、元の原稿が判読できるという仕組みになっている。全体的には極めて読みにくいと自分でも思うが、いわば「越境に伴うストレス」である。　あと、子ども向けの教育的な演劇ワークショップについては、蓮行がディレクションした「演劇で学ぼう」というインターネット教材がある。これも何かの参考になると思う。http://www.fringe-tp.net/kankyogeki/all/　1. はじめに　学校教育や企業研修の場で、「演劇ワークショップ」の取り組みが注目され始めている。本発表では、「子
どもの防犯教育」における演劇ワークショップの開発方法やその効果のポイント、情報技術を活用した展開方法、そして、それらの学術的な評価方法に関する、最新の知見について、紹介する。　2. 背景　2. 1 社会的背景　小中学校現場で、「防犯」は火急の問題である。しかし、特に公立の学校では、近年話題になっている「給食費未納問題」や「モンスターペアレンツ問題」に象徴されるように学級運営さえ厳しいという現実があり、防犯について十分な対策を講じる余力が現場にはない。また、子供たちを従来守ってきたと言われる地域コミュニティの防犯機能（世代間教育、地域内がほぼ顔見知りで侵入者の発見が容易、等）の衰弱等も子どもが犯罪に巻き込まれるリスクが上がっている大きな原因とされている。　さらには、いわゆる出会い系サイト、ネット詐欺等、新しいリスクも極めて大きくなっている。　教育の力によって、「子供が犯罪に巻き込まれるリスク」を下げようとした場合、やはり現実的には小学校や幼稚園、保育園、学童保育等、子供が集まって勉強
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や共同生活をする場で使える、有効な方法論が望まれる。　学校現場の現実を考えれば、導入の為に学校や自治体に大きな初期投資的な負荷（制度変更や財政的負担）を強いず、比較的安価で継続でき、現場の教職員に大きな負荷をかけない（むしろ軽減する）ような方法論が必要である。私たちが取り組む演劇ワークショップの方法論は、上記の要求に対して高い水準で応えるものである。　2. 2 演劇ワークショップの概要　教育現場に於いて「ワークショップ」という言葉は、「参加型・体験型・双方向型学習」などと訳されることが多い。「演劇ワークショップ」とは、「演劇」の持つ教育力としての特性（表現力、異文化理解力、コミュニケーション力、グループワーク力等）を活用し、頭で理解するだけではなく、身体感覚や感動を伴うグループでの学びの共有を図る方法論である。　演劇に関する知見と技能を持ち、学校現場で演劇の指導とワークショップのファシリテーションを実施できる技能者を、特に「コミュニケーションティーチャー（以下：CT）と呼んでいる。
　CTは、特に演劇の技法を教える訳ではない。様々なテーマ、社会的問題を題材に（本件で言えば、「防犯」がテーマである）、子ども達と一緒に劇を「創作」するのである。CTという「外部の特殊な大人」と共に、「劇作り」を通すことでいかなる学びがあるのかは、以降で詳述していく。　翻って、今回の学会発表は、「ヒューマンインタフェースを研究する人たち」というかなり「偏った（ちょっとご本人達には失礼かもしれないが、間違っても社会における多数派ではない）大人」達と、「ヒューマンインタフェース研究の専門ではない、やっぱり偏った（演劇をやっている）大人」の異文化交流のような一面があった。「理系」とか「ヒューマンインタフェース研究者」というくくり方は無論、乱暴であるのだが、非常に異なった属性を持つ者（この場合、演劇の専門家）との境界では、そういう「十把一絡げ」は否応なく際立つことになる。が、越境コミュニケーションを図ろうとする場合は、「十把一絡げ」であることと、「一絡げの中にも当然様々な個性が存在すること」　CTは、特に演劇の技法を教える訳ではない。様々なテーマ、社会的問題を題材に（本件で言えば、「防犯」がテーマである）、子ども達と一緒に劇を「創作」するのである。CTという「外部の特殊な大人」と共に、「劇作り」を通すことでいかなる学びがあるのかは、以降で詳述していく。　翻って、今回の学会発表は、「ヒューマンインタフェースを研究する人たち」というかなり「偏った（ちょっとご本人達には失礼かもしれないが、間違っても社会における多数派ではない）大人」達と、「ヒューマンインタフェース研究の専門ではない、やっぱり偏った（演劇をやっている）大人」の異文化交流のような一面があった。「理系」とか「ヒューマンインタフェース研究者」というくくり方は無論、乱暴であるのだが、非常に異なった属性を持つ者（この場合、演劇の専門家）との境界では、そういう「十把一絡げ」は否応なく際立つことになる。が、越境コミュニケーションを図ろうとする場合は、「十把一絡げ」であることと、「一絡げの中にも当然様々な個性が存在すること」
を同時に認めなければならない。お互いが「インタフェースの人」「演劇の人」と距離を取る限りは何の価値ある交流も生まれないし、互いの個性を認め合うような時間も心の余裕も無いからである。属性が違いするぎる者同士を、限られた時間や様々な制約の中で、それでも具体的に有益な何らかの産物を生み出すような交流を成功させるツールとして、「演劇」は有効なのではないのか、というのが私達演劇人の持つ仮説である。　2. 3 演劇ワークショップに対する一般的誤解　「防犯教育のための演劇ワークショップ」と言うと、多くの場合、以下のように捉えられる。　「防犯に関する『正しい知識』へアクセスするためのインタフェースとして、「演劇」や「演劇ワークショップ」という楽しい手法を使えば、子どもの動機付けや理解の助けになるはずだ。」　しかし、これは全くの誤解である。私たちが提唱する演劇ワークショップの手法は、「正しい防犯知識へのアクセス」の為のインタフェースでは無い。　私たちは当然、知識の大切さは否定しない。例えば、「出かけると
きは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッきは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッきは玄関に鍵をかける。」という知識だけでも、犯罪のリスクは相当低減できる。しかし、救命訓練や避難訓練が行われている様に、知識だけでは有事の際に、適切な行動が取れない事は自明である。ましてや、悪意の犯罪者は、一般に流布する「知識」の裏をかこうとさえしており、こと防犯というジャンルにおいては、「知識」の過信・偏重はかえってマイナスである。　防犯教育においては、正しい知識（すくなくともその時点での）と体験（疑似体験）を適切にリンクさせて、適切な行動が出来た（あるいは出来なかった）という体感を得る事で、有事の際に適切に行動する力（以下、実際力と呼ぶ）を身に付けさせることが重要である。私たちが提唱する「防犯教育のための演劇ワークショップ」は、そんな「実際力のある子どもを育てる」という要求に応えようと、開発しているものである。　犯罪に於ける理論としてよく知られるものに、「ルーティン・アクティビティ理論」という理論があり、これは、「犯罪は、犯意ある行為者（潜在的加害者）・ふさわしいターゲッ
ト（潜在的被害者）・抑止力のある監視者の不在」という3条件が揃ったとき、犯罪が起こる、とされている。私たちは「犯罪のターゲットとしての子ども」の、「実際力」の向上が、「犯罪の発生を抑止する」と考えている。　2.4 この論説の意義　この論説では、2.3 に上げたような「防犯知識へのアクセス型インタフェース」という誤解を解き、「知識、疑似体験、コミュニティーづくり、犯罪者を生み出さない社会包摂」等を含めた「防犯コンポーネント」へアクセスするインタフェースとしての「演劇ワークショップ」の説明と紹介を試みることを目的とする。　ちなみに、今回の学会では、上記のような「誤解」は、少なくとも顕在化はしてこなかった。対話した皆さんは、「誤解」するほどの「理解」が無いというか、「とにかくもう、演劇だなんて何が何だかさっぱりわからない」という感じであった。「誤解」が存在しない状態での説明というのは、「誤解を解く」というプロセスが不要な分、話は早いが、「結局、お互いの興味や利害が全く噛み合ない」という事も往々
にして起こる。今回、短時間で「興味」を喚起することの成功率は必ずしも高くは無かったが、「ヒューマンインタフェース工学に、演劇はすごく役に立ちそう」という一方的な興味は持つことができた。　3. 目的・意義・効果　3. 1 目的　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果を活かし、防犯に関する「知識」「身体感覚」「（疑似）体験」が個人の中で有機的にリンクした、高い実際力を持った子どもを育てることが、「防犯教育のための演劇ワークショップ」の第一義的な目的である。　このワークショップ手法を実践することで、周辺の大人への教育効果や、コミュニティ形成効果をもたらすことが、二義的な目的である。　演劇ワークショップの持つ様々な教育効果、については、次節にて詳説する。　3. 2 プログラムの概要　本プログラムでは、小学校の授業のコマに、CTとしてプロの演劇人（俳優、演出家など）が入り、子どもたちと一緒に台本から作り上げ、最終日に演劇の発表会として、他学年の子どもたちや保護者、地域住民に鑑賞してもらう。　3. 3 養われ
る力、効果とその意義　3. 3. 1 知識と当事者意識　面白い演劇作品を作るには、リアリティが必要である。子ども達は「自分達が台本を作る」というクリエイティブな作業にワクワクしながら、「良い台本を作るために、正しい知識を！」と、高いモチベーションで、知識（本件では防犯の知識）を習得する。得た知識は、台本という形にアウトプットされ、さらにそれを練習でインプットされ、という複雑な過程を通して、活きた知識として頭と心身に定着する。　また、練習の過程では、大人であるCTに掴まれた腕を、子どもは「力では振りほどくことができない」と体験する（低学年の男子は、反撃を本気で考えている子も多い）。そういう「体感」を得ることで、「危険を感じたら、反撃するのではなく、逃げる」という知識が、実行に移せるようになる。　このような一連のプロセスを通じて、「犯罪が自分の身に起きてもおかしくない」という当事者意識と、「自分の行動が他者に影響する」と想像するきっかけを作る。　　これを、ヒューマンインタフェース工学に引き

ではなく、チーム全体が協力しあわなければ成立しないものである。社会におこるあらゆる問題もまた、一人一人の協力なしには解決できないものばかりである。子ども達は上演を通じて、まず目の前にいるお友達のことを思いやりながら、他者と恊働して問題を解決して行こうとする意識を、身に付けるきっかけをもつことができる。　また、舞台上で、自分に与えられた役割を最後までやり遂げるというのは、非常に高い負荷だが、それをやり遂げなければならないという責任感を学ぶ場でもあり、その達成感が、防犯意識の向上に不可欠と言われる「自尊感情」の醸成に大きく資する。　本番では、スポットライトと観客の拍手によってこれまでの苦労が報われ、自分たちの作業を極めて肯定的に総括することができる。　台本作り、練習、本番を通じて、「他者の尊重」「他者とのチームワーク」「自尊感情」という、子どもの防犯教育に必要不可欠な要素を、学ぶことができるのである。　3. 3. 4 大人の気付きの促進　また本プログラムでは、練習のプロセスや、発表を見る
ことにより、大人の気付きを促すことができる。　台本作りは、子どもが陥りやすい誤った情報（反撃を試みる等）を、どの程度の子どもが持っているのか、あるいは知識そのものが無かったり、意識が低かったりするのか、ということを教員や保護者がリアルタイムで知る貴重な機会である。　また、練習では、例えば集団で遊んでいたはずの子どもが、どういう要因でいつのまにか孤立し（孤立させられ）、連れ去りのリスクにつながるか、等のシチュエーションが、具体的に現出する。　本番では、それら浮上してきた要素を上演に盛り込み、観客となる大人達に対して、従来の教材よりも強いメッセージを、子ども達の身体表現を通じて、発することができる。　3. 3. 5 地域防犯コミュニティづくりの起点　イベントとして発表を見せることで、地域に共通意識を作る手がかりを提示し、地域防犯コミュニティづくりにつながる。大阪府枚方市では、防災減災イベントに演劇ワークショップと発表会を行い、地域の避難訓練のキラーコンテンツとして、地域防災コミュニティ
ではなく、チーム全体が協力しあわなければ成立しないものである。社会におこるあらゆる問題もまた、一人一人の協力なしには解決できないものばかりである。子ども達は上演を通じて、まず目の前にいるお友達のことを思いやりながら、他者と恊働して問題を解決して行こうとする意識を、身に付けるきっかけをもつことができる。　また、舞台上で、自分に与えられた役割を最後までやり遂げるというのは、非常に高い負荷だが、それをやり遂げなければならないという責任感を学ぶ場でもあり、その達成感が、防犯意識の向上に不可欠と言われる「自尊感情」の醸成に大きく資する。　本番では、スポットライトと観客の拍手によってこれまでの苦労が報われ、自分たちの作業を極めて肯定的に総括することができる。　台本作り、練習、本番を通じて、「他者の尊重」「他者とのチームワーク」「自尊感情」という、子どもの防犯教育に必要不可欠な要素を、学ぶことができるのである。　3. 3. 4 大人の気付きの促進　また本プログラムでは、練習のプロセスや、発表を見る
ことにより、大人の気付きを促すことができる。　台本作りは、子どもが陥りやすい誤った情報（反撃を試みる等）を、どの程度の子どもが持っているのか、あるいは知識そのものが無かったり、意識が低かったりするのか、ということを教員や保護者がリアルタイムで知る貴重な機会である。　また、練習では、例えば集団で遊んでいたはずの子どもが、どういう要因でいつのまにか孤立し（孤立させられ）、連れ去りのリスクにつながるか、等のシチュエーションが、具体的に現出する。　本番では、それら浮上してきた要素を上演に盛り込み、観客となる大人達に対して、従来の教材よりも強いメッセージを、子ども達の身体表現を通じて、発することができる。　3. 3. 5 地域防犯コミュニティづくりの起点　イベントとして発表を見せることで、地域に共通意識を作る手がかりを提示し、地域防犯コミュニティづくりにつながる。大阪府枚方市では、防災減災イベントに演劇ワークショップと発表会を行い、地域の避難訓練のキラーコンテンツとして、地域防災コミュニティ
つくりに寄与している。この事例は、防犯に応用可能だと考えられる。　4. WS の方法紹介　4. 1 プログラムの内容　4. 1. 1 オープニングシーンの観劇　ワークショップに入る前に、CT（俳優）がイントロダクション部分を上演。　プロの俳優による迫力あるお芝居を目の前で見ることにより、CTへの求心力と、子ども参加意欲、学びの意欲、発表会へのモチベーションを喚起する。　4. 1. 2 コミュニケーションゲーム　具体的な演劇防犯ワークショップに入る前の、参加者同士のアイスブレイクを行う。　CTと子どもとのコミュニケーション環境を整えることを目的とし、共同作業でお芝居を創り上げることを意識できるようになる。　　今回は、ワークショップの時間にはこのコミュニケーションゲームをやった。今回は参加者が理系の研究者であることと、会場が学会全体の受付の真ん前で、いろいろな人が遠巻きにチラチラ見れる環境であったため、言いようのない緩く恥ずかしい時空であった。盛り上がらなかったのかというとそうでもなく、しかし周囲の遠巻きのつくりに寄与している。この事例は、防犯に応用可能だと考えられる。　4. WS の方法紹介　4. 1 プログラムの内容　4. 1. 1 オープニングシーンの観劇　ワークショップに入る前に、CT（俳優）がイントロダクション部分を上演。　プロの俳優による迫力あるお芝居を目の前で見ることにより、CTへの求心力と、子ども参加意欲、学びの意欲、発表会へのモチベーションを喚起する。　4. 1. 2 コミュニケーションゲーム　具体的な演劇防犯ワークショップに入る前の、参加者同士のアイスブレイクを行う。　CTと子どもとのコミュニケーション環境を整えることを目的とし、共同作業でお芝居を創り上げることを意識できるようになる。　　今回は、ワークショップの時間にはこのコミュニケーションゲームをやった。今回は参加者が理系の研究者であることと、会場が学会全体の受付の真ん前で、いろいろな人が遠巻きにチラチラ見れる環境であったため、言いようのない緩く恥ずかしい時空であった。盛り上がらなかったのかというとそうでもなく、しかし周囲の遠巻きの
皆さんが「うわあ楽しそう、私も入りたい」と思っているとは到底思えない雰囲気であった。ゲームの内容については、ここでルールなどを示しても絶対に想像がつかないので、割愛。ゲームの後は、次の項で触れる「ディスカッション」必須のワークショップを実施した。　4. 1. 3 ディスカッション　台本づくりを目的として、「防犯」をテーマにディスカッション（意見交換）を行う。生徒たちの発言や体験を台本に取り入れることにより、台本づくりに主体的に参加することが可能となる。このようなプロセスを通すことで、子どもたちの普段の生活に近い、リアルな上演台本を作ることができる。チームのオリジナル性を高め、練習への興味を喚起することが可能となる。　　今回は「黄道12星座選手権」という、蓮行の定番の「簡易演劇ワークショップ」をやった。これはゼウス（今回は受付に居た快活そうなお兄さんにお願いした）に向けて、黄道12星座がそれぞれ自分の高貴さをアピールして、もっとも高貴な星座を選んでもらう、という文章の説明では絶対にわ皆さんが「うわあ楽しそう、私も入りたい」と思っているとは到底思えない雰囲気であった。ゲームの内容については、ここでルールなどを示しても絶対に想像がつかないので、割愛。ゲームの後は、次の項で触れる「ディスカッション」必須のワークショップを実施した。　4. 1. 3 ディスカッション　台本づくりを目的として、「防犯」をテーマにディスカッション（意見交換）を行う。生徒たちの発言や体験を台本に取り入れることにより、台本づくりに主体的に参加することが可能となる。このようなプロセスを通すことで、子どもたちの普段の生活に近い、リアルな上演台本を作ることができる。チームのオリジナル性を高め、練習への興味を喚起することが可能となる。　　今回は「黄道12星座選手権」という、蓮行の定番の「簡易演劇ワークショップ」をやった。これはゼウス（今回は受付に居た快活そうなお兄さんにお願いした）に向けて、黄道12星座がそれぞれ自分の高貴さをアピールして、もっとも高貴な星座を選んでもらう、という文章の説明では絶対にわ
からないような内容である。どこかで何らかの形で体験していただくほかはない。定番の簡易演劇ワークショップには、他に「スマップ選手権」や「泡沫裁判所」などがあるが、いずれも文章で説明しても伝わりそうもないので、割愛する。　4. 1. 4 演技指導　子どもたちの個性を重視した配役を決め、実際の犯罪につながりそうな場面をシミュレーションしながら、演技指導を行う。　また演技指導の中で、セリフや動き等、児童が考えたものを取り入れる事により、主体的な創作活動の場を提供する。　これらのプロセスそのものが、子ども達が犯罪者と実際的コンタクトをする疑似体験となりうる。　4. 1. 5 繰り返しの練習　繰り返しの練習を行うことにより、「上達」する喜びを感じることが出来、　本番へのモチベーション高揚につながる。　また、途中経過の発表（リハーサルでの見せ合いっこ）よって、本番までの課題を感じてもらう。　4. 1. 6 本番　子ども達にとっては、これまでの学びの総仕上げのアウトプットとして、そして最も楽しい目標として、本番が上
演される。　必要に応じて、大人向けのシンポジウム等を併催し、学術情報の共有や、プログラムの質の向上のためのディスカッション、質疑応答等を行う。　4. 2 立命館小学校の場合　以下、2009年度の立命館小学校での社会実験の事例を基に、3章で紹介した目的、意義、効果との関連性を示しながら、実際の流れを紹介する。　・立命館小学校　日程：2月 9日　2月 16日　2月 23日　3月 2日　3月 9日　それぞれ基本2校時連続90分ずつ　場所：立命館小学校（京都市北区小山西上総町22番地）　対象：小学1年生（130名）　内容：2月 9日（火）1・2校時　児童とCTのコミュニケーション環境の土台を築く。児童へ「最終日に発表会を行う」という動機付けを行うため、上演する劇のオープニング部分をCTのみで上演、「続きを一緒につくろう」と提案する。クラスに分かれて、自己紹介・コミュニケーションゲーム・発声練習を行う。　2月 16日（火）1・2校時　ディスカッションを行いながら、台本づくり。台本の手直しをしながら、練習　防犯演される。　必要に応じて、大人向けのシンポジウム等を併催し、学術情報の共有や、プログラムの質の向上のためのディスカッション、質疑応答等を行う。　4. 2 立命館小学校の場合　以下、2009年度の立命館小学校での社会実験の事例を基に、3章で紹介した目的、意義、効果との関連性を示しながら、実際の流れを紹介する。　・立命館小学校　日程：2月 9日　2月 16日　2月 23日　3月 2日　3月 9日　それぞれ基本2校時連続90分ずつ　場所：立命館小学校（京都市北区小山西上総町22番地）　対象：小学1年生（130名）　内容：2月 9日（火）1・2校時　児童とCTのコミュニケーション環境の土台を築く。児童へ「最終日に発表会を行う」という動機付けを行うため、上演する劇のオープニング部分をCTのみで上演、「続きを一緒につくろう」と提案する。クラスに分かれて、自己紹介・コミュニケーションゲーム・発声練習を行う。　2月 16日（火）1・2校時　ディスカッションを行いながら、台本づくり。台本の手直しをしながら、練習　防犯
ブザーの使い方を練習。　2月 23日（火）1・2・3・4校時　完成した台本をもとに練習。台本配布。　3月 2日（火）1・2校時　リハーサル上演会を実施。　他クラスの発表を観る事により、発表会への意欲を子供達にあたえる。　3月 9日（火）1・2校時　保護者向け鑑賞会「いかのおすし」登校編＆下校編上演。保護者約200名が観劇。終演後シンポジウムを実施。演劇ワークショップの5日間の流れと、効果についてディスカッションが行われた。　終了後、ワークショップ参加者の保護者，教員を対象にアンケート調査を実施した。　（パネリスト：蓮行（大阪大学）／武田信彦（うさぎママの安全教室）／吉川裕子（立命館小学校教諭）　4. 3 その他の取組例（保谷小学校の事例）　保谷小学校では、100名の子ども達に対し、2時間で有益な防犯ワークショップを、というリクエストを受けた。「演劇ワークショップを重ねて、発表会を行う」という形式は採らず、CTが主導で、演劇的要素やコミュニケーションゲーム的要素を、エッセンスとして子どもに体感しブザーの使い方を練習。　2月 23日（火）1・2・3・4校時　完成した台本をもとに練習。台本配布。　3月 2日（火）1・2校時　リハーサル上演会を実施。　他クラスの発表を観る事により、発表会への意欲を子供達にあたえる。　3月 9日（火）1・2校時　保護者向け鑑賞会「いかのおすし」登校編＆下校編上演。保護者約200名が観劇。終演後シンポジウムを実施。演劇ワークショップの5日間の流れと、効果についてディスカッションが行われた。　終了後、ワークショップ参加者の保護者，教員を対象にアンケート調査を実施した。　（パネリスト：蓮行（大阪大学）／武田信彦（うさぎママの安全教室）／吉川裕子（立命館小学校教諭）　4. 3 その他の取組例（保谷小学校の事例）　保谷小学校では、100名の子ども達に対し、2時間で有益な防犯ワークショップを、というリクエストを受けた。「演劇ワークショップを重ねて、発表会を行う」という形式は採らず、CTが主導で、演劇的要素やコミュニケーションゲーム的要素を、エッセンスとして子どもに体感し
てもらう、というコンテンツを開発・実施した。　『PTA親子防犯教室－あんぜんパワーアップセミナー』　日程：2010年 2月 13日 10:00 ～ 12:00　場所：西東京市立保谷小学校（東京都西東京市保谷町1-3-35）　内容：西東京市立保谷小学校PTAが主催するPTA親子防犯教室「あんぜんパワーアップセミナー」にてWSを実施した。　「防犯」を言葉だけではなく、『よくきく』『よくみる』『にげる』『つたえる』ことを、実際に子供たちが体験して表現することで学ぶワークショップを実施した。　5. 評価・結果・課題　5. 1 評価方法　子どもへのアンケート調査（選択式、記述式）、教員へのアンケート調査、発表会を見た保護者や一般の方へのアンケート調査などを、評価方法として想定している。　5. 2 現状での評価方法　現在は、子ども自身へのアンケート調査を行っている。　5. 3 実施概要　今回の評価・結果・課題に関して、 2007年大阪市立十三小学校にて行ったアンケートを題材とする。実施概要は以下のとおりである。　授業実践日時：2007年 10月 19てもらう、というコンテンツを開発・実施した。　『PTA親子防犯教室－あんぜんパワーアップセミナー』　日程：2010年 2月 13日 10:00 ～ 12:00　場所：西東京市立保谷小学校（東京都西東京市保谷町1-3-35）　内容：西東京市立保谷小学校PTAが主催するPTA親子防犯教室「あんぜんパワーアップセミナー」にてWSを実施した。　「防犯」を言葉だけではなく、『よくきく』『よくみる』『にげる』『つたえる』ことを、実際に子供たちが体験して表現することで学ぶワークショップを実施した。　5. 評価・結果・課題　5. 1 評価方法　子どもへのアンケート調査（選択式、記述式）、教員へのアンケート調査、発表会を見た保護者や一般の方へのアンケート調査などを、評価方法として想定している。　5. 2 現状での評価方法　現在は、子ども自身へのアンケート調査を行っている。　5. 3 実施概要　今回の評価・結果・課題に関して、 2007年大阪市立十三小学校にて行ったアンケートを題材とする。実施概要は以下のとおりである。　授業実践日時：2007年 10月 19
日／ 10月 23日／ 10月 26日／ 11月 26日／ 11月 30日　（演劇指導4日、発表1日）　場所：大阪市立十三小学校　対象：小学5年生（35名）　プログラム内容　1）劇団員（CT）のあいさつ　イントロ　－各メンバーの自己紹介と授業の流れを説明。　－アイスブレーク　・ストップ＆ウォーク　部屋内を自由に動き回り、合図とともにその状態で静止する。または、近くにいる人と小さな円を作る。　2）演劇の作成　－発声練習　－チーム名作り　－台本作り　・生徒たちが普段から気にしていることや危険を感じること、防犯のためにしていることなどを自由に意見して場面を作っていく。　3）本番に向けた稽古　－チームごとに台本作りであげた場面をせりふをつけて演じてみる（その際にも細かい言い回しなどを修正して台本を完成させる）。　－台本に沿って練習、リハーサルをおこなう。　4）本番の発表と振り返り　－CTから一言。それを受けて生徒からも一言ずつ述べる。　掲げる目標　1）実施主体のめざす教育効果　①演劇の楽しさを知る　②防犯
に対する意識を育む　③自信を育む　④チームワークを育む　⑤表現力を育む　2）学校側のニーズ　⑥表現力・プレゼンテーション力（相手にものごとを伝える力）を育む　5. 4 結果　アンケート結果は、以下のようなものである。　（2007年大阪市立十三小学校　対象：小学5年生　35名）　「防犯劇はおもしろかったですか？」という問いに　　　対する理由（抜粋）　・みんなが、笑ってくれたから。（喜んでくれたから）　・劇団の人が、楽しくしてくれたり、おもしろく、劇の練習ができた　・笑えるところがあった。おもしろい部分もあったから。　・みんなでとっても練習して、最後には、大成功だったから。　・とても迫力があったから　・全部、いろいろ工夫していたから。　・皆で、やって、協力ができたし劇団衛星さんが楽しく教えてくれたからです。　・自分もこうやって身を守らないといけないなぁ、と思ったから。　・やるのがおもしろかった　・いつもより本格的にやっていたから　・パクが、連れ去られるときに、本当のようにしていたから。　・
自分たちで防犯の大切さを低学年たちに教えられて笑える所もあったから　・劇の練習が、とてもおもしろくしてくれたから。セリフや動きを考えてくれたのをしてとても楽しかった。　『（質問1-1）「防犯劇」はおもしろかったですか？』については回答者全員がおもしろかったという前向きな回答を寄せている。　『（質問1-3）防犯劇のようなプログラムがあったら参加したいと思いますか？』については、わからない（4％）、無回答（19％）、あまり参加したくない（4％）を除く73％が参加意向を示しており、「目標①：演劇の楽しさを知る」は達成できたと考えられる。　「防犯に対しての行動」（抜粋）　・防犯ブザーを持っている。　・戸締りをしたりすること　・カギを開けるとき、人がいないかチェックする　・変な人を見たり危ないと思ったらすぐ逃げる　・家に入る時右左を見る。　・あやしげな人が後ろからきていないか？　・常に、登校、下校する時は周りを気にするようにしています。　・今まで、あんまり考えることがなかったけど、劇もしたし、ちょっ
とだけ、練習になったと思う。　・いやな気配がしたら、すぐに、その場に離れる。　・甘い話に乗らないで、人通りの多い道を通る。　・頭の後ろに目をつける。暗いところは通らないようにする。人目のあるところを通る。　・変な人に追いかけられたりすると大声を出す　・いかのおすしを意識するようになった。　『（質問2-1）防犯について以前よりも考えるようになりましたか？』についてはわからない（4％）変わらない（4%）を除く92％の児童が防犯への意識が高まったと考えられる。これより、「目標②：防犯に対する意識を育む」は達成できたといえる。　『（質問2-2）防犯について何か行動するようになりましたか？』については、これからしていく予定（19％）そして、変わらない（19％）と答えた児童に対し、今後どのように行動に結び付けられるかが課題である。　『（質問3-1）以前より大きな声で話せるようになりましたか？』については回答者全員が「そう思う」という前向きな回答を寄せている。「目標⑤・⑥：表現力・プレゼンテーション力（相とだけ、練習になったと思う。　・いやな気配がしたら、すぐに、その場に離れる。　・甘い話に乗らないで、人通りの多い道を通る。　・頭の後ろに目をつける。暗いところは通らないようにする。人目のあるところを通る。　・変な人に追いかけられたりすると大声を出す　・いかのおすしを意識するようになった。　『（質問2-1）防犯について以前よりも考えるようになりましたか？』についてはわからない（4％）変わらない（4%）を除く92％の児童が防犯への意識が高まったと考えられる。これより、「目標②：防犯に対する意識を育む」は達成できたといえる。　『（質問2-2）防犯について何か行動するようになりましたか？』については、これからしていく予定（19％）そして、変わらない（19％）と答えた児童に対し、今後どのように行動に結び付けられるかが課題である。　『（質問3-1）以前より大きな声で話せるようになりましたか？』については回答者全員が「そう思う」という前向きな回答を寄せている。「目標⑤・⑥：表現力・プレゼンテーション力（相
手にものごとを伝える力）を育む」については達成できていると考えられる。　『（質問3-2）以前と比べて「自信」がついたと思いますか？』については、そう思わない（4％）を除く96％の児童が、自信がついたと考えるようになった傾向が見られる。これにより、「目標③：自信を育む」をほぼ達成しているといえるが、そう思わない（4％）と答えた児童に対し、自信を育むための更なる工夫について検討の余地がある。　『（質問4-1）仲間（グループメンバー）の良いところや得意なことが、よくわかるようになりましたか？』および『（質問4-2）仲間（グループメンバー）と、よく協力することができるようになりましたか？』についてはグループで一つのものを作り上げる取組みを行ったが、前者の質問に対し変わらない（4％）、わからない（8％）、無回答（4％）後者の質問に対し、わからない（4％）という結果であった。「目標④：チームワーク力を育む」という教育効果をめざし、グループメンバーの良いところ・得意なことを互いに学び合うような取組みや、グ
ループワークの練習を取り入れるなど、更なる工夫について検討の余地がある。　5. 4 評価に関する課題　本件の評価に関する課題は、「演劇ワークショップが子どもの防犯教育に資する」という「科学的根拠」を明らかにする事が難しい、ということである。演劇ワークショップを行う前と後を比較して、担任の先生に感想を聞くと、感覚的には「明らかな効果がある」という回答を得ることができる。しかし、それを科学的、客観的に提示することは、非常に難しい。　犯罪そのものの件数の絶対数は当然少ないものなので、犯罪の件数が減った、という数字で、効果を計ることは適切ではない。　また、子どもの犯罪に対する耐性である「実際力」を計ることも、同様に困難を伴う。何をもって「未知なる人との適切なコミュニケーション／ネゴシエーション」とするか、の考察を深め、陳腐化しない計測方法の確立が急がれる。　また、演劇ワークショップによる「防犯地域づくり」や、「潜在的加害者を生み出さない」という効果まで含めて、総合的な評価をしようとすると、
調査対象や計測すべき要素が多岐に渡り、調査そのものが大変な上に、成果の全体像が把握しにくいという問題もある。　これらの問題の解消のために、「芸術の持つ力の計測・評価」や、「ワークショップ教育の持つ教育力の計測・評価」といった、関連分野の発展に期待するとともに、その新しい知見の有効な活用が必要とされる。　実際、対面発表でも「評価はどうするのか？」という質問があった。しかし、その問題は「芸術の持つ力をどう評価するのか？」という、極めて難しい命題に近いものがあり、拙速にやることは危険である。文化政策などのジャンルでも、なぜ芸術芸能を公的支援をするのか、という事への答えを導くために、「どう測定するのか、どう評価するのか」は、重要なのだが、そこに永遠に答えが出ないことにこそ、芸術の価値の本質があるのではないか、と漠然とだが常に感じている。　6. この後の展望と期待　「正しい防犯知識へのアクセス」型インタフェースの典型であるＥラーニング教材は、予めプログラムされた知識群を、子どもが100％理
解すればゴールである。　演劇ワークショップの手法を使えば、鑑賞する大人の気付きを促すなど、プログラムされた100％の情報以上の成果を、得ることも可能である。　現在、私たちのプロジェクトは、Ｅラーニング教材の良さと演劇ワークショップの良さの両方を活かすため、双方を有機的に連動させたプログラムを開発中である。　上記のＥラーニングの例などは「どういうインタフェースが、子どもにより大きな学びをもたらせるか」という正に直接的な「演劇」と「ヒューマンインタフェース工学」の接点となる。そういうごく具体的なレベルから、未来に向けた「芸術と工学」といったレベルまで、今回マッチングされた二者が画期的な化学反応を起こし続ける事を願い、努力していこうと考えている。　7. 最後に、大きなまとめとして　「謝辞」と「参考文献」の後にもってくる大きなまとめとしては、こういう多少胡散臭い試みを許容されるCSCDという「場」の良さに感謝しつつ、当初思っていたよりも、「越境」と「胡散臭さ」による果実が大きかったように
感じるなあ、という手前味噌な感想で、締めくくりとしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「現場力」ノオト（2010年・秋）／西村ユミ　西川勝　池田光穂　高橋綾　樫本直樹　本間直樹　安田伸行　小林恭／まえがき　現場には、はっきり意識しないままに埋め込まれていることが沢山ある。見逃してしまうかもしれない、気づき難い営みがある。既に知っているのに、それを言語化しようとすると言葉に詰まる実践もある。それらを丁寧に見つめ直したり、論点を整理し直したりすることで、はっきり見えなかったことが浮かび上がってくるかもしれない。また、現場を反省的に捉え直すために必要とされる視点や理論、概念がある。その吟味は、現場を別様の切り口から照らし出すことを可能にし、現場を見ることを学び直す視点を提供してくれるだろう。本稿は、「現場力研究会」1）での議論をもとに、こうした現場の営みや概念を、一人ひとりの参加者がじっくり
考えて綴った「ノオト」である。　これまでは「『現場力』研究術語集」として、『Communication-Design』の 0～ 2号に、幾つかの術語を著してきた。0号（西村他［2007］）では、「学習の場としての実践現場」「参加の概念」「私の実践コミュニティ」「「わざ」の習得」「アイデンティフィケーション（Identifi cation）」「メティス（策略知）」「表面の経験」「アクティブ・タッチ（Active Touch）」「協働的実践（Collaborative Practice）」の 9術語、1号（西村他［2008］）では、「問題にもとづく学習」「学習のコンテクストの学習」「活動の拡張としての学習」「経験の直接性に含み込まれた他者の経験」「道具を使う」「エージェンシー（Agency、行為者性）」「埋め込み（Embeddedness）」「改善（KAIZEN）活動」「協働システムと組織」の9術語の記述を試みた。2号（西村他［2009］）では、「反省的実践」「装置（dispositifs）」「状況に埋め込まれた行為」「インスクリプション（inscription）」「芸術パフォーマンスにおける即興」「当事者」「復興コミュニティビ考えて綴った「ノオト」である。　これまでは「『現場力』研究術語集」として、『Communication-Design』の 0～ 2号に、幾つかの術語を著してきた。0号（西村他［2007］）では、「学習の場としての実践現場」「参加の概念」「私の実践コミュニティ」「「わざ」の習得」「アイデンティフィケーション（Identifi cation）」「メティス（策略知）」「表面の経験」「アクティブ・タッチ（Active Touch）」「協働的実践（Collaborative Practice）」の 9術語、1号（西村他［2008］）では、「問題にもとづく学習」「学習のコンテクストの学習」「活動の拡張としての学習」「経験の直接性に含み込まれた他者の経験」「道具を使う」「エージェンシー（Agency、行為者性）」「埋め込み（Embeddedness）」「改善（KAIZEN）活動」「協働システムと組織」の9術語の記述を試みた。2号（西村他［2009］）では、「反省的実践」「装置（dispositifs）」「状況に埋め込まれた行為」「インスクリプション（inscription）」「芸術パフォーマンスにおける即興」「当事者」「復興コミュニティビ
ジネス」「｢つたなさ｣ のテクノロジー」の8術語を提案した。これらの述語は、意味の固定を急いで提案したのではなく、具体的な現場で使用され再検討されて、それを通して現場の見え方や理解の切り口が別様に見えてくる可能性があると考えて著された。　本稿では、2008年度後半から2010年度前半の研究会における議論から編み出された、12編の気になる現場の事象や言葉、その論点を紹介する。この間私たちは、『省察的実践とは何か？』（ドナルド・ショーン）、『動く知フロネーシス』（塚本明子）、『ケア：その思想と実践』（上野千鶴子他編）、『いじめ：学級の人間学』（菅野盾樹）などを読み進めてきた。さらに、木村敏の「臨床哲学」、鶴見俊輔の「コミュニケーション」、Community-Based Participatory Research（CBPR）、研究会メンバーが携わっている具体的な現場での取り組み――犬島アート活動、介護現場の実践、認知症ケアの現場、看護実践とその経験等なども報告された。　またこの間には、新たなメンバーがたくさん加わり、具体的な現場の課ジネス」「｢つたなさ｣ のテクノロジー」の8術語を提案した。これらの述語は、意味の固定を急いで提案したのではなく、具体的な現場で使用され再検討されて、それを通して現場の見え方や理解の切り口が別様に見えてくる可能性があると考えて著された。　本稿では、2008年度後半から2010年度前半の研究会における議論から編み出された、12編の気になる現場の事象や言葉、その論点を紹介する。この間私たちは、『省察的実践とは何か？』（ドナルド・ショーン）、『動く知フロネーシス』（塚本明子）、『ケア：その思想と実践』（上野千鶴子他編）、『いじめ：学級の人間学』（菅野盾樹）などを読み進めてきた。さらに、木村敏の「臨床哲学」、鶴見俊輔の「コミュニケーション」、Community-Based Participatory Research（CBPR）、研究会メンバーが携わっている具体的な現場での取り組み――犬島アート活動、介護現場の実践、認知症ケアの現場、看護実践とその経験等なども報告された。　またこの間には、新たなメンバーがたくさん加わり、具体的な現場の課
題や現場を見る視点が提案された。どれも現場では確かに見えている（経験されている）、けれども言葉にし難い重要な視点ばかりだ。こうした参加者一人ひとりの経験を見落とさずに拾い上げ、その経験に合ったスタイルでゆるやかに記述することを目指して、本稿から、「｢現場力｣ 研究術語集」を「現場力ノオト」に改名した。ここで取り上げた内容が、現場において使用され再検討され、新たな視点から現場を照らし出し、同時に現場に組み込まれていくことを期待する。　（西村ユミ）　1. 声の記述　20数年間、ぼくは看護記録や介護記録を書き続けてきた。しかし、肝心なことは書き損じてきた、という気持ちが強い。なにが書けなかったのか。ケアの証拠のために記録をしても、ケアを記述してこなかった。ケアの現場には、さまざまな声が交錯する。その声に促され、励まされ、問い詰められて、ケアは展開する。それなのに、記録においては、それぞれに異なる肌理をもったあの声､ この声は、どこにいったのか。ぼくに届いたはずの声の生気は、意味内容を固定す題や現場を見る視点が提案された。どれも現場では確かに見えている（経験されている）、けれども言葉にし難い重要な視点ばかりだ。こうした参加者一人ひとりの経験を見落とさずに拾い上げ、その経験に合ったスタイルでゆるやかに記述することを目指して、本稿から、「｢現場力｣ 研究術語集」を「現場力ノオト」に改名した。ここで取り上げた内容が、現場において使用され再検討され、新たな視点から現場を照らし出し、同時に現場に組み込まれていくことを期待する。　（西村ユミ）　1. 声の記述　20数年間、ぼくは看護記録や介護記録を書き続けてきた。しかし、肝心なことは書き損じてきた、という気持ちが強い。なにが書けなかったのか。ケアの証拠のために記録をしても、ケアを記述してこなかった。ケアの現場には、さまざまな声が交錯する。その声に促され、励まされ、問い詰められて、ケアは展開する。それなのに、記録においては、それぞれに異なる肌理をもったあの声､ この声は、どこにいったのか。ぼくに届いたはずの声の生気は、意味内容を固定す
る文字の羅列の隙間から蒸発してしまうのだ。　とりあえずケアをする立場としては、ケアされる人から「ありがとう」「ありがとうございました」という言葉を何度も聞く。しかし、それはほとんど記録されることはない。わずかに記録されても、読む者に何が伝わるのだろうか。諦めと気恥ずかしさが、届けられたはずの「ありがとう」をなかったものにしてしまう。ケアを成就させる「ありがとう」の声が記述できない。　声は、身体から発せられる。伏し目がちにつぶやく「ありがとう」、喘ぐ息をのむ「ありがとう」、眼を丸めての「ありがとう」、両手を振っての「ありがとう」、柔らかな口元からこぼれる「ありがとう」、あれこれ。　声には、手ざわりがある。かすれた声、張りのある声、しめった声、硬い声、冷たい声、煮えたぎる声、柔らかな声、鋭い声、震える声、あれこれ。　声は言葉を越境する。笑い声、泣き声、叫び声、鼻声、ためいき、あくび、あれこれ。　声は、人と人の間に響く。長すぎる沈黙を破る「ありがとう」、まっすぐに届けられる「ありがとう」、る文字の羅列の隙間から蒸発してしまうのだ。　とりあえずケアをする立場としては、ケアされる人から「ありがとう」「ありがとうございました」という言葉を何度も聞く。しかし、それはほとんど記録されることはない。わずかに記録されても、読む者に何が伝わるのだろうか。諦めと気恥ずかしさが、届けられたはずの「ありがとう」をなかったものにしてしまう。ケアを成就させる「ありがとう」の声が記述できない。　声は、身体から発せられる。伏し目がちにつぶやく「ありがとう」、喘ぐ息をのむ「ありがとう」、眼を丸めての「ありがとう」、両手を振っての「ありがとう」、柔らかな口元からこぼれる「ありがとう」、あれこれ。　声には、手ざわりがある。かすれた声、張りのある声、しめった声、硬い声、冷たい声、煮えたぎる声、柔らかな声、鋭い声、震える声、あれこれ。　声は言葉を越境する。笑い声、泣き声、叫び声、鼻声、ためいき、あくび、あれこれ。　声は、人と人の間に響く。長すぎる沈黙を破る「ありがとう」、まっすぐに届けられる「ありがとう」、
ジグザグする「ありがとう」、行き場をなくした「ありがとう」、響き合う「ありがとう」、あれこれ。　その場限りで消えてしまう声、そのとき誰かに向けられた声は、たとえ録音しても再現できない。客観的再現を拒む本性を声は身にまとっている。それを何とかしたい。文章として容易には揺るがない形をあたえたいという欲望が、ケアする者の内側から噴き出してくる。声に呼ばれて、その声に共振した身体から、声を文字へと引きはがして、他者に提示したいという欲望である。　声を記述するというアポリアに、ケアの現場はどう応えていくのか。声の原初性としての呼びかけ、声は次の声を呼ぶばかりである。声を記述する際に失うことの大きさを自覚する道だけは開けている。身もだえする記述にこそ、声はふさわしい。　（西川勝）　2. 後知恵　阪神電車の武庫川駅を降りるとすぐに、ハゼの釣れるポイントがある。梅田の駅で買った釣り新聞を見て、ぼくは武庫川駅を手ぶらで降りた。急に予定を変更したのだ。　しばらく、釣りの様子を眺めていたが、ぼくは無性
にハゼ釣りがしたくなった。近くの釣り道具屋で、安物の竿とハゼ釣りの仕掛けとエサを買った。生まれて初めてハゼを釣るのである。店の主人は「はじめてでも大丈夫、ハゼはようさんおります。」といって、買ったばかりの竿に仕掛けをセットしてくれた。あとは、針にエサをつけて川に投げ込むだけであった。ぼくはイシゴカイを針先に引っかけて、釣りはじめた。何かが川の中のエサを突っつくような感覚が糸と竿を伝わって、ぼくの手のひらにやってくる。「これだ」と思い、急いで竿をあげるがハゼの姿はない。胸の鼓動をにあわせるように、何度も竿を引き上げるのだが、獲物はない。ハゼを針に掛けるタイミングが悪いのだろう。早くしたり遅くしたり、強くしたり弱くしたり、いろいろ工夫するが駄目だった。その日は、ハゼに惨敗であった。　数日後、ぼくは妻を同伴してハゼ釣りに再挑戦した。彼女は早速、近くにいた釣り人にハゼ釣りのコツを尋ねている。そして、ぼくに言った。「エサの長さが違うのよ。ちぎって短くしないと駄目みたい。」そうか、それ
でエサばかり取られていたんだ。まるで自分が秘技をひらめいたような気分になって、ぼくはエサを短くしてみた。あっという間に、小さなハゼが釣れた。嬉しかった。　これは「後知恵」に違いない。「後知恵」は、物事が終わってしまってから出てくる妙案をいう。つまり、この場合は、さんざん釣れなかった後で、エサが長すぎたことを、その原因として知るということである。しかし、最初から人に教えてもらって「先知恵」でハゼを釣っていたとしたら、自分の失敗について、こんなにも深く納得したであろうか。そうは思えない。愚かな者は、必要なときには智恵も出ずに、結果が出た後になってようやく「後知恵」に気づくという。しかし、本来、万能の先知恵を持っていない人間は、生きる現場の最中では、悲しいまでの試行錯誤を強いられる。この試練を無駄にしないためにも、愚者の愚者たる自覚を促しながら、この先の豊かな実りを約束する贈り物として「後知恵」を授かるのだ。考えてみれば、人間の文明や、社会の文化伝統の実質は、この「後知恵」の集
積と継承なのだ。　（西川勝）　3. 感情労働　感情労働（emotional labor）とは、相手（＝顧客）に対して特定の精神状態を創り出すために、労働者の感情を誘発したり、逆に抑圧したりすることが賃労働の職務課題になる、精神と感情の協調作業を基調とする「労働」のことである。やさしく言えば「お金儲けのために造り笑いや所作を雇用主から要求される労働」のことである。　この用語は、社会学者Ａ・Ｒ・ホックシールド［2000］によって最初に提唱された。感情労働の典型は、航空機における白人女性の客室乗務員の勤務様態であるが、現在では、ファストフードの販売担当者や企業のクレーム処理担当者など、さまざまな生活の局面で感情労働に従事する人たちを観察することができる。臨床ケアの専門家もまた対人交渉の相手が存在する前では感情労働を強いられる。しかしそれは専門家だけに限られた仕事だろうか？　未知の人を相手に交渉を始める誰もが作り笑いや所作をするように、私たちの日常生活の中でも「感情に関するワーク＝仕事（emotional 
work）」は、誰しもが身につけている作法のひとつである。ただし、ここで注意したいのは、議論の中心にあるのは無償の仕事ではなく、有償の労働との区分とそれらの間の差異の考察にある。　感情労働が理論的に提起するものは、労働力商品として感情を表出したり制御したりすることが労働者に要求されているがゆえに、日常生活の「普通」の感情表出が阻害（疎外でもある）される可能性があることである。これは、マルクスの疎外労働論が基調にあり、家族や友愛にもとづく親密圏において〈使用価値〉をもつ「感情」が、賃労働（＝働いて給料を得ること）において売り渡しの対象になる、つまり〈交換価値〉を持たされたままでよいのかという問題を提起する。　臨床ケアの実践の現場において感情労働はどのように考えられているか？　その議論の多くは、「現場力」の効用を説く人たちは感情労働を特定の職業や女性というジェンダーに関連づけられる、余計な介在物あるいは障害と理解していることである。他方、ミクロな相互作用に着目する社会学者であれば、work）」は、誰しもが身につけている作法のひとつである。ただし、ここで注意したいのは、議論の中心にあるのは無償の仕事ではなく、有償の労働との区分とそれらの間の差異の考察にある。　感情労働が理論的に提起するものは、労働力商品として感情を表出したり制御したりすることが労働者に要求されているがゆえに、日常生活の「普通」の感情表出が阻害（疎外でもある）される可能性があることである。これは、マルクスの疎外労働論が基調にあり、家族や友愛にもとづく親密圏において〈使用価値〉をもつ「感情」が、賃労働（＝働いて給料を得ること）において売り渡しの対象になる、つまり〈交換価値〉を持たされたままでよいのかという問題を提起する。　臨床ケアの実践の現場において感情労働はどのように考えられているか？　その議論の多くは、「現場力」の効用を説く人たちは感情労働を特定の職業や女性というジェンダーに関連づけられる、余計な介在物あるいは障害と理解していることである。他方、ミクロな相互作用に着目する社会学者であれば、
先のように人間の基本的行動のレパートリーである「感情に関するワーク」が強いられた「仕事」になることは憂慮すべき問題であるが、行為主体の感情の操作は、現場で人間関係を円滑に、かつ現場の協働を助けることもあり、それを安易に放棄すべきではないと助言するだろう。感情労働の議論を普遍的一般的である定言的な命題とするのではなく、そう呼ばれる臨床の現場に臨むより厚い記述が今求められている。　（池田光穂）　4. 状況的学習と最近接発達領域　ここでは、わかる（＝できる）ことを学習と定義してみよう。学習についての古典的理解は、外部表象化された〈知識〉や〈技能〉を学習者個人の内部に取り込むというメタファーでしばしば表現されてきた。例えば「計算のやり方を覚えた」「ろくろを上手に回すことができるようになった」という喩えなどがそれである。　それに対して、社会的活動に参与することを通して学ばれる知識と技能の習得のことを、状況的学習（situated learning）という。この学習は「協働の企て（joint enterprise）」の過程
の産物である。この用語と概念は、人工知能研究者ジーン・レイヴと人類学者エチエンヌ・ウェンガーの英文の同名の書籍『状況に埋め込まれた学習』［1991］によって提唱された。現場を成り立たせる構成主体によって状況的学習が成立するための場を実践コミュニティ（実践共同体）と呼ぶ。実践コミュニティでは、行為者がみんな（＝他者と自己）と共に恒常的に参与するため、それゆえ、これは私たちが理解する「現場」であると考えても、ほぼ差し支えない。　社会的活動に参加することの最たる経験とは、みんなで一緒におこなうことである。我々には（a）他者の助けなしにひとりで学習することと、（b）個人的に教えてもらわなくても、みんなとの共同作業のなかで学習することがある。後者（b）の状況の中には前者（a）の経験が含まれるために、みんなとの関係においてできる行為の水準あるいは領域（b－ a）があることがわかる。ロシアの心理学者レフ・ヴィゴツキー［2001］はこの領域を最近接発達領域（Zone of Proximal Development, ZPD）と
呼んだ。　ウィリアム・ハンクスが的確に指摘するように「学習を命題的知識の獲得と定義するのではなく、レイヴとウェンガーは学習を特定のタイプの社会的共同的参加という状況の中におく。学習にどのような認知過程と概念的構造が含まれるかを問うかわりに、彼らはどのような社会的関わり合いが学習の生起する適切な文脈を提供するのかを問う」た（ハンクス［1993:7］）。その意味では、この文脈はZPDとほぼ重なるとみてよい。　実践コミュニティのメンバーになることは「参加の概念」（池田［2007］）で説明され、状況的学習の場合、その過程の最初の段階を、正統的周辺参加（Legitimate Peripheral Participation, LPP）と呼ぶ。実践コミュニティへの参加は、状況的学習の深度によりＬＰＰから十全参加（full participation）に移行すると『状況に埋め込まれた学習』では主張されているが、それらの過程は、現場における行為者の「現場力」の習得と比較され、今後さらに検討される必要がある。　（池田光穂）　5. 障害を笑う（其の一）　笑芸をみてし呼んだ。　ウィリアム・ハンクスが的確に指摘するように「学習を命題的知識の獲得と定義するのではなく、レイヴとウェンガーは学習を特定のタイプの社会的共同的参加という状況の中におく。学習にどのような認知過程と概念的構造が含まれるかを問うかわりに、彼らはどのような社会的関わり合いが学習の生起する適切な文脈を提供するのかを問う」た（ハンクス［1993:7］）。その意味では、この文脈はZPDとほぼ重なるとみてよい。　実践コミュニティのメンバーになることは「参加の概念」（池田［2007］）で説明され、状況的学習の場合、その過程の最初の段階を、正統的周辺参加（Legitimate Peripheral Participation, LPP）と呼ぶ。実践コミュニティへの参加は、状況的学習の深度によりＬＰＰから十全参加（full participation）に移行すると『状況に埋め込まれた学習』では主張されているが、それらの過程は、現場における行為者の「現場力」の習得と比較され、今後さらに検討される必要がある。　（池田光穂）　5. 障害を笑う（其の一）　笑芸をみてし
らぬ顔をしたり、眉をひそめたりする人間の内面生活は案外に空虚なものである。私なぞ、他人と関わる際にはいかに相手を笑わすかを考えること専らであるため、ろくに相手の話を聞いていないことなどしばしばである。私のこのさもしいまでの芸人根性を、人は関西出身者のそれと一笑に付すかもしれぬ。しかし私にとっては　　多くの関西人同様　　自分のそれがローカルなエトス扱いされることなぞ心外であり、むしろ普遍化可能な主義（ルビ：イズム）と呼んでいただきたいものだと考えている。　私は常々「障害を笑う」ことを主張し、時にはそうした笑芸（ルビ：パフォーマンス）を披露することもあるが、それを見るより前に「あなたは障害の当事者ではないのに、どうしてそれをしようとするのか」と聞く人がいる。どうやらこの人が当事者でないとみなす私が、障害をネタに笑いをとろうとすることは、不可解であるばかりか不謹慎だということらしい。逆に障害の当事者が笑芸を披露する際には「障害を持つ人のことは笑えない」という頑なな反応が観客の
なかに見られると聞く。障害を笑うことにまとい付く多くの障害、と韻を踏んでみたところで、それこそ、かのヴァレリイ氏も微笑すら浮かべまい。　こと障害をネタにしたものに関しては、その笑芸（ルビ：パフォーマンス）が実際に面白いかどうかという次元とは別のところで、笑えない、笑うべきではないと決されることがある。そしてその判断は、当事者であるかということに大きく関わっている。しかし、私には、障害を笑うという実践が行おうとしているのは、まさしくこの「誰が障害の当事者か」という問いを超えていくことではないかと思われる。　笑えない、笑うべきでないという人々が、戸惑い立ちすくみながらどんな風景を見ているのか私は知っている。彼らが目にしているのは、向こう岸に笑われる障害の当事者が、こちらの岸に笑われる人ではない、障害を持たない自分がおり、そしてその間にルビコンやイムジンに比せられる大河の横たわる光景である。舟を出したとて渡ることができるはずもなく、そもそもこの輩には渡る気もない。笑いの神、あ
るいは芸人が誘うのは、この川を渡ること、否、川に分断された二つの岸という空虚な仮象とは異なるもう一つの世界なのである。笑いとは、当事者の自嘲やへつらい、それが生み出す非当事者からの同情ではなく、それらを超えていこうとする情動の蠢きである。（続）　（高橋綾）　6. ともに考えることとパターナリズム　問題をかかえた人や何らかの現場とのかかわり、あるいは、そうした人や場にどのようにかかわればよいのかを考えるとき、いつも〈パターナリズム〉という言葉が頭をよぎる。　以前、エコツーリズムの調査のために、数回沖縄に行ったことがある（注）。エコツーリズムの実践を巡って、自然保護、観光振興、地域振興などの利害の対立する「生」の現場にかかわってみたかった。後からふり返ってみると、正直、問題の核にも入れなかったし、その人たちの間でどのように振る舞っていいのかがよくわからなかった。しかしながら、なんとなくだが「部外者もかかわっていいのだ」ということはわかった。ただ、そのかかわりを後押しする理屈が必要にも
感じた。そして、その理屈の一つがパターナリズムであるように思われる。　確かに、問題の中心にいるのは、問題をかかえた人であり、その当事者たちである。そして、そうした問題の現場に私たちのような部外者がかかわるのは、自分たちがかかわることが、その問題をよりよい方向に導くことができる、あるいはその役に立ちたいと考えるからだ。それゆえ、そうした人たちと問題を考える場面においては、彼らにとって最善の判断ができるよう、こちらの考えを差し挟んでいくことになる。しかし、ここには明らかにこちらの方が正しく思考でき、相手はできないという「みなし」が前提となってしまっている。では、どう考えればよいのか。　一般的に、パターナリズムは、相手の自律（自己決定）への介入・干渉を意味するために評判が悪く、相手が「まともでない」場合に限って、パターナリズムは許容できると言われる。確かに、明らかに誤った判断をしているのに、それは現場の人たちが決めたことだから、というのは単なる無責任である。その意味でパターナ感じた。そして、その理屈の一つがパターナリズムであるように思われる。　確かに、問題の中心にいるのは、問題をかかえた人であり、その当事者たちである。そして、そうした問題の現場に私たちのような部外者がかかわるのは、自分たちがかかわることが、その問題をよりよい方向に導くことができる、あるいはその役に立ちたいと考えるからだ。それゆえ、そうした人たちと問題を考える場面においては、彼らにとって最善の判断ができるよう、こちらの考えを差し挟んでいくことになる。しかし、ここには明らかにこちらの方が正しく思考でき、相手はできないという「みなし」が前提となってしまっている。では、どう考えればよいのか。　一般的に、パターナリズムは、相手の自律（自己決定）への介入・干渉を意味するために評判が悪く、相手が「まともでない」場合に限って、パターナリズムは許容できると言われる。確かに、明らかに誤った判断をしているのに、それは現場の人たちが決めたことだから、というのは単なる無責任である。その意味でパターナ
リズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明にリズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明にリズムは認められるかもしれない。　しかしながら、現場の人たちが決めたこと、イコール正しい結論であるとは限らないということもある。ということは、相手が「まとも」であったとしても、よりよい結論にむけて、自覚的に介入することがあってもいいし、必要な場面はあるということにならないだろうか。そもそも、パターナリズム、あるいは先に触れた「みなし」抜きのかかわりということがあり得るのだろうか。　問題の現場で、そこにいる人びとと直接的な当事者ではない人が「ともに考える」ことを可能にするためにも、まずは一般的な理解から離れて、パターナリズムの可能性を探ってみる必要があると思われる。　（樫本直樹）　7. 障害のある身体が踊り出すとき　いつものように車椅子に乗った彼女は、周囲で騒めきはじめた青銅の打音につつかれて、涎を垂らしながらやおら両手を天に向けて突き上げた。手に握られているのはタオルとオモチャの携帯電話。ときに耳を貫く鋭利な響きに耐えられないのか、再び手を下げ、しかめっ面をする。行き先不明に
思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを思われた彼女の視線は、ふと、彼女の目の前に立つ彼に注がれる。ある日の、音楽とダンスによるパフォーマンス・セッションのことである。　彼は彼女の視線に応えているのか、それを逸らしているのか、彼女が手を突き上げたのをきっかけに、やはり持ち上げられた両手を左右にゆったりと揺らし始める。それを見た彼女は同じように両手で動き出し、タオルを握った手をぶんぶん振り回して、「こう？こう？」と嬉しげに彼に訴える。なんという揺るぎない表情、たくましい笑み。次第に密度を増す音が部屋全体に充満し、彼女はさらに高揚して「ウルサイッ」と叫んで手を振り上げる。彼もまた「ウルサイッ」と応えながら、両手を上げて身体を反らしたり、屈んで全身を縮めたりすると、それに共鳴するように、彼女も上半身を左右に大きく振って応える。まるで見得を切り合う歌舞伎役者のように。今度は思わず車椅子から振り上げられた右足を、すかさず彼の左足は捉えて、二本の足が空中で出会ったまま、その邂逅を祝うように二人は両手を高くのばしてバンザイを
する。絶妙の均衡を保ちながら、片足を上げた一対の身体がつくり出す交尾のポーズ。　やがて、リズミカルな運動を描き出した音楽に誘われて、彼女は、いつのまにか立ち上がり、先ほどまで車椅子にいたのが嘘であるかのように、跳ねるように全身を解き放って踊っている。いつも彼女を縛りつけている重力が、そのときばかりは彼女に力を与え、水中の魚のように、空間の密度が彼女の身体を支えている。こうして、重度の知的障害をもつといわれる彼女の身体は、見たこともない表現世界に私たちを誘い込んでいく。　ダンサーである彼は、彼女を模倣しない。模倣は動きを凝固させてしまう。模倣よりもしなやかで、刺激よりはゆるやかな、身体の呼応。眼もよだれもすべてで表現する彼女に、彼は全身全霊をかけて応じなければいけない。彼はもはや身体運動のスペシャリストではなく、表出された魂の振幅をときに広げ、ときに狭める風のようだ。風が木を揺らすのではなく、木の全身の動きが風に道を空けるように。芸術は操るのではなく、あることをあるがままする。絶妙の均衡を保ちながら、片足を上げた一対の身体がつくり出す交尾のポーズ。　やがて、リズミカルな運動を描き出した音楽に誘われて、彼女は、いつのまにか立ち上がり、先ほどまで車椅子にいたのが嘘であるかのように、跳ねるように全身を解き放って踊っている。いつも彼女を縛りつけている重力が、そのときばかりは彼女に力を与え、水中の魚のように、空間の密度が彼女の身体を支えている。こうして、重度の知的障害をもつといわれる彼女の身体は、見たこともない表現世界に私たちを誘い込んでいく。　ダンサーである彼は、彼女を模倣しない。模倣は動きを凝固させてしまう。模倣よりもしなやかで、刺激よりはゆるやかな、身体の呼応。眼もよだれもすべてで表現する彼女に、彼は全身全霊をかけて応じなければいけない。彼はもはや身体運動のスペシャリストではなく、表出された魂の振幅をときに広げ、ときに狭める風のようだ。風が木を揺らすのではなく、木の全身の動きが風に道を空けるように。芸術は操るのではなく、あることをあるがまま
に存在させるのである。　（本間直樹）　8. 協働実践の組み換え　どのような仕事や暮らしにも、慣れ親しんだ場所を移らざるを得ないことが、幾度かは訪れる。その変化の経験は、それまで難なくできていたことを難しくする。がその困難が、これまでいかに仕事や暮らしという実践が成り立っていたのかに注意を向かわせ、はっきり自覚せずに行っていた実践に、ある輪郭を与えるかもしれないのだ。　例えば、看護師たちにも働く場所を変わる経験がある。彼らの声を聴き取ってみると、病棟を異動することは、それまでの習慣や自らの実践の仕方を大きく揺さぶられる経験であることが分かる。彼らは、急いで新たな場所に慣れなければならず、その場で求められる援助の仕方を習得しなければならず、さらに、新しい人間関係を作っていかなければならない。その課題に立ちすくみ、自らの非力に落ち込んだり、これまでの病棟とのやり方の違いに戸惑ったり、時に、苛立ったりもする。それまでは、うまく動くことができたのに、それができない。その難しさは、いかにに存在させるのである。　（本間直樹）　8. 協働実践の組み換え　どのような仕事や暮らしにも、慣れ親しんだ場所を移らざるを得ないことが、幾度かは訪れる。その変化の経験は、それまで難なくできていたことを難しくする。がその困難が、これまでいかに仕事や暮らしという実践が成り立っていたのかに注意を向かわせ、はっきり自覚せずに行っていた実践に、ある輪郭を与えるかもしれないのだ。　例えば、看護師たちにも働く場所を変わる経験がある。彼らの声を聴き取ってみると、病棟を異動することは、それまでの習慣や自らの実践の仕方を大きく揺さぶられる経験であることが分かる。彼らは、急いで新たな場所に慣れなければならず、その場で求められる援助の仕方を習得しなければならず、さらに、新しい人間関係を作っていかなければならない。その課題に立ちすくみ、自らの非力に落ち込んだり、これまでの病棟とのやり方の違いに戸惑ったり、時に、苛立ったりもする。それまでは、うまく動くことができたのに、それができない。その難しさは、いかに
成り立っているのだろうか。　病棟を異動したばかりの頃は、実践の場に入り込めないばかりか、患者の状態をよく知らないことが彼らを戸惑わせ、場に入り込まないようにさせる。患者の移動や清拭などのごくごく簡単にできてしまいそうな、当たり前に行っていた援助でさえも、実際にやってみるとどうやっていいのかが分からない。いろいろめぐらしていく手がかりが見えないために、一人ひとりの患者の状態が意味を持って現われない。病棟の皆が暗黙に了解していることや状況を理解するための判断の流れを分かち持つことができない。自分が大切にしてきたことが実践できない。　これらを経験して分かるのは、病棟での実践は個々の看護師の技能に還元できるものではないことだ。自分の考えや動きは、患者の状態に応答しつつ、その応答でもある他のメンバーの判断や動きに促されて定まる。つまり看護実践は、患者の援助を柱として、病棟のメンバーとともに作り出されているものであり、メンバーの実践を継承して次に繋げていく「協働実践」として成り立っ
ている。各自のこだわりも、その中で生きている。さらに、病棟異動は、異動した者が新たな場の仕方を習得する機会に留まらず、病棟という現場が新たらしいメンバーを受け入れつつ、この「協働実践」を組み換えて新たな実践を作りだしていく機会でもある（西村［2011］）。「現場力」は、こうした力動性の生起そのもののとして記述され得る。　（西村ユミ）　9. 「引っかかり」の経験がもたらすもの　経験を積んだ看護師たちに実践を問うてみると、「引っかかり」続けたまま、数年経っても「重たくのしかかっている」「未解決な課題」とされる経験が語られることが多い。自分たちの思い込みで判断していないか、患者の話をしっかり聞けているのか、このタイミングでのこの判断で良かったのか等々。このような経験は、どの現場で活動する者にも、一つや二つは思い当たるだろう。この「引っかかり」は、私たちの経験にいかに組み込まれ、今の実践に関与しているのだろうか。　例えば、ある看護師は、ごくごく日常的に行っている患者の家族への依頼が、その家族を
怒らせ傷つけてしまったこと、そしてその怒りに自分自身も傷ついてしまったことを語った（西村［2007］）。別の看護師は、ある患者の担当としてその人を訪問するたびにじっくり話を聞き、苦しみの緩和に努めてきた。しかし、その苦しみに手が届かないまま、患者は亡くなってしまった（西村［2008］）。いずれも、語り手にとって、「ずっと自分の中で残っている」「辛い」経験である。　しかしこれらの経験は、単に、辛く消化できないこととして、彼らに重たくのしかかっているだけではない。前者はこれを語りつつ、自分たちにとっての当たり前の判断や日常の繰り返しにもなっているルーティンの実践のあり方を問い直そうとする。後者は、自分なりに精一杯援助をしたにもかかわらず、何もできていなかったかもしれない、もっと何かすることがあったのかもしれない、と自問し、今でも心残りでたまらないと言うが、他方でこの問い直しは、今かかわっている患者のケアにも組み込まれる。「ちゃんと（この患者の）話が聴けているのか」「一緒にこの場に居れてい
ている。各自のこだわりも、その中で生きている。さらに、病棟異動は、異動した者が新たな場の仕方を習得する機会に留まらず、病棟という現場が新たらしいメンバーを受け入れつつ、この「協働実践」を組み換えて新たな実践を作りだしていく機会でもある（西村［2011］）。「現場力」は、こうした力動性の生起そのもののとして記述され得る。　（西村ユミ）　9. 「引っかかり」の経験がもたらすもの　経験を積んだ看護師たちに実践を問うてみると、「引っかかり」続けたまま、数年経っても「重たくのしかかっている」「未解決な課題」とされる経験が語られることが多い。自分たちの思い込みで判断していないか、患者の話をしっかり聞けているのか、このタイミングでのこの判断で良かったのか等々。このような経験は、どの現場で活動する者にも、一つや二つは思い当たるだろう。この「引っかかり」は、私たちの経験にいかに組み込まれ、今の実践に関与しているのだろうか。　例えば、ある看護師は、ごくごく日常的に行っている患者の家族への依頼が、その家族を
怒らせ傷つけてしまったこと、そしてその怒りに自分自身も傷ついてしまったことを語った（西村［2007］）。別の看護師は、ある患者の担当としてその人を訪問するたびにじっくり話を聞き、苦しみの緩和に努めてきた。しかし、その苦しみに手が届かないまま、患者は亡くなってしまった（西村［2008］）。いずれも、語り手にとって、「ずっと自分の中で残っている」「辛い」経験である。　しかしこれらの経験は、単に、辛く消化できないこととして、彼らに重たくのしかかっているだけではない。前者はこれを語りつつ、自分たちにとっての当たり前の判断や日常の繰り返しにもなっているルーティンの実践のあり方を問い直そうとする。後者は、自分なりに精一杯援助をしたにもかかわらず、何もできていなかったかもしれない、もっと何かすることがあったのかもしれない、と自問し、今でも心残りでたまらないと言うが、他方でこの問い直しは、今かかわっている患者のケアにも組み込まれる。「ちゃんと（この患者の）話が聴けているのか」「一緒にこの場に居れてい
るのか」、と。つまり、過去の消化できていないように見える経験は、他の患者の今のケアに埋め込まれる可能性をもつ。　「引っかかり」は、しこりのように残り、何度も想起され、経験した者を辛い気持ちにさせる。が同時に、自らの実践を問い、他の可能性をめぐらし、現在や未来の実践に組み込まれて活かされてもいる。だから彼らは、そうした経験を「すごく変わるきっかけ」「自分のもと」とも意味づけるのだ。この問いは、解決が急がれていないからこそ「引っかかり」続け、ずっと考えられている。この「引っかかり」が、協働実践を介して他の看護師たちの実践にも分かち持たれているのであれば、一人の経験は、「現場」そのものの成り立ちに関与しているとも言える。　（西村ユミ）　10. 技術の答え　僕は介護の仕事をしている。僕の職場では、職員数人で「介護技術の勉強会」を開いており、それには外部の介護職の方も参加されている。　そこでは主に寝返り介助や立ち上がり介助、移乗介助などを教えているのだが、そこでよく聞かれる質問に「片麻痺で関
節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ節を痛がる人の移乗ってどうするんですか？」「立ち上がりや移乗の際、怖がる人に対してはどう介助したらいいんですか？」などといったものがある。介護される者を操作可能な対象とみなす思考に焦点化された質問だ。この質問には前提として、どんな相手をも介護する者の思い通りに出来る、どんな場面にも対処し得る「万能の技術」が想定されており、教える側の僕らはそれを「答え」として求められる。そこに含意されている老人像（介護される者）はあくまで介護する者にとって規定内の人であり、それ以外の老人像が入り込む余地は残されていない。　そんな質問に対して、僕は「こんなやり方もありますよ」といって一応の「答え」をやってはみせるのだが、その一方で「技術のやり方を身に付けたからって、それがそのまま通用するほど生身の人間って単純じゃない…。」といった相反する思いが実感として胸を過ぎるのも確かだ。技術の方法を「答え」として教えながら、その枠外に置かれた人のことが頭から離れず、ジレンマや矛盾に葛藤しながら、「伝えられ
ること」と「伝えきれないこと」の狭間で、そこに潜む事柄がやけに気になる。こちらのやり方に一方的に相手をはめ込む思考では現場には留まれない、そんな思いが消えないのだ。　触るだけで「ギャーッ」と叫ぶ女性の抗う姿。願いを伝えきれない失語症男性の背中に滲むやりきれなさ。全身の痛みを訴える女性の強烈な拒み。夫の墓前で手を合わす老女の無言の涙…。　相手の身体から放たれる息づかいに既存の技術では近づけない。手持ちの技術が相手のふるまいによって崩される。逆に、相手のふるまいに合わせて新たに技術を創造しようとしてもその創造がどうしても追いつかず、それとは別に、相手の様相を前に理屈抜きで突き動かされる自分がいる。僕は、「技術」が簡単に揺さ振られる経験を確かにしている。　「技術」が人と人とのあいだに介在するものであるならば、介護技術は介護する者が併せ持つ「する技術」であるとともに、介護される者にとっての「される技術」でもあるはずだ。人と人がまみれるその接点で、想像が及ばない出来事のそのただ中で、「技
術」はどのような姿を見せるのか。そして、その可能性が、現場の「外」で伝達される「方法化された技術」に囚われない覚悟から生まれ、現場の「内」で「人の生きる様」として描かれるとするならば…。　介護技術の勉強会に「技術の答え」は見当たらない。そして僕はそれを未だ持ち得ないままでいる。　（安田伸行）　11. 木村敏の〈あいだ〉と絶対の他　ある国際会議の合間に、ガブリエル・マルセルと芝生に寝そべって語りあった時のことを木村は次のように回顧している。木村［2009a］は最初 〈Zwischen〉というドイツ語で自分の考えを説明しようとしていたが、マルセルは〈間柄〉という意味にうけとったのか話に乗ってこなかった。そこでふと〈Vorzwischen〉（あいだ以前）という表現に言い換えてみたらマルセルは大いに興味と共感を示してきたと。　このエピソードが示すように、木村の〈あいだ〉とは二つのものの間ではなく、それ以前の根源的「メタ・ノエシス原理」［2009b］として提起されたものだ。その根源的〈あいだ〉が、水平面では自己と術」はどのような姿を見せるのか。そして、その可能性が、現場の「外」で伝達される「方法化された技術」に囚われない覚悟から生まれ、現場の「内」で「人の生きる様」として描かれるとするならば…。　介護技術の勉強会に「技術の答え」は見当たらない。そして僕はそれを未だ持ち得ないままでいる。　（安田伸行）　11. 木村敏の〈あいだ〉と絶対の他　ある国際会議の合間に、ガブリエル・マルセルと芝生に寝そべって語りあった時のことを木村は次のように回顧している。木村［2009a］は最初 〈Zwischen〉というドイツ語で自分の考えを説明しようとしていたが、マルセルは〈間柄〉という意味にうけとったのか話に乗ってこなかった。そこでふと〈Vorzwischen〉（あいだ以前）という表現に言い換えてみたらマルセルは大いに興味と共感を示してきたと。　このエピソードが示すように、木村の〈あいだ〉とは二つのものの間ではなく、それ以前の根源的「メタ・ノエシス原理」［2009b］として提起されたものだ。その根源的〈あいだ〉が、水平面では自己と
他者（患者）との〈あいだ〉として、垂直面では自己と自己の根拠との〈あいだ〉として、ふたつの〈あいだ〉が等根源的に生起してくる。他者との関係論が脚光をあびる今日、自己論を抜きにしては「絶対に駄目」という木村の現象学的精神病理学の立場がここ から生まれている。　ところで、この根源的〈あいだ〉はハタラキとしての「こと」であって「もの」ではない。しかしそれについて語ろうとするときどうしても「もの」化せざるをえない。自己と他者との根拠として何か第三の「もの」のような扱いとなるのが宿命といってよい。そのとき根源としての根拠は「絶対の他」と呼ばれ絶対者のような位地づけになる。「長安一片の月、万里相隔てて看る」の月の役割にあたる。他方、そのような根拠は、何「もの」でもない根拠、何「もの」でもない媒介だから、この局面で言えば月は消え去り、ストレートに自己にとっての他者（患者）が「絶対の他」となり、相互に「絶対の他」同士の関係となる。木村が「絶対の他」というとき、このような二局面があり、それは他者（患者）との〈あいだ〉として、垂直面では自己と自己の根拠との〈あいだ〉として、ふたつの〈あいだ〉が等根源的に生起してくる。他者との関係論が脚光をあびる今日、自己論を抜きにしては「絶対に駄目」という木村の現象学的精神病理学の立場がここ から生まれている。　ところで、この根源的〈あいだ〉はハタラキとしての「こと」であって「もの」ではない。しかしそれについて語ろうとするときどうしても「もの」化せざるをえない。自己と他者との根拠として何か第三の「もの」のような扱いとなるのが宿命といってよい。そのとき根源としての根拠は「絶対の他」と呼ばれ絶対者のような位地づけになる。「長安一片の月、万里相隔てて看る」の月の役割にあたる。他方、そのような根拠は、何「もの」でもない根拠、何「もの」でもない媒介だから、この局面で言えば月は消え去り、ストレートに自己にとっての他者（患者）が「絶対の他」となり、相互に「絶対の他」同士の関係となる。木村が「絶対の他」というとき、このような二局面があり、それは
西田幾多郎の「絶対の他」にもみられる二重性で、木村はそれをうけついでいるといえる。　木村の〈あいだ〉という思想は、自己と他者とを超越する絶対者を外にたてる（キリスト教的な）宗教と、自己と他者を「唯仏与仏」として絶対の関係ともみなしうる（大乗仏教的な）宗教という、形としては一見異質な宗教のあいだに通底するそのもとを掘り起こしたもので、諸宗教間の相互理解に有意義な視点をひらいている。それを木村は臨床治療の現場から自覚にもたらしたものだけに、具体的な人間関係の現場と宗教的次元との連関を解きほぐすに大変示唆的なものといえるだろう。　（小林恭）　12. 〈生命／人間的生／いのち〉と生命論的差異　教育の現場で悪質ないじめや自殺などの事件が発生するたびに、学校長、教育委員会のコメントには「いのちの大切さを教えることを徹底させたい」という言葉が現われる。子どもたちは、大人たちの現実の社会とひきくらべ、言葉のそらぞらしさを感じていよう。自分の子どもの自死という体験をへて高史明［1980］は現代を「い
のちの私物化、いのちの見失い」の時代と呼ぶ。教育責任者たちのコメントはむしろ「私たちこそいのちを見失っていて相すまぬことでした」とあるべきではないか。　上田閑照［2007］は〈生命／人間の文化的生／いのち〉という区別を提案し、現代を〈いのち〉へのセンスを見失ったことすら見失しない、文化的生のレベルが異常肥大をきたし歯止めのきかなくなった状態と表現する。上田が〈いのち〉ということばで指し示そうとすることを、木村敏［2005］は〈ゾーエー〉とよび、死ねばなくなるとみなされる生きものの生命〈ビオス〉との区別をたてる。それはケレーニーおよびヴァイツゼッカーから想を得たものという。木村は「生死の区別以前の生即死、死即生の潜勢態」［2009］とそれを言語化し、ビオスとゾーエーの区別を「生命論的差異」と名付けた。　彼の〈あいだ〉の概念の場合と同様、ここでも〈ゾーエー〉を語るにあたって、それが絶対的根拠なるものとして容易に「もの」化されてしまう危険がともなう。それをふせぐのは、「生命論的差異」を意
識対象としてのAと Bとの差異のごとく「もの」化しないことだろう。私がビオスあるいは単なる生存を〈いのち〉と取り違え、〈いのち〉を見失っていたという、身に滲みての反省的気付きのハタラキに即してのみ感得すべきもので、「差異」とはそのような動性でなければならない。上田は〈いのち〉を直接対象とする学問はあり得ないと言う。　現場に関する学（看護学、教育学 etc.）は、〈いのち・ゾーエー〉の問題（スピリチュアルという語でそれを扱おうとする場合もある）を安易に方法化したり体系化したりすべきではないだろう。その問題をあくまで学の外部のこととしたうえで、その外部に常に開かれた用意を保持するというスタンスが望ましいと、現在の筆者は考えている。なぜなら「見失っていた」という気付きと相即してはじめて〈いのち〉の自覚が成り立つとすれば、人間の文化的生の一環である学の立場は、何よりも「見失い」の自覚をつねに踏まえなければならないであろうから。　（小林恭）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ

である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ

学技術の影響を受ける「市民」も参加する参加型 TAの動きが生まれた。　TAが進展する中で、いくつかの課題も見え始めている。それらを克服するように、IpTAは設計されている。IpTAの特徴は「分散性」、「対称性」、「具体性（実行性）」にある。　「分散性」とは、会議の開催を容易化・多発化することで多様な論点を集約できるようにすることである。TAにおいて、多様な論点を集め、網羅性を高めるためには、多人数の参加が求められる。その一方で、熟議を行うためには、少人数での議論が有効である。この両者をいかに実現するのかが、手法の1つのポイントである。本手法では、昨年度までに開発した分散性の高い手法を用いた論点集約フェーズ（論点抽出ワークショップ）と、それに基づく少人数での議論のフェーズ（アジェンダ設定会議）を組み合わせて実現した。その詳細は、開発のコンセプトを示した2. 章および、制度設計に関する第3章（特に「論点抽出ワークショップ」）で紹介する。　「対称性」とは、対象となる科学技術の専門家（研究者や政策決
定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で
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が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
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を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で

定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
した背景、IpTAの会議設計と進捗状況、今後の展望と課題について報告を行なう。　2. 開発コンセプト：3つのキーワード　IpTAの開発コンセプトを示すキーワードは、「統合」「中関心層」「アジェンダ設定」の3つである。以下、順に説明していこう。　2.1 統合　IpTAの「統合」には、2つの意味が込められている。1つは「TA」の場と「サイエンスカフェ」の場の統合、もう1つは「専門家の評価」と「市民の評価」の統合である。　まず1つ目の統合について説明しよう。現在、議論を重視して TAを行なう場の1つとして、4-8 日間かけて議論を行なう「コンセンサス会議」がある。しかしコンセンサス会議には、1. 主催者と参加者の双方にとって負担が大きい、2. 大掛かりなため、開催数が限られ、また緊急の問題に対し柔軟に対応できない、3. 参加できる市民の数が少数であり、様々な視点からの検討に限界がある、といった課題が考えられる。　その課題を克服するために注目するのが「サイエンスカフェ」である。サイエンスカフェは、開催や参加の気軽さ
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を重視した場であり、相対的に低い関心の人でも、気軽に科学技術について話ができる場である。DeCoCiS ではサイエンスカフェの持つ、これらの特徴を TAに活かすことを目指した。そのために、参加者同士の議論を充実させることに加えて、単発的なイベントにとどめず、なされた議論を次の議論の場や、政策担当者や研究者コミュニティへの提言に反映させるための工夫を行った。　その具体的な場が、IpTAで用いた論点抽出ワークショップである。実際にDeCoCiS では、サイエンスカフェの1つのスタイルとして論点抽出ワークショップを実施した。そして複数のカフェの場で出された論点を集約し、次のアジェンダ設定会議に引き継いで議論を行なった。その具体的な手続きは3章で示す。こうすることで、より多くの参加者から出される、多様な論点をアジェンダや提言に反映できる。このように個々の場での議論に関わる負担を最小限に抑えながら、分散的になされた議論を共有、整理することで、社会全体での熟議を実現するのが、1章で触れた「分散性」で

学技術の影響を受ける「市民」も参加する参加型 TAの動きが生まれた。　TAが進展する中で、いくつかの課題も見え始めている。それらを克服するように、IpTAは設計されている。IpTAの特徴は「分散性」、「対称性」、「具体性（実行性）」にある。　「分散性」とは、会議の開催を容易化・多発化することで多様な論点を集約できるようにすることである。TAにおいて、多様な論点を集め、網羅性を高めるためには、多人数の参加が求められる。その一方で、熟議を行うためには、少人数での議論が有効である。この両者をいかに実現するのかが、手法の1つのポイントである。本手法では、昨年度までに開発した分散性の高い手法を用いた論点集約フェーズ（論点抽出ワークショップ）と、それに基づく少人数での議論のフェーズ（アジェンダ設定会議）を組み合わせて実現した。その詳細は、開発のコンセプトを示した2. 章および、制度設計に関する第3章（特に「論点抽出ワークショップ」）で紹介する。　「対称性」とは、対象となる科学技術の専門家（研究者や政策決
定者）と非専門家の両方の視点から TAを行うことを指す。初期の TAでは専門家視点が強く、その技術の影響を受ける市民がもつ問題意識が反映できなかった。その後の参加型 TAでは、その反動もあってか市民視点が強くなり、新たな問題の発見にはつながったが、研究者や政策担当者の抱えている問題と乖離し、具体性や実効性に欠けた提言として受け取られることもある。多様な懸念を扱いながら、社会的な影響力を持つ提言を行うためには、両方の視点が必要なのである。そこで IpTAでは、論点抽出とアジェンダ設定の各フェーズで、両者が対称的に参加できるように設計を行なった。　「具体性（実行性）」とは、上記の対称性を活かすことで、専門家の視点から見ても、研究計画や政策決定を行なう上で具体性のある成果を得やすくし、TAを実施する意義を高めることを指す。　現在、注目されている萌芽的な科学技術の1つに「再生医療 」がある。再生医療は、将来の社会的影響がプラスにもマイナスにも大きいと予想される。どのような病気の治療を優先するの
が良いのか、高額な医療になり経済状況による医療格差が生じた場合どうするのか、倫理的に許されるのかなど、すでに様々な課題が指摘され始めている。もし対応が遅れれば、原子力や遺伝子組換え食品のような社会的な対立を生む恐れもあろう。　再生医療のような新しい科学技術を巡るこうした問題に、社会が適切に対処し、解決していくためには、どうすればよいか。DeCoCiS では、問題・対立が発生する前の段階から、様々な専門家や政策決定者、企業、市民活動団体、個々の市民など、多様な主体が交わる「公共コミュニケーション」を行なうことが不可欠だと考えている。　そこでDeCoCiS は、再生医療を対象として IpTAを行なう「熟議キャラバン2010」を計画し、実施した。今回の熟議キャラバンでは、政策提言を行なうことよりも、新しい科学技術について多様な人たちの多様な意見を集め、今後の研究開発や政策作り、実用化に向けて「社会で議論すべき問い＝アジェンダ」を提案し、社会的議論の種をまくことに重きを置いた。 本稿では、IpTAを開発
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の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
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急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
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い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
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い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
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い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟

の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならなの将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟

の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならなの将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟

の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならなの将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟
い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早い。こうした多くの人の了解が必要な問題やトレードオフを含む問題は、研究者や政策担当者など特定の立場の人だけで決めることができない。それは社会で議論して決めるべき問題である。それでは、誰が抱えている、どの問題を、優先的に社会で議論すべきなのだろうか。場合によっては、社会に問うこと自体が、特定の立場の不利益につながる問いもあるだろう。「今、何を優先的に社会に問うべきか」は、社会的な意思決定の場において考慮する対象を規定する重要なポイントである。　「2. 社会で議論すべき問題をどのように問うのか」　仮に安全性に不確実性のある技術がある場合、いくつかの問いの立て方が存在する。例えば「1. 安全性の改善に向け、どのような技術研究をすれば良いのか」、「2. 安全の不確実性から生じうる損失に対し、どのような補償制度を作れば良いのか」、「3. 安全性が不確実な技術に依存しない社会を、どう作れば良いのか」などがあげられる。これらの問いは、1であれば「安全性が確保されれば社会に導入する」、2であれば「不確実でも早
急に導入する」、3であれば「社会への導入はしない」というように異なる前提に基づき立てられている。そして、こうした問いの立て方が、その後の議論を方向づけることになる。社会的対立はしばしば、特定の問いに対する答えではなく、こうした問いの立て方における対立が根本に存在する。アジェンダ設定は、様々な立場の人が納得できる問いの立て方を模索する試みである。　「3. 社会で議論すべき問題について、どのような潜在的な対立が存在するのか」　再生医療は、将来、いくつかの対立を生み出す可能性がある。こうした潜在的な対立を早期に見出すことは、よりよい解決に至るための議論の時間を確保したり、開発の方向性を調整する可能性を高めたりするなど、対立を回避するために有効である。IpTAでは、アジェンダを用いて社会調査を実施するため、潜在的な対立を探るのにも役立つことが期待される。　3. 制度設計：「熟議キャラバン2010」を例として　3.1 統合的参加型テクノロジーアセスメントの全体設計　DeCoCiS では、2010年 3月から「熟

の将来を形作る政策決定には、こうした現場に立つ専門家や若手研究者の意見も不可欠であろう。このような専門家が低負担で政策決定に参加する場としても、IpTAは貢献できると考えている。　2.3 アジェンダ設定　IpTAでは、全体を通して、政策提言を行なうことよりも、政策立案をする前に「社会で議論すべきこと（アジェンダ）は何か」を、市民とステークホルダーを交えて考え、提案し、社会的議論の喚起・共有することに焦点を当てている。アウトプットを設問という形にすることで、議論の題材として利用しやすくし、議論を引き起こす力を増すことを狙っている。アジェンダを重視するのは、以下の3つの問題を念頭においているからである。　「1. 何が優先的に社会で議論すべき問題なのか」　「再生医療」には、様々な立場の人々が関与し、それぞれ解決を望む問題が存在している。例えば、研究者は将来の国益のために研究費の増額を願うかもしれない。しかし、研究者が税金からの研究予算の増額を求めれば、別の予算の減額を一般市民が了解せねばならな
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するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
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これらのセッションは、設問案に応じて時間や進め方を調整する必要があるため、ファシリテータの判断で適宜進行した。　【セッション8】　セッション8は、全体議論によって、アジェンダ（設問群）の決定を行う。このセッションも手法化することが困難であり、ファシリテータの判断で進められた。基本的には、設問ごとに議論を行い、全体で承認を行うという流れであった。　4.2.4 結果　熟議キャラバン2010では、時間が足りなかった。そのためアジェンダのいくつかの点について、参加者の意向に沿って、実行委員会が設問案を出し、その後、参加者用のメーリングリスト上で、実行委員会案を議論・承認することになった。下記は、アジェンダ設定会議で参加者から提出された論点である。なお言い回し等の統一のため、筆者が一部加筆した。最終決定版は　http://decocis.net/　で閲覧可能である。　「テーマ1：価値観とその多様性が脅かされている」　・再生医療を行うことについてどう考えるか　・再生医療を発展させるにあたり、どのような価値観の枠組
ですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グローですすめるのがよいか　・再生医療には良い面だけでなく、問題点もあると考えられるが、それらに対して誰に主体的に取り組んでもらいたいと思うか　・再生医療が発展することで、身体・健康への意識が変化するのか　・再生医療の発展によって、人の死に対する考え方にどのような影響あると思うか　「テーマ2：差別への配慮」　・再生医療が発展することで「（再生医療を受けずに）病気と共生する人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　・再生医療が発展することで「（再生医療で）病気を治した人たち」への見方に、どのような影響があると思うか　「テーマ3：想定される社会的リスクの怖れ」　・新技術にはある程度のリスクはつきものだと考えられるが、それぞれの立場の者はその責任を負う覚悟はあるか　・リスクがあるということを前提にして、どのように規制すべきか。制度設計の仕方はどうするべきか　・リスク情報の提供をどのような手段で行うか。市民としては、主治医による情報提供だけで十分か　・（高齢者人口の増加に備えて）グロー
バルなレベルでの再生医療の規制の必要性はあるか　・限られた医療資源の中で、国としての施策はどうあるべきか。社会的リスクという意味で、病気とか障害にする対処が、医療のみに偏重する危険性は無いだろうか　「テーマ4：医療格差と市場原理」　・経済的な面で、医療を受ける場合に、どのくらいまでのお金を払えるか　・患者が再生医療を受ける際の経済格差の是正ポイントはどこか　・社会的影響が大きい再生医療を市場経済メカニズムのもとで行うことに対する懸念があるが、開発後にどのような形で普及させるか　・開発された再生医療技術について、いかにして地域格差の是正を図るか　・保険適用の範囲をどのように設定するか。治療を受けやすくするため、税金負担の問題も含めて。保険適用の範囲を誰が決めるか　「テーマ5：再生医療の意義と達成に向けての方策」　・再生医療の使用目的は何か　・（自由診療への医師の偏重への懸念等に向けて）実現後の制度をどうすべきか　・人間以外を対象とした再生医療はどこまで認めるか　・研究者がモチベー
ションを保つために研究者の支援方法はどうあるべきなのか　・将来のベネフィットを考えて、どこが研究資金を負担するのが合理的か　「テーマ6：コミュニケーションの大切さ」　・どのようにして市民が議論に参加するか　・（再生医療の社会への）導入のルールはどのように決められるのか　・臨床の現場での患者と医師とのコミュニケーションをどうすべきか　・誰がどのように情報提供を行うのが望ましいか　・世論をまとめるに当たって、再生医療の導入段階では、どのようなレベルで議論が為されるべきか　5. 今後の展開と課題　5.1 アジェンダの利用　熟議キャラバンによって作成されたアジェンダは、以下のように使われる予定である。　1. 社会調査：再生医療に関する潜在的な対立の早期発見　2011年 2月現在、アジェンダを質問項目として、市民と研究者集団を対象にアンケート調査を実施している。この調査により、テーマとなっている科学技術に対する現時点での意見分布やその差異を把握・分析することができる。その分析結果も広く公開する。　2. 
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社会提言：政策担当者や研究コミュニティに対する考慮すべき内容の提言　論点冊子、アジェンダ（参加者から補足が求められた事項についての情報も含む）、アンケート調査の結果に加え、それらから導き出される提言（実行委員会が作成）をセットにして、再生医療に関連する研究者と政策関係者に配布し、それぞれの場で意思決定を行なう際に、基礎資料として利用してもらうように働きかける。あわせて、アジェンダおよびアジェンダ作成プロセスについて、利害関係者も含む外部から評価を受ける。　3. 議論喚起：学校教育やサイエンスカフェ、市民会議に対し、議題を提供する　高校・大学・大学院での議論教育や科学技術と社会の関係に関する授業等において、議論を通じた学習をするためのツールとして利用できる教材を作成する。加えて、サイエンスカフェや、その他の市民参加型の会議で用いられるように公開する。将来的には、インターネット上で、議論された内容を相互に交換できる仕組みも構築したい。　5.2 今後、議論すべき点と課題　熟議キャラバン
2010は、研究開発プロジェクトの一環として実施されており、社会実験的な意味合いもある。そのため、今回の実践を批判的に検討し、明らかになった課題を列挙することを通して、次の改善につなげることが求められる。本稿では速報としての意味合いが強いため、個別の詳細な議論ではなく課題を列挙するにとどめる。　【TA活動として議論すべき点】　「再生医療の特殊性」　日本における再生医療は、他国と比べて特殊性を帯びている。その特殊性の1つは、日本人研究者が大きな貢献をした「iPS 細胞」がマスコミで大きく取り上げられ、研究費も重点的に出されているということである。幹細胞研究の中で iPS 細胞が特に高い注目を集めており、また代表的な研究者が臨床研修医だったというエピソードもあり、iPS 細胞研究は再生医療と結び付けて議論されることが多い。再生医療に関する議論においては、iPS 細胞以外の幹細胞の利用や、工学的な技術の応用などに対する注目が相対的に低い。またキリスト教を始めとした、宗教的な立場からの議論も目立たない。2010は、研究開発プロジェクトの一環として実施されており、社会実験的な意味合いもある。そのため、今回の実践を批判的に検討し、明らかになった課題を列挙することを通して、次の改善につなげることが求められる。本稿では速報としての意味合いが強いため、個別の詳細な議論ではなく課題を列挙するにとどめる。　【TA活動として議論すべき点】　「再生医療の特殊性」　日本における再生医療は、他国と比べて特殊性を帯びている。その特殊性の1つは、日本人研究者が大きな貢献をした「iPS 細胞」がマスコミで大きく取り上げられ、研究費も重点的に出されているということである。幹細胞研究の中で iPS 細胞が特に高い注目を集めており、また代表的な研究者が臨床研修医だったというエピソードもあり、iPS 細胞研究は再生医療と結び付けて議論されることが多い。再生医療に関する議論においては、iPS 細胞以外の幹細胞の利用や、工学的な技術の応用などに対する注目が相対的に低い。またキリスト教を始めとした、宗教的な立場からの議論も目立たない。
　TAの対象として、再生医療は、社会的影響力が大きく、世界規模での競争と協力によって進む巨大科学であり、萌芽的で進展も著しい。21世紀の科学技術の代表格である。その点では、TAの対象として適切である。　しかし「医療」には TAになじまない性質も併せ持つ。たしかに医療技術は、潜在的には全ての人が対象となる可能性があり、倫理的にも、法律的にも、社会制度的にも、経済的にも議論をすべきことは多い。その一方で、医療は個別性が高い問題であり、特に再生医療以外に医療の選択肢がないという患者のケースでは、それが顕著である。再生医療が必要になるようなケースでの意思決定において、平時に健常者が考えた意見を考慮する必要性については意見が分かれる。その点で、医療に関して「社会的に議論すべき問いとは何か」を示すことは、当初想定していた以上に困難であった。　医療に限らず、TAで扱うのが望ましい技術やテーマと、そうでないものは存在する。その峻別について、今後、議論を重ねていくことが望まれる。　「萌芽的な科学
技術を扱う難しさ」　萌芽的な科学技術を巡る状況は、時々刻々と変わる。熟議キャラバン2010は、全体で約半年のイベントであったが、その半年の間にも研究ガイドラインが変更になったり、新たな研究成果が出たり、ES細胞の臨床試験が始まったり、めまぐるしい変化があった。仮に日本人研究者がノーベル賞を受賞していれば、世論は大きな影響を受け、アジェンダやそれに基づく社会調査の結果も異なるものになっただろう。萌芽的な技術はアジェンダの寿命が短く、まさに今ここで議論すべき問いが上がっているためスピードが求められる。　また萌芽的な研究は不確実性が大きい。再生医療とは何か、一体に何がどこまでできるのか、コストはどの程度かなど、設問を回答する際の前提が不確実で、立場によって提供する情報も異なり、過剰な期待や誤解に基づく不安も多い。不確実だからこそ TAの対象になるが、回答をする際に最低限必要な情報を公平に選択し、提供することは難しい。　「TAとしての質保証」　社会的影響の予見・評価、および課題発見や対応
策の提示を通した意思決定の支援を実現するには、論点を網羅することが鍵となる。IpTAは、論点抽出ワークショップを様々な属性の人を対象に、数多くこなすことで、網羅性を向上させる設計になっている。　その際、専門知にできるだけ頼らず、情報提供も社会流通している情報（新聞等）を基本とし、また市民の考えに沿ったボトムアップ型の TAを目指している。これは主催団体の人脈、関心、能力によらず、様々な科学技術について IpTAを実施するためでもある。　一方で、アジェンダ設定会議の参加者した専門家は、専門家の中で重要とされる論点の漏れを指摘していた。この問題は、将来的に論点抽出ワークショップが社会に根付き、様々な専門家もその段階から参加するようになれば解決され得る。しかし現状では、属性指定の論点抽出ワークショップにおける人選の充実が、現実的な対応となろう。網羅性に問題のある論点リストに基づく限り、アジェンダに責任が持てないという理由で、アジェンダ設定会議に参加することを拒む専門家も出てくると予想さ策の提示を通した意思決定の支援を実現するには、論点を網羅することが鍵となる。IpTAは、論点抽出ワークショップを様々な属性の人を対象に、数多くこなすことで、網羅性を向上させる設計になっている。　その際、専門知にできるだけ頼らず、情報提供も社会流通している情報（新聞等）を基本とし、また市民の考えに沿ったボトムアップ型の TAを目指している。これは主催団体の人脈、関心、能力によらず、様々な科学技術について IpTAを実施するためでもある。　一方で、アジェンダ設定会議の参加者した専門家は、専門家の中で重要とされる論点の漏れを指摘していた。この問題は、将来的に論点抽出ワークショップが社会に根付き、様々な専門家もその段階から参加するようになれば解決され得る。しかし現状では、属性指定の論点抽出ワークショップにおける人選の充実が、現実的な対応となろう。網羅性に問題のある論点リストに基づく限り、アジェンダに責任が持てないという理由で、アジェンダ設定会議に参加することを拒む専門家も出てくると予想さ
れる 。　網羅性を高める別の方法として、シンポジウム等の開催が考えられる。今年度も2010年 7月に、シンポジウム「再生医療の社会科学」（STS Network Japan 主催）を開催した 。今回は、熟議キャラバンにおける位置づけが不明確であったが、次回以降は、このような機会を事前提供資料づくりと連動させたり、アジェンダ設定会議参加者への情報提供の機会にしたりするなどの工夫が可能であろう。　また市民が参加することの意義を重視するあまり、素人らしい設問を盛り込もうとしすぎる偏りも予想される。その際、現実と乖離した前提や、時には誤解に基づいた論点が強調されることもある。市民が現実と乖離した前提に基づき不安を感じている場合、その不安が存在するという事実を尊重し、それをアジェンダに入れるのか、あるいは、ミスリーディングになることを防ぐため、あくまで事実に即して排除するのか。どちらが TAの報告として有益なのかは、「現実と乖離しているという判断を誰がどう下せるのか」という問題も含めて、考えていく必要があろう。れる 。　網羅性を高める別の方法として、シンポジウム等の開催が考えられる。今年度も2010年 7月に、シンポジウム「再生医療の社会科学」（STS Network Japan 主催）を開催した 。今回は、熟議キャラバンにおける位置づけが不明確であったが、次回以降は、このような機会を事前提供資料づくりと連動させたり、アジェンダ設定会議参加者への情報提供の機会にしたりするなどの工夫が可能であろう。　また市民が参加することの意義を重視するあまり、素人らしい設問を盛り込もうとしすぎる偏りも予想される。その際、現実と乖離した前提や、時には誤解に基づいた論点が強調されることもある。市民が現実と乖離した前提に基づき不安を感じている場合、その不安が存在するという事実を尊重し、それをアジェンダに入れるのか、あるいは、ミスリーディングになることを防ぐため、あくまで事実に即して排除するのか。どちらが TAの報告として有益なのかは、「現実と乖離しているという判断を誰がどう下せるのか」という問題も含めて、考えていく必要があろう。
　別の観点として、DeCoCiS における TAには、2.2 節で触れたように公共コミュニケーションに参加する文化を市民の間に広げ、社会に根付かせることの一端も担っている。その点で、TAに関与する経験を通した参加者の学びを評価し、さらに学びを促進するような工夫を盛り込み、学習の場としての TAの質保証も今後発展させていきたい。　【イベント設計に関して議論すべき点】　「全体の設計」　IpTAは、論点抽出ワークショップ（できるだけ多様な論点を収集する：拡散フェーズ）と、アジェンダ設定会議（社会で優先的に議論すべき論点を絞り込む：収束フェーズ）を組み合せ、全体として議論の幅と深さを担保するという構想である。拡散フェーズがなければ論点の網羅性に欠け、収束フェーズがなければ論点が散漫になる。アジェンダを、多様な意見を反映され、かつ、コンパクトなパッケージとするために、このような分散的な議論をつなぐ設計は有効だと考えている。　一方で、個々のイベント参加者にとって、十分な議論をしたという実感が得られにくく、　別の観点として、DeCoCiS における TAには、2.2 節で触れたように公共コミュニケーションに参加する文化を市民の間に広げ、社会に根付かせることの一端も担っている。その点で、TAに関与する経験を通した参加者の学びを評価し、さらに学びを促進するような工夫を盛り込み、学習の場としての TAの質保証も今後発展させていきたい。　【イベント設計に関して議論すべき点】　「全体の設計」　IpTAは、論点抽出ワークショップ（できるだけ多様な論点を収集する：拡散フェーズ）と、アジェンダ設定会議（社会で優先的に議論すべき論点を絞り込む：収束フェーズ）を組み合せ、全体として議論の幅と深さを担保するという構想である。拡散フェーズがなければ論点の網羅性に欠け、収束フェーズがなければ論点が散漫になる。アジェンダを、多様な意見を反映され、かつ、コンパクトなパッケージとするために、このような分散的な議論をつなぐ設計は有効だと考えている。　一方で、個々のイベント参加者にとって、十分な議論をしたという実感が得られにくく、
議論の意義が分かりづらい設計でもある。その点で、ニュースレター等による全体構造の説明や、議論の進捗報告で十分だったかは検討しなくてはならない。また時間配分においても、参加者の満足感よりも、主催者の都合を優先していた。今回は実験的意味合いが強いとはいえ、主催者視点が重視されていた感がある。　「話し合いの設計」　論点抽出ワークショップでは、意見があっても発言できない人を前提に、各自に役割を与えたり、付箋に書いた内容を発表する形で発言を促したりするなど、発言行為を均等化するための工夫がなされた。この場合、沈黙について「異論がない」のではなく、「発言ができない」という解釈が適用され、発話を促すように働きかけがなされた。　それに対し、アジェンダ設定会議では、意見があれば発言する人が前提にされた 。参加者に自由な発言機会を提供するため、ファシリテータによる発言回数のコントロールや均等化は行わず、意見を持つ人の発言を妨げたり、意見を持たない人に発言を強いたりすることはなかった。沈黙について

合いの設計思想を、参加者にきちんと伝えたかという問題もある。自分の参加する話し合いの場が、どのような参加者像を前提として設計されているのか。そこでは、ある行為（例えば、沈黙）が、どのような意味を持つのか。こうした話し合いの前提は、参加者に明示される必要がある。　「アジェンダの位置づけ」　論点冊子は、個々の市民の大事だと思うことと、その理由が書かれている。市民の声を研究者や政策担当者に伝えるには、もっともストレートなアウトプットである。それに対し、アジェンダの位置づけは、いくつかの考え方がプロジェクト内にあった。　1つは、アジェンダを論点冊子の要約とする考え方である。論点冊子は情報量が多く、研究者や政策担当者が読む負担も大きい。しかし実行委員会が要約を作っては公平性に欠ける。そこで論点冊子の要約としてのアジェンダを、様々な立場の人が参加して作成する、という考え方である。この場合、アジェンダは論点冊子への誘導であり、主体は論点リストになる。この場合のアジェンダには、重要な論点を
漏らさず示すことが求められ、その並び順や言葉遣いは特に問題にはならない。今年度はこちらの考え方であった。　もう1つは、ステークホルダーと市民が一堂に会し、意思決定をする会議で、そのまま使える議題という位置づけである。この場合は、論点の内容だけでなく、表現の仕方や問いかける順番などの問い方も重要である。共有できる議題や設問群として、多くの人が公平だと感じ、使用できるものでなければならない。これを達成するには、参加者の人選、議論の設計（議論時間、全体議論と班別議論の関係など）などにも変更が求められる。　ここで問題になるのは、万が一、180の論点から大きくかけ離れたアジェンダや、全体のバランスを欠き、特定の論点が欠落したアジェンダが、アジェンダ設定会議の結果として作成された場合である。もし要約という位置づけを重視するのであれば、実行委員会の裁量で補足することが妥当かもしれない。しかし、主催者の恣意性を排除し、あくまで手続きに従うのであれば、アジェンダ設定会議参加者の意思を尊重し、
補足や削除は一切認めるべきではない。さらに、アジェンダの中に倫理的に問うことが許されないようなものが残ったとき、それを実行委員会の裁量で削除しても許されるのだろうか。この場合、削除するということは、参加者の意図を正面から否定することになる。しかし、倫理的な配慮を欠けば、アジェンダの社会的意義は大きく損なわれるだろう。このようにアジェンダの最終決定権を誰が持つのか、内容と手続きのどちらを重視するのかについては、今一度考える必要がある。　また、アジェンダ設定会議の参加者は、アジェンダのアウトプット先や使用目的の情報を求めた。例えば、自身の考えを深めるため、社会的意思決定のため、意識調査のためなど、アジェンダの目的によって項目が変わるという指摘である。このようにアウトプット先が決まらないと、アジェンダの決定ができないのは事実である。一方で、主催者にはどのような結果が出るのかの予測ができなかったため、アジェンダの内容が決まってから、適切なアウトプットを決めようという考えがあった 。
これは同時に、アウトプット先を明確に示すことによって、議論を制約してしまうことへの配慮でもあった。誘導や制約にならず、かつ、参加者の困惑を招かない教示の工夫が望まれる。　【会議運営に関して議論すべき点】　「情報提供」　一般的な TAでは、どの情報を、どのように提供するのかが鍵となるため、注意深く当該技術に関する情報提供が行なわれる。そのために、技術の専門家だけでなく、分かりやすく表現する専門家や、技術を巡る社会状況にも精通した人員も必要となる。それに対し、IpTAでは情報提供は新聞や書籍で手に入る程度の情報に限定し、説明も10分程度で済ませた。これは、参加の時間的コストを抑えながら議論する時間を確保すること、専門家を必須としないことで開催コストを抑えること、議論において実際の市民の知的状況を再現すること、を念頭においた手続きであった。　しかし、議論をするのに適切な質と量の情報提供だったのかという点は、意見が分かれる。実際、180の論点の中には、誤解に基づく議論、単に情報不足から生じ
た疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つにた疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つに
まとめることを前提にした設計で、情報提供が異なっていたことは問題になりうる。　「ファシリテーション」　アジェンダ設定会議では、議論の自由度を重視し、3時間を越える全体議論の時間管理や議論の進行をチーフファシリテータに委ねた。ファシリテータの影響力が大きくなるため、結果を評価するためには、ファシリテーションに問題はなかったのかの検討が不可欠である。また手法としては、ファシリテータ個人の能力に依存したブラックボックスが大きく残るものとなった。　班別議論のファシリテーションは、基本方針を共有し、具体的な進め方は各ファシリテータに委ねた。それぞれの持ち味を生かし、グループの状況に柔軟に対応するには良い方法であった。しかし、そこでなされたワークが、同一の質のものであったかについては疑問が残る。班別ファシリテータ対象の聞き取り調査でも、その懸念が示された。　議論とは自由であるべきだという考え方もある。一方で議論を集約・比較し、すべてをまとめて1つの成果として社会に提案するために、ある
た疑問、事実と反した推測に基づく懸念なども散見される。情報提供が不十分であるため、このような論点が出てくるのは避けられない。現実社会の縮図として、誤解を含めて議論を行うことに意味はあるのか 、それとも不十分な情報に基づく議論は、やはり意味はないのか。　また情報提供に関連して、論点抽出ワークショップでなされた「再生医療」に関する説明と、アジェンダ設定会議でなされた説明が異なっていた。アジェンダ設定会議の参加者には、再生医療に関する用語集が配布され、口頭での説明は短時間であった。またアジェンダ設定会議には、専門家と市民が一緒に参加しており、再生医療の説明はグループ内での議論でもなされた。その部分の説明内容は、各人の裁量に任せられており、コントロールはされていない。加えて、専門家対象の論点抽出ワークショップ時には、既知の情報を提供するのは必要ないという実践上の判断により、情報提供がなされていない。こうした情報提供の違いは、議論の内容の違いにもつながると予測される。最終的に1つに
まとめることを前提にした設計で、情報提供が異なっていたことは問題になりうる。　「ファシリテーション」　アジェンダ設定会議では、議論の自由度を重視し、3時間を越える全体議論の時間管理や議論の進行をチーフファシリテータに委ねた。ファシリテータの影響力が大きくなるため、結果を評価するためには、ファシリテーションに問題はなかったのかの検討が不可欠である。また手法としては、ファシリテータ個人の能力に依存したブラックボックスが大きく残るものとなった。　班別議論のファシリテーションは、基本方針を共有し、具体的な進め方は各ファシリテータに委ねた。それぞれの持ち味を生かし、グループの状況に柔軟に対応するには良い方法であった。しかし、そこでなされたワークが、同一の質のものであったかについては疑問が残る。班別ファシリテータ対象の聞き取り調査でも、その懸念が示された。　議論とは自由であるべきだという考え方もある。一方で議論を集約・比較し、すべてをまとめて1つの成果として社会に提案するために、ある
いは、手法をマニュアル化するために、一定のコントロールも必要だという考え方もある。今回は、前者を採用したが、ファシリテーションの在り方は、継続的な議論が求められよう。　【参加者に関して議論すべき点】　「論点抽出ワークショップの参加者数」　論点抽出ワークショップの参加者の質（市民と専門家のバランス、専門家の選択の仕方）もさることながら、その適切な人数の設定にも議論の余地がある。市民の意思決定への参加という観点からは、できる限り多くの参加者を募ることが望ましく、その方が論点の網羅性も向上すると考えられる。一方で、現在はアジェンダ設定会議参加者に、すべての論点を事前に読んで頂き、会議当日も目を通す仕組みにしているため、180という枚数は大きな負担であった。実際に個々の論点の持つ意味を読み込んだり、その解釈をめぐって議論したりすることが望まれるが、それ以前に読むことに時間が費やされた。論点を主催者で整理するということも可能だが、それでは主催者の恣意性を排除できない。そうなれば、論点を
整理するためのワークショップを別途開催するなど、会議設計を変える必要が出てくる。また参加人数を制限するのであれば、制限のポリシーを考える必要がある。　「アジェンダ設定会議参加者の役割」　アジェンダ設定会議の参加者は、論点抽出ワークショップ参加者との関係性においては、代議士という役割であった。そのため、明らかに欠けている論点に自身が気づいていても、それを加えることができないルールにした。一人の市民として、一つの論点を出す権利があると考えれば、このルールは問題である。その一方で、論点を選択し、問いに編集する権利があるアジェンダ設定会議参加者に、論点を出す権利まで与えれば、影響力が強くなりすぎるとも考えられる。例えば、18人の参加者が自分の論点を1つずつ問いにしたら、3分の 2以上がアジェンダ設定会議参加者の論点で占められることになる。この場合、論点抽出ワークショップの意義は著しく損なわれるだろう。　またアジェンダ設定会議の中では、同じ立場から招かれた複数人は「相互監視者」あるいは整理するためのワークショップを別途開催するなど、会議設計を変える必要が出てくる。また参加人数を制限するのであれば、制限のポリシーを考える必要がある。　「アジェンダ設定会議参加者の役割」　アジェンダ設定会議の参加者は、論点抽出ワークショップ参加者との関係性においては、代議士という役割であった。そのため、明らかに欠けている論点に自身が気づいていても、それを加えることができないルールにした。一人の市民として、一つの論点を出す権利があると考えれば、このルールは問題である。その一方で、論点を選択し、問いに編集する権利があるアジェンダ設定会議参加者に、論点を出す権利まで与えれば、影響力が強くなりすぎるとも考えられる。例えば、18人の参加者が自分の論点を1つずつ問いにしたら、3分の 2以上がアジェンダ設定会議参加者の論点で占められることになる。この場合、論点抽出ワークショップの意義は著しく損なわれるだろう。　またアジェンダ設定会議の中では、同じ立場から招かれた複数人は「相互監視者」あるいは
「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの「作業分担メンバー」という位置づけであった。一方、設計段階では「協働メンバー」という位置づけも検討された。　今回は、各班に様々な立場の人を割り当てた。そして各立場の常識に照らして、各班でなされている議論が妥当かどうかのチェックを委ねた。しかし、その個人がその立場を代表する人間として何らかの偏りをもっていたり、万が一、妥当でない議論を見逃したりした場合、特定の立場から受け入れられないアジェンダになる恐れがある。そこで、似た立場の人間を複数人配置し、作成途中に全体会議というチェックポイントを設定し、各立場の常識に照らして、受け入れがたい内容がないか相互に監視してもらった。その際、2人だと意見が分かれる可能性があるため、今回は各立場から3人を招くことにした。　これを言い換えれば、担当しないテーマに関しては監視だけを求め、知的資源は担当テーマだけに割くことを推奨したことになる。このことにより、各テーマに関する担当班の議論の充実が期待される。このように、今回は分業によりアジェンダの
質の向上を狙った設計をしている。全体議論でなされた注文を採択するか否かの判断も、担当班の責任で行えるようにするなど、各テーマの設問作りにおける担当班の権限を強く設定した。これは担当班の熟議を重視した設計であると同時に、従来型の TAに見られる、専門性の優位性に立脚とした設計ともいえよう。　一方、協働メンバーという考え方に沿った設計案では、他の班に割り当てられたテーマについて、混成グループで議論を行う機会などを積極的に設け、各人が割り当て以外のテーマについても早い段階から、意見を述べる機会を提供することが検討された。この場合、各班の権限より、全体議論での決定の権限を重視することになる。このことにより、仮に6人がグループダイナミクスによって偏った場合にも、止める手段を持つことになる。各人の全体への影響力が保証されるため、モチベーションを維持しやすく、アウトプットへの合意も得られやすいだろう。　参加者の人選に関して、主催団体の人脈や実績の乏しさにより、同じ組織や同じ人を起点とした
人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過
と共に関心も低下し、形式的なものにとどまった可能性もあり、批判は免れないであろう。　加えて、この実行委員会案の作成においては、各班で行なった議論を十分踏まえてないという批判が予想される。しかし適切な情報源を誰ができるのかを考えると、仮に班別ファシリテータが各班の議論を報告したら、結局、主催者側が編集した情報に基づいているという批判が出るだろう。なお班別ファシリテータによる報告の問題に関しては、すでに本番でも、最終セッションでの報告を班別ファシリテータが行なってしまっている。全体会議で透明性が確保されていたとはいえ、この点は批判に値するだろう。　「主催団体の運営」　熟議キャラバン2010では、その準備や開催に必要な人件費、物品購入費、旅費、謝金などは、DeCoCiS プロジェクトの経費から出された 。しかし、プロジェクト終了後に開催に関わる人材や資金を調達する見通しは明るくない。　論点抽出ワークショップに関しては、マニュアルを普及させ、実行委員会本体はコンサルタント的役割を強める一方で、
人選が多く、考えが似すぎた人が集まっている可能性がある。これは、今回採用した相互監視という機能を実現する上では問題といえる。　さらに言えば、現在、アジェンダ設定会議参加者の依頼は、主催団体の人脈に依存したものであり、統計的にも政治的にも立場を代表していない 。アジェンダ設定会議参加者をどう位置付けるのか。それに適した選考基準は何であり、それを実現するためにどのような組織的な手続きが妥当なのかは、アジェンダの意義に関わる大きな問いである。　【主催者に関して議論すべき点】　「主催者 の役割」　熟議キャラバン2010では「ある設問をアジェンダに入れるか否か」など極めて重要な判断や、問うべき論点が不明確なままで決定に至らなかった論点の設問化など、予想以上に実行委員会が判断し、手を加える案件が残ってしまった。参加者が最終決定権を放棄している時点で、参加型会議としては問題がある。次善の策として、実行委員会案を示した後に、メーリングリスト等で修正案を議論・承認をする機会を提供したが、時間の経過

なされた議論を蓄積するルートを構築することで分散化を進める必要がある。その際に、インターネットの利用も検討すべきであろう。　熟議キャラバンの運営には、ファシリテーション能力、テーマに関する専門的知識、参加型 TAに関する知識、グループダイナミクスに関する知識、資金調達・イベントマネジメント能力、参加・協力を呼び掛ける人脈などが求められる。こうした人材を一か所に集めることは難しいため、社会に分散する人材をつなぐネットワークづくり、そしてチームとしての協働を助ける仕組みが必要である。一方で、そうした人々は、異なる価値観や利害を持つことも多く、チームの意思決定に時間がかかることもある。　その点で主催団体の組織体制を明確にすることが必要である。今回は、実行委員会、事務局などで兼任が多かった。そのため役割の切り分けが難しくなり、担当すべき仕事や権限、責任が不明確になった。それに伴い、意思決定の方法も一定にならなかった。主催団体の透明性が求められる TA機関としては大きな問題といえる。　
以上の議論すべき点は、設計理念の議論では必ずしも明確にならず、実践に向けて手法の詳細を詰める議論や実践の中でより鮮明になった。理念と実践を行き来しながら議論することで、ある実践が具現化している理念は何か、ある理念を具現化するにはどのような実践が必要なのかが問われたのである。その点で、このような議論すべき点や課題が多く見出されたことは、研究開発プロジェクトとしては収穫だと捉えたい。今後、転用可能な手法パッケージを作り、それを持続的に運営する組織のモデルを構築するため、建設的な批判やコメントを頂ければ幸いである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■科学技術に関するさまざまな論点を可視化する―科学技術に関する「論点抽出カフェ」の提案―／八木絵香　中川智絵／1. はじめに　本手法は、科学技術の問題について具体的な行動を起こさない場合でも、問題について考えたい、議論したいと感じている人々（本稿では「中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■科学技術に関するさまざまな論点を可視化する―科学技術に関する「論点抽出カフェ」の提案―／八木絵香　中川智絵／1. はじめに　本手法は、科学技術の問題について具体的な行動を起こさない場合でも、問題について考えたい、議論したいと感じている人々（本稿では「中
関心層」とよぶ）が、テーマとなる科学技術について議論し、関心や懸念を可視化し，共有することを目的として開発された。　中関心層を対象とした熟議手法の開発にあたっては、①そのような人々はそもそも存在するのか、②存在するとすれば、どのような特質を備えた人々なのかを明らかにする必要がある。このような観点から行った先行研究［2008］では、科学技術の問題について具体的な行動を起こさないが「問題について考えたい」「議論したい」と感じている中関心層の存在が確認されている。またこれらの中関心層にあたる人々は、次のような特質を持つことも明らかとなっている。　① . 科学技術の問題に限らず、社会問題全般に対する関心が強い層であり、その全方位的な関心が科学技術の問題にも向いている人々である。　② . また情報源として、一般により客観性や正確性が高いとみなされる行政公報誌・職場関係などの「公的な情報」を選ぶ人々である。　③ . また、各種勉強会への参加、裁判の傍聴、新聞・雑誌等への投書・投稿という形態で、ある種関心層」とよぶ）が、テーマとなる科学技術について議論し、関心や懸念を可視化し，共有することを目的として開発された。　中関心層を対象とした熟議手法の開発にあたっては、①そのような人々はそもそも存在するのか、②存在するとすれば、どのような特質を備えた人々なのかを明らかにする必要がある。このような観点から行った先行研究［2008］では、科学技術の問題について具体的な行動を起こさないが「問題について考えたい」「議論したい」と感じている中関心層の存在が確認されている。またこれらの中関心層にあたる人々は、次のような特質を持つことも明らかとなっている。　① . 科学技術の問題に限らず、社会問題全般に対する関心が強い層であり、その全方位的な関心が科学技術の問題にも向いている人々である。　② . また情報源として、一般により客観性や正確性が高いとみなされる行政公報誌・職場関係などの「公的な情報」を選ぶ人々である。　③ . また、各種勉強会への参加、裁判の傍聴、新聞・雑誌等への投書・投稿という形態で、ある種
の市民活動への参加意識が高い、もしくはすでに参加している層である。　本手法開発ではこれらの層をターゲットとした「論点抽出カフェ（試行版）」を2008年夏～ 2010年春にかけて合計9回，88人の参加者を得て実施した。論点抽出カフェは、既往の参加型テクノロジーアセスメント手法や、まちづくり等のワークショップで用いられるラベルワーク（金城他，2004）の手法をベースに開発したものである。　本稿では、これらの試行を通じて開発した「論点抽出カフェ」マニュアルを紹介する。なお、本稿は、開発した手法の適用を希望する方々への参考資料とすることを、主な目的としていることを申し添える。　2. 「論点抽出カフェ」マニュアル【事前準備編】　2. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、主に事前準備に係る部分について記述する。　2. 1 誰が何をするのか 論点抽出カフェを企画・運営するスタッフには、ファシリテーター（議論の促進者）と事務局（ファシリテーターの補佐役）が必要である。ここでは、それぞれの役割
分担や注意事項について紹介する。　2. 1. 1 ファシリテーター（議論の促進者）　・最低1名必要。　・グループに1名ずついれば、より充実した議論を期待することができる。　・1人のファシリテーターで担当できるグループ数は2グループを目安とする（経験の少ないファシリテーターの場合には、1人 1グループが適切である）。　・ファシリテーターは次の要件を満たすことが望ましい。　・議論の到達目標を理解している。　・中立の立場で議事を進行できる。　・参加者の声をきちんと聴ける。　・発言者が一部の参加者に偏らないように進行できる。　・参加者の発言を「待つ」ことができる。　・発言しやすい雰囲気（明るさ、笑顔）がある。　・ファシリテーターの主な役割は、表1に示す通りである。　2. 1. 2 事務局　・最低2名必要。　・状況に応じて、ファシリテーターが事務局の仕事を一部兼ねる。事前の参加者対応をファシリテーターが担当する場合、当日の場づくりがスムーズになる効果も期待できる。　・事務局の主な役割は、表2に示す通り
である。　2. 1. 3 議論の情報提供者（テーマとなる科学技術の専門家）　・参加者や対象とするテーマにより、情報提供者として専門家を招聘するかどうかを検討する。　・論点抽出カフェは、非専門家同士が議論することを一番の目的とするため、専門知識の提供は短時間で行う。また、細部にわたる専門情報の提供は求められないため、専門知識を持ちすぎた人よりは、むしろ専門知識を持ちすぎない大学院生レベルの方が適切な場合もある。　・口頭の説明のみにするのか、配布資料を活用するのかなどを、専門家役の能力と、参加者の属性等に応じて検討する。参加者になじみやすいための配慮として、紙芝居を利用するなどの方法もある（後述）。　2. 2 いつ、どこで開催するか　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯が異なることに留意する。ここでは、それぞれの注意事項について紹介する。　2. 2. 1 開催時期、時間帯　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯は当然のことながら異なる。参加者の属性を設定した段階で、同様のイベントの経験者等にである。　2. 1. 3 議論の情報提供者（テーマとなる科学技術の専門家）　・参加者や対象とするテーマにより、情報提供者として専門家を招聘するかどうかを検討する。　・論点抽出カフェは、非専門家同士が議論することを一番の目的とするため、専門知識の提供は短時間で行う。また、細部にわたる専門情報の提供は求められないため、専門知識を持ちすぎた人よりは、むしろ専門知識を持ちすぎない大学院生レベルの方が適切な場合もある。　・口頭の説明のみにするのか、配布資料を活用するのかなどを、専門家役の能力と、参加者の属性等に応じて検討する。参加者になじみやすいための配慮として、紙芝居を利用するなどの方法もある（後述）。　2. 2 いつ、どこで開催するか　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯が異なることに留意する。ここでは、それぞれの注意事項について紹介する。　2. 2. 1 開催時期、時間帯　参加者の属性により、適切な開催時期、時間帯は当然のことながら異なる。参加者の属性を設定した段階で、同様のイベントの経験者等に
事前ヒアリングを行い、詳細を検討する。　2. 2. 2 会場探し　想定する対象者によって、適切な会場も異なる。例えば、同じ地域に住んでいる人が参加者の場合は、なるべくその地域内で集まりやすい会場を探す必要がある。一方で広範囲から参加者が集まる場合は、なるべく大きな駅周辺で、駅からも歩いていける会場を探すことが適切である。　団体登録をすると無料もしくは割安で使用できる施設や、受付時期の制限（1カ月前からしか予約出来ない等）もあるため、事前の情報収集が必要となる。また、公共施設の他にも、民間施設喫茶店（コミュニティカフェなど）、商店街の空き店舗、スーパーのイベントスペース、学校の空きスペース等の活用も視野にいれた検討が必要となる。　会場選定の際のチェックポイントを参考までに以下に記す。　・最寄りの駅から近いか（できれば徒歩5分以内）。天候が悪くても参加しやすいか。　・広さは十分か。窓があるなど開放感があるか。　・使用料はいくらか。時間延長は可能か。　・ホワイトボードや黒板などがあるか（掲事前ヒアリングを行い、詳細を検討する。　2. 2. 2 会場探し　想定する対象者によって、適切な会場も異なる。例えば、同じ地域に住んでいる人が参加者の場合は、なるべくその地域内で集まりやすい会場を探す必要がある。一方で広範囲から参加者が集まる場合は、なるべく大きな駅周辺で、駅からも歩いていける会場を探すことが適切である。　団体登録をすると無料もしくは割安で使用できる施設や、受付時期の制限（1カ月前からしか予約出来ない等）もあるため、事前の情報収集が必要となる。また、公共施設の他にも、民間施設喫茶店（コミュニティカフェなど）、商店街の空き店舗、スーパーのイベントスペース、学校の空きスペース等の活用も視野にいれた検討が必要となる。　会場選定の際のチェックポイントを参考までに以下に記す。　・最寄りの駅から近いか（できれば徒歩5分以内）。天候が悪くても参加しやすいか。　・広さは十分か。窓があるなど開放感があるか。　・使用料はいくらか。時間延長は可能か。　・ホワイトボードや黒板などがあるか（掲
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記述する。　3. 1 開始前　3. 1. 1 受付設営・運営【事務局スタッフ1名が担当】　・受付は、少なくとも開始時間30分前には設置する。　・配布資料は、受付で配布か、一式セットにして会場のテーブルに配布するかのいずれかの方法を採用する。空間的に可能なら受付での配布が望ましい。　・参加者が来場したら…　・参加者はカフェへの期待もある反面、緊張感や不安を持ちながら来場される場合が少なくない。まずは、受付の対応が親切で安心感を与えるものであることが重要となる。　・スタッフの側から積極的に笑顔であいさつすることが望ましい。次に、参加者リストへの記入を促し、会場内に誘導する。　・配布資料や名札を受付で渡す場合は、一式セットにして封筒などに入れておき、混乱なく渡せるよう配慮する。　・個人情報保護のため、参加者名簿等を放置して受付を離れないよう留意する。　3. 1. 2 会場設営・運営【事務局スタッフとファシリテーター1名が担当】　・会場設営は、開始時間の1時間前を目処に開始する。　・まず、最初に会場案内記述する。　3. 1 開始前　3. 1. 1 受付設営・運営【事務局スタッフ1名が担当】　・受付は、少なくとも開始時間30分前には設置する。　・配布資料は、受付で配布か、一式セットにして会場のテーブルに配布するかのいずれかの方法を採用する。空間的に可能なら受付での配布が望ましい。　・参加者が来場したら…　・参加者はカフェへの期待もある反面、緊張感や不安を持ちながら来場される場合が少なくない。まずは、受付の対応が親切で安心感を与えるものであることが重要となる。　・スタッフの側から積極的に笑顔であいさつすることが望ましい。次に、参加者リストへの記入を促し、会場内に誘導する。　・配布資料や名札を受付で渡す場合は、一式セットにして封筒などに入れておき、混乱なく渡せるよう配慮する。　・個人情報保護のため、参加者名簿等を放置して受付を離れないよう留意する。　3. 1. 2 会場設営・運営【事務局スタッフとファシリテーター1名が担当】　・会場設営は、開始時間の1時間前を目処に開始する。　・まず、最初に会場案内
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するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら

するのに適しているといえるが、反対に、ワークショップ等の手順が予め決められていて、記録もその手順どおりに行われなければならない場合にはまったく不向きであろう。つまり、この方法は、10分という時間枠のなかに、ある出来事が降り立つのを待つ、という姿勢が主催者・記録者（そして視聴者）のあいだで共有されている場合にこそ有効な手段なのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学際研究と教員の学びなおし：高度教養教育のあり方を手がかりにして／伊藤京子　西村ユミ／1. はじめに　コミュニケーションデザイン・センター（以下、CSCD）は、大学院教養教育とともに学際研究を進める組織でもあり、複数の学術分野から教育・実践へのアプローチを行う可能性を有する、と著者らは捉えている。そのため著者ら2名は、新しい学際的な切り口を得るための研究に、数年間にわたって着手してきた。この取り組みは、例えば「新しい技術を作って社会
に提案するタイプの研究」、あるいは「実際に生じている事象を分析するタイプの研究」のように、ある専門的な研究に留まらず、方向性が異なった多様な分野のアプローチが出会う機会でもあり、それによって学際的な研究におけるより実際的な学術性を探究することにもなると考えて始められた。　具体的には、一方（伊藤）が開発した技術を組み込んだソフトウェア（iFace）（図 1～図 3）の使用場面を、他方（西村）がこれまでの経験を踏まえて相互行為分析を試みる、というものである（伊藤・黒瀬・高見・白井・清水・西田 ［2010a］：伊藤・西村［2010b］：伊藤・西村［2010c］）。著者らは、この取り組みを通していくつもの新しい気づきを得たように感じている。特に、相手の分野の“知識”を有していることだけではなく、むしろその場で試行錯誤する実践が求められることに気づかされる経験となった。　近年、高等教育の現場では、著者らが進めてきたようなタイプの研究を含め、他分野と共同して研究を行う力をつけるための、教育的な取り組みが進めら
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11
である。そして、その感覚を今、ここにある身体で感じられる面白さが、「からだトーク」にはある。　1.3 霞のように　／佐久間新　インドネシアのジャワ島で舞踊を踊っている時、自分がラジオの受信機になってガムランの音をキャッチし、からだが勝手に動いていくという経験をしたことがある。その後、大阪の山里に住むようになって10年になるが、最近になって、まわりの環境に対する感覚が少し変わってきた。そのことと自分のダンスは、大いに関わっているように思う。　家から見える山に靄が立ちこめていることがある。乳白色の濃い部分と薄くなって透けて繊細な模様を作る部分とがある。靄はゆっくりと山肌に沿って動く。それに連れて、濃さや形が次々と変容していく。尾根や谷があり、光、温度、湿度、木々の具合に応じて、姿を変えていくのだろう。靄は、そこにある空気の一瞬一瞬のそうでしかありえない姿なんだろう。靄のように踊ってみたいと思う。　田植えの時期に棚田の間を歩いていると、田から田へ、右から左へ、上から下へと水が流れて
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いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは11いるのが分かる。溝や土管を通り、時には小道の下に潜り、また次の田へと水は流れて行く。普段は見えづらい水の循環の一部が感じられる。私たちの世界には、水が張り巡らされ、流れているのだと。自分もその一部であり、からだには水が流れているのだと。　　ああそうだ、ジャワ舞踊のキーワードは、「水が流れる」だった。　　虫の音、木々の乾きはじめた葉が揺れる音、タイヤとアスファルトがこすれて伸びてゆく音、ウロコ雲に薄く広がるジェット機の音。小さな石粒がコンクリートに踏みつぶされる音は、自分の足下から。足を止めると音も止まる。石粒の音が大きくなりすぎないように、息をすぼめてそおっと足を踏みだしてみる。そこにあるということは、音とともにあることなのか。　音に動かされたり、動きが音を作り出したり。ダンスは音楽である。僕にとって「からだトーク」は、まわりとダンスすることから、ダンスをとらえ直す試みなのである。　2. 記録映像（動画）化について　／本間直樹　2.1 撮影の目的　水や煙などが演出する複雑な動きは
私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、11私たちの身体によって直接に感じとられるとき、自然現象と身体の対話、あるいは両者の相互作用が生み出される。この身体表現ワークショップの目的は、このような光景のなかにいわばダンスの原石を探索することにある。生の視覚や聴覚、あるいはそれ以外のさまざまな感覚と運動感覚を通して得られる体験は、まさにその現場によってしか得られない。それゆえ、体験者自身によって感じられていること、その直接的な感覚や体験を映像記録を介して伝えようとすることは無意味な試みになるだろう。その意味では、こうした身体表現ワークショップの記録とは、参加者の体験に決して入り込むことのない、出来事の外面だけを写し取る、非本質的な表現となってしまう可能性が多分にある。しかし他方で、ビデオカメラを用いて映像と音声を記録することは、人間の身体が直接に感覚しているのとはまったく異なる仕方で、肉眼や耳では捉える損なわれたり、記憶に残らなかったりする微細な現象を捕獲し、それをあらためて人間の視聴覚に誇張しつつ訴えかけることにより、
現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、11現場での体験とは質を異にする表現をもたらす可能性を有している。　そこで、このワークショップの映像記録を行うにあたって、参加者に何をどう楽しんでもらうのかとは別に、映像という媒体によってはじめて出現するダンスを創作する、というもう一つの目的が立てられることになった。つまり、参加者が自分の身体経験を探求すると同時に、その場で生成するダンスを撮影によって捕獲するという二重の目的をもってこのワークショップが企画されたのである。もちろんこの点については、ワークショップの導き手である舞踊家の佐久間新さんからも十分に了解が得られていた。筆者が佐久間さんのワークショップを記録するのはこれが初めてではなく、すでに数回の記録を重ねており、ある種の信頼関係が築かれていることも付記しておきたい。言うまでもなく、目の前でカメラを構えられることは、誰にとっても緊張を強いることであり、被写体となる人との信頼関係は、とくに撮影において重要な要素となる。また、当日の参加者にも撮影の主旨について説明を行い、
了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制11了解が得られたことが確認された後に撮影が開始された。　さらに、この映像は主催者のための記録資料ではなく、インターネット上の動画共有サービスを利用して動画を公開し、不特定多数によって閲覧されることを前提に作成された。DVDとは異なり、YouTubeなどのインターネット動画閲覧サービスは、誰でも気軽にアクセスでき、複数のウェブサイトから「リンク」を設けたり、「動画再生タグ」をページ内に埋め込んだりすることが比較的容易にできる。このような動画閲覧サービスを利用することで、一度きりの参加者であっても、自分たちの体験したことが、どのように外から見えるのかを別の視点から捉え直すことができる。また、単なるイベント紹介映像ではなく、当日参加しなかった人々が映像鑑賞を通してダンスに触れることができるために、以下に述べるように撮影と編集に工夫が凝らされている。その結果、映像公開後、参加せずに映像だけを観た人々から様々な感想が寄せられた。　また、ワークショップの全体像を映像によって伝えることが映像制
作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん11作の目的ではない。ワークショップ全体の意味や目的については、文字資料などによって別途補足することが可能である。映像表現は出来事の全体像を示すには不適当である、とすら筆者は考えている。映像表現は、むしろ、出来事に居合わせた者にすら見逃されてしまうような細部の強調、視点の選択にこそ最大限の力を発揮することができる。そうした考えから、映像のなかには説明的な部分はまったく含まれておらず、先に述べたダンスの生成という観点から撮影と編集が行われている。しかも、公開時に付されるタイトル、日付、場所を除き、映像によって提示されていることがらがどういった意味で「ダンス」として鑑賞できるのかの判断についても、完全に視聴者に委ねられている。つまり、誰にでも分かりやすい記録や説明ではなく、視聴者の解釈に大きく依存する映像作品を提示することが意図されていると言ってよいだろう。　2.2 方法　一般に、インターネット上の動画共有サービスにおいては、アップロード可能な動画の時間幅が制限されていることがほとん
どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、11どである。筆者が選んだサービス、YouTubeでは、利用当時、10分間が最長の制限時間であった。そこで、内容にかかわらず映像作品1本の時間幅を10分に固定し、1回のワークショップにつき、3～ 4本だけをアップロードし、公開することにした。撮影そのものは、ワークショップの開催されている2～ 3時間のあいだ、ほぼ全体を通して行われている。　また、通常、数時間の催しを映像編集する場合、数秒のカットを多数用意して、「ダイジェスト」風にまとめられることが多い。とりわけ10分間という短編作品になると、生じた出来事をいかに効率よくまとめあげるかが編集の腕の見せ所となる。　しかし、今回は次のような理由から、10分という時間の持続のなかで「カット」を一切行わない10分間 1カットという手法を採用することにした。撮影された動画の編集には、Apple 社のQuickTime Pro が使用され、10分間の切り取り作業以外には、特別な編集機能が用いられていない。　1. デジタルビデオカメラさえあれば、誰でも比較的容易に撮影、編集、
共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ11共有できる、身体ワークショップの映像記録の手法を開発する。　2. ワークショップのなかで、ある出来事（ダンス）が生成し、終了するのに、少なくとも5分以上の時間幅が必要であり、しかも即興的なパフォーマンスにおいては、生成や変化のプロセスが大きな意味をもつため、プロセスそのものを途切れずに記録することが重要となる。　3. 身体感覚およびダンス（パフォーマンス）の観点から、カットによって裁断され、つなぎ合わされた映像ではなく、ワークショップの現場で流れた同じ〈時間の持続〉を視聴者にも体験してもらう。　撮影されたものから10分間だけを切り取るだけでよいので、どこを切り取るのか慎重に選ぶだけで、極めて短時間で編集が可能であるため、ほぼ当日中に共有・公開ができることがこの手法のメリットとしてあげられるであろう。コンピュータの使用によって、映像編集が非常に身近なものとなったとはいえ、編集の作業はやはり複雑であるだけでなく、数時間の記録を10分にまとめあげるにはある程度の熟練が必要とされる。こ11
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デジタル機器の活用は有用な反面、場所により仕様不可能な場合や、場の雰囲気を固くする場合もあるため、どのような資料を用いるかについては、会場の機材や、参加者の属性に応じて事前に検討する必要がある。　・ファシリテーターは、参加者が理解できているか、様子を観察し、必要に応じて自ら専門家役に質問をいれることにより説明を補う役目を担う。　②質疑応答　・状況を見ながら、参加者からの質問も受け付ける。　・ただし、原則は「正解を探すための議論ではなく、この問題について参加者がどう考えるのかを共有することが目的であること」を伝え、テーマとなる科学技術の詳細にまで質疑が及ばないように配慮する。　3. 2. 3 グループ討議　①進め方の説明【10分】　・本日の目的と進め方、ルールを確認する。主なルールは次の通りである。　・グループメンバーは、それぞれが対等な個人として意見を出すことができる。　・提示された意見（ポストイット）は、原則すべて活かす。　・グループメンバーの合意を得ながら進める（特定の人の意見2
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デジタル機器の活用は有用な反面、場所により仕様不可能な場合や、場の雰囲気を固くする場合もあるため、どのような資料を用いるかについては、会場の機材や、参加者の属性に応じて事前に検討する必要がある。　・ファシリテーターは、参加者が理解できているか、様子を観察し、必要に応じて自ら専門家役に質問をいれることにより説明を補う役目を担う。　②質疑応答　・状況を見ながら、参加者からの質問も受け付ける。　・ただし、原則は「正解を探すための議論ではなく、この問題について参加者がどう考えるのかを共有することが目的であること」を伝え、テーマとなる科学技術の詳細にまで質疑が及ばないように配慮する。　3. 2. 3 グループ討議　①進め方の説明【10分】　・本日の目的と進め方、ルールを確認する。主なルールは次の通りである。　・グループメンバーは、それぞれが対等な個人として意見を出すことができる。　・提示された意見（ポストイット）は、原則すべて活かす。　・グループメンバーの合意を得ながら進める（特定の人の意見
のみで進めない）。　・時間が限られているので、制限時間を守って作業する（急がせてしまうことへの了解も得る）。　・ルールは図6のように壁に掲示しても良い。　・次に、グループ内の自己紹介と係分担をする。係には「グループの進行役（名称例：親方・リーダー）」「必要な文房具を準備したり片付けたりする役（名称例：文具・リーダー補佐）」「時間配分を気にかけて時間内に作業が終わるように促す役（名称例：タイムキーパー）」などの他に、「他グループの状況を観察し、自らのグループの議論を活性化させる役（名称例：スパイ）」「お茶やお菓子を勧めたりして雰囲気作りを率先して行う役（名称例：ムード）」がある。　・グループ内の係の名称や種類は、参加者の属性によって判断する。例えば、場が「固め」の場合には、「親方」ではなく、「リーダー」という表現の方が適切であるように、係の内容や名称については、適宜調整する必要がある。1グループが5人以上になる場合には、スパイ係や文具係を複数用意するなどの対応を行う。　・反対に、1グルー
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のみで進めない）。　・時間が限られているので、制限時間を守って作業する（急がせてしまうことへの了解も得る）。　・ルールは図6のように壁に掲示しても良い。　・次に、グループ内の自己紹介と係分担をする。係には「グループの進行役（名称例：親方・リーダー）」「必要な文房具を準備したり片付けたりする役（名称例：文具・リーダー補佐）」「時間配分を気にかけて時間内に作業が終わるように促す役（名称例：タイムキーパー）」などの他に、「他グループの状況を観察し、自らのグループの議論を活性化させる役（名称例：スパイ）」「お茶やお菓子を勧めたりして雰囲気作りを率先して行う役（名称例：ムード）」がある。　・グループ内の係の名称や種類は、参加者の属性によって判断する。例えば、場が「固め」の場合には、「親方」ではなく、「リーダー」という表現の方が適切であるように、係の内容や名称については、適宜調整する必要がある。1グループが5人以上になる場合には、スパイ係や文具係を複数用意するなどの対応を行う。　・反対に、1グルー
プが5人未満になる場合には、1人 2役とする、ムード・文具などの係を削除する等の調整を行う（親方、スパイ、タイムは必須とする）。　・全ての参加者が何らかの係を担うようにする。　②ポストイットに意見だし【5分】　・ファシリテーターは、ポストイットの書き方を説明する。主な説明内容は以下の通りである。　・2種類の意見（メリットとデメリット等）を、それぞれ異なる色のポストイットに書き出すように促す。例えば、桃色にはメリット、青色にはデメリット、など。　・テーマに対する自分なりの意見を書くように伝える。正しい、間違いがあるわけではない。自分が思うことを書いてほしいという旨を強調する。　・1枚のポストイットには1つのことだけ書く（後の作業で分類しやすくするため）。　・時間内に何枚書いてもよいことを伝える。　・可能な限り単語ではなく、主語・述語のある文章で書く。　・できれば、名前を右下に記名する（あとで分類するときに誰の意見かわかるようにするため。自分のイニシャルや頭文字でも良い）。　・全
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プが5人未満になる場合には、1人 2役とする、ムード・文具などの係を削除する等の調整を行う（親方、スパイ、タイムは必須とする）。　・全ての参加者が何らかの係を担うようにする。　②ポストイットに意見だし【5分】　・ファシリテーターは、ポストイットの書き方を説明する。主な説明内容は以下の通りである。　・2種類の意見（メリットとデメリット等）を、それぞれ異なる色のポストイットに書き出すように促す。例えば、桃色にはメリット、青色にはデメリット、など。　・テーマに対する自分なりの意見を書くように伝える。正しい、間違いがあるわけではない。自分が思うことを書いてほしいという旨を強調する。　・1枚のポストイットには1つのことだけ書く（後の作業で分類しやすくするため）。　・時間内に何枚書いてもよいことを伝える。　・可能な限り単語ではなく、主語・述語のある文章で書く。　・できれば、名前を右下に記名する（あとで分類するときに誰の意見かわかるようにするため。自分のイニシャルや頭文字でも良い）。　・全
体を見渡して、あまり筆が動いていないようであれば、すでに書いてあるポストイットを書いた方の了承を得て1枚読み上げて参考例として示す。書き始めは、時間がかかる（筆が進まない）ことも多いため、ファシリテーターが焦りすぎない様に注意する。　・個別に見て回り、抽象的な表現のポストイットには具体的に書くよう促す。例えば、「子育てにやさしい環境を望む」という場合、「『やさしい環境』　・というのは、例えばどんなことをイメージしていますか」等と声がけをする。　・ファシリテーターは極力声を出すことを控え、少しでも静寂な時間を確保する。　③ポストイットの紹介と整理【15分】　〈お皿出し〉　・参加者に好みの色用紙を6～ 8枚（お皿と呼ぶ）テーブルに並べてもらう。　〈似たものあわせ〉　・グループの中の誰かが、まず自分の書いたポストイットを1枚声に出して読み上げ、好きなお皿に載せる。　・他の人は、読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同
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体を見渡して、あまり筆が動いていないようであれば、すでに書いてあるポストイットを書いた方の了承を得て1枚読み上げて参考例として示す。書き始めは、時間がかかる（筆が進まない）ことも多いため、ファシリテーターが焦りすぎない様に注意する。　・個別に見て回り、抽象的な表現のポストイットには具体的に書くよう促す。例えば、「子育てにやさしい環境を望む」という場合、「『やさしい環境』　・というのは、例えばどんなことをイメージしていますか」等と声がけをする。　・ファシリテーターは極力声を出すことを控え、少しでも静寂な時間を確保する。　③ポストイットの紹介と整理【15分】　〈お皿出し〉　・参加者に好みの色用紙を6～ 8枚（お皿と呼ぶ）テーブルに並べてもらう。　〈似たものあわせ〉　・グループの中の誰かが、まず自分の書いたポストイットを1枚声に出して読み上げ、好きなお皿に載せる。　・他の人は、読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同
じお皿の上に貼り付け、模造紙上におく。（声に出して読むことで、個々の意見を共有し、また違いを議論するきっかけとする。）　・参加者が似た意見を出し切ったら、次の人が新しい意見を読み上げ、新しいお皿に載せる。　・また同じ様に読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同じお皿の上に貼り付け、模造紙上においていく。　・ファシリテーターは、この作業を全員の手持ちのポストイットがなくなるまで続けるよう誘導する。　・ひとつのお皿に一緒にするラベルは多くても3～ 4枚まで。5枚以上出た場合は、できるだけお皿を分割するように促す。　・共通のポストイットがない意見は重要である。このことを参加者に周知し、1枚で 1つのお皿にすることを促す。　・お皿出しの作業途中で、ポストイットには書いていない意見が出た場合には、発言した本人が追加で新しいポストイットを記入するように促す。　・参加者の自主性を尊重することが重要である一方で、作業時間が
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じお皿の上に貼り付け、模造紙上におく。（声に出して読むことで、個々の意見を共有し、また違いを議論するきっかけとする。）　・参加者が似た意見を出し切ったら、次の人が新しい意見を読み上げ、新しいお皿に載せる。　・また同じ様に読まれたポストイットの意味内容が近いと思えるラベルが手元にあれば、続けて読み上げ、最初に出されたポストイットと同じお皿の上に貼り付け、模造紙上においていく。　・ファシリテーターは、この作業を全員の手持ちのポストイットがなくなるまで続けるよう誘導する。　・ひとつのお皿に一緒にするラベルは多くても3～ 4枚まで。5枚以上出た場合は、できるだけお皿を分割するように促す。　・共通のポストイットがない意見は重要である。このことを参加者に周知し、1枚で 1つのお皿にすることを促す。　・お皿出しの作業途中で、ポストイットには書いていない意見が出た場合には、発言した本人が追加で新しいポストイットを記入するように促す。　・参加者の自主性を尊重することが重要である一方で、作業時間が
不足する場合が多いため、「あと○分です！」のように少し締め切りを気にしてもらう工夫も必要となる。　・意味がわかりづらいポストイットがあれば、「どういう意味か」必ず聞くように促す。　・相手が意味を説明しているときに、横でポストイットに代筆し、見本例を示しながらポストイットの訂正を促すこともファシリテーターの重要な役割となる（以下、促しの例示）。　・「もう少し具体的に教えてください」　・聞きながら代筆　・「こういう風に書きなおしてみましたが、これで間違いないですか」　・違っていたら、「今おっしゃったことを、ぜひここに書いてください」と促す。　・5枚以上のっているお皿があれば、再検討を促す（以下、促しの例示）。　・「どれが最初に出されたポストイットですか」　・「どういう点が一緒でお皿にのせたんですか」　・「最初に出したラベルと一番意味内容が近いものを1枚選んでください。　・「それ以外は出した本人が引き取ってください」　〈タイトルづくり〉　・お皿ができあがったら、お皿をグループメンバーで均等に分
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月人がよいが、その人が独断で進めた雰囲気のグループの場合には、「○○さん、発表やってみませんか、メンバーからも補足できるので大丈夫ですよ」「発表者も2人までなら、大丈夫ですよ。ペアでやりませんか」等のようにファシリテーターから促すことも検討する。　3. 2. 4 発表　・各グループの内容を発表し内容を共有する（3～ 5分程度×グループ数）。　・発表者以外のメンバーから補足があれば発言してもらうよう促す。　3.2.5 クロージングタイム【20分】　①本日の議論を通じて、自らが一番重要と思うポストイット（もしくはお皿）を選んでもらい、改めて「一番重要と感じたこと」「その理由」を1枚（図 14最後の 1枚カード）に記入してもらう。　②参加者に今日の感想をフリートークでお願いしつつ、必要に応じてアンケートの記入を促す。　③主催者より本日のお礼、および今日抽出された論点の今後の活用方法等についてお知らせして、終了となる。　4. 終了後　4. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、終了後の動きに係る部分について記述月人がよいが、その人が独断で進めた雰囲気のグループの場合には、「○○さん、発表やってみませんか、メンバーからも補足できるので大丈夫ですよ」「発表者も2人までなら、大丈夫ですよ。ペアでやりませんか」等のようにファシリテーターから促すことも検討する。　3. 2. 4 発表　・各グループの内容を発表し内容を共有する（3～ 5分程度×グループ数）。　・発表者以外のメンバーから補足があれば発言してもらうよう促す。　3.2.5 クロージングタイム【20分】　①本日の議論を通じて、自らが一番重要と思うポストイット（もしくはお皿）を選んでもらい、改めて「一番重要と感じたこと」「その理由」を1枚（図 14最後の 1枚カード）に記入してもらう。　②参加者に今日の感想をフリートークでお願いしつつ、必要に応じてアンケートの記入を促す。　③主催者より本日のお礼、および今日抽出された論点の今後の活用方法等についてお知らせして、終了となる。　4. 終了後　4. では、「論点抽出カフェ」マニュアルのうち、終了後の動きに係る部分について記述
する。　4.1.1 撤収作業　•終了後は、まず、参加者の忘れ物がないか確認する。　•成果物は、貼り出した状態で全体だけでなくラベル一枚一枚が見える写真も併せて撮影をすると、後で記録を整理する際に役立つ場合が多い。また、成果物にポストイットを使用している場合ははがれる可能性があるため、セロテープでとめてから片付ける。　•文具品、ゴミなどの忘れものがないように片付けを行う。文具品は、片付けやすいように箱に入れておくと次回以降の利用においても便利となる。　•机やいすを移動させた場合は、原則、現状復帰する。　•ファシリテーターも一緒に撤収作業するが、参加者が残っていれば今日の感想をフランクに聞いたりすることも重要である。　4.1.2 当日のふりかえり　•会場をそのまま反省会の場として使用できれば効率的だが、少し雰囲気を変えたい場合は、近くの喫茶店などで反省会を行うのもひとつの方法である。　•まずは、参加者に書いてもらったアンケートを、事務局、ファシリテーターで回し読みする。スタッフ一人ひとりが以月する。　4.1.1 撤収作業　•終了後は、まず、参加者の忘れ物がないか確認する。　•成果物は、貼り出した状態で全体だけでなくラベル一枚一枚が見える写真も併せて撮影をすると、後で記録を整理する際に役立つ場合が多い。また、成果物にポストイットを使用している場合ははがれる可能性があるため、セロテープでとめてから片付ける。　•文具品、ゴミなどの忘れものがないように片付けを行う。文具品は、片付けやすいように箱に入れておくと次回以降の利用においても便利となる。　•机やいすを移動させた場合は、原則、現状復帰する。　•ファシリテーターも一緒に撤収作業するが、参加者が残っていれば今日の感想をフランクに聞いたりすることも重要である。　4.1.2 当日のふりかえり　•会場をそのまま反省会の場として使用できれば効率的だが、少し雰囲気を変えたい場合は、近くの喫茶店などで反省会を行うのもひとつの方法である。　•まずは、参加者に書いてもらったアンケートを、事務局、ファシリテーターで回し読みする。スタッフ一人ひとりが以




